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業務規程の一部改正新旧対照表 

 
新 旧 

（売買立会の区分及び売買立会時） （売買立会の区分及び売買立会時） 

第２条 当取引所の売買立会は、午前立会及び

午後立会に分かち、各売買立会時は、次の各

号に掲げる有価証券の区分に従い、当該各号

に定めるところによる。 

第２条 当取引所の売買立会は、午前立会及び

午後立会に分かち、各売買立会時は、次の各

号に掲げる有価証券の区分に従い、当該各号

に定めるところによる。 

（１） 株券（新株予約権証券、出資証券（法

第２条第１項第６号に掲げる有価証券をい

う。以下同じ。）、優先出資証券（協同組

織金融機関の発行する優先出資証券をい

う。以下同じ。）、投資信託受益証券（投

資信託の受益証券をいう。以下同じ。）、

外国投資信託受益証券（外国投資信託の受

益証券をいう。以下同じ。）、投資証券、

外国投資証券、外国株預託証券（外国法人

の発行する株券に係る権利を表示する預

託証券をいう。以下同じ。）、受益証券発

行信託の受益証券（内国商品信託受益証券

（特定の商品（商品先物取引法（昭和２５

年法律第２３９号）第２条第１項に規定す

る商品をいう。）の価格に連動することを

目的として、主として当該特定の商品をそ

の信託財産とする受益証券発行信託の受

益証券をいう。以下同じ。）又は外国証券

信託受益証券（受益証券発行信託の受益証

券のうち、外国法人の発行する株券、外国

指標連動証券（外国法人が外国で発行する

有価証券のうち法第２条第１項第５号に

掲げる有価証券の性質を有するものであ

って、当該有価証券の償還価額が特定の指

標（金融商品市場における相場その他の指

標をいう。以下同じ。）に連動することを

目的とするものをいう。以下同じ。）、外

国投資信託受益証券、外国投資証券又は外

（１） 株券（新株予約権証券、優先出資証

券（協同組織金融機関の発行する優先出資

証券をいう。以下同じ。）、投資信託受益

証券（投資信託の受益証券をいう。以下同

じ。）、外国投資信託受益証券（外国投資

信託の受益証券をいう。以下同じ。）、投

資証券、外国投資証券、外国株預託証券（外

国法人の発行する株券に係る権利を表示

する預託証券をいう。以下同じ。）、受益

証券発行信託の受益証券（内国商品信託受

益証券（特定の商品（商品先物取引法（昭

和２５年法律第２３９号）第２条第１項に

規定する商品をいう。）の価格に連動する

ことを目的として、主として当該特定の商

品をその信託財産とする受益証券発行信

託の受益証券をいう。以下同じ。）又は外

国証券信託受益証券（受益証券発行信託の

受益証券のうち、外国法人の発行する株

券、外国指標連動証券（外国法人が外国で

発行する有価証券のうち法第２条第１項

第５号に掲げる有価証券の性質を有する

ものであって、当該有価証券の償還価額が

特定の指標（金融商品市場における相場そ

の他の指標をいう。以下同じ。）に連動す

ることを目的とするものをいう。以下同

じ。）、外国投資信託受益証券、外国投資

証券又は外国受益証券発行信託の受益証

券（外国法人の発行する証券又は証書で受
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国受益証券発行信託の受益証券（外国法人

の発行する証券又は証書で受益証券発行

信託の受益証券の性質を有するものをい

う。以下同じ。）を信託財産とするものを

いう。以下同じ。）に限る。以下同じ。）

及び外国受益証券発行信託の受益証券を

含む。第９条第１項、第６６条及び第６７

条を除き以下同じ。）（次号に掲げるもの

を除く。） 

益証券発行信託の受益証券の性質を有す

るものをいう。以下同じ。）を信託財産と

するものをいう。以下同じ。）に限る。以

下同じ。）及び外国受益証券発行信託の受

益証券を含む。第９条第１項、第６６条及

び第６７条を除き以下同じ。）（次号に掲

げるものを除く。） 

午前立会は、午前９時から１１時３０分

までとし、午後立会は、午後０時３０分か

ら３時までとする。 

午前立会は、午前９時から１１時３０分

までとし、午後立会は、午後０時３０分か

ら３時までとする。 

（２）～（４） （略） （２）～（４） （略） 

２ 当取引所は、必要があると認めるときは、前

項の売買立会時を臨時に変更することができ

る。この場合においては、あらかじめその旨を

取引参加者（取引参加者規程第２条第２項に規

定する総合取引参加者及び同条第３項に規定す

る現物取引参加者をいう。以下同じ。）に通知

する。 

２ 当取引所は、必要があると認めるときは、前

項の売買立会時を臨時に変更することができ

る。この場合においては、あらかじめその旨を

取引参加者（取引参加者規程第２条第２項に規

定する総合取引参加者をいう。以下同じ。）に

通知する。 

  

（売買の種類） （売買の種類） 

第９条 売買立会による売買の種類は、次の各

号に掲げる有価証券の区分に従い、当該各号

に定める取引とする。 

第９条 売買立会による売買の種類は、次の各

号に掲げる有価証券の区分に従い、当該各号

に定める取引とする。 

（１）・（１）の２ （略） （１）・（１）の２ （略） 

（１）の３ 出資証券 

ａ 当日決済取引 

ｂ 普通取引 

（新設） 

（２）～（５） （略） （２）～（５） （略） 

２ （略） ２ （略） 

３ 普通取引は、売買契約締結の日から起算し

て４日目（休業日を除外する。以下日数計算

について同じ。）の日に決済を行うものとす

る。ただし、次の各号に掲げる日の売買につ

いては、当該売買契約締結の日から起算して

３ 普通取引は、売買契約締結の日から起算し

て４日目（休業日を除外する。以下日数計算

について同じ。）の日に決済を行うものとす

る。ただし、次の各号に掲げる日の売買につ

いては、当該売買契約締結の日から起算して
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５日目の日に決済を行うものとする。 ５日目の日に決済を行うものとする。 

（１） 第２５条第１項の規定により出資証

券について、配当落又は権利落として定め

る期日 

（新設） 

（２） （略） （１） （略） 

（３） （略） （２） （略） 

（４） （略） （３） （略） 

４～７ （略） ４～７ （略） 

  

（呼値）  （呼値） 

第１４条 （略） 第１４条 （略） 

２ （略） ２ （略） 

３ 呼値の単位は、次の各号に定めるところに

よる。 

３ 呼値の単位は、次の各号に定めるところに

よる。 

（１） 株券（出資証券、優先出資証券、投

資信託受益証券、外国投資信託受益証券、

投資証券、外国投資証券、外国株預託証券、

受益証券発行信託の受益証券及び外国受

益証券発行信託の受益証券を除く。） 

株券は、１株（新株予約権証券につい

ては、新株予約権１個を、１株とする。

以下同じ。）につき、当該１株の値段が、

３，０００円以下の場合は１円、３，０

００円を超え５，０００円以下の場合は

５円、５，０００円を超え３万円以下の

場合は１０円、３万円を超え５万円以下

の場合は５０円、５万円を超え３０万円

以下の場合は１００円、３０万円を超え

５０万円以下の場合は５００円、５０万

円を超え３００万円以下の場合は１，０

００円、３００万円を超え５００万円以

下の場合は５，０００円、５００万円を

超え３，０００万円以下の場合は１万

円、３，０００万円を超え５，０００万

円以下の場合は５万円、５，０００万円

を超える場合は１０万円とする。ただ

（１） 株券（優先出資証券、投資信託受益

証券、外国投資信託受益証券、投資証券、

外国投資証券、外国株預託証券、受益証券

発行信託の受益証券及び外国受益証券発

行信託の受益証券を除く。） 

株券は、１株（新株予約権証券につい

ては、新株予約権１個を、１株とする。

以下同じ。）につき、当該１株の値段が、

３，０００円以下の場合は１円、３，０

００円を超え５，０００円以下の場合は

５円、５，０００円を超え３万円以下の

場合は１０円、３万円を超え５万円以下

の場合は５０円、５万円を超え３０万円

以下の場合は１００円、３０万円を超え

５０万円以下の場合は５００円、５０万

円を超え３００万円以下の場合は１，０

００円、３００万円を超え５００万円以

下の場合は５，０００円、５００万円を

超え３，０００万円以下の場合は１万

円、３，０００万円を超え５，０００万

円以下の場合は５万円、５，０００万円

を超える場合は１０万円とする。ただ
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し、当取引所が呼値の単位を引き下げる

必要があると認めて特に指定したもの

は、当該呼値の単位を下回る呼値の単位

とする。 

し、当取引所が呼値の単位を引き下げる

必要があると認めて特に指定したもの

は、当該呼値の単位を下回る呼値の単位

とする。 

（２） 出資証券、優先出資証券、投資信託

受益証券、外国投資信託受益証券、投資証

券、外国投資証券、受益証券発行信託の受

益証券及び外国受益証券発行信託の受益

証券 

前号の規定（新株予約権証券に係る部

分を除く。）は、出資証券、優先出資証

券、投資信託受益証券、外国投資信託受

益証券、投資証券、外国投資証券、受益

証券発行信託の受益証券及び外国受益

証券発行信託の受益証券について準用

する。この場合において、「１株」とあ

るのは、「１口（投資法人債券に類する

外国投資証券にあっては、１証券を１口

とする。）」と読み替えるものとする。 

（２） 優先出資証券、投資信託受益証券、

外国投資信託受益証券、投資証券、外国投

資証券、受益証券発行信託の受益証券及び

外国受益証券発行信託の受益証券 

前号の規定（新株予約権証券に係る部

分を除く。）は、優先出資証券、投資信

託受益証券、外国投資信託受益証券、投

資証券、外国投資証券、受益証券発行信

託の受益証券及び外国受益証券発行信

託の受益証券について準用する。この場

合において、「１株」とあるのは、「１

口（投資法人債券に類する外国投資証券

にあっては、１証券を１口とする。）」

と読み替えるものとする。 

（３）～（５） （略） （３）～（５） （略） 

４～８ （略） ４～８ （略） 

  

（売買単位） （売買単位） 

第１５条 売買単位は、次の各号に掲げる有価

証券の区分に従い、当該各号に定めるところ

による。 

第１５条 売買単位は、次の各号に掲げる有価

証券の区分に従い、当該各号に定めるところ

による。 

（１） 株券（出資証券、優先出資証券、投

資信託受益証券、外国投資信託受益証券、

投資証券、外国投資証券、外国株預託証券、

受益証券発行信託の受益証券及び外国受

益証券発行信託の受益証券を除く。） 

（１） 株券（優先出資証券、投資信託受益

証券、外国投資信託受益証券、投資証券、

外国投資証券、外国株預託証券、受益証券

発行信託の受益証券及び外国受益証券発

行信託の受益証券を除く。） 

ａ・ｂ （略） ａ・ｂ （略） 

（１）の２ 出資証券は、１００口とする。 （新設） 

（２）～（６） （略） （２）～（６） （略） 
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付  則  

この改正規定は、平成２５年７月１６日から施

行する。 
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取引参加者規程の一部改正新旧対照表 

 

新 旧 

（取引参加者） （取引参加者） 

第２条 取引参加者は、総合取引参加者、現物取

引参加者、国債先物等取引参加者、指数先物等

取引参加者、有価証券オプション取引参加者の

５種類とする。 

第２条 取引参加者は、総合取引参加者、国債先

物等取引参加者、指数先物等取引参加者、有価

証券オプション取引参加者の４種類とする。 

２ （略） ２ （略） 

３ 現物取引参加者とは、当取引所の市場におい

て、有価証券の売買（有価証券等清算取次ぎに

よるものを除く。）を行うための取引資格（以

下「現物取引資格」という。）を有する者をい

う。 

（新設） 

４ （略） ３ （略） 

５ （略） ４ （略） 

６ （略） ５ （略） 

７ （略） 

８ 総合取引参加者は、総合取引資格とそれ以外の

取引資格を同時に有することはできない。  

９ 現物取引参加者は、現物取引資格とそれ以外の

取引資格を同時に有することはできない。 

６ （略） 

７ 取引参加者は、総合取引資格とそれ以外の取引資

格を同時に有することはできない。 
（新設） 

  

（取引資格の取得の申請及び承認） （取引資格の取得の申請及び承認） 

第４条 （略） 第４条 （略） 

２ 当取引所は、次の各号に掲げる取引資格の区分に

従い、当該各号に定める者であって、当取引所が定

めるところによる審査により適当であると認める

者に対して、取引資格の取得の承認を行う。  
（１） 総合取引資格、現物取引資格、指数先物等

 取引資格又は有価証券オプション取引資格 
 次のａ又はｂに該当する者  
  ａ・ｂ （略） 
（２） （略） 

２ 当取引所は、次の各号に掲げる取引資格の区分に

従い、当該各号に定める者であって、当取引所が定

めるところによる審査により適当であると認める

者に対して、取引資格の取得の承認を行う。  
（１） 総合取引資格、指数先物等取引資格又は有

価証券オプション取引資格 次のａ又はｂに該

当する者  
 ａ・ｂ （略） 
（２） （略） 

３・４ （略） ３・４ （略） 
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（他の取引参加者の役員又は従業員からの受託の

制限） 

（他の取引参加者の役員又は従業員からの受託の

制限） 
第２２条 取引参加者は、他の取引参加者の役員

（役員が法人であるときは、その職務を行うべ

き社員を含む。以下この条において同じ。）又

は従業員である者から、当該役員又は従業員が

当該他の取引参加者の役員又は従業員であるこ

とを知りながら、当該他の取引参加者が有する

取引資格の種類に係る有価証券の売買等の委託

を受けることはできない。ただし、当該他の取

引参加者から書面若しくは電子情報処理組織を

使用する方法その他の情報通信の技術を利用す

る方法による同意を得ている場合又は法第１６

３条第１項に規定する特定有価証券等以外の有価

証券の売買の委託を受ける場合は、この限りで

ない。 

第２２条 取引参加者は、他の取引参加者の役員

（役員が法人であるときは、その職務を行うべ

き社員を含む。以下この条において同じ。）又

は従業員である者から、当該役員又は従業員が

当該他の取引参加者の役員又は従業員であるこ

とを知りながら、当該他の取引参加者が有する

取引資格の種類に係る有価証券の売買等の委託

を受けることはできない。ただし、当該他の取

引参加者から書面若しくは電子情報処理組織を

使用する方法その他の情報通信の技術を利用す

る方法による同意を得ている場合又は国債証

券、投資信託受益証券、外国投資信託受益証券、

投資証券、外国投資証券、受益証券発行信託の

受益証券（内国商品信託受益証券に限る。）若

しくは外国受益証券発行信託の受益証券の売買

の委託を受ける場合は、この限りでない。 

  

（非清算参加者の定義） （非清算参加者の定義） 

第２４条の２ 現物非清算参加者とは、現物清算

資格（クリアリング機構の業務方法書に規定す

る現物清算資格をいう。以下同じ。）を有しな

い総合取引参加者及び現物取引参加者をいう。 

第２４条の２ 現物非清算参加者とは、現物清算

資格（クリアリング機構の業務方法書に規定す

る現物清算資格をいう。以下同じ。）を有しな

い総合取引参加者をいう。 

２ （略） ２ （略） 

３ 指数先物等非清算参加者とは、指数先物等清

算資格（クリアリング機構の業務方法書に規定

する指数先物等清算資格をいう。以下同じ。）

を有しない総合取引参加者、指数先物等取引参

加者及び有価証券オプション取引参加者をいう。 

３ 指数先物等非清算参加者とは、指数先物等清

算資格（クリアリング機構の業務方法書に規定

する指数先物等清算資格をいう。以下同じ。）

を有しない総合取引参加者及び指数先物等取引

参加者をいう。 

（削る） ４ 有価証券オプション非清算参加者とは、有価

証券オプション清算資格（クリアリング機構の

業務方法書に規定する有価証券オプション清算

資格をいう。以下同じ。）を有しない総合取引

参加者及び有価証券オプション取引参加者をい

う。 

４ この規程においては、現物非清算参加者、国５ この規程においては、現物非清算参加者、国
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債先物等非清算参加者及び指数先物等非清算参

加者を総称して、非清算参加者という。 

債先物等非清算参加者、指数先物等非清算参加

者及び有価証券オプション非清算参加者を総称

して、非清算参加者という。 

  

（清算受託契約の締結） （清算受託契約の締結） 

第２４条の３ （略） 第２４条の３ （略） 

２ （略） 

３ 指数先物等非清算参加者である総合取引参加

者は、当取引所の市場における指数先物取引、

指数オプション取引及び有価証券オプション取

引に係る有価証券等清算取次ぎの委託に関し、

指数先物等他社清算参加者（指数先物等清算資

格に係る他社清算資格を有する者をいう。以下

同じ。）との間でクリアリング機構の業務方法

書に規定する清算受託契約を締結しなければな

らない。 

４ 指数先物等非清算参加者である指数先物等取

引参加者は、当取引所の市場における指数先物

取引及び指数オプション取引に係る有価証券等

清算取次ぎの委託に関し、指数先物等他社清算

参加者との間でクリアリング機構の業務方法書

に規定する清算受託契約を締結しなければなら

ない。 

５ 指数先物等非清算参加者である有価証券オプシ

ョン取引参加者は、当取引所の市場における有価

証券オプション取引に係る有価証券等清算取次

ぎの委託に関し、次の各号に掲げる場合の区分

に従い、当該各号に定める清算参加者との間で

クリアリング機構の業務方法書に規定する清算

受託契約を締結しなければならない。 

（１） 現物清算資格を有しない場合 

   

現物他社清算参加者及び指数先物等他社清

算参加者 

 
 
（２） 現物清算資格を有する場合 

２ （略） 

３ 指数先物等非清算参加者は、当取引所の市場

における指数先物取引及び指数オプション取引

に係る有価証券等清算取次ぎの委託に関し、指

数先物等他社清算参加者（指数先物等清算資格

に係る他社清算資格を有する者をいう。）との

間でクリアリング機構の業務方法書に規定する

清算受託契約を締結しなければならない。 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

４ 有価証券オプション非清算参加者は、当取引

所の市場における有価証券オプション取引に係

る有価証券等清算取次ぎの委託に関し、次の各

号に掲げる場合の区分に従い、当該各号に定め

る清算参加者との間でクリアリング機構の業務

方法書に規定する清算受託契約を締結しなけれ

ばならない。 

（１） 有価証券オプション取引参加者であっ

て現物清算資格を有しない場合 

  現物他社清算参加者及び有価証券オプショ

ン他社清算参加者（有価証券オプション清算

資格に係る他社清算資格を有するものをい

う。以下同じ。） 

（２） 総合取引参加者である場合又は有価証
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   指数先物等他社清算参加者 

券オプション取引参加者であって現物清算

資格を有する場合 

   有価証券オプション他社清算参加者 

６ （略） ５ （略） 

７ 前項の規定は、指数先物等非清算参加者であ

る総合取引参加者について準用する。この場合

において、「国債証券先物取引及び国債証券先

物オプション取引」とあるのは「指数先物取引、

指数オプション取引及び有価証券オプション取

引」と読み替えるものとする。 

６ 前項の規定は、指数先物等非清算参加者であ

る総合取引参加者について準用する。この場合

において、「国債証券先物取引及び国債証券先

物オプション取引」とあるのは「指数先物取引

及び指数オプション取引」と読み替えるものと

する。 

（削る） ７ 第５項の規定は、有価証券オプション非清算

参加者である総合取引参加者について準用す

る。この場合において、「国債証券先物取引及

び国債証券先物オプション取引」とあるのは「有

価証券オプション取引」と、「これらの取引」

とあるのは「有価証券オプション取引」と読み

替えるものとする。 

  

（指定清算参加者の指定） （指定清算参加者の指定） 

第２４条の４ 非清算参加者は、清算資格の種類

ごとに、清算受託契約の相手方である他社清算

参加者（現物他社清算参加者、国債先物等他社

清算参加者又は指数先物等他社清算参加者をい

う。以下同じ。）のうちから、当該清算資格の

種類に係る取引につき常に有価証券等清算取次

ぎの委託先とする一の者（以下「指定清算参加

者」という。）を指定しなければならない。 

 

２ 前条第６項（同条第７項において準用する場

合を含む。）の承認を受けて清算受託契約を締

結しない場合の当該清算資格の種類に係る取引

については、前項の規定は適用しない。 

第２４条の４ 非清算参加者は、清算資格の種類

ごとに、清算受託契約の相手方である他社清算

参加者（現物他社清算参加者、有価証券オプシ

ョン他社清算参加者、国債先物等他社清算参加

者又は指数先物等他社清算参加者をいう。以下

同じ。）のうちから、当該清算資格の種類に係

る取引につき常に有価証券等清算取次ぎの委託

先とする一の者（以下「指定清算参加者」とい

う。）を指定しなければならない。 

２ 前条第５項（同条第６項又は第７項において

準用する場合を含む。）の承認を受けて清算受

託契約を締結しない場合の当該清算資格の種類

に係る取引については、前項の規定は適用しな

い。 

３ （略） ３ （略） 

  

 

 

付  則  
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１ この改正規定は、平成２５年７月１６日から

施行する。 

 

２ この改正規定施行の日（以下「施行日」という。）

の前日において、株式会社大阪証券取引所（以下

「大証」という。）の現物取引資格又はジャスダ

ック取引資格を有する者のうち、当取引所の取引参

加者でない者は、施行日において、改正後の第２条

第３項に定める現物取引資格を取得しようとする

場合には、平成２５年５月３１日までに、当取引

所が定めるところにより当該取引資格の取得の

申請を行うものとする。 

 

３ 当取引所は、前項の申請を行った者が、施行

日において、第３５条第２項各号のいずれにも

該当しないと見込まれる場合に、改正後の第２条

第３項に定める現物取引資格の取得の承認を行

うものとする。 

 

４ 当取引所は、前項の承認を受けた者が、第５

条第１項に規定する取引資格の取得手続（入会

金の納入を除く。）を履行した場合には、施行

日において、第６条第１項の規定に基づき、改正後

の第２条第３項に定める現物取引資格を付与する。

 

５ 当取引所は、第２項に定めるほかは、当分の

間、改正後の第２条第３項に定める現物取引資格

の取得の申請を受け付けないものとする。  

 

６ 当取引所は、当取引所の市場の運営上必要が

あると認める場合は、大証取引資格保有者（取

引参加者のうち、施行日の前日において、大証

の現物取引資格又はジャスダック取引資格を有

する者をいう。以下同じ。）に対し、大証の取

引資格を取得したときから施行日の前日までの

間の当該大証取引資格保有者の業務又は財産に

関して参考となるべき報告若しくは資料の提出

を請求し、又は当該大証取引資格保有者の業務

若しくは財産の状況又は帳簿、書類その他の物

件を検査することができる。 
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７ 大証取引資格保有者が施行日前に行った施行

日の前日における大証の取引参加者規程第４２条

第１項各号又は第２項に該当する行為（大証の市場

における市場デリバティブ取引に関するものを除

く。）は、それぞれ、第３４条第１項各号又は第２

項に該当する行為とみなして、これらの規定を適用

する。 

 

８ 大証取引資格保有者に対して、施行日前に、施

行日の前日における大証の取引参加者規程及び

同規程に基づく諸規則によって大証が行った行

為及び当該大証取引資格保有者から大証に対し

て行われた行為（大証の市場における市場デリバ

ティブ取引に関するものを除く。）は、当取引所の

取引参加者規程及び同規程に基づく諸規則の規

定中の相当する規定によって当取引所が行った

もの及び当取引所に対して行われたものとみな

す。  
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清算・決済規程の一部改正新旧対照表 

 

新 旧 

（引渡有価証券） （引渡有価証券） 

第８条 指定現物清算参加者に出資証券の有価証

券等清算取次ぎの委託をした現物非清算参加者

である取引参加者が、その決済のために引き渡

す出資証券は、売買単位の券種の出資証券又は

他の券種の出資証券で各出資証券の表示する出

資の口数の合計が売買単位となるように組み合

わせたものでなければならない。 

（新設） 

２ 前項の規定にかかわらず、出資証券の売買の

決済において、指定現物清算参加者が同意した

場合には、現物非清算参加者である取引参加者

は、他の券種の出資証券を引き渡すことができ

る。 

（新設） 

３ （略） 第８条 （略） 

  

（転売又は買戻し） （転売又は買戻し） 

第２０条 指数先物等非清算参加者（取引参加者

規程第２４条の２第３項に規定する指数先物等

非清算参加者をいう。以下同じ。）は、有価証

券オプション取引の各銘柄について、有価証券

等清算取次ぎの委託に基づく買建玉（以下「清

算取次買建玉」という。）に係る転売又は有価

証券等清算取次ぎの委託に基づく売建玉（以下

「清算取次売建玉」という。）に係る買戻しが

成立した場合には、銘柄ごとに転売又は買戻し

の別及び数量を、顧客の委託に基づくものと自

己の計算によるものとに区分してクリアリング

機構が定める時限までの指定指数先物等清算参

加者（当該指数先物等非清算参加者が取引参加

者規程第２４条の４第１項の規定により指定し

た指数先物等他社清算参加者（指数先物等清算

資格（クリアリング機構の業務方法書に規定す

第２０条 有価証券オプション非清算参加者（取

引参加者規程第２４条の２第４項に規定する有

価証券オプション非清算参加者をいう。以下同

じ。）は、有価証券オプション取引の各銘柄に

ついて、有価証券等清算取次ぎの委託に基づく

買建玉（以下「清算取次買建玉」という。）に

係る転売又は有価証券等清算取次ぎの委託に基

づく売建玉（以下「清算取次売建玉」という。）

に係る買戻しが成立した場合には、銘柄ごとに

転売又は買戻しの別及び数量を、顧客の委託に

基づくものと自己の計算によるものとに区分し

てクリアリング機構が定める時限までの指定有

価証券オプション清算参加者（当該有価証券オ

プション非清算参加者が取引参加者規程第２４

条の４第１項の規定により指定した有価証券オ

プション他社清算参加者（有価証券オプション
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る指数先物等清算資格をいう。以下同じ。）に

係る他社清算資格を有する者をいう。）をいう。

以下同じ。）の指定する時限までに当該指定指

数先物等清算参加者に申告するものとする。た

だし、クリアリング機構が定めるところにより

指数先物等非清算参加者がクリアリング機構に

対して当該申告を行った場合には、この限りで

はない。 

清算資格（クリアリング機構の業務方法書に規

定する有価証券オプション清算資格をいう。以

下同じ。）に係る他社清算資格を有する者をい

う。）をいう。以下同じ。）の指定する時限ま

でに当該指定有価証券オプション清算参加者に

申告するものとする。ただし、クリアリング機

構が定めるところにより有価証券オプション非

清算参加者がクリアリング機構に対して当該申

告を行った場合には、この限りではない。 

２ 指数先物等非清算参加者が前項に定める申告

を行った場合には、当取引所は、クリアリング

機構から当該申告に係る転売又は買戻しの内容

の通知を受けるものとする。 

２ 有価証券オプション非清算参加者が前項に定

める申告を行った場合には、当取引所は、クリ

アリング機構から当該申告に係る転売又は買戻

しの内容の通知を受けるものとする。 

  

（取引代金の授受） （取引代金の授受） 

第２１条 指数先物等非清算参加者は、有価証券

等清算取次ぎの委託に基づく有価証券オプショ

ン取引（過誤訂正等のための取引を含む。以下

同じ。）が成立したときは、その取引代金を、

指定指数先物等清算参加者との間で授受するも

のとする。この場合において、金銭を支払う指

数先物等非清算参加者は、クリアリング機構が

定める決済時限までの指定指数先物等清算参加

者が指定する日時までに、当該指定指数先物等

清算参加者に金銭を交付しなければならない。 

第２１条 有価証券オプション非清算参加者は、

有価証券等清算取次ぎの委託に基づく有価証券

オプション取引（過誤訂正等のための取引を含

む。以下同じ。）が成立したときは、その取引

代金を、指定有価証券オプション清算参加者と

の間で授受するものとする。この場合において、

金銭を支払う有価証券オプション非清算参加者

は、クリアリング機構が定める決済時限までの

指定有価証券オプション清算参加者が指定する

日時までに、当該指定有価証券オプション清算

参加者に金銭を交付しなければならない。 

  

（権利行使の申告） （権利行使の申告） 

第２２条 有価証券オプション取引の清算取次買

建玉についての権利行使は、指数先物等非清算

参加者が、銘柄ごとに権利行使に係る数量を、

顧客の委託に基づくものと自己の計算によるも

のとに区分してクリアリング機構が定める時限

までの指定指数先物等清算参加者が指定する時

限までに指定指数先物等清算参加者に申告する

ことにより行うものとする。ただし、クリアリ

第２２条 有価証券オプション取引の清算取次買

建玉についての権利行使は、有価証券オプショ

ン非清算参加者が、銘柄ごとに権利行使に係る

数量を、顧客の委託に基づくものと自己の計算

によるものとに区分してクリアリング機構が定

める時限までの指定有価証券オプション清算参

加者が指定する時限までに指定有価証券オプシ

ョン清算参加者に申告することにより行うもの



 

14 
 

ング機構が定めるところにより指数先物等非清

算参加者がクリアリング機構に対して当該申告

を行った場合には、この限りではない。 

とする。ただし、クリアリング機構が定めると

ころにより有価証券オプション非清算参加者が

クリアリング機構に対して当該申告を行った場

合には、この限りではない。 

２ 権利行使日において次の各号に定める場合に

該当する銘柄については、当該日の前項に規定

する時限までに権利行使の申告が行われないと

きであっても、当該権利行使の申告が行われた

ものとみなす。ただし、当該銘柄について、指

数先物等非清算参加者が当該時限までに権利行

使を行わない旨の申告を行った場合には、この

限りでない。 

２ 権利行使日において次の各号に定める場合に

該当する銘柄については、当該日の前項に規定

する時限までに権利行使の申告が行われないと

きであっても、当該権利行使の申告が行われた

ものとみなす。ただし、当該銘柄について、有

価証券オプション非清算参加者が当該時限まで

に権利行使を行わない旨の申告を行った場合に

は、この限りでない。 

（１）・（２） （略） （１）・（２） （略） 

３ （略） ３ （略） 

４ 指数先物等非清算参加者が第１項に規定する

権利行使の申告を行った場合（第２項の規定に

より権利行使の申告が行われたとみなされる場

合を含む。）には、当取引所は、クリアリング

機構から当該申告に係る権利行使の内容の通知

を受けるものとする。 

４ 有価証券オプション非清算参加者が第１項に

規定する権利行使の申告を行った場合（第２項

の規定により権利行使の申告が行われたとみな

される場合を含む。）には、当取引所は、クリ

アリング機構から当該申告に係る権利行使の内

容の通知を受けるものとする。 

５ 現物清算資格を有さず、指定現物清算参加者

について指定指数先物等清算参加者と異なる者

を指定している指数先物等非清算参加者は、第

１項に規定する権利行使の申告を行った場合

（第２項の規定により権利行使の申告が行われ

たとみなされる場合を含む。）には、遅滞なく

その旨を指定現物清算参加者に通知しなければ

ならない。 

５ 現物清算資格を有さず、指定現物清算参加者

について指定有価証券オプション清算参加者と

異なる者を指定している有価証券オプション非

清算参加者は、第１項に規定する権利行使の申

告を行った場合（第２項の規定により権利行使

の申告が行われたとみなされる場合を含む。）

には、遅滞なくその旨を指定現物清算参加者に

通知しなければならない。 

  

（権利行使の割当てに関する通知） （権利行使の割当てに関する通知） 

第２３条 （略） 第２３条 （略） 

２ 現物清算資格を有さず、指定現物清算参加者

について指定指数先物等清算参加者と異なる者

を指定している指数先物等非清算参加者は、清

算取次売建玉につき、クリアリング機構が定め

るところにより権利行使の割当てを受けた場合

２ 現物清算資格を有さず、指定現物清算参加者

について指定有価証券オプション清算参加者と

異なる者を指定している有価証券オプション非

清算参加者は、清算取次売建玉につき、クリア

リング機構が定めるところにより権利行使の割
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には、遅滞なくその旨を指定現物清算参加者に

通知しなければならない。 

当てを受けた場合には、遅滞なくその旨を指定

現物清算参加者に通知しなければならない。 

  

（権利行使による有価証券の売買の取扱い） （権利行使による有価証券の売買の取扱い） 

第２４条 有価証券オプション取引における権利

行使により成立する対象有価証券の売買が清算

取次売建玉又は清算取次買建玉に係るものであ

る場合には、当該権利行使により成立する対象

有価証券の売買は、有価証券等清算取次ぎの委

託に基づき成立したものと、指数先物等非清算

参加者を現物非清算参加者とそれぞれみなし

て、この規程を適用する（指数先物等非清算参

加者が現物清算資格を有する場合を除く。）。 

第２４条 有価証券オプション取引における権利

行使により成立する対象有価証券の売買が清算

取次売建玉又は清算取次買建玉に係るものであ

る場合には、当該権利行使により成立する対象

有価証券の売買は、有価証券等清算取次ぎの委

託に基づき成立したものと、有価証券オプショ

ン非清算参加者を現物非清算参加者とそれぞれ

みなして、この規程を適用する（有価証券オプ

ション非清算参加者が現物清算資格を有する場

合を除く。）。 

２ 有価証券オプション取引における権利行使に

より成立する対象有価証券の売買が指数先物等

清算資格を有する現物非清算参加者の売建玉又

は買建玉に係るものである場合には、当該権利

行使により成立する対象有価証券の売買は、有

価証券等清算取次ぎの委託に基づき成立したも

のとみなして、この規程を適用する。 

２ 有価証券オプション取引における権利行使に

より成立する対象有価証券の売買が有価証券オ

プション清算資格を有する現物非清算参加者の

売建玉又は買建玉に係るものである場合には、

当該権利行使により成立する対象有価証券の売

買は、有価証券等清算取次ぎの委託に基づき成

立したものとみなして、この規程を適用する。 

３ （略） ３ （略） 

  

（決済のために授受する金銭及び有価証券の特

例） 

（決済のために授受する金銭及び有価証券の特

例） 

第２５条 第６条の規定にかかわらず、有価証券

オプション特例第４条第２項に規定する有価証

券オプションを対象とする有価証券オプション

取引における清算取次売建玉又は清算取次買建

玉に係る権利行使により成立する対象有価証券

の売買の決済のために指数先物等非清算参加者

が指定現物清算参加者との間で授受する金銭の

額及び有価証券の数量は、次の各号に定める区

分に従い、当該各号に定めるところによる。 

第２５条 第６条の規定にかかわらず、有価証券

オプション特例第４条第２項に規定する有価証

券オプションを対象とする有価証券オプション

取引における清算取次売建玉又は清算取次買建

玉に係る権利行使により成立する対象有価証券

の売買の決済のために有価証券オプション非清

算参加者が指定現物清算参加者との間で授受す

る金銭の額及び有価証券の数量は、次の各号に

定める区分に従い、当該各号に定めるところに

よる。 

（１） 最小単位の権利行使により成立する対 （１） 最小単位の権利行使により成立する対
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象有価証券の有価証券等清算取次ぎに係る売

買に係る数量が当該対象有価証券の売買単位

を上回る場合において、権利行使により成立

する対象有価証券の売買に係る買付指数先物

等非清算参加者であるときはａに規定する買

付代金を、当該売買に係る売付指数先物等非

清算参加者であるときはｂに規定する金銭及

びｃに規定する有価証券を交付するものとす

る。 

象有価証券の有価証券等清算取次ぎに係る売

買に係る数量が当該対象有価証券の売買単位

を上回る場合において、権利行使により成立

する対象有価証券の売買に係る買付有価証券

オプション非清算参加者であるときはａに規

定する買付代金を、当該売買に係る売付有価

証券オプション非清算参加者であるときはｂ

に規定する金銭及びｃに規定する有価証券を

交付するものとする。 

ａ～ｃ （略） ａ～ｃ （略） 

（２） 最小単位の権利行使により成立する対

象有価証券の売買に係る数量が当該対象有価

証券の売買単位を下回る場合において、権利

行使により成立する対象有価証券の売買に係

る買付指数先物等非清算参加者であるときは

ａに規定する買付代金を、当該売買に係る売

付指数先物等非清算参加者であるときはｂに

規定する金銭を交付するものとする。 

（２） 最小単位の権利行使により成立する対

象有価証券の売買に係る数量が当該対象有価

証券の売買単位を下回る場合において、権利

行使により成立する対象有価証券の売買に係

る買付有価証券オプション非清算参加者であ

るときはａに規定する買付代金を、当該売買

に係る売付有価証券オプション非清算参加者

であるときはｂに規定する金銭を交付するも

のとする。 

ａ・ｂ （略） ａ・ｂ （略） 

２ 前項第１号ｂ及び第２号ｂの規定により授受

する金銭の額は、権利行使により成立する対象

有価証券の売買に係る売方指数先物等非清算参

加者であるときは、第６条第１号に規定する総

買付代金に、当該売買に係る買方指数先物等非

清算参加者であるときは、同号に規定する総売

付代金に含めるものとする。 

２ 前項第１号ｂ及び第２号ｂの規定により授受

する金銭の額は、権利行使により成立する対象

有価証券の売買に係る売方有価証券オプション

非清算参加者であるときは、第６条第１号に規

定する総買付代金に、当該売買に係る買方有価

証券オプション非清算参加者であるときは、同

号に規定する総売付代金に含めるものとする。 

３ 前２項の規定は、指数先物等清算資格を有す

る現物非清算参加者が権利行使により成立する

対象有価証券の売買の決済のために指定現物清

算参加者との間で授受する金銭の額及び有価証

券の数量について準用する。この場合において、

第１項中「清算取次売建玉又は清算取次買建玉」

とあるのは「売建玉又は買建玉」と、前２項中

「指数先物等非清算参加者」とあるのは「現物

非清算参加者」と、それぞれ読み替えるものと

３ 前２項の規定は、有価証券オプション清算資

格を有する現物非清算参加者が権利行使により

成立する対象有価証券の売買の決済のために指

定現物清算参加者との間で授受する金銭の額及

び有価証券の数量について準用する。この場合

において、第１項中「清算取次売建玉又は清算

取次買建玉」とあるのは「売建玉又は買建玉」

と、前２項中「有価証券オプション非清算参加

者」とあるのは「現物非清算参加者」と、それ
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する。 ぞれ読み替えるものとする。 

  

（転売又は買戻し） （転売又は買戻し） 

第４３条 指数先物等非清算参加者は、指数先物

取引の各限月取引について、清算取次買建玉に

係る転売又は清算取次売建玉に係る買戻しが成

立した場合には、限月取引ごとに転売又は買戻

しの別及び数量を、顧客の委託に基づくものと

自己の計算によるものとに区分してクリアリン

グ機構が定める時限までの指定指数先物等清算

参加者が定める時限までに指定指数先物等清算

参加者に申告するものとする。ただし、クリア

リング機構が定めるところにより指数先物取引

等非清算参加者がクリアリング機構に対して当

該申告を行った場合には、この限りではない。 

第４３条 指数先物等非清算参加者（取引参加者

規程第２４条の２第３項に規定する指数先物等

非清算参加者をいう。以下同じ。）は、指数先

物取引の各限月取引について、清算取次買建玉

に係る転売又は清算取次売建玉に係る買戻しが

成立した場合には、限月取引ごとに転売又は買

戻しの別及び数量を、顧客の委託に基づくもの

と自己の計算によるものとに区分してクリアリ

ング機構が定める時限までの指定指数先物等清

算参加者（当該指数先物等非清算参加者が取引

参加者規程第２４条の４第１項の規定により指

定した指数先物等他社清算参加者（指数先物等

清算資格（クリアリング機構の業務方法書に規

定する指数先物等清算資格をいう。）に係る他

社清算資格を有する者をいう。）をいう。以下

同じ。）が定める時限までに指定指数先物等清

算参加者に申告するものとする。ただし、クリ

アリング機構が定めるところにより指数先物取

引等非清算参加者がクリアリング機構に対して

当該申告を行った場合には、この限りではない。

２ （略） ２ （略） 

  

（清算資格取得の場合の未決済取引の取扱い） （清算資格取得の場合の未決済取引の取扱い） 

第５４条 非清算参加者（取引参加者規程第２４

条の２第４項に規定する非清算参加者をいう。

以下同じ。）である取引参加者が新たに清算資

格を取得した場合には、当該取引参加者の有価

証券等清算取次ぎの委託に基づく取引で未決済

のもの（当該清算資格に係るものに限る。）は、

当該清算資格を取得したとき以降、当該取引参

加者の名における有価証券の売買等とする。 

第５４条 非清算参加者（取引参加者規程第２４

条の２第５項に規定する非清算参加者をいう。

以下同じ。）である取引参加者が新たに清算資

格を取得した場合には、当該取引参加者の有価

証券等清算取次ぎの委託に基づく取引で未決済

のもの（当該清算資格に係るものに限る。）は、

当該清算資格を取得したとき以降、当該取引参

加者の名における有価証券の売買等とする。 
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付  則  

この改正規定は、平成２５年７月１６日から施

行する。 
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信用取引・貸借取引規程の一部改正新旧対照表 

 

新 旧 

（目的） （目的） 
第１条 この規程は、業務規程第１条の３第３項の

規定に基づき、当取引所の市場における有価証券

の売買に係る信用取引及び取引参加者（取引参加

者規程第２条第２項に規定する総合取引参加者

及び同条第３項に規定する現物取引参加者をい

う。以下同じ。）が当取引所の市場における有価

証券の売買の決済のために当取引所が指定する

証券金融会社（以下「指定証券金融会社」という。）

から当取引所の決済機構を利用して金銭又は有

価証券の貸付けを受ける取引（以下「貸借取引」

という。）に関して、必要な事項を定める。 

第１条 この規程は、業務規程第１条の３第３項の

規定に基づき、当取引所の市場における有価証券

の売買に係る信用取引及び取引参加者（取引参加

者規程第２条第２項に規定する総合取引参加者

をいう。以下同じ。）が当取引所の市場における

有価証券の売買の決済のために当取引所が指定

する証券金融会社（以下「指定証券金融会社」と

いう。）から当取引所の決済機構を利用して金銭

又は有価証券の貸付けを受ける取引（以下「貸借

取引」という。）に関して、必要な事項を定める。

２・３ （略） ２・３ （略） 

  

（新株予約権証券等の信用取引の禁止） （新株予約権証券等の信用取引の禁止） 

第３条 取引参加者は、新株予約権証券、出資証券

（法第２条第１項第６号に掲げる有価証券をい

う。以下同じ。）、上場廃止の基準に該当した

銘柄その他当取引所が適当でないと認めた銘柄

について、信用取引を行ってはならない。 

第３条 取引参加者は、新株予約権証券、上場廃止

の基準に該当した銘柄その他当取引所が適当で

ないと認めた銘柄について、信用取引を行って

はならない。 

  
（制度信用銘柄以外の銘柄の制度信用取引の禁止） （制度信用銘柄以外の銘柄の制度信用取引の禁止） 
第７条 取引参加者は、業務規程第２条第１項第１

号に掲げる有価証券（新株予約権証券及び出資証

券を除く。）のうち制度信用取引を行うことがで

きる銘柄（以下「制度信用銘柄」という。）以外

の銘柄について、制度信用取引を行ってはならな

い。  

 

第７条 取引参加者は、株券（優先出資証券（協同

組織金融機関の発行する優先出資証券をいう。）

及び外国株預託証券（外国法人の発行する株券に

係る権利を表示する預託証券をいう。）を含む。）、

不動産投資信託証券（投資者の資金を主として不

動産関連資産に対する投資として運用すること

を目的とする投資信託の受益証券又は投資証券

をいう。）、指標連動型投資信託受益証券（投資

信託財産の一口あたりの純資産額の変動率を特

定の指標（金融商品市場における相場その他の指
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標をいう。）の変動率に一致させるよう運用する

投資信託の受益証券をいう。）、外国投資信託受

益証券、外国投資証券、受益証券発行信託の受益

証券及び外国受益証券発行信託の受益証券（外国

法人の発行する証券又は証書で受益証券発行信

託の受益証券の性質を有するものをいう。）のう

ち制度信用取引を行うことができる銘柄（以下

「制度信用銘柄」という。）以外の銘柄について、

制度信用取引を行ってはならない。  

２ （略） ２ （略） 

 

 

 

付  則  

１ この改正規定は、平成２５年７月１６日から施

行する。 

２ この改正規定施行の日（以下「施行日」という。）

における取引参加者が、株式会社大阪証券取引所

（以下「大証」という。）の市場において行った

自己の信用売り又は信用買いに係る取引の未決

済勘定については、施行日以後、当取引所の市場

における自己の信用売り又は信用買いに係る普

通取引の未決済勘定とみなす。この場合におい

て、当該大証の市場における取引の売買成立日

に、当取引所の市場においてその売買が成立した

ものとみなし、第１３条の規定を適用する。 

３ 取引参加者と顧客との間で、施行日の前日まで

に大証の市場において行われた顧客の制度信用

取引に係る未決済勘定は、施行日以後、当取引所

の制度信用取引に係る未決済勘定として取り扱

うことができる。この場合において、当該大証の

市場において行われた顧客の制度信用取引に係

る未決済勘定は、施行日以後、当取引所の制度信

用取引に係る未決済勘定とみなす。 
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有価証券上場規程の一部改正新旧対照表 

 

新 旧 

目次 目次 

第１編 （略） 第１編 （略） 

第２編 株券等 第２編 株券等 

第１章 総則（第１０１条―第１０３条） 第１章 総則（第１０１条・第１０２条） 

第２章 新規上場 第２章 新規上場 

第１節～第３節 （略） 第１節～第３節 （略） 

第３節の２ ＪＡＳＤＡＱへの新規上場

（第２１６条の２―第２１６条の１０）

（新設） 

第４節 （略） 第４節 （略） 

第５節 雑則（第２１８条―第２２０条） 第５節 雑則（第２１８条・第２１９条） 

第３章 新株券等の上場及び市場区分の変更

等 

第３章 新株券等の上場及び市場区分の変更

等 

第１節～第３節 （略） 第１節～第３節 （略） 

第４節 市場変更（第３１２条―第３１５

条の７） 

第４節 市場変更（第３１２条―第３１５

条） 

第５節 （略） 第５節 （略） 

第６節 雑則（第３１８条―第３２０条） 第６節 雑則（第３１８条・第３１９条） 

第４章・第５章 （略） 第４章・第５章 （略） 

第６章 上場廃止 第６章 上場廃止 

第１節・第２節 （略） 第１節・第２節 （略） 

第２節の２ ＪＡＳＤＡＱの上場廃止基準

（第６０４条の２―第６０４条の５） 

（新設） 

第３節 （略） 第３節 （略） 

第７章 雑則 第７章 雑則 

第１節 （略） 第１節 （略） 

第２節 雑則（第７０２条―第７１４条） 第２節 雑則（第７０２条―第７１３条） 

第３編 （略） 第３編 （略） 

第４編 債券等 第４編 債券等 

第１章～第３章 （略） 第１章～第３章 （略） 

第４章 ＥＴＮ（第９４１条―第９５６条） 第４章 指標連動証券（第９４１条―第９

５６条） 
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第５章 （略） 第５章 （略） 

第５編 ＥＴＦ 第５編 受益証券及び投資証券 

第１章・第２章 （略） 第１章・第２章 （略） 

（削る） 第３章 不動産投資信託証券（第１２０１条

―第１２２５条） 

第６編 ファンド （新設） 

第１章 総則（第１２０１条） （新設） 

第２章 不動産投資信託証券（第１２０１条

の２―第１２２５条） 

（新設） 

第３章 ベンチャーファンド（第１３０１条

―第１３２５条） 

（新設） 

第４章 カントリーファンド（第１４０１条

―第１４２１条） 

（新設） 

第７編 日本取引所グループが発行する有価証

券（第１５０１条―第１５０６条） 

第６編 日本取引所グループが発行する有価証

券（第１３０１条―第１３０６条） 

付則  

  

（定義） （定義） 

第２条 この規程において、次の各号に掲げる用

語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

第２条 この規程において、次の各号に掲げる用

語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

（１） （略） （１） （略） 

（１）の２ ＥＴＮ 外国で発行された法第２

条第１項第１７号に掲げる有価証券のうち同

項第５号の社債券の性質を有するものであっ

て、当該有価証券の償還価額が特定の指標（金

融商品市場における相場その他の指標をい

う。以下同じ。）に連動することを目的とす

るものをいう。 

（新設） 

（１）の３ ＥＴＮ信託受益証券 施行令第２

条の３第３号に規定する有価証券信託受益証

券のうち、受託有価証券がＥＴＮであるもの

をいう。 

（新設） 

（１）の４ 委託者指図型投資信託 投資信託

法第２条第１項に規定する委託者指図型投資

信託をいう。 

（新設） 

（１）の５ 委託者非指図型投資信託 投資信 （新設） 
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託法第２条第２項に規定する委託者非指図型

投資信託をいう。 

（１）の６ （略） （１）の２ （略） 

（２）～（８） （略） （２）～（８） （略） 

（９） 外国株券等保管振替決済業務 指定振

替機関が振替法第９条第１項ただし書の規定

に基づき兼業の承認を受けた外国株券、外国

株預託証券、優先証券（第８１３条第１項に

規定する優先証券をいう。）、外国ＥＴＦ、

外国商品現物型ＥＴＦ及びカントリーファン

ドの保管及び振替決済に関する業務をいう。 

（９） 外国株券等保管振替決済業務 指定振

替機関が振替法第９条第１項ただし書の規定

に基づき兼業の承認を受けた外国株券、外国

株預託証券及び優先証券（第８１３条第１項

に規定する優先証券をいう。）の保管及び振

替決済に関する業務をいう。 

（１０）～（１３） （略） （１０）～（１３） （略） 

（１３）の２ 外国投資証券 法第２条第１項

第１１号に規定する外国投資証券をいう。 

（１３）の２ 外国指標連動証券 外国で発行

された法第２条第１項第１７号に掲げる有価

証券のうち同項第５号の社債券の性質を有す

るものであって、当該有価証券の償還価額が

特定の指標（金融商品市場における相場その

他の指標をいう。以下同じ。）に連動するこ

とを目的とするものをいう。 

（１３）の３ 外国投資信託 投資信託法第２

条第２２項に規定する外国投資信託をいう。 

（１３）の３ 外国指標連動証券信託受益証券 

施行令第２条の３第３号に規定する有価証券

信託受益証券のうち、受託有価証券が外国指

標連動証券であるものをいう。 

（１３）の４ 外国投資法人 投資信託法第２

条第２３項に規定する外国投資法人をいう。 

（新設） 

（１４）～（３７）の２ （略） （１４）～（３７）の２ （略） 

（３８） 債券 新株予約権付社債券（新株予

約権を付した社債券をいう。以下同じ。）、

交換社債券及びＥＴＮを除く債券をいう。 

（３８） 債券 新株予約権付社債券（新株予

約権を付した社債券をいう。以下同じ。）、

交換社債券及び外国指標連動証券を除く債券

をいう。 

（３９）～（４１） （略） （３９）～（４１） （略） 

（４１）の２ 資産運用会社 投資信託法第２

条第１９号に規定する資産運用会社（当該資

産運用会社から投資法人から委託された資産

の運用に係る権限の一部の再委託を受けた者

を含む。）をいう。 

（新設） 
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（４２）～（４３）の２ （略） （４２）～（４３）の２ （略） 

（４３）の３ 受益証券 投資信託法第２条第

７項、信託法第１８５条第１項又は資産流動

化法第２条第１５号に規定する受益証券をい

う。 

（新設） 

（４３）の４ 出資証券 法第２条第１項第６

号に掲げる有価証券をいう。 

（新設） 

（４３）の５ 上場ＥＴＮ信託受益証券 当取

引所に上場しているＥＴＮ信託受益証券をい

う。 

（新設） 

（４４）～（４９） （略） （４４）～（４９） （略） 

（削る） （４９）の２ 上場外国指標連動証券信託受益

証券 当取引所に上場している外国指標連動

証券信託受益証券をいう。 

（５０）～（５３）の２ （略） （５０）～（５３）の２ （略） 

（５４） 削除 （５４） 上場市場変更申請者 マザーズから

本則市場への上場市場の変更を申請する者を

いう。 

（５５）～（７２） （略） （５５）～（７２） （略） 

（７３） テクニカル上場規定 第２０８条、

第２１５条又は第２１６条の９の規定をい

う。 

（７３） テクニカル上場規定 第２０８条又

は第２１５条の規定をいう。 

（７４）・（７５） （略） （７４）・（７５） （略） 

（７５）の２ 投資運用業 法第２８条第４項

に規定する投資運用業をいう。 

（新設） 

（７５）の３ 投資証券 投資信託法第２条第

１５項に規定する投資証券をいう。 

（新設） 

（７５）の４ 投資信託 投資信託法第２条第

３項に規定する投資信託をいう。 

（新設） 

（７５）の５ 投資信託委託会社 投資信託法

第２条第１１項に規定する投資信託委託会社

（当該投資信託委託会社から委託者指図型投

資信託の投資信託財産の運用指図に係る権限

の全部又は一部の委託を受けた者を含む。）

をいう。 

（新設） 

（７５）の６ 投資信託法 投資信託及び投資 （新設） 
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法人に関する法律（昭和２６年法律第１９８

号）をいう。 

（７５）の７ 投資信託法施行規則 投資信託

及び投資法人に関する法律施行規則（平成１

２年総理府令第１２９号）をいう。 

（新設） 

（７５）の８ 投資信託法施行令 投資信託及

び投資法人に関する法律施行令（平成１２年

政令第４８０号）をいう。 

（新設） 

（７５）の９ 投資法人 投資信託法第２条第

１２項に規定する投資法人をいう。 

（新設） 

（７５）の１０ 投資法人計算規則 投資法人

の計算に関する規則（平成１８年内閣府令第

４７号）をいう。 

（新設） 

（７５）の１１ 投資法人債券 投資信託法第

２条第１８項に規定する投資法人債券をい

う。 

（新設） 

（７５）の１２ （略） （７５）の２ （略） 

（７５）の１３ 特定有価証券開示府令 特定

有価証券の内容等の開示に関する内閣府令

（平成５年大蔵省令第２２号）をいう。 

（新設） 

（７６）～（９３） （略） （７６）～（９３） （略） 

（９４） 預託機関等 外国株預託証券につい

ては当該外国株預託証券に係る預託機関をい

い、外国株信託受益証券については当該外国

株信託受益証券に係る受託者（信託法第２条

第５項に規定する受託者をいう。）をいい、

外国ＥＴＦ信託受益証券（第１００１条第３

号に規定する外国ＥＴＦ信託受益証券をい

う。以下この条において同じ。）及び外国商

品現物型ＥＴＦ信託受益証券（第１００１条

第５号に規定する外国商品現物型ＥＴＦ信託

受益証券をいう。以下この条において同じ。）

については当該外国ＥＴＦ信託受益証券又は

当該外国商品現物型ＥＴＦ信託受益証券に係

る受託者をいう。 

（９４） 預託機関等 外国株預託証券につい

ては当該外国株預託証券に係る預託機関をい

い、外国株信託受益証券については当該外国

株信託受益証券に係る受託者（信託法第２条

第５項に規定する受託者をいう。）をいい、

外国ＥＴＦ信託受益証券（第１００１条第６

号に規定する外国ＥＴＦ信託受益証券をい

う。以下この条において同じ。）及び外国商

品現物型ＥＴＦ信託受益証券（第１００１条

第６号の３に規定する外国商品現物型ＥＴＦ

信託受益証券をいう。以下この条において同

じ。）については当該外国ＥＴＦ信託受益証

券又は当該外国商品現物型ＥＴＦ信託受益証

券に係る受託者をいう。 

（９５）・（９６） （略） （９５）・（９６） （略） 
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（本則市場） （本則市場） 

第１０１条 当取引所に上場する株券等（優先株

等を含む。以下この章において同じ。）のうち、

次条に定めるマザーズ及び第１０３条に定める

ＪＡＳＤＡＱに上場する株券等を除くものに係

る市場は、本則市場と称する。 

第１０１条 当取引所に上場する株券等（優先株

等を含む。以下この条において同じ。）のうち、

次条に定めるマザーズに上場する株券等を除く

ものに係る市場は、本則市場と称する。 

２ （略） ２ （略） 

  

（マザーズ） （マザーズ） 

第１０２条 当取引所は、当取引所の市場におい

て、高い成長の可能性を有する新興企業の資金

調達を円滑にし、もって新たな産業の育成に資

するとともに、投資者に多様な投資物件を提供

することを目的として、当該新興企業の株券等

（優先出資証券を除く。以下この条及び次条に

おいて同じ。）に係る上場制度を設ける。 

第１０２条 当取引所は、当取引所の市場におい

て、高い成長の可能性を有する新興企業の資金

調達を円滑にし、もって新たな産業の育成に資

するとともに、投資者に多様な投資物件を提供

することを目的として、当該新興企業の株券等

（優先出資証券を除く。以下この条において同

じ。）に係る上場制度を設ける。 

２・３ （略） ２・３ （略） 

  

（ＪＡＳＤＡＱ）  

第１０３条 当取引所は、当取引所の市場におい

て、多様な業態及び成長段階の企業に対しより

広範な上場と資金調達の途を開き、もって幅広

い産業の育成に資するとともに、投資者に多様

な投資対象を提供することを目的として、当該

企業の株券等及び出資証券に係る上場制度を設

ける。 

（新設） 

２ 前項に定める上場制度に基づき上場する株券

等及び出資証券に係る市場は、ＪＡＳＤＡＱと

称する。 

 

３ ＪＡＳＤＡＱにおいては、一定の事業規模と

実績を有し、事業の拡大が見込まれる企業群を

対象とした内訳区分（以下「スタンダード」と

いう。）及び特色ある技術やビジネスモデルを

有し、将来の成長可能性に富んだ企業群を対象

とした内訳区分（以下「グロース」という。）
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を設ける。 

４ ＪＡＳＤＡＱに上場する株券等は、スタンダ

ード又はグロースのいずれかに属するものとす

る。 

 

  

（新規上場申請） （新規上場申請） 

第２０１条 （略） 第２０１条 （略） 

２・３ （略） ２・３ （略） 

４ 新規上場申請者から新規上場申請のあった株

券等の審査は、第２０５条から第２１０条まで、

第２１２条から第２１６条まで又は第２１６条

の３から第２１６条の１０までの規定によるも

のとする。 

４ 新規上場申請者から新規上場申請のあった株

券等の審査は、第２０５条から第２１０条まで

又は第２１２条から第２１６条までの規定によ

るものとする。 

５ （略） ５ （略） 

  

（予備申請） （予備申請） 

第２０２条 （略） 第２０２条 （略） 

２ 前項の規定により予備申請が行われた場合に

は、当取引所は第２０５条から第２０７条まで、

第２１０条、第２１２条から第２１４条まで又

は第２１６条の３から第２１６条の８までの規

定に適合する見込みがあるかどうかについて審

査を行う。 

２ 前項の規定により予備申請が行われた場合に

は、当取引所は第２０５条から第２０７条まで、

第２１０条又は第２１２条から第２１４条まで

の規定に適合する見込みがあるかどうかについ

て審査を行う。 

３ 第２０４条第９項、第２１１条第９項及び第

２１６条の２第９項の規定は、前項の審査を行

う場合について準用する。 

３ 第２０４条第９項及び第２１１条第９項の規

定は、前項の審査を行う場合について準用する。

  

（上場契約等） （上場契約等） 

第２０３条 （略） 第２０３条 （略） 

２・３ （略） ２・３ （略） 

４ その発行する株券等（優先出資証券を除く。

以下この項において同じ。）が第６０１条第１

項第１８号（第６０２条第１項第１号若しくは

第２項第３号、第６０３条第１項第６号、第６

０４条第１項第２号若しくは第２項第１号、第

６０４条の２第３号、第６０４条の３第２号、

４ その発行する株券等（優先出資証券を除く。

以下この項において同じ。）が第６０１条第１

項第１８号（第６０２条第１項第１号若しくは

第２項第３号、第６０３条第１項第６号又は第

６０４条第１項第２号若しくは第２項第１号の

規定による場合を含む。）に該当して上場廃止
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第６０４条の４第１項第２号又は第６０４条の

５第２号の規定による場合を含む。）に該当し

て上場廃止となり、かつ、当該株券等と引換え

に交付される株券等が第３０３条の規定の適用

を受けて上場される発行者は、当該上場廃止以

後当該引換えに交付される株券等が上場される

までの間、上場株券等の発行者とみなす。 

となり、かつ、当該株券等と引換えに交付され

る株券等が第３０３条の規定の適用を受けて上

場される発行者は、当該上場廃止以後当該引換

えに交付される株券等が上場されるまでの間、

上場株券等の発行者とみなす。 

  

（新規上場申請に係る提出書類等） （新規上場申請に係る提出書類等） 

第２１１条 マザーズへ新規上場申請を行う新規

上場申請者は、新規上場申請を行う時に、当該

新規上場申請者の商号又は名称、新規上場申請

に係る株券等（優先出資証券を除く。以下この

節及び次節において同じ。）の銘柄、種類、発

行数その他の新規上場申請者に関する内容とし

て施行規則で定める事項を記載した当取引所所

定の「有価証券新規上場申請書」及び施行規則

で定める当取引所所定の「新規上場申請に係る

宣誓書」を提出するものとする。 

第２１１条 マザーズへ新規上場申請を行う新規

上場申請者は、新規上場申請を行う時に、当該

新規上場申請者の商号又は名称、新規上場申請

に係る株券等（優先出資証券を除く。以下この

節において同じ。）の銘柄、種類、発行数その

他の新規上場申請者に関する内容として施行規

則で定める事項を記載した当取引所所定の「有

価証券新規上場申請書」及び施行規則で定める

当取引所所定の「新規上場申請に係る宣誓書」

を提出するものとする。 

２～１２ （略） ２～１２ （略） 

  

（テクニカル上場） （テクニカル上場） 

第２１５条 第２１２条から前条までの規定にか

かわらず、次の各号に掲げる場合において、当

該各号に定める会社が、その発行する株券等の

マザーズへの上場を施行規則で定めるところに

より申請するとき（第１号に定める存続会社の

親会社又は第３号に定める当該他の会社の親会

社が外国会社であるときは、施行規則で定める

場合に限る。）は、次条に定めるところにより

上場審査を行うものとする。 

第２１５条 第２１２条から前条までの規定にか

かわらず、次の各号に掲げる場合において、当

該各号に定める会社が、その発行する株券等の

マザーズへの上場を施行規則で定めるところに

より申請するとき（第１号に定める存続会社の

親会社又は第３号に定める当該他の会社の親会

社が外国会社であるときは、施行規則で定める

場合に限る。）は、次条に定めるところにより

上場審査を行うものとする。 

（１） 上場株券等（上場優先出資証券を除く。）

が、マザーズの上場会社の合併による解散に

より上場廃止となる場合（マザーズの上場会

社がマザーズ以外の市場に上場している上場

会社と新設合併する場合において、マザーズ

（１） 上場株券等（上場優先出資証券を除く。）

が、マザーズの上場会社の合併による解散に

より上場廃止となる場合（マザーズの上場会

社が本則市場の上場会社と新設合併する場合

において、マザーズの上場会社が実質的な存
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の上場会社が実質的な存続会社でないと当取

引所が認めるときを除く。） 当該合併に係

る新設会社若しくは存続会社又は存続会社の

親会社（当該会社が発行者である株券等を当

該合併に際して交付する場合に限る。） 

続会社でないと当取引所が認めるときを除

く。） 当該合併に係る新設会社若しくは存

続会社又は存続会社の親会社（当該会社が発

行者である株券等を当該合併に際して交付す

る場合に限る。） 

（２） （略） （２） （略） 

（３） マザーズの上場会社が、株式交換、株

式移転その他の方法により他の会社の完全子

会社となる場合又はこれに準ずる状態として

施行規則で定める場合（マザーズの上場会社

が当該行為を行うとともに、マザーズ以外の

市場に上場している上場会社が当該行為を行

う場合において、当該行為後の当該他の会社

についてマザーズの上場会社が実質的な存続

会社でないと当取引所が認めるときを除く。）

当該他の会社又は当該他の会社の親会社（当

該会社が発行者である株券等を当該株式交

換、株式移転その他の方法に際して交付する

場合に限る。） 

（３） マザーズの上場会社が、株式交換、株

式移転その他の方法により他の会社の完全子

会社となる場合又はこれに準ずる状態として

施行規則で定める場合（マザーズの上場会社

が当該行為を行うとともに、本則市場の上場

会社が当該行為を行う場合において、当該行

為後の当該他の会社についてマザーズの上場

会社が実質的な存続会社でないと当取引所が

認めるときを除く。） 当該他の会社又は当

該他の会社の親会社（当該会社が発行者であ

る株券等を当該株式交換、株式移転その他の

方法に際して交付する場合に限る。） 

（４） （略） （４） （略） 

（５） マザーズの上場会社が、人的分割を行

うに当たり、その吸収分割契約又は新設分割

計画に基づき他の会社に上場契約を承継させ

ようとすることにより第６０３条第１項第６

号、第６０４条第１項第２号又は第２項第１

号の規定による第６０１条第１項第１２号に

定める上場契約の当事者でなくなることとな

った場合に該当して上場廃止となる場合（当

該他の会社がマザーズの上場会社の主要な事

業を承継するものと当取引所が認める場合

（マザーズの上場会社が当該行為を行うとと

もに、マザーズ以外の市場に上場している上

場会社が当該行為を行う場合にあっては、当

該行為後の当該他の会社についてマザーズの

上場会社が実質的な存続会社でないと当取引

所が認めるときを除く。）に限る。） 当該

（５） マザーズの上場会社が、人的分割を行

うに当たり、その吸収分割契約又は新設分割

計画に基づき他の会社に上場契約を承継させ

ようとすることにより第６０３条第１項第６

号、第６０４条第１項第２号又は第２項第１

号の規定による第６０１条第１項第１２号に

定める上場契約の当事者でなくなることとな

った場合に該当して上場廃止となる場合（当

該他の会社がマザーズの上場会社の主要な事

業を承継するものと当取引所が認める場合

（マザーズの上場会社が当該行為を行うとと

もに、本則市場の上場会社が当該行為を行う

場合にあっては、当該行為後の当該他の会社

についてマザーズの上場会社が実質的な存続

会社でないと当取引所が認めるときを除く。）

に限る。） 当該他の会社（当該会社が発行
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他の会社（当該会社が発行者である株券等を

当該人的分割に際して交付する場合に限る。）

者である株券等を当該人的分割に際して交付

する場合に限る。） 

  

第３節の２ ＪＡＳＤＡＱへの新規上

場 

（新設） 

  

（新規上場申請に係る提出書類等）  

第２１６条の２ ＪＡＳＤＡＱへ新規上場申請を

行う新規上場申請者は、新規上場申請を行う時

に、当該新規上場申請者の商号又は名称、新規

上場申請に係る株券等の銘柄、種類、発行数、

内訳区分その他の新規上場申請者に関する内容

として施行規則で定める事項を記載した当取引

所所定の「有価証券新規上場申請書」及び施行

規則で定める当取引所所定の「新規上場申請に

係る宣誓書」を提出するものとする。 

（新設） 

２ 前項に規定する「有価証券新規上場申請書」

には、定款、新規上場申請者の属する企業集団

及びその経理の状況その他事業の内容に関する

重要な事項等を記載した「新規上場申請のため

の有価証券報告書」その他の施行規則で定める

書類を添付するものとする。ただし、当該書類

のうち施行規則で定める書類については、当取

引所がその都度定める日までに提出すれば足り

るものとする。 

 

３ 前項の規定にかかわらず、テクニカル上場規

定の適用を受けてＪＡＳＤＡＱへ新規上場申請

を行う新規上場申請者は、第１項に規定する「有

価証券新規上場申請書」に、定款その他の施行

規則で定める書類を添付するものとする。 

 

４ 第２０１条第２項の規定に基づき設立前に新

規上場申請する場合は、前２項に定める添付書

類のうち新規上場申請時に提出することができ

ない書類（当取引所がやむを得ないものとして

その都度認めるものに限る。）については、提

出することができることとなった後直ちに提出
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すれば足りるものとする。 

５ ＪＡＳＤＡＱへ新規上場申請を行う新規上場

申請者は、新規上場申請日の属する事業年度の

初日以後上場することとなる日までに内閣総理

大臣等に有価証券の募集に関する届出又は売出

しに関する届出若しくは通知書の提出を行った

場合その他の施行規則で定める場合に該当する

こととなるときには、施行規則で定める書類を

提出するものとする。 

 

６ ＪＡＳＤＡＱへ新規上場申請を行う新規上場

申請者は、前各項の規定に基づく提出書類のう

ち施行規則で定める財務計算に関する書類につ

いて、施行規則で定めるところにより、法第１

９３条の２の規定に準じて、２人以上の公認会

計士又は監査法人の監査、中間監査又は四半期

レビューを受け、それに基づいて当該公認会計

士又は監査法人が作成した監査報告書、中間監

査報告書又は四半期レビュー報告書を添付する

ものとする。ただし、新規上場申請者が施行規

則で定める外国会社である場合には、この限り

でない。 

 

７ ＪＡＳＤＡＱへ新規上場申請を行う新規上場

申請者（前項ただし書の規定の適用を受ける外

国会社を除く。）は、施行規則で定めるところ

により、前項に規定する監査、中間監査又は四

半期レビュー（施行規則で定めるものを除く。）

について公認会計士又は監査法人が作成した監

査概要書、中間監査概要書又は四半期レビュー

概要書各１部を提出するものとする。 

 

８ ＪＡＳＤＡＱへ新規上場申請を行う新規上場

申請者は、第６項に規定するほか、施行規則で

定める財務計算に関する書類について、施行規

則で定めるところにより、公認会計士又は監査

法人による監査報告書又は財務数値等に係る意

見を記載した書面を添付するものとする。 

 

９ 当取引所は、上場審査のため必要と認めると 
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きには、新規上場申請者に対し前各項に規定す

る書類のほか参考となるべき報告又は資料の提

出その他上場審査に対する協力を求めることが

できるものとする。 

１０ ＪＡＳＤＡＱへ新規上場申請を行う新規上

場申請者は、当取引所が新規上場申請に係る株

券等の上場を承認した場合には、第２項から第

８項までに掲げる書類のうち施行規則で定める

書類を提出し、当該書類その他の新規上場申請

者がこの条の規定により提出した書類のうち施

行規則で定める書類を上場前及び上場後におい

て当取引所が公衆の縦覧に供することに同意す

るものとする。 

 

１１ ＪＡＳＤＡＱへ新規上場申請を行う新規上

場申請者は、当取引所が新規上場申請に係る株

券等の上場を承認した場合には、次の各号に掲

げる書類を提出し、第２号に掲げる書類を上場

前及び上場後において当取引所が公衆の縦覧に

供することに同意するものとする。 

 

（１） 当取引所所定の「取引所規則の遵守に

関する確認書」 

 

（２） 第２項に規定する「新規上場申請のた

めの有価証券報告書」その他の施行規則で定

める書類に不実の記載がないと当該新規上場

申請者の代表者が認識している旨及び施行規

則で定めるところによりその理由を記載した

書面 

 

１２ 前項に規定する場合において、内国株券等

及び当取引所を主たる市場とする外国株券等の

新規上場申請を行う新規上場申請者は、施行規

則で定めるコーポレート・ガバナンスに関する

事項について記載した報告書を提出し、当該書

類を上場前及び上場後において当取引所が公衆

の縦覧に供することに同意するものとする。 

 

  

（内国会社の形式要件（スタンダード））  
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第２１６条の３ 内国株券に係る第２１６条の５

に定める上場審査は、次の各号に適合するもの

を対象として行うものとする。この場合におけ

る当該各号の取扱いは施行規則で定める。 

（新設） 

（１） 株券等の分布状況  

次のａ及びｂに適合すること。  

ａ 新規上場申請日から上場日の前日までの

期間に、１，０００単位又は上場の時にお

いて見込まれる上場株券等の数の１０％の

いずれか多い株式数以上の新規上場申請に

係る株券等の公募又は売出しを行うこと。

ただし、新規上場申請者の発行する株券等

が国内の金融商品取引所に上場されている

場合又は新規上場申請者が、上場会社の人

的分割によりその事業を承継する会社であ

って、当該人的分割前に新規上場申請が行

われ、かつ、新規上場申請日から上場日の

前日までの期間に新規上場申請に係る株券

等の公募又は売出しを行わない場合には、

この限りでない。 

 

ｂ 株主数が、上場の時までに、３００人以

上となる見込みのあること。 

 

（２） 流通株式時価総額  

上場日における流通株式の時価総額が５億

円以上となる見込みのあること。 

 

（３） 純資産の額  

上場日における純資産の額が２億円以上と

なる見込みのあること。 

 

（４） 利益の額又は時価総額  

次のａ又はｂに適合すること。  

ａ 最近１年間における利益の額が１億円以

上であること。 

 

ｂ 上場日における時価総額が５０億円以上

となる見込みのあること。 

 

（５） 次のａ及びｂに適合すること。  

ａ 第２１２条第６号及び第６号の２に適合  
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していること。 

ｂ 第２０５条第８号から第１１号までに適

合していること。 

 

  

（外国会社の形式要件（スタンダード））  

第２１６条の４ 外国株券等に係る次条に定める

上場審査は、次の各号に適合するものを対象と

するものとする。 

（新設） 

（１） 株券等の分布状況  

次のａ及びｂに適合すること。  

ａ 新規上場申請日から上場日の前日までの

期間に、次の（ａ）から（ｆ）までに掲げ

る銘柄の区分に従い、当該（ａ）から（ｆ）

までに定める株式数又は上場時において見

込まれる上場株券等の数の１０％のいずれ

か多い株式数以上の新規上場申請に係る株

券等の公募又は売出しを行うこと（新規上

場申請に係る株券等が、国内の金融商品取

引所又は外国の金融商品取引所において上

場されている場合を除く。）。ただし、新

規上場申請者が、上場会社の人的分割によ

りその事業を承継する会社であって、当該

人的分割前に新規上場申請が行われ、かつ、

新規上場申請日から上場日の前日までの期

間に新規上場申請に係る株券等の公募又は

売出しを行わない場合には、この限りでな

い。 

 

（ａ） 売買単位を１，０００株とする銘

柄（以下「１，０００単位銘柄」という。）

１００万株 

 

（ｂ） 売買単位を５００株とする銘柄（以

下「５００単位銘柄」という。） 

５０万株 

 

（ｃ） 売買単位を１００株とする銘柄（以

下「１００単位銘柄」という。） 

１０万株 
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（ｄ） 売買単位を５０株とする銘柄（以

下「５０単位銘柄」という。） 

５万株 

 

（ｅ） 売買単位を１０株とする銘柄（以

下「１０単位銘柄」という。） 

１万株 

 

（ｆ） 売買単位を１株とする銘柄（以下

「１単位銘柄」という。） 

１，０００株 

 

ｂ 本邦内における株主数が、上場の時まで

に３００人以上となる見込みのあること。 

 

（２） 次のａ及びｂに適合すること。  

ａ 前条第２号から第４号までに適合してい

ること。 

 

ｂ 第２０６条第１項第２号から第４号まで

及び第２１２条第６号に適合しているこ

と。 

 

  

（上場審査（スタンダード））  

第２１６条の５ ＪＡＳＤＡＱへの新規上場申請

が行われた株券等（内訳区分としてスタンダー

ドが選択された株券等に限る。）の上場審査は、

新規上場申請者及びその企業グループに関する

次の各号に掲げる事項について行うものとす

る。 

（新設） 

（１） 企業の存続性  

事業活動の存続に支障を来す状況にないこ

と。 

 

（２） 健全な企業統治及び有効な内部管理体

制の確立 

 

企業規模に応じた企業統治及び内部管理体

制が確立し、有効に機能していること。 

 

（３） 企業行動の信頼性  

市場を混乱させる企業行動を起こす見込み

のないこと。 

 

（４） 企業内容等の開示の適正性  
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企業内容等の開示を適正に行うことができ

る状況にあること。 

 

（５） その他公益又は投資者保護の観点から

当取引所が必要と認める事項 

 

２ 前項の上場審査は、第２１６条の２各項の規

定に基づき新規上場申請者が提出する書類及び

質問等に基づき行うものとする。 

 

３ 第１項の上場審査（外国株券等に係る上場審

査を除く。）は、施行規則で定める期間以内に

完了することを目途に行うものとする。 

 

４ 第１項の上場審査に関して必要な事項は、上

場審査等に関するガイドラインをもって定め

る。 

 

５ 新規上場申請者が第２１６条の３第５号ａ又

は前条第２号ｂの規定により適用される第２１

２条第６号ｃに適合しないおそれがあると認め

られる場合には、第１項の上場審査を延期する

ものとする。 

 

  

（内国会社の形式要件（グロース））  

第２１６条の６ 内国株券に係る第２１６条の８

に定める上場審査は、次の各号に適合するもの

を対象として行うものとする。この場合におけ

る当該各号の取扱いは施行規則で定める。 

（新設） 

（１） 純資産の額  

上場日における純資産の額が正となる見込

みのあること。 

 

（２） 次のａからｃまでに適合すること。  

ａ 第２１６条の３第１号及び第２号に適合

していること。 

 

ｂ 第２１２条第６号及び第６号の２に適合

していること。 

 

ｃ 第２０５条第８号から第１１号までに適

合していること。 

 

  

（外国会社の形式要件（グロース））  
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第２１６条の７ 外国株券等に係る次条に定める

上場審査は、次の各号に適合するものを対象と

して行うものとする。この場合における当該各

号の取扱いは施行規則で定める。 

（新設） 

（１） 前条第１号に適合していること。  

（２） 第２１６条の４第１号に適合している

こと。 

 

（３） 第２１６条の３第２号に適合している

こと。 

 

（４） 第２０６条第１項第２号から第４号ま

で及び第２１２条第６号に適合しているこ

と。 

 

  

（上場審査（グロース））  

第２１６条の８ ＪＡＳＤＡＱへの新規上場申請

が行われた株券等（内訳区分としてグロースが

選択された株券等に限る。）の上場審査は、新

規上場申請者及びその企業グループに関する次

の各号に掲げる事項について行うものとする。 

（新設） 

（１） 企業の成長可能性  

成長可能性を有していること。  

（２） 成長の段階に応じた健全な企業統治及

び有効な内部管理体制の確立 

 

成長の段階に応じた企業統治及び内部管理

体制が確立し、有効に機能していること。 

 

（３） 企業行動の信頼性  

市場を混乱させる企業行動を起こす見込み

のないこと。 

 

（４） 企業内容等の開示の適正性  

企業内容等の開示を適正に行うことができ

る状況にあること。 

 

（５） その他公益又は投資者保護の観点から

当取引所が必要と認める事項 

 

２ 前項の上場審査は、第２１６条の２各項の規

定に基づき新規上場申請者が提出する書類及び

質問等に基づき行うものとする。 
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３ 第１項の上場審査（外国株券等に係る上場審

査を除く。）は、施行規則で定める期間以内に

完了することを目途に行うものとする。 

 

４ 第１項の上場審査に関して必要な事項は、上

場審査等に関するガイドラインをもって定め

る。 

 

５ 新規上場申請者が第２１６条の６第２号ｂ又

は前条第２号の規定により適用される第２１２

条第６号ｃに適合しないおそれがあると認めら

れる場合には、第１項の上場審査を延期するも

のとする。 

 

  

（テクニカル上場）  

第２１６条の９ 第２１６条の３から前条までの

規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合にお

いて、当該各号に定める会社が、その発行する

株券等のＪＡＳＤＡＱへの上場を施行規則で定

めるところにより申請するとき（第１号に定め

る存続会社の親会社又は第３号に定める当該他

の会社の親会社が外国会社であるときは、施行

規則で定める場合に限る。）は、次条に定める

ところにより上場審査を行うものとする。 

（新設） 

（１） 上場株券等（上場優先出資証券を除く。）

が、ＪＡＳＤＡＱの上場会社の合併による解

散により上場廃止となる場合（ＪＡＳＤＡＱ

の上場会社が本則市場、マザーズ又は内訳区

分を別にするＪＡＳＤＡＱの上場会社と新設

合併する場合において、当該申請において選

択される内訳区分と同一の内訳区分であるＪ

ＡＳＤＡＱの上場会社が実質的な存続会社で

ないと当取引所が認めるときを除く。） 当

該合併に係る新設会社若しくは存続会社又は

存続会社の親会社（当該会社が発行者である

株券等を当該合併に際して交付する場合に限

る。） 

 

（２） 上場外国株券等が、ＪＡＳＤＡＱの上  
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場会社の設立準拠法の変更のための合併によ

り第６０４条の３第３号又は第６０４条の５

第３号の規定により適用される第６０２条第

２項第１号に該当して上場廃止となる場合で

あって、当該合併に係る存続会社の株券等が

外国金融商品取引所等において直ちに上場又

は継続的に取引されるとき 当該合併に係る

存続会社 

（３） ＪＡＳＤＡＱの上場会社が、株式交換、

株式移転その他の方法により他の会社の完全

子会社となる場合又はこれに準ずる状態とし

て施行規則で定める場合（ＪＡＳＤＡＱの上

場会社が当該行為を行うとともに、本則市場、

マザーズ又は内訳区分を別にするＪＡＳＤＡ

Ｑの上場会社が当該行為を行う場合におい

て、当該行為後の当該他の会社について当該

申請において選択される内訳区分と同一の内

訳区分であるＪＡＳＤＡＱの上場会社が実質

的な存続会社でないと当取引所が認めるとき

を除く。） 当該他の会社又は当該他の会社

の親会社（当該会社が発行者である株券等を

当該株式交換、株式移転その他の方法に際し

て交付する場合に限る。） 

 

（４） 上場外国株券等が、ＪＡＳＤＡＱの上

場会社の外国持株会社への組織変更により第

６０４条の３第３号又は第６０４条の５第３

号の規定により適用される第６０２条第２項

第１号に該当して上場廃止となる場合であっ

て、当該外国持株会社の株券等が外国金融商

品取引所等において直ちに上場又は継続的に

取引されるとき 当該外国持株会社 

 

（５） ＪＡＳＤＡＱの上場会社が、人的分割

を行うに当たり、その吸収分割契約又は新設

分割計画に基づき他の会社に上場契約を承継

させようとすることにより第６０４条の２第

３号、第６０４条の３第２号、第６０４条の
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４第１項第２号又は第６０４条の５第２号の

規定による第６０１条第１項第１２号に定め

る上場契約の当事者でなくなることとなった

場合に該当して上場廃止となる場合（当該他

の会社がＪＡＳＤＡＱの上場会社の主要な事

業を承継するものと当取引所が認める場合

（ＪＡＳＤＡＱの上場会社が当該行為を行う

とともに、本則市場、マザーズ又は内訳区分

を別にするＪＡＳＤＡＱの上場会社が当該行

為を行う場合にあっては、当該行為後の当該

他の会社について当該申請において選択され

る内訳区分と同一の内訳区分であるＪＡＳＤ

ＡＱの上場会社が実質的な存続会社でないと

当取引所が認めるときを除く。）に限る。） 

当該他の会社（当該会社が発行者である株券

等を当該人的分割に際して交付する場合に限

る。） 

  

（テクニカル上場に係る上場審査）  

第２１６条の１０ 前条各号に定める会社が発行

する株券等の上場審査については、原則として

次の各号に掲げる基準によるものとする。 

（新設） 

（１） 当該株券等が内国株券である場合には

次のａからｃまでに適合すること。 

 

ａ 第２０５条第８号から第１１号までに適

合すること。 

 

ｂ 株主数が、上場後最初に終了する事業年

度の末日までに、１５０人以上となる見込

みのあること。 

 

ｃ 流通株式の数が、上場後最初に終了する

事業年度の末日までに、５００単位以上と

なる見込みのあること。 

 

（２） 当該株券等が外国株券である場合には

次のａからｃまでに適合すること。 

 

ａ 第２０６条第１項第２号から第４号まで

に適合すること。 
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ｂ 前号ｂに適合すること。  

ｃ 流通株式の数が、次の（ａ）から（ｆ）

までに掲げる銘柄の区分に従い、当該（ａ）

から（ｆ）までに定める株式数以上となる

見込みのあること。 

 

（ａ） １，０００単位銘柄 

５０万株 

 

（ｂ） ５００単位銘柄 

２５万株 

 

（ｃ） １００単位銘柄 

５万株 

 

（ｄ） ５０単位銘柄 

２万５，０００株 

 

（ｅ） １０単位銘柄 

５，０００株 

 

（ｆ） １単位銘柄 

５００株 

 

（３） 当該株券等が、上場の時において、第

６０１条第１項第１７号に規定する株主の権

利内容及びその行使が不当に制限されている

と当取引所が認めた場合並びに同項第１９号

及び第２０号に該当しないこととなる見込み

があること。 

 

  

（ＪＡＳＤＡＱへ新規上場申請を行う新規上場

申請者が上場日以前に合併等を実施する場合

の特例） 

 

第２２０条 第２０１条第１項の規定にかかわら

ず、新規上場申請者は、次の各号に掲げる行為

を予定している場合には、当該各号に掲げる行

為の区分に従い、当該各号に定める者が発行す

る株券等のＪＡＳＤＡＱへの新規上場申請を行

うことができるものとする。この場合における

新規上場申請手続その他の規定の適用に関し必

要な事項は、施行規則で定める。 

（新設） 

（１） 上場日以前に解散会社となる合併（上  



 

42 

場会社が当事会社となる場合を除く。） 

合併に係る新設会社若しくは存続会社又は

存続会社の親会社（当該会社が発行者である

株券等を当該合併に際して交付する場合に限

る。） 

 

（２） 上場日以前に他の会社の完全子会社と

なる株式交換又は株式移転（上場会社が当事

会社となる場合を除く。） 

 

当該他の会社又は当該他の会社の親会社

（当該会社が発行者である株券等を当該株式

交換又は株式移転に際して交付する場合に限

る。） 

 

２ 前項の規定によりＪＡＳＤＡＱへ新規上場申

請を行う新規上場申請者は、第２１６条の２第

１項から第８項までに規定する書類のほかに、

施行規則で定める書類を当取引所がその都度定

める日までに提出するものとする。 

 

３ 第１項の規定によるＪＡＳＤＡＱへの新規上

場申請にあっては、第２１６条の２第１１項第

１号及び同条第１２項に規定する書類の提出

は、第１項各号に定める者が提出するものとす

る。 

 

４ 第１項の規定によりＪＡＳＤＡＱへ新規上場

申請を行う新規上場申請者についての第２１６

条の３、第２１６条の４、第２１６条の６及び

第２１６条の７の規定の適用については、第２

１６条の３第１号ａ（第２１６条の６第２号ａ

の規定により適用される場合を含む。）、第２

１６条の４第１号ａ（第２１６条の７第２号の

規定により適用される場合を含む。）並びに第

２１６条の３第５号ａ、第２１６条の４第２号

ｂ、第２１６条の６第２号ｂ及び第２１６条の

７第４号の規定により適用される第２１２条第

６号ｄ中「新規上場申請に係る株券等」とある

のは「新規上場申請者が発行する株券等」とす

る。 
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（新株券等の上場申請） （新株券等の上場申請） 

第３０１条 （略） 第３０１条 （略） 

２～７ （略） ２～７ （略） 

８ 第１項の上場申請により、上場議決権付株式

（マザーズ上場銘柄を除く。）の発行者が発行

する無議決権株式を上場する場合には、当該無

議決権株式は、上場議決権付株式と同一の市場

区分又は同一の内訳区分に指定する。 

８ 第１項の上場申請により、上場議決権付株式

（マザーズ上場銘柄を除く。）の発行者が発行

する無議決権株式を上場する場合には、当該無

議決権株式は、上場議決権付株式と同一の市場

区分に指定する。 

  

（異なる種類の新株券等の上場審査） （異なる種類の新株券等の上場審査） 

第３０２条の２ 第３０１条の規定により上場申

請のあった株券等が上場株券等と異なる種類の

ものである場合には、次の各号に掲げる上場会

社の区分に従い、当該各号に定める基準に適合

するものを対象として、公益又は投資者保護の

観点から当取引所が必要と認める事項について

上場審査を行う。 

第３０２条の２ 第３０１条の規定により上場申

請のあった株券等が上場株券等と異なる種類の

ものである場合には、次の各号に掲げる上場会

社の区分に従い、当該各号に定める基準に適合

するものを対象として、公益又は投資者保護の

観点から当取引所が必要と認める事項について

上場審査を行う。 

（１）・（２） （略） （１）・（２） （略） 

（３） ＪＡＳＤＡＱの上場会社 （新設） 

ａ 第１号ａ及びｂに適合すること。  

ｂ 第２１６条の３第１号ｂ、第２号及び第

５号ｂ（同ｂの規定により適用される第２

０５条第８号及び第９号の２を除く。）に

適合すること。 

 

２・３ （略） ２・３ （略） 

  

（全部取得条項付種類株式等と引換えに交付さ

れる株券等の上場） 

（全部取得条項付種類株式等と引換えに交付さ

れる株券等の上場） 

第３０３条 第３０２条の規定にかかわらず、第

３０１条の規定により上場申請のあった株券等

が、第６０１条第１項第１８号（第６０２条第

１項第１号若しくは第２項第３号、第６０３条

第１項第６号、第６０４条第１項第２号若しく

は第２項第１号、第６０４条の２第３号、第６

０４条の３第２号、第６０４条の４第１項第２

第３０３条 第３０２条の規定にかかわらず、第

３０１条の規定により上場申請のあった株券等

が、第６０１条第１項第１８号（第６０２条第

１項第１号若しくは第２項第３号、第６０３条

第１項第６号又は第６０４条第１項第２号若し

くは第２項第１号の規定による場合を含む。）

に該当して上場廃止となる銘柄に係る株式と引
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号又は第６０４条の５第２号の規定による場合

を含む。）に該当して上場廃止となる銘柄に係

る株式と引換えに交付される株式に係る株券等

である場合（当該株券等が、当該上場廃止とな

る銘柄と異なる種類の上場株券等と同一の種類

のものである場合を除く。）には、施行規則で

定める基準に適合するときに上場を承認するも

のとする。 

換えに交付される株式に係る株券等である場合

（当該株券等が、当該上場廃止となる銘柄と異

なる種類の上場株券等と同一の種類のものであ

る場合を除く。）には、施行規則で定める基準

に適合するときに上場を承認するものとする。 

  

（本則市場への上場市場の変更申請） （上場市場の変更申請） 

第３１２条 上場株券等のマザーズ又はＪＡＳＤ

ＡＱから本則市場への上場市場の変更（第５節

の規定に基づく上場市場の変更を除く。）は、

上場会社からの申請により行うものとする。 

第３１２条 上場株券等のマザーズから本則市場

への上場市場の変更（第５節の規定に基づく上

場市場の変更を除く。）は、上場会社からの申

請により行うものとする。 

２ 前項の規定に基づき本則市場への上場市場の

変更を申請する者（以下「本則市場への上場市

場変更申請者」という。）は、当該本則市場へ

の上場市場変更申請者が発行者であるすべての

上場株券等（上場優先株等を含む。）について

本則市場への上場市場の変更申請を行うものと

する。 

２ 前項の規定に基づく上場市場変更申請者は、

当該上場市場変更申請者が発行者であるすべて

の上場株券等（上場優先株等を含む。）につい

て上場市場の変更申請を行うものとする。 

３ 本則市場への上場市場変更申請者は、当取引

所所定の「上場市場の変更申請書」及び施行規

則で定める当取引所所定の「上場市場の変更申

請に係る宣誓書」を提出するものとし、本則市

場への上場市場の変更申請に係る株券等の市場

第一部銘柄への指定を申請する場合には、「上

場市場の変更申請書」にその旨を併せて記載す

るものとする。 

３ 上場市場変更申請者は、当取引所所定の「上

場市場の変更申請書」及び施行規則で定める当

取引所所定の「上場市場の変更申請に係る宣誓

書」を提出するものとし、上場市場の変更申請

に係る株券等の市場第一部銘柄への指定を申請

する場合には、「上場市場の変更申請書」にそ

の旨を併せて記載するものとする。 

４ 前項に規定する「上場市場の変更申請書」に

は、本則市場への上場市場変更申請者の属する

企業集団及びその経理の状況その他事業の内容

に関する重要な事項等を記載した「上場市場の

変更申請のための有価証券報告書」その他の施

行規則で定める書類を添付するものとする。 

４ 前項に規定する「上場市場の変更申請書」に

は、上場市場変更申請者の属する企業集団及び

その経理の状況その他事業の内容に関する重要

な事項等を記載した「上場市場の変更申請のた

めの有価証券報告書」その他の施行規則で定め

る書類を添付するものとする。 

５ 本則市場への上場市場変更申請者は、施行規５ 上場市場変更申請者は、施行規則で定める財



 

45 

則で定める財務計算に関する書類について、施

行規則で定めるところにより公認会計士又は監

査法人による監査報告書又は財務数値等に係る

意見を記載した書面を添付するものとする。 

務計算に関する書類について、施行規則で定め

るところにより公認会計士又は監査法人による

監査報告書又は財務数値等に係る意見を記載し

た書面を添付するものとする。 

６ 当取引所は、本則市場への上場市場の変更審

査のため必要と認めるときには、本則市場への

上場市場変更申請者に対し前各項に規定する書

類のほか参考となるべき報告又は資料の提出そ

の他本則市場への上場市場の変更審査に対する

協力を求めることができるものとする。 

６ 当取引所は、上場市場の変更審査のため必要

と認めるときには、上場市場変更申請者に対し

前各項に規定する書類のほか参考となるべき報

告又は資料の提出その他上場市場の変更審査に

対する協力を求めることができるものとする。 

  

（本則市場への上場市場の変更予備申請） （上場市場の変更予備申請） 

第３１２条の２ 本則市場への上場市場の変更申

請を行おうとする者は、当該申請を行おうとす

る日の直前事業年度の末日（当該申請を行おう

とする日がその直前事業年度の末日から起算し

て１か月以内である場合には、当該直前事業年

度の前事業年度の末日）から起算して３か月前

より後においては、本則市場への上場市場の変

更申請を行おうとする日その他の事項を記載し

た「上場市場の変更予備申請書」及び本則市場

への上場市場の変更申請に必要な書類に準じて

作成した書類（提出することができるもので足

りる。）を提出することにより、本則市場への

上場市場の変更申請の予備的申請（以下「本則

市場への上場市場の変更予備申請」という。）

を行うことができる。 

第３１２条の２ 上場市場の変更申請を行おうと

する者は、当該申請を行おうとする日の直前事

業年度の末日（当該申請を行おうとする日がそ

の直前事業年度の末日から起算して１か月以内

である場合には、当該直前事業年度の前事業年

度の末日）から起算して３か月前より後におい

ては、上場市場の変更申請を行おうとする日そ

の他の事項を記載した「上場市場の変更予備申

請書」及び上場市場の変更申請に必要な書類に

準じて作成した書類（提出することができるも

ので足りる。）を提出することにより、上場市

場の変更申請の予備的申請（以下「上場市場の

変更予備申請」という。）を行うことができる。

２ 前項の規定により本則市場への上場市場の変

更予備申請が行われた場合には、当取引所は次

条及び第３１５条の規定に適合する見込みがあ

るかどうかについて審査を行う。 

２ 前項の規定により上場市場の変更予備申請が

行われた場合には、当取引所は次条及び第３１

５条の規定に適合する見込みがあるかどうかに

ついて審査を行う。 

３ （略） ３ （略） 

  

（本則市場への上場市場の変更審査） （上場市場の変更審査） 

第３１３条 第２０５条（第７号の２及び第９号

を除く。）、第２０６条、第２０７条第１項及

第３１３条 第２０５条（第７号の２及び第９号

を除く。）、第２０６条、第２０７条第１項及
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び第５項並びに第３０８条第７号ｃの規定は、

第３１２条の場合について準用する。この場合

において、第２０５条及び第２０６条中「新規

上場申請日の直前事業年度の末日」とあるのは

「本則市場への市場変更申請日の直前事業年度

の末日（本則市場への市場変更申請日がその直

前事業年度の末日から起算して１か月以内であ

る場合には、当該直前事業年度の前事業年度の

末日をいう。以下この条及び次条において同

じ。）」と、「新規上場申請日の属する事業年

度の初日」とあるのは「本則市場への市場変更

申請日の属する事業年度の初日（本則市場への

市場変更申請日がその直前事業年度の末日から

起算して１か月以内である場合には、当該直前

事業年度の初日）」とそれぞれ読み替える。 

び第５項並びに第３０８条第７号ｃの規定は、

第３１２条の場合について準用する。この場合

において、第２０５条及び第２０６条中「新規

上場申請日の直前事業年度の末日」とあるのは

「市場変更申請日の直前事業年度の末日（市場

変更申請日がその直前事業年度の末日から起算

して１か月以内である場合には、当該直前事業

年度の前事業年度の末日をいう。以下この条及

び次条において同じ。）」と、「新規上場申請

日の属する事業年度の初日」とあるのは「市場

変更申請日の属する事業年度の初日（市場変更

申請日がその直前事業年度の末日から起算して

１か月以内である場合には、当該直前事業年度

の初日）」とそれぞれ読み替える。 

２ 前項において準用する第２０７条第１項各号

に掲げる事項の審査は、第３１２条の規定に基

づき本則市場への上場市場変更申請者が提出す

る書類及び質問等に基づき行うものとする。 

２ 前項において準用する第２０７条第１項各号

に掲げる事項の審査は、第３１２条の規定に基

づき上場市場変更申請者が提出する書類及び質

問等に基づき行うものとする。 

３・４ （略） ３・４ （略） 

５ 第２項の審査により本則市場への上場市場の

変更申請に係るすべての株券等の上場市場の変

更を適当と認めた場合には、当取引所は、当該

発行者が発行者であるすべての上場株券等（上

場優先株等を含む。）につき本則市場への上場

市場の変更を行う。 

５ 第２項の審査により上場市場の変更申請に係

るすべての株券等の上場市場の変更を適当と認

めた場合には、当取引所は、当該発行者が発行

者であるすべての上場株券等（上場優先株等を

含む。）につき上場市場の変更を行う。 

６ 当取引所は、前項の規定により本則市場へ上

場市場を変更する場合には、その変更日に、上

場有価証券原簿の記載事項を変更する。 

６ 当取引所は、前項の規定により上場市場を変

更する場合には、その変更日に、上場有価証券

原簿の記載事項を変更する。 

  

（マザーズへの上場市場の変更申請）  

第３１３条の２ 上場株券等のＪＡＳＤＡＱから

マザーズへの上場市場の変更は、上場会社から

の申請により行うものとする。 

（新設） 

２ 前項の規定に基づきマザーズへの上場市場の

変更を申請する者（以下「マザーズへの上場市

 



 

47 

場変更申請者」という。）は、当該マザーズへ

の上場市場変更申請者が発行者であるすべての

上場株券等（上場優先株等を含む。）について

マザーズへの上場市場の変更申請を行うものと

する。 

３ マザーズへの上場市場変更申請者は、当取引

所所定の「上場市場の変更申請書」及び施行規

則で定める当取引所所定の「上場市場の変更申

請に係る宣誓書」を提出するものとする。 

 

４ 前項に規定する「上場市場の変更申請書」に

は、マザーズへの上場市場変更申請者の属する

企業集団及びその経理の状況その他事業の内容

に関する重要な事項等を記載した「上場市場の

変更申請のための有価証券報告書」その他の施

行規則で定める書類を添付するものとする。 

 

５ マザーズへの上場市場変更申請者は、施行規

則で定める財務計算に関する書類について、施

行規則で定めるところにより公認会計士又は監

査法人による監査報告書又は財務数値等に係る

意見を記載した書面を添付するものとする。 

 

６ 当取引所は、マザーズへの上場市場の変更審

査のため必要と認めるときには、マザーズへの

上場市場変更申請者に対し前各項に規定する書

類のほか参考となるべき報告又は資料の提出そ

の他マザーズへの上場市場の変更審査に対する

協力を求めることができるものとする。 

 

  

（マザーズへの上場市場の変更予備申請）  

第３１３条の３ マザーズへの上場市場の変更申

請を行おうとする者は、当該申請を行おうとす

る日の直前事業年度の末日（当該申請を行おう

とする日がその直前事業年度の末日から起算し

て１か月以内である場合には、当該直前事業年

度の前事業年度の末日）から起算して３か月前

より後においては、マザーズへの上場市場の変

更申請を行おうとする日その他の事項を記載し

（新設） 
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た「上場市場の変更予備申請書」及びマザーズ

への上場市場の変更申請に必要な書類に準じて

作成した書類（提出することができるもので足

りる。）を提出することにより、マザーズへの

上場市場の変更申請の予備的申請（以下「マザ

ーズへの上場市場の変更予備申請」という。）

を行うことができる。 

２ 前項の規定によりマザーズへの上場市場の変

更予備申請が行われた場合には、当取引所は次

条の規定に適合する見込みがあるかどうかにつ

いて審査を行う。 

 

３ 前条第６項の規定は、前項の審査を行う場合

について準用する。 

 

  

（マザーズへの上場市場の変更審査）  

第３１３条の４ 第２１２条（第６号の２及び第

７号の規定により適用される第２０５条第９号

を除く。）、第２１３条、第２１４条第１項及

び第５項並びに第３０８条第７号ｃの規定は、

第３１５条の２の場合について準用する。 

（新設） 

２ 前項において準用する第２１４条第１項各号

に掲げる事項の審査は、第３１５条の２の規定

に基づきマザーズへの上場市場変更申請者が提

出する書類及び質問等に基づき行うものとす

る。 

 

３ 第１項において準用する第２１４条第１項各

号に掲げる事項の審査（外国株券等に係る審査

を除く。）は、施行規則で定める期間以内に完

了することを目途に行うものとする。 

 

４ 第２項の審査に関して必要な事項は、上場審

査等に関するガイドラインをもって定める。 

 

５ 第２項の審査によりマザーズへの上場市場の

変更申請に係るすべての株券等のマザーズへの

上場市場の変更を適当と認めた場合には、当取

引所は、当該発行者が発行者であるすべての上

場株券等（上場優先株等を含む。）につきマザ
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ーズへの上場市場の変更を行う。 

６ 当取引所は、前項の規定によりマザーズへ上

場市場を変更する場合には、その変更日に、上

場有価証券原簿の記載事項を変更する。 

 

  

（ＪＡＳＤＡＱへの上場市場の変更申請）  

第３１３条の５ 上場株券等の本則市場又はマザ

ーズからＪＡＳＤＡＱへの上場市場の変更は、

上場会社からの申請により行うものとする。 

（新設） 

２ 前項の規定に基づきＪＡＳＤＡＱへの上場市

場の変更を申請する者（以下「ＪＡＳＤＡＱへ

の上場市場変更申請者」という。）は、当該Ｊ

ＡＳＤＡＱへの上場市場変更申請者が発行者で

あるすべての上場株券等（上場優先株等を含

む。）についてＪＡＳＤＡＱへの上場市場の変

更申請を行うものとする。 

 

３ ＪＡＳＤＡＱへの上場市場変更申請者は、当

取引所所定の「上場市場の変更申請書」及び施

行規則で定める当取引所所定の「上場市場の変

更申請に係る宣誓書」を提出するものとし、上

場市場の変更申請に係る内訳区分を、「上場市

場の変更申請書」に併せて記載するものとする。

 

４ 前項に規定する「上場市場の変更申請書」に

は、ＪＡＳＤＡＱへの上場市場変更申請者の属

する企業集団及びその経理の状況その他事業の

内容に関する重要な事項等を記載した「上場市

場の変更申請のための有価証券報告書」その他

の施行規則で定める書類を添付するものとす

る。 

 

５ ＪＡＳＤＡＱへの上場市場変更申請者は、施

行規則で定める財務計算に関する書類につい

て、施行規則で定めるところにより公認会計士

又は監査法人による監査報告書又は財務数値等

に係る意見を記載した書面を添付するものとす

る。 

 

６ 当取引所は、ＪＡＳＤＡＱへの上場市場の変 
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更審査のため必要と認めるときには、ＪＡＳＤ

ＡＱへの上場市場変更申請者に対し前各項に規

定する書類のほか参考となるべき報告又は資料

の提出その他ＪＡＳＤＡＱへの上場市場の変更

審査に対する協力を求めることができるものと

する。 

  

（ＪＡＳＤＡＱへの上場市場の変更予備申請）  

第３１３条の６ ＪＡＳＤＡＱへの上場市場の変

更申請を行おうとする者は、当該申請を行おう

とする日の直前事業年度の末日（当該申請を行

おうとする日がその直前事業年度の末日から起

算して１か月以内である場合には、当該直前事

業年度の前事業年度の末日）から起算して３か

月前より後においては、ＪＡＳＤＡＱへの上場

市場の変更申請を行おうとする日その他の事項

を記載した「上場市場の変更予備申請書」及び

ＪＡＳＤＡＱへの上場市場の変更申請に必要な

書類に準じて作成した書類（提出することがで

きるもので足りる。）を提出することにより、

ＪＡＳＤＡＱへの上場市場の変更申請の予備的

申請（以下「ＪＡＳＤＡＱへの上場市場の変更

予備申請」という。）を行うことができる。 

（新設） 

２ 前項の規定によりＪＡＳＤＡＱへの上場市場

の変更予備申請が行われた場合には、当取引所

は次条の規定に適合する見込みがあるかどうか

について審査を行う。 

 

３ 前条第６項の規定は、前項の審査を行う場合

について準用する。 

 

  

（ＪＡＳＤＡＱへの上場市場の変更審査）  

第３１３条の７ 第２１６条の３（第５号ｂの規

定により適用される第２０５条第９号を除

く。）、第２１６条の４、第２１６条の５第１

項及び第５項、第２１６条の６（第２号ｃの規

定により適用される第２０５条第９号を除

（新設） 
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く。）、第２１６条の７、第２１６条の８第１

項及び第５項並びに第３０８条第７号ｃの規定

は、第３１３条の５の場合について準用する。 

２ 前項において準用する第２１６条の５第１項

各号及び第２１６条の８第１項各号に掲げる事

項の審査は、第３１３条の５の規定に基づきＪ

ＡＳＤＡＱへの上場市場変更申請者が提出する

書類及び質問等に基づき行うものとする。 

 

３ 第１項において準用する第２１６条の５第１

項各号及び第２１６条の８第１項各号に掲げる

事項の審査（外国株券等に係る審査を除く。）

は、施行規則で定める期間以内に完了すること

を目途に行うものとする。 

 

４ 第２項の審査に関して必要な事項は、上場審

査等に関するガイドラインをもって定める。 

 

５ 第２項の審査によりＪＡＳＤＡＱへの上場市

場の変更申請に係るすべての株券等の上場市場

の変更を適当と認めた場合には、当取引所は、

当該発行者が発行者であるすべての上場株券等

（上場優先株等を含む。）につき上場市場の変

更を行う。 

 

６ 当取引所は、前項の規定によりＪＡＳＤＡＱ

へ上場市場を変更する場合には、その変更日に、

上場有価証券原簿の記載事項を変更する。 

 

  

（吸収合併等の場合の上場市場の変更） （吸収合併等の場合の上場市場の変更） 

第３１４条 マザーズの上場会社がマザーズ以外

の市場に上場している上場会社の吸収合併又は

これに類するものとして施行規則で定める行為

を行った場合で、施行規則で定めるところによ

り、当該マザーズの上場会社が実質的な存続会

社でないと当取引所が認めたときは、当取引所

が定める日（ＪＡＳＤＡＱの上場会社が実質的

な存続会社である場合であって、当該上場会社

が吸収合併等の場合の上場市場の変更に係る審

査を希望するときには、３年以内に施行規則で

第３１４条 前３条の規定にかかわらず、マザー

ズの上場会社が本則市場の上場会社の吸収合併

又はこれに類するものとして施行規則で定める

行為を行った場合で、施行規則で定めるところ

により、当該マザーズの上場会社が実質的な存

続会社でないと当取引所が認めたときは、当取

引所が定める日に、当該上場会社が発行者であ

るすべての上場株券等（上場優先株等を含む。）

について、マザーズから本則市場への上場市場

の変更を行うものとする。 
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定める基準に適合しないとき）に、当該上場会

社が発行者であるすべての上場株券等（上場優

先株等を含む。）について、マザーズから実質

的な存続会社であるマザーズ以外の市場に上場

していた上場会社が上場していた市場への上場

市場の変更（ＪＡＳＤＡＱへの上場市場の変更

の場合には、当該上場会社と同一の内訳区分と

する。）を行うものとする。 

２ 本則市場の上場会社が本則市場以外の市場に

上場している上場会社の吸収合併又はこれに類

するものとして施行規則で定める行為を行った

場合で、当該本則市場の上場会社が実質的な存

続会社でないと当取引所が認めたときは、当取

引所が定める日（当該上場会社が吸収合併等の

場合の上場市場の変更に係る審査を希望する場

合には、３年以内に施行規則で定める基準に適

合しないとき）に、当該上場会社が発行者であ

るすべての上場株券等（上場優先株等を含む。）

について、本則市場から実質的な存続会社であ

る本則市場以外の市場に上場していた上場会社

が上場していた市場への上場市場の変更（ＪＡ

ＳＤＡＱへの上場市場の変更の場合には、当該

上場会社と同一の内訳区分とする。）を行うも

のとする。この場合における取扱いは施行規則

で定める。 

２ 本則市場の上場会社がマザーズの上場会社の

吸収合併又はこれに類するものとして施行規則

で定める行為を行った場合で、当該本則市場の

上場会社が実質的な存続会社でないと当取引所

が認めたときは、当取引所が定める日（当該上

場会社が吸収合併等の場合の上場市場の変更に

係る審査を希望する場合には、３年以内に施行

規則で定める基準に適合しないとき）に、当該

上場会社が発行者であるすべての上場株券等

（上場優先株等を含む。）について、本則市場

からマザーズへの上場市場の変更を行うものと

する。この場合における取扱いは施行規則で定

める。 

３ ＪＡＳＤＡＱの上場会社がＪＡＳＤＡＱ以外

の市場に上場している上場会社の吸収合併又は

これに類するものとして施行規則で定める行為

を行った場合で、当該ＪＡＳＤＡＱの上場会社

が実質的な存続会社でないと当取引所が認めた

ときは、当取引所が定める日（当該ＪＡＳＤＡ

Ｑの上場会社が吸収合併等の場合の上場市場の

変更に係る審査を希望する場合には、３年以内

に施行規則で定める基準に適合しないとき）に、

当該ＪＡＳＤＡＱの上場会社が発行者であるす

べての上場株券等（上場優先株等を含む。）に

（新設） 
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ついて、ＪＡＳＤＡＱから実質的な存続会社で

あるＪＡＳＤＡＱ以外の市場に上場していた上

場会社が上場していた市場への上場市場の変更

を行うものとする。この場合における取扱いは

施行規則で定める。 

４ 会社が第２０８条第１号、第３号若しくは第

５号若しくは第２１５条第１号、第３号若しく

は第５号又は第２１６条の９第１号、第３号若

しくは第５号の適用を受けて上場した場合（新

設合併、株式移転又は新設分割をする場合にお

いて、一の当事者が本則市場の上場会社であり、

一の当事者がマザーズ又はＪＡＳＤＡＱの上場

会社であって、かつ、本則市場の上場会社が実

質的な存続会社でないと当取引所が認める場合

に限る。）において、３年以内に施行規則で定

める基準に適合しないときは、当該会社が発行

者であるすべての上場株券等（上場優先株等を

含む。）について、本則市場から実質的な存続

会社である本則市場以外の市場に上場していた

上場会社が上場していた市場への上場市場の変

更（ＪＡＳＤＡＱへの上場市場の変更の場合に

は、当該上場会社と同一の内訳区分とする。）

を行うものとする。この場合における取扱いは

施行規則で定める。 

３ 会社が第２０８条第１号、第３号又は第５号

の適用を受けて上場した場合（新設合併、株式

移転又は新設分割をする場合において、一の当

事者が本則市場の上場会社であり、一の当事者

がマザーズの上場会社であって、かつ、本則市

場の上場会社が実質的な存続会社でないと当取

引所が認める場合に限る。）において、３年以

内に施行規則で定める基準に適合しないとき

は、当該会社が発行者であるすべての上場株券

等（上場優先株等を含む。）について、本則市

場からマザーズへの上場市場の変更を行うもの

とする。この場合における取扱いは施行規則で

定める。 

５ 第３１３条第５項、第３１３条の４第５項及

び前条第５項の規定は、前各項の場合について

準用する。 

４ 前条第５項の規定は、前３項の場合について

準用する。 

  

（吸収合併等の場合の上場市場の変更に係る審

査の申請） 

（吸収合併等の場合の上場市場の変更に係る審

査の申請） 

第３１４条の２ 当取引所は、前条第２項から第

４項までに規定する施行規則で定める基準に適

合しないかどうかの審査は、上場会社からの申

請に基づき行うものとし、当該申請が行われな

かった場合（当該申請が行われないことが明ら

かな場合を含む。）は、同条第２項から第４項

第３１４条の２ 当取引所は、前条第２項又は第

３項に規定する施行規則で定める基準に適合し

ないかどうかの審査は、上場会社からの申請に

基づき行うものとし、当該申請が行われなかっ

た場合（当該申請が行われないことが明らかな

場合を含む。）は、前条第２項及び第３項にそ
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までにそれぞれ該当したものとみなす。 れぞれ該当したものとみなす。 

２・３ （略） ２・３ （略） 

  

（上場市場の変更の場合の一部指定） （上場市場の変更の場合の一部指定） 

第３１５条 （略） 第３１５条 （略） 

２ 第３１３条第５項並びに第３１４条第１項及

び第３項の規定によりマザーズ又はＪＡＳＤＡ

Ｑから本則市場への上場市場の変更が行われる

株券等（発行者が同一である議決権付株式と無

議決権株式のいずれもが上場している場合にお

ける当該無議決権株式を除く。）のうち、第２

１０条第１項各号（重複上場の外国株券等の場

合には、同項第２号ｂを除く。）に適合するも

のについては、市場第一部銘柄に指定すること

ができるものとする。 

２ 第３１３条第５項及び第３１４条第１項の規

定によりマザーズから本則市場への上場市場の

変更が行われる株券等（発行者が同一である議

決権付株式と無議決権株式のいずれもが上場し

ている場合における当該無議決権株式を除く。）

のうち、第２１０条第１項各号（重複上場の外

国株券等の場合には、同項第２号ｂを除く。）

に適合するものについては、市場第一部銘柄に

指定することができるものとする。 

３ 前２項の規定による市場第一部銘柄への指定

は、一部指定日において、その発行する株券等

（優先出資証券を除く。）に次の各号に掲げる

発行者の区分に従い、当該各号に定める期間を

経過した銘柄がない場合には、これを行わない

ものとする。 

３ 前２項の規定による市場第一部銘柄への指定

は、一部指定日において、その発行する株券等

（優先出資証券を除く。）に上場日から起算し

て１年以上を経過した銘柄がない場合には、こ

れを行わないものとする。 

（１） マザーズの上場会社 （新設） 

１年  

（２） ＪＡＳＤＡＱの上場会社 （新設） 

６か月  

４ （略） ４ （略） 

  

（内訳区分の変更申請）  

第３１５条の２ 上場株券等のＪＡＳＤＡＱにお

ける内訳区分の変更は、上場会社からの申請に

より行うものとする。 

（新設） 

２ グロースからスタンダード又はスタンダード

からグロースへの内訳区分の変更を申請する者

（以下「内訳区分変更申請者」という。）は、

当該内訳区分変更申請者が発行するすべての上

場株券等（上場優先株等を含む。）について内
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訳区分の変更申請を行うものとする。 

３ 内訳区分変更申請者は、当取引所所定の「内

訳区分の変更申請書」及び施行規則で定める当

取引所所定の「内訳区分の変更申請に係る宣誓

書」を提出するものとする。 

 

４ 前項に規定する「内訳区分の変更申請書」に

は、内訳区分変更申請者の属する企業集団及び

その経理の状況その他事業の内容に関する重要

な事項等を記載した「内訳区分の変更申請のた

めの有価証券報告書」その他の施行規則で定め

る書類を添付するものとする。 

 

５ 内訳区分変更申請者は、施行規則で定める財

務計算に関する書類について、施行規則で定め

るところにより公認会計士又は監査法人による

監査報告書又は財務数値等に係る意見を記載し

た書面を添付するものとする。 

 

６ 当取引所は、内訳区分の変更審査のため必要

と認めるときには、内訳区分変更申請者に対し

前各項に規定する書類のほか参考となるべき報

告又は資料の提出その他内訳区分の変更審査に

対する協力を求めることができるものとする。 

 

  

（内訳区分の変更の予備申請）  

第３１５条の３ 内訳区分の変更申請を行おうと

する者は、当該申請を行おうとする日の直前事

業年度の末日（当該申請を行おうとする日がそ

の直前事業年度の末日から起算して１か月以内

である場合には、当該直前事業年度の前事業年

度の末日）から起算して３か月前より後におい

ては、内訳区分の変更申請を行おうとする日そ

の他の事項を記載した「内訳区分の変更予備申

請書」及び内訳区分の変更申請に必要な書類に

準じて作成した書類（提出することができるも

ので足りる。）を提出することにより、内訳区

分の変更申請の予備的申請（以下「内訳区分の

変更予備申請」という。）を行うことができる。

（新設） 
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２ 前項の規定により内訳区分の変更予備申請が

行われた場合には、当取引所は次条又は第３１

５条の５の規定に適合する見込みがあるかどう

かについて審査を行う。 

 

３ 前条第６項の規定は、前項の審査を行う場合

について準用する。 

 

  

（スタンダードへの内訳区分の変更審査）  

第３１５条の４ 第２１６条の３（第５号ｂの規

定により適用される第２０５条第９号を除

く。）、第２１６条の４、第２１６条の５第１

項及び第５項並びに第３０８条第７号ｃの規定

は、第３１５条の２の場合であって、グロース

からスタンダードへの内訳区分の変更申請をす

るときについて準用する。 

（新設） 

２ 前項において準用する第２１６条の５第１項

各号に掲げる事項の審査は、第３１５条の２の

規定に基づき内訳区分変更申請者が提出する書

類及び質問等に基づき行うものとする。 

 

３ 第１項において準用する第２１６条の５第１

項各号に掲げる事項の審査（外国株券等に係る

審査を除く。）は、施行規則で定める期間以内

に完了することを目途に行うものとする。 

 

４ 第２項の審査に関して必要な事項は、上場審

査等に関するガイドラインをもって定める。 

 

５ 第２項の審査により内訳区分の変更申請に係

るすべての株券等のスタンダードへの内訳区分

の変更を適当と認めた場合には、当取引所は、

当該発行者が発行者であるすべての上場株券等

（上場優先株等を含む。）につきスタンダード

への内訳区分の変更を行う。 

 

６ 当取引所は、前項の規定によりスタンダード

への内訳区分を変更する場合には、その変更日

に、上場有価証券原簿の記載事項を変更する。 

 

  

（グロースへの内訳区分の変更審査）  
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第３１５条の５ 第２１６条の６（第２号ｃの規

定により適用される第２０５条第９号を除

く。）、第２１６条の７、第２１６条の８第１

項及び第５項並びに第３０８条第７号ｃの規定

は、第３１５条の２の場合であって、スタンダ

ードからグロースへの内訳区分の変更申請をす

るときについて準用する。 

（新設） 

２ 前項において準用する第２１６条の８第１項

各号に掲げる事項の審査は、第３１５条の２の

規定に基づき内訳区分変更申請者が提出する書

類及び質問等に基づき行うものとする。 

 

３ 第１項において準用する第２１６条の８第１

項各号に掲げる事項の審査（外国株券等に係る

審査を除く。）は、施行規則で定める期間以内

に完了することを目途に行うものとする。 

 

４ 第２項の審査に関して必要な事項は、上場審

査等に関するガイドラインをもって定める。 

 

５ 第２項の審査により内訳区分の変更申請に係

るすべての株券等のグロースへの内訳区分の変

更を適当と認めた場合には、当取引所は、当該

発行者が発行者であるすべての上場株券等（上

場優先株等を含む。）につきグロースへの内訳

区分の変更を行う。 

 

６ 当取引所は、前項の規定により内訳区分を変

更する場合には、その変更日に、上場有価証券

原簿の記載事項を変更する。 

 

  

（吸収合併等の場合の内訳区分の変更）  

第３１５条の６ 内訳区分がスタンダードである

ＪＡＳＤＡＱの上場会社（以下「スタンダード

上場会社」という。）が、内訳区分がグロース

であるＪＡＳＤＡＱの上場会社（以下「グロー

ス上場会社」という。）の吸収合併又はこれに

類するものとして施行規則で定める行為を行っ

た場合で、当該スタンダード上場会社が実質的

な存続会社でないと当取引所が認めたときは、

（新設） 
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当取引所が定める日（当該スタンダード上場会

社が吸収合併等の場合の内訳区分変更に係る審

査を希望する場合には、３年以内に施行規則で

定める基準に適合しないとき）に、当該スタン

ダード上場会社が発行者であるすべての上場株

券等（上場優先株等を含む。）についてスタン

ダードからグロースへの内訳区分の変更を行う

ものとする。この場合における取扱いは施行規

則で定める。 

２ グロース上場会社がスタンダード上場会社の

吸収合併又はこれに類するものとして施行規則

で定める行為を行った場合で、当該グロース上

場会社が実質的な存続会社でないと当取引所が

認めたときは、当取引所が定める日（当該グロ

ース上場会社が吸収合併等の場合の内訳区分変

更に係る審査を希望する場合には、３年以内に

施行規則で定める基準に適合しないとき）に、

当該グロース上場会社が発行者であるすべての

上場株券等（上場優先株等を含む。）について、

グロースからスタンダードへの内訳区分の変更

を行うものとする。この場合における取扱いは

施行規則で定める。 

 

３ 前条第５項の規定は、前２項の場合について

準用する。 

 

  

（吸収合併等の場合の内訳区分の変更に係る審

査の申請） 

 

第３１５条の７ 当取引所は、前条第１項及び第

２項に規定する施行規則で定める基準に適合し

ないかどうかの審査は、上場会社からの申請に

基づき行うものとし、当該申請が行われなかっ

た場合（当該申請が行われないことが明らかな

場合を含む。）は、前条第１項又は第２項にそ

れぞれ該当したものとみなす。 

（新設） 

２ 前項の申請を行う場合は、当該上場会社は、

幹事取引参加者が作成した当取引所所定の「確
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認書」を提出するものとする。 

３ 当取引所は、第１項の審査のため必要と認め

るときには、上場会社に対し参考となるべき報

告又は資料の提出その他当該審査に対する協力

を求めることができるものとする。 

 

  

（本則市場への上場市場の変更申請を行う上場

会社が市場変更日以前に合併等を実施する予

定である場合の特例） 

（上場市場の変更申請を行う上場会社が市場変

更日以前に合併等を実施する予定である場合

の特例） 

第３１９条 上場会社は、次の各号に掲げる行為

を予定している場合には、当該各号に掲げる行

為の区分に従い、当該各号に定める者が発行す

る株券等の本則市場への上場市場の変更申請を

行うことができるものとする。この場合におけ

る本則市場への上場市場の変更申請手続その他

の規定の適用に関し必要な事項は、施行規則で

定める。 

第３１９条 上場会社は、次の各号に掲げる行為

を予定している場合には、当該各号に掲げる行

為の区分に従い、当該各号に定める者が発行す

る株券等の上場市場の変更申請を行うことがで

きるものとする。この場合における上場市場の

変更申請手続その他の規定の適用に関し必要な

事項は、施行規則で定める。 

（１）・（２） （略） （１）・（２） （略） 

２～４ （略） ２～４ （略） 

  

（マザーズへの上場市場の変更申請を行う上場

会社が市場変更日以前に合併等を実施する予

定である場合の特例） 

 

第３１９条の２ 上場会社は、次の各号に掲げる

行為を予定している場合には、当該各号に掲げ

る行為の区分に従い、当該各号に定める者が発

行する株券等のマザーズへの上場市場の変更申

請を行うことができるものとする。この場合に

おけるマザーズへの上場市場の変更申請手続そ

の他の規定の適用に関し必要な事項は、施行規

則で定める。 

（新設） 

（１） 上場市場の変更日以前に解散会社とな

る合併 

 

合併に係る新設会社若しくは存続会社又は

存続会社の親会社（当該会社が発行者である

株券等を当該合併に際して交付する場合に限
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る。） 

（２） 上場市場の変更日以前に他の会社の完

全子会社となる株式交換又は株式移転 

 

当該他の会社又は当該他の会社の親会社

（当該会社が発行者である株券等を当該株式

交換又は株式移転に際して交付する場合に限

る。） 

 

２ 前項の規定によりマザーズへの上場市場の変

更申請を行う上場会社についての第３１３条の

２第２項の規定の適用については、同項中「当

該上場市場変更申請者が発行者であるすべての

上場株券等」とあるのは「当該上場市場の変更

申請に係るすべての上場株券等」とする。 

 

３ 第１項の規定によりマザーズへの上場市場の

変更申請を行う場合にあっては、第３１３条の

２第３項から第５項までに規定する書類のほ

か、施行規則で定める書類を当取引所がその都

度定める日までに提出するものとする。 

 

４ 第１項の規定によりマザーズへの上場市場の

変更申請を行う上場会社についての第３１３条

の４第１項の規定の適用については、同項中「第

２１２条」とあるのは「第２１９条第４項の規

定により読み替えて適用する第２１２条」とす

る。 

 

  

（ＪＡＳＤＡＱへの上場市場の変更申請を行う

上場会社が市場変更日以前に合併等を実施す

る予定である場合の特例） 

 

第３１９条の３ 上場会社は、次の各号に掲げる

行為を予定している場合には、当該各号に掲げ

る行為の区分に従い、当該各号に定める者が発

行する株券等のＪＡＳＤＡＱへの上場市場の変

更申請を行うことができるものとする。この場

合におけるＪＡＳＤＡＱへの上場市場の変更申

請手続その他の規定の適用に関し必要な事項

は、施行規則で定める。 

（新設） 
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（１） 上場市場の変更日以前に解散会社とな

る合併 

 

合併に係る新設会社若しくは存続会社又は

存続会社の親会社（当該会社が発行者である

株券等を当該合併に際して交付する場合に限

る。） 

 

（２） 上場市場の変更日以前に他の会社の完

全子会社となる株式交換又は株式移転 

 

当該他の会社又は当該他の会社の親会社

（当該会社が発行者である株券等を当該株式

交換又は株式移転に際して交付する場合に限

る。） 

 

２ 前項の規定によりＪＡＳＤＡＱへの上場市場

の変更申請を行う上場会社についての第３１３

条の５第２項の規定の適用については、同項中

「当該上場市場変更申請者が発行者であるすべ

ての上場株券等」とあるのは「当該上場市場の

変更申請に係るすべての上場株券等」とする。 

 

３ 第１項の規定によりＪＡＳＤＡＱへの上場市

場の変更申請を行う場合にあっては、第３１３

条の５第３項から第５項までに規定する書類の

ほか、施行規則で定める書類を当取引所がその

都度定める日までに提出するものとする。 

 

４ 第１項の規定によりＪＡＳＤＡＱへの上場市

場の変更申請を行う上場会社についての第３１

３条の７第１項の規定の適用については、同項

中「第２１６条の３」とあるのは「第２２０条

第４項の規定により読み替えて適用する第２１

６条の３」とする。 

 

  

（内訳区分の変更申請を行う内訳区分変更申請

者が内訳区分変更日以前に合併等を実施する

場合の特例） 

 

第３２０条 上場会社は、次の各号に掲げる行為

を予定している場合には、当該各号に掲げる行

為の区分に従い、当該各号に定める者が発行す

（新設） 
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る株券等のＪＡＳＤＡＱにおける内訳区分の変

更申請を行うことができるものとする。この場

合におけるＪＡＳＤＡＱにおける内訳区分変更

申請手続その他の規定の適用に関し必要な事項

は、施行規則で定める。 

（１） 内訳区分の変更日以前に解散会社とな

る合併 

 

合併に係る新設会社若しくは存続会社又は

存続会社の親会社（当該会社が発行者である

株券等を当該合併に際して交付する場合に限

る。） 

 

（２） 内訳区分の変更日以前に他の会社の完

全子会社となる株式交換又は株式移転 

 

当該他の会社又は当該他の会社の親会社

（当該会社が発行者である株券等を当該株式

交換又は株式移転に際して交付する場合に限

る。） 

 

２ 前項の規定によりＪＡＳＤＡＱにおける内訳

区分の変更申請を行う上場会社についての第３

１５条の２第２項の規定の適用については、同

項中「当該内訳区分市場変更申請者が発行者で

あるすべての上場株券等」とあるのは「当該内

訳区分の変更申請に係るすべての上場株券等」

とする。 

 

３ 第１項の規定によりＪＡＳＤＡＱにおける内

訳区分の変更申請を行う場合にあっては、第３

１５条の２第３項から第５項までに規定する書

類のほか、施行規則で定める書類を当取引所が

その都度定める日までに提出するものとする。 

 

４ 第１項の規定によりＪＡＳＤＡＱにおける内

訳区分の変更申請を行う上場会社についての第

３１５条の４第１項の規定の適用については、

同項中「第２１６条の３」とあるのは「第２２

０条第４項の規定により読み替えて適用する第

２１６条の３」とする。 
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（支配株主等に関する事項の開示） （支配株主等に関する事項の開示） 

第４１１条 （略） 第４１１条 （略） 

２・３ （略） ２・３ （略） 

４ ＪＡＳＤＡＱの上場会社についての前２項の

規定の適用については、「親会社等」とあるの

は「当該上場会社の議決権（株主総会において

決議をすることができる事項の全部につき議決

権を行使することができない株式についての議

決権を除き、会社法第８７９条第３項の規定に

より議決権を有するものとみなされる株式につ

いての議決権を含む。）の過半数を実質的に所

有している会社」とする。 

（新設） 

  

（グロース上場会社による中期経営計画の策定

等） 

 

第４２１条の３ グロース上場会社は、経営計画

の進捗状況及びその要因並びに今後の進捗につ

いての見通し及びその前提条件について、当取

引所所定の様式による３か年の経営計画（以下

「中期経営計画」という。）を、１事業年度に

対して１回以上、次の各号に掲げる事項を遵守

し、策定するものとする。 

（新設） 

（１） 記載内容が虚偽でないこと。  

（２） 記載内容に投資判断上重要と認められ

る情報が欠けていないこと。 

 

（３） 記載内容が投資判断上誤解を生じせし

めるものでないこと。 

 

（４） 前３号に掲げる事項のほか、記載内容

が適正性に欠けていないこと。 

 

２ グロース上場会社は、前項の規定により策定

した中期経営計画を記載した書類を、当取引所

が定める日までに当取引所に提出しなければな

らない。 

 

３ グロース上場会社は、当取引所に対し提出し

た中期経営計画の内容に変更が生じた場合に

は、変更内容を記載した書面を、遅滞なく当取
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引所に提出しなければならない。 

４ グロース上場会社は、前２項の規定により当

取引所に提出した中期経営計画を記載した書類

について、当取引所が公衆の縦覧に供すること

に同意するものとする。 

 

  

（投資者向け説明等）  

第４２１条の４ グロース上場会社は、前条第１

項の規定により策定した中期経営計画（前条第

３項の規定により変更内容を記載した書面を提

出している場合にあっては、当該変更内容を記

載した書面を含む。）の内容について説明を行

う、投資者向け説明会又はそれに相当する活動

を、当取引所が定めるところにより、少なくと

も１事業年度において１回以上、実施しなけれ

ばならない。 

（新設） 

  

（独立役員の確保） （独立役員の確保） 

第４３６条の２ （略） 第４３６条の２ （略） 

２ （略） ２ （略） 

３ 第１項の規定にかかわらず、ＪＡＳＤＡＱの

上場内国会社のうち、内訳区分がグロースであ

る会社（以下「グロース上場内国会社」という。）

は、上場後最初に終了する事業年度に係る定時

株主総会の日までに独立役員を１名以上確保す

るものとする。 

（新設） 

  

（上場内国会社の機関） （上場内国会社の機関） 

第４３７条 （略） 第４３７条 （略） 

２ 前項の規定にかかわらず、グロース上場内国

会社は、上場日から１年を経過した日以後最初

に終了する事業年度に係る定時株主総会の日ま

でに同項各号に掲げる機関を置くものとする。 

（新設） 

  

（公認会計士等） （公認会計士等） 

第４３８条 （略） 第４３８条 （略） 
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２ 前項の規定にかかわらず、グロース上場内国

会社は、上場日から起算して１年を経過する日

以後最初に終了する事業年度に係る定時株主総

会の日までに当該グロース上場内国会社の会計

監査人を同項の公認会計士等として選任するも

のとする。 

（新設） 

  

（業務の適正を確保するために必要な体制整

備） 

（業務の適正を確保するために必要な体制整

備） 

第４３９条 （略） 第４３９条 （略） 

２ 前項の規定にかかわらず、グロース上場内国

会社は、上場日から起算して１年を経過する日

以後最初に終了する事業年度に係る定時株主総

会の日までに同項に定める体制の整備を決定

し、当該体制を適切に構築及び運用するものと

する。 

（新設） 

  

（特設注意市場銘柄の指定及び指定解除） （特設注意市場銘柄の指定及び指定解除） 

第５０１条 当取引所は、次の各号に掲げる場合

であって、かつ、当該上場会社の内部管理体制

等について改善の必要性が高いと認めるとき

は、当該上場会社が発行者である上場株券等を

特設注意市場銘柄に指定することができる。 

第５０１条 当取引所は、次の各号に掲げる場合

であって、かつ、当該上場会社の内部管理体制

等について改善の必要性が高いと認めるとき

は、当該上場会社が発行者である上場株券等を

特設注意市場銘柄に指定することができる。 

（１） 上場会社が第６０１条第１項第９号の

２、第１１号、第１２号、第１９号又は第２

０号（第６０２条第１項第１号、同条第２項

第３号、第６０３条第１項第６号、第６０４

条第１項第２号、同条第２項第１号、第６０

４条の２第３号、第６０４条の３第２号、第

６０４条の４第１項第２号又は第６０４条の

５第２号による場合を含む。）に該当するお

それがあると当取引所が認めた後、当該各号

に該当しないと当取引所が認めた場合 

（１） 上場会社が第６０１条第１項第９号の

２、第１１号、第１２号、第１９号又は第２

０号（第６０２条第１項第１号、同条第２項

第３号、第６０３条第１項第６号、第６０４

条第１項第２号又は同条第２項第１号による

場合を含む。）に該当するおそれがあると当

取引所が認めた後、当該各号に該当しないと

当取引所が認めた場合 

（２） （略） （２） （略） 

２～４ （略） ２～４ （略） 
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（書類の提出等に係る改善報告書の提出） （書類の提出等に係る改善報告書の提出） 

第５０４条 当取引所は、上場会社が第３章第１

節、第４２１条、第４２１条の２第２項、第４

２１条の３第２項若しくは同条第３項の規定に

基づく書類の提出等又は第４２１条の２第１項

若しくは第４２１条の４の規定に基づく説明会

等の開催を適正に行わなかった場合において、

改善の必要性が高いと認めるときは、当該上場

会社に対して、改善報告書の提出を求めること

ができる。 

第５０４条 当取引所は、上場会社が第３章第１

節、第４２１条若しくは第４２１条の２第２項

の規定に基づく書類の提出等又は同条第１項の

規定に基づく説明会の開催を適正に行わなかっ

た場合において、改善の必要性が高いと認める

ときは、当該上場会社に対して、改善報告書の

提出を求めることができる。 

２ （略） ２ （略） 

３ 第５０２条第４項の規定は、第４２１条の３

（第４項を除く。）の規定に基づく書類の提出

等又は第４２１条の４の規定に基づく説明会等

の開催を適正に行わなかった場合について準用

する。 

（新設） 

  

（公表措置） （公表措置） 

第５０８条 当取引所は、次の各号に掲げる場合

であって、当取引所が必要と認めるときは、そ

の旨を公表することができる。 

第５０８条 当取引所は、次の各号に掲げる場合

であって、当取引所が必要と認めるときは、そ

の旨を公表することができる。 

（１）・（１）の２ （略） （１）・（１）の２ （略） 

（１）の３ 上場会社が第４２１条の３（第４

項を除く。）又は第４２１条の４の規定に違

反したと当取引所が認める場合 

（新設） 

（２）・（３） （略） （２）・（３） （略） 

２ （略） ２ （略） 

  

第２節の２ ＪＡＳＤＡＱの上場廃止

基準 

（新設） 

  

（スタンダード上場内国会社の上場廃止基準）  

第６０４条の２ スタンダード上場内国株券（Ｊ

ＡＳＤＡＱの上場内国株券のうち内訳区分がス

タンダードであるものをいう。）が次の各号の

いずれかに該当する場合（第２号にあっては、

（新設） 
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最近４連結会計年度に新規上場申請日の属する

連結会計年度を含まれる場合を除く。）には、

その上場を廃止するものとする。この場合にお

ける当該各号の取扱いは施行規則で定める。 

（１） 株価  

株価が１０円未満となった場合において、

３か月以内に１０円以上とならないとき。 

 

（２） 業績  

最近４連結会計年度における営業利益及び

営業活動によるキャッシュ・フローの額が負

である場合において、１年以内に営業利益又

は営業活動によるキャッシュ・フローの額が

負でなくならないとき。 

 

（３） 第６０１条第１項第１号、第２号ａ及

びｂ並びに第５号から第２０号までのいずれ

かに該当した場合。この場合において、第１

号中「４００人」とあるのは「１５０人」と、

第２号ａ中「２，０００単位」とあるのは「５

００単位」と、同号ｂ中「５億円」とあるの

は「２億５，０００万円」と、第７号中「１

０億円」とあるのは「５億円」と、第９号ｂ

中「第２０８条」とあるのは「第２１６条の

９」と、それぞれ読み替える。 

 

２ 発行者が同一である議決権付株式と無議決権

株式のいずれもがＪＡＳＤＡＱに上場している

場合において、当該議決権付株式が前項各号の

いずれかの基準に該当したとき（同項第３号に

おいて準用する第６０１条第１項第１８号に該

当した場合のうち当取引所が適当と認めるとき

を除く。）は、当該無議決権株式についても上

場を廃止する。 

 

  

（スタンダード上場外国会社の上場廃止基準）  

第６０４条の３ スタンダード上場外国株券等

（ＪＡＳＤＡＱの上場外国株券等のうち内訳区

分がスタンダードであるものをいう。）が次の

（新設） 
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各号のいずれかに該当する場合には、その上場

を廃止するものとする。この場合における当該各

号の取扱いは施行規則で定める。 

（１） 前条第１項第１号及び第２号のいずれ

かに該当した場合 

 

（２） 第６０１条第１項第１号、第２号ａ及

びｂ、第５号（ただし書を除く。）、第６号

から第１２号まで、第１５号並びに第１７号

から第２０号までのいずれかに該当した場

合。この場合において、第１号中「株主数」

とあるのは「本邦内における株主数」と、「４

００人」とあるのは「１５０人」と、第２号

ａ中「２，０００単位」とあるのは「１，０

００単位銘柄については５０万株、５００単

位銘柄については２５万株、１００単位銘柄

については５万株、５０単位銘柄については

２万５，０００株、１０単位銘柄については

５，０００株、１株単位銘柄については５０

０株」と、同号ｂ中「５億円」とあるのは「２

億５，０００万円」と、第７号中「１０億円」

とあるのは「５億円」と、第９号ｂ中「第２

０８条」とあるのは「第２１６条の９」と、

それぞれ読み替える。 

 

（３） 第６０２条第１項第２号、第３号及び

第４号並びに同条第２項第１号のいずれかに

該当した場合 

 

  

（グロース上場内国会社の上場廃止基準）  

第６０４条の４ グロース上場内国株券（ＪＡＳ

ＤＡＱの上場内国株券のうち内訳区分がグロー

スであるものをいう。）が次の各号のいずれかに

該当する場合には、その上場を廃止するものとす

る。この場合における当該各号の取扱いは施行規則

で定める。 

（新設） 

（１） 第６０４条の２第１項第１号及び第２

号のいずれかに該当した場合（第２号にあっ
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ては、最近４連結会計年度に新規上場申請日

の属する連結会計年度から起算して５連結会

計年度が含まれる場合を除く。） 

（２） 第６０１条第１項第１号、第２号ａ及

びｂ並びに第５号から第２０号までのいずれ

かに該当した場合。この場合において、第１

号中「４００人」とあるのは「１５０人」と、

第２号ａ中「２，０００単位」とあるのは「５

００単位」と、同号ｂ中「５億円」とあるの

は「２億５，０００万円」と、第７号中「１

０億円」とあるのは「５億円」と、第９号ｂ

中「第２０８条」とあるのは「第２１６条の

９」と、それぞれ読み替える。 

 

（３） 利益計上 

上場申請連結会計年度（上場会社がＪＡＳ

ＤＡＱへの上場に係る上場申請を行った日の

属する連結会計年度（連結財務諸表を作成す

べき会社でない会社にあっては事業年度とす

る。）をいう。）の営業利益の額が負であり、

かつ当該上場会社の上場後９連結会計年度の

営業利益の額が負である場合において、１年

以内に当該上場会社の属する企業集団の営業

利益（連結財務諸表を作成すべき会社でない

会社にあっては、当該上場会社の営業利益）

の額が負でなくならないとき。 

 

２ 発行者が同一である議決権付株式と無議決権

株式のいずれもがＪＡＳＤＡＱに上場している

場合において、当該議決権付株式が前項各号の

いずれかの基準に該当したとき（同項第２号に

おいて準用する第６０１条第１項第１８号に該

当した場合のうち当取引所が適当と認めるとき

を除く。）は、当該無議決権株式についても上

場を廃止する。 

 

  

（グロース上場外国会社の上場廃止基準）  

第６０４条の５ グロース上場外国株券（ＪＡＳ（新設） 
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ＤＡＱの上場外国株券等のうち内訳区分がグロ

ースであるものをいう。）が次の各号のいずれ

かに該当する場合には、その上場を廃止するも

のとする。この場合における当該各号の取扱い

は施行規則で定める。 

（１） 前条第１項第１号又は第３号に該当す

る場合 

 

（２） 第６０１条第１項第１号、第２号ａ及

びｂ、第５号（ただし書を除く。）、第６号

から第１２号まで、第１５号並びに第１７号

から第２０号までのいずれかに該当した場

合。この場合において、第１号中「株主数」

とあるのは「本邦内における株主数」と、「４

００人」とあるのは「１５０人」と、第２号

ａ中「２，０００単位」とあるのは「１，０

００単位銘柄については５０万株、５００単

位銘柄については２５万株、１００単位銘柄

については５万株、５０単位銘柄については

２万５，０００株、１０単位銘柄については

５，０００株、１株単位銘柄については５０

０株」と、同号ｂ中「５億円」とあるのは「２

億５，０００万円」と、第７号中「１０億円」

とあるのは「５億円」と、第９号ｂ中「第２

０８条」とあるのは「第２１６条の９」と、

それぞれ読み替える。 

 

（３） 第６０２条第１項第２号、第３号及び

第４号並びに同条第２項第１号のいずれかに

該当した場合 

 

  

（上場廃止に係る審査の申請等） （上場廃止に係る審査の申請等） 

第６０５条 当取引所は、第６０１条第１項第７

号（第６０２条第１項第１号、同条第２項第３

号、第６０３条第１項第６号、第６０４条第１

項第２号、同条第２項第１号、第６０４条の２

第３号、第６０４条の３第２号、第６０４条の

４第１項第２号又は前条第２号による場合を含

第６０５条 当取引所は、第６０１条第１項第７

号（第６０２条第１項第１号、同条第２項第３

号、第６０３条第１項第６号、第６０４条第１

項第２号又は同条第２項第１号による場合を含

む。）に定める施行規則で定める再建計画であ

るかどうか及び時価総額の審査は、上場会社か
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む。以下この条において同じ。）に定める施行

規則で定める再建計画であるかどうか及び時価

総額の審査は、上場会社からの申請に基づき行

うものとし、当該申請が行われなかった場合は、

第６０１条第１項第７号に該当したものとみな

す。 

らの申請に基づき行うものとし、当該申請が行

われなかった場合は、第６０１条第１項第７号

に該当したものとみなす。 

２ 当取引所は、第６０１条第１項第９号（第６

０２条第１項第１号、同条第２項第３号、第６

０３条第１項第６号、第６０４条第１項第２号、

同条第２項第１号、第６０４条の２第３号、第

６０４条の３第２号、第６０４条の４第１項第

２号又は前条第２号による場合を含む。以下こ

の条において同じ。）に定める施行規則で定め

る基準に適合しないかどうかの審査は、上場会

社からの申請に基づき行うものとし、当該申請

が行われなかった場合（当該申請が行われない

ことが明らかな場合を含む。）は、第６０１条

第１項第９号に該当したものとみなす。 

２ 当取引所は、第６０１条第１項第９号（第６

０２条第１項第１号、同条第２項第３号、第６

０３条第１項第６号、前条第１項第２号又は同

条第２項第１号による場合を含む。以下この条

において同じ。）に定める施行規則で定める基

準に適合しないかどうかの審査は、上場会社か

らの申請に基づき行うものとし、当該申請が行

われなかった場合（当該申請が行われないこと

が明らかな場合を含む。）は、第６０１条第１

項第９号に該当したものとみなす。 

３・４ （略） ３・４ （略） 

  

（上場廃止に係る規定の審査） （上場廃止に係る規定の審査） 

第６０７条 当取引所は、第６０１条から第６０

４条の５までの規定に基づく審査に関して必要

な事項は、上場管理等に関するガイドラインを

もって定める。 

第６０７条 当取引所は、第６０１条から第６０

４条までの規定に基づく審査に関して必要な事

項は、上場管理等に関するガイドラインをもっ

て定める。 

  

（株式会社地域経済活性化支援機構が再生支援

をする会社が発行する株券） 

（株式会社地域経済活性化支援機構が再生支援

をする会社が発行する株券） 

第７０７条 （略） 第７０７条 （略） 

２～５ （略） ２～５ （略） 

６ 第４項の規定は、被支援会社である上場会社

が発行する株券についての第６０４条の２第３

号及び第６０４条の４第１項第２号の規定によ

り適用される第６０１条第１項について準用す

る。 

（新設） 
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（東日本大震災に伴う新規上場申請手続の特

例） 

 

第７０７条の２ 第２０２条、第２０４条、第２

１１条及び第２１６条の２の規定にかかわら

ず、新規上場申請者が当該新規上場申請を行っ

た日より前に新規上場申請又は予備申請を行っ

たことがあり、かつ、直近の新規上場申請日（予

備申請を行った場合にあっては、有価証券新規

上場予備申請書に記載した新規上場申請を行お

うとする日）の属する事業年度の初日から起算

して３年以内に新規上場申請又は予備申請を行

う場合であって、当該新規上場申請又は予備申

請より前の新規上場申請又は予備申請により新

規上場に至らなかった理由が東日本大震災に起

因するものであると当取引所が認めたときは、

当該新規上場申請者の提出する書類のうち、当

取引所が適当と認めるものについては省略する

ことができるものとする。 

（新設） 

２ 第２０２条、第２０４条、第２１１条及び第

２１６条の２の規定にかかわらず、新規上場申

請者が東日本大震災に起因して当取引所が特に

定める時期までに新規上場に至らないと当取引

所が認める場合であって、当該新規上場申請者

が上場審査の継続を希望するときには、当該新

規上場申請者は、当取引所が必要と認める書類

を改めて提出するものとし、この場合において、

当取引所は当該書類に基づいて上場審査を行う

ものとする。 

 

  

（東日本大震災に伴う内国会社の形式要件の特

例） 

（東日本大震災に伴う内国会社の形式要件の特

例） 

第７０８条 新規上場申請者（第２０５条第７号

ｃ又は第２１２条第６号ｂ（第２１６条の３第

５号又は第２１６条の６第２号ｂによる場合を

含む。）に適合しない者に限る。）が、内国株

券の新規上場申請を行うときにおける虚偽記載

第７０８条 新規上場申請者（第２０５条第７号

ｃ又は第２１２条第６号ｂに適合しない者に限

る。）が、内国株券の新規上場申請を行うとき

における虚偽記載又は不適正意見等の取扱いは

施行規則で定める。 
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又は不適正意見等の取扱いは施行規則で定め

る。 

  

（東日本大震災に伴う上場市場の変更審査の特

例） 

（東日本大震災に伴う上場市場の変更審査の特

例） 

第７１１条 第７０８条の規定は、上場内国株券

の上場市場の変更申請又は内訳区分の変更申請

を行うときについて準用する。 

第７１１条 第７０８条の規定は、上場内国株券

のマザーズから本則市場への上場市場の変更申

請を行うときについて準用する。 

  

（東日本大震災に伴う本則市場及びＪＡＳＤＡ

Ｑの上場廃止基準の特例） 

（東日本大震災に伴う本則市場の上場廃止基準

の特例） 

第７１２条 東日本大震災に起因する特別損失の

発生により、当該特別損失の発生した事業年度

の末日に債務超過の状態となった上場会社につ

いての第６０１条第１項（第６０４条の２第３

号又は第６０４条の４第１項第２号による場合

を含む。）の適用については、第６０１条第１

項第５号を次のとおりとする。 

第７１２条 東日本大震災に起因する特別損失の

発生により、当該特別損失の発生した事業年度

の末日に債務超過の状態となった上場会社につ

いての第６０１条第１項の規定の適用について

は、同項第５号を次のとおりとする。 

（５） 債務超過 （５） 債務超過 

上場会社がその事業年度の末日に債務超過

の状態である場合において、２年以内に債務

超過の状態でなくならなかったとき。 

上場会社がその事業年度の末日に債務超過

の状態である場合において、２年以内に債務

超過の状態でなくならなかったとき。 

  

（出資証券）  

第７１４条 当取引所は、公益又は投資者保護の

ため、当取引所に上場することが適当と認めた

出資証券につき、当取引所のＪＡＳＤＡＱに上

場する。 

（新設） 

２ 当取引所は、前項の出資証券の上場日にその

銘柄について上場有価証券原簿に記載する。 

 

３ 前２項のほか、出資証券について必要な事項

は、当取引所がその都度定める。 

 

４ 出資証券については、前３項に規定する内容

を除き、この規程を適用しない。 

 

  

（新規上場申請） （新規上場申請） 



 

74 

第８０１条 （略） 第８０１条 （略） 

２ 次の各号のいずれかに該当する場合におい

て、設立される会社の発行する優先株等につい

ては、その設立前においても、次の各号に規定

する新設合併、株式移転又は新設分割を行う上

場会社の株主総会の決議後に限り、その新規上

場を申請することができる。この場合における

新規上場申請は、当該上場会社が行うものとす

る。 

２ 次の各号のいずれかに該当する場合において、

設立される会社の発行する優先株等については、

その設立前においても、次の各号に規定する新設

合併、株式移転又は新設分割を行う上場会社の株

主総会の決議後に限り、その新規上場を申請する

ことができる。この場合における新規上場申請

は、当該上場会社が行うものとする。 

（１）・（２） （略） （１）・（２） （略） 

（３） 第２１６条の９第１号（上場会社の新

設合併に係る部分に限る。）又は第３号（上

場会社の株式移転に係る部分に限る。）に掲

げる場合において、設立される会社の株券等

が同条第１号又は第３号の適用を受けると

き。 

（新設） 

（４） （略） （３） （略） 

３・４ （略） ３・４ （略） 

  

（上場契約等） （上場契約等） 

第８０２条 （略） 第８０２条 （略） 

２・３ （略） ２・３ （略） 

４ 優先株等（外国株券及びマザーズ上場銘柄を

除く。）は、当該優先株等を発行する上場会社

の内国株券と同一の市場区分（ＪＡＳＤＡＱの

上場会社である場合には同一の市場区分及び同

一の内訳区分）に指定する。 

４ 優先株等（外国株券及びマザーズ上場銘柄を除

く。）は、当該優先株等を発行する上場会社の内

国株券と同一の市場区分に指定する。 

  

（新規上場申請に係る提出書類等） （新規上場申請に係る提出書類等） 

第８０３条 （略） 第８０３条 （略） 

２～５ （略） ２～５ （略） 

６ 子会社連動配当株の新規上場を申請する当該

子会社連動配当株の発行者（ＪＡＳＤＡＱの上

場会社を除く。）のうち、対象子会社の企業グ

ループの構造が特殊なものとして当取引所が認

める発行者については、当取引所が当該子会社

６ 子会社連動配当株の新規上場を申請する当該

子会社連動配当株の発行者のうち、対象子会社の

企業グループの構造が特殊なものとして当取引

所が認める発行者については、当取引所が当該子

会社連動配当株の上場を承認した場合には、当該
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連動配当株の上場を承認した場合には、当該対

象子会社の企業グループの構造に係るリスク情

報に関して記載した報告書を提出し、当該報告

書を上場前及び上場後において当取引所が公衆

の縦覧に供することに同意するものとする。 

対象子会社の企業グループの構造に係るリスク

情報に関して記載した報告書を提出し、当該報告

書を上場前及び上場後において当取引所が公衆

の縦覧に供することに同意するものとする。 

７ （略） ７ （略） 

  

（企業グループの構造に係るリスク情報に関す

る報告書） 

（企業グループの構造に係るリスク情報に関す

る報告書） 

第８０７条の２ 上場子会社連動配当株の発行者

（ＪＡＳＤＡＱの上場会社を除く。）は、第８

０３条第６項に規定する報告書（この項の規定

により変更後の報告書を提出している場合にあ

っては、当該変更後の報告書）の内容に変更が

生じた場合には、遅滞なく変更後の報告書を提

出し、当該変更後の報告書を当取引所が公衆の

縦覧に供することに同意するものとする。ただ

し、当該変更内容が軽微であると当取引所が認

める場合は、この限りでない。 

第８０７条の２ 上場子会社連動配当株の発行者

は、第８０３条第６項に規定する報告書（この項

の規定により変更後の報告書を提出している場

合にあっては、当該変更後の報告書）の内容に変

更が生じた場合には、遅滞なく変更後の報告書を

提出し、当該変更後の報告書を当取引所が公衆の

縦覧に供することに同意するものとする。ただ

し、当該変更内容が軽微であると当取引所が認め

る場合は、この限りでない。 

  

（上場廃止基準） （上場廃止基準） 

第８０８条 上場優先株等の発行者が次の各号の

いずれかに該当する場合には、当該発行者が発

行する優先株等全銘柄の上場を廃止する。この

場合における上場廃止の時期は、施行規則で定

める。 

第８０８条 上場優先株等の発行者が次の各号の

いずれかに該当する場合には、当該発行者が発行

する優先株等全銘柄の上場を廃止する。この場合

における上場廃止の時期は、施行規則で定める。

（１） （略） （１） （略） 

（２） 上場優先株等の発行者が発行者である

株券等が第６０１条から第６０４条の５まで

のいずれかの基準に該当した場合（第６０１

条第１項第１８号（第６０２条第１項第１号

若しくは第２項第３号、第６０３条第１項第

６号、第６０４条第１項第２号若しくは第２

項第１号、第６０４条の２第３号、第６０４

条の３第２号、第６０４条の４第１項第２号

又は第６０４条の５第２号による場合を含

（２） 上場優先株等の発行者が発行者である株

券等が第６０１条から第６０４条までのいず

れかの基準に該当した場合（第６０１条第１項

第１８号（第６０２条第１項第１号若しくは第

２項第３号、第６０３条第１項第６号又は第６

０４条第１項第２号若しくは第２項第１号に

よる場合を含む。）に該当した場合のうち当取

引所が適当と認める場合を除く。） 
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む。）に該当した場合のうち当取引所が適当

と認める場合を除く。） 

２ （略） ２ （略） 

  

（新規上場申請） （新規上場申請） 

第８１３条 （略） 第８１３条 （略） 

２ 次の各号のいずれかに該当する場合におい

て、設立される会社の子法人の発行する優先証

券については、その設立前においても、当該各

号に規定する新設合併、株式移転又は新設分割

を行う上場会社の株主総会の決議後に限り、そ

の上場を申請することができる。この場合にお

ける新規上場申請は、当該上場会社が行うもの

とする。 

２ 次の各号のいずれかに該当する場合において、

設立される会社の子法人の発行する優先証券に

ついては、その設立前においても、当該各号に規

定する新設合併、株式移転又は新設分割を行う上

場会社の株主総会の決議後に限り、その上場を申

請することができる。この場合における新規上場

申請は、当該上場会社が行うものとする。 

（１）・（２） （略） （１）・（２） （略） 

（３） 第２１６条の９第１号（上場会社の新

設合併に係る部分に限る。）又は第３号（上

場会社の株式移転に係る部分に限る。）に掲

げる場合において、設立される会社の株券等

が同条第１号又は第３号の適用を受けると

き。 

（新設） 

（４） （略） （３） （略） 

３ （略） ３ （略） 

  

（上場廃止基準） （上場廃止基準） 

第８２１条 上場優先証券の発行者又は対象親法

人が次の各号のいずれかに該当する場合には、

当該発行者が発行する優先証券全銘柄の上場を

廃止する。この場合における当該各号の取扱い

は施行規則で定める。 

第８２１条 上場優先証券の発行者又は対象親法

人が次の各号のいずれかに該当する場合には、当

該発行者が発行する優先証券全銘柄の上場を廃

止する。この場合における当該各号の取扱いは施

行規則で定める。 

（１） （略） （１） （略） 

（２） 上場優先証券の対象親法人が発行者で

ある株券等が第６０１条から第６０４条の５

までのいずれかの基準に該当した場合（第６

０１条第１項第１８号（第６０２条第１項第

１号若しくは第２項第３号、第６０３条第１

（２） 上場優先証券の対象親法人が発行者であ

る株券等が第６０１条から第６０４条までの

いずれかの基準に該当した場合（第６０１条第

１項第１８号（第６０２条第１項第１号若しく

は第２項第３号、第６０３条第１項第６号又は



 

77 

項第６号、第６０４条第１項第２号若しくは

第２項第１号、第６０４条の２第３号、第６

０４条の３第２号、第６０４条の４第１項第

２号又は第６０４条の５第２号による場合を

含む。）に該当した場合のうち当取引所が適

当と認める場合を除く。） 

第６０４条第１項第２号若しくは第２項第１

号による場合を含む。）に該当した場合のうち

当取引所が適当と認める場合を除く。） 

（３）・（４） （略） （３）・（４） （略） 

  

（上場廃止基準） （上場廃止基準） 

第９１２条 上場債券の発行者が次の各号のいず

れかに該当する場合は、当該発行者の発行する

債券全銘柄の上場を廃止する。この場合におけ

る当該各号の取扱いは施行規則で定める。 

第９１２条 上場債券の発行者が次の各号のいず

れかに該当する場合は、当該発行者の発行する債

券全銘柄の上場を廃止する。この場合における当

該各号の取扱いは施行規則で定める。 

（１） （略） （１） （略） 

（２） 次のａからｄまでに掲げる債券の区分

に従い、当該ａからｄまでに定める場合 

（２） 次のａからｄまでに掲げる債券の区分に

従い、当該ａからｄまでに定める場合 

ａ 外国社債券以外の社債券 ａ 外国社債券以外の社債券 

次の（ａ）及び（ｂ）に掲げる場合の区

分に従い、当該（ａ）及び（ｂ）に定める

場合 

次の（ａ）及び（ｂ）に掲げる場合の区分

に従い、当該（ａ）及び（ｂ）に定める場合

（ａ） 上場社債券（当取引所に上場して

いる社債券をいう。以下同じ。）の発行

者が上場会社である場合 

（ａ） 上場社債券（当取引所に上場してい

る社債券をいう。以下同じ。）の発行者が

上場会社である場合 

上場社債券の発行者が発行する株券等

が第６０１条第１項第６号から第１２号

まで（同項第７号にあっては、同号後段

の規定の適用を受ける場合を除く。）、

第１９号又は第２０号のいずれかに該当

した場合（第６０３条第１項第６号、第

６０４条の２第３号又は第６０４条の４

第１項第２号による場合を含む。） 

上場社債券の発行者が発行する株券等

が第６０１条第１項第６号から第１２号

まで（同項第７号にあっては、同号後段の

規定の適用を受ける場合を除く。）、第１

９号又は第２０号のいずれかに該当した

場合（第６０３条第１項第６号による場合

を含む。） 

（ｂ） （略） （ｂ） （略） 

ｂ 保証付外国社債券以外の外国社債券 ｂ 保証付外国社債券以外の外国社債券 

次の（ａ）から（ｃ）までに掲げる場合

の区分に従い、当該（ａ）から（ｃ）まで

に定める場合 

次の（ａ）から（ｃ）までに掲げる場合の

区分に従い、当該（ａ）から（ｃ）までに定

める場合 
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（ａ） 上場社債券の発行者が上場会社で

ある場合（重複上場の場合を除く。） 

（ａ） 上場社債券の発行者が上場会社であ

る場合（重複上場の場合を除く。） 

上場社債券の発行者が発行する株券等

が、第６０２条第１項第１号、第６０４

条第１項第２号、第６０４条の３第２号

又は第６０４条の５第２号による第６０

１条第１項第６号から第１２号まで（同

項第７号にあっては、同号後段の規定の

適用を受ける場合を除く。）、第１９号

又は第２０号のいずれかに該当した場合 

上場社債券の発行者が発行する株券等

が、第６０２条第１項第１号又は第６０４

条第１項第２号による第６０１条第１項

第６号から第１２号まで（同項第７号にあ

っては、同号後段の規定の適用を受ける場

合を除く。）、第１９号又は第２０号のい

ずれかに該当した場合 

（ｂ） 上場社債券の発行者が上場会社で

ある場合（重複上場の場合に限る。） 

（ｂ） 上場社債券の発行者が上場会社であ

る場合（重複上場の場合に限る。） 

上場社債券の発行者が発行する株券等

が、第６０２条第２項第３号、第６０４

条第２項第１号、第６０４条の３第２号

若しくは第６０４条の５第２号による第

６０１条第１項第６号から第１２号まで

（同項第７号にあっては、同号後段の規

定の適用を受ける場合を除く。）、第１

９号若しくは第２０号又は第６０２条第

２項第１号本文（第６０４条第２項第３

号、第６０４条の３第３号又は第６０４

条の５第３号による場合を含む。）のい

ずれかに該当した場合。ただし、第６０

２条第２項第１号本文（第６０４条第２

項第３号、第６０４条の３第３号又は第

６０４条の５第３号による場合を含む。）

に該当した場合で、施行規則で定めると

ころにより上場の継続を必要と認めると

きを除く。 

上場社債券の発行者が発行する株券等

が、第６０２条第２項第３号若しくは第６

０４条第２項第１号による第６０１条第

１項第６号から第１２号まで（同項第７号

にあっては、同号後段の規定の適用を受け

る場合を除く。）、第１９号若しくは第２

０号又は第６０２条第２項第１号本文（第

６０４条第２項第３号による場合を含

む。）のいずれかに該当した場合。ただし、

第６０２条第２項第１号本文（第６０４条

第２項第３号による場合を含む。）に該当

した場合で、施行規則で定めるところによ

り上場の継続を必要と認めるときを除く。

（ｃ） 上場社債券の発行者が上場会社で

ない場合 

（ｃ） 上場社債券の発行者が上場会社でな

い場合 

第６０１条第１項第６号から第９号ま

で（同項第７号にあっては、同号後段の

規定の適用を受ける場合を除く。）、第

１１号ａ、第１９号若しくは第２０号、

第６０１条第１項第６号から第９号ま

で（同項第７号にあっては、同号後段の規

定の適用を受ける場合を除く。）、第１１

号ａ、第１９号若しくは第２０号、第６０
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第６０２条第２項第１号本文（第６０４

条第２項第３号、第６０４条の３第３号

又は第６０４条の５第３号による場合を

含む。）又は前ａの（ｂ）のロ若しくは

ハのいずれかに該当した状態となったと

当取引所が認めた場合。ただし、第６０

２条第２項第１号本文（第６０４条第２

項第３号、第６０４条の３第３号又は第

６０４条の５第３号による場合を含む。）

に該当した状態となったと当取引所が認

めた場合で、施行規則で定めるところに

より上場の継続を必要と認めるときを除

く。 

２条第２項第１号本文（第６０４条第２項

第３号による場合を含む。）又は前ａの

（ｂ）のロ若しくはハのいずれかに該当し

た状態となったと当取引所が認めた場合。

ただし、第６０２条第２項第１号本文（第

６０４条第２項第３号による場合を含

む。）に該当した状態となったと当取引所

が認めた場合で、施行規則で定めるところ

により上場の継続を必要と認めるときを

除く。 

ｃ・ｄ （略） ｃ・ｄ （略） 

２ （略） ２ （略） 

  

（上場審査基準） （上場審査基準） 

第９２０条 （略） 第９２０条 （略） 

２ （略） ２ （略） 

３ 前２項の規定にかかわらず、次の各号のいず

れかに該当する場合の上場審査については、当

該各号に定める基準によるものとする。この場

合における当該各号の取扱いは施行規則で定め

る。 

３ 前２項の規定にかかわらず、次の各号のいず

れかに該当する場合の上場審査については、当

該各号に定める基準によるものとする。この場

合における当該各号の取扱いは施行規則で定め

る。 

（１）・（２） （略） （１）・（２） （略） 

（３） 上場会社が他の会社に吸収合併される

場合（第１号に該当する場合を除く。）又は

新設合併を行う場合において、新規上場申請

銘柄が、当該上場会社の発行した転換社債型

新株予約権付社債券と引換えに交付される転

換社債型新株予約権付社債券（第２０８条第

１号、第２１５条第１号又は第２１６条の９

第１号の規定の適用を受ける新設会社若しく

は存続会社又は存続会社の親会社が発行者で

あるものに限る。）であり、かつ、当該吸収

合併又は新設合併による解散により当該上場

（３） 上場会社が他の会社に吸収合併される

場合（第１号に該当する場合を除く。）又は

新設合併を行う場合において、新規上場申請

銘柄が、当該上場会社の発行した転換社債型

新株予約権付社債券と引換えに交付される転

換社債型新株予約権付社債券（第２０８条第

１号又は第２１５条第１号の規定の適用を受

ける新設会社若しくは存続会社又は存続会社

の親会社が発行者であるものに限る。）であ

り、かつ、当該吸収合併又は新設合併による

解散により当該上場会社の発行した転換社債
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会社の発行した転換社債型新株予約権付社債

券が当取引所において上場廃止されるもので

あるとき。 

型新株予約権付社債券が当取引所において上

場廃止されるものであるとき。 

次のａ及びｂに適合していること。 次のａ及びｂに適合していること。 

ａ・ｂ （略） ａ・ｂ （略） 

（４）・（５） （略） （４）・（５） （略） 

（６） 上場会社が他の非上場会社と吸収分割

を行う場合又は新設分割を行う場合におい

て、新規上場申請銘柄が、当該上場会社の発

行した転換社債型新株予約権付社債券と引換

えに交付される転換社債型新株予約権付社債

券（第２０８条第５号、第２１５条第５号又

は第２１６条の９第５号の規定の適用を受け

る新設会社又は承継会社が発行者であるもの

に限る。）であり、かつ、当該吸収分割又は

新設分割により当該上場会社の発行した転換

社債型新株予約権付社債券が当取引所におい

て上場廃止されるものであるとき。 

（６） 上場会社が他の非上場会社と吸収分割

を行う場合又は新設分割を行う場合におい

て、新規上場申請銘柄が、当該上場会社の発

行した転換社債型新株予約権付社債券と引換

えに交付される転換社債型新株予約権付社債

券（第２０８条第５号又は第２１５条第５号

の規定の適用を受ける新設会社又は承継会社

が発行者であるものに限る。）であり、かつ、

当該吸収分割又は新設分割により当該上場会

社の発行した転換社債型新株予約権付社債券

が当取引所において上場廃止されるものであ

るとき。 

次のａ及びｂに適合していること。 次のａ及びｂに適合していること。 

ａ・ｂ （略） ａ・ｂ （略） 

４ 前３項の規定にかかわらず、上場会社又は国

内の他の金融商品取引所に株券等が上場されて

いる非上場会社が、株式交換又は株式移転によ

り他の会社の完全子会社となる場合において、

当該完全子会社となる会社の発行する転換社債

型新株予約権付社債券が、国内の金融商品取引

所において上場廃止されるものであり、かつ、

当該転換社債型新株予約権付社債券と引換え

に、当該他の会社（上場会社である場合又は第

２０８条第３号、第２１５条第３号若しくは第

２１６条の９第３号の規定により速やかに上場

される見込みのある場合に限る。）又は当該他

の会社の親会社（上場会社である場合又は第２

０８条第３号、第２１５条第３号若しくは第２

１６条の９第３号の規定により速やかに上場さ

れる見込みのある場合に限る。）の発行する転

４ 前３項の規定にかかわらず、上場会社又は国

内の他の金融商品取引所に株券等が上場されて

いる非上場会社が、株式交換又は株式移転によ

り他の会社の完全子会社となる場合において、

当該完全子会社となる会社の発行する転換社債

型新株予約権付社債券が、国内の金融商品取引

所において上場廃止されるものであり、かつ、

当該転換社債型新株予約権付社債券と引換え

に、当該他の会社（上場会社である場合又は第

２０８条第３号若しくは第２１５条第３号の規

定により速やかに上場される見込みのある場合

に限る。）又は当該他の会社の親会社（上場会

社である場合又は第２０８条第３号若しくは第

２１５条第３号の規定により速やかに上場され

る見込みのある場合に限る。）の発行する転換

社債型新株予約権付社債券が交付される場合の
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換社債型新株予約権付社債券が交付される場合

の当該他の会社又は当該他の会社の親会社の発

行する転換社債型新株予約権付社債券の上場審

査については、次の各号に掲げる基準によるも

のとする。 

当該他の会社又は当該他の会社の親会社の発行

する転換社債型新株予約権付社債券の上場審査

については、次の各号に掲げる基準によるもの

とする。 

（１）・（２） （略） （１）・（２） （略） 

  

（上場廃止基準） （上場廃止基準） 

第９２１条 上場転換社債型新株予約権付社債券

の発行者が次の各号のいずれかに該当する場合

には、当該発行者が発行する転換社債型新株予

約権付社債券全銘柄の上場を廃止する。この場

合における当該各号の取扱いは施行規則で定め

る。 

第９２１条 上場転換社債型新株予約権付社債券

の発行者が次の各号のいずれかに該当する場合

には、当該発行者が発行する転換社債型新株予

約権付社債券全銘柄の上場を廃止する。この場

合における当該各号の取扱いは施行規則で定め

る。 

（１） （略） （１） （略） 

（２） 発行する株券等が第６０１条から第６

０４条の５までのいずれかの基準に該当した

場合（次号に該当する場合を除く。）。 

（２） 発行する株券等が第６０１条から第６

０４条までのいずれかの基準に該当した場合

（次号に該当する場合を除く。）。 

（３） （略） （３） （略） 

  

（上場廃止基準） （上場廃止基準） 

第９３６条 上場交換社債券の発行者が次の各号

に掲げる場合の区分に従い、当該各号に定める

場合のいずれかに該当するときは、当該発行者

が発行する交換社債券全銘柄の上場を廃止す

る。この場合における当該各号の取扱いは施行

規則で定める。 

第９３６条 上場交換社債券の発行者が次の各号

に掲げる場合の区分に従い、当該各号に定める

場合のいずれかに該当するときは、当該発行者

が発行する交換社債券全銘柄の上場を廃止す

る。この場合における当該各号の取扱いは施行

規則で定める。 

（１） 上場会社である場合 （１） 上場会社である場合 

次のａ又はｂに掲げる場合 次のａ又はｂに掲げる場合 

ａ （略） ａ （略） 

ｂ 発行する株券等が、第６０１条第１項第

６号から第１２号まで、第１９号若しくは

第２０号（第６０２条第１項第１号、同条

第２項第３号、第６０３条第１項第６号、

第６０４条第１項第２号、同条第２項第１

号、第６０４条の２第３号、第６０４条の

ｂ 発行する株券等が、第６０１条第１項第

６号から第１２号まで、第１９号若しくは

第２０号（第６０２条第１項第１号、同条

第２項第３号、第６０３条第１項第６号、

第６０４条第１項第２号又は同条第２項第

１号による場合を含む。）のいずれか又は



 

82 

３第２号、第６０４条の４第１項第２号又

は第６０４条の５第２号による場合を含

む。）のいずれか又は第６０２条第２項第

１号本文（第６０４条第２項第３号、第６

０４条の３第３号又は第６０４条の５第３

号による場合を含む。）に該当した場合 

第６０２条第２項第１号本文（第６０４条

第２項第３号による場合を含む。）に該当

した場合 

（２） （略） （２） （略） 

２ （略） ２ （略） 

３ 上場交換社債券の交換対象株券等が、次の各

号に掲げる場合の区分に従い、当該各号に定め

る場合のいずれかに該当するときは、その上場

を廃止する。ただし、交換対象株券等の発行者

の合併による解散又は株式交換若しくは株式移

転による完全子会社化によって第１号又は第２

号ａに該当する場合において、当該合併、株式

交換又は株式移転の後の交換対象株券等が第９

２９条第１項第３号ａ又はｂに適合するとき

（同号ａについては、当取引所がその上場を承

認している場合を含む。）は、この限りでない。

３ 上場交換社債券の交換対象株券等が、次の各

号に掲げる場合の区分に従い、当該各号に定め

る場合のいずれかに該当するときは、その上場

を廃止する。ただし、交換対象株券等の発行者

の合併による解散又は株式交換若しくは株式移

転による完全子会社化によって第１号又は第２

号ａに該当する場合において、当該合併、株式

交換又は株式移転の後の交換対象株券等が第９

２９条第１項第３号ａ又はｂに適合するとき

（同号ａについては、当取引所がその上場を承

認している場合を含む。）は、この限りでない。

（１） 交換対象株券等が当取引所の上場株券

等である場合 

（１） 交換対象株券等が当取引所の上場株券

等である場合 

交換対象株券が第６０１条から第６０４条

の５までのいずれかの基準に該当した場合 

交換対象株券が第６０１条から第６０４条

までのいずれかの基準に該当した場合 

（２） （略） （２） （略） 

  

第４章 ＥＴＮ 第４章 指標連動証券 

  

（ＥＴＮの新規上場申請） （新規上場申請） 

第９４１条 ＥＴＮ信託受益証券の新規上場は、

当該ＥＴＮ信託受益証券に係る受託有価証券で

あるＥＴＮの発行者（以下この章において「新

規上場申請に係るＥＴＮ信託受益証券の発行

者」という。）からの申請により行うものとす

る。 

第９４１条 外国指標連動証券信託受益証券の新

規上場は、当該外国指標連動証券信託受益証券

に係る受託有価証券である外国指標連動証券の

発行者（以下この章において「新規上場申請に

係る外国指標連動証券信託受益証券の発行者」

という。）からの申請により行うものとする。 

２ （略） ２ （略） 

３ 新規上場申請に係るＥＴＮ信託受益証券の発３ 新規上場申請に係る外国指標連動証券信託受
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行者から新規上場申請のあったＥＴＮ信託受益

証券の審査は、第９４５条の規定によるものと

する。 

益証券の発行者から新規上場申請のあった外国

指標連動証券信託受益証券の審査は、第９４５

条の規定によるものとする。 

  

（上場契約等） （上場契約等） 

第９４２条 当取引所が新規上場申請に係るＥＴ

Ｎ信託受益証券を上場する場合には、当該新規

上場申請に係るＥＴＮ信託受益証券の発行者

は、施行規則で定める当取引所所定の「ＥＴＮ

信託受益証券上場契約書」を提出するものとす

る。ただし、上場ＥＴＮ信託受益証券に係る受

託有価証券であるＥＴＮの発行者（以下この章

において「上場ＥＴＮ信託受益証券の発行者」

という。）が他のＥＴＮ信託受益証券の新規上

場を申請する場合には、提出を要しない。 

第９４２条 当取引所が新規上場申請に係る外国

指標連動証券信託受益証券を上場する場合に

は、当該新規上場申請に係る外国指標連動証券

信託受益証券の発行者は、施行規則で定める当

取引所所定の「外国指標連動証券信託受益証券

上場契約書」を提出するものとする。ただし、

上場外国指標連動証券信託受益証券に係る受託

有価証券である外国指標連動証券の発行者（以

下この章において「上場外国指標連動証券信託

受益証券の発行者」という。）が他の外国指標

連動証券信託受益証券の新規上場を申請する場

合には、提出を要しない。 

２ 前項による上場契約は、新規上場申請に係る

ＥＴＮ信託受益証券の上場日にその効力を生ず

るものとする。 

２ 前項による上場契約は、新規上場申請に係る

外国指標連動証券信託受益証券の上場日にその

効力を生ずるものとする。 

３ 当取引所は、新規上場申請に係るＥＴＮ信託

受益証券の上場日にその銘柄について上場有価

証券原簿に記載する。 

３ 当取引所は、新規上場申請に係る外国指標連

動証券信託受益証券の上場日にその銘柄につい

て上場有価証券原簿に記載する。 

  

（新規上場申請に係る提出書類等） （新規上場申請に係る提出書類等） 

第９４４条 ＥＴＮ信託受益証券の新規上場を申

請しようとする者は、施行規則で定める事項を

記載した当取引所所定の「有価証券新規上場申

請書」及び施行規則で定める当取引所所定の「新

規上場申請に係る宣誓書」を提出するものとす

る。 

第９４４条 外国指標連動証券信託受益証券の新

規上場を申請しようとする者は、施行規則で定

める事項を記載した当取引所所定の「有価証券

新規上場申請書」及び施行規則で定める当取引

所所定の「新規上場申請に係る宣誓書」を提出

するものとする。 

２ （略） ２ （略） 

３ 新規上場申請に係るＥＴＮ信託受益証券の発

行者は、新規上場申請銘柄に係る受託有価証券

であるＥＴＮについて発行者とは別に、施行規

則で定める適切な保証を行っている者（以下こ

３ 新規上場申請に係る外国指標連動証券信託受

益証券の発行者は、新規上場申請銘柄に係る受

託有価証券である外国指標連動証券について発

行者とは別に、施行規則で定める適切な保証を
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の章において「保証者」という。）が存在する

場合には、施行規則で定める書類を提出するも

のとする。 

行っている者（以下この章において「保証者」

という。）が存在する場合には、施行規則で定

める書類を提出するものとする。 

４ （略） ４ （略） 

５ 新規上場申請に係るＥＴＮ信託受益証券の発

行者は、新規上場申請日の直前事業年度の末日

の１年前の日以後上場することとなる日までに

内閣総理大臣等に新規上場申請銘柄の募集又は

売出しに関する届出又は通知書の提出を行った

場合その他の施行規則で定める場合のいずれか

に該当することとなるときには、施行規則で定

める書類を施行規則で定めるところにより提出

するものとする。 

５ 新規上場申請に係る外国指標連動証券信託受

益証券の発行者は、新規上場申請日の直前事業

年度の末日の１年前の日以後上場することとな

る日までに内閣総理大臣等に新規上場申請銘柄

の募集又は売出しに関する届出又は通知書の提

出を行った場合その他の施行規則で定める場合

のいずれかに該当することとなるときには、施

行規則で定める書類を施行規則で定めるところ

により提出するものとする。 

６ 当取引所は、上場審査のため必要と認めると

きには、新規上場申請に係るＥＴＮ信託受益証

券の発行者に対し前各項に規定する書類のほか

参考となるべき報告又は資料の提出その他上場

審査に対する協力を求めることができるものと

する。 

６ 当取引所は、上場審査のため必要と認めると

きには、新規上場申請に係る外国指標連動証券

信託受益証券の発行者に対し前各項に規定する

書類のほか参考となるべき報告又は資料の提出

その他上場審査に対する協力を求めることがで

きるものとする。 

７ 新規上場申請に係るＥＴＮ信託受益証券の発

行者は、当取引所が新規上場申請銘柄の上場を

承認した場合には、第２項及び第５項の規定に

より提出した書類のうち、施行規則で定める書

類を上場前及び上場後において当取引所が公衆

の縦覧に供することに同意するものとする。 

７ 新規上場申請に係る外国指標連動証券信託受

益証券の発行者は、当取引所が新規上場申請銘

柄の上場を承認した場合には、第２項及び第５

項の規定により提出した書類のうち、施行規則

で定める書類を上場前及び上場後において当取

引所が公衆の縦覧に供することに同意するもの

とする。 

  

（上場審査基準） （上場審査基準） 

第９４５条 ＥＴＮ信託受益証券の上場審査につ

いては、次の各号に掲げる基準によるものとす

る。この場合における当該各号の取扱いは施行

規則（第３号ｂの審査に関して必要な事項につ

いては、上場審査等に関するガイドライン）で

定める。 

第９４５条 外国指標連動証券信託受益証券の上

場審査については、次の各号に掲げる基準によ

るものとする。この場合における当該各号の取

扱いは施行規則（第３号ｂの審査に関して必要

な事項については、上場審査等に関するガイド

ライン）で定める。 

（１） 新規上場申請に係るＥＴＮ信託受益証

券の発行者が次のａからｅまでに適合してい

（１） 新規上場申請に係る外国指標連動証券

信託受益証券の発行者が次のａからｅまでに
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ること（保証者が存在する場合は、保証者が

次のａからｅまでに適合し、かつ、当該発行

者がｃからｅまでに適合していること。この

場合において、ｂ中「新規上場申請に係るＥ

ＴＮ信託受益証券の発行者」とあるのは「新

規上場申請に係るＥＴＮ信託受益証券の発行

者又は保証者」と読み替える。） 

適合していること（保証者が存在する場合は、

保証者が次のａからｅまでに適合し、かつ、

当該発行者がｃからｅまでに適合しているこ

と。この場合において、ｂ中「新規上場申請

に係る外国指標連動証券信託受益証券の発行

者」とあるのは「新規上場申請に係る外国指

標連動証券信託受益証券の発行者又は保証

者」と読み替える。） 

ａ （略） ａ （略） 

ｂ 新規上場申請日の直前事業年度の末日か

ら起算して３年前より前から継続的に事業

活動をしていること。新設合併、株式移転

又は新設分割によって設立された会社が新

規上場申請に係るＥＴＮ信託受益証券の発

行者となる場合にあっては、その設立前か

ら継続的に事業活動をしており、新規上場

申請日の直前事業年度の末日において３年

を経過していること。 

ｂ 新規上場申請日の直前事業年度の末日か

ら起算して３年前より前から継続的に事業

活動をしていること。新設合併、株式移転

又は新設分割によって設立された会社が新

規上場申請に係る外国指標連動証券信託受

益証券の発行者となる場合にあっては、そ

の設立前から継続的に事業活動をしてお

り、新規上場申請日の直前事業年度の末日

において３年を経過していること。 

ｃ～ｅ （略） ｃ～ｅ （略） 

（２） 新規上場申請に係るＥＴＮ信託受益証

券の発行者（保証者が存在する場合は、保証

者）が、新規上場申請日の直前事業年度の末

日において次のａからｃまでに適合している

こと。 

（２） 新規上場申請に係るＥＴＮ信託受益証

券の発行者（保証者が存在する場合は、保証

者）が、新規上場申請日の直前事業年度の末

日において次のａからｃまでに適合している

こと。 

ａ～ｃ （略） ａ～ｃ （略） 

（３） 新規上場申請銘柄が、次のａからｋま

でに適合していること。 

（３） 新規上場申請銘柄が、次のａからｋま

でに適合していること。 

ａ 新規上場申請銘柄に係る受託有価証券で

あるＥＴＮの発行契約書若しくは発行プロ

グラム若しくはこれらに類する書類又は新

規上場申請銘柄に係る信託契約に次の（ａ）

から（ｃ）までの内容が記載されているこ

と。 

ａ 新規上場申請銘柄に係る受託有価証券で

ある外国指標連動証券の発行契約書若しく

は発行プログラム若しくはこれらに類する

書類又は新規上場申請銘柄に係る信託契約

に次の（ａ）から（ｃ）までの内容が記載

されていること。 

（ａ） 当該新規上場申請銘柄に係る受託

有価証券であるＥＴＮを所有している者

からの一定の数量又は金額以上の償還請

（ａ） 当該新規上場申請銘柄に係る受託

有価証券である外国指標連動証券を所有

している者からの一定の数量又は金額以



 

86 

求に５営業日を上回らない期間ごとに応

じる旨 

上の償還請求に５営業日を上回らない期

間ごとに応じる旨 

（ｂ）・（ｃ） （略） （ｂ）・（ｃ） （略） 

ｂ （略） ｂ （略） 

ｃ 新規上場時において、新規上場申請銘柄

に係る受託有価証券であるＥＴＮの最終償

還期限の到来する日までの期間及び新規上

場申請銘柄に係る信託契約終了までの期間

が５年を上回るものであること。 

ｃ 新規上場時において、新規上場申請銘柄

に係る受託有価証券である外国指標連動証

券の最終償還期限の到来する日までの期間

及び新規上場申請銘柄に係る信託契約終了

までの期間が５年を上回るものであるこ

と。 

ｄ 新規上場申請に係るＥＴＮ信託受益証券

の発行者（保証者が存在する場合は、保証

者。以下このｄにおいて同じ。）が発行す

るＥＴＮ（国内の金融商品取引所又は外国

金融商品取引所等に上場しているものに限

る。）の残存償還価額総額（他社の発行す

るＥＴＮ（国内の金融商品取引所又は外国

金融商品取引所等に上場しているものに限

る。）の償還を保証する額を含む。）に、

新規上場に際して新たに発行されるＥＴＮ

の発行予定額を合算した額が発行者の純資

産の額の２５％を超過していないこと。 

ｄ 新規上場申請に係る外国指標連動証券信

託受益証券の発行者（保証者が存在する場

合は、保証者。以下このｄにおいて同じ。）

が発行する外国指標連動証券（国内の金融

商品取引所又は外国金融商品取引所等に上

場しているものに限る。）の残存償還価額

総額（他社の発行する外国指標連動証券（国

内の金融商品取引所又は外国金融商品取引

所等に上場しているものに限る。）の償還

を保証する額を含む。）に、新規上場に際

して新たに発行される外国指標連動証券の

発行予定額を合算した額が発行者の純資産

の額の２５％を超過していないこと。 

ｅ・ｆ （略） ｅ・ｆ （略） 

ｇ 新規上場申請銘柄に係る受託有価証券で

あるＥＴＮが外国金融商品取引所等におい

て上場若しくは継続的に取引されているこ

と又はその見込みがあること（保証者が外

国の者以外である場合は除く。）。 

ｇ 新規上場申請銘柄に係る受託有価証券で

ある外国指標連動証券が外国金融商品取引

所等において上場若しくは継続的に取引さ

れていること又はその見込みがあること

（保証者が外国の者以外である場合は除

く。）。 

ｈ 新規上場申請銘柄に係る受託有価証券で

あるＥＴＮの発行のための法律が整備され

ていること及び当該新規上場申請に係るＥ

ＴＮ信託受益証券の発行者（保証者が存在

する場合は、保証者（保証者が外国の者以

外である場合は除く。））を監督する行政

ｈ 新規上場申請銘柄に係る受託有価証券で

ある外国指標連動証券の発行のための法律

が整備されていること及び当該新規上場申

請に係る外国指標連動証券信託受益証券の

発行者（保証者が存在する場合は、保証者

（保証者が外国の者以外である場合は除
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庁が存在すること。 く。））を監督する行政庁が存在すること。

ｉ 新規上場申請銘柄に係る受託有価証券で

あるＥＴＮの発行契約書若しくは発行プロ

グラム又はこれらに類する書類に適切な保

証を行う旨の記載があること（保証者が存

在する場合に限る。）。 

ｉ 新規上場申請銘柄に係る受託有価証券で

ある外国指標連動証券の発行契約書若しく

は発行プログラム又はこれらに類する書類

に適切な保証を行う旨の記載があること

（保証者が存在する場合に限る。）。 

ｊ・ｋ （略） ｊ・ｋ （略） 

２ （略） ２ （略） 

  

（変更上場申請） （変更上場申請） 

第９４６条 上場ＥＴＮ信託受益証券の発行者

が、次の各号に掲げる事項を変更するときは、

当取引所所定の「有価証券変更上場申請書」を

提出するものとする。 

第９４６条 上場外国指標連動証券信託受益証券

の発行者が、次の各号に掲げる事項を変更する

ときは、当取引所所定の「有価証券変更上場申

請書」を提出するものとする。 

（１） 上場ＥＴＮ信託受益証券の発行可能限

度額若しくは発行可能総受益権口数又は上場

ＥＴＮ信託受益証券に係る受託有価証券であ

るＥＴＮの発行可能限度額若しくは発行可能

総証券数 

（１） 上場外国指標連動証券信託受益証券の

発行可能限度額若しくは発行可能総受益権口

数又は上場外国指標連動証券信託受益証券に

係る受託有価証券である外国指標連動証券の

発行可能限度額若しくは発行可能総証券数 

（２） 上場ＥＴＮ信託受益証券の名称又は上

場ＥＴＮ信託受益証券に係る受託有価証券で

あるＥＴＮの名称 

（２） 上場外国指標連動証券信託受益証券の

名称又は上場外国指標連動証券信託受益証券

に係る受託有価証券である外国指標連動証券

の名称 

２ （略） ２ （略） 

  

（情報の開示） （情報の開示） 

第９４７条 上場ＥＴＮ信託受益証券の発行者

は、投資者への適時、適切な情報の開示が健全

な証券市場の根幹をなすものであることを十分

に認識し、常に投資者の視点に立った迅速、正

確かつ公平な情報の開示を徹底するなど、誠実

な業務遂行に努めなければならない。 

第９４７条 上場外国指標連動証券信託受益証券

の発行者は、投資者への適時、適切な情報の開

示が健全な証券市場の根幹をなすものであるこ

とを十分に認識し、常に投資者の視点に立った

迅速、正確かつ公平な情報の開示を徹底するな

ど、誠実な業務遂行に努めなければならない。 

２ 上場ＥＴＮ信託受益証券の発行者は、当該上

場ＥＴＮ信託受益証券に関する次の各号に掲げ

る事項を施行規則で定めるところにより日々開

示しなければならない。 

２ 上場外国指標連動証券信託受益証券の発行者

は、当該上場外国指標連動証券信託受益証券に

関する次の各号に掲げる事項を施行規則で定め

るところにより日々開示しなければならない。 
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（１） 上場ＥＴＮ信託受益証券の上場受益権

口数並びに上場ＥＴＮ信託受益証券に係る受

託有価証券であるＥＴＮの残存償還価額総額

及び一証券あたりの償還価額 

（１） 上場外国指標連動証券信託受益証券の

上場受益権口数並びに上場外国指標連動証券

信託受益証券に係る受託有価証券である外国

指標連動証券の残存償還価額総額及び一証券

あたりの償還価額 

（２） 上場ＥＴＮ信託受益証券に係る受託有

価証券であるＥＴＮの一証券あたりの償還価

額と特定の指標の日々変動率の乖離率 

（２） 上場外国指標連動証券信託受益証券に

係る受託有価証券である外国指標連動証券の

一証券あたりの償還価額と特定の指標の日々

変動率の乖離率 

（３） （略） （３） （略） 

３ 上場ＥＴＮ信託受益証券の発行者は、次の各

号のいずれかに該当する場合は、施行規則で定

めるところにより、直ちにその内容を開示しな

ければならない。 

３ 上場外国指標連動証券信託受益証券の発行者

は、次の各号のいずれかに該当する場合は、施

行規則で定めるところにより、直ちにその内容

を開示しなければならない。 

（１） 上場ＥＴＮ信託受益証券の発行者又は

保証者が、次のａからｑまでに掲げる事項の

いずれかを行うことについての決定をした場

合（当該決定に係る事項を行わないことを決

定した場合を含む。） 

（１） 上場外国指標連動証券信託受益証券の

発行者又は保証者が、次のａからｑまでに掲

げる事項のいずれかを行うことについての決

定をした場合（当該決定に係る事項を行わな

いことを決定した場合を含む。） 

ａ 上場ＥＴＮ信託受益証券の売出し ａ 上場外国指標連動証券信託受益証券の売

出し 

ｂ 上場ＥＴＮ信託受益証券の併合又は分割 ｂ 上場外国指標連動証券信託受益証券の併

合又は分割 

ｃ～ｆ （略） ｃ～ｆ （略） 

ｇ 国内の金融商品取引所に対するＥＴＮ信

託受益証券の上場の廃止に係る申請又は外

国金融商品取引所等に対するＥＴＮの上場

の廃止に係る申請（上場ＥＴＮ信託受益証

券又は上場ＥＴＮ信託受益証券に係る受託

有価証券であるＥＴＮに係る申請に限る。）

ｇ 国内の金融商品取引所に対する外国指標

連動証券信託受益証券の上場の廃止に係る

申請又は外国金融商品取引所等に対する外

国指標連動証券の上場の廃止に係る申請

（上場外国指標連動証券信託受益証券又は

上場外国指標連動証券信託受益証券に係る

受託有価証券である外国指標連動証券に係

る申請に限る。） 

ｈ・ｉ （略） ｈ・ｉ （略） 

ｊ 上場ＥＴＮ信託受益証券又は上場ＥＴＮ

信託受益証券に係る受託有価証券であるＥ

ＴＮの名称の変更 

ｊ 上場外国指標連動証券信託受益証券又は

上場外国指標連動証券信託受益証券に係る

受託有価証券である外国指標連動証券の名
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称の変更 

ｋ～ｎ （略） ｋ～ｎ （略） 

ｏ 上場ＥＴＮ信託受益証券の追加発行若し

くは上場ＥＴＮ信託受益証券の買取又は上

場ＥＴＮ信託受益証券に係る受託有価証券

であるＥＴＮの追加発行若しくは償還に係

る請求の申込を臨時に停止することとした

こと。 

ｏ 上場外国指標連動証券信託受益証券の追

加発行若しくは上場外国指標連動証券信託

受益証券の買取又は上場外国指標連動証券

信託受益証券に係る受託有価証券である外

国指標連動証券の追加発行若しくは償還に

係る請求の申込を臨時に停止することとし

たこと。 

ｐ 上場ＥＴＮ信託受益証券に係る受託有価

証券であるＥＴＮに係る全部若しくは一部

の繰上償還、最終償還期限の変更、最終償

還期限の到来に伴う償還に係る請求の申込

の停止若しくは最終償還価額の決定、上場

ＥＴＮ信託受益証券に係る受託有価証券で

あるＥＴＮの発行契約書若しくは発行プロ

グラム若しくはこれらに類する書類の重要

な変更又は社債権者集会の招集その他当該

上場ＥＴＮ信託受益証券に係る受託有価証

券であるＥＴＮに関する権利に係る重要な

事項 

ｐ 上場外国指標連動証券信託受益証券に係

る受託有価証券である外国指標連動証券に

係る全部若しくは一部の繰上償還、最終償

還期限の変更、最終償還期限の到来に伴う

償還に係る請求の申込の停止若しくは最終

償還価額の決定、上場外国指標連動証券信

託受益証券に係る受託有価証券である外国

指標連動証券の発行契約書若しくは発行プ

ログラム若しくはこれらに類する書類の重

要な変更又は社債権者集会の招集その他当

該上場外国指標連動証券信託受益証券に係

る受託有価証券である外国指標連動証券に

関する権利に係る重要な事項 

ｑ ａから前ｐまでに掲げる事項のほか、当

該上場ＥＴＮ信託受益証券の発行者又は保

証者の運営、業務若しくは財産又は当該上

場ＥＴＮ信託受益証券若しくは当該上場Ｅ

ＴＮ信託受益証券に係る受託有価証券であ

るＥＴＮに関する重要な事項であって投資

者の投資判断に著しい影響を及ぼすもの 

ｑ ａから前ｐまでに掲げる事項のほか、当

該上場外国指標連動証券信託受益証券の発

行者又は保証者の運営、業務若しくは財産

又は当該上場外国指標連動証券信託受益証

券若しくは当該上場外国指標連動証券信託

受益証券に係る受託有価証券である外国指

標連動証券に関する重要な事項であって投

資者の投資判断に著しい影響を及ぼすもの 

（２） 上場ＥＴＮ信託受益証券の発行者又は

保証者に、次のａからｋまでに掲げる事実の

いずれかが発生した場合 

（２） 上場外国指標連動証券信託受益証券の

発行者又は保証者に、次のａからｋまでに掲

げる事実のいずれかが発生した場合 

ａ 上場ＥＴＮ信託受益証券に係る上場廃止

の原因となる事実 

ａ 上場外国指標連動証券信託受益証券に係

る上場廃止の原因となる事実 

ｂ・ｃ （略） ｂ・ｃ （略） 
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ｄ 債権者その他の当該上場ＥＴＮ信託受益

証券の発行者又は保証者以外の者による破

産手続開始、再生手続開始、更生手続開始

又は企業担保権の実行の申立て 

ｄ 債権者その他の当該上場外国指標連動証

券信託受益証券の発行者又は保証者以外の

者による破産手続開始、再生手続開始、更

生手続開始又は企業担保権の実行の申立て

又は通告 

ｅ （略） ｅ （略） 

ｆ 上場ＥＴＮ信託受益証券に係る受託有価

証券であるＥＴＮに係る期限の利益の喪失 

ｆ 上場外国指標連動証券信託受益証券に係

る受託有価証券である外国指標連動証券に

係る期限の利益の喪失 

ｇ 上場ＥＴＮ信託受益証券に係る受託有価

証券であるＥＴＮに係る全部若しくは一部

の繰上償還、最終償還期限の変更、上場Ｅ

ＴＮ信託受益証券に係る受託有価証券であ

るＥＴＮの発行契約書若しくは発行プログ

ラム若しくはこれらに類する書類の重要な

変更又は社債権者集会の招集その他当該上

場ＥＴＮ信託受益証券に係る受託有価証券

であるＥＴＮに関する権利に係る重要な事

実 

ｇ 上場外国指標連動証券信託受益証券に係

る受託有価証券である外国指標連動証券に

係る全部若しくは一部の繰上償還、最終償

還期限の変更、上場外国指標連動証券信託

受益証券に係る受託有価証券である外国指

標連動証券の発行契約書若しくは発行プロ

グラム若しくはこれらに類する書類の重要

な変更又は社債権者集会の招集その他当該

上場外国指標連動証券信託受益証券に係る

受託有価証券である外国指標連動証券に関

する権利に係る重要な事実 

ｈ・ｉ （略） ｈ・ｉ （略） 

ｊ 発行するＥＴＮ（国内の金融商品取引所

又は外国金融商品取引所等に上場している

ものに限る。以下このｊにおいて同じ。）

の残存償還価額総額（他社の発行するＥＴ

Ｎの償還を保証する額を含む。）が発行者

（保証者が存在する場合は、保証者。）の

純資産の額の２５％を超過した場合又はそ

の見込みが生じた場合 

ｊ 発行する外国指標連動証券（国内の金融

商品取引所又は外国金融商品取引所等に上

場しているものに限る。以下このｊにおい

て同じ。）の残存償還価額総額（他社の発

行する外国指標連動証券の償還を保証する

額を含む。）が発行者（保証者が存在する

場合は、保証者。）の純資産の額の２５％

を超過した場合又はその見込みが生じた場

合 

ｋ ａから前ｊまでに掲げる事実のほか、当

該上場ＥＴＮ信託受益証券の発行者又は保

証者の運営、業務若しくは財産又は当該上

場ＥＴＮ信託受益証券若しくは当該上場Ｅ

ＴＮ信託受益証券に係る受託有価証券であ

るＥＴＮに関する重要な事項であって投資

ｋ ａから前ｊまでに掲げる事実のほか、当

該上場外国指標連動証券信託受益証券の発

行者又は保証者の運営、業務若しくは財産

又は当該上場外国指標連動証券信託受益証

券若しくは当該上場外国指標連動証券信託

受益証券に係る受託有価証券である外国指
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者の投資判断に著しい影響を及ぼすもの 標連動証券に関する重要な事項であって投

資者の投資判断に著しい影響を及ぼすもの 

（３） 上場ＥＴＮ信託受益証券の発行者又は

保証者の事業年度若しくは中間会計期間又は

連結会計年度若しくは中間連結会計期間に係

る決算の内容が定まった場合（上場ＥＴＮ信

託受益証券の発行者又は保証者が上場会社で

ある場合を除く。）。 

（３） 上場外国指標連動証券信託受益証券の

発行者又は保証者の事業年度若しくは中間会

計期間又は連結会計年度若しくは中間連結会

計期間に係る決算の内容が定まった場合（上

場外国指標連動証券信託受益証券の発行者又

は保証者が上場会社である場合を除く。）。 

（４） 上場ＥＴＮ信託受益証券の発行者が前

号若しくは第４０４条に基づく開示を行った

場合又は上場ＥＴＮ信託受益証券の保証者が

第４０４条に基づく開示を行った場合には、

施行規則で定める信用状況等に関する情報を

開示しなければならない。 

（４） 上場外国指標連動証券信託受益証券の

発行者が前号若しくは第４０４条に基づく開

示を行った場合又は上場外国指標連動証券信

託受益証券の保証者が第４０４条に基づく開

示を行った場合には、施行規則で定める信用

状況等に関する情報を開示しなければならな

い。 

（５） 上場ＥＴＮ信託受益証券の発行者（保

証者が存在する場合は、保証者）に、次のａ

からｃまでに掲げる事実のいずれかが発生し

た場合 

（５） 上場外国指標連動証券信託受益証券の

発行者（保証者が存在する場合は、保証者）

に、次のａからｃまでに掲げる事実のいずれ

かが発生した場合 

ａ 信用格付の変更又は当該上場ＥＴＮ信託

受益証券に係る受託有価証券であるＥＴＮ

に係る信用格付の変更（当該上場ＥＴＮ信

託受益証券に係る受託有価証券であるＥＴ

Ｎに係る信用格付を取得している場合に限

る。） 

ａ 信用格付の変更又は当該上場外国指標連

動証券信託受益証券に係る受託有価証券で

ある外国指標連動証券に係る信用格付の変

更（当該上場外国指標連動証券信託受益証

券に係る受託有価証券である外国指標連動

証券に係る信用格付を取得している場合に

限る。） 

ｂ・ｃ （略） ｂ・ｃ （略） 

（６） 上場ＥＴＮ信託受益証券について、本

邦以外の地域において、当該上場ＥＴＮ信託

受益証券又は当該上場ＥＴＮ信託受益証券に

係る受託有価証券であるＥＴＮの流通に重大

な影響を与える事実が発生した場合 

（６） 上場外国指標連動証券信託受益証券に

ついて、本邦以外の地域において、当該上場

外国指標連動証券信託受益証券又は当該上場

外国指標連動証券信託受益証券に係る受託有

価証券である外国指標連動証券の流通に重大

な影響を与える事実が発生した場合 

（７） 上場ＥＴＮ信託受益証券の発行者若し

くは保証者又は上場ＥＴＮ信託受益証券に係

る受託者が、第９５１条第１項第３号ｉに規

（７） 上場外国指標連動証券信託受益証券の

発行者若しくは保証者又は上場外国指標連動

証券信託受益証券に係る受託者が、第９５１
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定する信託契約その他の契約の変更若しくは

終了その他の上場ＥＴＮ信託受益証券に関す

る権利等に重大な影響を与える事項を決定し

た場合又は当該権利等に重大な影響を与える

事実が発生した場合 

条第１項第３号ｉに規定する信託契約その他

の契約の変更若しくは終了その他の上場外国

指標連動証券信託受益証券に関する権利等に

重大な影響を与える事項を決定した場合又は

当該権利等に重大な影響を与える事実が発生

した場合 

４ 第４１１条の２、第４１３条から第４１７条

までの規定は、上場ＥＴＮ信託受益証券の発行

者による前項の規定に基づく開示について準用

する。 

４ 第４１１条の２、第４１３条から第４１７条

までの規定は、上場外国指標連動証券信託受益

証券の発行者による前項の規定に基づく開示に

ついて準用する。 

  

（書類の提出等） （書類の提出等） 

第９４８条 上場ＥＴＮ信託受益証券の発行者

は、施行規則で定める場合には、施行規則で定

めるところにより書類を提出するものとする。 

第９４８条 上場外国指標連動証券信託受益証券

の発行者は、施行規則で定める場合には、施行

規則で定めるところにより書類を提出するもの

とする。 

２ 上場ＥＴＮ信託受益証券の発行者は、前項の

ほか、当取引所が正当な理由に基づき請求する

書類を遅滞なく提出するものとし、当該書類の

うち当取引所が必要と認める書類について当取

引所が公衆の縦覧に供することに同意するもの

とする。 

２ 上場外国指標連動証券信託受益証券の発行者

は、前項のほか、当取引所が正当な理由に基づ

き請求する書類を遅滞なく提出するものとし、

当該書類のうち当取引所が必要と認める書類に

ついて当取引所が公衆の縦覧に供することに同

意するものとする。 

  

（有価証券報告書等の適正性に関する確認書） （有価証券報告書等の適正性に関する確認書） 

第９４９条 上場ＥＴＮ信託受益証券の発行者

（上場会社を除く。）は、有価証券報告書又は

半期報告書を内閣総理大臣等に提出した場合に

は、当該上場ＥＴＮ信託受益証券の発行者の代

表者又はそれに準ずると認められる者がその提

出時点において当該有価証券報告書又は半期報

告書に不実の記載がないことと認識している旨

及びその理由を施行規則で定めるところにより

記載した書面（法第２４条の４の２第２項（法

において準用する場合を含む。）の規定により、

同条第１項に規定する確認書（同条第６項（法

において準用する場合を含む。）の規定に基づ

第９４９条 上場外国指標連動証券信託受益証券

の発行者（上場会社を除く。）は、有価証券報

告書又は半期報告書を内閣総理大臣等に提出し

た場合には、当該上場外国指標連動証券信託受

益証券の発行者の代表者又はそれに準ずると認

められる者がその提出時点において当該有価証

券報告書又は半期報告書に不実の記載がないこ

とと認識している旨及びその理由を施行規則で

定めるところにより記載した書面（法第２４条

の４の２第２項（法において準用する場合を含

む。）の規定により、同条第１項に規定する確

認書（同条第６項（法において準用する場合を
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いて当該確認書に代わる書類を提出する外国の

者にあっては当該書類）を提出している場合に

あっては、当該確認書の写し）を遅滞なく当取

引所に提出するものとする。この場合において、

当該上場ＥＴＮ信託受益証券の発行者は、当該

書面を当取引所が公衆の縦覧に供することに同

意するものとする。 

含む。）の規定に基づいて当該確認書に代わる

書類を提出する外国の者にあっては当該書類）

を提出している場合にあっては、当該確認書の

写し）を遅滞なく当取引所に提出するものとす

る。この場合において、当該上場外国指標連動

証券信託受益証券の発行者は、当該書面を当取

引所が公衆の縦覧に供することに同意するもの

とする。 

  

（発行者の代理人等の選定） （発行者の代理人等の選定） 

第９５０条 上場ＥＴＮ信託受益証券の発行者

（上場会社を除く。）は、施行規則で定めると

ころにより、本邦内に住所又は居所を有する者

であって、当取引所との関係において一切の行

為につき当該上場ＥＴＮ信託受益証券の発行者

を代理又は代表する権限を有する者を選定する

ものとする。 

第９５０条 上場外国指標連動証券信託受益証券

の発行者（上場会社を除く。）は、施行規則で

定めるところにより、本邦内に住所又は居所を

有する者であって、当取引所との関係において

一切の行為につき当該上場外国指標連動証券信

託受益証券の発行者を代理又は代表する権限を

有する者を選定するものとする。 

  

（行動規範） （行動規範） 

第９５０条の２ 上場ＥＴＮ信託受益証券の発行

者は、流通市場に混乱をもたらすおそれ又は所

有者の利益の侵害をもたらすおそれのある上場

ＥＴＮ信託受益証券の併合又は分割を行わない

ものとする。 

第９５０条の２ 上場外国指標連動証券信託受益

証券の発行者は、流通市場に混乱をもたらすお

それ又は所有者の利益の侵害をもたらすおそれ

のある上場外国指標連動証券信託受益証券の併

合又は分割を行わないものとする。 

  

（上場廃止基準） （上場廃止基準） 

第９５１条 上場ＥＴＮ信託受益証券は、次の各

号のいずれかに該当する場合に、その上場を廃

止する。この場合における当該各号の取扱いは

施行規則で定める。 

第９５１条 上場外国指標連動証券信託受益証券

は、次の各号のいずれかに該当する場合に、そ

の上場を廃止する。この場合における当該各号

の取扱いは施行規則で定める。 

（１） 上場ＥＴＮ信託受益証券の発行者が次

のａからｇまでのいずれかに該当する場合

（保証者が存在する場合は、保証者が次のａ

からｇまでのいずれか又は当該発行者がｅか

らｇまでのいずれかに該当する場合。この場

合において、ｆ中「上場ＥＴＮ信託受益証券

（１） 上場外国指標連動証券信託受益証券の

発行者が次のａからｇまでのいずれかに該当

する場合（保証者が存在する場合は、保証者

が次のａからｇまでのいずれか又は当該発行

者がｅからｇまでのいずれかに該当する場

合。この場合において、ｆ中「上場外国指標
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の発行者」とあるのは「上場ＥＴＮ信託受益

証券の発行者又は保証者」と読み替える。） 

連動証券信託受益証券の発行者」とあるのは

「上場外国指標連動証券信託受益証券の発行

者又は保証者」と読み替える。） 

ａ～ｅ （略） ａ～ｅ （略） 

ｆ 財務諸表等に添付される監査報告書又は

中間財務諸表等に添付される中間監査報告

書において、公認会計士等によって、監査

報告書については「不適正意見」又は「意

見の表明をしない」旨（天災地変等、上場

ＥＴＮ信託受益証券の発行者の責めに帰す

べからざる事由によるものである場合を除

く。以下このｆにおいて同じ。）が、中間

監査報告書については「中間財務諸表等が

有用な情報を表示していない意見」又は「意

見の表明をしない」旨が記載され、かつ、

その影響が重大であると当取引所が認めた

場合 

ｆ 財務諸表等に添付される監査報告書又は

中間財務諸表等に添付される中間監査報告

書において、公認会計士等によって、監査

報告書については「不適正意見」又は「意

見の表明をしない」旨（天災地変等、上場

外国指標連動証券信託受益証券の発行者の

責めに帰すべからざる事由によるものであ

る場合を除く。以下このｆにおいて同じ。）

が、中間監査報告書については「中間財務

諸表等が有用な情報を表示していない意

見」又は「意見の表明をしない」旨が記載

され、かつ、その影響が重大であると当取

引所が認めた場合 

ｇ ２人以上の公認会計士又は監査法人によ

る監査証明府令第３条第１項の監査報告書

又は中間監査報告書を添付した有価証券報

告書又は半期報告書を、法第２４条第１項

又は法第２４条の５第１項に定める期間

（四半期財務諸表提出会社及び四半期連結

財務諸表提出会社である場合にあっては、

法第２４条の４の７第１項に定める期間）

の経過後１か月以内（天災地変等、上場Ｅ

ＴＮ信託受益証券の発行者の責めに帰すべ

からざる事由によるものである場合は、３

か月以内）に、内閣総理大臣等に提出しな

かった場合 

ｇ ２人以上の公認会計士又は監査法人によ

る監査証明府令第３条第１項の監査報告書

又は中間監査報告書を添付した有価証券報

告書又は半期報告書を、法第２４条第１項

又は法第２４条の５第１項に定める期間

（四半期財務諸表提出会社及び四半期連結

財務諸表提出会社である場合にあっては、

法第２４条の４の７第１項に定める期間）

の経過後１か月以内（天災地変等、上場外

国指標連動証券信託受益証券の発行者の責

めに帰すべからざる事由によるものである

場合は、３か月以内）に、内閣総理大臣等

に提出しなかった場合 

（２） 上場ＥＴＮ信託受益証券の発行者（保

証者が存在する場合は、保証者）が、事業年

度の末日において次のａからｃまでのいずれ

かに該当する場合 

（２） 上場外国指標連動証券信託受益証券の

発行者（保証者が存在する場合は、保証者）

が、事業年度の末日において次のａからｃま

でのいずれかに該当する場合 

ａ～ｃ （略） ａ～ｃ （略） 

（３） 上場ＥＴＮ信託受益証券が、次のａか （３） 上場外国指標連動証券信託受益証券が、
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らｊまでのいずれかに該当する場合 次のａからｊまでのいずれかに該当する場合 

ａ 次の（ａ）から（ｃ）までのいずれかに

該当する上場ＥＴＮ信託受益証券に係る受

託有価証券であるＥＴＮの発行契約書若し

くは発行プログラム若しくはこれらに類す

る書類又は上場ＥＴＮ信託受益証券に係る

信託契約の変更が行われる場合 

ａ 次の（ａ）から（ｃ）までのいずれかに

該当する上場外国指標連動証券信託受益証

券に係る受託有価証券である外国指標連動

証券の発行契約書若しくは発行プログラム

若しくはこれらに類する書類又は上場外国

指標連動証券信託受益証券に係る信託契約

の変更が行われる場合 

（ａ） 上場ＥＴＮ信託受益証券に係る受

託有価証券であるＥＴＮを所有している

者からの一定の数量又は金額以上の償還

請求に５営業日を上回らない期間毎に応

じる旨の定めがなくなる場合 

（ａ） 上場外国指標連動証券信託受益証

券に係る受託有価証券である外国指標連

動証券を所有している者からの一定の数

量又は金額以上の償還請求に５営業日を

上回らない期間毎に応じる旨の定めがな

くなる場合 

（ｂ） 上場ＥＴＮ信託受益証券を所有し

ている者からの一定の数量又は金額以上

の買取請求に５営業日を上回らない期間

毎に応じる旨の定めがなくなる場合 

（ｂ） 上場外国指標連動証券信託受益証

券を所有している者からの一定の数量又

は金額以上の買取請求に５営業日を上回

らない期間毎に応じる旨の定めがなくな

る場合 

（ｃ） （略） （ｃ） （略） 

ｂ 上場ＥＴＮ信託受益証券に係る受託有価

証券であるＥＴＮの一証券あたりの償還価

額と特定の指標の相関係数が０．９未満と

なった場合において、１年以内に０．９以

上とならないとき 

ｂ 上場外国指標連動証券信託受益証券に係

る受託有価証券である外国指標連動証券の

一証券あたりの償還価額と特定の指標の相

関係数が０．９未満となった場合において、

１年以内に０．９以上とならないとき 

ｃ 上場ＥＴＮ信託受益証券の発行者（保証

者が存在する場合は、保証者。以下このｃ

において同じ。）が発行するＥＴＮ（国内

の金融商品取引所又は外国金融商品取引所

等に上場しているものに限る。以下このｃ

において同じ。）の残存償還価額総額（他

社の発行するＥＴＮの償還を保証する額を

含む。）が、発行者の純資産の額の２５％

を超過する場合において、３年以内に２

５％以下とならないとき 

ｃ 上場外国指標連動証券信託受益証券の発

行者（保証者が存在する場合は、保証者。

以下このｃにおいて同じ。）が発行する外

国指標連動証券（国内の金融商品取引所又

は外国金融商品取引所等に上場しているも

のに限る。以下このｃにおいて同じ。）の

残存償還価額総額（他社の発行する外国指

標連動証券の償還を保証する額を含む。）

が、発行者の純資産の額の２５％を超過す

る場合において、３年以内に２５％以下と

ならないとき 
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ｄ 次の（ａ）から（ｃ）までのいずれかに

該当する場合 

ｄ 次の（ａ）から（ｃ）までのいずれかに

該当する場合 

（ａ） 上場ＥＴＮ信託受益証券に係る受

託有価証券であるＥＴＮの最終償還期限

が到来する場合 

（ａ） 上場外国指標連動証券信託受益証

券に係る受託有価証券である外国指標連

動証券の最終償還期限が到来する場合 

（ｂ） 上場ＥＴＮ信託受益証券に係る受

託有価証券であるＥＴＮが、期限の利益

を喪失した場合 

（ｂ） 上場外国指標連動証券信託受益証

券に係る受託有価証券である外国指標連

動証券が、期限の利益を喪失した場合 

（ｃ） 吸収分割又は新設分割により上場

ＥＴＮ信託受益証券の受託有価証券であ

るＥＴＮに係る債務が他の会社に承継さ

れる場合 

（ｃ） 吸収分割又は新設分割により上場

外国指標連動証券信託受益証券の受託有

価証券である外国指標連動証券に係る債

務が他の会社に承継される場合 

ｅ 上場ＥＴＮ信託受益証券に係る上場契約

を締結した者が上場契約について重大な違

反を行った場合として施行規則で定める場

合、第９４４条第１項の規定により提出し

た宣誓書において宣誓した事項について重

大な違反を行った場合又は上場契約を締結

すべき者が上場契約の当事者でなくなるこ

ととなった場合 

ｅ 上場外国指標連動証券信託受益証券に係

る上場契約を締結した者が上場契約につい

て重大な違反を行った場合として施行規則

で定める場合、第９４４条第１項の規定に

より提出した宣誓書において宣誓した事項

について重大な違反を行った場合又は上場

契約を締結すべき者が上場契約の当事者で

なくなることとなった場合 

ｆ 当該上場ＥＴＮ信託受益証券が指定振替

機関の振替業における取扱いの対象となら

ないこととなった場合 

ｆ 当該上場外国指標連動証券信託受益証券

が指定振替機関の振替業における取扱いの

対象とならないこととなった場合 

ｇ 当該上場ＥＴＮ信託受益証券に係る受託

有価証券であるＥＴＮが上場若しくは継続

的に取引される全ての外国金融商品取引所

等において当該上場ＥＴＮ信託受益証券等

の上場廃止が決定された場合又は外国金融

商品取引所等における当該上場ＥＴＮ信託

受益証券等の相場を即時に入手することが

できない状態となったと当取引所が認めた

場合（保証者が外国の者以外である場合は

除く。）。ただし、当該上場ＥＴＮ信託受

益証券に係る受託有価証券であるＥＴＮの

外国金融商品取引所等における上場廃止の

理由等又は当取引所における流通の状況そ

ｇ 当該上場外国指標連動証券信託受益証券

に係る受託有価証券である外国指標連動証

券が上場若しくは継続的に取引される全て

の外国金融商品取引所等において当該上場

外国指標連動証券信託受益証券等の上場廃

止が決定された場合又は外国金融商品取引

所等における当該上場外国指標連動証券信

託受益証券等の相場を即時に入手すること

ができない状態となったと当取引所が認め

た場合（保証者が外国の者以外である場合

は除く。）。ただし、当該上場外国指標連

動証券信託受益証券に係る受託有価証券で

ある外国指標連動証券の外国金融商品取引
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の他の事由を勘案して、上場を廃止するこ

とが適当でないと認められるときは、この

限りでない。 

所等における上場廃止の理由等又は当取引

所における流通の状況その他の事由を勘案

して、上場を廃止することが適当でないと

認められるときは、この限りでない。 

ｈ 上場ＥＴＮ信託受益証券に係る受託有価

証券であるＥＴＮの発行契約書若しくは発

行プログラム又はこれらに類する書類に適

切な保証を行う旨の記載がなくなること

（保証者が存在する場合に限る。）。 

ｈ 上場外国指標連動証券信託受益証券に係

る受託有価証券である外国指標連動証券の

発行契約書若しくは発行プログラム又はこ

れらに類する書類に適切な保証を行う旨の

記載がなくなること（保証者が存在する場

合に限る。）。 

ｉ 第９４５条第１項第３号ｊに規定する信

託契約その他の契約が終了となる場合。た

だし、上場ＥＴＮ信託受益証券に係る受託

者等の変更により当該信託契約その他の契

約が終了となる場合は、この限りでない。 

ｉ 第９４５条第１項第３号ｊに規定する信

託契約その他の契約が終了となる場合。た

だし、上場外国指標連動証券信託受益証券

に係る受託者等の変更により当該信託契約

その他の契約が終了となる場合は、この限

りでない。 

ｊ ａから前ｉまでのほか、公益又は投資者

保護のため、当取引所が当該上場ＥＴＮ信

託受益証券の上場廃止を適当と認めた場合 

ｊ ａから前ｉまでのほか、公益又は投資者

保護のため、当取引所が当該上場外国指標

連動証券信託受益証券の上場廃止を適当と

認めた場合 

２ 前項第３号ｄの（ｃ）の場合にあっては、上

場ＥＴＮ信託受益証券の発行者が発行する同

（ｃ）に規定するＥＴＮに係る債務が他の会社

に引き継がれ、かつ、当該他の会社が「ＥＴＮ

信託受益証券上場契約書」を提出する場合は、

この限りでない。 

２ 前項第３号ｄの（ｃ）の場合にあっては、上

場外国指標連動証券信託受益証券の発行者が発

行する同（ｃ）に規定する外国指標連動証券に

係る債務が他の会社に引き継がれ、かつ、当該

他の会社が「外国指標連動証券信託受益証券上

場契約書」を提出する場合は、この限りでない。

  

（当取引所への協力義務） （当取引所への協力義務） 

第９５２条 上場ＥＴＮ信託受益証券の発行者

は、当取引所が上場ＥＴＮ信託受益証券の上場

廃止に係る該当性の判断に必要と認めて、財務

諸表等又は中間財務諸表等の監査証明を行う公

認会計士等（当該公認会計士等であった者を含

む。次項において同じ。）に対して事情説明等

を求める場合には、これに協力するものとする。

第９５２条 上場外国指標連動証券信託受益証券

の発行者は、当取引所が上場外国指標連動証券

信託受益証券の上場廃止に係る該当性の判断に

必要と認めて、財務諸表等又は中間財務諸表等

の監査証明を行う公認会計士等（当該公認会計

士等であった者を含む。次項において同じ。）

に対して事情説明等を求める場合には、これに

協力するものとする。 
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２ （略） ２ （略） 

  

（上場廃止日） （上場廃止日） 

第９５３条 上場ＥＴＮ信託受益証券の上場廃止

が決定した場合における上場廃止日の取扱い

は、施行規則で定める。 

第９５３条 上場外国指標連動証券信託受益証券

の上場廃止が決定した場合における上場廃止日

の取扱いは、施行規則で定める。 

  

（監理銘柄の指定） （監理銘柄の指定） 

第９５４条 上場ＥＴＮ信託受益証券が上場廃止

となるおそれがある場合には、当取引所は、施

行規則で定めるところにより、その事実を投資

者に周知させるため、当該上場ＥＴＮ信託受益

証券を監理銘柄に指定することができる。 

第９５４条 上場外国指標連動証券信託受益証券

が上場廃止となるおそれがある場合には、当取

引所は、施行規則で定めるところにより、その

事実を投資者に周知させるため、当該上場外国

指標連動証券信託受益証券を監理銘柄に指定す

ることができる。 

  

（整理銘柄の指定） （整理銘柄の指定） 

第９５５条 上場ＥＴＮ信託受益証券の上場廃止

が決定された場合には、当取引所は、その事実

を投資者に周知させるため、施行規則で定める

ところにより、上場廃止日の前日までの間、当

該上場ＥＴＮ信託受益証券を整理銘柄に指定す

ることができる。 

第９５５条 上場外国指標連動証券信託受益証券

の上場廃止が決定された場合には、当取引所は、

その事実を投資者に周知させるため、施行規則

で定めるところにより、上場廃止日の前日まで

の間、当該上場外国指標連動証券信託受益証券

を整理銘柄に指定することができる。 

  

（上場に関する料金） （上場に関する料金） 

第９５６条 新規上場申請に係るＥＴＮ信託受益

証券の発行者及び上場ＥＴＮ信託受益証券の発

行者は、上場審査料、新規上場料、追加発行時

の追加上場料及び年間上場料その他の上場に関

する料金を施行規則で定めるところにより支払

うものとする。 

第９５６条 新規上場申請に係る外国指標連動証

券信託受益証券の発行者及び上場外国指標連動

証券信託受益証券の発行者は、上場審査料、新

規上場料、追加発行時の追加上場料及び年間上

場料その他の上場に関する料金を施行規則で定

めるところにより支払うものとする。 

  

（準用規定等） （準用規定等） 

第９５７条 第４２９条、第６０８条及び第６１

２条の規定は、債券、転換社債型新株予約権付

社債券、交換社債券及びＥＴＮ信託受益証券に

ついて準用する。 

第９５７条 第４２９条、第６０８条及び第６１

２条の規定は、債券、転換社債型新株予約権付

社債券、交換社債券及び外国指標連動証券信託

受益証券について準用する。 
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２ （略） ２ （略） 

３ 第４１２条の規定は、上場債券、上場交換社

債券及び上場ＥＴＮ信託受益証券の銘柄に対す

る情報の開示に係る審査等について準用する。 

３ 第４１２条の規定は、上場債券、上場交換社

債券及び上場外国指標連動証券信託受益証券の

銘柄に対する情報の開示に係る審査等について

準用する。 

４ 第４２５条の規定は、上場ＥＴＮ信託受益証

券について準用する。 

４ 第４２５条の規定は、上場外国指標連動証券

信託受益証券について準用する。 

５ 第５０１条から第５０４条まで、第５０６条

及び第５０８条から第５１０条までの規定は、

上場債券、上場交換社債券及び上場ＥＴＮ信託

受益証券の銘柄に対する実効性の確保について

準用する。 

５ 第５０１条から第５０４条まで、第５０６条

及び第５０８条から第５１０条までの規定は、

上場債券、上場交換社債券及び上場外国指標連

動証券信託受益証券の銘柄に対する実効性の確

保について準用する。 

６ 第６０７条の規定は、上場債券、上場転換社

債型新株予約権付社債券、上場交換社債券及び

上場ＥＴＮ信託受益証券に対する上場廃止に係

る審査について準用する。 

６ 第６０７条の規定は、上場債券、上場転換社

債型新株予約権付社債券、上場交換社債券及び

上場外国指標連動証券信託受益証券に対する上

場廃止に係る審査について準用する。 

  

（第５編における定義） （第５編における定義） 

第１００１条 この編において、次の各号に掲

げる用語の意義は、当該各号に定めるところ

による。 

第１００１条 この編において、次の各号に掲

げる用語の意義は、当該各号に定めるところ

による。 

（１） （略） （１） （略） 

（削る） （２） 委託者指図型投資信託 投資信託法第

２条第１項に規定する委託者指図型投資信託

をいう。 

（削る） （３） 委託者非指図型投資信託 投資信託法

第２条第２項に規定する委託者非指図型投資

信託をいう。 

（削る） （４） 運用資産等 新規上場申請に係る不動

産投資信託証券又は上場不動産投資信託証券

が投資信託の受益証券である場合には当該投

資信託の投資信託財産をいい、投資証券であ

る場合には当該投資証券の発行者である投資

法人の資産をいう。 

（２） 外国ＥＴＦ 法第２条第１項第１０号

に規定する外国投資信託の受益証券であっ

（５） 外国ＥＴＦ 法第２条第１項第１０号

に規定する外国投資信託の受益証券であっ
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て、投資信託財産等の一口あたりの純資産額

の変動率を特定の指標の変動率に一致させる

よう運用する外国投資信託に係るもの及び外

国投資証券であって、投資信託財産等の一口

あたりの純資産額の変動率を特定の指標の変

動率に一致させるよう運用するものをいう。 

て、投資信託財産等の一口あたりの純資産額

の変動率を特定の指標の変動率に一致させる

よう運用する外国投資信託に係るもの及び同

項第１１号に規定する外国投資証券であっ

て、投資信託財産等の一口あたりの純資産額

の変動率を特定の指標の変動率に一致させる

よう運用するものをいう。 

（３） （略） （６） （略） 

（４） （略） （６）の２ （略） 

（５） （略） （６）の３ （略） 

（６） 外国商品市場 商品先物取引法第２条

第１２項に規定する外国商品市場をいう。 

（６）の４ 外国商品市場 商品先物取引法（昭

和２５年法律第２３９号）第２条第１２項に

規定する外国商品市場をいう。 

（削る） （７） 外国投資信託 投資信託法第２条第２

２項に規定する外国投資信託をいう。 

（削る） （８） 外国投資法人 投資信託法第２条第２

３項に規定する外国投資法人をいう。 

（７） （略） （８）の２ （略） 

（８） （略） （９） （略） 

（９） （略） （９）の２ （略） 

（１０） （略） （９）の３ （略） 

（１１） （略） （９）の４ （略） 

（削る） （１０） 資産運用会社 投資信託法第２条第

１９号に規定する資産運用会社（当該資産運

用会社から投資法人から委託された資産の運

用に係る権限の一部の再委託を受けた者を含

む。）をいう。 

（削る） （１１） 資産流動化法 資産の流動化に関す

る法律（平成１０年法律第１０５号）をいう。

（１２） （略） （１２） （略） 

（１３） （略） （１２）の２ （略） 

（削る） （１３） 受益証券 投資信託法第２条第７項

又は信託法第１８５条第１項に規定する受益

証券をいう。 

（１４）～（１７） （略） （１４）～（１７） （略） 

（１８） （略） （１７）の２ （略） 
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（１９） （略） （１７）の３ （略） 

（２０） （略） （１７）の４ （略） 

（２１） （略） （１８） （略） 

（２２） （略） （１８）の２ （略） 

（削る） （１９） 上場不動産投資信託証券 当取引所

に上場している不動産投資信託証券をいう。 

（２３） （略） （１９）の２ （略） 

（２４） 商品先物取引法 商品先物取引法（昭

和２５年法律第２３９号）をいう。 

（新設） 

（２５） （略） （１９）の３ （略） 

（２６） （略） （１９）の４ （略） 

（削る） （２０） 信託会社等 投資信託法第３条に定

める信託会社等（委託者非指図型投資信託受

益証券に係る投資信託の受託者である信託会

社等にあっては、当該信託会社等から委託者

非指図型投資信託の投資信託財産の運用に係

る権限の一部の委託を受けた者を含む。）を

いう。 

（２７） （略） （２１） （略） 

（２８） （略） （２２） （略） 

（削る） （２３） 投資運用業 法第２８条第４項に規

定する投資運用業をいう。 

（削る） （２４） 投資証券 投資信託法第２条第１５

項に規定する投資証券をいう。 

（削る） （２５） 投資信託 投資信託法第２条第３項

に規定する投資信託をいう。 

（削る） （２６） 投資信託委託会社 投資信託法第２

条第１１項に規定する投資信託委託会社（当

該投資信託委託会社から委託者指図型投資信

託の投資信託財産の運用指図に係る権限の全

部又は一部の委託を受けた者を含む。）をい

う。 

（２９） （略） （２６）の２ （略） 

（削る） （２７） 投資信託法 投資信託及び投資法人

に関する法律（昭和２６年法律第１９８号）

をいう。 
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（削る） （２８） 投資信託法施行令 投資信託及び投

資法人に関する法律施行令（平成１２年政令

第４８０号）をいう。 

（削る） （２８）の２ 投資信託法施行規則 投資信託

及び投資法人に関する法律施行規則（平成１

２年総理府令第１２９号）をいう。 

（削る） （２９） 投資法人 投資信託法第２条第１２

項に規定する投資法人をいう。 

（削る） （２９）の２ 投資法人債券 投資信託法第２

条第１８項に規定する投資法人債券をいう。 

（３０）・（３１） （略） （３０）・（３１） （略） 

（削る） （３２） 不動産 投資法人の計算に関する規

則（平成１８年内閣府令第４７号）第３７条

第３項第２号イ、ロ及びホに規定する資産並

びにこれらをリース物件とする財務諸表等規

則第１６条の３第１項及び第２項に規定する

ものをいう。 

（削る） （３３） 不動産関連資産 次のａからｆまで

に掲げる資産をいう。 

ａ 当事者の一方が相手方の行う出資された

財産の２分の１を超える額を不動産等に対

して投資する運用のために出資を行い、相手

方がその出資された財産の２分の１を超え

る額について不動産等に対する投資として

運用し、当該運用から生じる利益の分配を行

うことを約する契約に係る出資の持分 

ｂ 資産流動化法に規定する優先出資証券（当

該特定目的会社が資産の流動化に係る業務

として取得した資産の２分の１を超える額

を不動産等に対する投資として運用するも

のに限る。） 

ｃ 受益証券（当該投資信託の投資信託財産の

２分の１を超える額を不動産等に対する投

資として運用するものに限る。） 

ｄ 投資証券（当該投資法人が運用のために保

有する資産の２分の１を超える額を不動産
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等に対する投資として運用するものに限

る。） 

ｅ 資産流動化法に規定する特定目的信託の

受益証券（当該特定目的信託の信託財産の２

分の１を超える額を不動産等に対する投資

として運用するものに限る。） 

ｆ 外国の法令に基づく権利及び外国の者の

発行する証券でａから前ｅまでに掲げる権

利及び証券の性質を有するもの 

（削る） （３４） 不動産等 次のａからｇまでに掲げ

る資産をいう。 

ａ 不動産 

ｂ 不動産の賃借権 

ｃ 地上権 

ｄ 地役権 

ｅ 投資法人の計算に関する規則第３７条第

３項第２号ヘに規定する資産 

ｆ ａから前ｅまでに掲げる資産を信託する

信託の受益権（不動産関連資産に該当するも

のを除く。） 

ｇ 外国の者に対する権利で前ｆに掲げる権

利の性質を有するもの 

（削る） （３５） 不動産投資信託証券 法第２条第１

項第１０号に掲げる投資信託の受益証券又は

同項第１１号に掲げる投資証券であって、投

資者の資金を主として不動産等に対する投資

として運用することを目的とするものをい

う。 

（削る） （３６） 流動資産等 投資法人の計算に関す

る規則第３７条第３項第１号イからハまで、

ホからチまで及び同項第４号ニに規定する資

産並びに当該資産を信託する信託の受益権

（有価証券に該当するものを除く。）をいう。

  

（ＥＴＦの新規上場申請） （新規上場申請） 

第１１０１条 （略） 第１１０１条 （略） 
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（上場審査基準） （上場審査基準） 

第１１０４条 内国ＥＴＦの上場審査について

は、次の各号に掲げる基準によるものとする。

この場合における第２号ｄ又はｄの４の審査に

関して必要な事項は、上場審査等に関するガイ

ドラインをもって定める。 

第１１０４条 内国ＥＴＦの上場審査について

は、次の各号に掲げる基準によるものとする。

この場合における第２号ｄ又はｄの４の審査に

関して必要な事項は、上場審査等に関するガイ

ドラインをもって定める。 

（１） （略） （１） （略） 

（２） 新規上場申請銘柄が、次のａからｇま

で（公社債投資信託以外の証券投資信託（投

資信託法施行令第１２条各号に掲げる投資信

託又は施行規則で定める投資信託に該当する

ものを除く。以下この号、第１１０７条第２

項第１号及び第１１１２条第１項第３号にお

いて同じ。）の受益証券に該当する新規上場

申請銘柄にあっては、ｂの（ｃ）及びｃの２

を除き、投資信託法施行令第１２条第１号又

は第２号に掲げる投資信託の受益証券に該当

する新規上場申請銘柄にあっては、ｂの（ｈ）

及びｃの３を除く。）に適合していること。 

（２） 新規上場申請銘柄が、次のａからｇま

で（公社債投資信託以外の証券投資信託（投

資信託法施行令第１２条各号に掲げる投資信

託又は施行規則で定める投資信託に該当する

ものを除く。以下この号、第１１０７条第２

項第１号及び第１１１２条第１項第３号にお

いて同じ。）の受益証券に該当する新規上場

申請銘柄にあっては、ｂの（ｃ）及びｃの２

を除き、投資信託法施行令第１２条第１号又

は第２号に掲げる投資信託の受益証券に該当

する新規上場申請銘柄にあっては、ｂの（ｈ）

及びｃの３を除く。）に適合していること。 

ａ～ｄの４ （略） ａ～ｄの４ （略） 

ｅ 次の（ａ）及び（ｂ）に適合しているこ

と。 

ｅ 次の（ａ）及び（ｂ）に適合していること。

（ａ） 新規上場申請銘柄に係る最近２年

間（「最近」の計算は、新規上場申請日

の直前の特定期間（法第２４条第５項に

規定する特定期間をいう。以下同じ。）

の末日を起算日としてさかのぼる。以下

この章において同じ。）に終了する各特

定期間（信託契約期間の開始日以後の期

間に限る。以下このｅにおいて同じ。）

の財務諸表等又は各特定期間における中

間財務諸表等が記載される有価証券報告

書等（第２条第８９号の規定にかかわら

ず、有価証券届出書、有価証券報告書（報

告書代替書面を含む。以下同じ。）及び

（ａ） 新規上場申請銘柄に係る最近２年間

（「最近」の計算は、新規上場申請日の直

前の特定期間（法第２４条第５項に規定す

る特定期間をいう。以下同じ。）の末日を

起算日としてさかのぼる。以下この章にお

いて同じ。）に終了する各特定期間（信託

契約期間の開始日以後の期間に限る。以下

このｅにおいて同じ。）の財務諸表等又は

各特定期間における中間財務諸表等が記

載される有価証券報告書等（第２条第８９

号の規定にかかわらず、有価証券届出書、

有価証券報告書（報告書代替書面を含む。

以下同じ。）及びその添付書類、半期報告
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その添付書類、半期報告書（半期代替書

面を含む。以下同じ。）並びに目論見書

をいう。）に虚偽記載（第２条第３０号

の規定にかかわらず、有価証券報告書等

について、内閣総理大臣等から訂正命令

（原則として、法第１０条（法第２４条

の２及び第２４条の５において準用する

場合を含む。）又は第２３条の１０に係

る訂正命令）若しくは課徴金納付命令（法

第１７２条の２第１項（同条第４項にお

いて準用する場合を含む。）又は第１７

２条の４第１項若しくは第２項に係る命

令）を受けた場合又は内閣総理大臣等若

しくは証券取引等監視委員会により法第

１９７条若しくは第２０７条に係る告発

が行われた場合、又はこれらの訂正届出

書又は訂正報告書を提出した場合であっ

て、その訂正した内容が重要と認められ

るものである場合をいう。以下この章に

おいて同じ。）を行っていないこと。 

書（半期代替書面を含む。以下同じ。）並

びに目論見書をいう。以下この章において

同じ。）に虚偽記載（第２条第３０号の規

定にかかわらず、有価証券報告書等につい

て、内閣総理大臣等から訂正命令（原則と

して、法第１０条（法第２４条の２及び第

２４条の５において準用する場合を含

む。）又は第２３条の１０に係る訂正命令）

若しくは課徴金納付命令（法第１７２条の

２第１項（同条第４項において準用する場

合を含む。）又は第１７２条の４第１項若

しくは第２項に係る命令）を受けた場合又

は内閣総理大臣等若しくは証券取引等監

視委員会により法第１９７条若しくは第

２０７条に係る告発が行われた場合、又は

これらの訂正届出書又は訂正報告書を提

出した場合であって、その訂正した内容が

重要と認められるものである場合をいう。

以下この章において同じ。）を行っていな

いこと。 

（ｂ） （略） （ｂ） （略） 

ｆ・ｇ （略） ｆ・ｇ （略） 

（３） （略） （３） （略） 

２～６ （略） ２～６ （略） 

  

第６編 ファンド （新設） 

  

第１章 総則 （新設） 

  

（第６編における定義）  

第１２０１条 この編において、次の各号に掲げ

る用語の意義は、当該各号に定めるところによ

る。 

（新設） 

（１） 運用資産等 新規上場申請に係る不動

産投資信託証券又は上場不動産投資信託証券

が投資信託の受益証券である場合には当該投

 



 

106 

資信託の投資信託財産をいい、新規上場申請

に係る不動産投資信託証券、上場不動産投資

信託証券、新規上場申請に係るベンチャーフ

ァンド、上場ベンチャーファンド、新規上場

申請に係るカントリーファンド又は上場カン

トリーファンドが投資証券又は外国投資証券

である場合には当該投資証券又は外国投資証

券の発行者である投資法人の資産をいう。 

（２） ＬＰＳ法 投資事業有限責任組合契約

に関する法律（平成１０年法律第９０号）を

いう。 

 

（３） カントリーファンド 法第２条第１項

第１１号に掲げる外国投資証券（外国ＥＴＦ

に該当するものを除く。）であって、特定の

国又は地域の証券に対する投資として運用す

ることを目的とするものをいう。 

 

（４） 資産流動化法 資産の流動化に関する

法律（平成１０年法律第１０５号）をいう。 

 

（５） 上場カントリーファンド 当取引所に

上場しているカントリーファンドをいう。 

 

（６） 上場後５年以内の株券等 次のａ及び

ｂに掲げるものをいう。 

 

ａ 国内の金融商品取引所に上場されている

株券又は外国金融商品取引所等に上場若し

くは継続的に取引されている株券となって

から５年間を経過していない内国株券 

 

ｂ 前ａに掲げる株券の発行者が発行する優

先株等、新株予約権証券及び新株予約権付

社債券 

 

（７） 上場不動産投資信託証券 当取引所に

上場している不動産投資信託証券をいう。 

 

（８） 上場ベンチャーファンド 当取引所に

上場しているベンチャーファンドをいう。 

 

（９） 信託会社等 投資信託法第３条に定め

る信託会社等（委託者非指図型投資信託受益

証券に係る投資信託の受託者である信託会社
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等にあっては、当該信託会社等から委託者非

指図型投資信託の投資信託財産の運用に係る

権限の一部の委託を受けた者を含む。）をい

う。 

（１０） 不動産 投資法人計算規則第３７条

第３項第２号イ、ロ及びホに規定する資産並

びにこれらをリース物件とする財務諸表等規

則第１６条の３第１項及び第２項に規定する

ものをいう。 

 

（１１） 不動産関連資産 次のａからｆまで

に掲げる資産をいう。 

 

ａ 当事者の一方が、相手方の行う出資され

た財産の２分の１を超える額を不動産等に

対して投資する運用のために出資を行い、

相手方が、その出資された財産の２分の１

を超える額について不動産等に対する投資

として運用し、当該運用から生じる利益の

分配を行うことを約する契約に係る出資の

持分 

 

ｂ 資産流動化法に規定する優先出資証券

（当該特定目的会社が資産の流動化に係る

業務として取得した資産の２分の１を超え

る額を不動産等に対する投資として運用す

るものに限る。） 

 

ｃ 受益証券（当該投資信託の投資信託財産

の２分の１を超える額を不動産等に対する

投資として運用するものに限る。） 

 

ｄ 投資証券（当該投資法人が運用のために

保有する資産の２分の１を超える額を不動

産等に対する投資として運用するものに限

る。） 

 

ｅ 資産流動化法に規定する特定目的信託の

受益証券（当該特定目的信託の信託財産の

２分の１を超える額を不動産等に対する投

資として運用するものに限る。） 

 

ｆ 外国の法令に基づく権利及び外国の者の 
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発行する証券でａから前ｅまでに掲げる権

利及び証券の性質を有するもの 

（１２） 不動産等 次のａからｇまでに掲げ

る資産をいう。 

 

ａ 不動産  

ｂ 不動産の賃借権  

ｃ 地上権  

ｄ 地役権  

ｅ 投資法人計算規則第３７条第３項第２号

ヘに規定する資産 

 

ｆ ａから前ｅまでに掲げる資産を信託する

信託の受益権（不動産関連資産に該当する

ものを除く。） 

 

ｇ 外国の者に対する権利で前ｆに掲げる権

利の性質を有するもの 

 

（１３） 不動産投資信託証券 法第２条第１

項第１０号に掲げる投資信託の受益証券又は

同項第１１号に掲げる投資証券であって、投

資者の資金を主として不動産等に対する投資

として運用することを目的とするものをい

う。 

 

（１４） ベンチャーファンド 法第２条第１

項第１１号に掲げる投資証券であって、投資

者の資金を主として未公開株等に対する投資

として運用することを目的とするものをい

う。 

 

（１５） 未公開株 国内の金融商品取引所に

上場されている株券又は外国金融商品取引所

等において上場若しくは継続的に取引されて

いる株券以外の内国株券をいう。 

 

（１６） 未公開株等 未公開株並びに未公開

株の発行者が発行する優先株等、新株予約権

証券及び新株予約権付社債券をいう。 

 

（１７） 未公開株等関連資産 次のａからｅ

までに掲げる資産をいう。 

 

ａ 当事者の一方が、相手方の行う出資され 
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た財産を主として未公開株等に対して投資

する運用のために出資を行い、相手方が、

その出資された財産について主として未公

開株等に対する投資として運用し、当該運

用から生じる利益の分配を行うことを約す

る契約に係る出資の持分 

ｂ ＬＰＳ法第３条に規定する投資事業有限

責任組合契約に係る出資の持分（出資者が

共同で未公開株等の取得及び保有のために

出資を行い、出資された財産について主と

して未公開株等に対する投資として運用す

るものに限る。） 

 

ｃ 受益証券（投資信託の投資信託財産を主

として未公開株等に対する投資として運用

するものに限る。） 

 

ｄ 投資証券（投資法人が運用のために保有

する資産を主として未公開株等に対する投

資として運用するものに限る。） 

 

ｅ 外国の法令に基づく権利及び外国の者の

発行する証券でａから前ｄまでに掲げる権

利及び証券の性質を有するもの 

 

（１８） 未公開株等評価機関 未公開株等及

び未公開株等関連資産の評価を業として行っ

ている者をいう。 

 

（１９） 流動資産等 投資法人計算規則第３

７条第３項第１号イからハまで、ホからチま

で及び同項第４号ニに規定する資産並びに当

該資産を信託する信託の受益権（有価証券に

該当するものを除く。）をいう。 

 

  

  

第２章 不動産投資信託証券 （新設） 

  

（不動産投資信託証券の新規上場申請） （新規上場申請） 

第１２０１条の２ （略） 第１２０１条 （略） 
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（上場不動産投資信託証券に関する情報の開

示） 

（上場不動産投資信託証券に関する情報の開示）

第１２１３条 （略） 第１２１３条 （略） 

２ （略） ２ （略） 

３ 上場不動産投資信託証券の運用資産等に関す

る情報の適時開示については、上場不動産投資

信託証券の発行者等は、次の各号のいずれかに

該当する場合（第１号に掲げる事項及び第２号

に掲げる事実にあっては、施行規則で定める基

準に該当するものその他の投資者の投資判断に

及ぼす影響が軽微なものと当取引所が認めるも

のを除く。）は、施行規則で定めるところによ

り、直ちにその内容を開示しなければならない。

３ 上場不動産投資信託証券の運用資産等に関す

る情報の適時開示については、上場不動産投資

信託証券の発行者等は、次の各号のいずれかに

該当する場合（第１号に掲げる事項及び第２号

に掲げる事実にあっては、施行規則で定める基

準に該当するものその他の投資者の投資判断に

及ぼす影響が軽微なものと当取引所が認めるも

のを除く。）は、施行規則で定めるところによ

り、直ちにその内容を開示しなければならない。

（１） （略） （１） （略） 

（２） 次のａ又はｂに掲げる事実が発生した

場合 

（２） 次のａ又はｂに掲げる事実が発生した

場合 

ａ 運用資産等（賃借権、地上権又は地役権

の目的となる不動産、第１２０１条第１２

号ｆに規定する信託の信託財産に含まれる

不動産及び不動産関連資産の裏付けとなる

不動産を含む。）に生じた偶発的事象に起

因する損害の発生 

ａ 運用資産等（賃借権、地上権又は地役権

の目的となる不動産、第１００１条第３４

号ｆに規定する信託の信託財産に含まれる

不動産及び不動産関連資産の裏付けとなる

不動産を含む。）に生じた偶発的事象に起

因する損害の発生 

ｂ （略） ｂ （略） 

（３）～（５） （略） （３）～（５） （略） 

４～６ （略） ４～６ （略） 

  

第３章 ベンチャーファンド （新設） 

  

（ベンチャーファンドの新規上場申請）  

第１３０１条 ベンチャーファンドの新規上場

は、当該ベンチャーファンドの発行者である投

資法人（以下「ベンチャーファンド発行投資法

人」という。）及び当該投資法人からその資産

の運用に係る業務の委託を受けた資産運用会社

（以下「ベンチャーファンド資産運用会社」と

いう。）からの申請により行うものとする。 

（新設） 
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２ 新規上場申請銘柄が、第１３０７条第１項第

２号又は第３号に該当する場合には、その発行

者の設立前においても、新設合併に係る投資主

総会の決議後に限り、その新規上場を申請する

ことができる。この場合における新規上場申請

は、当該新設合併を行う上場ベンチャーファン

ドに係るベンチャーファンド発行投資法人及び

新規上場申請に係るベンチャーファンド資産運

用会社が行うものとする。 

 

３ 新規上場申請に係るベンチャーファンドの審

査は、第１３０５条から第１３０７条までの規

定によるものとする。 

 

  

（予備申請）  

第１３０２条 ベンチャーファンドの新規上場申

請を行おうとするベンチャーファンド発行投資

法人及びベンチャーファンド資産運用会社（第

１３０７条の規定の適用を受ける者を除く。）

は、当該新規上場申請を行おうとする日から起

算して３か月前より後においては、新規上場申

請を行おうとする日その他の事項を記載した

「有価証券新規上場予備申請書」及び新規上場

申請に必要な書類に準じて作成した書類を提出

することにより、予備申請を行うことができる。

（新設） 

２ 前項の規定により予備申請が行われた場合に

は、第１３０５条及び第１３０６条に適合する

見込みがあるかどうかについて審査を行う。 

 

３ 第１３０４条第５項の規定は、前項の審査を

行う場合について準用する。 

 

  

（上場契約等）  

第１３０３条 当取引所が新規上場申請に係るベ

ンチャーファンドを上場する場合には、新規上

場申請に係るベンチャーファンド発行投資法人

及びベンチャーファンド資産運用会社（以下「新

規ベンチャーファンド上場申請者」という。）

（新設） 
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は、施行規則で定める当取引所所定の「ベンチ

ャーファンド上場契約書」を提出するものとす

る。 

２ 前項による上場契約は、新規上場申請に係る

ベンチャーファンドの上場日にその効力を生ず

るものとする。 

 

３ 当取引所は、新規上場申請に係るベンチャー

ファンドの上場日にその銘柄について上場有価

証券原簿に記載するものとする。 

 

  

（新規上場申請に係る提出書類等）  

第１３０４条 ベンチャーファンドの新規上場を

申請しようとする新規ベンチャーファンド上場

申請者は、当取引所所定の「有価証券新規上場

申請書」及び施行規則で定める当取引所所定の

「新規上場申請に係る宣誓書」を提出するもの

とする。 

（新設） 

２ 前項に規定する「有価証券新規上場申請書」

には、施行規則で定める書類を添付するものと

する。 

 

３ 第１３０１条第２項の規定に基づき設立前に

新規上場申請する場合は、前項に定める添付書

類のうち新規上場申請時に提出することができ

ない書類（当取引所がやむを得ないものとして

その都度認めるものに限る。）については、提

出することができることとなった後直ちに提出

すれば足りるものとする。 

 

４ 新規ベンチャーファンド上場申請者は、新規

上場申請日の直前営業期間の末日の１年前の日

以後上場することとなる日までに内閣総理大臣

等に新規上場申請銘柄の募集又は売出しに関す

る届出又は通知書の提出を行った場合その他の

施行規則で定める場合のいずれかに該当するこ

ととなるときには、施行規則で定める書類を施

行規則で定めるところにより提出するものとす

る。 
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５ 当取引所は、上場審査のため必要と認めると

きには、新規ベンチャーファンド上場申請者に

対し前各項に規定する書類のほか参考となるべ

き報告又は資料の提出その他上場審査に対する

協力を求めることができるものとする。 

 

６ 新規ベンチャーファンド上場申請者は、当取

引所が新規上場申請に係るベンチャーファンド

の上場を承認した場合には、前各項の規定によ

り提出した書類のうち施行規則で定める書類を

上場前及び上場後において当取引所が公衆の縦

覧に供すること（新規ベンチャーファンド上場

申請者が上場ベンチャーファンドに係るベンチ

ャーファンド発行投資法人及びベンチャーファ

ンド資産運用会社となった後も含む。）に同意

するものとする。 

 

７ 新規ベンチャーファンド上場申請者は、当取

引所が当該ベンチャーファンドの上場を承認し

た場合には、当取引所所定の「取引所規則の遵

守に関する確認書」を提出するものとする。 

 

  

（上場審査の形式要件）  

第１３０５条 ベンチャーファンドの上場審査

は、次の各号に適合するものを対象として行う

ものとする。この場合における当該各号の取扱

いは施行規則で定める。 

（新設） 

（１） 新規上場申請に係るベンチャーファン

ド資産運用会社が、一般社団法人投資信託協

会の会員であること。 

 

（２） 新規上場申請銘柄が、次のａからｈま

でに適合していること。 

 

ａ 運用資産等の比率  

運用資産等の総額に占める未公開株等、

未公開株等関連資産及び上場後５年以内の

株券等への投資額の合計額のうち施行規則

で定める金額（以下「未公開株等投資額」

という。）の比率が７０％以上となり、か
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つ、未公開株等投資額に占める未公開株等

への投資額の比率が５０％以上となる見込

みのあること。 

ｂ 上場投資口口数  

上場投資口口数が、上場の時までに２，

０００単位以上となる見込みのあること。 

 

ｃ 純資産総額  

純資産総額が、上場の時までに３０億円

以上となる見込みのあること。 

 

ｄ 投資口の分布状況  

次の（ａ）及び（ｂ）に適合すること。  

（ａ） 大口投資主が所有する投資口の総

口数が、上場の時までに、上場投資口口

数の８０％以下になる見込みのあるこ

と。 

 

（ｂ） 大口投資主を除く１単位以上の投

資口を所有する投資主の数が、上場の時

までに３００人以上となる見込みのある

こと。 

 

ｅ 虚偽記載又は不適正意見等  

次の（ａ）及び（ｂ）に適合しているこ

と。 

 

（ａ） 最近２年間に終了する各営業期間

（当該新規上場申請に係るベンチャーフ

ァンド発行投資法人の設立後の期間に限

る。以下このｅにおいて同じ。）の財務

諸表等又は各営業期間の中間財務諸表等

が記載又は参照される有価証券報告書等

に虚偽記載を行っていないこと。 

 

（ｂ） 最近２年間に終了する各営業期間

の財務諸表等に添付される監査報告書及

び最近１年間に終了する営業期間の中間

財務諸表等に添付される中間監査報告書

において、公認会計士等の「無限定適正意

見」若しくは「除外事項を付した限定付適正

意見」又は「中間財務諸表等が有用な情報を
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表示している旨の意見」若しくは「除外事項

を付した限定付意見」が記載されているこ

と。ただし、施行規則で定める場合は、

この限りでない。 

ｆ 規約の記載事項  

新規上場申請に係るベンチャーファンド

発行投資法人の規約において、次の（ａ）

から（ｇ）までに掲げる事項が記載されて

いること。 

 

（ａ） 運用資産等の総額に占める未公開

株等投資額の比率を７０％以上とする旨

及び未公開株等投資額に占める未公開株

等への投資額の比率を原則として５０％

以上とする旨 

 

（ｂ） 未公開株等、未公開株等関連資産

及び上場後５年以内の株券等以外の資産

が、流動資産等及び運用資産等に係る価

格変動による損失の危険その他の危険を

減殺することを目的とし、かつ、当該損

失の危険その他の危険を減殺することが

客観的に認められる取引に係る権利その

他の資産に限られる旨。ただし、施行規

則で定める場合は、この限りでない。 

 

（ｃ） 特定の投資先に取得時における純

資産総額の１０％を超えて投資しない旨 

 

（ｄ） 配当可能利益を超えて金銭の分配

をしない旨 

 

（ｅ） 資金の借入れ及び投資法人債券の

募集をしない旨 

 

（ｆ） 投資主の請求による投資口の払戻

しをしない旨 

 

（ｇ） 営業期間として定める期間が６か

月以上であること。 

 

ｇ 指定振替機関における取扱い  

指定振替機関の振替業における取扱いの

対象であること又は上場の時までに取扱い
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の対象となる見込みのあること。 

ｈ 投資主名簿等管理人の設置  

投資信託法第１６６条第２項第８号に規

定する投資主名簿等管理人が当取引所の承

認する機関として施行規則で定めるもので

あること。 

 

  

（上場審査）  

第１３０６条 ベンチャーファンドの上場審査

は、次の各号に適合するかどうかについて行う

ものとする。 

（新設） 

（１） 運用資産等である未公開株等及び未公

開株等関連資産の評価を適正に行うことがで

きる状況にあること。 

 

（２） 新規ベンチャーファンド上場申請者が、

当該ベンチャーファンドに関する情報の開示

を適正に行うことができる状況にあること。 

 

（３） その他公益又は投資者保護の観点から、

その上場が適当でないと認められるものでな

いこと。 

 

２ 前項各号に適合するかどうかの審査は、ベン

チャーファンドの新規上場申請書類（第１３０

４条の規定に基づき新規ベンチャーファンド上

場申請者が提出した書類をいう。）及び質問に

基づき行うものとする。 

 

３ 第１項の審査に関して必要な事項は、上場審

査等に関するガイドラインをもって定める。 

 

  

（テクニカル上場）  

第１３０７条 前２条の規定にかかわらず、次の

各号に掲げる場合において、当該合併後に存続

する投資法人又は当該合併により設立される投

資法人の発行するベンチャーファンドの新規上

場が遅滞なく申請されるときにおける上場審査

は、当該各号に定める基準によるものとする。 

（新設） 

（１） 上場ベンチャーファンドに係るベンチ 
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ャーファンド発行投資法人が非上場ベンチャ

ーファンドに係るベンチャーファンド発行投

資法人に吸収合併され、当該吸収合併による

解散により当該上場ベンチャーファンドが上

場廃止となる場合 

第１３０５条第１号並びに第２号ａ、ｂ及

びｅからｈまでに適合していること。 

 

（２） 上場ベンチャーファンドに係るベンチ

ャーファンド発行投資法人が他の上場ベンチ

ャーファンドに係るベンチャーファンド投資

法人と新設合併し、当該新設合併による解散

により当該上場ベンチャーファンドが上場廃

止となる場合 

 

ａ 第１３０５条第１号並びに第２号ｂ及び

ｆからｈまでに適合していること。 

 

ｂ 当該上場ベンチャーファンドに係るベン

チャーファンド発行投資法人が、第１３１

８条第２項第１号前段に該当している場合

には、新規上場申請に係るベンチャーファ

ンド発行投資法人が、新規上場の時までに

同号前段に該当しない見込みのあること。 

 

（３） 上場ベンチャーファンドに係るベンチ

ャーファンド発行投資法人が非上場ベンチャ

ーファンドに係るベンチャーファンド発行投

資法人と新設合併し、当該新設合併による解

散により当該上場ベンチャーファンドが上場

廃止となる場合 

 

ａ 第１３０５条第１号並びに第２号ａ、ｂ

及びｆからｈまでに適合していること。 

 

ｂ 当該非上場ベンチャーファンドが、第１

３０５条第２号ｅに適合していること。こ

の場合における同ｅの（ａ）の規定の適用

については、同（ａ）中「新規上場申請に

係るベンチャーファンド発行投資法人」と

あるのは「非上場ベンチャーファンドに係

るベンチャーファンド発行投資法人」とす
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る。 

２ 前項の規定により上場されるベンチャーファ

ンドの上場日は、吸収合併又は新設合併がその

効力を生ずる日とする。ただし、新規上場申請

の時期等により当該日に上場することが不可能

又は困難であるときは、この限りでない。 

 

  

（上場前の公募又は売出し等）  

第１３０８条 ベンチャーファンドの新規上場申

請日から上場日の前日までの期間に行われる公

募（一般募集によるベンチャーファンドの新た

な発行をいう。以下この章において同じ。）又

は売出し（上場審査について前条の規定の適用

を受ける銘柄の公募又は売出し及び国内の他の

金融商品取引所に上場されているベンチャーフ

ァンドの公募又は売出しを除く。）及び投資法

人の設立（設立後速やかにその発行するベンチ

ャーファンドの新規上場申請を行う場合に限

る。）の際に行われる公募並びに上場前に行わ

れるベンチャーファンドの発行（上場審査につ

いて同条の規定の適用を受ける銘柄に係る発行

及び国内の他の金融商品取引所に上場されてい

るベンチャーファンドに係る発行を除く。）に

関する必要な事項については、施行規則で定め

る。 

（新設） 

  

（新証券の上場申請）  

第１３０９条 上場ベンチャーファンドに係るベ

ンチャーファンド発行投資法人が当取引所に上

場していない新たなベンチャーファンドの上場

を申請する場合には、当該上場ベンチャーファ

ンドに係るベンチャーファンド発行投資法人及

びベンチャーファンド資産運用会社（以下「上

場ベンチャーファンド発行者等」という。）が

当取引所所定の「有価証券上場申請書」を提出

するものとする。 

（新設） 
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２ 上場ベンチャーファンド発行者等は、新たに

ベンチャーファンドを発行する場合には、原則

として、その発行に先立ちその都度前項の上場

申請の手続をとるものとする。 

 

３ 当取引所は、第１項の上場申請により、同項

の新たなベンチャーファンドを上場する場合に

は、その上場日に、上場有価証券原簿の記載事

項を変更するものとする。 

 

  

（新証券の上場）  

第１３１０条 前条の規定により上場申請があっ

た場合には、次の各号に掲げるところにより原

則として上場を承認するものとする。この場合

における取扱いは施行規則で定める。 

（新設） 

（１） 上場ベンチャーファンドに係るベンチ

ャーファンド発行投資法人の新たに発行され

るベンチャーファンドが上場ベンチャーファ

ンドと権利関係を異にする場合であって、施

行規則で定める基準に該当する場合には、当

該ベンチャーファンドはその発行された時に

上場する。 

 

（２） 前号に該当する場合のほか、新たに発

行されるベンチャーファンドは、その発行さ

れた時（上場ベンチャーファンドと権利関係

を異にするベンチャーファンドについては権

利関係が同一となった時）に、上場ベンチャ

ーファンドに追加して上場する。 

 

  

（変更上場申請）  

第１３１１条 上場ベンチャーファンド発行者等

が、当該ベンチャーファンドの銘柄、数量等を

変更しようとする場合は、当取引所所定の「有

価証券変更上場申請書」を提出するものとする。

（新設） 

２ 当取引所は、前項の規定により変更上場を行

う場合には、その上場日に、上場有価証券原簿

の記載事項を変更する。 
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（上場ベンチャーファンドに関する情報の開

示） 

 

第１３１２条 上場ベンチャーファンド発行者等

は、当該上場ベンチャーファンド、上場ベンチ

ャーファンド発行者等及び上場ベンチャーファ

ンドの運用資産等に関する情報の適時開示を行

わなければならない。 

（新設） 

２ 上場ベンチャーファンド発行者等は、次の各

号のいずれかに該当する場合（第１号及び第３

号に掲げる事項にあっては、施行規則で定める

基準に該当するものその他の投資者の投資判断

に及ぼす影響が軽微なものと当取引所が認める

ものを除く。）は、施行規則で定めるところに

より、直ちにその内容を開示しなければならな

い。 

 

（１） 上場ベンチャーファンドに係るベンチ

ャーファンド発行投資法人が次のａからｍま

でに掲げる事項のいずれかを行うことについ

ての決定をした場合（当該決定に係る事項を

行わないことを決定した場合を含む。） 

 

ａ 投資口の併合又は分割  

ｂ 投資口の追加発行又は売出し  

ｃ 合併  

ｄ 規約の変更又は解散  

ｅ 国内の金融商品取引所に対するベンチャ

ーファンドの上場の廃止に係る申請 

 

ｆ 破産手続開始又は再生手続開始の申立て  

ｇ 有価証券報告書又は半期報告書に記載さ

れる財務諸表等又は中間財務諸表等の監査

証明を行う公認会計士等の異動 

 

ｈ 未公開株等評価機関の異動  

ⅰ 役員の異動  

ｊ 金銭の分配  

ｋ １単位の投資口口数の変更  

ｌ 投資主名簿に関する事務を当取引所の承 
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認する機関に委託しないこと。 

ｍ ａから前ｌまでに掲げる事項のほか、上

場ベンチャーファンド又は上場ベンチャー

ファンドに係るベンチャーファンド発行投

資法人の運営、業務若しくは財産に関する

重要な事項であって投資者の投資判断に著

しい影響を及ぼすもの 

 

（２） 上場ベンチャーファンドに係るベンチ

ャーファンド発行投資法人に、次のａからｊ

までに掲げる事実のいずれかが発生した場合 

 

ａ 業務改善命令、登録の取消しその他これ

らに準ずる行政庁による法令に基づく処分

又は行政庁による法令違反に係る告発 

 

ｂ 法令上の解散事由への該当  

ｃ 法律の規定に基づく破産手続若しくは再

生手続を必要とするに至った場合又はこれ

に準ずる状態になった場合 

 

ｄ 純資産の額が投資信託法第１２４条第１

項に定める基準純資産額を下回るおそれが

生じたこと。 

 

ｅ 有価証券報告書又は半期報告書に記載さ

れる財務諸表等又は中間財務諸表等の監査

証明を行う公認会計士等の異動（業務執行

を決定する機関が、当該公認会計士等の異

動を行うことについての決定をした場合

（当該決定に係る事項を行わないことを決

定した場合を含む。）において、前号ｇの

規定に基づきその内容を開示した場合を除

く。） 

 

ｆ 未公開株等評価機関の異動（業務執行を

決定する機関が、当該未公開株等評価機関

の異動を行うことについての決定をした場

合（当該決定に係る事項を行わないことを

決定した場合を含む。）において、前号ｈ

の規定に基づきその内容を開示した場合を

除く。） 
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ｇ ２人以上の公認会計士又は監査法人によ

る監査証明府令第３条第１項の監査報告書

又は中間監査報告書を添付した有価証券報

告書又は半期報告書を、内閣総理大臣等に

対して、法第２４条第１項又は第２４条の

５第１項に定める期間内に提出できる見込

みのないこと及び当該期間内に提出しなか

ったこと（当該期間内に提出できる見込み

のない旨の開示を行った場合を除く。）、

これらの開示を行った後提出したこと並び

に当該期間の延長に係る内閣総理大臣等の

承認を受けたこと。 

 

ｈ 投資主による投資主総会の招集の請求  

ⅰ 投資主名簿に関する事務の委託契約の解

除の通知の受領その他投資主名簿に関する

事務を当取引所の承認する機関に委託しな

いこととなるおそれが生じたこと又は投資

主名簿に関する事務を当取引所の承認する

機関に委託しないこととなったこと。 

 

ｊ ａから前ｉに掲げる事実のほか、上場ベ

ンチャーファンド又は上場ベンチャーファ

ンドに係るベンチャーファンド発行投資法

人の運営、業務若しくは財産に関する重要

な事実であって投資者の投資判断に著しい

影響を及ぼすもの 

 

（３） 上場ベンチャーファンドに係るベンチ

ャーファンド資産運用会社が次のａからｉま

でに掲げる事項のいずれかを行うことについ

ての決定をした場合（当該決定に係る事項を

行わないことを決定した場合を含む。） 

 

ａ 国内の金融商品取引所に対するベンチャ

ーファンドの上場の廃止に係る申請 

 

ｂ 合併  

ｃ 破産手続開始、再生手続開始又は更生手

続開始の申立て 

 

ｄ 解散（合併による解散を除く。）  
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ｅ 資産の運用に係る業務の廃止  

ｆ 会社分割（事業の全部を承継させる場合

に限る。） 

 

ｇ 事業の全部の譲渡  

ｈ 法に基づき内閣総理大臣等に対して行う

認可若しくは承認の申請又は届出 

 

ｉ ａから前ｈまでに掲げる事項のほか、上

場ベンチャーファンド又は上場ベンチャー

ファンドに係るベンチャーファンド資産運

用会社の運営、業務若しくは財産に関する

重要な事項であって投資者の投資判断に著

しい影響を及ぼすもの 

 

（４） 上場ベンチャーファンドに係るベンチ

ャーファンド資産運用会社に、次のａからｅ

までに掲げる事実のいずれかが発生した場合 

 

ａ 業務改善命令、登録の取消しその他これ

らに準ずる行政庁による法令に基づく処分

又は行政庁による法令違反に係る告発 

 

ｂ 一般社団法人投資信託協会の会員でなく

なること。 

 

ｃ 当該上場ベンチャーファンドに係るベン

チャーファンド資産運用会社でなくなるこ

と。 

 

ｄ 債権者その他の当該上場ベンチャーファ

ンドに係るベンチャーファンド資産運用会

社以外の者による破産手続開始又は再生手

続開始の申立て 

 

ｅ ａから前ｄまでに掲げる事実のほか、上

場ベンチャーファンド又は上場ベンチャー

ファンドに係るベンチャーファンド資産運

用会社の運営、業務若しくは財産に関する

重要な事実であって投資者の投資判断に著

しい影響を及ぼすもの 

 

３ 上場ベンチャーファンドの運用資産等に関す

る情報の適時開示については、上場ベンチャー

ファンド発行者等は、次の各号のいずれかに該
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当する場合（第１号に掲げる事項にあっては、

施行規則で定める基準に該当するものその他の

投資者の投資判断に及ぼす影響が軽微なものと

当取引所が認めるものを除く。）は、施行規則

で定めるところにより、直ちにその内容を開示

しなければならない。 

（１） 上場ベンチャーファンドに係るベンチ

ャーファンド資産運用会社が次のａ又はｂに

掲げる事項を行うことについての決定をした

場合（当該決定に係る事項を行わないことを

決定した場合を含む。） 

 

ａ 運用資産等に係る資産の譲渡又は取得  

ｂ 前ａに掲げるもののほか、運用資産等に

関する重要な事項であって投資者の投資判

断に著しい影響を及ぼすもの 

 

（２） 運用資産等に次のａからｄまでに掲げ

る事実が発生した場合 

 

ａ 未公開株等が金融商品取引所に上場され

ることとなった場合（当該上場が延期され

ることとなった場合又は取り消されること

となった場合を含む。） 

 

ｂ 国内の金融商品取引所に上場されている

株券等又は外国金融商品取引所等に上場若

しくは継続的に取引されている株券等が上

場廃止又は登録取消しされることとなった

場合 

 

ｃ 未公開株等若しくは未公開株等関連資産

の発行者又は発行者以外の者が未公開株等

又は未公開株等関連資産の発行者の破産手

続開始、再生手続若しくは更生手続開始の

申立てを行った場合又はこれに準ずる状態

として施行規則で定める場合 

 

ｄ ａから前ｃまでに掲げるもののほか、運

用資産等に関する重要な事実であって投資

者の投資判断に著しい影響を及ぼすもの 

 

４ 上場ベンチャーファンド発行者等は、上場ベ 
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ンチャーファンドに係る営業期間又は中間営業

期間に係るファンドの決算の内容（施行規則で

定める情報を含む。）が定まった場合は、直ち

にその内容を開示しなければならない。 

５ 上場ベンチャーファンド発行者等は、当該上

場ベンチャーファンドの１口当たり純資産額

を、週１回開示しなければならない。 

 

６ 上場ベンチャーファンド発行者等は、運用資

産等に関する次の各号に掲げる事項を、月１回

開示しなければならない。 

 

（１） 上場後５年以内の株券等の銘柄  

（２） 未公開株等及び未公開株等関連資産の

発行者の概要 

 

（３） 直近の運用状況及び短期的な運用方針  

７ 第４１２条の規定は、上場ベンチャーファン

ド発行者等の会社情報の開示に係る審査等につ

いて準用する。 

 

８ 第４０１条、第４１１条の２、第４１３条、

第４１４条及び第４１６条の規定は、前各項の

規定に基づく開示について、第４１５条、第４

１７条及び第４４３条の規定は、上場ベンチャ

ーファンド発行者等についてそれぞれ準用す

る。 

 

  

（書類の提出等）  

第１３１３条 上場ベンチャーファンド発行者等

が当取引所に対して行う書類の提出等について

は、施行規則で定めるところによる。 

（新設） 

２ 上場ベンチャーファンド発行者等は、前項の

ほか、当取引所が正当な理由に基づき請求する

書類を遅滞なく提出するものとし、当該書類の

うち当取引所が必要と認める書類について当取

引所が公衆の縦覧に供することに同意するもの

とする。 

 

  

（有価証券報告書等の適正性に関する確認書）  
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第１３１４条 上場ベンチャーファンドに係るベ

ンチャーファンド発行投資法人は、有価証券報

告書若しくは半期報告書を内閣総理大臣等に提

出した場合又は運用報告書を投資主に交付した

場合には、当該上場ベンチャーファンドに係る

ベンチャーファンド発行投資法人の代表者がそ

の提出又は交付の時点において当該有価証券報

告書、半期報告書又は運用報告書に不実の記載

がないと認識している旨及びその理由を施行規

則で定めるところにより記載した書面を遅滞な

く当取引所に提出するものとする。この場合に

おいて、当該上場ベンチャーファンドに係るベ

ンチャーファンド発行投資法人は、当該書面を

当取引所が公衆の縦覧に供することに同意する

ものとする。 

（新設） 

  

（投資口の分割の効力発生日等）  

第１３１５条 上場ベンチャーファンド発行者等

は、上場ベンチャーファンドに係る投資口の分

割を行う場合には、当該分割に係る権利を受け

る者を確定するための基準日の翌日を当該分割

の効力発生日として定めるものとする。 

（新設） 

２ 上場ベンチャーファンド発行者等は、前項に

規定する場合において、投資主総会の決議を要

する等一定の要件を満たす必要があるときに

は、前項の分割を行うことが確定する日から起

算して４日目（休業日を除外する。）の日以後

の日を、当該分割に係る権利を受ける者を確定

するための基準日とするものとする。 

 

  

（上場ベンチャーファンドに関する行動規範）  

第１３１６条 上場ベンチャーファンド発行者等

は、流通市場に混乱をもたらすおそれ又は投資

主の利益の侵害をもたらすおそれのある上場ベ

ンチャーファンドに係る投資口の併合又は分割

を行わないものとする。 

（新設） 
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（実効性の確保）  

第１３１７条 第５０１条から第５０４条まで、

第５０６条及び第５０８条から第５１０条まで

の規定は、上場ベンチャーファンドに対する実

効性の確保について準用する。 

（新設） 

  

（上場廃止基準）  

第１３１８条 上場ベンチャーファンドが次の各

号のいずれかに該当する場合には、その上場を

廃止するものとする。この場合における当該各

号の取扱いは施行規則で定める。 

（新設） 

（１） 上場ベンチャーファンドに係るベンチ

ャーファンド発行投資法人が次のａからｃま

でのいずれかに該当する場合は、当該上場ベ

ンチャーファンドの上場を廃止する。 

 

ａ 法令上の解散事由への該当  

ｂ 法律の規定に基づく破産手続若しくは再

生手続を必要とするに至った場合又はこれ

に準ずる状態になった場合 

 

ｃ 未公開株等評価機関への委託を行わなく

なった場合 

 

（２） 上場ベンチャーファンドに係るベンチ

ャーファンド資産運用会社が次のａからｃま

でのいずれかに該当する場合は、当該上場ベ

ンチャーファンドの上場を廃止する。ただし、

当該資産の運用に係る業務の委託を受けた資

産運用会社が行っていた業務が他の資産運用

会社に引き継がれ、かつ、当該他の資産運用

会社が「ベンチャーファンド上場契約書」及

び第１３０４条第７項に規定する「取引所規

則の遵守に関する確認書」を提出するほか、

当該上場ベンチャーファンドが第１３０６条

第１項各号に適合する場合は、この限りでな

い。 

 

ａ 投資法人の資産の運用に係る業務に必要 
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な免許、認可又は登録等が、失効、取消し

又は登録変更等を受け、資産運用会社とし

ての業務を行わないこととなった場合 

ｂ 一般社団法人投資信託協会の会員でなく

なった場合 

 

ｃ 当該上場ベンチャーファンドに係るベン

チャーファンド資産運用会社でなくなった

場合 

 

２ 上場ベンチャーファンドの銘柄が、次の各号

のいずれかに該当する場合には、その上場を廃

止する。この場合における当該各号の取扱いは

施行規則で定める。 

 

（１） 運用資産等の比率  

上場ベンチャーファンドに係るベンチャー

ファンド発行投資法人に係る営業期間の末日

において、運用資産等の総額に占める未公開

株等投資額の比率が７０％未満又は未公開株

等投資額に占める未公開株等への投資額の比

率が５０％未満となった場合において、１年

以内に運用資産等の総額に占める未公開株等

投資額の比率が７０％以上、かつ、未公開株

等投資額に占める未公開株等への投資額の比

率が５０％以上とならないとき。ただし、施

行規則で定める場合は、この限りでない。 

 

（２） 上場投資口口数  

上場投資口口数が２，０００単位未満であ

る場合 

 

（３） 売買高  

毎年の１２月末日以前１年間の売買高が６

０単位未満である場合 

 

（４） 有価証券報告書等の提出遅延  

２人以上の公認会計士又は監査法人による

監査証明府令第３条第１項の監査報告書又は

中間監査報告書を添付した有価証券報告書又

は半期報告書を、法第２４条第１項又は第２

４条の５第１項に定める期間の経過後１か月
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以内（天災地変等、上場ベンチャーファンド

に係るベンチャーファンド発行投資法人の責

めに帰すべからざる事由によるものである場

合は、３か月以内）に、内閣総理大臣等に提

出しなかった場合 

（５） 虚偽記載又は不適正意見等  

次のａ又はｂに該当する場合  

ａ 上場ベンチャーファンドに係る有価証券

報告書等に虚偽記載を行い、かつ、その影

響が重大であると当取引所が認めた場合 

 

ｂ 上場ベンチャーファンドに係る財務諸表

等に添付される監査報告書又は中間財務諸

表等に添付される中間監査報告書におい

て、公認会計士等によって、監査報告書に

ついては「不適正意見」又は「意見の表明

をしない」旨（施行規則で定める場合を除

く。以下このｂにおいて同じ。）が、中間

監査報告書については「中間財務諸表等が

有用な情報を表示していない意見」又は「意

見の表明をしない」旨が記載され、かつ、

その影響が重大であると当取引所が認めた

場合 

 

（６） 上場契約違反等  

上場ベンチャーファンド発行者等が上場契

約に関する重大な違反を行った場合として施

行規則で定める場合、第１３０４条第１項の

規定により提出した宣誓書において宣誓した

事項について重大な違反を行った場合又は上

場契約を締結すべき者が上場契約の当事者で

なくなることとなった場合。ただし、上場ベ

ンチャーファンドに係るベンチャーファンド

資産運用会社が、前項第２号ただし書に該当

する場合は、この限りでない。 

 

（７） 規約の記載事項  

上場ベンチャーファンドに係るベンチャー

ファンド発行投資法人の規約において、次の
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ａからｇまでのいずれかに掲げる変更が行わ

れる場合 

ａ 運用資産等の総額に占める未公開株等投

資額の比率を７０％以上とする旨又は未公

開株等投資額に占める未公開株等への投資

額の比率を原則として５０％以上とする旨

の定めがなくなること。 

 

ｂ 未公開株等、未公開株等関連資産及び上

場後５年以内の株券等以外の資産が、流動

資産等及び運用資産等に係る価格変動によ

る損失の危険その他の危険を減殺すること

を目的とし、かつ、当該損失の危険その他

の危険を減殺することが客観的に認められ

る取引に係る権利その他の資産に限られる

旨の定めがなくなること。ただし、施行規

則で定める場合は、この限りでない。 

 

ｃ 特定の投資先に取得時における純資産総

額の１０％を超えて投資をしない旨の定め

がなくなること。 

 

ｄ 配当可能利益を超えて金銭の分配をしな

い旨の定めがなくなること。 

 

ｅ 資金の借入れ及び投資法人債券の募集を

しない旨の定めがなくなること。 

 

ｆ 投資主の請求により投資口の払戻しを行

えることとなること。 

 

ｇ 営業期間が６か月未満となる場合  

（８） 指定振替機関における取扱い  

当該銘柄が指定振替機関の振替業における

取扱いの対象とならないこととなった場合 

 

（９） 投資主名簿管理人等の設置  

投資主名簿に関する事務を第１３０５条第

２号ｈに規定する当取引所の承認する機関に

委託しないこととなった場合又は委託しない

ことが確実となった場合 

 

（１０） 反社会的勢力の関与  

上場ベンチャーファンド発行者等が反社会  



 

131 

的勢力の関与を受けているものとして施行規

則で定める関係を有している事実が判明した

場合において、その実態が当取引所の市場に

対する投資主及び投資者の信頼を著しく毀損

したと当取引所が認めるとき 

（１１） その他  

前各号のほか、公益又は投資者保護のため、

当取引所が当該銘柄の上場廃止を適当と認め

た場合 

 

３ 前項第１号の審査は、当取引所が定めるとこ

ろにより、上場ベンチャーファンドに係るベン

チャーファンド発行投資法人に係る毎営業期間

の末日以外の時現在の資料に基づいて審査を行

うことができる。 

 

４ 第６０７条の規定は、前３項の規定に基づく

上場廃止に係る審査について準用する。 

 

  

（当取引所への協力義務）  

第１３１９条 上場ベンチャーファンド発行者等

は、当取引所が上場ベンチャーファンドの上場

廃止に係る該当性の判断に必要と認めて、財務

諸表等又は中間財務諸表等の監査証明を行う公

認会計士等（当該公認会計士等であった者を含

む。次項において同じ。）に対して事情説明等

を求める場合には、これに協力するものとする。

（新設） 

２ 上場ベンチャーファンド発行者等は、前項の

規定により当取引所が当該公認会計士等に対し

て事情説明等を求めるため、当取引所が請求し

た場合には、当該公認会計士等が事情説明等に

応じることについて同意する旨の書面を速やか

に提出しなければならない。 

 

  

（上場廃止日）  

第１３２０条 上場ベンチャーファンドの上場廃

止が決定した場合における上場廃止日の取扱い

は、施行規則で定める。 

（新設） 
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（監理銘柄の指定）  

第１３２１条 上場ベンチャーファンドが上場廃

止のおそれがある場合には、当取引所は、施行

規則で定めるところにより、その事実を投資者

に周知させるため、当該上場ベンチャーファン

ドを監理銘柄に指定することができる。 

（新設） 

  

（整理銘柄の指定）  

第１３２２条 上場ベンチャーファンドの上場廃

止が決定された場合には、当取引所は、その事

実を投資者に周知させるため、施行規則で定め

るところにより、上場廃止日の前日までの間、

当該上場ベンチャーファンドを整理銘柄に指定

することができる。 

（新設） 

  

（上場に関する料金）  

第１３２３条 新規上場申請に係るベンチャーフ

ァンド発行投資法人及び上場ベンチャーファン

ドに係るベンチャーファンド発行投資法人は、

上場審査料、予備審査料、新規上場料、追加発

行時の追加上場料及び年間上場料その他の上場

に関する料金を施行規則で定めるところにより

支払うものとする。 

（新設） 

  

（テクニカル上場時の引継ぎ）  

第１３２４条 上場ベンチャーファンドに係るベ

ンチャーファンド発行投資法人が第１３０７条

の規定の適用を受けて上場したベンチャーファ

ンド発行投資法人である場合における当該上場

ベンチャーファンドに係るベンチャーファンド

発行投資法人（当該投資法人が発行する上場ベ

ンチャーファンド及びベンチャーファンド資産

運用会社を含む。以下この条において同じ。）

に対する施行規則で定める規定の適用について

は、当該上場ベンチャーファンドに係るベンチ

（新設） 
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ャーファンド発行投資法人を同条の規定の適用

に伴い上場廃止となったベンチャーファンド投

資法人（当該投資法人が発行するベンチャーフ

ァンド及びベンチャーファンド資産運用会社を

含む。）と同一のものとみなして、これを取り

扱うものとする。ただし、当取引所が適当でな

いと認める場合は、この限りでない。 

  

（準用規定）  

第１３２５条 第４２４条、第４２９条、第６０

８条及び第６１２条の規定は、ベンチャーファ

ンドについて準用する。 

（新設） 

  

第４章 カントリーファンド （新設） 

  

（カントリーファンドの新規上場申請）  

第１４０１条 カントリーファンドの新規上場

は、当該カントリーファンドの発行者である外

国投資法人（以下「カントリーファンド発行投

資法人」という。）及び当該外国投資法人から

資産の運用に係る業務の委託を受けた資産運用

会社（以下「カントリーファンド資産運用会社」

という。）からの申請により行うものとする。 

（新設） 

２ 新規上場申請に係るカントリーファンドの審

査は、第１４０５条及び第１４０６条の規定に

よるものとする。 

 

  

（予備申請）  

第１４０２条 カントリーファンドの新規上場申

請を行おうとするカントリーファンド発行投資

法人及びカントリーファンド資産運用会社は、

当該新規上場申請を行おうとする日から起算し

て３か月前より後においては、新規上場申請を

行おうとする日その他の事項を記載した「有価

証券新規上場予備申請書」及び新規上場申請に

必要な書類に準じて作成した書類を提出するこ

（新設） 
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とにより、予備申請を行うことができる。 

２ 前項の規定により予備申請が行われた場合に

は、第１４０５条及び第１４０６条に適合する

見込みがあるかどうかについて審査を行う。 

 

３ 第１４０４条第５項の規定は、前項の審査を

行う場合について準用する。 

 

  

（上場契約等）  

第１４０３条 当取引所が新規上場申請に係るカ

ントリーファンドを上場する場合には、新規上

場申請に係るカントリーファンド発行投資法人

は、施行規則で定める当取引所所定の「カント

リーファンド上場契約書」を提出するものとす

る。 

（新設） 

２ 前項による上場契約は、新規上場申請に係る

カントリーファンドの上場日にその効力を生ず

るものとする。 

 

３ 当取引所は、新規上場申請に係るカントリー

ファンドの上場日にその銘柄について上場有価

証券原簿に記載するものとする。 

 

  

（新規上場申請に係る提出書類等）  

第１４０４条 新規上場申請に係るカントリーフ

ァンド発行投資法人及びカントリーファンド資

産運用会社（以下「新規カントリーファンド上

場申請者」という。）は、新規上場申請を行う

時に、当取引所所定の「有価証券新規上場申請

書」及び施行規則で定める当取引所所定の「新

規上場申請に係る宣誓書」を提出するものとす

る。 

（新設） 

２ 前項に規定する「有価証券新規上場申請書」

には施行規則で定める書類を添付するものとす

る。 

 

３ 新規上場申請に係るカントリーファンド発行

投資法人は、新規上場申請日の直前営業期間の

末日の１年前の日以後上場することとなる日ま
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でに内閣総理大臣等に新規上場申請銘柄の募集

又は売出しに関する届出又は通知書の提出を行

った場合その他の施行規則で定める場合のいず

れかに該当することとなるときには、施行規則

で定める書類を施行規則で定めるところにより

提出するものとする。 

４ 前３項の規定にかかわらず、新規カントリー

ファンド上場申請者が、国内の他の金融商品取

引所に上場するカントリーファンドの発行者で

ある場合には、当該新規カントリーファンド上

場申請者が提出すべき書類の一部を省略するこ

とができる。 

 

５ 当取引所は、上場審査のため必要と認めると

きには、新規カントリーファンド上場申請者に

対し前各項に規定する書類のほか参考となるべ

き報告又は資料の提出その他上場審査に対する

協力を求めることができるものとする。 

 

６ 新規カントリーファンド上場申請者は、当取

引所が上場申請に係る有価証券の上場を承認し

た場合には、第２項から前項までに掲げる書類

のうち施行規則で定める書類を上場前及び上場

後において当取引所が公衆の縦覧に供すること

（新規カントリーファンド上場申請者が上場カ

ントリーファンドに係るカントリーファンド発

行投資法人となった後も含む。）に同意するも

のとする。 

 

７ 新規上場申請に係るカントリーファンド発行

投資法人は、当取引所が当該カントリーファン

ドの上場を承認した場合には、当取引所所定の

「取引所規則の遵守に関する確認書」を提出す

るものとする。 

 

  

（上場審査の形式要件）  

第１４０５条 カントリーファンドの上場審査

は、次の各号に適合するものを対象として行う

ものとする。この場合における当該各号の取扱

（新設） 
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いは施行規則で定める。 

（１） 新規上場申請に係るカントリーファン

ド資産運用会社が、外国の法令に基づきカン

トリーファンド発行投資法人の資産の運用に

係る業務に必要な免許、認可又は登録等を受

けていること。 

 

（２） 新規上場申請銘柄が、次のａからｉま

でに適合していること。 

 

ａ 上場投資口口数  

施行規則で定める上場投資口口数が、上

場の時までに４００万口以上となる見込み

のあること。 

 

ｂ 純資産総額  

純資産総額が、上場の時までに５０億円

以上となる見込みのあること。 

 

ｃ 利益の額  

新規上場申請日の直前営業期間（当該新

規上場申請に係るカントリーファンド発行

投資法人の設立後の期間に限る。）におい

て利益の額を計上していること又は当該営

業期間の末日において剰余金を計上してい

ること。 

 

ｄ 本邦内投資主数  

本邦内における投資主の数が、上場の時

までに６００人以上となる見込みのあるこ

と。 

 

ｅ 虚偽記載又は不適正意見等  

次の（ａ）から（ｃ）までに適合してい

ること。 

 

（ａ） 最近２年間に終了する各営業期間

（当該新規上場申請に係るカントリーフ

ァンド発行投資法人の設立後の期間に限

る。以下このｅにおいて同じ。）の財務

諸表等又は中間財務諸表等が記載又は参

照される有価証券報告書等に虚偽記載を

行っていないこと。 
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（ｂ） 最近２年間に終了する各営業期間

の財務諸表等に添付される監査報告書

（最近１年間に終了する営業期間の財務

諸表等に添付されるものを除く。）にお

いて、公認会計士等の「無限定適正意見」

若しくは「除外事項を付した限定付適正意

見」が記載されていること。ただし、施

行規則で定める場合は、この限りでない。

 

（ｃ） 最近１年間に終了する営業期間の

財務諸表等に添付される監査報告書及び

最近１年間に終了する営業期間における

中間営業期間の中間財務諸表等に添付さ

れる中間監査報告書において、公認会計

士等の「無限定適正意見」又は「中間財

務諸表等が有用な情報を表示している旨

の意見」が記載されていること。ただし、

施行規則で定める場合は、この限りでな

い。 

 

ｆ 投資主による投資口の払戻し請求  

新規上場申請に係るカントリーファンド

発行投資法人の規約において、次の（ａ）

及び（ｂ）に掲げる事項が記載されている

こと。 

 

（ａ） 投資主に対して金銭の分配を行う旨  

（ｂ） 投資主の請求による投資口の払戻し

をしない旨 

 

ｇ 投資口の譲渡制限  

投資口の譲渡につき制限を行っていない

こと又は上場の時までに制限を行わないこ

ととなる見込みのあること。 

 

ｈ 指定振替機関における取扱い  

指定振替機関の外国株券等保管振替決済

業務における取扱いの対象であること又は

上場の時までに取扱いの対象となる見込み

のあること。 

 

ｉ 外国金融商品取引所等における流通  
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外国金融商品取引所等における流通の状

況が円滑であると認められること。 

 

  

（上場審査）  

第１４０６条 カントリーファンドの上場審査

は、次の各号に適合するかどうかについて行う

ものとする。 

（新設） 

（１） 新規上場申請に係るカントリーファン

ド発行投資法人が、当該カントリーファンド

に関する情報の開示を適正に行うことができ

る状況にあること。 

 

（２） その他公益又は投資者保護の観点から、

その上場が適当でないと認められるものでな

いこと。 

 

２ 前項各号に適合するかどうかの審査は、カン

トリーファンドの新規上場申請書類（第１４０

４条の規定に基づき新規カントリーファンド上

場申請者が提出した書類をいう。）及び質問に

基づき行うものとする。 

 

３ 第１項の審査に関して必要な事項は、上場審

査等に関するガイドラインをもって定める。 

 

  

（新証券の上場申請）  

第１４０７条 上場カントリーファンドに係るカ

ントリーファンド発行投資法人が当取引所に上

場していない新たなカントリーファンドの上場

を申請する場合には、当該上場カントリーファ

ンドに係るカントリーファンド発行投資法人及

びカントリーファンド資産運用会社（以下「上

場カントリーファンド発行者等」という。）が

当取引所所定の「有価証券上場申請書」を提出

するものとする。 

（新設） 

２ 上場カントリーファンド発行者等は、新たに

カントリーファンドを発行する場合には、原則

として、その発行に先立ちその都度前項の上場

申請の手続をとるものとする。 
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３ 当取引所は、第１項の上場申請により、同項

の新たなカントリーファンドを上場する場合に

は、その上場日に、上場有価証券原簿の記載事

項を変更するものとする。 

 

  

（新証券の上場）  

第１４０８条 前条の規定により上場申請があっ

た場合には、次の各号に掲げるところにより原

則として上場を承認するものとする。この場合

における取扱いは施行規則で定める。 

（新設） 

（１） 新たに発行される投資口に係るカント

リーファンドは、その発行された時（上場カ

ントリーファンドと権利関係を異にするカン

トリーファンドについては権利関係が同一と

なった時）に、上場カントリーファンドに追

加して上場する。 

 

（２） 上場カントリーファンドに係るカント

リーファンド発行投資法人の分配再投資等に

より追加発行されるカントリーファンドで発

行の都度上場申請を行うことが困難なカント

リーファンドの発行が行われる場合は、発行

投資口口数を確認する前においても、上場カ

ントリーファンドに追加して上場する。 

 

  

（変更上場申請）  

第１４０９条 上場カントリーファンド発行者等

が、当該上場カントリーファンドの銘柄、数量

等を変更しようとする場合は、当取引所所定の

「有価証券変更上場申請書」を提出するものと

する。 

（新設） 

２ 当取引所は、前項の規定により変更上場を行

う場合には、その上場日に、上場有価証券原簿

の記載事項を変更する。 

 

  

（上場カントリーファンドに関する情報の開

示） 
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第１４１０条 上場カントリーファンドに係るカ

ントリーファンド発行投資法人は、当該上場カ

ントリーファンド及び上場カントリーファンド

発行者等に関する情報の適時開示を行わなけれ

ばならない。 

（新設） 

２ 上場カントリーファンドに係るカントリーフ

ァンド発行投資法人は、次の各号のいずれかに

該当する場合（第１号及び第３号に掲げる事項

にあっては、施行規則で定める基準に該当する

ものその他の投資者の投資判断に及ぼす影響が

軽微なものと当取引所が認めるものを除く。）

は、施行規則で定めるところにより、直ちにそ

の内容を開示しなければならない。 

 

（１） 上場カントリーファンドに係るカント

リーファンド発行投資法人が次のａからｍま

でに掲げる事項のいずれかを行うことについ

ての決定をした場合（当該決定に係る事項を

行わないことを決定した場合を含む。） 

 

ａ 投資口の併合又は分割  

ｂ 投資口の追加発行又は売出し  

ｃ 投資法人債の募集又は資金の借入れ  

ｄ 自己投資口の取得  

ｅ 金銭の分配  

ｆ 合併  

ｇ 規約の変更又は解散  

ｈ 名称の変更  

ｉ 営業期間の末日の変更  

ｊ 国内の金融商品取引所又は外国金融商

品取引所等に対するカントリーファンドの

上場の廃止又は登録の取消しに係る申請 

 

ｋ 上場カントリーファンドに係るカントリ

ーファンド発行投資法人の委託を受けてそ

の資産の運用、保管その他の業務に係る事

務を行う者の変更 

 

ｌ 破産手続開始又は再生手続開始の申立て  

ｍ 有価証券報告書又は半期報告書に記載さ 
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れる財務諸表等又は中間財務諸表等の監査

証明を行う公認会計士等の異動 

（２） 上場カントリーファンドに係るカント

リーファンド発行投資法人に、次のａからｆ

までに掲げる事実のいずれかが発生した場合 

 

ａ 業務改善命令、登録の取消しその他これ

らに準ずる行政庁による法令に基づく処分

又は行政庁による法令違反に係る告発 

 

ｂ 法令上の解散事由への該当   

ｃ 法律の規定に基づく破産手続若しくは再

生手続を必要とするに至った場合又はこれ

に準ずる状態になった場合 

 

ｄ 投資主による投資主総会の招集の請求  

ｅ 有価証券報告書又は半期報告書に記載さ

れる財務諸表等又は中間財務諸表等の監査

証明を行う公認会計士等の異動（業務執行

を決定する機関が、当該公認会計士等の異

動を行うことについての決定をした場合

（当該決定に係る事項を行わないことを決

定した場合を含む。）において、前号ｍの

規定に基づきその内容を開示した場合を除

く。） 

 

ｆ ２人以上の公認会計士又は監査法人によ

る監査証明府令第３条第１項の監査報告書

又は中間監査報告書（公認会計士又は監査

法人に相当する者による監査証明に相当す

る証明に係る監査報告書又は中間監査報告

書を含む。）を添付した有価証券報告書又

は半期報告書を、内閣総理大臣等に対して、

法第２４条第１項又は第２４条の５第１項

に定める期間内に提出できる見込みのない

こと及び当該期間内に提出しなかったこと

（当該期間内に提出できる見込みのない旨

の開示を行った場合を除く。）、これらの

開示を行った後提出したこと並びに当該期

間の延長に係る内閣総理大臣等の承認を受
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けたこと。 

（３） 上場カントリーファンドに係るカント

リーファンド資産運用会社が次のａからｇま

でに掲げる事項のいずれかを行うことについ

ての決定をした場合（当該決定に係る事項を

行わないことを決定した場合を含む。） 

 

ａ 国内の金融商品取引所又は外国金融商品

取引所等に対するカントリーファンドの上

場の廃止又は登録の取消しに係る申請 

 

ｂ 合併  

ｃ 破産手続開始、再生手続開始又は更生手

続開始の申立て 

 

ｄ 解散（合併による解散を除く。）  

ｅ 資産の運用に係る業務の廃止  

ｆ 会社分割（事業の全部を承継させる場合

に限る。） 

 

ｇ 事業の全部の譲渡  

（４） 上場カントリーファンドに係るカント

リーファンド資産運用会社に、次のａからｃ

までに掲げる事実のいずれかが発生した場合 

 

ａ 業務改善命令、登録の取消しその他これ

らに準ずる行政庁による法令に基づく処分

又は行政庁による法令違反に係る告発 

 

ｂ 当該上場カントリーファンドに係るカン

トリーファンド資産運用会社でなくなるこ

と。 

 

ｃ 債権者その他の当該上場カントリーファ

ンドに係るカントリーファンド資産運用会

社以外の者による破産手続開始、再生手続

開始又は更生手続開始の申立て 

 

（５） 特定有価証券開示府令第２９条第２項

各号に掲げる場合（前各号に掲げる場合を除

く。） 

 

（６） 上場カントリーファンドに係る営業期

間又は中間営業期間に係る決算の内容が定ま

った場合又は本国等の法令等により四半期に
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係る決算を要する場合において当該四半期に

係る決算の内容が定まった場合 

（７） 上場カントリーファンドに係るカント

リーファンド発行投資法人の業績に重大な影

響を与える本国等又は当該上場カントリーフ

ァンドに係るカントリーファンド発行投資法

人の投資の対象となる特定の国若しくは地域

における社会経済情勢の変化又は本国におけ

る資本市場に係る制度等に関する法令等の変

更 

 

３ 第４１２条の規定は、上場カントリーファン

ド発行者等の会社情報の開示に係る審査等につ

いて準用する。 

 

４ 第４０１条、第４１１条の２、第４１３条、

第４１４条及び第４１６条の規定は、前３項の

規定に基づく開示について、第４１５条及び第

４４３条の規定は、上場カントリーファンドに

係るカントリーファンド発行者等についてそれ

ぞれ準用する。 

 

  

（書類の提出等）  

第１４１１条 上場カントリーファンドに係るカ

ントリーファンド発行投資法人が当取引所に対

して行う書類の提出等については、施行規則で

定めるところによる。 

（新設） 

２ 上場カントリーファンドに係るカントリーフ

ァンド発行投資法人は、前項のほか、当取引所

が正当な理由に基づき請求する書類を遅滞なく

提出するものとし、当該書類のうち当取引所が

必要と認める書類について当取引所が公衆の縦

覧に供することに同意するものとする。 

 

  

（有価証券報告書等の適正性に関する確認書）  

第１４１２条 上場カントリーファンドに係るカ

ントリーファンド発行投資法人は、有価証券報

告書又は半期報告書を内閣総理大臣等に提出し

（新設） 
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た場合には、当該上場カントリーファンドに係

るカントリーファンド発行投資法人の代表者が

その提出の時点において当該有価証券報告書又

は半期報告書に不実の記載がないと認識してい

る旨及びその理由を施行規則で定めるところに

より記載した書面を遅滞なく当取引所に提出す

るものとする。この場合において、当該上場カ

ントリーファンドに係るカントリーファンド発

行投資法人は、当該書面を当取引所が公衆の縦

覧に供することに同意するものとする。 

  

（上場カントリーファンドに関する行動規範）  

第１４１３条 上場カントリーファンドに係るカ

ントリーファンド発行投資法人は、流通市場に

混乱をもたらすおそれ又は投資主の利益の侵害

をもたらすおそれのある上場カントリーファン

ドに係る投資口の併合又は分割を行わないもの

とする。 

（新設） 

  

（実効性の確保）  

第１４１４条 第５０１条から第５０４条まで、

第５０６条及び第５０８条から第５１０条まで

の規定は、上場カントリーファンドに対する実

効性の確保について準用する。 

（新設） 

  

（上場廃止基準）  

第１４１５条 上場カントリーファンドが次の各

号のいずれかに該当する場合には、その上場を

廃止するものとする。この場合における当該各

号の取扱いは施行規則で定める。 

（新設） 

（１） 上場カントリーファンドに係るカント

リーファンド発行投資法人が次のａ又はｂに

該当する場合は、当該カントリーファンドの

上場を廃止する。 

 

ａ 法令上の解散事由に該当する場合  

ｂ 法律の規定に基づく破産手続若しくは再 
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生手続を必要とするに至った場合又はこれ

に準ずる状態になった場合 

（２） 上場カントリーファンドに係るカント

リーファンド資産運用会社が次のａ又はｂに

該当する場合は、当該上場カントリーファン

ドの上場を廃止する。ただし、当該上場カン

トリーファンドに係るカントリーファンド資

産運用会社が行っていた業務が他の資産運用

会社に引き継がれ、かつ、当該上場カントリ

ーファンドが第１４０６条第１項各号に適合

する場合は、この限りでない。 

 

ａ カントリーファンド発行投資法人の資産

の運用に係る業務に必要な免許、認可又は

登録等が、外国の法令に基づき失効、取消

し又は登録変更等を受けることにより、資

産運用会社としての業務を行わないことと

なった場合 

 

ｂ 当該上場カントリーファンドに係るカン

トリーファンド資産運用会社でなくなった

場合 

 

２ 上場カントリーファンドの銘柄が、次の各号

のいずれかに該当する場合は、その上場を廃止

する。この場合における当該各号の取扱いは施

行規則で定める。 

 

（１） 有価証券報告書等の提出遅延  

２人以上の公認会計士又は監査法人によ

る監査証明府令第３条第１項の監査報告書

又は中間監査報告書（公認会計士又は監査

法人に相当する者による監査証明に相当す

る証明に係る監査報告書又は中間監査報告

書を含む。）を添付した有価証券報告書又

は半期報告書を、法第２４条第１項又は第

２４条の５第１項に定める期間の経過後１

か月以内（天災地変等、上場カントリーフ

ァンドに係るカントリーファンド発行投資

法人の責めに帰すべからざる事由によるも
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のである場合は、３か月以内）に、内閣総

理大臣等に提出しなかった場合 

（２） 虚偽記載又は不適正意見等  

次のａ又はｂに該当する場合  

ａ 上場カントリーファンドに係る有価証

券報告書等に虚偽記載を行い、かつ、その

影響が重大であると当取引所が認めた場

合 

 

ｂ 上場カントリーファンドに係る財務諸

表等に添付される監査報告書又は中間財

務諸表等に添付される中間監査報告書に

おいて、公認会計士等によって、監査報告

書については「不適正意見」又は「意見の

表明をしない」旨（施行規則で定める場合

を除く。以下このｂにおいて同じ。）が、

中間監査報告書については「中間財務諸表

等が有用な情報を表示していない意見」又

は「意見の表明をしない」旨が記載され、

かつ、その影響が重大であると当取引所が

認めた場合 

 

（３） 上場契約違反等  

上場カントリーファンドに係るカントリー

ファンド投資法人が上場契約に関する重大な

違反を行った場合として施行規則で定める場

合、第１４０４条第１項の規定により提出し

た宣誓書において宣誓した事項について重大

な違反を行った場合又はカントリーファンド

発行投資法人が上場契約の当事者でなくなる

こととなった場合 

 

（４） 規約の記載事項  

上場カントリーファンドに係るカントリー

ファンド発行投資法人の規約において、次の

ａ又はｂに掲げる変更が行われる場合 

 

ａ 投資主に対して金銭の分配を行う旨の

定めがなくなること。 

 

ｂ 投資主の請求により投資口の払戻しを 
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行えることとなること。 

（５） 投資口の譲渡制限  

投資口の譲渡につき制限を行うこととした

場合 

 

（６） 指定振替機関における取扱い  

当該銘柄が指定振替機関の外国株券等保管

振替決済業務における取扱いの対象とならな

いこととなった場合 

 

（７） 外国における上場廃止等  

外国金融商品取引所等における当該銘柄の

上場廃止が決定された場合又は外国金融商品

取引所等における当該銘柄の相場を即時に入

手することができない状態となったと当取引

所が認めた場合。ただし、当該銘柄の外国金

融商品取引所等における上場廃止の理由等又

は当取引所における流通の状況その他の事由

を勘案して、上場を廃止することが適当でな

いと認められるときは、この限りでない。 

 

（８） 外国における流通の状況  

上場カントリーファンドに係るカントリー

ファンド発行投資法人の営業期間の末日にお

いて外国金融商品取引所等における当該銘柄

についての流通の状況が著しく悪化したと認

めた場合。ただし、当取引所における流通の

状況その他の事由を勘案して、上場を廃止す

ることが適当でないと認められるときは、こ

の限りでない。 

 

（９） 反社会的勢力の関与  

上場カントリーファンド発行者等が反社会

的勢力の関与を受けているものとして施行規

則で定める関係を有している事実が判明した

場合において、その実態が当取引所の市場に

対する投資主及び投資者の信頼を著しく毀損

したと当取引所が認めるとき 

 

（１０） その他  

前各号のほか、公益又は投資者保護のため、 
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当取引所が当該銘柄の上場廃止を適当と認め

た場合 

３ 第６０７条の規定は、前２項の規定に基づく

上場廃止に係る審査について準用する。 

 

  

（当取引所への協力義務）  

第１４１６条 上場カントリーファンド発行者等

は、当取引所が上場カントリーファンドの上場

廃止に係る該当性の判断に必要と認めて、財務

諸表等又は中間財務諸表等の監査証明を行う公

認会計士等（当該公認会計士等であった者を含

む。次項において同じ。）に対して事情説明等

を求める場合には、これに協力するものとする。

（新設） 

２ 上場カントリーファンド発行者等は、前項の

規定により当取引所が前項の公認会計士等に対

して事情説明等を求めるため、当取引所が請求

した場合には、当該公認会計士等が事情説明等

に応じることについて同意する旨の書面を速や

かに提出しなければならない。 

 

  

（上場廃止日）  

第１４１７条 上場カントリーファンドの上場廃

止が決定した場合における上場廃止日の取扱い

は、施行規則で定める。 

（新設） 

  

（監理銘柄の指定）  

第１４１８条 上場カントリーファンドが上場廃

止のおそれがある場合には、当取引所は、施行

規則で定めるところにより、その事実を投資者

に周知させるため、当該上場カントリーファン

ドを監理銘柄に指定することができる。 

（新設） 

  

（整理銘柄の指定）  

第１４１９条 上場カントリーファンドの上場廃

止が決定された場合には、当取引所は、その事

実を投資者に周知させるため、施行規則で定め

（新設） 
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るところにより、上場廃止日の前日までの間、

当該上場カントリーファンドを整理銘柄に指定

することができる。 

  

（上場に関する料金）  

第１４２０条 新規上場申請に係るカントリーフ

ァンド発行投資法人及び上場カントリーファン

ドに係るカントリーファンド発行投資法人は、

上場審査料、予備審査料、新規上場料、追加発

行時の追加上場料及び年間上場料その他の上場

に関する料金を施行規則で定めるところにより

支払うものとする。 

（新設） 

  

（準用規定）  

第１４２１条 第４２５条、第４２６条、第４３

０条、第６０８条及び第６１２条の規定は、カ

ントリーファンドについて準用する。 

（新設） 

  

第７編 日本取引所グループが発行する有価証

券 

第６編 日本取引所グループが発行する有価証

券 

  

（基本理念） （基本理念） 

第１５０１条 （略） 第１３０１条 （略） 

  

（承認申請による上場） （承認申請による上場） 

第１５０２条 （略） 第１３０２条 （略） 

  

（新規上場申請に係る提出書類） （新規上場申請に係る提出書類） 

第１５０３条 （略） 第１３０３条 （略） 

  

（上場管理等） （上場管理等） 

第１５０４条 （略） 第１３０４条 （略） 

  

（一部指定又は指定替え） （一部指定又は指定替え） 

第１５０５条 （略） 第１３０５条 （略） 
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（上場廃止の承認申請） （上場廃止の承認申請） 

第１５０６条 （略） 第１３０６条 （略） 

  

  

付  則  

（施行期日）  

第１条 この改正規定は、平成２５年７月１６日

から施行する。 

 

  

（大証の本則市場の上場会社に係る経過措置）  

第２条 この改正規定施行の日（以下「施行日」

という。）の前日において株式会社大阪証券取

引所（以下「大証」という。）の本則市場（大

証に上場する株券等に係る市場のうち大阪証券

取引所ＪＡＳＤＡＱ（以下「大証ＪＡＳＤＡＱ」

という。）を除いた市場をいう。以下同じ。）

に上場している株券等（以下「大証上場銘柄」

という。）のうち、当取引所に上場していない

株券等（以下「大証単独上場銘柄」という。）

は、施行日において、当取引所の本則市場に上

場するものとする。この場合において、当取引

所は、大証の市場第一部銘柄に指定されている

株券等は市場第一部銘柄に、当該株券等以外の

株券等は市場第二部銘柄にそれぞれ指定する。 

 

２ 前項の規定に基づき当取引所の本則市場に上

場する大証単独上場銘柄は、大証への新規上場

時から、当取引所の本則市場に上場していたも

のとみなす。 

 

３ 大証上場銘柄のうち当取引所の本則市場に上

場している株券等（以下「大証重複上場銘柄」

という。）の発行者であって、次の各号に掲げ

る者は、平成２５年６月２８日までに、当取引

所所定の「市場選択申請書」を提出し、市場第

一部銘柄又は市場第二部銘柄のいずれか一方へ

の指定を選択するものとする。この場合におい

て、当取引所は、施行日を期日として、当該選
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択に従い、当該大証重複上場銘柄について市場

第一部銘柄又は市場第二部銘柄に指定する。 

（１） 当取引所の市場第一部銘柄に指定され

ており、かつ、大証の市場第二部銘柄に指定

されている株券等の発行者 

 

（２） 当取引所の市場第二部銘柄に指定され

ており、かつ、大証の市場第一部銘柄に指定

されている株券等の発行者 

 

４ 大証単独上場銘柄のうち、施行日の前日にお

いて、大証により整理銘柄に指定されている株

券等については、施行日から、大証が整理銘柄

の指定にあたり定めた当該株券等の上場廃止の

日の前日までの期間に限り、当取引所の本則市

場に上場するものとする。この場合において、

当取引所は、施行日において、当該株券等を整

理銘柄に指定できるものとする。 

 

５ 大証単独上場銘柄の発行者は、施行日以後に

終了する事業年度に係る定時株主総会終了後遅

滞なく、第４１９条に規定するコーポレート・

ガバナンスに関する報告書を提出するものとす

る。 

 

６ 大証単独上場銘柄の発行者は、施行日以後に

終了する事業年度に係る株主総会において、社

外取締役又は社外監査役の選任に係る議案が付

議される場合には、当該株主総会の日の２週間

前の日までに、当取引所が定める「独立役員届

出書」を提出するものとする。 

 

７ 当取引所は、大証単独上場銘柄の発行者が、

施行日の前日までに行った行為についても、第

２編第５章の規定に基づき実効性の確保に係る

措置を実施することができるものとする。 

 

８ 大証単独上場銘柄（平成２５年１月３１日か

ら施行日までの間に当取引所に上場廃止申請を

行って上場廃止となった銘柄及び施行日の翌日

以後に当取引所に市場第一部銘柄の指定を受け

た銘柄を除く。以下第９項及び第３条第２項に
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おいて同じ。）に対する第６０１条第１項（第

６０２条第１項第１号及び第２項第３号の規定

による場合を含む。以下この項において同じ。）

の規定の適用については、施行日から起算して

３年以内に終了する事業年度の末日までの間

は、第６０１条第１項項第１号中「４００人」

とあるのは「１５０人」と、同項第２号ａ中「２，

０００単位」とあるのは「１，０００単位」と、

同号ｂ中「５億円」とあるのは「２億５，００

０万円」とし、施行日から起算して３年を経過

する日が属する月の前月までの間は、同項第３

号中「次のａ又はｂに該当する場合」とあるの

は「次のａに該当する場合」と、同号ａ中「１

０単位」とあるのは「５単位」と、同項第４号

中「次のａ又はｂに該当する場合」とあるのは

「次のａに該当する場合」と、同号ａ中「１０

億円」とあるのは「５億円」と、同項第７号中

「１０億円」とあるのは「５億円」とする。 

９ 大証上場銘柄に対する第６０１条第１項第３

号の適用については、同号ａに規定する毎年の

１２月末日以前１年間に、施行日より前の日が

含まれる場合には、当該期間における月平均売

買高の算定にあたっては、施行日より前の期間

における大証の市場における売買高（施行日の

前日において株式会社名古屋証券取引所に上場

している株券等については、同取引所における

売買高を含む。以下同じ。）を、同一の期間に

おける当取引所の本則市場における売買高に加

算するものとする。 

 

１０ 大証単独上場銘柄のうち、施行日の前日に

おいて大証により監理銘柄、特設注意市場銘柄

又は開示注意銘柄（以下「監理銘柄等」という。）

に指定されていた株券等については、原則とし

て、施行日において当取引所の監理銘柄等に指

定するものとする。この場合において、当取引

所は、大証が監理銘柄等に指定した日をもって
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当取引所の監理銘柄等に指定したものとみな

す。 

１１ 大証単独上場銘柄のうち、施行日の前日に

おける大証の株券上場廃止基準の取扱い又は上

場株券の市場第一部銘柄から市場第二部銘柄へ

の指定替え基準の取扱いにおける猶予期間に該

当していた株券等については、原則として、施

行日において当取引所が定める猶予期間に該当

するものとする。この場合において、当取引所

は、大証において猶予期間に該当した日から当

取引所が定める猶予期間に該当していたものと

みなす。 

 

  

（大証単独上場銘柄の上場に関する料金に係る

経過措置） 

 

第３条 第７０１条の規定にかかわらず、大証単

独上場銘柄の発行者は、施行日から平成２５年

９月３０日までの期間に係る年間上場料（ＴＤ

ｎｅｔ利用料を除く。）に関しては、次の各号

に定める額を合算した額を平成２５年８月３０

日までに支払うものとする。 

 

（１） 施行日から平成２５年７月３１日まで

の期間に対応する額 年間上場料の１か月分

に相当する額を日割計算した額 

 

（２） 平成２５年８月分及び９月分に対応す

る額 年間上場料の２か月分に相当する額 

 

２ 大証単独上場銘柄の上場に関する料金のう

ち、次の各号に規定するものについては当該各

号によるものとし、第７０１条の規定は適用し

ない。 

 

（１） 大証単独上場銘柄については、平成２

８年８月末日までの間は、大証に平成２５年

２月末日を納入期として支払った年賦課金及

びＴＤｎｅｔ利用料の額に２を乗じた額を、

当取引所に対して年間上場料として支払うも

のとする。 
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（２） 前号の規定にかかわらず、大証単独上

場銘柄のうち、施行日の前日において大証の

有価証券上場規程（以下「大証規程」という。）

第１９条第２項の規定に基づき上場手数料及

び年賦課金を免除されている銘柄について

は、当取引所は、施行日から起算して３年を

経過する日までの間は、当該規定に基づき免

除される期間に限り、年間上場料その他当取

引所が認める料金を免除する。なお、当該免

除される期間経過後、施行日から起算して３

年を経過する日までの間の当取引所における

年間上場料は免除される期間が開始した支払

期日の直前の支払期日に納入した額を支払う

ものとする。 

 

（３） 大証単独上場銘柄の発行者により施行

日の前日までに発行決議が行われ、上場日が

施行日以後となる新株券等（株式の転換又は

新株予約権の行使等により新たに発行される

株券等を除く。）の上場に係る料金は、施行

日の前日における大証の有価証券上場規程別

表及びその取扱いに基づき算定する。 

 

（４） 大証単独上場銘柄の発行者により施行

日の前日までに決議された上場株券等の発行

若しくは処分、新株予約権の目的となる株式

が上場株券等である新たな新株予約権の発行

又は上場株券等の売出しに係る料金は、その

支払いを要しないものとする。 

 

（５） 大証単独上場銘柄の発行者により施行

日の前日までに決議され、効力発生日が施行

日以後となる吸収合併等（吸収合併、吸収分

割又は株式交換をいう。）に係る料金は、施

行日の前日における大証の有価証券上場規程

別表及びその取扱いに基づき算定する。 

 

  

（大証の本則市場への新規上場に係る経過措

置） 
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第４条 施行日の前日までに、大証の本則市場へ

の上場が承認され、かつ新規上場日を迎えてい

ない株券等（当取引所の市場に上場する株券等

を除く。）は、当該新規上場日に、当取引所の

本則市場へ上場するものとする。この場合にお

いて、大証の市場第一部銘柄への指定が決定さ

れている株券等については当取引所の市場第一

部銘柄に、大証の市場第二部銘柄への指定が決

定されている株券等については当取引所の市場

第二部銘柄にそれぞれ指定するものとし、施行

日の前日までに、市場区分が決定されていない

株券等の市場区分については、当取引所が施行

日以後に決定する。 

 

２ 施行日の前日において、現に、大証に対して、

株券等の本則市場への新規上場申請を行ってい

る者（当取引所の市場に上場する株券等の発行

者を除く。）は、施行日において、当取引所に

対して、当取引所の本則市場への新規上場申請

を行っていた者とみなす。 

 

３ 前項に規定する者の新規上場申請に係る上場

審査は、大証に新規上場申請を行った日に適用

されていた大証の株券上場審査基準に基づき行

う。なお、この場合における第２０７条第３項

に規定する施行規則で定める期間の起算日は、

当該大証に新規上場申請を行った日とする。 

 

  

（大証における市場第一部銘柄への指定に係る

経過措置） 

 

第５条 大証上場銘柄のうち、施行日の前日まで

に、大証の市場第一部銘柄への指定が承認され、

かつ市場第一部銘柄指定日を迎えていない株券

等（付則第２条第３項に規定する「市場選択申

請書」を提出した者の発行する株券等を除く。）

は、当該市場第一部銘柄指定日に当取引所の市

場第一部銘柄に指定する。 

 

２ 施行日の前日において、現に、大証に対して、 
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市場第一部銘柄への指定を申請（第２条第３項

に規定する「市場選択申請書」を提出した者に

よる申請を除く。）している者については、施

行日において、当取引所に対して、市場第一部

銘柄への指定の申請を行っていた者とみなす。 

３ 前項に規定する者の市場第一部銘柄への指定

の申請に係る審査は、大証の市場第一部銘柄へ

の指定の申請日に適用されていた大証の上場株

券の市場第一部銘柄指定基準に基づき行う。な

お、この場合における第３０９条第３項に規定

する施行規則で定める期間の起算日は、当該大

証の市場第一部銘柄への指定の申請日とする。 

 

４ 大証上場銘柄の発行者が施行日以後に行う市

場第一部銘柄への指定の申請についての第３０

８条第１項第３号の適用については、同号に規

定する最近３か月間及びその前３か月間のそれ

ぞれの期間に、施行日より前の日が含まれる場

合には、当該期間における月平均売買高の算定

にあたって、施行日より前の期間における大証

の市場における売買高を、同一の期間における

当取引所の市場における売買高に加算するもの

とする。 

 

  

（大証における上場市場の変更に係る経過措

置） 

 

第６条 大証上場銘柄のうち、施行日の前日まで

に、大証ＪＡＳＤＡＱへの上場市場の変更が承

認され、かつ上場市場の変更日を迎えていない

株券等については、当該上場市場の変更日に当

取引所が開設するＪＡＳＤＡＱ（以下「東証Ｊ

ＡＳＤＡＱ」という。）への上場市場の変更を

行う。 

 

２ 施行日の前日において、現に、大証に対して、

大証ＪＡＳＤＡＱへの上場市場の変更申請を行

っている大証上場銘柄の発行者は、施行日にお

いて、当取引所に対して東証ＪＡＳＤＡＱへの
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上場市場の変更申請を行っていた者とみなし、

上場市場の変更申請に係る内訳区分は、次の各

号に掲げる株券等の区分に従い、当該各号に定

めるとおりとする。 

（１） 大証ＪＡＳＤＡＱスタンダードに上場

市場の変更申請を行った株券等 スタンダー

ド 

 

（２） 大証ＪＡＳＤＡＱグロースに上場市場

の変更を行った株券等 グロース 

 

３ 前項に規定する上場市場の変更申請に係る審

査は、大証に上場市場の変更申請を行った日に

適用されていたＪＡＳＤＡＱにおける有価証券

上場規程（以下「ＪＡＳＤＡＱ上場規程」とい

う。）に基づき行う。なお、この場合における

第３１３条の７第３項に規定する施行規則で定

める期間の起算日は、当該大証に上場市場の変

更申請を行った日とする。 

 

  

（大証における指定替えに係る経過措置）  

第７条 大証上場銘柄のうち、施行日の前日まで

に、施行日以後の日を大証の市場第一部銘柄か

ら市場第二部銘柄への指定替えを行う日とし

て、大証に指定替えの申請がなされた株券等及

び大証により申請によらずに指定替えが決定さ

れた株券等（付則第２条第３項の規定により市

場第二部銘柄への指定を選択した者の発行する

株券等を除く。）については、当該指定替えを

行う日に当取引所の市場第一部銘柄から市場第

二部銘柄への指定替えを行う。 

 

２ 大証上場銘柄に対する第３１１条第１項第３

号の規定の適用については、平成２５年１月１

日から施行日の前日までの間は、当該期間にお

ける月平均売買高の算定にあたって、大証の市

場における売買高を、同一の期間における当取

引所の市場における売買高に加算するものとす

る。 
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（大証ＪＡＳＤＡＱの上場会社に係る経過措

置） 

 

第８条 施行日の前日において大証ＪＡＳＤＡＱ

に上場している株券等（以下「大証ＪＡＳＤＡ

Ｑ銘柄」という。）及び出資証券は、施行日に

おいて東証ＪＡＳＤＡＱに上場するものとし、

内訳区分は、次の各号に掲げる株券等の区分に

従い、当該各号に定めるとおりとする。 

 

（１） 大証ＪＡＳＤＡＱスタンダードに上場

している株券等 スタンダード 

 

（２） 大証ＪＡＳＤＡＱグロースに上場して

いる株券等 グロース 

 

２ 前項の規定により施行日において東証ＪＡＳ

ＤＡＱに上場する大証ＪＡＳＤＡＱ銘柄は、大

証ＪＡＳＤＡＱへの新規上場時から、東証ＪＡ

ＳＤＡＱに上場していたものとみなす。 

 

３ 第１項の規定にかかわらず、大証ＪＡＳＤＡ

Ｑ銘柄のうち、当取引所の本則市場又はマザー

ズに上場している株券等（以下「ＪＡＳＤＡＱ

重複上場銘柄」という。）の発行者は、平成２

５年６月２８日までに、当取引所所定の「市場

選択申請書」を提出し、それぞれ当取引所の本

則市場若しくは東証ＪＡＳＤＡＱ（内訳区分は、

大証ＪＡＳＤＡＱにおける内訳区分と同一のも

のに限る。以下この項において同じ。）のいず

れか一方又はマザーズ若しくは東証ＪＡＳＤＡ

Ｑのいずれか一方を上場市場として選択するも

のとする。この場合において、当取引所は、当

該ＪＡＳＤＡＱ重複上場銘柄のうち東証ＪＡＳ

ＤＡＱを選択したものについて、施行日を期日

として当取引所の本則市場又はマザーズから東

証ＪＡＳＤＡＱへの上場市場の変更を行うもの

とする。 

 

４ 大証ＪＡＳＤＡＱ銘柄（ＪＡＳＤＡＱ重複上

場銘柄を除く。以下この条並びに次条第４項及

 



 

159 

び第５項において同じ。）のうち、施行日の前

日において、整理銘柄に指定されている株券等

については、施行日から、大証が整理銘柄の指

定にあたり定めた当該株券等の上場廃止の日の

前日までの期間に限り、東証ＪＡＳＤＡＱに上

場するものとする。この場合において、当取引

所は、施行日において、当該株券等を整理銘柄

に指定できるものとする。 

５ 大証ＪＡＳＤＡＱ銘柄の発行者は、施行日以

後に終了する事業年度に係る定時株主総会終了

後遅滞なく、第４１９条に規定するコーポレー

ト・ガバナンスに関する報告書を提出するもの

とする。 

 

６ 大証ＪＡＳＤＡＱ銘柄の発行者は、施行日以

後に終了する事業年度に係る株主総会におい

て、社外取締役又は社外監査役の選任に係る議

案が付議される場合には、当該株主総会の日の

２週間前までに、当取引所が定める当取引所所

定の「独立役員届出書」を提出するものとする。

ただし、大証ＪＡＳＤＡＱグロースの上場株券

等の発行者であって、当該株主総会の日までに

独立役員を１名以上確保していない場合につい

ては、この限りではない。 

 

７ 当取引所は、大証ＪＡＳＤＡＱ銘柄の発行者

が、施行日の前日までに行った行為についても、

第２編第５章の規定に基づき実効性の確保に係

る措置を実施することができるものとする。 

 

８ 大証ＪＡＳＤＡＱ銘柄のうち、施行日の前日

における大証の業務規程、受託契約準則その他

本所の規則の施行に伴う経過措置に関する規則

（以下「旧ＪＡＳＤＡＱ経過規則」という。）

第４条第１１項各号に掲げる株券等について

は、第６０４条の２第１項第３号の規定により

読み替える第６０１条第１項第２号ａ（第６０

４条の３第２号又は第６０４条の４第１項第２

号の規定により読み替える場合を含む。）の規
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定は、平成２５年４月１日以後最初に開始する

事業年度から適用する。 

９ 大証ＪＡＳＤＡＱ銘柄のうち、旧ＪＡＳＤＡ

Ｑ経過規則第４条第１４項各号及び第１９項各

号に掲げる株券等については、第６０４条の２

第１項第３号の規定により読み替える第６０１

条第１項第２号ｂ（第６０４条の４第１項第２

号の規定により読み替える場合を含む。）の規

定は、平成２５年４月１日以後最初に開始する

事業年度から適用するものとし、適用前の期間

については、なお従前の例によるものとする。 

 

１０ 大証ＪＡＳＤＡＱ銘柄のうち、旧ＪＡＳＤ

ＡＱ経過規則第４条第２３項各号に掲げる株券

等については、第６０４条の２第１項第３号の

規定による第６０１条第１項第５号（第６０４

条の４第１項第２号による場合を含む。）の規

定は、旧ニッポン・ニュー・マーケット―「ヘ

ラクレス」への新規上場申請日の属する事業年

度の初日から起算して３年以内に到来する連結

会計年度の末日においては適用しない。 

 

１１ 大証ＪＡＳＤＡＱ銘柄のうち、旧ＪＡＳＤ

ＡＱ経過規則第４条第２５項各号に掲げる上場

会社については、第６０４条の２第１項第２号

（第６０４条の３第１号、第６０４条の４第１

号及び第６０４条の５第１号による場合を含

む。）の規定は、平成２３年４月１日以後に開

始する連結会計年度を最初の連結会計年度とし

て適用する。 

 

１２ 第６０４条の４第３号の規定は、大証ＪＡ

ＳＤＡＱ銘柄のうち、旧ＪＡＳＤＡＱ経過規則

第４条第２６項各号に掲げる上場会社について

は、新規上場申請日の属する連結会計年度以降、

営業利益の額が負でなくならない連結会計年度

が継続している場合に、平成２３年４月１日以

後に最初に開始する連結会計年度から適用する

ものとする。この場合において、第６０４条の
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４第３号中「上場後９連結会計年度」とあるの

は、「平成２３年４月１日以後に開始する９連

結会計年度」と読み替えるものとする。 

１３ 大証ＪＡＳＤＡＱ銘柄のうち、施行日の前

日において大証により監理銘柄等に指定されて

いた株券等については、原則として、施行日に

おいて当取引所の監理銘柄等に指定するものと

する。この場合において、当取引所は、大証が

監理銘柄等に指定した日をもって当取引所の監

理銘柄等に指定したものとみなす。 

 

１４ 大証ＪＡＳＤＡＱ銘柄のうち、施行日の前

日におけるＪＡＳＤＡＱ上場規程に関する取扱

要領における上場廃止基準に係る猶予期間に該

当していた株券等については、原則として、施

行日において当取引所が定める猶予期間に該当

するものとする。この場合において、当取引所

は、大証において猶予期間に該当した日から当

取引所が定める猶予期間に該当していたものと

みなす。 

 

１５ 第７０１条の規定にかかわらず、大証ＪＡ

ＳＤＡＱ銘柄の発行者は、施行日から平成２５

年９月３０日までの期間に係る年間上場料（Ｔ

Ｄｎｅｔ利用料を除く。）に関しては、次の各

号に掲げる額を合算した額を平成２５年８月３

０日までに支払うものとする。 

 

（１） 施行日から平成２５年７月３１日まで

の期間に対応する額 年間上場料の１か月分

に相当する額を日割計算した額 

 

（２） 平成２５年８月分及び９月分に対応す

る額 年間上場料の２か月分に相当する額 

 

  

（大証ＪＡＳＤＡＱにおける新規上場に係る経

過措置） 

 

第９条 施行日の前日までに、大証ＪＡＳＤＡＱ

への上場が承認され、かつ新規上場日を迎えて

いない株券等（当取引所の市場に上場する株券
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等を除く。）は、当該新規上場日に、東証ＪＡ

ＳＤＡＱに上場するものとし、内訳区分は、前

条第１項第１号及び第２号の規定を準用するも

のとする。この場合において、同項第１号及び

第２号中「に上場している」とあるのは「への

上場が決定している」と読み替える。 

２ 施行日の前日において、現に、大証に対して、

株券等の大証ＪＡＳＤＡＱへの新規上場申請を

行っている者（当取引所の市場に上場する株券

等の発行者を除く。）は、施行日において、当

取引所に対して、東証ＪＡＳＤＡＱへの新規上

場申請を行っていた者とみなす。 

 

３ 前項に規定する者の新規上場申請に係る上場

審査は、大証に新規上場申請を行った日に適用

されていたＪＡＳＤＡＱ上場規程に基づき行

う。なお、この場合における第２１６条の５第

３項及び第２１６条の８第３項に規定する施行

規則で定める期間の起算日は、当該大証に新規

上場申請を行った日とする。 

 

４ 施行日の前日までに、当取引所が本則市場又

はマザーズへの上場を承認し、かつ新規上場日

を迎えていない大証ＪＡＳＤＡＱ銘柄は、当該

新規上場日に、当取引所の本則市場又はマザー

ズに上場市場を変更するものとする。 

 

５ 施行日の前日において、現に、当取引所に対

して、株券等の本則市場又はマザーズへの新規

上場申請を行っている大証ＪＡＳＤＡＱ銘柄の

発行者は、施行日において、当取引所に対して、

当取引所の本則市場又はマザーズへの上場市場

の変更申請を行っていた者とみなす。 

 

  

（大証ＪＡＳＤＡＱにおける上場市場の変更又

は内訳区分に係る経過措置） 

 

第１０条 大証ＪＡＳＤＡＱ銘柄のうち、施行日

の前日までに、大証の本則市場への上場市場の

変更が承認され、かつ大証の本則市場への上場
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市場の変更日を迎えていない銘柄は、当該大証

の本則市場への上場市場の変更日に当取引所の

本則市場へ上場市場を変更するものとする。 

２ 施行日の前日において、現に、大証に対して、

株券等の大証の本則市場への上場市場の変更申

請を行っている大証ＪＡＳＤＡＱ銘柄の発行者

は、施行日において、当取引所に対して、当取

引所の本則市場への上場市場の変更申請を行っ

ていた者とみなす。 

 

３ 前項に規定する者の上場市場の変更申請に係

る審査は、大証に上場市場の変更申請を行った

日に適用されていた大証規程に基づき行う。な

お、この場合における第３１３条第３項に規定

する施行規則で定める期間の起算日は、当該大

証に上場市場の変更申請を行った日とする。 

 

４ 大証ＪＡＳＤＡＱ銘柄のうち、施行日の前日

までに、上場市場区分の変更が承認され、かつ

上場市場区分の変更日を迎えていない株券等に

ついては、当該上場市場区分の変更日に内訳区

分の変更を行う。 

 

５ 施行日の前日において、現に、大証に対して、

株券等の上場市場区分の変更申請を行っている

大証ＪＡＳＤＡＱ銘柄の発行者は、施行日にお

いて、当取引所に対して、内訳区分の変更申請

を行っていた者とみなす。 

 

６ 前項に規定する内訳区分の変更申請に係る審

査は、大証への内訳区分の変更申請を行った日

に適用されていたＪＡＳＤＡＱ上場規程に基づ

き行う。なお、この場合における第３１５条の

４第３項及び第３１５条の５第３項に規定する

施行規則で定める期間の起算日は、当該大証へ

の内訳区分の変更申請を行った日とする。 

 

  

（大証の上場ＥＴＮ信託受益証券等に係る経過

措置） 

 

第１１条 施行日の前日において大証の市場に上 
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場しているＥＴＮ信託受益証券、ＥＴＦ、不動

産投資信託証券、ベンチャーファンド及びカン

トリーファンドのうち、当取引所に上場してい

ないもの（以下「大証単独上場ＥＴＦ等」とい

う。）は、施行日において、当取引所の市場に

上場するものとする。 

２ 前項の規定に基づき当取引所の市場に上場す

る大証単独上場ＥＴＦ等は、大証への新規上場

時から、当取引所の市場に上場していたものと

みなす。 

 

３ 大証単独上場ＥＴＦ等のうち、施行日の前日

において、大証により整理銘柄に指定されてい

るものについては、施行日から、大証が整理銘

柄の指定にあたり定めた当該大証単独上場ＥＴ

Ｆ等の上場廃止の日の前日までの期間に限り、

当取引所の市場に上場するものとする。この場

合において、当取引所は、施行日において、当

取引所に上場した当該大証単独上場ＥＴＦ等を

整理銘柄に指定するものとする。 

 

４ 大証単独上場ＥＴＦ等の発行者等は、施行日

以後に有価証券報告書又は半期報告書を内閣総

理大臣に提出した場合又は運用報告書を投資主

若しくは受益者に交付した場合には、第９４９

条、第１１０９条、第１２１５条並びに改正後

の第１３１４条及び第１４１２条に規定する有

価証券報告書等の適正性に関する確認書を遅滞

なく提出し、当該書面を当取引所が公衆の縦覧

に供することに同意するものとする。 

 

５ 施行日の前日において大証の市場に上場して

いるベンチャーファンドに対する改正後の１３

１８条第２項第１号の規定の適用については、

当分の間、「上場ベンチャーファンドに係るベ

ンチャーファンド発行投資法人に係る営業期間

の末日において、運用資産等の総額に占める未

公開株等投資額の比率が７０％未満又は未公開

株等投資額に占める未公開株等への投資額の比
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率が５０％未満となった場合において、１年以

内に運用資産等の総額に占める未公開株等投資

額の比率が７０％以上、かつ、未公開株等投資

額に占める未公開株等への投資額の比率が５

０％以上とならないとき。」とあるのは「上場

ベンチャーファンドに係るベンチャーファンド

発行投資法人に係る営業期間の末日において、

運用資産等の総額に占める未公開株等投資額の

比率が７０％未満となった場合において、１年

以内に運用資産等の総額に占める未公開株等投

資額の比率が７０％以上とならないとき。」と、

改正後の同項第７号ｂの規定の適用について

は、当分の間、「上場後５年以内の株券等」と

あるのは「上場後１０年以内の株券等（国内の

金融商品取引所に上場されている株券又は外国

金融商品取引所等に上場若しくは継続的に取引

されている株券となってから１０年間を経過し

ていない内国株券及びこれらの株券の発行者が

発行する優先株等、新株予約権証券及び新株予

約権付社債券をいう。）」と、それぞれ読み替

えて適用するものとする。 

６ 大証の市場に上場している不動産投資信託証

券に対する第１２１８条第２項第７号の適用に

ついては、同号に規定する毎年の１２月末日以

前１年間に、施行日より前の日が含まれる場合

には、当該期間における売買高の算定にあたっ

ては、施行日より前の期間における大証の市場

における売買高を、同一の期間における当取引

所の市場における売買高に加算するものとす

る。 

 

７ 大証の市場に上場しているベンチャーファン

ドに対する改正後の第１３１８条第２項第３号

の適用については、同号に規定する毎年の１２

月末日以前１年間に、施行日より前の日が含ま

れる場合には、当該期間における売買高の算定

にあたっては、施行日より前の期間における大

 



 

166 

証の市場における売買高を、同一の期間におけ

る当取引所の市場における売買高に加算するも

のとする。 

８ 大証単独上場ＥＴＦ等のうち、施行日の前日

における大証のＥＴＦに関する有価証券上場規

程の特例、不動産投資信託証券に関する有価証

券上場規程等の特例の取扱い及びベンチャーフ

ァンドに関する有価証券上場規程の特例の取扱

いにおける上場廃止基準に係る猶予期間に該当

していたものについては、原則として、施行日

において当取引所が定める猶予期間に該当する

ものとする。この場合において、当取引所は、

大証において猶予期間に該当した日から当取引

所が定める猶予期間に該当していたものみな

す。 

 

９ 付則第２条第７項（実効性確保）及び第１０

項（監理銘柄等への指定）の規定は、第１項の

規定に基づき当取引所の市場に上場する大証単

独上場ＥＴＦ等について準用する。 

 

  

（大証の上場ＥＴＮ信託受益証券等の上場に関

する料金に係る経過措置） 

 

第１２条 大証単独上場ＥＴＦ等のうち、施行日

の前日において大証の市場に上場しているＥＴ

Ｎ信託受益証券の発行者、ＥＴＦに係る管理会

社、不動産投資信託証券の発行者及びベンチャ

ーファンドに係るベンチャーファンド発行投資

法人は、施行日から平成２５年９月３０日まで

の期間に係る年間上場料（ＴＤｎｅｔ利用料を

除く。以下同じ。）に関しては、改正後の第９

５６条、第１１１７条、第１２２３条及び改正

後の第１３２３条の規定にかかわらず、次の各

号に定める額を合算した額を平成２５年８月末

日までに支払うものとする。 

 

（１） 施行日から平成２５年７月３１日まで

の期間に対応する額 年間上場料の１か月分
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に相当する額を日割計算した額 

（２） 平成２５年８月分及び９月分に対応す

る額 年間上場料の２か月分に相当する額 

 

２ 大証単独上場ＥＴＦ等のうち、施行日の前日

において大証の市場に上場しているカントリー

ファンドに係るカントリーファンド発行投資法

人は、施行日から平成２５年１２月３１日まで

の期間に係る年間上場料に関しては、改正後の

第１４２０条の規定にかかわらず、次の各号に

定める額を合算した額を平成２５年１１月末日

までに支払うものとする。 

 

（１） 施行日から平成２５年７月３１日まで

の期間に対応する額 年間上場料の１か月分

に相当する額を日割計算した額 

 

（２） 平成２５年８月から１２月分に対応す

る額 年間上場料の５か月分に相当する額 

 

３ 大証単独上場ＥＴＦ等のうち、施行日の前日

において大証の市場に上場しているＥＴＦの管

理会社（施行日の前日において当取引所の市場

にＥＴＦを上場していない者に限る。）は、施

行日から平成２５年９月３０日までの期間に係

るＴＤｎｅｔ利用料に関しては、第１１１７条

の規定にかかわらず、次の各号に定める額を合

算した額を平成２５年８月末日までに支払うも

のとする。 

 

（１） 施行日から平成２５年７月３１日まで

の期間に対応する額 ＴＤｎｅｔ利用料の１

か月分に相当する額から大証のＥＴＦに関す

る有価証券上場規程の特例の施行規則第１２

条第１項第４号ａに規定するＴＤｎｅｔ利用

料（以下この項において「大証ＴＤｎｅｔ利

用料」という。）の１か月分に相当する額を

減じた額を日割り計算した額 

 

（２） 平成２５年８月分及び９月分に対応す

る額 ＴＤｎｅｔ利用料の２か月分に相当す

る額から大証ＴＤｎｅｔ利用料の２か月分に
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相当する額を減じた額 

４ 大証単独上場ＥＴＦ等のうち、施行日の前日

における大証のＥＴＦに関する有価証券上場規

程の特例の施行規則平成２０年１０月２８日改

正付則に規定する「平成１９年３月１５日より

前において上場されているＥＴＦに係る追加上

場時の上場手数料及び年賦課金」の適用を受け

ている銘柄の上場に関する料金に関しては、第

１１１７条の規定にかかわらず、次の各号に定

めるところによるものとする。 

 

（１） 施行日から平成２８年８月末日までの

間は、大証に平成２５年２月末日を納入期と

して支払った年賦課金の額に２を乗じた額

を、当取引所に対する年間上場料として支払

うものとする。 

 

（２） 平成２５年１２月末日を基準とする追

加上場料については、次のａ及びｂに定める

額とする。 

 

ａ 施行日から平成２５年７月３１日まで

の期間に対応する額 追加上場料の１か

月分に相当する額を日割計算した額 

 

ｂ 平成２５年８月から１２月までの期間

に対応する額 追加上場料の５か月分に

相当する額 

 

５ 大証単独上場ＥＴＦ等のうち、施行日の前日

において大証の市場に上場している不動産投資

信託証券の発行者により施行日の前日までに追

加発行又は追加信託に関する決定が行われた場

合の追加上場料については、大証の不動産投資

信託証券に関する有価証券上場規程等の特例の

取扱いに基づき算定するものとし、第１２２３

条の規定は適用しない。 

 

６ 大証単独上場ＥＴＦ等のうち、施行日の前日

において大証の市場に上場しているＥＴＮ信託

受益証券及びＥＴＦ（第４項に規定する銘柄を

除く。）の平成２５年１２月末日を基準とする
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追加上場料については、改正後の第９５６条及

び第１１１７条の規定にかかわらず、次の各号

に定める額とする。 

（１） 施行日から平成２５年７月３１日まで

の期間に対応する額 追加上場料の１か月分

に相当する額を日割計算した額 

 

（２） 平成２５年８月から１２月までの期間 

に対応する額 追加上場料の５か月分に相当

する額 

 

  

（大証のＥＴＮ信託受益証券等の新規上場に係

る経過措置） 

 

第１３条 施行日の前日までに、大証の市場への

上場が承認され、かつ新規上場日を迎えていな

いＥＴＮ信託受益証券、ＥＴＦ、不動産投資信

託証券、ベンチャーファンド及びカントリーフ

ァンドのうち、当取引所に上場していないもの

は、当該新規上場日に、当取引所の市場へ上場

するものとする。 

 

２ 施行日の前日において、現に、大証に対して

行われているＥＴＮ信託受益証券、ＥＴＦ、不

動産投資信託証券、カントリーファンド又はベ

ンチャーファンドの大証の市場への新規上場申

請は、施行日において、当取引所に対して、当

取引所の市場への新規上場申請とみなす。 

 

３ 前項に規定する新規上場申請に係る上場審査

は、大証に新規上場申請を行った日に適用され

ていた大証のＥＴＮに関する有価証券上場規程

の特例、ＥＴＦに関する有価証券上場規程の特

例、不動産投資信託証券に関する有価証券上場

規程等の特例、ベンチャーファンドに関する有

価証券上場規程の特例及び外国投資証券に関す

る有価証券上場規程の特例に規定する上場審査

基準に基づき行う。 

 

  

（必要事項の決定）  
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第１４条 第２条から前条までの規定において定

めのないものについては、当取引所が定めると

ころによる。 
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受託契約準則の一部改正新旧対照表 

 

新 旧 

（遵守義務） （遵守義務） 

第２条 顧客及び取引参加者（取引所の総合取

引参加者及び現物取引参加者をいう。以下同

じ。）は、この準則を熟読し、これを遵守す

べきことに同意してすべての取引を処理する

ものとする。 

第２条 顧客及び取引参加者（取引所の総合取

引参加者をいう。以下同じ。）は、この準則

を熟読し、これを遵守すべきことに同意して

すべての取引を処理するものとする。 

  

（普通取引における顧客の受渡時限） （普通取引における顧客の受渡時限） 

第１１条 （略） 第１１条 （略） 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げ

る日に成立した普通取引については、顧客は、

当該売買成立の日から起算して５日目の日の

午前９時までに、売付有価証券又は買付代金

を取引参加者に交付するものとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げ

る日に成立した普通取引については、顧客は、

当該売買成立の日から起算して５日目の日の

午前９時までに、売付有価証券又は買付代金

を取引参加者に交付するものとする。 

（１） 出資証券（法第２条第１項第６号に掲

げる有価証券をいう。以下同じ。）について、

取引所の定める配当落又は権利落の期日 

（新設） 

（２） （略） （１） （略） 

（３） （略） （２） （略） 

（４） （略） （３） （略） 

３～５ （略） ３～５ （略） 

  

（引渡有価証券） （引渡有価証券） 

第２０条 取引参加者に出資証券の売付けの委

託をした顧客が、その決済のために引き渡す

出資証券は、売買単位の券種の出資証券又は

他の券種の出資証券で各出資証券の表示する

出資の口数の合計が売買単位となるように組

み合わせたものでなければならない。 

（新設） 

２ 前項の規定にかかわらず、出資証券の売付

けの委託において、受託する取引参加者が同

意した場合には、顧客は、他の券種の出資証

（新設） 
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券を引き渡すことができる。 

３ （略） 第２０条 （略） 

  

  

付  則  

１ この改正規定は、平成２５年７月１６日か

ら施行する。 

２ 株式会社大阪証券取引所（以下「大証」と

いう。）の市場において行われた顧客の制度

信用取引に係る未決済勘定を、この改正規定

施行の日以後、取引所が信用取引・貸借取引

規程平成２５年７月１６日改正付則第３項に

定めるところにより取引所の制度信用取引に

係る未決済勘定とみなす場合は、大証の市場

における当該取引の売買成立日に、取引所の

市場においてその売買が成立したものとみな

し、第４３条の規定を適用する。 
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ＴｏＳＴＮｅＴ市場に関する業務規程及び受託契約準則の特例の一部改正新旧対照表 

 
新 旧 

（この章の目的） （この章の目的） 

第３条 株券（新株予約権証券、出資証券（金

融商品取引法（昭和２３年法律第２５号）第２

条第１項第６号に掲げる有価証券をいう。以下

同じ。）、優先出資証券（協同組織金融機関

の発行する優先出資証券をいう。以下同

じ。）、投資信託受益証券（投資信託の受益

証券をいう。以下同じ。）、外国投資信託受

益証券（外国投資信託の受益証券をいう。以

下同じ。）、投資証券、外国投資証券、外国

株預託証券（外国法人の発行する株券に係る

権利を表示する預託証券をいう。以下同

じ。）、受益証券発行信託の受益証券、外国

受益証券発行信託の受益証券（外国法人の発

行する証券又は証書で受益証券発行信託の

受益証券の性質を有するものをいう。以下同

じ。）を含む。第６条第２号を除き、以下同

じ。）及び転換社債型新株予約権付社債券（新

株予約権付社債券のうち、新株予約権の行使

に際してする出資の目的が当該新株予約権

付社債券に係る社債であるものをいい、外国

法人の発行するものを除く。以下同じ。）に

係るＴｏＳＴＮｅＴ取引については、この章

の定めるところによる。 

第３条 株券（新株予約権証券、優先出資証券

（協同組織金融機関の発行する優先出資証

券をいう。以下同じ。）、投資信託受益証券

（投資信託の受益証券をいう。以下同じ。）、

外国投資信託受益証券（外国投資信託の受益

証券をいう。以下同じ。）、投資証券、外国

投資証券、外国株預託証券（外国法人の発行

する株券に係る権利を表示する預託証券を

いう。以下同じ。）、受益証券発行信託の受

益証券、外国受益証券発行信託の受益証券

（外国法人の発行する証券又は証書で受益

証券発行信託の受益証券の性質を有するも

のをいう。以下同じ。）を含む。第６条第２

号を除き、以下同じ。）及び転換社債型新株

予約権付社債券（新株予約権付社債券のう

ち、新株予約権の行使に際してする出資の目

的が当該新株予約権付社債券に係る社債で

あるものをいい、外国法人の発行するものを

除く。以下同じ。）に係るＴｏＳＴＮｅＴ取

引については、この章の定めるところによ

る。 

２ （略） ２ （略） 

  

（ＴｏＳＴＮｅＴ取引の方法） （ＴｏＳＴＮｅＴ取引の方法） 

第７条 （略） 第７条 （略） 

２ 前項の規定にかかわらず、売買システムの

稼働に支障が生じた場合その他やむを得な

い事由により取引参加者（取引参加者規程第

２条第２項に規定する総合取引参加者及び

同条第３項に規定する現物取引参加者をい

２ 前項の規定にかかわらず、売買システムの

稼働に支障が生じた場合その他やむを得な

い事由により取引参加者（取引参加者規程第

２条第２項に規定する総合取引参加者をい

う。以下この章において同じ。）が売買シス
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う。以下この章において同じ。）が売買シス

テムによる売買を行うことができない場合

において、当取引所が必要と認めるときは、

売買システムによる売買以外の売買により

行うことができる。この場合において、当該

売買に関し必要な事項は当取引所がその都

度定める。 

テムによる売買を行うことができない場合

において、当取引所が必要と認めるときは、

売買システムによる売買以外の売買により

行うことができる。この場合において、当該

売買に関し必要な事項は当取引所がその都

度定める。 

  

（引渡有価証券）  

第３１条 取引参加者に出資証券の売付けの

委託をした顧客が、ＴｏＳＴＮｅＴ取引の決

済のために引き渡す出資証券は、売買単位の

券種の出資証券又は他の券種の出資証券で

各出資証券の表示する出資の口数の合計が

売買単位となるように組み合わせたもので

なければならない。 

第３１条 削除 

２ 前項の規定にかかわらず、出資証券の売付

けの委託において、受託する取引参加者が同

意した場合には、顧客は、他の券種の出資証

券を引き渡すことができる。 

 

  

  

付  則  

１ この改正規定は、平成２５年７月１６日か

ら施行する。  
 

２ この改正規定施行の日（以下「施行日」と

いう。）の前日において、株式会社大阪証券

取引所に上場している株券のうち、当取引所

に上場していない株券は、施行日においてＴ

ｏＳＴＮｅＴ市場に上場するものとする。  
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特定上場有価証券に関する有価証券上場規程の特例の一部改正新旧対照表 

 

新 旧 

（定義） （定義） 

第２条 この特例において、次の各号に掲げる用

語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

第２条 この特例において、次の各号に掲げる用

語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

（１）・（２） （略） （１）・（２） （略） 

（３） 株券等 次のａからｍまでに掲げる有

価証券をいう。 

（３） 株券等 次のａからｍまでに掲げる有

価証券をいう。 

ａ～ｅ （略） ａ～ｅ （略） 

ｆ ＥＴＮ（外国で発行された法第２条第１

項第１７号に掲げる有価証券のうち同項第

５号に掲げる社債券の性質を有するもので

あって、当該有価証券の償還価額が特定の

指標（金融商品市場における相場その他の

指標をいう。）に連動することを目的とす

るものをいう。） 

ｆ 外国指標連動証券（外国で発行された法

第２条第１項第１７号に掲げる有価証券の

うち同項第５号に掲げる社債券の性質を有

するものであって、当該有価証券の償還価

額が特定の指標（金融商品市場における相

場その他の指標をいう。）に連動すること

を目的とするものをいう。） 

ｇ～ｋ （略） ｇ～ｋ （略） 

ｌ 受益証券発行信託の受益証券（法第２条

第１項第１４号に掲げる受益証券発行信託

の受益権をいう。以下同じ。）のうち、次

の（ａ）及び（ｂ）に掲げるもの 

ｌ 受益証券発行信託の受益証券（法第２条

第１項第１４号に掲げる受益証券発行信託

の受益権をいう。以下同じ。）のうち、次

の（ａ）及び（ｂ）に掲げるもの 

（ａ） （略） （ａ） （略） 

（ｂ） 外国証券信託受益証券（受益証券

発行信託の受益証券のうち、外国法人の

発行する株券、ＥＴＮ、外国投資信託受

益証券、外国投資証券又は次のｍに掲げ

る外国受益証券発行信託の受益証券を信

託財産とするものをいう。） 

（ｂ） 外国証券信託受益証券（受益証券

発行信託の受益証券のうち、外国法人の

発行する株券、外国指標連動証券、外国

投資信託受益証券、外国投資証券又は次

のｍに掲げる外国受益証券発行信託の受

益証券を信託財産とするものをいう。） 

ｍ （略） ｍ （略） 

（４）～（４８） （略） （４）～（４８） （略） 

  

  

付  則  

この改正規定は、平成２５年７月１６日から施  
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行する。 
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国債証券先物取引に関する業務規程及び受託契約準則の特例の一部改正新旧対照表 

 

新 旧 

（ストラテジー取引） （ストラテジー取引） 

第３条の２ 取引参加者（取引参加者規程第２条

第２項に規定する総合取引参加者又は同条第４

項に規定する国債先物等取引参加者をいう。以

下同じ。）は、次条第１項第１号ａ、同項第２

号ａ及び同項第３号ａに定める時間において

は、中期国債標準物及び長期国債標準物に係る

ラージ取引並びにミニ取引において、一又は複

数の銘柄間で複数の限月取引の売付け又は買付

けを同時に成立させる取引（以下「ストラテジ

ー取引」という。）を行うことができるものと

する。 

第３条の２ 取引参加者（取引参加者規程第２条

第２項に規定する総合取引参加者又は同条第３

項に規定する国債先物等取引参加者をいう。以

下同じ。）は、次条第１項第１号ａ、同項第２

号ａ及び同項第３号ａに定める時間において

は、中期国債標準物及び長期国債標準物に係る

ラージ取引並びにミニ取引において、一又は複

数の銘柄間で複数の限月取引の売付け又は買付

けを同時に成立させる取引（以下「ストラテジ

ー取引」という。）を行うことができるものと

する。 

２～４ （略） ２～４ （略） 

  

（ギブアップ） （ギブアップ） 

第２６条 （略） 第２６条 （略） 

２ ギブアップとは、国債証券先物取引の売付け

又は買付けを将来に向かって消滅させ、同時に、

当該売付け又は買付けと同一内容の国債証券先

物取引の売付け又は買付けを他の取引参加者の

名において（当該他の取引参加者が非清算参加

者（取引参加者規程第２４条の２第４項に規定

する非清算参加者をいう。以下同じ。）である

場合にあっては、当該他の取引参加者の計算に

より、その指定清算参加者（当該非清算参加者

が取引参加者規程第２４条の４第１項の規定に

基づいて指定した指定清算参加者をいう。以下

同じ。）の名において）新たに発生させること

をいう。 

２ ギブアップとは、国債証券先物取引の売付け

又は買付けを将来に向かって消滅させ、同時に、

当該売付け又は買付けと同一内容の国債証券先

物取引の売付け又は買付けを他の取引参加者の

名において（当該他の取引参加者が非清算参加

者（取引参加者規程第２４条の２第５項に規定

する非清算参加者をいう。以下同じ。）である

場合にあっては、当該他の取引参加者の計算に

より、その指定清算参加者（当該非清算参加者

が取引参加者規程第２４条の４第１項の規定に

基づいて指定した指定清算参加者をいう。以下

同じ。）の名において）新たに発生させること

をいう。 

３～５ （略） ３～５ （略） 

  

（業務規程の読替え） （業務規程の読替え） 

第４５条 国債証券先物取引に係る業務規程第７第４５条 国債証券先物取引に係る業務規程第７
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４条から第７６条まで及び第７７条の２の規定

の適用については、同第７４条及び第７５条の

規定中「よる当取引所の市場における毎日」と

あるのは「より行う当取引所の市場における毎

取引日」と、第７６条及び第７７条の２中「取

引参加者」とあるのは「取引参加者（取引参加

者規程第２条第２項に規定する総合取引参加者

又は同条第４項に規定する国債先物等取引参加

者をいう。）」とする。 

４条から第７６条まで及び第７７条の２の規定

の適用については、同第７４条及び第７５条の

規定中「よる当取引所の市場における毎日」と

あるのは「より行う当取引所の市場における毎

取引日」と、第７６条及び第７７条の２中「取

引参加者」とあるのは「取引参加者（取引参加

者規程第２条第２項に規定する総合取引参加者

又は同条第３項に規定する国債先物等取引参加

者をいう。）」とする。 

  

  

付  則  

この改正規定は、平成２５年７月１６日から施

行する。 
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先物・オプション取引に係る証拠金及び未決済約定の引継ぎ等に関する規則の一部改正新旧対照表 

 

新 旧 

（定義） （定義） 

第２条 （略） 第２条 （略） 

２ （略） ２ （略） 

３ この規則において「取引参加者」とは、取引

参加者規程第２条第２項に規定する総合取引

参加者、同条第４項に規定する国債先物等取引

参加者、同条第５項に規定する指数先物等取引

参加者又は同条第６項に規定する有価証券オ

プション取引参加者をいう。 

３ この規則において「取引参加者」とは、取引

参加者規程第２条第２項に規定する総合取引参

加者、同条第３項に規定する国債先物等取引参

加者、同条第４項に規定する指数先物等取引参

加者又は同条第５項に規定する有価証券オプシ

ョン取引参加者をいう。 

４～８ （略） ４～８ （略） 

９ この規則において「非清算参加者」とは、取

引参加者規程第２４条の２第４項に規定する

非清算参加者をいう。 

９ この規則において「非清算参加者」とは、取

引参加者規程第２４条の２第５項に規定する非

清算参加者をいう。 

１０～１８ （略） １０～１８ （略） 

  

（清算参加者の取引証拠金） （清算参加者の取引証拠金） 

第４条 清算参加者の先物・オプション取引に係

る取引証拠金に関する事項は、クリアリング機

構が業務方法書の規定に基づき定める先物・オ

プション取引に係る取引証拠金等に関する規則

（以下「クリアリング機構取引証拠金規則」と

いう。）によるものとする。 

第４条 清算参加者の先物・オプション取引に係

る取引証拠金に関する事項は、クリアリング機

構が業務方法書の規定に基づき定める取引証拠

金等に関する規則（以下「クリアリング機構取

引証拠金規則」という。）によるものとする。 

  

（取引証拠金の差入時限又は預託時限） （取引証拠金の差入時限又は預託時限） 

第８条 前３条の規定による取引証拠金の差入

れ又は非清算参加者証拠金の預託は、先物取引

の売付け若しくは買付け又はオプション取引

の売付けが成立した取引日の終了する日（有価

証券オプション取引にあっては、売付けが成立

した日）の翌日（休業日に当たるときは、順次

繰り下げる。以下同じ。）のクリアリング機構

が定める預託時限までの指定清算参加者が指

定する日時までに、次の各号に掲げる区分のい

第８条 前３条の規定による取引証拠金の差入

れ又は非清算参加者証拠金の預託は、先物取引

の売付け若しくは買付け又はオプション取引

の売付けが成立した取引日の終了する日（有価

証券オプション取引にあっては、売付けが成立

した日）の翌日のクリアリング機構が定める預

託時限までの指定清算参加者が指定する日時

までに、次の各号に掲げる区分のいずれに該当

するか明示して行うものとする。 
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ずれに該当するか明示して行うものとする。 

（１）～（４） （略） （１）～（４） （略） 

  

（証拠金の差入れ又は預託） （証拠金の差入れ又は預託） 

第２６条 顧客は、当該顧客の委託に基づく先物

取引の売付け若しくは買付け又はオプション

取引の売付けが成立した場合において、受入証

拠金の総額（第３０条第１項に規定する受入証

拠金の総額をいう。以下同じ。）が証拠金所要

額（クリアリング機構取引証拠金規則に規定す

る顧客の証拠金所要額をいう。以下同じ。）を

下回っているとき又は当該顧客が証拠金とし

て差し入れ又は預託している金銭の額が顧客

の現金支払予定額（同条第２項に規定する現金

授受予定額が負である場合の当該額をいう。以

下同じ。）を下回っているときは、受入証拠金

の総額と証拠金所要額との差額（以下「総額の

不足額」という。）又は当該顧客が証拠金とし

て差し入れ又は預託している金銭の額と当該

顧客の現金支払予定額との差額（以下「現金不

足額」という。）のいずれか大きい額以上の額

を証拠金として、当該不足額が発生した日の翌

日（当該顧客が非居住者である場合は、当該不

足額が発生した日から起算して３日目の日）ま

での取引参加者が指定する日時までに、取引参

加者に差し入れ又は預託するものとする。 

第２６条 顧客は、当該顧客の委託に基づく先物

取引の売付け若しくは買付け又はオプション

取引の売付けが成立した場合において、受入証

拠金の総額（第３０条第１項に規定する受入証

拠金の総額をいう。以下同じ。）が証拠金所要

額（クリアリング機構取引証拠金規則に規定す

る顧客の証拠金所要額をいう。以下同じ。）を

下回っているとき又は当該顧客が証拠金とし

て差し入れ又は預託している金銭の額が顧客

の現金支払予定額（同条第２項に規定する現金

授受予定額が負である場合の当該額をいう。以

下同じ。）を下回っているときは、受入証拠金

の総額と証拠金所要額との差額（以下「総額の

不足額」という。）又は当該顧客が証拠金とし

て差し入れ又は預託している金銭の額と当該

顧客の現金支払予定額との差額（以下「現金不

足額」という。）のいずれか大きい額以上の額

を証拠金として、当該不足額が発生した日の翌

日（当該顧客が非居住者である場合は、当該不

足額が発生した日から起算して３日目（休業日

を除外する。以下同じ。）の日）までの取引参

加者が指定する日時までに、取引参加者に差し

入れ又は預託するものとする。 

２～６ （略） ２～６ （略） 

  

 （指定先物・オプション取引に関する証拠金の

取扱い） 

第２８条 削除 第２８条 第２６条第１項及び前条の規定にかか

わらず、取引参加者は、顧客に総額の不足額又

は現金不足額が生じている場合において、当該

顧客が国内の他の金融商品取引所が開設する取

引所金融商品市場における市場デリバティブ取
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引のうち当取引所が指定する取引（以下「指定

先物・オプション取引」という。）の委託を行

っているときは、次の各号に掲げる額のいずれ

か大きい額以上の額を証拠金として差し入れ又

は預託させれば足りるものとする。この場合に

おいて、第２号に掲げる額に相当する額の証拠

金は、有価証券をもって代用させることができ

ないものとする。 

 （１） 当該顧客の総額の不足額から、当該顧

客の委託に基づく指定先物・オプション取引

が行われている金融商品取引所の定める受入

証拠金の総額が当該金融商品取引所の定める

証拠金所要額の総額を超えている場合の当該

超過額を控除した額 

 （２） 当該顧客の現金不足額から、当該顧客

の委託に基づく指定先物・オプション取引が

行われている金融商品取引所の定めるところ

により引出しが可能である証拠金として差し

入れられ又は預託されている金銭の額及び当

該金融商品取引所の定めるところにより計算

上の利益額の払出しが可能である場合におけ

る当該払出可能額を控除した額 

  

（証拠金の区分） （証拠金の区分） 

第２９条 第２６条及び第２７条の規定に基づ

き顧客が取引参加者に差し入れ又は預託した

証拠金のうち顧客の現金支払予定額に相当す

る額の金銭以外の金銭又は有価証券について

は、当該顧客が取引証拠金として差し入れたも

のとする。ただし、当該顧客の同意（金融商品

取引所等に関する内閣府令（平成１９年内閣府

令第５４号）第６６条に規定する同意をいう。）

がある場合には、委託証拠金として預託したも

のとすることができる。 

第２９条 前３条の規定に基づき顧客が取引参加

者に差し入れ又は預託した証拠金のうち顧客の

現金支払予定額に相当する額の金銭以外の金銭

又は有価証券については、当該顧客が取引証拠

金として差し入れたものとする。ただし、当該

顧客の同意（金融商品取引所等に関する内閣府

令（平成１９年内閣府令第５４号）第６６条に

規定する同意をいう。）がある場合には、委託

証拠金として預託したものとすることができ

る。 

２ （略） ２ （略） 
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（証拠金の引出しの制限） （証拠金の引出しの制限） 

第３２条 （略） 第３２条 （略） 

２ 前項の規定にかかわらず、総合取引参加者

（取引参加者規程第２条第２項に規定する総

合取引参加者をいう。）又は有価証券オプショ

ン取引参加者（取引参加者規程第２条第６項に

規定する有価証券オプション取引参加者をい

う。）は、次の各号のいずれかに該当する場合

は、当該各号に定める金銭又は有価証券を引き

出させることができる。 

２ 前項の規定にかかわらず、総合取引参加者（取

引参加者規程第２条第２項に規定する総合取引

参加者をいう。）又は有価証券オプション取引

参加者（取引参加者規程第２条第５項に規定す

る有価証券オプション取引参加者をいう。）は、

次の各号のいずれかに該当する場合は、当該各

号に定める金銭又は有価証券を引き出させるこ

とができる。 

（１）・（２） （略） （１）・（２） （略） 

  

  

付  則  

この改正規定は、平成２５年７月１６日から施

行する。 
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先物・オプション取引口座設定約諾書の一部改正新旧対照表 

 

新 旧 

私は、株式会社日本証券クリアリング機構

（以下「クリアリング機構」という。）が金

融商品取引清算機関として金融商品債務引

受業を行う対象とする市場デリバティブ取

引（通貨に係るものを除く。）（以下「先物・

オプション取引」という。）の特徴、制度の

仕組み等取引に関し、貴 から受けた説明の

内容を十分把握し、私の判断と責任において

先物・オプション取引の委託を行います。つ

きましては、貴 に先物・オプション取引口

座を設定するに際し、金融商品取引法（昭和

２３年法律第２５号。以下「法」という。）

その他の法令、先物・オプション取引が行わ

れる金融商品市場を開設する金融商品取引

所（第１０条第４項並びに第５項第１号及び

第２号を除き、以下単に「金融商品取引所」

という。）の定款、業務規程、受託契約準則、

取引参加者規程、清算・決済規程、先物・オ

プション取引に係る証拠金及び未決済約定

の引継ぎ等に関する規則（以下「証拠金規則」

という。）、その他諸規則及び決定事項、ク

リアリング機構の業務方法書、先物・オプシ

ョン取引に係る取引証拠金等に関する規則

及び決定事項並びに慣行中、先物・オプショ

ン取引の条件に関連する条項に従うととも

に、次の各条に掲げる事項を承諾し、これを

証するため、この約諾書を差し入れます。な

お、本約諾書における用語の意義は、金融商

品取引所の定款、業務規程、受託契約準則及

私は、株式会社東京証券取引所（以下「東

京証券取引所」という。）が開設する取引所

金融商品市場において取引される市場デリ

バティブ取引（以下「先物・オプション取引」

という。）の特徴、制度の仕組み等取引に関

し、貴 から受けた説明の内容を十分把握

し、私の判断と責任において先物・オプショ

ン取引の委託を行います。つきましては、貴 

に先物・オプション取引口座を設定するに際

し、金融商品取引法（昭和２３年法律第２５

号。以下「法」という。）その他の法令、東

京証券取引所の定款、業務規程、受託契約準

則、先物・オプション取引に係る証拠金及び

未決済約定の引継ぎ等に関する規則（以下

「証拠金規則」という。）、その他諸規則及

び決定事項、株式会社日本証券クリアリング

機構（以下「クリアリング機構」という。）

の業務方法書、取引証拠金等に関する規則及

び決定事項並びに慣行中、先物・オプション

取引の条件に関連する条項に従うとともに、

次の各条に掲げる事項を承諾し、これを証す

るため、この約諾書を差し入れます。なお、

本約諾書における用語の意義は、東京証券取

引所の定款、業務規程、受託契約準則及び先

物・オプション取引に関するこれら諸規則に

係る特例、取引参加者規程、清算・決済規程、

証拠金規則並びにクリアリング機構の業務

方法書及び取引証拠金等に関する規則にお

いて定めるところに従います。 
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び先物・オプション取引に関するこれら諸規

則に係る特例、取引参加者規程、清算・決済

規程、証拠金規則並びにクリアリング機構の

業務方法書及び先物・オプション取引に係る

取引証拠金等に関する規則において定める

ところに従います。 

  

（先物・オプション取引口座による処理） （先物・オプション取引口座による処理） 

第１条 私が今後貴 に対して行う先物・オプ

ション取引のうち私が指定する取引の委託

において、次に掲げる事項をすべてこの先

物・オプション取引口座で処理すること。 

第１条 私が今後貴 に対して行う先物・オプ

ション取引のうち私が指定する取引の委託

において、次に掲げる事項をすべてこの先

物・オプション取引口座で処理すること。 

（１）・（２） （略） （１）・（２） （略） 

（３） 法第２条第２１項第３号に掲げる取

引に係る売付け又は買付けに係る取引代

金、証拠金、権利行使に伴い授受する有価

証券及び金銭（信用取引による売付け又は

買付けが成立した場合を除く。）、その他

授受する金銭 

（３） 法第２条第２１項第３号に掲げる取

引に係る売付け又は買付けに係る取引代

金、証拠金、権利行使に伴い授受する有価

証券及び金銭（有価証券オプション取引に

関する業務規程、信用取引・貸借取引規程

及び受託契約準則の特例の規定により、信

用取引による売付け又は買付けが成立し

た場合を除く。）、その他授受する金銭 

  

（取引証拠金及び委託証拠金） （取引証拠金及び委託証拠金） 

第３条 私がこの先物・オプション取引口座を

通じて貴 に差し入れた証拠金（私の現金支

払予定額に相当する額の金銭を除く。以下同

じ。）は、貴 が保管するのではなく、私の

代理人である貴 （貴 が非清算参加者であ

る場合には、貴 及び貴 の指定清算参加

者）が、私の委託に基づく未決済約定に係る

取引証拠金としてそのままクリアリング機

構に直接預託し、クリアリング機構で保管さ

れること。ただし、私が貴 に証拠金を差し

第３条 私がこの先物・オプション取引口座を

通じて貴 に差し入れた証拠金（私の現金支

払予定額に相当する額の金銭を除く。以下同

じ。）は、貴 が保管するのではなく、私の

代理人である貴 （貴 が非清算参加者であ

る場合には、貴 及び貴 の指定清算参加

者）が、私の委託に基づく未決済約定に係る

取引証拠金としてそのままクリアリング機

構に直接預託し、クリアリング機構で保管さ

れること。ただし、私が貴 に証拠金を差し
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入れた日から起算して４日目（金融商品取引

所が定める休業日を除く。）の日までの間は、

貴 が取引証拠金としてこれを保管し、貴 

自身が所有するこれに相当する金銭又は代

用有価証券が差換預託されることがあり得

ることについて異議のないこと。 

入れた日から起算して４日目（東京証券取引

所が定める休業日を除く。）の日までの間は、

貴 が取引証拠金としてこれを保管し、貴 

自身が所有するこれに相当する金銭又は代

用有価証券が差換預託されることがあり得

ることについて異議のないこと。 

２ （略） ２ （略） 

  

（証拠金の代用有価証券の範囲） （証拠金の代用有価証券の範囲） 

第７条 証拠金の差入れ又は預託を有価証券

をもって代用する場合については、貴 は、

金融商品取引所及びクリアリング機構の規

則又は規則に基づく措置により定める範囲

のうち貴 が応じられる範囲において有価

証券を受け入れることに異議のないこと。 

第７条 証拠金の差入れ又は預託を有価証券

をもって代用する場合については、貴 は貴 

が応じられる範囲において有価証券を受け

入れることに異議のないこと。 

２ 前項の場合における有価証券の代用価格

の計算に係る時価（金融商品取引所及びクリ

アリング機構の規則に基づき決定される時

価をいう。）に乗ずべき率については、金融

商品取引所及びクリアリング機構の規則又

は規則に基づく措置により定める率を超え

ない率として貴 が設定する率とすること

に異議のないこと。 

（新設） 

  

（取引の取消し） （取引の取消し） 

第７条の２ 過誤のある注文により先物・オプ

ション取引が成立した場合において、金融商

品取引所がその規則に基づき、先物・オプシ

ョン取引の取消しを行ったときは、その措置

に従うこと。 

第７条の２ 過誤のある注文により先物・オプ

ション取引が成立した場合において、東京証

券取引所が先物・オプション取引の取消しを

行ったときは、その措置に従うこと。 

２ 天災地変その他のやむを得ない理由によ

り金融商品取引所のシステム上の取引記録

が消失した場合において、当該金融商品取引

２ 天災地変その他のやむを得ない理由によ

り東京証券取引所のシステム上の取引記録

が消失した場合において、東京証券取引所が
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所が先物・オプション取引の取消しを行った

ときは、その措置に従うこと。 

先物・オプション取引の取消しを行ったとき

は、その措置に従うこと。 

３ （略） ３ （略） 

４ 私は、金融商品取引所が先物・オプション

取引を取り消したことにより損害を被った

場合においても、過誤のある注文を発注した

取引参加者に対して、当該発注に際して故意

又は重過失が認められる場合を除き、その損

害の賠償を請求しないこと。 

４ 私は、東京証券取引所が先物・オプション

取引を取り消したことにより損害を被った

場合においても、過誤のある注文を発注した

取引参加者に対して、当該発注に際して故意

又は重過失が認められる場合を除き、その損

害の賠償を請求しないこと。 

５ 私は、金融商品取引所が先物・オプション

取引を取り消したことにより損害を被った

場合においても、当該金融商品取引所に対し

て、故意又は重過失が認められる場合を除

き、その損害の賠償を請求しないこと。 

５ 私は、東京証券取引所が先物・オプション

取引を取り消したことにより損害を被った

場合においても、東京証券取引所に対して、

故意又は重過失が認められる場合を除き、そ

の損害の賠償を請求しないこと。 

  

（権利行使の割当ての処理等） （権利行使の割当ての処理等） 

第８条 （略） 第８条 （略） 

２ オプション取引（次項に規定するオプション

取引を除く。）について、私が権利行使日にお

いて次の各号に定める場合に該当する銘柄

について権利行使を行わない旨を所定の時

限までに貴 に指示しなかったときは、当該

銘柄を上場する金融商品取引所が別に定め

た場合を除き、当該銘柄について権利行使の

指示を行ったものとみなされることに異議

のないこと。  

２ 有価証券オプション取引について、私が権

利行使日において次の各号に定める場合に

該当する銘柄について権利行使を行わない

旨を所定の時限までに貴 に指示しなかっ

たときは、東京証券取引所が別に定めた場合

を除き、当該銘柄について権利行使の指示を

行ったものとみなされることに異議のない

こと。 

（１） プットオプション（権利行使により

当該権利行使をした者が売主としての地

位を取得するものをいう。以下同じ。）に

ついては、権利行使価格がオプション清算

値段、オプション清算指数の数値又はオプシ

ョン清算数値を上回っている場合  

（１） 有価証券プットオプションについて

は、権利行使価格がオプション清算値段を

上回っている場合 

（２） コールオプション（権利行使により （２） 有価証券コールオプションについて
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当該権利行使をした者が買主としての地

位を取得するものをいう。以下同じ。）に

ついては、権利行使価格がオプション清算

値段、オプション清算指数の数値又はオプ

ション清算数値を下回っている場合 

は、権利行使価格がオプション清算値段を

下回っている場合 

３ 取引開始の日から取引最終日の終了する

日までを権利行使期間とするオプション取

引について、私が権利行使期間満了の日にお

いて次の各号に定める場合に該当する銘柄

について権利行使を行わない旨を所定の時

限までに貴 に指示しなかったときは、当該

銘柄を上場する金融商品取引所が別に定め

た場合を除き、当該銘柄について権利行使の

指示を行ったものとみなされることに異議

のないこと。 

３ 国債証券先物オプション取引について、私

が権利行使期間満了の日において次の各号

に定める場合に該当する銘柄について権利

行使を行わない旨を所定の時限までに貴 

に指示しなかったときは、東京証券取引所が

別に定めた場合を除き、当該銘柄について権

利行使の指示を行ったものとみなされるこ

とに異議のないこと。 

（１） プットオプションについては、権利

行使価格が権利行使期間満了の日に終了

する取引日における権利行使対象先物限

月取引の清算値段を上回っている場合 

（１） 国債証券先物プットオプションにつ

いては、権利行使価格が権利行使期間満了

の日に終了する取引日における権利行使

対象先物限月取引の清算値段を上回って

いる場合 

（２） コールオプションについては、権利

行使価格が権利行使期間満了の日に終了

する取引日における権利行使対象先物限

月取引の清算値段を下回っている場合 

（２） 国債証券先物コールオプションにつ

いては、権利行使価格が権利行使期間満了

の日に終了する取引日における権利行使

対象先物限月取引の清算値段を下回って

いる場合 

（削る） ４ 指数オプション取引について、私が権利行

使日において次の各号に定める場合に該当

する銘柄について権利行使を行わない旨を

所定の時限までに貴 に指示しなかったと

きは、当該銘柄について権利行使の指示を行

ったものとみなされることに異議のないこ

と。 

 （１） 指数プットオプションについては、
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権利行使価格がオプション清算指数の数

値を上回っている場合 

 （２） 指数コールオプションについては、

権利行使価格がオプション清算指数の数

値を下回っている場合 

４ 前項に規定するオプション取引について、

私が権利行使を委託した場合又は権利行使

の割当てを受けた場合において、私が当該権

利行使又は当該権利行使の割当てに係る先

物取引の限月取引ごとに新規の売付け若し

くは新規の買付け又は転売若しくは買戻し

の区別及びその数量を所定の時限までに貴 

に指示しなかったときは、当該指示をしなか

った数量について新規の売付け又は新規の

買付けの指示を行ったものとみなされるこ

とに異議のないこと。 

５ 国債証券先物オプション取引について、私

が権利行使を委託した場合又は権利行使の

割当てを受けた場合において、私が当該権利

行使又は当該権利行使の割当てに係る国債

証券先物取引の限月取引ごとに新規の売付

け若しくは新規の買付け又は転売若しくは

買戻しの区別及びその数量を所定の時限ま

でに貴 に指示しなかったときは、当該指示

をしなかった数量について新規の売付け又

は新規の買付けの指示を行ったものとみな

されることに異議のないこと。 

  

（決済条件の変更） （決済条件の変更） 

第９条 金融商品取引所又はクリアリング機

構が、天災地変、経済事情の激変、品不足そ

の他やむを得ない理由に基づいて、先物・オ

プション取引に係る決済物件、権利行使期

間、権利行使日、受渡決済期日又は最終決済

期日の変更等の決済条件の変更を行った場

合には、その措置に従うこと。 

第９条 東京証券取引所又はクリアリング機

構が、天災地変、経済事情の激変、品不足そ

の他やむを得ない理由に基づいて、先物・オ

プション取引に係る決済物件、権利行使期

間、権利行使日、受渡決済期日又は最終決済

期日の変更等の決済条件の変更を行った場

合には、その措置に従うこと。 

  

（経過利子の取扱い及び最終清算指数等の

変更等） 

（経過利子の取扱い及び最終清算指数等の

変更等） 

第１０条 クリアリング機構が、先物取引の受

渡決済において、非課税扱いの申告に係る経

過利子の取扱いについて課税扱いの指定を

行った場合には、その措置に従うこと。 

第１０条 クリアリング機構が、国債証券先物

取引の受渡決済において、非課税扱いの申告

に係る経過利子の取扱いについて課税扱い

の指定を行った場合には、その措置に従うこ

と。 



189 

２ 指数先物取引における最終決済期日前に

特別清算指数又は特別清算数値に誤りがあ

ると認められた場合において、金融商品取引

所が当該金融商品取引所の規則に基づき、そ

の変更を行ったときは、その措置に従うこ

と。 

２ 東京証券取引所が、指数先物取引における

最終決済期日前に特別清算指数に誤りがあ

ると認められた場合において、最終清算指数

の変更を行ったときは、その措置に従うこ

と。 

３ 指数オプション取引における権利行使に

係る決済の日の前日までに特別清算指数又

は特別清算数値に誤りがあると認められた

場合において、金融商品取引所が当該金融商

品取引所の規則に基づき、オプション清算指

数又はオプション清算数値の変更を行った

ときは、その措置に従うこと。 

３ 東京証券取引所が、指数オプション取引に

おける権利行使に係る決済の日の前日まで

に特別清算指数に誤りがあると認められた

場合において、オプション清算指数の変更を

行ったときは、その措置に従うこと。 

４ 私が、指数先物取引又は指数オプション取

引において、指数の算出若しくは配信の不

能、遅延若しくは誤り又は最終清算指数、最

終清算数値、オプション清算指数若しくはオ

プション清算数値の変更により損害を被っ

た場合においても、貴 、金融商品取引所（指

数の対象である有価証券を上場する金融商

品取引所を含む。以下この項において同じ。）

及び指数の算出者（当該算出者から指数の算

出に関して業務委託を受けた者を含む。）に

対してその損害の賠償を請求しないこと。た

だし、貴 又は金融商品取引所に故意又は重

過失が認められる場合にあっては、当該故意

又は重過失が認められる者に対する請求は

この限りではない。 

４ 私が、指数先物取引又は指数オプション取

引において、指数の算出若しくは配信の不

能、遅延若しくは誤り又は最終清算指数若し

くはオプション清算指数の変更により損害

を被った場合においても、貴 、東京証券取

引所及び指数の算出者（当該算出者から指数

の算出に関して業務委託を受けた者を含

む。）に対してその損害の賠償を請求しない

こと。 

５ 有価証券に係るオプション取引の処理に

ついて、次の各号に掲げる場合には、当該オ

プション取引が行われた金融商品取引所の

定める方法により行われることに異議のな

いこと。 

５ 有価証券オプション取引の対象である有

価証券が、いずれの国内の金融商品取引所に

おいても上場されなくなる場合若しくは売

買を停止された場合又は有価証券オプショ

ン取引の対象である有価証券の発行者が会
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（１） 当該オプション取引の対象である有

価証券が、いずれの国内の金融商品取引所

においても上場されなくなる場合 

（２） 当該オプション取引の対象である有

価証券が、いずれかの国内の金融商品取引

所において売買を停止された場合 

（３） 当該オプション取引の対象である有

価証券の発行者が会社分割を行った場合 

（４） 当該オプション取引の取引状況等を

勘案して当該取引に係るオプションの上

場廃止を行う場合 

社分割を行った場合における有価証券オプ

ション取引の処理については、東京証券取引

所の定める方法により行われることに異議

のないこと。 

（新設） 

 

 

（新設） 

 

 

（新設） 

 

（新設） 

  

（期限の利益を喪失した場合等における先

物・オプション取引の転売又は買戻し等） 

（期限の利益を喪失した場合等における先

物・オプション取引の転売又は買戻し等） 

第１２条 （略） 第１２条 （略） 

２ 私が前条第２項第１号に掲げる債務のう

ち、先物・オプション取引に係る債務につい

て一部でも履行を遅滞したときは、当該先

物・オプション取引が行われた金融商品取引

所の規則により、当該遅滞に係る先物・オプ

ション取引を決済するために必要な転売又

は買戻し等を、私の計算において貴 が任意

に行うことに異議のないこと。 

２ 私が前条第２項第１号に掲げる債務のう

ち、先物・オプション取引に係る債務につい

て一部でも履行を遅滞したときは、東京証券

取引所の規則により、当該遅滞に係る先物・

オプション取引を決済するために必要な転

売又は買戻し等を、私の計算において貴 が

任意に行うことに異議のないこと。 

３～５ （略） ３～５ （略） 

  

（貴 に増担保等措置が実施された場合の

措置） 

（貴 に増担保等措置が実施された場合の

措置） 

第１２条の２ 貴 が、クリアリング機構から

増担保等措置（クリアリング機構の業務方法

第１２条の２ 貴 が、クリアリング機構から

私の委託に基づく先物・オプション取引に関
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書第２９条の２に規定する措置をいう。以下

同じ。）を受けた場合（貴 が非清算参加者

の場合には、クリアリング機構の業務方法書

第２９条の２第２項の規定による措置を貴 

の指定清算参加者から受けた場合）であっ

て、私の委託に基づく未決済約定が当該措置

の事由と密接な関係を有しているときは、貴 

が当該措置に従うために必要な範囲内で私

に対して次の各号に掲げる措置を行うこと

に異議のないこと。 

して増担保等措置（クリアリング機構の業務

方法書第２９条の２に規定する措置をいう。

以下同じ。）を受けた場合（貴 が非清算参

加者の場合には、クリアリング機構の業務方

法書第２９条の２第２項の規定による措置

を貴 の指定清算参加者から受けた場合）に

おいて、貴 が当該措置に従うために必要な

範囲内で私に対して次の各号に掲げる措置

を行うことに異議のないこと。 

（１）～（３） （略） （１）～（３）（略） 

  

（貴 に改善指示が行われた場合における

先物・オプション取引の転売又は買戻し

等） 

（貴 に改善指示が行われた場合における

先物・オプション取引の転売又は買戻し

等） 

第１２条の４ 貴 が、私に対して、あらかじ

め、合理的な猶予期間を定めて前条第１項の

要請をしたにもかかわらず、私が正当な理由

なく当該要請に応じなかった場合であって、

貴 が、他の方法により改善指示に適合する

べく合理的な努力を行ってもなお当該改善

指示に適合できないとき（貴 が非清算参加

者である場合には、クリアリング機構の業務

方法書第４５条の２第１項の規定に基づく

要請に適合するべく合理的な努力を行って

もなお当該要請に適合できないとき）は、私

が貴 に設定した先物・オプション取引口座

を通じて処理されるすべての先物・オプショ

ン取引につき、私の計算において、それを決

済するために必要な転売又は買戻し等を合

理的に必要と認められる範囲内で行うこと

に異議のないこと。 

第１２条の４ 貴 が改善指示を受けた場合

（貴 が非清算参加者である場合には、貴 

の指定清算参加者からクリアリング機構の

業務方法書第４５条の２第１項の規定に基

づき要請を受けた場合）であって、前条のほ

か、貴 が、他の方法により当該改善指示に

適合するべく合理的な努力を行ってもなお

当該改善指示に適合できないとき（貴 が非

清算参加者である場合には、クリアリング機

構の業務方法書第４５条の２第１項の規定

に基づく要請に適合するべく合理的な努力

を行ってもなお当該要請に適合できないと

き）は、私が貴 に設定した先物・オプショ

ン取引口座を通じて処理されるすべての先

物・オプション取引につき、私の計算におい

て、それを決済するために必要な転売又は買

戻し等を合理的に必要と認められる範囲内

で行うことに異議のないこと。 
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（削る） ２ 貴 が、私に対して、あらかじめ、前項の

転売又は買戻し等を自ら行うことを合理的

な猶予期間を定めて要請したにもかかわら

ず、私がこれらを正当な理由なく行わなかっ

たときに限り、貴 は、同項の規定に基づき、

同項の転売又は買戻し等を行うことができ

ること。 

２ 前項の転売又は買戻し等を行った結果、私

が損害を被った場合であっても、貴 及びク

リアリング機構（貴 が非清算参加者である

場合には、貴 、貴 の指定清算参加者及び

クリアリング機構）に対してその損害の賠償

を請求しないこと。ただし、貴 、貴 の指

定清算参加者及びクリアリング機構に故意

又は重過失が認められる場合にあっては、当

該故意又は重過失が認められる者に対する

請求はこの限りではない。 

３ 第１項の転売又は買戻し等を行った結果、

私が損害を被った場合であっても、貴 及び

クリアリング機構（貴 が非清算参加者であ

る場合には、貴 、貴 の指定清算参加者及

びクリアリング機構）に対してその損害の賠

償を請求しないこと。ただし、貴 、貴 の

指定清算参加者及びクリアリング機構に故

意又は重過失が認められる場合にあっては、

当該故意又は重過失が認められる者に対す

る請求はこの限りではない。 

  

（差引計算） （差引計算） 

第１４条 （略） 第１４条 （略） 

２ （略） ２ （略） 

３ 前２項によって差引計算をする場合、債権

債務の利息、損害金等の計算については、そ

の期間を計算実行の日までとし、債権債務の

利率については貴 の定める利率によるも

のとし、先物・オプション取引に係る貴 に

対する債務の遅延損害金の率については当

該先物・オプション取引が行われた金融商品

取引所の定める率によるものとし、貴 に対

するその他の債務の遅延損害金の率につい

ては、貴 の定める率によるものとする。 

３ 前２項によって差引計算をする場合、債権

債務の利息、損害金等の計算については、そ

の期間を計算実行の日までとし、債権債務の

利率については貴 の定める利率によるも

のとし、先物・オプション取引に係る貴 に

対する債務の遅延損害金の率については東

京証券取引所の定める率によるものとし、貴 

に対するその他の債務の遅延損害金の率に

ついては、貴 の定める率によるものとす

る。 

  

（遅延損害金の支払い） （遅延損害金の支払い） 
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第１６条 私が先物・オプション取引に関し、

貴 に対する債務の履行を怠ったときは、貴 

の請求により、貴 に対し履行期日の翌日よ

り履行の日まで、当該先物・オプション取引

が行われた金融商品取引所の定める率によ

る遅延損害金を支払うことに異議のないこ

と。 

第１６条 私が先物・オプション取引に関し、

貴 に対する債務の履行を怠ったときは、貴 

の請求により、貴 に対し履行期日の翌日よ

り履行の日まで、東京証券取引所の定める率

による遅延損害金を支払うことに異議のな

いこと。 

  

（支払不能による売買停止等の場合の措置） （支払不能による売買停止等の場合の措置） 

第１７条 次の各号のいずれかの事由により、

金融商品取引所の取引参加者規程の規定に

基づき貴 の先物・オプション取引（有価証

券等清算取次ぎによるものを除く。）又は有

価証券等清算取次ぎの委託の停止（以下「支

払不能による売買停止等」という。）が行わ

れ、当該金融商品取引所が貴 の顧客の委託

に基づく未決済約定（取引最終日までに転売

又は買戻しを行わなかった未決済約定を除

く。）について引継ぎ又は転売若しくは買戻

し若しくは権利行使（これらの委託を含む。

以下同じ。）を行わせることとした場合にお

いて、私が貴 以外の当該金融商品取引所が

指定する取引参加者に当該未決済約定の引

継ぎ（以下「支払不能による売買停止等時の

建玉の移管」という。）を行おうとするとき

は、当該金融商品取引所の定めるところによ

り、私が当該取引参加者のうち一の者に当該

支払不能による売買停止等時の建玉の移管

について申し込み、当該金融商品取引所が定

める日時までにその承諾を受けなければな

らないことに異議のないこと。 

第１７条 次の各号のいずれかの事由により、

東京証券取引所の取引参加者規程の規定に

基づき貴 の有価証券の売買等（有価証券等

清算取次ぎによるものを除く。）又は有価証

券等清算取次ぎの委託の停止（以下「支払不

能による売買停止等」という。）が行われ、

東京証券取引所が貴 の顧客の委託に基づ

く未決済約定（取引最終日までに転売又は買

戻しを行わなかった未決済約定を除く。）に

ついて引継ぎ又は転売若しくは買戻し若し

くは権利行使（これらの委託を含む。以下同

じ。）を行わせることとした場合において、

私が貴 以外の東京証券取引所が指定する

取引参加者に当該未決済約定の引継ぎ（以下

「支払不能時の建玉の移管」という。）を行

おうとするときは、東京証券取引所の定める

ところにより、私が当該取引参加者のうち一

の者に当該支払不能時の建玉の移管につい

て申し込み、東京証券取引所が定める日時ま

でにその承諾を受けなければならないこと

に異議のないこと。 

（１）～（４） （略） （１）～（４） （略） 

２ 前項の支払不能による売買停止等時の建 ２ 前項の支払不能時の建玉の移管を行う場
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玉の移管を行う場合には、私が移管先の取引

参加者（以下「移管先取引参加者」という。）

に先物・オプション取引口座を設定しなけれ

ばならないこと。 

合には、私が移管先の取引参加者（以下「移

管先取引参加者」という。）に先物・オプシ

ョン取引口座を設定しなければならないこ

と。 

３ 第１項の場合において、私が私の委託に基

づく未決済約定の転売若しくは買戻し又は

権利行使を希望するときは、同項に規定する

金融商品取引所の定めるところにより、当該

金融商品取引所が定める日時までに、貴 に

対しその旨を指示しなければならないこと

に異議のないこと。 

３ 第１項の場合において、私が私の委託に基

づく未決済約定の転売若しくは買戻し又は

権利行使を希望するときは、東京証券取引所

の定めるところにより、東京証券取引所が定

める日時までに、貴 に対しその旨を指示し

なければならないことに異議のないこと。 

４ 第１項の場合において、同項に規定する金

融商品取引所が定める日時までに、私が第１

項の承諾を受けておらず、かつ、前項の指示

を行わなかったときは、私の委託に基づく未

決済約定は、当該金融商品取引所の定めると

ころにより、私の計算において任意に転売若

しくは買戻し又は権利行使が行われること

に異議のないこと。 

４ 第１項の場合において、東京証券取引所が

定める日時までに、私が第１項の承諾を受け

ておらず、かつ、前項の指示を行わなかった

ときは、私の委託に基づく未決済約定は、東

京証券取引所の定めるところにより、私の計

算において任意に転売若しくは買戻し又は

権利行使が行われることに異議のないこと。 

５ 前各項の規定にかかわらず、私が、次の各

号（第１項第１号の事由に該当していない場

合は、第２号を除く。）のいずれかに該当し

た場合は、私の委託に基づく未決済約定は、

第１項に規定する金融商品取引所の定める

ところにより、私の計算において任意に転売

若しくは買戻し又は権利行使が行われるこ

とに異議のないこと。 

５ 前各項の規定にかかわらず、私が、次の各

号（第１項第１号の事由に該当していない場

合は、第２号を除く。）のいずれかに該当し

た場合は、私の委託に基づく未決済約定は、

東京証券取引所の定めるところにより、私の

計算において任意に転売若しくは買戻し又

は権利行使が行われることに異議のないこ

と。 

（１） （略） （１） （略） 

（２） 私が貴 の子会社・親会社であり、

かつ、当該金融商品取引所により支払不能

による売買停止等時の建玉の移管を行う

ことが適当でないと認められたとき。 

（２） 私が貴 の子会社・親会社であり、

かつ、東京証券取引所により支払不能時の

建玉の移管を行うことが適当でないと認

められたとき。 
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（建玉の移管に係る証拠金の取扱い） （建玉の移管に係る証拠金の取扱い） 

第１９条 第１７条第１項の支払不能による

売買停止等時の建玉の移管が行われた場合

には、次の各号に掲げる取扱いが行われるこ

とに異議のないこと。 

第１９条 第１７条第１項の支払不能時の建

玉の移管が行われた場合には、次の各号に掲

げる取扱いが行われることに異議のないこ

と。 

（１）～（３） （略） （１）～（３） （略） 

  

（差換預託の場合の特則） （差換預託の場合の特則） 

第２０条 第１７条第１項の支払不能による

売買停止等時の建玉の移管が行われた場合

において、私が委託証拠金を預託し、取引証

拠金が差換預託されていたとき（第３条第１

項ただし書に規定する差換預託が行われて

いたときを含む。）は、次の各号に掲げる取

扱いが行われることに異議のないこと。 

第２０条 第１７条第１項の支払不能時の建

玉の移管が行われた場合において、私が委託

証拠金を預託し、取引証拠金が差換預託され

ていたとき（第３条第１項ただし書に規定す

る差換預託が行われていたときを含む。）は、

次の各号に掲げる取扱いが行われることに

異議のないこと。 

（１）～（３） （略） （１）～（３） （略） 

  

（支払不能による売買停止等時の建玉の移

管が行われなかった場合の証拠金の取扱

い） 

（支払不能時の建玉の移管が行われなかっ

た場合の証拠金の取扱い） 

第２１条 金融商品取引所により、貴 につい

て支払不能による売買停止等が行われ、当該

金融商品取引所が顧客の委託に基づく未決

済約定について引継ぎ又は転売若しくは買

戻し若しくは権利行使を行わせることとし

た場合（私の委託に基づく未決済約定につい

て第１７条第１項の支払不能による売買停

止等時の建玉の移管が行われた場合を除

く。）には、第５条の規定にかかわらず、次

の各号に掲げる取扱いが行われることに異

議のないこと。 

第２１条 貴 について支払不能による売買

停止等が行われ、東京証券取引所が顧客の委

託に基づく未決済約定について引継ぎ又は

転売若しくは買戻し若しくは権利行使を行

わせることとした場合（私の委託に基づく未

決済約定について第１７条第１項の支払不

能時の建玉の移管が行われた場合を除く。）

には、第５条の規定にかかわらず、次の各号

に掲げる取扱いが行われることに異議のな

いこと。 

（１）～（３） （略） （１）～（３） （略） 
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（支払不能による売買停止等に伴う請求） （支払不能による売買停止等に伴う請求） 

第２２条 金融商品取引所により、貴 につい

て支払不能による売買停止等が行われた場

合において、この約諾書に定める取扱いその

他の当該金融商品取引所又はクリアリング

機構の定める規則に基づき行われる取扱い

により、私が損害を被った場合であっても、

移管先取引参加者、当該金融商品取引所及び

クリアリング機構（貴 が非清算参加者であ

る場合には、貴 の指定清算参加者、移管先

取引参加者、当該金融商品取引所及びクリア

リング機構）に対してその損害の賠償を請求

しないこと。ただし、貴 の指定清算参加者、

移管先取引参加者、当該金融商品取引所及び

クリアリング機構に故意又は重過失が認め

られる場合にあっては、当該故意又は重過失

が認められる者に対する請求はこの限りで

はない。 

第２２条 貴 について支払不能による売買

停止等が行われた場合において、この約諾書

に定める取扱いその他の東京証券取引所又

はクリアリング機構の定める規則に基づき

行われる取扱いにより、私が損害を被った場

合であっても、移管先取引参加者、東京証券

取引所及びクリアリング機構（貴 が非清算

参加者である場合には、貴 の指定清算参加

者、移管先取引参加者、東京証券取引所及び

クリアリング機構）に対してその損害の賠償

を請求しないこと。 

  

（報告書等の作成及び提出） （報告書等の作成及び提出） 

第２８条 私は、貴 が日本国の法令、金融商

品取引所又はクリアリング機構の規則等に

基づき要求される場合には、私に係る先物・

オプション取引の内容その他を、日本国の政

府機関、当該金融商品取引所又はクリアリン

グ機構（貴 が非清算参加者である場合は、

日本国の政府機関、当該金融商品取引所又は

貴 の指定清算参加者）等宛に報告すること

に異議のないこと。この場合、私は、貴 の

指示に応じて、かかる報告書その他の書類

（電磁的記録を含む。次項において同じ。）

の作成に協力すること。 

第２８条 私は、貴 が日本国の法令、東京証

券取引所又はクリアリング機構の規則等に

基づき要求される場合には、私に係る先物・

オプション取引の内容その他を、日本国の政

府機関、東京証券取引所又はクリアリング機

構（貴 が非清算参加者である場合は、日本

国の政府機関、東京証券取引所又は貴 の指

定清算参加者）等宛に報告することに異議の

ないこと。この場合、私は、貴 の指示に応

じて、かかる報告書その他の書類（電磁的記

録を含む。次項において同じ。）の作成に協

力すること。 

２ （略） ２ （略） 
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（免責事項） （免責事項） 

第２９条 （略） 第２９条 （略） 

２・３ （略） ２・３ （略） 

４ 金融商品取引所における先物・オプション

取引の立会時間内であるにもかかわらず、貴 

の取扱時間外であるために、貴 に対して先

物・オプション取引の委託ができないことに

より生じた損害については、貴 がその責め

を負わないこと。 

４ 東京証券取引所における先物・オプション

取引の立会時間内であるにもかかわらず、貴 

の取扱時間外であるために、貴 に対して先

物・オプション取引の委託ができないことに

より生じた損害については、貴 がその責め

を負わないこと。 

５ 証拠金所要額の計算の不能、遅延若しくは

誤り又は変更によって生じた損害について

は、貴 、金融商品取引所、クリアリング機

構、証拠金所要額の計算に用いる数値の算出

者及び提供者並びに証拠金計算方法の開発

者及び提供者がその責めを負わないこと。 

５ 証拠金所要額の計算の不能、遅延若しくは

誤り又は変更によって生じた損害について

は、貴 、東京証券取引所及びクリアリング

機構並びに証拠金計算方法の開発者及び提

供者がその責めを負わないこと。 

  

（通知の効力） （通知の効力） 

第３０条 私が貴 に届け出た住所又は事務

所にあて、貴 、金融商品取引所又はクリア

リング機構によりなされた先物・オプション

取引に関する諸通知が、転居、不在その他私

の責めに帰すべき事由により延着し、又は到

着しなかった場合においては、通常到達すべ

き時に到達したものとすること。 

第３０条 私が貴 に届け出た住所又は事務

所にあて、貴 、東京証券取引所又はクリア

リング機構によりなされた先物・オプション

取引に関する諸通知が、転居、不在その他私

の責めに帰すべき事由により延着し、又は到

着しなかった場合においては、通常到達すべ

き時に到達したものとすること。 

  

（取次者の遵守事項） （取次者の遵守事項） 

第３４条 私が取次者である場合は、私は申込

者に対して金融商品取引所の諸規則を遵守

させることとし、当該金融商品取引所から要

請があるときは、私の取次業務に関する資料

を貴 を通じて又は直接当該金融商品取引

所に提出すること。 

第３４条 私が取次者である場合は、私は申込

者に対して東京証券取引所の諸規則を遵守

させることとし、東京証券取引所から要請が

あるときは、私の取次業務に関する資料を貴 

を通じて又は直接東京証券取引所に提出す

ること。 
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２～４ （略） ２～４ （略） 

  

（ギブアップを行う場合の取扱い）  

第３５条 私が貴 にギブアップに係る先

物・オプション取引の委託を行うときは、次

の各号に掲げる取扱いに従うことに異議の

ないこと。 

（新設） 

（１） 貴 が注文執行取引参加者である場

合は、清算執行取引参加者に先物・オプシ

ョン取引口座を設定しなければならない。

ただし、私が取引取次者（注文執行取引参

加者に先物・オプション取引を委託した顧

客が、金融商品取引業者又は外国証券業者

である場合であって、当該委託が注文執行

取引参加者に対する先物・オプション取引

の委託の取次ぎによるものであるときの

当該顧客をいう。以下この項において同

じ。）である場合又はギブアップに係る先

物・オプション取引の決済の委託の取次ぎ

を決済取次者（清算執行取引参加者に先

物・オプション取引の決済を委託した顧客

が、金融商品取引業者又は外国証券業者で

ある場合であって、当該委託が清算執行取

引参加者に対する先物・オプション取引の

決済の委託の取次ぎによるものであると

きの当該顧客をいう。以下この項において

同じ。）に対して申し込んだ顧客である場

合は、この限りでない。 

 

（２） 貴 が清算執行取引参加者である場

合は、注文執行取引参加者に先物・オプシ

ョン取引口座を設定しなければならない。

ただし、私が決済取次者である場合又はギ

ブアップに係る先物・オプション取引の委
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託の取次ぎを取引取次者に対して申し込

んだ顧客である場合は、この限りでない。 

２ 私が貴 にギブアップに係る先物・オプシ

ョン取引の委託を行う場合において、貴 が

注文執行取引参加者であるときは、次の各号

に掲げる取扱いが行われることに異議のな

いこと。 

 

（１） 清算執行取引参加者がテイクアップ

申告を行ったことによってギブアップが

成立したときは、貴 において当該ギブア

ップに係る先物・オプション取引が将来に

向かって消滅するとともに、当該消滅した

先物・オプション取引についての貴 に対

する委託が終了し、当該清算執行取引参加

者において当該消滅した先物・オプション

取引と同一内容の先物・オプション取引が

新たに発生し、当該新たに発生した先物・

オプション取引の決済に係る委託が当該

テイクアップ申告を行った清算執行取引

参加者との間で成立すること。 

 

（２） 清算執行取引参加者がテイクアップ

申告を行わなかった場合において、当該テ

イクアップ申告が行われなかった先物・オ

プション取引につき、私が処理方法を貴 

との間で定めた所定の時限までに貴 に

指示しなかった場合には、当該先物・オプ

ション取引を決済するために必要な転売

若しくは買戻し又は権利行使を、私の計算

において貴 が任意に行うこと。 

 

（３） 前号の転売若しくは買戻し又は権利

行使を行った結果、損失が生じた場合に

は、貴 に対して、損失の額に相当する金

銭を直ちに支払うこと。 
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３ 私が貴 にギブアップに係る先物・オプシ

ョン取引の委託を行う場合において、貴 が

清算執行取引参加者であるときは、次の各号

に掲げる取扱いが行われることに異議のな

いこと。 

 

（１） 貴 がテイクアップ申告を行ったこ

とによってギブアップが成立したときは、

注文執行取引参加者において当該ギブア

ップに係る先物・オプション取引が将来に

向かって消滅するとともに、当該消滅した

先物・オプション取引についての当該注文

執行取引参加者に対する委託が終了し、貴 

において当該消滅した先物・オプション取

引と同一内容の先物・オプション取引が新

たに発生し、当該新たに発生した先物・オ

プション取引の決済に係る委託が貴 と

の間で成立すること。 

 

（２） 貴 は、注文執行取引参加者との間

であらかじめ定めた条件に合致しないこ

とにより、ギブアップに係る先物・オプシ

ョン取引の決済に係る委託を受けないこ

とがあること。 

 

  

（建玉の移管の取扱い）  

第３６条 私が既に先物・オプション取引口座

を設定している他の取引参加者に建玉の移

管を希望するときは、貴 及び当該他の取引

参加者に当該建玉の移管について申し込み、

所定の時限までにその承諾を受けなければ

ならないことに異議のないこと。 

（新設） 
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（注）次の各号に掲げる場合における当該各号

に定める条項については、この約諾書から削

除することができる。 

（注）第３４条については、顧客が取次者（取

引参加者が非清算参加者である場合にあっ

ては、有価証券等清算取次ぎの委託の取次ぎ

の委託の取次ぎを引き受けた者）でない場合

は、この約諾書から削除することができる。 

（１） 顧客が取次者（取引参加者が非清算

参加者である場合にあっては、有価証券等

清算取次ぎの委託の取次ぎの委託の取次

ぎを引き受けた者）でない場合 

第３４条 

（新設） 

（２） 顧客がギブアップを行わない場合 

第３５条 

（新設） 

（３） 顧客が建玉の移管を行わない場合 

第３６条 

（新設） 

  

  

付  則  

この改正規定は、平成２５年７月１６日から施

行する。 
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指数先物取引に関する業務規程及び受託契約準則の特例の一部改正新旧対照表 

 

新 旧 

（取引の対象） （取引の対象） 

第３条 指数先物取引の対象は、次の各号に掲げ

る指数とする。 

第３条 指数先物取引の対象は、次の各号に掲げ

る指数とする。 

（１）～（６） （略） （１）～（６） （略） 

（７） 東証ＲＥＩＴ指数（当取引所の上場不

動産投資信託証券（有価証券上場規程第１２

０１条第７号に規定する上場不動産投資信託

証券をいう。）を対象とする時価総額方式の

指数であって、当取引所が算出するものをい

う。以下同じ。） 

（７） 東証ＲＥＩＴ指数（当取引所の上場不

動産投資信託証券（有価証券上場規程第１０

０１条第１９号に規定する上場不動産投資信

託証券をいう。）を対象とする時価総額方式

の指数であって、当取引所が算出するものを

いう。以下同じ。） 

（８） （略） （８） （略） 

  

（ストラテジー取引） （ストラテジー取引） 

第４条の２ 取引参加者（取引参加者規程第２条

第２項に規定する総合取引参加者又は同条第５

項に規定する指数先物等取引参加者をいう。以

下同じ。）は、次条第１項第１号ａ、同項第２

号ａ及び同項第３号ａに定める時間において

は、指数先物取引において、一又は複数の指数

先物取引間で複数の限月取引の売付け又は買付

けを同時に成立させる取引（以下「ストラテジ

ー取引」という。）を行うことができるものと

する。 

第４条の２ 取引参加者（取引参加者規程第２条

第２項に規定する総合取引参加者又は同条第４

項に規定する指数先物等取引参加者をいう。以

下同じ。）は、次条第１項第１号ａ、同項第２

号ａ及び同項第３号ａに定める時間において

は、指数先物取引において、一又は複数の指数

先物取引間で複数の限月取引の売付け又は買付

けを同時に成立させる取引（以下「ストラテジ

ー取引」という。）を行うことができるものと

する。 

２～４ （略） ２～４ （略） 

  

（ギブアップ） （ギブアップ） 

第２９条 （略） 第２９条 （略） 

２ ギブアップとは、指数先物取引の売付け又は

買付けを将来に向かって消滅させ、同時に、当

該売付け又は買付けと同一内容の指数先物取引

の売付け又は買付けを他の取引参加者の名にお

いて（当該他の取引参加者が非清算参加者（取

２ ギブアップとは、指数先物取引の売付け又は

買付けを将来に向かって消滅させ、同時に、当

該売付け又は買付けと同一内容の指数先物取引

の売付け又は買付けを他の取引参加者の名にお

いて（当該他の取引参加者が非清算参加者（取
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引参加者規程第２４条の２第４項に規定する非

清算参加者をいう。以下同じ。）である場合に

あっては、当該他の取引参加者の計算により、

その指定清算参加者（当該非清算参加者が取引

参加者規程第２４条の４第１項の規定に基づい

て指定した指定清算参加者をいう。以下同じ。）

の名において）新たに発生させることをいう。 

引参加者規程第２４条の２第５項に規定する非

清算参加者をいう。以下同じ。）である場合に

あっては、当該他の取引参加者の計算により、

その指定清算参加者（当該非清算参加者が取引

参加者規程第２４条の４第１項の規定に基づい

て指定した指定清算参加者をいう。以下同じ。）

の名において）新たに発生させることをいう。 

３～５ （略） ３～５ （略） 

  

（業務規程の読替え） （業務規程の読替え） 

第４６条 指数先物取引に係る業務規程第７４条

から第７６条まで及び第７７条の２の規定の適

用については、同第７４条及び第７５条の規定

中「よる当取引所の市場における毎日」とある

のは「より行う当取引所の市場における毎取引

日」と、同第７６条及び第７７条の２の規定中

「取引参加者」とあるのは「取引参加者（取引

参加者規程第２条第２項に規定する総合取引参

加者又は同条第５項に規定する指数先物等取引

参加者をいう。）」とする。 

第４６条 指数先物取引に係る業務規程第７４条

から第７６条まで及び第７７条の２の規定の適

用については、同第７４条及び第７５条の規定

中「よる当取引所の市場における毎日」とある

のは「より行う当取引所の市場における毎取引

日」と、同第７６条及び第７７条の２の規定中

「取引参加者」とあるのは「取引参加者（取引

参加者規程第２条第２項に規定する総合取引参

加者又は同条第４項に規定する指数先物等取引

参加者をいう。）」とする。 

  

  

付  則  

この改正規定は、平成２５年７月１６日から施

行する。 
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有価証券オプション取引に関する業務規程、信用取引・貸借取引規程及び受託契約準則の特例の一

部改正新旧対照表 

 

新 旧 

（対象有価証券の選定基準） （対象有価証券の選定基準） 

第５条 対象有価証券の選定基準は、次の各号に

掲げる有価証券の区分に従い、当該各号に定め

るところによる。 

第５条 対象有価証券の選定基準は、次の各号に

掲げる有価証券の区分に従い、当該各号に定め

るところによる。 

（１） 当取引所又は株式会社名古屋証券取引

所（以下「２取引所」という。）に上場され

ている株券 

（１） 当取引所、株式会社大阪証券取引所又

は株式会社名古屋証券取引所（以下「３取引

所」という。）に上場されている株券 

次のａ又はｂに適合すること。 次のａ又はｂに適合すること。 

ａ 次の（ａ）から（ｃ）までに適合するこ

と。 

ａ 次の（ａ）から（ｃ）までに適合するこ

と。 

（ａ） ２取引所のいずれかにおいて市場

第一部銘柄に指定されていること。 

（ａ） ３取引所のいずれかにおいて市場

第一部銘柄に指定されていること。 

（ｂ）・（ｃ） （略） （ｂ）・（ｃ） （略） 

ｂ 次の（ａ）及び（ｂ）に適合すること。 ｂ 次の（ａ）及び（ｂ）に適合すること。

（ａ） ２取引所のいずれかにおいて市場

第一部銘柄に指定されていること。 

（ａ） ３取引所のいずれかにおいて市場

第一部銘柄に指定されていること。 

（ｂ） （略） （ｂ） （略） 

（２） ２取引所以外の国内の金融商品取引所

に上場されている株券（前号に掲げる有価証

券を除く。） 

（２） ３取引所以外の国内の金融商品取引所

に上場されている株券（前号に掲げる有価証

券を除く。） 

次のａ又はｂに適合すること。 次のａ又はｂに適合すること。 

ａ・ｂ （略） ａ・ｂ （略） 

（３） ＥＴＦ（有価証券上場規程第１００１

条第１号に規定するＥＴＦをいう。以下同

じ。）及び不動産投資信託証券（同規程第１

２０１条第１３号に規定する不動産投資信

託証券をいう。以下同じ。） 

（３） ＥＴＦ（有価証券上場規程第１００１

条第１号に規定するＥＴＦをいう。以下同

じ。）及び不動産投資信託証券（同規程第１

００１条第３５号に規定する不動産投資信

託証券をいう。以下同じ。） 

次のａ又はｂに適合すること。 次のａ又はｂに適合すること。 

ａ・ｂ （略） ａ・ｂ （略） 

２ （略） ２ （略） 
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（ストラテジー取引） （ストラテジー取引） 

第８条 総合取引参加者（取引参加者規程第２条

第２項に規定する総合取引参加者をいう。以下

同じ。）は、次の各号に掲げる取引（以下「ス

トラテジー取引」という。）を、有価証券オプ

ション取引参加者（同第２条第６項に規定する

有価証券オプション取引参加者をいう。以下同

じ。）は、第１号に掲げる取引を、それぞれ行

うことができる。 

第８条 総合取引参加者（取引参加者規程第２条

第２項に規定する総合取引参加者をいう。以下

同じ。）は、次の各号に掲げる取引（以下「ス

トラテジー取引」という。）を、有価証券オプ

ション取引参加者（同第２条第５項に規定する

有価証券オプション取引参加者をいう。以下同

じ。）は、第１号に掲げる取引を、それぞれ行

うことができる。 

（１）・（２） （略） （１）・（２） （略） 

２～５ （略） ２～５ （略） 

  

（ギブアップ） （ギブアップ） 

第３４条 （略） 第３４条 （略） 

２ ギブアップとは、有価証券オプション取引の

売付け又は買付けを将来に向かって消滅させ、

同時に、当該売付け又は買付けと同一内容の有

価証券オプション取引の売付け又は買付けを他

の取引参加者の名において（当該他の取引参加

者が非清算参加者（取引参加者規程第２４条の

２第４項に規定する非清算参加者をいう。以下

同じ。）である場合にあっては、当該他の取引

参加者の計算により、その指定清算参加者（当

該非清算参加者が取引参加者規程第２４条の４

第１項の規定に基づいて指定した指定清算参加

者をいう。以下同じ。）の名において）新たに

発生させることをいう。 

２ ギブアップとは、有価証券オプション取引の

売付け又は買付けを将来に向かって消滅させ、

同時に、当該売付け又は買付けと同一内容の有

価証券オプション取引の売付け又は買付けを他

の取引参加者の名において（当該他の取引参加

者が非清算参加者（取引参加者規程第２４条の

２第５項に規定する非清算参加者をいう。以下

同じ。）である場合にあっては、当該他の取引

参加者の計算により、その指定清算参加者（当

該非清算参加者が取引参加者規程第２４条の４

第１項の規定に基づいて指定した指定清算参加

者をいう。以下同じ。）の名において）新たに

発生させることをいう。 

３～５ （略） ３～５ （略） 

  

（業務規程の読替え） （業務規程の読替え） 

第５８条 有価証券オプション取引に係る業務規

程第７６条及び第７７条の２の規定の適用につ

いては、これらの規定中「取引参加者」とある

のは「取引参加者（取引参加者規程第２条第２

項に規定する総合取引参加者又は同条第６項に

規定する有価証券オプション取引参加者をい

第５８条 有価証券オプション取引に係る業務規

程第７６条及び第７７条の２の規定の適用につ

いては、これらの規定中「取引参加者」とある

のは「取引参加者（取引参加者規程第２条第２

項に規定する総合取引参加者又は同条第５項に

規定する有価証券オプション取引参加者をい
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う。）」とする。 う。）」とする。 

  

（信用取引・貸借取引規程の読替え） （信用取引・貸借取引規程の読替え） 

第６０条 有価証券オプション取引に係る信用取

引・貸借取引規程第３条、第５条から第７条ま

で及び第１４条の規定の適用については、これ

らの規定中「取引参加者」とあるのは「取引参

加者（取引参加者規程第２条第２項に規定する

総合取引参加者又は同条第６項に規定する有価

証券オプション取引参加者をいう。）」と、同

第１４条の規定中「この規程（第１２条を除

く。）」とあるのは「第３条、第５条から第７

条までの規定」とする。 

第６０条 有価証券オプション取引に係る信用取

引・貸借取引規程第３条、第５条から第７条ま

で及び第１４条の規定の適用については、これ

らの規定中「取引参加者」とあるのは「取引参

加者（取引参加者規程第２条第２項に規定する

総合取引参加者又は同条第５項に規定する有価

証券オプション取引参加者をいう。）」と、同

第１４条の規定中「この規程（第１２条を除

く。）」とあるのは「第３条、第５条から第７

条までの規定」とする。 

  

（顧客の権利行使に対する取引参加者の信用供

与） 

（顧客の権利行使に対する取引参加者の信用供

与） 

第７５条 （略） 第７５条 （略） 

２ （略） ２ （略） 

３ 前項の場合において、顧客は、証拠金規則第

３０条第１項に定める受入証拠金が、クリアリ

ング機構が業務方法書の規定に基づき定める先

物・オプション取引に係る取引証拠金等に関する

規則に定める顧客の証拠金所要額（当該権利行

使に係る額を除く。）を超えている場合には、

証拠金規則第３２条第１項の規定にかかわら

ず、当該超過額（金銭の場合には、同条第１項

第１号に定める現金超過額を限度とする。）を

引き出し、当該顧客が受託契約準則第３９条の

規定に基づき差し入れるべき信用取引に係る委

託保証金に充当することができる。 

３ 前項の場合において、顧客は、証拠金規則第

３０条第１項に定める受入証拠金が、クリアリ

ング機構が業務方法書の規定に基づき定める取

引証拠金等に関する規則に定める顧客の証拠金

所要額（当該権利行使に係る額を除く。）を超

えている場合には、証拠金規則第３３条第１項

の規定にかかわらず、当該超過額（金銭の場合

には、同条第１項第１号に定める現金超過額を

限度とする。）を引き出し、当該顧客が受託契

約準則第３９条の規定に基づき差し入れるべき

信用取引に係る委託保証金に充当することがで

きる。 

４ （略） ４ （略） 

  

  

付  則  

この改正規定は、平成２５年７月１６日から施

行する。 
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国債証券先物オプション取引に関する業務規程及び受託契約準則の特例の一部改正新旧対照表 

 

新 旧 

（ストラテジー取引） （ストラテジー取引） 

第７条の２ 取引参加者（取引参加者規程第２条

第２項に規定する総合取引参加者又は同第２条

第４項に規定する国債先物等取引参加者をい

う。以下同じ。）は、次の各号に掲げる取引（以

下「ストラテジー取引」という。）を行うこと

ができる。 

第７条の２ 取引参加者（取引参加者規程第２条

第２項に規定する総合取引参加者又は同第２条

第３項に規定する国債先物等取引参加者をい

う。以下同じ。）は、次の各号に掲げる取引（以

下「ストラテジー取引」という。）を行うこと

ができる。 

（１）・（２） （略） （１）・（２） （略） 

２～５ （略） ２～５ （略） 

  

（ギブアップ） （ギブアップ） 

第３３条 （略） 第３３条 （略） 

２ ギブアップとは、国債証券先物オプション取

引の売付け又は買付けを将来に向かって消滅さ

せ、同時に、当該売付け又は買付けと同一内容

の国債証券先物オプション取引の売付け又は買

付けを他の取引参加者の名において（当該他の

取引参加者が非清算参加者（取引参加者規程第

２４条の２第４項に規定する非清算参加者をい

う。以下同じ。）である場合にあっては、当該

他の取引参加者の計算により、その指定清算参

加者（当該非清算参加者が取引参加者規程第２

４条の４第１項の規定に基づいて指定した指定

清算参加者をいう。以下同じ。）の名において）

新たに発生させることをいう。 

２ ギブアップとは、国債証券先物オプション取

引の売付け又は買付けを将来に向かって消滅さ

せ、同時に、当該売付け又は買付けと同一内容

の国債証券先物オプション取引の売付け又は買

付けを他の取引参加者の名において（当該他の

取引参加者が非清算参加者（取引参加者規程第

２４条の２第５項に規定する非清算参加者をい

う。以下同じ。）である場合にあっては、当該

他の取引参加者の計算により、その指定清算参

加者（当該非清算参加者が取引参加者規程第２

４条の４第１項の規定に基づいて指定した指定

清算参加者をいう。以下同じ。）の名において）

新たに発生させることをいう。 

３～５ （略） ３～５ （略） 

  

（業務規程の読替え） （業務規程の読替え） 

第５０条 国債証券先物オプション取引に係る業

務規程第７４条から第７６条まで及び第７７条

の２の規定の適用については、同第７４条及び

第７５条の規定中「よる当取引所の市場におけ

る毎日」とあるのは「より行う当取引所の市場

第５０条 国債証券先物オプション取引に係る業

務規程第７４条から第７６条まで及び第７７条

の２の規定の適用については、同第７４条及び

第７５条の規定中「よる当取引所の市場におけ

る毎日」とあるのは「より行う当取引所の市場
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における毎取引日」と、同第７６条及び第７７

条の２中「取引参加者」とあるのは「取引参加

者（取引参加者規程第２条第２項に規定する総

合取引参加者又は同条第４項に規定する国債先

物等取引参加者をいう。）」とする。 

における毎取引日」と、同第７６条及び第７７

条の２中「取引参加者」とあるのは「取引参加

者（取引参加者規程第２条第２項に規定する総

合取引参加者又は同条第３項に規定する国債先

物等取引参加者をいう。）」とする。 

  

  

付  則  

この改正規定は、平成２５年７月１６日から施

行する。 
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指数オプション取引に関する業務規程及び受託契約準則の特例の一部改正新旧対照表 

 

新 旧 

（ストラテジー取引） （ストラテジー取引） 

第６条の２ 取引参加者（取引参加者規程第２条

第２項に規定する総合取引参加者又は同第２条

第５項に規定する指数先物等取引参加者をい

う。以下同じ。）は、次の各号に掲げる取引（以

下「ストラテジー取引」という。）を行うこと

ができる。 

第６条の２ 取引参加者（取引参加者規程第２条

第２項に規定する総合取引参加者又は同第２条

第４項に規定する指数先物等取引参加者をい

う。以下同じ。）は、次の各号に掲げる取引（以

下「ストラテジー取引」という。）を行うこと

ができる。 

（１）・（２） （略） （１）・（２） （略） 

２～５ （略） ２～５ （略） 

  

（ギブアップ） （ギブアップ） 

第３４条 （略） 第３４条 （略） 

２ ギブアップとは、指数オプション取引の売付

け又は買付けについて将来に向かって消滅さ

せ、同時に、当該売付け又は買付けと同一内容

の指数オプション取引の売付け又は買付けにつ

いて他の取引参加者の名において（当該他の取

引参加者が非清算参加者（取引参加者規程第２

４条の２第４項に規定する非清算参加者をい

う。以下同じ。）である場合にあっては、当該

他の取引参加者の計算により、その指定清算参

加者（当該非清算参加者が取引参加者規程第２

４条の４第１項の規定に基づいて指定した指定

清算参加者をいう。以下同じ。）の名において）

新たに発生させることをいう。 

２ ギブアップとは、指数オプション取引の売付

け又は買付けについて将来に向かって消滅さ

せ、同時に、当該売付け又は買付けと同一内容

の指数オプション取引の売付け又は買付けにつ

いて他の取引参加者の名において（当該他の取

引参加者が非清算参加者（取引参加者規程第２

４条の２第５項に規定する非清算参加者をい

う。以下同じ。）である場合にあっては、当該

他の取引参加者の計算により、その指定清算参

加者（当該非清算参加者が取引参加者規程第２

４条の４第１項の規定に基づいて指定した指定

清算参加者をいう。以下同じ。）の名において）

新たに発生させることをいう。 

３～５ （略） ３～５ （略） 

  

（業務規程の読替え） （業務規程の読替え） 

第５５条 指数オプション取引に係る業務規程第

７４条から第７６条まで及び第７７条の２の規

定の適用については、同第７４条及び第７５条

の規定中「よる当取引所の市場における毎日」

とあるのは「より行う当取引所の市場における

第５５条 指数オプション取引に係る業務規程第

７４条から第７６条まで及び第７７条の２の規

定の適用については、同第７４条及び第７５条

の規定中「よる当取引所の市場における毎日」

とあるのは「より行う当取引所の市場における
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毎取引日」と、同第７６条及び第７７条の２の

規定中「取引参加者」とあるのは「取引参加者

（取引参加者規程第２条第２項に規定する総合

取引参加者又は同条第５項に規定する指数先物

等取引参加者をいう。）」とする。 

毎取引日」と、同第７６条及び第７７条の２の

規定中「取引参加者」とあるのは「取引参加者

（取引参加者規程第２条第２項に規定する総合

取引参加者又は同条第４項に規定する指数先物

等取引参加者をいう。）」とする。 

  

  

付  則  

この改正規定は、平成２５年７月１６日から施

行する。 
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業務規程施行規則の一部改正新旧対照表 

 
新 旧 

（売買の取消し） （売買の取消し） 

第１３条 規程第１３条第１項の規定により

行う売買の取消しは、次の各号に定めるとこ

ろによる。 

第１３条 規程第１３条第１項の規定により

行う売買の取消しは、次の各号に定めるとこ

ろによる。 

（１） 過誤のある注文を発注した取引参加

者は、過誤のある注文により次のａからｃ

までに定める数量又は金額を超える売買

が成立し、当該売買の決済が極めて困難で

ある場合には、規程第２９条第５号の規定

により売買が停止された時、ＴｏＳＴＮｅ

Ｔ市場に関する業務規程及び受託契約準

則の特例第１９条第５号の規定によりＴ

ｏＳＴＮｅＴ取引に係る売買が停止され

た時又は規程第７７条の２の規定により

当該過誤のある注文について公表された

時のいずれか早い時から、原則として６０

分を経過するまでの間に限り、当取引所の

定める様式により、売買の取消しの申請を

行うことができる。 

（１） 過誤のある注文を発注した取引参加

者は、過誤のある注文により次のａからｃ

までに定める数量又は金額を超える売買

が成立し、当該売買の決済が極めて困難で

ある場合には、規程第２９条第５号の規定

により売買が停止された時、ＴｏＳＴＮｅ

Ｔ市場に関する業務規程及び受託契約準

則の特例第１９条第５号の規定によりＴ

ｏＳＴＮｅＴ取引に係る売買が停止され

た時又は規程第７７条の２の規定により

当該過誤のある注文について公表された

時のいずれか早い時から、原則として６０

分を経過するまでの間に限り、当取引所の

定める様式により、売買の取消しの申請を

行うことができる。 

ａ 内国株券（内国法人の発行する株券、

内国法人の発行する新株予約権証券、出資

証券、投資信託受益証券及び投資証券をい

う。以下同じ。）及び内国商品信託受益証

券 

第２２条第１項第１号に定める数量

に２を乗じて得た数量（当該売買の決

済を特に困難とする状況が認められる

場合にあっては、同号に定める数量） 

ａ 内国株券（内国法人の発行する株券、

内国法人の発行する新株予約権証券、投資

信託受益証券及び投資証券をいう。以下同

じ。）及び内国商品信託受益証券 

第２２条第１項第１号に定める数量

に２を乗じて得た数量（当該売買の決

済を特に困難とする状況が認められる

場合にあっては、同号に定める数量） 

ｂ・ｃ （略） ｂ・ｃ （略） 

（２）～（４） （略） （２）～（４） （略） 

２ （略） ２ （略） 

  

（配当落等の期日） （配当落等の期日） 
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第１８条 規程第２５条第１項に規定する配

当落等の期日は、次の各号に定める日とす

る。 

第１８条 規程第２５条第１項に規定する配

当落等の期日は、次の各号に定める日とす

る。 

（１） 当日決済取引 

次のａからｄまでに掲げる有価証券の

区分に従い、当該ａからｄまでに定める日

（以下「権利確定日」という。）の翌日 

（１） 当日決済取引 

次のａからｃまでに掲げる有価証券の

区分に従い、当該ａからｃまでに定める日

（以下「権利確定日」という。）の翌日 

ａ 内国株券（出資証券を除く。） 

配当若しくは新株予約権その他の権利

を受ける者又は株主総会（優先出資者総会

及び投資主総会を含む。）において株主（優

先出資者及び投資主を含む。）として議決

権を行使する者を確定するための基準日 

ａ 内国株券 

配当若しくは新株予約権その他の権利

を受ける者又は株主総会（優先出資者総会

及び投資主総会を含む。）において株主（優

先出資者及び投資主を含む。）として議決

権を行使する者を確定するための基準日 

ｂ 出資証券 

出資証券の名義書換停止期間の開始日

の前日 

（新設） 

ｃ （略） ｂ （略） 

ｄ （略） ｃ （略） 

（２） （略） （２） （略） 

  

（取消しの可能性の周知が必要と認める場合） （取消しの可能性の周知が必要と認める場合） 

第２２条 規程第２９条第５号に掲げる場合

の売買の停止は、原則として、過誤のある注

文により、次の各号に掲げる有価証券の区分

に従い、当該各号に定める数量又は金額を超

える売買が成立した場合に行うものとする。 

第２２条 規程第２９条第５号に掲げる場合

の売買の停止は、原則として、過誤のある注

文により、次の各号に掲げる有価証券の区分

に従い、当該各号に定める数量又は金額を超

える売買が成立した場合に行うものとする。 

（１） 内国株券及び内国商品信託受益証券 

上場株式数（出資証券の場合は上場出資

口数をいい、優先出資証券の場合は上場優

先出資口数をいい、投資信託受益証券及び

内国商品信託受益証券の場合は上場受益

権口数をいい、投資証券の場合は上場投資

口口数をいう。）の１０％に相当する数量 

（１） 内国株券及び内国商品信託受益証券 

上場株式数（優先出資証券の場合は上場

優先出資口数をいい、投資信託受益証券及

び内国商品信託受益証券の場合は上場受

益権口数をいい、投資証券の場合は上場投

資口口数をいう。）の１０％に相当する数

量 

（２）・（３） （略） （２）・（３） （略） 

２ （略） ２ （略） 
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（立会外分売の数量） （立会外分売の数量） 

第２８条 規程第４２条第１項に規定する当

取引所が定める顧客の売付注文の数量（２人

以上の顧客が同時に同一条件で立会外分売

の委託を行う場合は、当該顧客の売付注文の

数量の合計）は、当該銘柄の売買立会におけ

る最近６か月間（当取引所が立会外分売に係

る届出を受理した日が月の１日から２０日

までの間は、その前々月以前６か月間とし、

月の２１日から末日までの間は、前月以前６

か月間とする。）の一日平均売買高（普通取

引の売買高）を基準として、次の各号に掲げ

る数量とする。ただし、上場後６か月を経過

していない銘柄の一日平均売買高に関し必

要な事項は、当取引所がその都度定めるもの

とする。 

第２８条 規程第４２条第１項に規定する当

取引所が定める顧客の売付注文の数量（２人

以上の顧客が同時に同一条件で立会外分売

の委託を行う場合は、当該顧客の売付注文の

数量の合計）は、当該銘柄の売買立会におけ

る最近６か月間（当取引所が立会外分売に係

る届出を受理した日が月の１日から２０日

までの間は、その前々月以前６か月間とし、

月の２１日から末日までの間は、前月以前６

か月間とする。）の一日平均売買高（普通取

引の売買高）を基準として、次の各号に掲げ

る数量とする。ただし、上場後６か月を経過

していない銘柄の一日平均売買高に関し必

要な事項は、当取引所がその都度定めるもの

とする。 

（１） 内国株券（出資証券、優先出資証券、

投資信託受益証券及び投資証券を除く。） 

（１） 内国株券（優先出資証券、投資信託

受益証券及び投資証券を除く。） 

ａ 売買単位が１００株を超える銘柄 ａ 売買単位が１００株を超える銘柄 

１日平均売買高 

数量 

市場第一部

銘柄 

市場第二部

銘柄（マザー

ズ及びＪＡ

ＳＤＡＱ上

場銘柄を含

む。以下この

号において

同じ。） 

５万株未満のもの ２０万株 １０万株 

５万株 以上 １０万株 未満

のも

の 

３０万株 １５万株 

１０万

株 

〃 ５０万株 〃 ５０万株 ２５万株 

５０万

株 

〃 １００万

株 

〃 ８０万株 ４０万株 

１００

万株 

〃 ２００万

株 

〃 １００万株 ５０万株 

２００

万株 

〃 ３００万

株 

〃 ２００万株 １００万株 

３００万株以上のもの ３００万株 １５０万株 
 

１日平均売買高 

数量 

市場第一部

銘柄 

市場第二部

銘柄（マザー

ズ上場銘柄

を含む。以下

この号にお

いて同じ。） 

５万株未満のもの ２０万株 １０万株 

５万株 以上 １０万株 未満

のも

の 

３０万株 １５万株 

１０万

株 

〃 ５０万株 〃 ５０万株 ２５万株 

５０万

株 

〃 １００万

株 

〃 ８０万株 ４０万株 

１００

万株 

〃 ２００万

株 

〃 １００万株 ５０万株 

２００

万株 

〃 ３００万

株 

〃 ２００万株 １００万株 

３００万株以上のもの ３００万株 １５０万株 
 

ｂ・ｃ （略） ｂ・ｃ （略） 

（２） （略） （２） （略） 



 

215 

２・３ （略） ２・３ （略） 

  

  

付  則  

１ この改正規定は、平成２５年７月１６日から

施行する。 

 

２ 第１条の２の規定にかかわらず、業務規程第

１条の３第３項に規定する当取引所が指定する

証券金融会社は、この改正規定施行の日（以下

「施行日」という。）に限り、日本証券金融株

式会社及び大阪証券金融株式会社とする。 
３ 前項の規定にかかわらず、取引参加者は、施

行日において、当取引所の市場における売買の

決済のために大阪証券金融株式会社から当取引

所の決済機構を利用して金銭又は有価証券の貸

付けを受けることはできないものとする。 
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呼値の制限値幅に関する規則の一部改正新旧対照表 

 
新 旧 

（基準値段） （基準値段） 

第４条 前３条に規定する呼値の制限値幅の

基準値段は、次の各号に定めるところによ

る。 

第４条 前３条に規定する呼値の制限値幅の

基準値段は、次の各号に定めるところによ

る。 

（１） 内国株券（内国法人の発行する株券、

内国法人の発行する新株予約権証券、出資

証券、投資信託受益証券及び投資証券をい

う。以下同じ。）及び内国商品信託受益証

券 

前日（休業日に当たるときは、順次繰り

上げる。以下同じ。）の当該銘柄の最終値

段（呼値に関する規則第１０条の規定によ

り特別気配表示された最終特別気配値段

及び同第１１条の規定により連続約定気

配表示された最終連続約定気配値段を含

む。以下同じ。）とし、前日に約定値段（同

第１０条の規定により特別気配表示され

た特別気配値段を含む。）がない場合その

他当取引所が当該最終値段によることが

適当でないと認める場合は、当取引所がそ

の都度定める。ただし、業務規程第２５条

第１項の規定により定める株券の配当落

等の期日（以下「配当落等の期日」とい

う。）、同第２５条の２の規定により定め

る株式併合後の株券の売買開始の期日又

は同第２６条の規定により定める取得対

価の変更期日の基準値段は、別表「基準値

段算出に関する表」により算出した値段と

する。 

（１） 内国株券（内国法人の発行する株券、

内国法人の発行する新株予約権証券、投資

信託受益証券及び投資証券をいう。以下同

じ。）及び内国商品信託受益証券 

前日（休業日に当たるときは、順次繰り

上げる。以下同じ。）の当該銘柄の最終値

段（呼値に関する規則第１０条の規定によ

り特別気配表示された最終特別気配値段

及び同第１１条の規定により連続約定気

配表示された最終連続約定気配値段を含

む。以下同じ。）とし、前日に約定値段（同

第１０条の規定により特別気配表示され

た特別気配値段を含む。）がない場合その

他当取引所が当該最終値段によることが

適当でないと認める場合は、当取引所がそ

の都度定める。ただし、業務規程第２５条

第１項の規定により定める株券の配当落

等の期日（以下「配当落等の期日」とい

う。）、同第２５条の２の規定により定め

る株式併合後の株券の売買開始の期日又

は同第２６条の規定により定める取得対

価の変更期日の基準値段は、別表「基準値

段算出に関する表」により算出した値段と

する。 

（２）～（５）（略） （２）～（５）（略） 

２～４ （略） ２～４ （略） 
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付  則  

この改正規定は、平成２５年７月１６日から

施行する。  

 

  

別表 基準値段算出に関する表 別表 基準値段算出に関する表 

１・２ （略）  １・２ （略） 

３ 出資証券、優先出資証券、投資信託受益証

券、投資証券及び内国商品信託受益証券 

第１項の規定は、出資証券、優先出資証券、

投資信託受益証券、投資証券及び内国商品信

託受益証券について準用する。 

３ 優先出資証券、投資信託受益証券、投資証

券及び内国商品信託受益証券 

第１項の規定は、優先出資証券、投資信託

受益証券、投資証券及び内国商品信託受益証

券について準用する。 

４ （略）  ４ （略） 
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取引参加者規程施行規則の一部改正新旧対照表 

 

新 旧 

（報告事項） （報告事項） 

第１１条 規程第１８条に規定する当取引所が定

める場合は、次の各号に掲げる場合とし、所定

の報告書に当取引所が必要と認める書類を添付

して報告するものとする。 

第１１条 規程第１８条に規定する当取引所が定

める場合は、次の各号に掲げる場合とし、所定

の報告書に当取引所が必要と認める書類を添付

して報告するものとする。 

（１）～（２０） （略） 

（２１） 当取引所が定める上場株券・受益証

券取引所内取引高報告を作成したとき（当該

取引参加者が、総合取引参加者又は現物取引参

加者である場合に限る。）。 

（２２）～（２７） （略） 

（１）～（２０） （略） 

（２１） 当取引所が定める上場株券・受益証

券取引所内取引高報告を作成したとき（当該

取引参加者が、総合取引参加者である場合に

限る。）。 

（２２）～（２７） （略） 

  

（広告に関する規制） （広告に関する規制） 

第１２条 （略） 第１２条 （略） 

２ 前項の規定は、現物取引参加者が有価証券の売

買に関する広告を行う場合、国債先物等取引参加

者が国債証券先物取引若しくは国債証券先物オ

プション取引に関する広告を行う場合、指数先

物等取引参加者が指数先物取引若しくは指数オ

プション取引に関する広告を行う場合又は有価

証券オプション取引参加者が有価証券オプショ

ン取引に関する広告を行う場合について、それ

ぞれ準用する。 

２ 前項の規定は、国債先物等取引参加者が国債

証券先物取引若しくは国債証券先物オプション

取引に関する広告を行う場合、指数先物等取引

参加者が指数先物取引若しくは指数オプション

取引に関する広告を行う場合又は有価証券オプ

ション取引参加者が有価証券オプション取引に

関する広告を行う場合について、それぞれ準用

する。 

 

 

 

付  則  

 この改正規定は、平成２５年７月１６日から施

行する。 
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取引参加料金等に関する規則の一部改正新旧対照表 

 

新 旧 

（取引参加料金） （取引参加料金） 

第３条 （略） 第３条 （略） 

２・３ （略） ２・３ （略） 

４ アクセス料の額は、各取引参加者の当取引所

の市場における次の各号に掲げる取引に係る

注文の件数の区分に応じて定める額とし、当

該区分及び額は別表第３に定めるとおりとす

る。 

４ アクセス料の額は、各取引参加者の当取引所

の市場における次の各号に掲げる取引に係る

注文の件数の区分に応じて定める額とし、当

該区分及び額は別表第３に定めるとおりとす

る。 

（１） 内国株券（出資証券、優先出資証券、

投資信託の受益証券及び投資証券を含む。）、

新株予約権証券、外国株券（外国投資信託受

益証券、外国投資証券及び外国株預託証券を

含む。）、受益証券発行信託の受益証券、外

国受益証券発行信託の受益証券、転換社債型

新株予約権付社債券及び交換社債券（以下

「株券等」という。）の売買 

（１） 内国株券（優先出資証券、投資信託の

受益証券及び投資証券を含む。）、新株予約

権証券、外国株券（外国投資信託受益証券、

外国投資証券及び外国株預託証券を含む。）、

受益証券発行信託の受益証券、外国受益証券

発行信託の受益証券、転換社債型新株予約権

付社債券及び交換社債券（以下「株券等」と

いう。）の売買 

（２）・（３） （略） （２）・（３） （略） 

５～９ （略） ５～９ （略） 

  

（取消料） （取消料） 

第３条の５ 取引参加者規程第１１条の２に規

定する取消料の額は、取り消された取引（過誤

のある注文により成立した取引に限る。）に係

る取引料の算出の基準に、次の各号に掲げる取

引の区分に応じて、当該各号に定める率を乗じ

て算出した額とする。ただし、当該額が１０万

円を下回る場合は、１０万円とし、１，０００

万円を上回る場合は、１，０００万円とする。

第３条の５ 取引参加者規程第１１条の２に規

定する取消料の額は、取り消された取引（過誤

のある注文により成立した取引に限る。）に係

る取引料の算出の基準に、次の各号に掲げる取

引の区分に応じて、当該各号に定める率を乗じ

て算出した額とする。ただし、当該額が１０万

円を下回る場合は、１０万円とし、１，０００

万円を上回る場合は、１，０００万円とする。

（１） 株券等（ＪＡＳＤＡＱ（有価証券上場

規程第１０３条に規定するＪＡＳＤＡＱを

いう。以下同じ。）に上場する株券等（出資

証券を除く。次号において同じ。）を除く。）

（１） 株券等の売買立会による売買（立会外

分売、自己株式立会外買付取引及びストラテ

ジー取引により成立する売買を含む。）及び

終値取引による売買 万分の０．２９ 
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の売買立会による売買（立会外分売、自己株

式立会外買付取引及びストラテジー取引に

より成立する売買を含む。）及び終値取引に

よる売買 万分の０．２９ 

（１）の２ ＪＡＳＤＡＱに上場する株券等の

売買立会による売買（立会外分売、自己株式

立会外買付取引及びストラテジー取引によ

り成立する売買を含む。）及び終値取引によ

る売買 万分の１．９２ 

（新設） 

（２）～（１３） （略） （２）～（１３） （略） 

２ （略） ２ （略） 

  

  

付  則  

１ この改正規定は、平成２５年７月１６日から

施行する。 

 

２ この改正規定施行の日（以下「施行日」とい

う。）に現物取引資格の付与を受ける者の平成

２５年度における取引参加者保証金の額は、４

０万円に、次の各号に掲げる額を加算した額と

する。 

 

（１） 当該付与を受けた者が施行日において

利用すると見込まれる売買システム施設の

数に応じて、別表第４に基づき算出した売買

システム施設利用料の月額の１か月分の額 

 

（２） 平成２４年度の株式会社大阪証券取引

所（以下「大証」という。）における現物取

引資格及びジャスダック取引資格に係る取

引についての平成２５年７月１６日改正前

の大証の取引参加者料金等に関する規則第

２条第３項に規定する取引手数料及び同条

第４項に規定するアクセス料の平均月額の

２か月分の合計額 

 

  

別表第１ 別表第１ 

基本料の額 基本料の額 
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１ 基本料の額（月額）は、次のとおりとする。１ 基本料の額（月額）は、次のとおりとする。

（１） 総合取引参加者 ９０万円 （１） 総合取引参加者 ９０万円 

ただし、各総合取引参加者が、次のａ又は

ｂに掲げる場合には、当該ａ又はｂに定める

額を控除し、次のｃに掲げる場合には、当該

ｃに定める額を加算した額とする。 

ただし、各総合取引参加者が、次のａ又は

ｂに掲げる場合には、当該ａ又はｂに定める

額を控除した額とする。 

ａ・ｂ （略） ａ・ｂ （略） 

ｃ 前月の当取引所の市場における取引に

おいて、ＪＡＳＤＡＱに上場する株券等に

係る注文を行なった場合 １０万円 

（新設） 

（２） 現物取引参加者 ４０万円 （新設） 

ただし、各現物取引参加者が、前号ｃに掲

げる場合には、当該ｃに定める額を加算した

額とする。 

 

（３） （略） （２） （略） 

（４） （略） （３） （略） 

（５） （略） （４） （略） 

２ （略） ２ （略） 

  

別表第２ 別表第２ 

 取引料の算出の基準及び取引料率  取引料の算出の基準及び取引料率 

取引料の額（月額）に係る取引料の算出の基準

及び取引料率は、次のとおりとする。 

取引料の額（月額）に係る取引料の算出の基準

及び取引料率は、次のとおりとする。 

取引の区分 
取引対象の

区分 
算出の基準 取引料率 

  
取引の区分 

取引対象の

区分 
算出の基準 取引料率 

 

 有価証券の

売買（有価

証券オプシ

ョン取引に

おける権利

行使により

成立する有

価証券の売

買を除く。）

株券等（内

国株券（出

資証券、優

先出資証

券、投資信

託の受益証

券及び投資

証券を含

む。）、新

株予約権証

売買代金 売買立会による売買

（立会外分売、自己株

式立会外買付取引及

びストラテジー取引

により成立する売買

を含む。）及び終値取

引による売買（それぞ

れの売買に係る過誤

訂正等のための売買

及び復活のための売

  有価証券の

売買（有価

証券オプシ

ョン取引に

おける権利

行使により

成立する有

価証券の売

買を除く。）

株券等（内

国株券（優

先出資証

券、投資信

託の受益証

券及び投資

証券を含

む。）、新

株予約権証

券、外国株

売買代金 売買立会による売買

（立会外分売、自己株

式立会外買付取引及

びストラテジー取引

により成立する売買

を含む。）及び終値取

引による売買（それぞ

れの売買に係る過誤

訂正等のための売買

及び復活のための売
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券、外国株

券（外国投

資信託受益

証券、外国

投資証券及

び外国株預

託証券を含

む。）、受

益証券発行

信託の受益

証券、外国

受益証券発

行信託の受

益証券、転

換社債型新

株予約権付

社債券及び

交換社債券

を含む。）

（ＪＡＳＤ

ＡＱに上場

する株券等

（出資証券

を除く。以

下同じ。）

を除く。） 

買を含む。）の市場内

における月間の売付

代金及び買付代金の

合計額のうち 

券（外国投

資信託受益

証券、外国

投資証券及

び外国株預

託証券を含

む。）、受

益証券発行

信託の受益

証券、外国

受益証券発

行信託の受

益証券、転

換社債型新

株予約権付

社債券及び

交換社債券

を含む。） 

買を含む。）の市場内

における月間の売付

代金及び買付代金の

合計額のうち 

   （１） ２００億円以

下の金額につき 

    （１） ２００億円以

下の金額につき 

 

   ０     ０  

   （２） ２００億円を

超え２，０００億円

以下の金額につき 

    （２） ２００億円を

超え２，０００億円

以下の金額につき 

 

   標準料率に０．

９０を乗じて得た

値 

    標準料率に０．

９０を乗じて得た

値 

 

   （３） ２，０００億

円を超え１兆円以

下の金額につき 

    （３） ２，０００億

円を超え１兆円以

下の金額につき 

 

   標準料率に１．

００を乗じて得た

値 

    標準料率に１．

００を乗じて得た

値 

 

   （４） １兆円を超え

１兆５，０００億円

以下の金額につき 

    （４） １兆円を超え

１兆５，０００億円

以下の金額につき 

 

   標準料率に０．

８０を乗じて得た

値 

    標準料率に０．

８０を乗じて得た

値 

 

   （５） １兆５，００

０億円を超える金

額につき 

    （５） １兆５，００

０億円を超える金

額につき 

 

   標準料率に０．

７０を乗じて得た

値 

    標準料率に０．

７０を乗じて得た

値 

 

   売買立会による売買

（立会外分売、自己株

式立会外買付取引及

びストラテジー取引

    売買立会による売買

（立会外分売、自己株

式立会外買付取引及

びストラテジー取引
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により成立する売買

を含む。）及び終値取

引による売買（それぞ

れの売買に係る過誤

訂正等のための売買

を含む。）以外の売買

の市場内における売

付代金及び買付代金

の合計額の 

により成立する売買

を含む。）及び終値取

引による売買（それぞ

れの売買に係る過誤

訂正等のための売買

を含む。）以外の売買

の市場内における売

付代金及び買付代金

の合計額の 

   万分の０．０６    万分の０．０６ 

  ＪＡＳＤＡ

Ｑに上場す

る株券等 

売買代金 売買立会による売買

（立会外分売、自己株

式立会外買付取引及

びストラテジー取引

により成立する売買

を含む。）及び終値取

引による売買（それぞ

れの売買に係る過誤

訂正等のための売買

及び復活のための売

買を含む。）の市場内

における月間の売付

代金及び買付代金の

合計額のうち 

   （新設）   

    （１） ５億円以下の

金額につき 

      

    ０       

    （２） ５億円を超え

１００億円以下の

金額につき 

      

    万分の１．７２

８ 

      

    （３） １００億円を

超え１，０００億円

以下の金額につき 
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    万分の１．９２

０ 

      

    （４） １，０００億

円を超え１，５００

億円以下の金額に

つき 

      

    万分の１．５３

６ 

     

    （５） １，５００億

円を超える金額に

つき 

      

    万分の１．３４

４ 

     

    売買立会による売買

（立会外分売、自己株

式立会外買付取引及

びストラテジー取引

により成立する売買

を含む。）及び終値取

引による売買（それぞ

れの売買に係る過誤

訂正等のための売買

を含む。）以外の売買

の市場内における売

付代金及び買付代金

の合計額の 

       

    万分の０．０６      

  （略）   （略） 

 （略）  （略） 

（注）１．～７． （略） （注）１．～７． （略） 

 ８．標準料率は、当取引所の市場における株券

等（ＪＡＳＤＡＱに上場する株券等を除く。）

の売買立会による売買（立会外分売、自己株

式買付取引及びストラテジー取引により成

立する売買を含む。）及び終値取引による売

８．標準料率は、当取引所の市場における株券

等の売買立会による売買（立会外分売、自己株

式買付取引及びストラテジー取引により成立

する売買を含む。）及び終値取引による売買（そ

れぞれの売買に係る過誤訂正等のための売買
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買（それぞれの売買に係る過誤訂正等のため

の売買を含む。）について、当月の売付代金

及び買付代金の合計額（以下「総売買代金」

という。）を基準にして、次に定める料率と

する。 

を含む。）について、当月の売付代金及び買付

代金の合計額（以下「総売買代金」という。）

を基準にして、次に定める料率とする。 

（１）・（２） （略） （１）・（２） （略） 

 ９．（略）  ９．（略） 

  

別表第３ 別表第３ 

 アクセス料の額  アクセス料の額 

アクセス料の額（月額）は、次の各号に定める

額の合計額とする。 

アクセス料の額（月額）は、次の各号に定める

額の合計額とする。 

（１） 株券等の売買 （１） 株券等の売買 

次のａからｃまでに掲げる売買の区分に

従い、当該ａからｃまでに定める額とする。

ａ．売買立会による売買（次ｂ．に掲げる売

買を除く。） 

各取引参加者の売買立会による売買に係

る月間の注文（訂正及び取消注文を含む。以

下同じ。）の件数について 

 

注文の件数 金額 

１０万件以下の場合 ４０万円 

１０万件を超え２０万件以下の場合 ６０万円 

２０万件を超え３０万件以下の場合 ９０万円 

３０万件を超え５０万件以下の場合 １５０万円 

５０万件を超え１００万件以下の場合 ２５０万円 

１００万件を超え２００万件以下の場合 ４００万円 

２００万件を超え３００万件以下の場合 ５２０万円 

３００万件を超え４００万件以下の場合 ６００万円 

４００万件を超え５００万件以下の場合 ６６０万円 

５００万件を超え１，０００万件以下の

場合 

７１０万円 

１，０００万件を超える場合 ７６０万円に

５００万件を

超えるごとに

次のａ及びｂに掲げる売買の区分に従い、

当該ａ及びｂに定める額とする。 

ａ．売買立会による売買 

各取引参加者の売買立会による売買に係

る月間の注文（訂正及び取消注文を含む。以

下同じ。）の件数について 

 

 

注文の件数 金額 

１０万件以下の場合 ４０万円 

１０万件を超え２０万件以下の場合 ６０万円 

２０万件を超え３０万件以下の場合 ９０万円 

３０万件を超え５０万件以下の場合 １５０万円 

５０万件を超え１００万件以下の場合 ２５０万円 

１００万件を超え２００万件以下の場合 ４００万円 

２００万件を超え３００万件以下の場合 ５２０万円 

３００万件を超え４００万件以下の場合 ６００万円 

４００万件を超え５００万件以下の場合 ６６０万円 

５００万件を超え１，０００万件以下の

場合 

７１０万円 

１，０００万件を超える場合 ７６０万円に

５００万件を

超えるごとに
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５０万円を加

算して算出し

た額 
 

５０万円を加

算して算出し

た額 
 

ｂ．ＪＡＳＤＡＱに上場する株券等の売買立

会による売買 

各取引参加者のＪＡＳＤＡＱに上場する

株券等の売買立会による売買に係る月間の

注文の件数について 

 

注文の件数 金額 

０件の場合 ０円 

０件を超え２千件以下の場合 ２万円 

２千件を超え５千件以下の場合 ６万円 

５千件を超え１万件以下の場合 １２万円 

１万件を超え２万件以下の場合 ２５万円 

２万件を超え５万件以下の場合 ５５万円 

５万件を超え１０万件以下の場合 １００万円 

１０万件を超え２０万件以下の場合 １９０万円 

２０万件を超え３０万件以下の場合 ２７０万円 

３０万件を超え４０万件以下の場合 ３４０万円 

４０万件を超える場合 ４００万円 
 

（新設） 

 

ｃ．単一銘柄取引及びバスケット取引に係る

売買 

各取引参加者の単一銘柄取引及びバスケ

ット取引による売買に係る月間の注文の件

数について 

注文の件数 金額 

２千件以下の場合 ０円 

２千件を超え３千件以下の場合 １０万円 

３千件を超え５千件以下の場合 ２０万円 

５千件を超え１万件以下の場合 ３０万円 

１万件を超え２万件以下の場合 ４０万円 

２万件を超え３万件以下の場合 ５０万円 

３万件を超え５万件以下の場合 ６０万円 

５万件を超え１０万件以下の場合 ９０万円 

 

ｂ．単一銘柄取引及びバスケット取引に係る

売買 

各取引参加者の単一銘柄取引及びバスケ

ット取引による売買に係る月間の注文の件

数について 

注文の件数 金額 

２千件以下の場合 ０円 

２千件を超え３千件以下の場合 １０万円 

３千件を超え５千件以下の場合 ２０万円 

５千件を超え１万件以下の場合 ３０万円 

１万件を超え２万件以下の場合 ４０万円 

２万件を超え３万件以下の場合 ５０万円 

３万件を超え５万件以下の場合 ６０万円 

５万件を超え１０万件以下の場合 ９０万円 
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１０万件を超え２０万件以下の場合 １２０万円 

２０万件を超え３０万件以下の場合 １５０万円 

３０万件を超え５０万件以下の場合 ２００万円 

５０万件を超え１００万件以下の場合 ２５０万円 

１００万件を超える場合 ２８０万円に

５０万件を超

えるごとに３

０万円を加算

して算出した

額 
 

１０万件を超え２０万件以下の場合 １２０万円 

２０万件を超え３０万件以下の場合 １５０万円 

３０万件を超え５０万件以下の場合 ２００万円 

５０万件を超え１００万件以下の場合 ２５０万円 

１００万件を超える場合 ２５０万円に

５０万件を超

えるごとに３

０万円を加算

して算出した

額 
 

（２）・（３） （略） （２）・（３） （略） 
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売買監理銘柄に関する規則の一部改正新旧対照表 

 

新 旧 

（指定の通知） （指定の通知） 

第３条 当取引所は、売買監理銘柄への指定を行

った場合には、その旨を取引参加者（取引参加

者規程第２条第２項に規定する総合取引参加

者、同条第３項に規定する現物取引参加者又は同

条第６項に規定する有価証券オプション取引参

加者をいう。以下同じ。）に通知する。 

第３条 当取引所は、売買監理銘柄への指定を行

った場合には、その旨を取引参加者（取引参加

者規程第２条第２項に規定する総合取引参加者

又は同条第５項に規定する有価証券オプション

取引参加者をいう。以下同じ。）に通知する。 

 

 

 

付  則  

この改正規定は、平成２５年７月１６日から施

行する。 
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取引参加者における上場適格性調査体制に関する規則の一部改正新旧対照表 

 

新 旧 

（上場適格性調査の実施） （上場適格性調査の実施） 

第３条 幹事取引参加者は、次の各号に掲げる有

価証券の新規上場申請を行おうとする又は行っ

た者及びその企業グループについて、当該各号

に定める事項又は基準に適合する見込みがある

かどうかの調査（以下「上場適格性調査」とい

う。）を行うものとする。 

（１）・（２） （略） 

（２）の２ ＪＡＳＤＡＱへ新規上場申請が行

われる株券等（テクニカル上場規定の適用を

受ける株券等を除く。） 

 上場規程第２１６条の５第１項各号又は同

第２１６条の８第１項各号に掲げる事項 

（３）～（６） （略） 

（７） ベンチャーファンド 

  上場規程第１３０６条第１項各号に掲げる

事項 

（８） カントリーファンド 

上場規程第１４０６条第１項各号に掲げる

事項 

第３条 幹事取引参加者は、次の各号に掲げる有

価証券の新規上場申請を行おうとする又は行っ

た者及びその企業グループについて、当該各号

に定める事項又は基準に適合する見込みがある

かどうかの調査（以下「上場適格性調査」とい

う。）を行うものとする。 

（１）・（２） （略） 

（新設） 

 

 

 

  

（３）～（６） （略） 

 （新設） 

 

 

（新設） 

    

 

 

付  則  

この改正規定は、平成２５年７月１６日から施

行する。 

 

  

 



 

230 

清算・決済規程施行規則の一部改正新旧対照表 

 

新 旧 

（非清算参加者の決済の繰延べの取扱い） （非清算参加者の決済の繰延べの取扱い） 

第６条 （略） 第６条 （略） 

２ 現物非清算参加者が前項に規定する取引以外

の取引に係る有価証券の引渡しの繰延べを行っ

た場合における当該繰延べに係る有価証券の引

渡しは、当該有価証券の引渡しを繰り延べた日

から起算して５日目の日（以下この条において

「繰延べに係る有価証券の引渡し期限」とい

う。）までに行うものとする。ただし、当該有

価証券の引渡しを繰り延べた日から繰延べに係

る有価証券の引渡し期限までの間に次の各号に

掲げる日が到来する場合の当該繰延べに係る有

価証券の引渡しは、指定現物清算参加者の承諾

を受けたときを除き、当該各号に掲げる日の前

日（当該各号に掲げる日が休業日に当たるとき

は２日前の日）までに行わなければならない。 

２ 現物非清算参加者が前項に規定する取引以外

の取引に係る有価証券の引渡しの繰延べを行っ

た場合における当該繰延べに係る有価証券の引

渡しは、当該有価証券の引渡しを繰り延べた日

から起算して５日目の日（以下この条において

「繰延べに係る有価証券の引渡し期限」とい

う。）までに行うものとする。ただし、当該有

価証券の引渡しを繰り延べた日から繰延べに係

る有価証券の引渡し期限までの間に次の各号に

掲げる日が到来する場合の当該繰延べに係る有

価証券の引渡しは、指定現物清算参加者の承諾

を受けたときを除き、当該各号に掲げる日の前

日（当該各号に掲げる日が休業日に当たるとき

は２日前の日）までに行わなければならない。 

（１） 株主（出資者、優先出資者、受益者、

投資主及び所有者を含む。）を確定するため

の基準日等の日 

（１） 株主（優先出資者、受益者、投資主及

び所有者を含む。）を確定するための基準日

等の日 

（２）～（６） （略） （２）～（６） （略） 

３・４ （略） ３・４ （略） 

  

  

付  則  

この改正規定は、平成２５年７月１６日から施

行する。 
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制度信用銘柄及び貸借銘柄の選定に関する規則の一部改正新旧対照表 

 

新 旧 

（株券等に係る制度信用銘柄の選定基準）  （株券等に係る制度信用銘柄の選定基準）  

第２条 株券等（優先株等を含む。以下同じ。）が

次の各号に適合する場合は、既に制度信用銘柄に

選定されているものを除きこれを制度信用銘柄

に選定するものとする。 

第２条 株券等（優先株等を含む。以下同じ。）が

次の各号に適合する場合は、既に制度信用銘柄に

選定されているものを除きこれを制度信用銘柄

に選定するものとする。  

（１） 当取引所における上場後最初の約定値段

が決定された銘柄であるとき。  

（１） 上場後６か月間を経過している銘柄であ

るとき。 

（２） その発行者が直前事年度の末日に債務超

過の状態（有価証券上場規程施行規則第６０１

条第４項第１号に定める状態をいう。以下同

じ。）である銘柄以外の銘柄であるとき。 

（２） 流通株式の数が１万単位以上の銘柄であ

るとき。 

（削る） （３） 株主数（当該銘柄を１単位以上所有する

者の数をいう。以下同じ。）が、１，１００人

以上の銘柄であるとき。 

（削る） （４） 各銘柄の発行者の事業年度の末日を含む

月の翌々月の末日からさかのぼって原則とし

て６か月間における売買高等が次のａ又はｂ

に適合する銘柄であるとき。 

ａ 当取引所の市場における月平均売買高（当

該銘柄の市場内売買の売買高合計の月割高

をいう。この号、第４項第３号、第７項第３

号、次条第１項第４号ａ及び同条第７項第３

号において同じ。）が１００単位以上であり、

かつ、値付日数（当該銘柄の売買が成立した

日数をいう。この号、第４項第３号、第７項

第３号、次条第１項第４号ａ及び同条第７項

第３号において同じ。）が立会日数の８０％

以上であるとき。 

ｂ 当取引所及び国内の他の金融商品取引所

に上場されている株券等について、当該他の

金融商品取引所のいずれかにおける月平均
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売買高が１００単位以上であり、かつ、値付

日数が立会日数の８０％以上である場合は、

当取引所の市場における月平均売買高が５

０単位以上であり、かつ、値付日数が立会日

数の４０％以上であるとき。ただし、外国株

券等の場合は、当取引所に上場されており、

かつ、国内の他の金融商品取引所又は外国金

融商品取引所等において上場又は継続的に

取引されている株券等について、当該国内の

他の金融商品取引所又は外国金融商品取引

所等のいずれかにおける月平均売買高が１

００単位以上であり、かつ、値付日数が立会

日数の８０％以上である場合は、当取引所の

市場における月平均売買高が５０単位以上

であり、かつ、値付日数が立会日数の４０％

以上であるとき。 

（削る） （５） その発行者の直前事業年度における当期

純利益金額（直前連結会計年度に係る連結損益

計算書等（連結損益計算書及び連結包括利益計

算書、又は連結損益及び包括利益計算書をい

う。以下同じ。）に連結財務諸表の用語、様式

及び作成方法に関する規則（昭和５１年大蔵省

令第２８号。以下「連結財務諸表規則」という。）

第６５条第４項により記載される「当期純利益

金額」（当該直前事業年度において当該発行者

が連結財務諸表を作成すべき会社（会社以外の

法人を含む。以下同じ。）でない場合は、当該

直前事業年度に係る損益計算書に財務諸表等

の用語、様式及び作成方法に関する規則（昭和

３８年大蔵省令第５９号。以下「財務諸表等規

則」という。）第９５条の５第２項により記載

される「当期純利益金額」）をいう。ただし、

当該直前連結会計年度において当該発行者が

ＩＦＲＳ任意適用会社である場合又は連結財

務諸表規則第９５条の規定の適用を受ける場

合は、当該直前連結会計年度に係る連結損益計
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算書等に基づいて算定される当期純利益金額

に相当する額（当該発行者が連結財務諸表を作

成すべき会社でない場合は、当該直前事業年度

に係る損益計算書に基づいて算定される当期

純利益金額に相当する額）をいう。以下同じ。）

が正である銘柄であるとき。ただし、当該発行

者が外国会社である場合は、当該発行者の直前

事業年度における当期純利益金額に相当する

額（当該発行者が連結財務諸表を財務書類とし

て掲記している場合は、連結損益計算書等に基

づいて算定される当期純利益金額に相当する

額をいい、当該発行者が連結財務諸表を財務書

類として掲記していない場合は、損益計算書に

基づいて算定される当期純利益金額に相当す

る額又は結合損益計算書に基づいて算定され

る当期純利益金額に相当する額をいう。以下同

じ。）が正である銘柄であるとき。 

（削る） （６） その発行者の直前事業年度の末日におけ

る利益剰余金（直前連結会計年度に係る連結貸

借対照表に連結財務諸表規則第４３条第１項

により記載される「利益剰余金」（当該直前事

業年度において当該発行者が連結財務諸表を

作成すべき会社でない場合は、当該直前事業年

度に係る貸借対照表に財務諸表等規則第６０

条により記載される「利益剰余金」）をいう。

ただし、当該直前連結会計年度において当該発

行者がＩＦＲＳ任意適用会社である場合又は

連結財務諸表規則第９５条の規定の適用を受

ける場合は、当該直前連結会計年度に係る連結

貸借対照表に基づいて算定される利益剰余金

に相当する額（当該発行者が連結財務諸表を作

成すべき会社でない場合は、当該直前事業年度

に係る貸借対照表に基づいて算定される利益

剰余金に相当する額）をいう。以下同じ。）が

負でない銘柄であるとき。ただし、当該発行者

が外国会社である場合は、次のａ又はｂに適合
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するとき。 

ａ 当該発行者の直前事業年度の末日におけ

る利益剰余金に相当する額（当該発行者が連

結財務諸表を財務書類として掲記している

場合は、連結貸借対照表に基づいて算定され

る利益剰余金に相当する額をいい、当該発行

者が連結財務諸表を財務書類として掲記し

ていない場合は、貸借対照表に基づいて算定

される利益剰余金に相当する額又は結合貸

借対照表に基づいて算定される利益剰余金

に相当する額をいう。以下同じ。）が負でな

い銘柄であるとき。 

ｂ 当該発行者の直前事業年度の末日におけ

る純資産の額（有価証券上場規程施行規則第

２１２条第５項第４号に規定する純資産の

額をいう。以下同じ。）が２０億円以上であ

る銘柄であるとき。  

（３） （略） （７） （略） 

（４） （略） （８） （略） 

（５） （略） （９） （略） 

（６） （略） （１０） （略） 

（７） （略） （１１） （略） 

（削る） ２ 有価証券上場規程施行規則第２１２条第１項

第１号の規定は前項第２号に規定する流通株式

の数について、有価証券上場規程施行規則第２１

２条第１項第１号から第５号まで及び第８号並

びに第３１０条第１項第５号の規定は前項第３

号に規定する株主数について、有価証券上場規程

施行規則第３１０条第３項第３号の規定は前項

第４号に規定する売買高について、有価証券上場

規程施行規則第２１２条第５項第５号の規定は

前項第６号に規定する純資産の額について、それ

ぞれ準用する（優先出資証券にあっては有価証券

上場規程施行規則第２１２条第１項第１号及び

第２号の規定を、外国株券等にあっては同第２１

２条第１項第１号から第５号まで及び第８号の
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規定を除く。）。この場合における読替えは、別

表第１のとおりとする。 

（削る） 

 

３ 第１項の規定にかかわらず、有価証券上場規程

第２１０条第１項又は第２項の規定により上場

と同時に市場第一部銘柄に指定された銘柄（以下

「直接市場第一部上場銘柄」という。）又は上場

優先出資口数が１０万口以上である優先出資証

券に対する上場後最初の選定審査（第６項の規定

の適用を受ける場合を除く。）においては、直接

市場第一部上場銘柄については第１項第７号か

ら第１１号までの各号、優先出資証券については

第１項第３号及び第７号から第１１号までの各

号に適合する場合に、これを制度信用銘柄に選定

するものとする。  

２ 前項の規定にかかわらず、有価証券上場規程第

２０８条第１号から第４号までのいずれか、第２

１５条第１号から第４号までのいずれか又は第

２１６条の９第１号から第４号までのいずれか

の規定の適用を受けて上場される株券等及び当

該株券等の発行者が発行している優先株等に対

する最初の選定審査においては、同項第２号、第

５号及び第７号に適合するときに、これを制度信

用銘柄に選定するものとする。  

４ 第１項の規定にかかわらず、有価証券上場規程

第２０８条第１号から第４号までのいずれか又

は第２１５条第１号から第４号までのいずれか

の規定の適用を受けて上場される株券等及び当

該株券等の発行者が発行している優先株等に対

する最初の選定審査においては、第１号及び第２

号に適合するときに、これを制度信用銘柄に選定

するものとする（有価証券上場規程第２０８条第

１号から第４号までのいずれか又は第２１５条

第１号から第４号までのいずれかの規定に定め

る行為の当事者の発行する株券等が制度信用銘

柄である場合に限る。）。ただし、当該株券等が

外国株券等であって、かつ、当該株券等の発行者

が同第２０８条第１号若しくは第２１５条第１

号に定める存続会社の親会社又は同第２０８条

第３号若しくは第２１５条第３号に定める当該

他の会社の親会社である場合には、当該株券等に

対する最初の選定審査においては、次の各号に適

合するときに、これを制度信用銘柄に選定するも

のとする。  

（削る） （１） 第１項第２号、第９号及び第１１号の各

号に適合する銘柄であるとき。  
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（削る） （２） 株主数が、上場後最初に終了する事業年

度の末日までに第５条第１項第２号の規定に

該当しない見込みのある銘柄であるとき。  

（削る） （３） 当該銘柄の上場日を含む月の前月の末日

からさかのぼって原則として６か月間におけ

る国内の他の金融商品取引所又は外国金融商

品取引所等のいずれかにおける月平均売買高

が１００単位以上であり、かつ、値付日数が立

会日数の８０％以上である銘柄であるとき。な

お、有価証券上場規程施行規則第３１０条第３

項第３号の規定は、この場合における売買高に

ついて準用する。この場合における読替えは、

別表第２のとおりとする。  

３ 第１項の規定にかかわらず、有価証券上場規程

第３０３条（同第８２６条第２項において準用す

る場合を含む。）の規定の適用を受けて上場され

る株券等に対する最初の選定審査においては、第

１項第２号、第５号及び第７号に適合するとき

に、これを制度信用銘柄に選定するものとする。

５ 第１項の規定にかかわらず、有価証券上場規程

第３０３条（同第８２６条第２項において準用す

る場合を含む。）の規定の適用を受けて上場され

る株券等に対する最初の選定審査においては、前

項第１号に適合するときに、これを制度信用銘柄

に選定するものとする（有価証券上場規程第３０

３条に規定する上場廃止となる銘柄が制度信用

銘柄である場合に限る。）。  

４ 第１項の規定にかかわらず、制度信用銘柄の発

行者でない上場会社が、制度信用銘柄の発行者で

ある上場会社を吸収合併する場合又は制度信用

銘柄の発行者である上場会社を完全子会社とす

る株式交換を行う場合における当該制度信用銘

柄の発行者でない上場会社の株券等に対する合

併又は株式交換の後最初の選定審査においては、

同項第２号から第７号までの各号に適合すると

きに、これを制度信用銘柄に選定するものとす

る。  

６ 第１項の規定にかかわらず、制度信用銘柄の発

行者でない上場会社が、制度信用銘柄の発行者で

ある上場会社を吸収合併する場合又は制度信用

銘柄の発行者である上場会社を完全子会社とす

る株式交換を行う場合における当該制度信用銘

柄の発行者でない上場会社の株券等に対する合

併又は株式交換の後最初の選定審査においては、

次の各号に適合するときに、これを制度信用銘柄

に選定するものとする。  

（削る） （１） 第１項第２号及び第７号から第１１号ま

での各号に適合する銘柄であるとき。  

（削る） （２） 株主数が、合併又は株式交換の後最初に

終了する事業年度の末日までに第５条第１項

第２号の規定に該当しない見込みのある銘柄
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であるとき。  

５ 第１項の規定にかかわらず、国内の他の金融商

品取引所に上場されている株券等（以下「他市場

上場銘柄」という。）に対する上場後最初の選定

審査においては、同項第２号から第７号までの各

号に適合するときにこれを制度信用銘柄に選定

するものとする。 

７ 第１項の規定にかかわらず、国内の他の金融商

品取引所に上場されている株券等（以下「他市場

上場銘柄」という。）に対する上場後最初の選定

審査においては、次の各号に適合するときに、こ

れを制度信用銘柄に選定するものとする。 

（削る） （１） 国内の他の金融商品取引所における上場

の日から当取引所における上場の日までの期

間が６か月を超えている銘柄であるとき。 

（削る） （２） 次のａからｄまでに掲げる銘柄の区分に

従い、当該ａからｄまでに定める規定に適合す

る銘柄であるとき。  

ａ 上場と同時に市場第一部銘柄に指定され

る又は指定された銘柄（優先株等を除く。）

第１項第２号及び第７号から第１１号まで

の各号 

ｂ 上場優先出資口数が１０万口以上である

優先出資証券 第１項第３号及び第７号か

ら第１１号までの各号 

ｃ マザーズに上場される又は上場された銘

柄（優先株等を除く。） 第１項第２号、第

３号及び第５号から第１１号までの各号 

ｄ ａから前ｃまでに掲げる銘柄以外の銘柄 

第１項第２号、第３号及び第７号から第１１

号までの各号 

（削る） （３） 当該銘柄の上場日を含む月の前月の末日

からさかのぼって原則として６か月間におけ

る国内の他の金融商品取引所のいずれかにお

ける月平均売買高が１００単位以上であり、か

つ、値付日数が立会日数の８０％以上である銘

柄であるとき。なお、有価証券上場規程施行規

則第３１０条第３項第３号の規定は、この場合

における売買高について準用する。この場合に

おける読替えは、別表第２のとおりとする。 

（削る） ８ 第１項の規定にかかわらず、株券等（直接市場
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第一部上場銘柄及び国内の他の金融商品取引所

に上場されていた銘柄を除く。）に対する上場後

最初の選定審査においては、次の各号に適合する

ときに、これを制度信用銘柄に選定するものとす

る。  

（１） 株主数が上場時点において２，２００人

以上である銘柄であるとき。  

（２） 第１項第２号及び第５号から第１１号ま

での各号（市場第二部銘柄及び優先株等にあっ

ては、第５号及び第６号を除く。）に適合する

銘柄であるとき。  

６ （略） ９ （略） 

  

（不動産投資信託証券に係る制度信用銘柄の選

定基準）  

（不動産投資信託証券に係る制度信用銘柄の選

定基準）  

第２条の２ 不動産投資信託証券が次の各号に適

合する場合は、既に制度信用銘柄に選定されてい

るものを除きこれを制度信用銘柄に選定するも

のとする。 

第２条の２ 不動産投資信託証券が次の各号に適

合する場合は、既に制度信用銘柄に選定されてい

るものを除きこれを制度信用銘柄に選定するも

のとする。 

（１） 当取引所における上場後最初の約定値段

が決定された銘柄であるとき。 

（１） 上場後６か月間を経過している銘柄であ

るとき。  

（２） その銘柄の直前計算期間又は直前営業期

間の末日における純資産総額（算定において

は、有価証券上場規程施行規則第１２０６条第

１項の規定を準用する。以下同じ。）が負であ

る銘柄以外の銘柄であるとき。 

（２） 上場受益権口数又は上場投資口口数が１

万口以上の銘柄であるとき。  

（削る） （３） 受益者数（大口受益者（所有する受益権

口数の多い順に１０名の受益者をいう。以下同

じ。）を除く。以下同じ。）又は投資主数（大

口投資主（所有する投資口口数の多い順に１０

名の投資主をいう。以下同じ。）を除く。以下

同じ。）が、１，１００人以上の銘柄であると

き。  

（削る） （４） 各銘柄の計算期間又は営業期間の末日を

含む月の翌々月の末日からさかのぼって原則

として６か月間における売買高等が次のａ又
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はｂに適合する銘柄であるとき。  

ａ 当取引所の市場における月平均売買高が

１００口以上であり、かつ、値付日数が立会

日数の８０％以上であるとき。  

ｂ 当取引所及び国内の他の金融商品取引所

に上場されている不動産投資信託証券につ

いて、当該他の金融商品取引所のいずれかに

おける月平均売買高が１００口以上であり、

かつ、値付日数が立会日数の８０％以上であ

る場合は、当取引所の市場における月平均売

買高が５０口以上であり、かつ、値付日数が

立会日数の４０％以上であるとき。  

（削る） （５） その銘柄について作成された最近の損益

及び剰余金計算書又は損益計算書において、投

資信託受益証券の場合には、投資信託財産の計

算に関する規則（平成１２年総理府令第１３３

号）第５１条第１項により記載される「当期純

利益金額」を、投資証券の場合には、投資法人

の計算に関する規則（平成１８年内閣府令第４

７号）第５３条第１項により記載される「当期

純利益金額」が計上されている銘柄であると

き。  

（削る） （６） その銘柄の直前計算期間又は直前営業期

間の末日における資産総額が５０億円以上、純

資産総額が１０億円以上である銘柄であると

き。この場合において、有価証券上場規程施行

規則第１２０６条第１項の規定は、資産総額及

び純資産総額の算定について準用する。  

（３） （略） （７） （略） 

（４） （略） （８） （略） 

（５） （略） （９） （略） 

（６） （略） （１０） （略） 

（７） （略） （１１） （略） 

（削る） ２ 有価証券上場規程施行規則第２１２条第１項

第４号及び第８号並びに第３１０条第１項第５

号の規定は前項第３号に規定する受益者数又は
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投資主数について準用する。この場合における読

替えは、別表第３のとおりとする。  

（削る） ３ 第１項の規定にかかわらず、投資信託の投資信

託約款又は投資法人の規約において最初の計算

期間又は営業期間として定める期間が終了して

いない不動産投資信託証券に対する上場後最初

の選定審査（次項又は第７項の適用を受ける場合

を除く。）においては、次の各号に適合するとき

に、これを制度信用銘柄に選定するものとする。

（１） 第１項第１号から第３号及び第７号から

第１１号に適合する銘柄であるとき。  

（２） 投資信託の投資信託約款又は投資法人の

規約において最初の計算期間又は営業期間と

して定める期間の末日を含む月から通常の計

算期間又は営業期間の月数だけさかのぼった

月の末日（以下「審査対象日」という。）を含

む月の翌々月の末日からさかのぼって原則と

して６か月間における売買高等が第１項第４

号ａ及びｂに適合する銘柄であるとき。  

（３） 上場時における純資産総額が５００億円

以上であることが見込まれた銘柄であるとき。

（削る） ４ 第１項の規定にかかわらず、上場受益権口数又

は上場投資口口数が１０万口以上であり、かつ、

上場時の時価総額（当該銘柄の上場後最初の約定

値段が決定された日から５営業日までの間にお

ける最低価格に上場受益権口数又は上場投資口

口数を乗じて得た額をいう。第３条の２第４項に

おいて同じ。）が５００億円以上である不動産投

資信託証券に対する上場後最初の選定審査（第７

項の規定の適用を受ける場合を除く。）において

は、第１項第３号、第５号（当該銘柄について、

損益及び剰余金計算書又は損益計算書の作成が

なされていない場合には、前項第３号）及び第７

号から第１１号までの各号に適合する場合に、こ

れを制度信用銘柄に選定するものとする。  

２ 前項の規定にかかわらず、有価証券上場規程第５ 第１項の規定にかかわらず、有価証券上場規程
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１２０７条の規定の適用を受けて上場される投

資証券に対する最初の選定審査においては、同項

第２号及び第７号に適合するときに、これを制度

信用銘柄に選定するものとする。  

第１２０７条の規定の適用を受けて上場される

投資証券に対する最初の選定審査においては、次

の各号に適合するときに、これを制度信用銘柄に

選定するものとする（有価証券上場規程第１２０

７条において定める行為の当事者の発行する投

資証券が制度信用銘柄である場合に限る。）。 

（削る） （１） 第１項第２号及び第１１号に適合する銘

柄であるとき。 

（削る） （２） 投資主数が、上場後最初に終了する営業

期間の末日までに第５条の２第１項第２号の

規定に該当しない見込みのある銘柄であると

き。  

３ 第１項の規定にかかわらず、制度信用銘柄の発

行者でない上場投資法人（当取引所に上場してい

る不動産投資信託証券の発行者である投資法人

をいう。以下この項及び第３条の２第６項におい

て同じ。）が、制度信用銘柄の発行者である上場

投資法人を吸収合併する場合における当該制度

信用銘柄の発行者でない上場投資法人の投資証

券に対する合併後最初の選定審査においては、第

１項第２号から第７号までの各号に適合すると

きに、これを制度信用銘柄に選定するものとす

る。  

６ 第１項の規定にかかわらず、制度信用銘柄の発

行者でない上場投資法人（当取引所に上場してい

る投資証券の発行者である投資法人をいう。以下

同じ。）が、制度信用銘柄の発行者である上場投

資法人を吸収合併する場合における当該制度信

用銘柄の発行者でない上場投資法人の投資証券

に対する合併後最初の選定審査においては、次の

各号に適合するときに、これを制度信用銘柄に選

定するものとする。  

（削る） （１） 第１項第２号及び第７号から第１１号ま

での各号に適合する銘柄であるとき。  

（削る） （２） 投資主数が、合併後最初に終了する営業

期間の末日までに第５条の２第１項第２号の

規定に該当しない見込みのある銘柄であると

き。  

４ 第１項の規定にかかわらず、国内の他の金融商

品取引所に上場されている不動産投資信託証券

（以下「他市場上場不動産投資信託証券」とい

う。）に対する上場後最初の選定審査においては、

同項第２号から第７号までの各号に適合すると

きに、これを制度信用銘柄に選定するものとす

る。 

７ 第１項の規定にかかわらず、国内の他の金融商

品取引所に上場されている不動産投資信託証券

（以下「他市場上場不動産投資信託証券」とい

う。）に対する上場後最初の選定審査においては、

次の各号に適合するときに、これを制度信用銘柄

に選定するものとする。  
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 （削る） 

 

 

（削る） 

 

 

 

 

（削る）  

（１） 国内の他の金融商品取引所における上場

の日から当取引所における上場の日までの期

間が６か月を超えている銘柄であるとき。  

（２） 第１項第２号、第３号、第５号（当該銘

柄について、損益及び剰余金計算書又は損益計

算書の作成がなされていない場合には、第２項

第３号）及び第７号から第１１号までの各号に

適合する銘柄であるとき。  

（３） 当該銘柄の上場日を含む月の前月の末日

からさかのぼって原則として６か月間におけ

る国内の他の金融商品取引所のいずれかにお

ける月平均売買高が１００口以上であり、か

つ、値付日数が立会日数の８０％以上である銘

柄であるとき。  

（削る） ８ 第１項の規定にかかわらず、上場不動産投資信

託証券（国内の他の金融商品取引所に上場されて

いた銘柄を除く。）に対する上場後最初の選定審

査においては、次の各号に適合するときに、これ

を制度信用銘柄に選定するものとする。  

（１） 受益者数又は投資主数が上場時点におい

て２，２００人以上である銘柄であるとき。 

（２） 第１項第２号、第５号（当該銘柄につい

て、損益及び剰余金計算書又は損益計算書が作

成されていない場合には、第３項第３号）及び

第７号から第１１号までの各号に適合する銘

柄であるとき。  

５ （略）  ９ （略）  

  

（ＥＴＦに係る制度信用銘柄の選定基準） 

第２条の３ ＥＴＦが第２条第１項第３号から第

７号までの各号に適合する場合は、既に制度信用

銘柄に選定されているものを除きこれを制度信

用銘柄に選定するものとする。 

２ （略） 

 

（ＥＴＦに係る制度信用銘柄の選定基準） 

第２条の３ ＥＴＦが第２条第１項第７号から第

１１号までの各号に適合する場合は、既に制度信

用銘柄に選定されているものを除きこれを制度

信用銘柄に選定するものとする。 

２ （略） 

 

（ＥＴＮ信託受益証券に係る制度信用銘柄の選 （外国指標連動証券信託受益証券に係る制度信
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定基準） 

第２条の４ ＥＴＮ信託受益証券が次の各号に適

合する場合は、既に制度信用銘柄に選定されてい

るものを除きこれを制度信用銘柄に選定するも

のとする。 

（１） 第２条第１項第３号、第４号、第６号及

び第７号の各号に適合する銘柄であるとき。 

 

（２） （略） 

２ 前項の規定にかかわらず、制度信用銘柄である

ＥＴＮ信託受益証券に係る新ＥＴＮ信託受益証

券が既に上場されているか又は新たに上場され

ることとなった場合は、当取引所は当該新ＥＴＮ

信託受益証券を制度信用銘柄に選定することが

できる。 

用銘柄の選定基準） 

第２条の４ 外国指標連動証券信託受益証券が次

の各号に適合する場合は、既に制度信用銘柄に選

定されているものを除きこれを制度信用銘柄に

選定するものとする。 

（１） 第２条第１項第７号、第８号、第１０号

及び第１１号の各号に適合する銘柄であると

き。 

（２） （略） 

２ 前項の規定にかかわらず、制度信用銘柄である

外国指標連動証券信託受益証券に係る新外国指

標連動証券信託受益証券が既に上場されている

か又は新たに上場されることとなった場合は、当

取引所は当該新外国指標連動証券信託受益証券

を制度信用銘柄に選定することができる。 

  

（ベンチャーファンドに係る制度信用銘柄の選

定基準） 

 

 

（新設） 第２条の５ ベンチャーファンドが次の各号に適

合する場合は、既に制度信用銘柄に選定されてい

るものを除きこれを制度信用銘柄に選定するも

のとする。 

（１） 当取引所における上場後最初の約定値段

が決定された銘柄であるとき。 

（２） 第４条の規定による選定の日以後の日に

上場廃止となることが確実と認められる銘柄

以外の銘柄であるとき。  

（３） 特設注意市場銘柄、監理銘柄又は整理銘

柄に指定されている銘柄以外の銘柄であると

き。  

（４） 有価証券上場規程施行規則第１３２９条

第５項第１号に定める猶予期間内にある銘柄

以外の銘柄であるとき。  

（５） 売買について規制措置がとられている銘

柄以外の銘柄であるとき。  

（６） その他制度信用銘柄として適当でないと
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認められる銘柄以外の銘柄であるとき。  

２ 前項の規定にかかわらず、有価証券上場規程第

１３０７条の規定の適用を受けて上場されるベ

ンチャーファンドに対する最初の選定審査にお

いては、同項第６号に適合するときに、これを制

度信用銘柄に選定するものとする。  

   

３ 第１項の規定にかかわらず、制度信用銘柄の発

行者でない上場投資法人（当取引所に上場してい

るベンチャーファンドの発行者である投資法人

をいう。以下この項及び第３条の５第５項におい

て同じ。）が、制度信用銘柄の発行者である上場

投資法人を吸収合併する場合における当該制度

信用銘柄の発行者でない上場投資法人のベンチ

ャーファンドに対する合併後最初の選定審査に

おいては、第１項第２号から第６号までの各号に

適合するときに、これを制度信用銘柄に選定する

ものとする。 

 

４ 第１項の規定にかかわらず、国内の他の金融商

品取引所に上場されているベンチャーファンド

（以下「他市場上場ベンチャーファンド」とい

う。）に対する上場後最初の選定審査においては、

同項第２号から第６号までの各号に適合すると

きに、これを制度信用銘柄に選定するものとす

る。  

 

５ 第１項の規定にかかわらず、制度信用銘柄のベ

ンチャーファンドの発行者が発行する新ベンチ

ャーファンドが既に上場されているか又は新た

に上場されることになった場合は、当取引所は当

該新ベンチャーファンドを制度信用銘柄に選定

することができる。 

 

  

（カントリーファンドに係る制度信用銘柄の選

定基準） 

 

第２条の６ カントリーファンドが次の各号に適

合する場合は、既に制度信用銘柄に選定されてい

るものを除きこれを制度信用銘柄に選定するも

（新設） 
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のとする。 

（１） 当取引所における上場後最初の約定値段

が決定された銘柄であるとき。 

 

（２） 第４条の規定による選定の日以後の日に

上場廃止となることが確実と認められる銘柄

以外の銘柄であるとき。  

 

（３） 特設注意市場銘柄、監理銘柄又は整理銘

柄に指定されている銘柄以外の銘柄であると

き。  

 

（４） 売買について規制措置がとられている銘

柄以外の銘柄であるとき。  

 

（５） その他制度信用銘柄として適当でないと

認められる銘柄以外の銘柄であるとき。  

 

２ 前項の規定にかかわらず、制度信用銘柄の発行

者でない上場投資法人（当取引所に上場している

カントリーファンドの発行者である投資法人を

いう。以下この項及び第３条の６第４項において

同じ。）が、制度信用銘柄の発行者である上場投

資法人を吸収合併する場合における当該制度信

用銘柄の発行者でない上場投資法人のカントリ

ーファンドに対する合併後最初の選定審査にお

いては、第１項第２号から第５号までの各号に適

合するときに、これを制度信用銘柄に選定するも

のとする。 

 

３ 第１項の規定にかかわらず、国内の他の金融商

品取引所に上場されているカントリーファンド

（以下「他市場上場カントリーファンド」とい

う。）に対する上場後最初の選定審査においては、

同項第２号から第５号までの各号に適合すると

きに、これを制度信用銘柄に選定するものとす

る。 

 

４ 第１項の規定にかかわらず、制度信用銘柄のカ

ントリーファンドの発行者が発行する新カント

リーファンドが既に上場されているか又は新た

に上場されることになった場合は、当取引所は当

該新カントリーファンドを制度信用銘柄に選定
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することができる。 

  

（株券等に係る貸借銘柄の選定基準）  （株券等に係る貸借銘柄の選定基準）  

第３条 制度信用銘柄である株券等が次の各号に

適合する場合は、既に貸借銘柄に選定されている

ものを除きこれを貸借銘柄に選定するものとす

る。  

第３条 制度信用銘柄である株券等が次の各号に

適合する場合は、既に貸借銘柄に選定されている

ものを除きこれを貸借銘柄に選定するものとす

る。  

（１） 上場後６か月間を経過している銘柄であ

るとき。 

（新設） 

（１）の２ 流通株式の数が２万単位以上の銘柄

であるとき。ただし、外国株券等（重複上場の

場合に限る。）の場合は、上場株券等の数が４

万単位以上の銘柄であるとき。 

（１） 流通株式の数が２万単位以上の銘柄であ

るとき。  

（２） 株主数（当該銘柄を１単位以上所有する

者の数（重複上場の外国株券等にあっては、有

価証券上場規程施行規則第２１４条第１項第

１号に規定する本邦内における株主数）をい

う。以下同じ。）が１，７００人以上の銘柄で

あるとき。 

（２） 株主数が１，７００人以上の銘柄である

とき。  

 

（３） 各銘柄の発行者の事業年度の末日を含む

月の翌々月の末日からさかのぼって原則とし

て６か月間における売買高等が次のａ又はｂ

に適合する銘柄であるとき。 

ａ 当取引所の市場における月平均売買高（当

該銘柄の市場内売買の売買高合計の月割高

をいう。以下同じ。）が１００単位以上であ

り、かつ、値付日数（当該銘柄の売買が成立

した日数をいう。以下同じ。）が立会日数の

８０％以上であるとき。 

ｂ 当取引所及び国内の他の金融商品取引所

に上場されている株券等について、当該他の

金融商品取引所のいずれかにおける月平均

売買高が１００単位以上であり、かつ、値付

日数が立会日数の８０％以上である場合は、

当取引所の市場における月平均売買高が５

０単位以上であり、かつ、値付日数が立会日

（３） 売買高等が第２条第１項第４号に適合す

る銘柄であるとき。  

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

（新設） 
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数の４０％以上であるとき。ただし、外国株

券等の場合は、当取引所に上場されており、

かつ、国内の他の金融商品取引所又は外国金

融商品取引所等において上場又は継続的に

取引されている株券等について、当該国内の

他の金融商品取引所又は外国金融商品取引

所等のいずれかにおける月平均売買高が１

００単位以上であり、かつ、値付日数が立会

日数の８０％以上である場合は、当取引所の

市場における月平均売買高が５０単位以上

であり、かつ、値付日数が立会日数の４０％

以上であるとき。 

（４） その発行者の直前事業年度における当期

純利益金額（直前連結会計年度に係る連結損益

計算書等（連結損益計算書及び連結包括利益計

算書、又は連結損益及び包括利益計算書をい

う。以下同じ。）に連結財務諸表の用語、様式

及び作成方法に関する規則（昭和５１年大蔵省

令第２８号。以下「連結財務諸表規則」という。）

第６５条第４項により記載される「当期純利益

金額」（当該直前事業年度において当該発行者

が連結財務諸表を作成すべき会社（会社以外の

法人を含む。以下同じ。）でない場合は、当該

直前事業年度に係る損益計算書に財務諸表等

の用語、様式及び作成方法に関する規則（昭和

３８年大蔵省令第５９号。以下「財務諸表等規

則」という。）第９５条の５第２項により記載

される「当期純利益金額」）をいう。ただし、

当該直前連結会計年度において当該発行者が

ＩＦＲＳ任意適用会社である場合又は連結財

務諸表規則第９５条の規定の適用を受ける場

合は、当該直前連結会計年度に係る連結損益計

算書等に基づいて算定される当期純利益金額

に相当する額（当該発行者が連結財務諸表を作

成すべき会社でない場合は、当該直前事業年度

に係る損益計算書に基づいて算定される当期

（４） その発行者の当期純利益金額が第２条第

１項第５号に適合する銘柄であるとき。ただ

し、当該発行者が外国会社である場合は、当該

発行者の当期純利益金額に相当する額が同号

ただし書に適合する銘柄であるとき。  
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純利益金額に相当する額）をいう。以下同じ。）

が正である銘柄であるとき。ただし、当該発行

者が外国会社である場合は、当該発行者の直前

事業年度における当期純利益金額に相当する

額（当該発行者が連結財務諸表を財務書類とし

て掲記している場合は、連結損益計算書等に基

づいて算定される当期純利益金額に相当する

額をいい、当該発行者が連結財務諸表を財務書

類として掲記していない場合は、損益計算書に

基づいて算定される当期純利益金額に相当す

る額又は結合損益計算書に基づいて算定され

る当期純利益金額に相当する額をいう。以下同

じ。）が正である銘柄であるとき。 

（５） その発行者の直前事業年度の末日におけ

る利益剰余金（直前連結会計年度に係る連結貸

借対照表に連結財務諸表規則第４３条第１項

により記載される「利益剰余金」（当該直前事

業年度において当該発行者が連結財務諸表を

作成すべき会社でない場合は、当該直前事業年

度に係る貸借対照表に財務諸表等規則第６０

条により記載される「利益剰余金」）をいう。

ただし、当該直前連結会計年度において当該発

行者がＩＦＲＳ任意適用会社である場合又は

連結財務諸表規則第９５条の規定の適用を受

ける場合は、当該直前連結会計年度に係る連結

貸借対照表に基づいて算定される利益剰余金

に相当する額（当該発行者が連結財務諸表を作

成すべき会社でない場合は、当該直前事業年度

に係る貸借対照表に基づいて算定される利益

剰余金に相当する額）をいう。以下同じ。）が

負でない銘柄であるとき。ただし、当該発行者

が外国会社である場合は、次のａ又はｂに適合

するとき。 

ａ 当該発行者の直前事業年度の末日におけ

る利益剰余金に相当する額（当該発行者が連

結財務諸表を財務書類として掲記している

（５） その発行者の利益剰余金が第２条第１項

第６号に適合する銘柄であるとき。ただし、当

該発行者が外国会社である場合は、当該発行者

の利益剰余金に相当する額又は純資産の額が

同号ただし書に適合する銘柄であるとき。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（新設）  
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場合は、連結貸借対照表に基づいて算定され

る利益剰余金に相当する額をいい、当該発行

者が連結財務諸表を財務書類として掲記し

ていない場合は、貸借対照表に基づいて算定

される利益剰余金に相当する額又は結合貸

借対照表に基づいて算定される利益剰余金

に相当する額をいう。以下同じ。）が負でな

い銘柄であるとき。 

ｂ 当該発行者の直前事業年度の末日におけ

る純資産の額（有価証券上場規程施行規則第

２１２条第５項第５号に規定する純資産の

額をいう。以下同じ。）が２０億円以上であ

る銘柄であるとき。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  （新設） 

（６）～（１１） （略） （６）～（１１） （略） 

２ 有価証券上場規程施行規則第２１２条第１項

第１号の規定は前項第１号の２に規定する流通

株式の数について、有価証券上場規程施行規則第

２１２条第１項第１号から第５号まで及び第８

号の規定は前項第２号に規定する株主数につい

て、有価証券上場規程施行規則第３１０条第３項

第３号の規定は前項第３号に規定する売買高に

ついて、有価証券上場規程施行規則第２１２条第

５項第５号及び第６号の規定は前項第５号に規

定する純資産の額について、それぞれ準用する

（優先出資証券にあっては有価証券上場規程施

行規則第２１２条第１項第１号及び第２号の規

定を除く。）。この場合における読替えは、別表

第１のとおりとする。  

２ 有価証券上場規程施行規則第２１２条第１項 

第１号の規定は前項第１号に規定する流通株式

の数について、有価証券上場規程施行規則第２１

２条第１項第１号から第５号まで及び第８号並

びに第３１０条第１項第５号の規定は前項第２

号に規定する株主数について、有価証券上場規程

施行規則第３１０条第３項第３号の規定は前項

第３号に規定する売買高について、有価証券上場

規程施行規則第２１２条第５項第５号の規定は

前項第５号に規定する純資産の額について、それ

ぞれ準用する（優先出資証券にあっては有価証券

上場規程施行規則第２１２条第１項第１号及び

第２号の規定を、外国株券等にあっては同第２１

２条第１項第１号から第５号まで及び第８号の

規定を除く。）。この場合における読替えは、別

表第１のとおりとする。   

３ 第１項の規定にかかわらず、有価証券上場規程

第２１０条第１項又は第２項の規定により上場

と同時に市場第一部銘柄に指定された銘柄（以下

「直接市場第一部上場銘柄」という。）又は上場

優先出資口数が１０万口以上である優先出資証

券に対する上場後最初の選定審査（第６項の規定

３ 第１項の規定にかかわらず、直接市場第一部上

場銘柄又は上場優先出資口数が１０万口以上で

ある優先出資証券に対する上場後最初の選定審

査（第７項の規定の適用を受ける場合を除く。）

においては、直接市場第一部上場銘柄については

第１項第６号から第１１号までの各号、優先出資
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の適用を受ける場合を除く。）においては、直接

市場第一部上場銘柄については第１項第６号か

ら第１１号までの各号、優先出資証券については

同項第２号及び第６号から第１１号までの各号

に適合する場合に、これを貸借銘柄に選定するも

のとする。  

証券については第１項第２号及び第６号から第

１１号までの各号に適合する場合に、これを貸借

銘柄に選定するものとする。  

（削る） ４ 第１項の規定にかかわらず、第２条第３項の規

定により制度信用銘柄に選定された銘柄に対す

る当該選定後最初の貸借銘柄の選定（当該銘柄の

上場日が属する年度に行うものに限る。）におい

ては、直接市場第一部上場銘柄については第１項

第６号から第１１号までの各号、優先出資証券に

ついては第１項第２号及び第６号から第１１号

までの各号に適合する場合に、これを貸借銘柄に

選定するものとする。  

４ 第１項の規定にかかわらず、有価証券上場規程

第２０８条第１項第１号から第４号までのいず

れか、同第２１５条第１号から第４号までのいず

れか又は同第２１６条の９第１号から第４号ま

でのいずれかの規定の適用を受けて上場される

株券等及び当該株券等の発行者が発行している

優先株等に対する最初の選定審査においては、第

１号及び第２号に適合するときに、これを貸借銘

柄に選定するものとする（有価証券上場規程第２

０８条第１項第１号から第４号までのいずれか、

同第２１５条第１号から第４号までのいずれか

又は同第２１６条の９第１号から第４号までの

いずれかの規定に定める行為の当事者の発行す

る株券等が貸借銘柄である場合に限る。）。ただ

し、当該株券等が外国株券等であって、かつ、当

該株券等の発行者が有価証券上場規程第２０８

条第１号、第２１５条第１号若しくは第２１６条

の９第１号に定める存続会社の親会社又は同第

２０８条第３号、第２１５条第３号若しくは第２

１６条の９第３号に定める当該他の会社の親会

社である場合には、当該株券等に対する最初の選

５ 第１項の規定にかかわらず、有価証券上場規程

第２０８条第１項第１号から第４号までのいず

れか又は同第２１５条第１号から第４号までの

いずれかの規定の適用を受けて上場される株券

等及び当該株券等の発行者が発行している優先

株等に対する最初の選定審査においては、第１号

及び第２号に適合するときに、これを貸借銘柄に

選定するものとする（有価証券上場規程第２０８

条第１項第１号から第４号までのいずれか又は

同第２１５条第１号から第４号までのいずれか

の規定に定める行為の当事者の発行する株券等

が貸借銘柄である場合に限る。）。ただし、当該

株券等が外国株券等であって、かつ、当該株券等

の発行者が有価証券上場規程第２０８条第１号

若しくは第２１５条第１号に定める存続会社の

親会社又は同第２０８条第３号若しくは第２１

５条第３号に定める当該他の会社の親会社であ

る場合には、当該株券等に対する最初の選定審査

においては、次の各号に適合するときに、これを

貸借銘柄に選定するものとする。  



 

251 

定審査においては、次の各号に適合するときに、

これを貸借銘柄に選定するものとする。  

（１） 第２条第１項第２号並びに第１項第１号

の２、第８号、第１０号及び第１１号の各号に

適合する銘柄であるとき。  

（１） 第１項第１号、第８号、第１０号及び第

１１号の各号に適合する銘柄であるとき。  

（２） （略）  （２） （略）  

（３） 当該銘柄の上場日を含む月の前月の末日

からさかのぼって原則として６か月間におけ

る国内の他の金融商品取引所又は外国金融商

品取引所等のいずれかにおける月平均売買高

が１００単位以上であり、かつ、値付日数が立

会日数の８０％以上である銘柄であるとき。こ

の場合において、有価証券上場規程施行規則第

３１０条第３項第３号の規定は、売買高につい

て準用する。この場合における読替えは、別表

第２のとおりとする。 

（３） 第２条第４項第３号に適合する銘柄であ

るとき。  

５ （略）  ６ （略）  

６ 第１項の規定にかかわらず、貸借銘柄の発行者

でない上場会社が、貸借銘柄の発行者である上場

会社を吸収合併する場合又は貸借銘柄の発行者

である上場会社を完全子会社とする株式交換を

行う場合における当該貸借銘柄の発行者でない

上場会社の株券等に対する合併又は株式交換の

後最初の選定審査においては、次の各号に適合す

るときに、これを貸借銘柄に選定するものとす

る。  

７ 第１項の規定にかかわらず、貸借銘柄の発行者

でない上場会社が、貸借銘柄の発行者である上場

会社を吸収合併する場合又は貸借銘柄の発行者

である上場会社を完全子会社とする株式交換を

行う場合における当該貸借銘柄の発行者でない

上場会社の株券等に対する合併又は株式交換の

後最初の選定審査においては、次の各号に適合す

るときに、これを貸借銘柄に選定するものとす

る。  

（１） 第２条第１項第２号並びに第１項第１号

の２及び第６号から第１１号までの各号に適

合する銘柄であるとき。  

（１） 第１項第１号及び第６号から第１１号ま

での各号に適合する銘柄であるとき。  

（２） （略）  （２） （略）  

７ 第１項の規定にかかわらず、他市場上場銘柄に

対する上場後最初の選定審査においては、次の各

号に適合するときに、これを貸借銘柄に選定する

ものとする。   

８ 第１項の規定にかかわらず、他市場上場銘柄に

対する上場後最初の選定審査においては、次の各

号に掲げる銘柄の区分に従い、当該各号に定める

規定に適合するときに、これを貸借銘柄に選定す

るものとする。  

（１） 国内の他の金融商品取引所における上場 （１） 上場と同時に市場第一部銘柄に指定され
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の日から当取引所における上場の日までの期

間が６か月を超えている銘柄であるとき。  

る又は指定された銘柄（優先株等を除く。） 

第１項第１号及び第６号から第１１号まで

の各号  

（２） 次のａからｃまでに掲げる銘柄の区分に

従い、当該ａからｃまでに定める規定に適合す

る銘柄であるとき。  

ａ 上場と同時に市場第一部銘柄に指定され

る又は指定された銘柄（優先株等を除く。）

第１項第１号の２及び第６号から第１１

号までの各号 

（２） 上場優先出資口数が１０万口以上である

優先出資証券  

   第１項第２号及び第６号から第１１号まで

の各号 

ｂ 上場優先出資口数が１０万口以上である

優先出資証券  

第１項第２号及び第６号から第１１号ま

での各号  

 

ｃ ａ及び前ｂに掲げる銘柄以外の銘柄  

第１項第１号の２、第２号及び第４号から

第１１号までの各号（市場第二部銘柄、ＪＡ

ＳＤＡＱ銘柄（内訳区分がスタンダードであ

る銘柄に限る。次項第２号において同じ。）

及び優先株等にあっては、第４号及び第５号

を除く。） 

 

（３） 当該銘柄の上場日を含む月の前月の末日

からさかのぼって原則として６か月間におけ

る国内の他の金融商品取引所のいずれかにお

ける月平均売買高が１００単位以上であり、か

つ、値付日数が立会日数の８０％以上である銘

柄であるとき。この場合において、有価証券上

場規程施行規則第３１０条第３項第３号の規

定は、売買高について準用する。この場合にお

ける読替えは、別表第２のとおりとする。  

（３） 前２号に掲げる銘柄以外の銘柄  

第１項第１号、第２号及び第６号から第１１

号までの各号  

８ 第１項の規定にかかわらず、株券等（直接市場

第一部上場銘柄及び国内の他の金融商品取引所

に上場されていた銘柄を除く。）に対する上場後

最初の選定審査においては、次の各号に適合する

ときに、これを貸借銘柄に選定するものとする。

９ 第１項の規定にかかわらず、株券等（直接市場

第一部上場銘柄及び国内の他の金融商品取引所

に上場されていた銘柄を除く。）に対する上場後

最初の選定審査においては、次の各号に適合する

ときに、これを貸借銘柄に選定するものとする。

（１） （略）  （１） （略）  
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（２） 第１項第１号の２及び第４号から第１１

号までの各号（市場第二部銘柄、ＪＡＳＤＡＱ

銘柄及び優先株等にあっては、第４号及び第５

号を除く。）に適合する銘柄であるとき。  

（２） 第１項第１号及び第４号から第１１号ま

での各号（市場第二部銘柄及び優先株等にあっ

ては、第４号及び第５号を除く。）に適合する

銘柄であるとき。  

  

（不動産投資信託証券に係る貸借銘柄の選定基

準）  

（不動産投資信託証券に係る貸借銘柄の選定基

準）  

第３条の２ 制度信用銘柄である不動産投資信託

証券が次の各号に適合する場合は、既に貸借銘柄

に選定されているものを除きこれを貸借銘柄に

選定するものとする。  

第３条の２ 制度信用銘柄である不動産投資信託

証券が次の各号に適合する場合は、既に貸借銘柄

に選定されているものを除きこれを貸借銘柄に

選定するものとする。  

（１） 上場後６か月間を経過している銘柄であ

るとき。 

（新設） 

（１）の２ （略） （１） （略）  

（２） 受益者数（大口受益者（所有する受益権

口数の多い順に１０名の受益者をいう。以下同

じ。）を除く。）又は投資主数（大口投資主（所

有する投資口口数の多い順に１０名の投資主

をいう。）を除く。以下この条、第３条の５、

第６条の２及び第６条の４において同じ。）が

１，７００人以上の銘柄であるとき。 

（２） 受益者数又は投資主数が１，７００人以

上の銘柄であるとき。  

 

（３） 各銘柄の計算期間又は営業期間の末日を

含む月の翌々月の末日からさかのぼって原則

として６か月間における売買高等が次のａ又

はｂに適合する銘柄であるとき。 

ａ 当取引所の市場における月平均売買高が

１００口以上であり、かつ、値付日数が立会

日数の８０％以上であるとき。 

ｂ 当取引所及び国内の他の金融商品取引所

に上場されている不動産投資信託証券につ

いて、当該他の金融商品取引所のいずれかに

おける月平均売買高が１００口以上であり、

かつ、値付日数が立会日数の８０％以上であ

る場合は、当取引所の市場における月平均売

買高が５０口以上であり、かつ、値付日数が

立会日数の４０％以上であるとき。  

（３） 売買高等が第２条の２第１項第４号に適

合する銘柄であるとき。 

 

 

（新設）  

 

 

（新設） 
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（４） その銘柄について作成された最近の損益

及び剰余金計算書又は損益計算書において、投

資信託受益証券の場合には、投資信託財産の計

算に関する規則（平成１２年総理府令第１３３

号）第５１条第１項により記載される「当期純

利益金額」を、投資証券の場合には、投資法人

の計算に関する規則（平成１８年内閣府令第４

７号）第５３条第１項により記載される「当期

純利益金額」が計上されている銘柄であると

き。 

（４） 第２条の２第１項第５号に適合する銘柄

であるとき。  

（５） その銘柄の直前計算期間又は直前営業期

間の末日における資産総額が５０億円以上、純

資産総額が１０億円以上である銘柄であると

き。この場合において、有価証券上場規程施行

規則第１２０６条第１項の規定は、資産総額及

び純資産総額の算定について準用する。  

（５） 資産総額及び純資産総額が第２条の２第

１項第６号に適合する銘柄であるとき。  

（６）～（１１） （略） （６）～（１１） （略） 

２ 有価証券上場規程施行規則第２１２条第１項

第４号及び第８号の規定は前項第２号に規定す

る受益者数又は投資主数について準用する。この

場合における読替えは、別表第３のとおりとす

る。 

２ 有価証券上場規程施行規則第２１２条第１項

第４号及び第８号並びに第３１０条第１項第５

号の規定は前項第２号に規定する受益者数又は

投資主数について準用する。この場合における読

替えは、別表第３のとおりとする。 

３ 第１項の規定にかかわらず、投資信託の投資信

託約款又は投資法人の規約において最初の計算

期間又は営業期間として定める期間が終了して

いない不動産投資信託証券に対する上場後最初

の選定審査（次項又は第７項の適用を受ける場合

を除く。）においては、次の各号に適合するとき

に、これを貸借銘柄に選定するものとする。 

 

 

３ 第１項の規定にかかわらず、投資信託の投資信

託約款又は投資法人の規約において最初の計算

期間又は営業期間として定める期間が終了して

いない不動産投資信託証券に対する上場後最初

の選定審査（次項又は第８項の適用を受ける場合

を除く。）においては、第２条の２第３項第２号

及び第３号並びに本条第１項第１号、第２号及び

第６号から第１１号までの各号に適合するとき

に、これを貸借銘柄に選定するものとする。  

（１） 第１項第１号の２、第２号及び第６号か

ら第１１号までの各号に適合する銘柄である

とき。 

（新設） 

（２） 投資信託の投資信託約款又は投資法人の

規約において最初の計算期間又は営業期間と

（新設） 
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して定める期間の末日を含む月から通常の計

算期間又は営業期間の月数だけさかのぼった

月の末日（以下「審査対象日」という。）を含

む月の翌々月の末日からさかのぼって原則と

して６か月間における売買高等が第１項第３

号ａ又はｂに適合する銘柄であるとき。 

（３） 上場時における純資産総額が５００億円

以上であることが見込まれた銘柄であるとき。

この場合において、有価証券上場規程施行規則

第１２０６条第１項の規定は、純資産総額の算

定について準用する。 

（新設） 

４ 第１項の規定にかかわらず、上場受益権口数又

は上場投資口口数が１０万口以上であり、かつ、

上場時の時価総額（当該銘柄の上場後最初の約定

値段が決定された日から５営業日までの間にお

ける最低価格に上場受益権口数又は上場投資口

口数を乗じて得た額をいう。）が５００億円以上

である不動産投資信託証券に対する上場後最初

の選定審査（第７項の規定の適用を受ける場合を

除く。）においては、第１項第２号及び第６号か

ら第１１号までの各号に適合する場合に、これを

貸借銘柄に選定するものとする。 

４ 第１項の規定にかかわらず、上場受益権口数又

は上場投資口口数が１０万口以上であり、かつ、

上場時の時価総額が５００億円以上である不動

産投資信託証券に対する上場後最初の選定審査

（第８項の規定の適用を受ける場合を除く。）に

おいては、第１項第２号及び第６号から第１１号

までの各号に適合する場合に、これを貸借銘柄に

選定するものとする。  

（削る） ５ 第１項の規定にかかわらず、第２条の２第４項

の規定により制度信用銘柄に選定された銘柄に

対する当該選定後最初の貸借銘柄の選定（当該銘

柄の上場日が属する計算期間又は営業期間に行

うものに限る。）においては、第１項第２号及び

第６号から第１１号までの各号に適合する場合

に、これを貸借銘柄に選定するものとする。  

５ 第１項の規定にかかわらず、有価証券上場規程

第１２０７条の規定の適用を受けて上場される

投資証券に対する最初の選定審査においては、次

の各号に適合するときに、これを貸借銘柄に選定

するものとする（有価証券上場規程第１２０７条

において定める行為の当事者の発行する投資証

券が貸借銘柄である場合に限る。）。 

６ 第１項の規定にかかわらず、有価証券上場規程

第１２０７条の規定の適用を受けて上場される

投資証券に対する最初の選定審査においては、次

の各号に適合するときに、これを貸借銘柄に選定

するものとする（有価証券上場規程第１２０７条

において定める行為の当事者の発行する投資証

券が貸借銘柄である場合に限る。）。  
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（１） 第２条の２第１項第２号並びに第１項第

１号の２、第１０号及び第１１号の各号に適合

する銘柄であるとき。  

（１） 第１項第１号、第１０号及び第１１号の

各号に適合する銘柄であるとき。  

（２） （略） （２） （略）  

６ 第１項の規定にかかわらず、貸借銘柄の発行者

でない上場投資法人が、貸借銘柄の発行者である

上場投資法人を吸収合併する場合における当該

貸借銘柄の発行者でない投資法人の投資証券に

対する合併後最初の選定審査においては、次の各

号に適合するときに、これを貸借銘柄に選定する

ものとする。 

７ 第１項の規定にかかわらず、貸借銘柄の発行者

でない上場投資法人が、貸借銘柄の発行者である

上場投資法人を吸収合併する場合における当該

貸借銘柄の発行者でない投資法人の投資証券に

対する合併後最初の選定審査においては、次の各

号に適合するときに、これを貸借銘柄に選定する

ものとする。  

（１） 第２条の２第１項第２号並びに第１項第

１号の２及び第６号から第１１号までの各号

に適合する銘柄であるとき。   

（１） 第１項第１号及び第６号から第１１号ま

での各号に適合する銘柄であるとき。  

（２） （略）  （２） （略） 

７ 第１項の規定にかかわらず、他市場上場不動産

投資信託証券に対する上場後最初の選定審査に

おいては、次の各号に適合するときに、これを貸

借銘柄に選定するものとする。 

８ 第１項の規定にかかわらず、他市場上場不動産

投資信託証券に対する上場後最初の選定審査に

おいては、第２条の２第７項第３号並びに本条第

１項第１号、第２号及び第６号から第１１号まで

の各号に適合するときに、これを貸借銘柄に選定

するものとする。  

（１） 国内の他の金融商品取引所における上場

の日から当取引所における上場の日までの期

間が６か月を超えている銘柄であるとき。  

（新設） 

（２） 第１項第１号の２、第２号、第４号（当

該銘柄について、損益及び剰余金計算書又は損

益計算書の作成がなされていない場合には、第

３項第３号）及び第６号から第１１号までの各

号に適合する銘柄であるとき。  

（新設） 

（３） 当該銘柄の上場日を含む月の前月の末日

からさかのぼって原則として６か月間におけ

る国内の他の金融商品取引所のいずれかにお

ける月平均売買高が１００口以上であり、か

つ、値付日数が立会日数の８０％以上である銘

柄であるとき。  

（新設） 

８ 第１項の規定にかかわらず、上場不動産投資信９ 第１項の規定にかかわらず、上場不動産投資信
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託証券（国内の他の金融商品取引所に上場されて

いた銘柄を除く。）に対する上場後最初の選定審

査においては、次の各号に適合するときに、これ

を貸借銘柄に選定するものとする。  

託証券（国内の他の金融商品取引所に上場されて

いた銘柄を除く。）に対する上場後最初の選定審

査においては、次の各号に適合するときに、これ

を貸借銘柄に選定するものとする。  

（１） （略） （１） （略）  

（２） 第１項第１号の２及び第６号から第１１

号までの各号に適合する銘柄であるとき。  

（２） 第１項第１号及び第６号から第１１号ま

での各号に適合する銘柄であるとき。  

  

（ＥＴＮ信託受益証券に係る貸借銘柄の選定基

準） 

第３条の４ 制度信用銘柄であるＥＴＮ信託受益

証券が次の各号に適合する場合は、既に貸借銘柄

に選定されているものを除きこれを貸借銘柄に

選定するものとする。 

（１）・（２） （略） 

（外国指標連動証券信託受益証券に係る貸借銘

柄の選定基準） 

第３条の４ 制度信用銘柄である外国指標連動証

券信託受益証券が次の各号に適合する場合は、既

に貸借銘柄に選定されているものを除きこれを

貸借銘柄に選定するものとする。 

（１）・（２） （略） 

  

（ベンチャーファンドに係る貸借銘柄の選定基

準） 

 

第３条の５ 制度信用銘柄であるベンチャーファ

ンドが次の各号に適合する場合は、既に貸借銘柄

に選定されているものを除きこれを貸借銘柄に

選定するものとする。 

（新設） 

 

（１） 上場後６か月間を経過している銘柄であ

るとき。 

 

（２） 上場投資口口数が２万単位以上の銘柄で

あるとき。 

 

（３） 投資主数が１，７００人以上の銘柄であ

るとき。 

 

（４） 各銘柄の営業期間の末日を含む月の翌々

月の末日からさかのぼって原則として６か月

間における売買高等が次のａ又はｂに適合す

る銘柄であるとき。 

ａ 当取引所の市場における月平均売買高が

１００単位以上であり、かつ、値付日数が立

会日数の８０％以上であるとき。 

ｂ 当取引所及び国内の他の金融商品取引所
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に上場されているベンチャーファンドにつ

いて、当該他の金融商品取引所のいずれかに

おける月平均売買高が１００単位以上であ

り、かつ、値付日数が立会日数の８０％以上

である場合は、当取引所の市場における月平

均売買高が５０単位以上であり、かつ、値付

日数が立会日数の４０％以上であるとき。 

（５） 第４条の規定による選定の日以後の日に

上場廃止となることが確実と認められる銘柄

以外の銘柄であるとき。  

 

（６） 特設注意市場銘柄、監理銘柄又は整理銘

柄に指定されている銘柄以外の銘柄であると

き。  

 

（７） 有価証券上場規程施行規則第１３２９条

第５項第１号に定める猶予期間内にある銘柄

以外の銘柄であるとき。  

 

（８） 売買又は信用取引について規制措置がと

られている銘柄以外の銘柄であるとき。  

 

（９） 貸ベンチャーファンド調達可能量からみ

て貸借銘柄として適当でないと認められる銘

柄以外の銘柄であるとき。 

 

（１０） その他貸借銘柄として適当でないと認

められる銘柄以外の銘柄であるとき。  

 

２ 有価証券上場規程施行規則第２１２条第１項

第４号及び第８号の規定は前項第３号に規定す

る投資主数について準用する。この場合における

読替えは、別表第４のとおりとする。 

 

３ 第１項の規定にかかわらず、上場投資口口数が

１０万単位以上であり、かつ、上場時の時価総額

（当該銘柄の上場後最初の約定値段が決定され

た日から５営業日までの間における最低価格に

上場投資口口数を乗じて得た額をいう。第３条の

６第３項において同じ。）が５００億円以上であ

るベンチャーファンドに対する上場後最初の選

定審査（第６項の規定の適用を受ける場合を除

く。）においては、第１項第３号及び第５号から
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第１０号までの各号に適合する場合に、これを貸

借銘柄に選定するものとする。 

４ 第１項の規定にかかわらず、有価証券上場規程

第１３０７条の規定の適用を受けて上場される

ベンチャーファンドに対する最初の選定審査に

おいては、次の各号に適合するときに、これを貸

借銘柄に選定するものとする（有価証券上場規程

第１３０７条において定める行為の当事者の発

行するベンチャーファンドが貸借銘柄である場

合に限る。）。 

 

（１） 第１項第２号、第９号及び第１０号の各

号に適合する銘柄であるとき。 

 

（２） 投資主数が、上場後最初に終了する営業

期間の末日までに第６条の４第１項第２号の

規定に該当しない見込みのある銘柄であると

き。 

 

５ 第１項の規定にかかわらず、貸借銘柄の発行者

でない上場投資法人が、貸借銘柄の発行者である

上場投資法人を吸収合併する場合における当該

貸借銘柄の発行者でない投資法人のベンチャー

ファンドに対する合併後最初の選定審査におい

ては、次の各号に適合するときに、これを貸借銘

柄に選定するものとする。 

 

（１） 第１項第２号及び第５号から第１０号ま

での各号に適合する銘柄であるとき。 

（２） 投資主数が、合併後最初に終了する営業

期間の末日までに第６条の４第１項第２号の

規定に該当しない見込みのある銘柄であると

き。 

 

６ 第１項の規定にかかわらず、他市場上場ベンチ

ャーファンドに対する上場後最初の選定審査に

おいては、次の各号に適合するときに、これを貸

借銘柄に選定するものとする。 

 

（１） 国内の他の金融商品取引所における上場

の日から当取引所における上場の日までの期

間が６か月を超えている銘柄であるとき。 
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（２） 第１項第２号、第３号及び第５号から第

１０号までの各号に適合する銘柄であるとき。

 

（３） 当該銘柄の上場日を含む月の前月の末日

からさかのぼって原則として６か月間におけ

る国内の他の金融商品取引所のいずれかにお

ける月平均売買高が１００単位以上であり、か

つ、値付日数が立会日数の８０％以上である銘

柄であるとき。 

 

７ 第１項の規定にかかわらず、上場ベンチャーフ

ァンド（国内の他の金融商品取引所に上場されて

いた銘柄を除く。）に対する上場後最初の選定審

査においては、次の各号に適合するときに、これ

を貸借銘柄に選定するものとする。 

 

（１） 投資主数が上場時点において２，２００

人以上である銘柄であるとき。 

 

（２） 第１項第２号及び第５号から第１０号ま

での各号に適合する銘柄であるとき。 

 

  

（カントリーファンドに係る貸借銘柄の選定基

準） 

 

第３条の６ 制度信用銘柄であるカントリーファ

ンドが次の各号に適合する場合は、既に貸借銘柄

に選定されているものを除きこれを貸借銘柄に

選定するものとする。 

（新設） 

 

（１） 上場後６か月間を経過している銘柄であ

るとき。 

 

（２） 上場投資口口数が４００万口以上の銘柄

であるとき。 

 

（３） 有価証券上場規程施行規則第１４０５条

第２号に規定する本邦内における投資主の数

（以下この条及び第６条の５において「投資主

数」という。）が１，７００人以上の銘柄であ

るとき。 

 

（４） 各銘柄の営業期間の末日を含む月の翌々

月の末日からさかのぼって原則として６か月

間における売買高等が次のａ又はｂに適合す
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る銘柄であるとき。 

ａ 当取引所の市場における月平均売買高が

１００単位以上であり、かつ、値付日数が立

会日数の８０％以上であるとき。 

ｂ 当取引所及び国内の他の金融商品取引所

に上場されているカントリーファンドにつ

いて、当該他の金融商品取引所のいずれかに

おける月平均売買高が１００単位以上であ

り、かつ、値付日数が立会日数の８０％以上

である場合は、当取引所の市場における月平

均売買高が５０単位以上であり、かつ、値付

日数が立会日数の４０％以上であるとき。 

（５） 第４条の規定による選定の日以後の日に

上場廃止となることが確実と認められる銘柄

以外の銘柄であるとき。  

 

（６） 特設注意市場銘柄、監理銘柄又は整理銘

柄に指定されている銘柄以外の銘柄であると

き。  

 

（７） 売買又は信用取引について規制措置がと

られている銘柄以外の銘柄であるとき。  

 

（８） 貸カントリーファンド調達可能量からみ

て貸借銘柄として適当でないと認められる銘

柄以外の銘柄であるとき。 

 

（９） その他貸借銘柄として適当でないと認め

られる銘柄以外の銘柄であるとき。  

 

２ 有価証券上場規程施行規則第２１２条第１項

第４号の規定は前項第３号に規定する投資主数

について準用する。この場合における読替えは、

別表第５のとおりとする。 

 

３ 第１項の規定にかかわらず、上場投資口口数が

４００万口以上であり、かつ、上場時の時価総額

が５００億円以上であるカントリーファンドに

対する上場後最初の選定審査（第５項の規定の適

用を受ける場合を除く。）においては、第１項第

３号及び第５号から第９号までの各号に適合す

る場合に、これを貸借銘柄に選定するものとす
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る。 

４ 第１項の規定にかかわらず、貸借銘柄の発行者

でない上場投資法人が、貸借銘柄の発行者である

上場投資法人を吸収合併する場合における当該

貸借銘柄の発行者でない投資法人のカントリー

ファンドに対する合併後最初の選定審査におい

ては、次の各号に適合するときに、これを貸借銘

柄に選定するものとする。 

 

（１） 第１項第２号及び第５号から第９号まで

の各号に適合する銘柄であるとき。 

（２） 投資主数が、合併後最初に終了する営業

期間の末日までに第６条の５第１項第２号の

規定に該当しない見込みのある銘柄であると

き。 

 

５ 第１項の規定にかかわらず、他市場上場カント

リーファンドに対する上場後最初の選定審査に

おいては、次の各号に適合するときに、これを貸

借銘柄に選定するものとする。 

 

（１） 国内の他の金融商品取引所における上場

の日から当取引所における上場の日までの期

間が６か月を超えている銘柄であるとき。  

 

（２） 第１項第２号、第３号及び第５号から第

９号までの各号に適合する銘柄であるとき。 

 

（３） 当該銘柄の上場日を含む月の前月の末日

からさかのぼって原則として６か月間におけ

る国内の他の金融商品取引所のいずれかにお

ける月平均売買高が１００単位以上であり、か

つ、値付日数が立会日数の８０％以上である銘

柄であるとき。  

 

６ 第１項の規定にかかわらず、上場カントリーフ

ァンド（国内の他の金融商品取引所に上場されて

いた銘柄を除く。）に対する上場後最初の選定審

査においては、次の各号に適合するときに、これ

を貸借銘柄に選定するものとする。 

 

（１） 投資主数が上場時点において２，２００

人以上である銘柄であるとき。 
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（２） 第１項第２号及び第５号から第９号まで

の各号に適合する銘柄であるとき。 

 

  

（選定の時期）  （選定の時期）  

第４条 第２条第１項、第２条の２第１項、第２条

の５第１項及び第２条の６第１項の規定による

制度信用銘柄の選定は、各銘柄の当取引所におけ

る上場後最初の約定値段が決定された日の翌日

（休業日に当たるときは、順次繰り下げる。）に

行う。 

（新設） 

２ 第３条、第３条の２、第３条の５及び第３条の

６の規定による貸借銘柄の選定は、毎月１回、各

銘柄の発行者の事業年度の末日（不動産投資信託

証券、ベンチャーファンド及びカントリーファン

ドにあっては、計算期間又は営業期間の末日若し

くは第３条の２第３項第２号に定める審査対象

日）を含む月の翌月から起算して６か月目の月の

初日（初日が休業日に当たるときは、順次繰り下

げる。以下同じ。）に行う。  

第４条 第２条及び第２条の２の規定による制度

信用銘柄の選定並びに第３条及び第３条の２の

規定による貸借銘柄の選定は、毎月１回、各銘柄

の発行者の事業年度の末日（不動産投資信託証券

にあっては、計算期間又は営業期間の末日若しく

は第２条の２第３項第２号に定める審査対象日）

を含む月の翌月から起算して６か月目の月の初

日（初日が休業日に当たるときは、順次繰り下げ

る。以下同じ。）に行う。 

３ 前２項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる

制度信用銘柄又は貸借銘柄の選定は、当該各号に

定める日に行う。 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる制

度信用銘柄又は貸借銘柄の選定は、当該各号に定

める日に行う。 

（削る） （１） 第２条第３項及び第８項並びに第２条の

２第４項及び第８項の規定による制度信用銘

柄の選定並びに第３条第３項及び第９項並び

に第３条の２第４項及び第９項の規定による

貸借銘柄の選定  

当該銘柄の上場後最初の約定値段が決定さ

れた日から起算して１１日目（休業日を除外す

る。）の日 

（１） 第２条第２項及び第３項、第２条の２第

２項及び第２条の５第２項の規定による制度

信用銘柄の選定並びに第３条第４項及び第５

項、第３条の２第５項及び第３条の５第４項の

規定による貸借銘柄の選定 

当該銘柄が上場された日 

（２） 第２条第４項及び第５項並びに第２条の

２第５項の規定による制度信用銘柄の選定並

びに第３条第５項及び第６項並びに第３条の

２第６項の規定による貸借銘柄の選定  

 

当該銘柄が上場された日 
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（２） 第２条第４項、第２条の２第３項、第２

条の５第３項及び第２条の６第２項の規定に

よる制度信用銘柄の選定並びに第３条第６項、

第３条の２第６項、第３条の５第５項及び第３

条の６第４項の規定による貸借銘柄の選定 

（３） 第２条第６項及び第２条の２第６項の規

定による制度信用銘柄の選定並びに第３条第

７項及び第３条の２第７項の規定による貸借

銘柄の選定  

合併又は株式交換により発行される株券等、

不動産投資信託証券、ベンチャーファンド又は

カントリーファンドが上場された日 

合併又は株式交換により発行される株券等

又は投資証券が上場された日  

（削る） （４） 第２条第７項及び第２条の２第７項の規

定による制度信用銘柄の選定（他市場制度信用

銘柄（他市場上場銘柄のうち、他市場制度信用

取引（国内の他の金融商品取引所が開設する取

引所金融商品市場における有価証券の売買に

係る信用取引のうち、品貸料及び弁済の繰延期

限について当該金融商品取引所の規則に定め

るところに従って行うものをいう。以下同じ。）

を行うことができる銘柄をいう。以下同じ。）

の選定及び他市場制度信用不動産投資信託証

券（他市場上場不動産投資信託証券のうち、他

市場制度信用取引を行うことができるものを

いう。以下同じ。）の選定を除く。）並びに第

３条第８項及び第３条の２第８項の規定によ

る貸借銘柄の選定（他市場制度信用銘柄の選定

及び他市場制度信用不動産投資信託証券の選

定を除く。） 

当該銘柄の上場後最初の約定値段が決定さ

れた日の翌日（休業日に当たるときは、順次繰

り下げる。） 

（３） 第２条第５項、第２条の２第４項、第２

条の５第４項及び第２条の６第３項の規定に

よる制度信用銘柄の選定並びに第３条第７項、

第３条の２第７項、第３条の５第６項及び第３

条の６第５項の規定による貸借銘柄の選定 

 

（５） 第２条第７項及び第２条の２第７項の規

定による制度信用銘柄の選定（他市場制度信用

銘柄の選定及び他市場制度信用不動産投資信

託証券の選定に限る。）並びに第３条第８項及

び第３条の２第８項の規定による貸借銘柄の

選定（他市場制度信用銘柄の選定及び他市場制

度信用不動産投資信託証券の選定に限る。） 

当該銘柄が上場された日 当該銘柄が上場された日  
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（４） 第２条第６項、第２条の２第５項、第２

条の５第５項及び第２条の６第４項の規定に

よる制度信用銘柄の選定  

（６） 第２条第９項及び第２条の２第９項の規

定による制度信用銘柄の選定  

ａ 新株券等、新不動産投資信託証券、新ベン

チャーファンド又は新カントリーファンド

が既に上場されている場合  

当該新株券等、新不動産投資信託証券、新

ベンチャーファンド又は新カントリーファ

ンドの発行者が発行する株券等、不動産投資

信託証券、ベンチャーファンド又はカントリ

ーファンドを制度信用銘柄に選定した日  

ａ 新株券等又は新不動産投資信託証券が既

に上場されている場合  

 

当該新株券等又は新不動産投資信託証券

の発行者が発行する株券等又は不動産投資

信託証券を制度信用銘柄に選定した日  

ｂ 新株券等、新不動産投資信託証券、新ベン

チャーファンド又は新カントリーファンド

が新たに上場されることとなった場合  

当該新株券等、新不動産投資信託証券、新

ベンチャーファンド又は新カントリーファ

ンドが上場された日  

ｂ 新株券等又は新不動産投資信託投資証券

が新たに上場されることとなった場合 

 

当該新株券等又は新不動産投資信託投資

証券が上場された日  

（５） 第３条第３項及び第８項、第３条の２第

４項及び第８項、第３条の５第３項及び第７項

並びに第３条の６第３項及び第６項の規定に

よる貸借銘柄の選定  

当該銘柄の上場後最初の約定値段が決定さ

れた日から起算して１１日目（休業日を除外す

る。）の日 

（新設） 

（６） 第１項及び第１号から第４号までに掲げ

る制度信用銘柄の選定審査の結果、選定が行わ

れなかった場合におけるその後最初の制度信

用銘柄の選定 

当取引所がその都度定める日 

（７） 次条第１号又は第５条の２第１号の規定

により制度信用銘柄の選定を取り消された銘

柄の取消し後最初の制度信用銘柄の選定 

（新設） 

 

 

 

 

（新設） 

当取引所がその都度定める日  

４ （略） ３ （略）  

５ 第２項の貸借銘柄の選定は、同項に規定する日

のほか、当該日の属する月から起算して７か月目

４ 第１項の制度信用銘柄の選定及び貸借銘柄の

選定は、同項に規定する日のほか、当該日の属す
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の月の末日（休業日に当たるときは、順次繰り上

げる。以下同じ。）まで、第３項第３号の貸借銘

柄の選定は、同号に定める日のほか、その翌日か

らその３か月目の応当日（応当日がないときはそ

の月の末日とし、応当日が休業日に当たるとき

は、順次繰り下げる。以下同じ。）までの間に、

同項第５号の貸借銘柄の選定は、同号に定める日

のほか、その翌日からその６か月目の応当日まで

の間にそれぞれ行うことができる。  

る月から起算して７か月目の月の末日（休業日に

当たるときは、順次繰り上げる。以下同じ。）ま

で、第２項第１号の制度信用銘柄の選定及び貸借

銘柄の選定は、同号に定める日のほか、その翌日

からその６か月目の応当日（応当日がないときは

その月の末日とし、応当日が休業日に当たるとき

は、順次繰り下げる。以下同じ。）までの間に、

第２項第４号及び第５号の制度信用銘柄の選定

及び貸借銘柄の選定は、当該各号に定める日のほ

か、その翌日からその３か月目の応当日までの間

にそれぞれ行うことができる。  

  

（制度信用銘柄である株券等の選定取消基準） （制度信用銘柄である株券等の選定取消基準） 

第５条 制度信用銘柄である株券等が、次の各号の

いずれかに該当する場合は、制度信用銘柄の選定

を取り消すものとする。 

第５条 制度信用銘柄である株券等が、次の各号の

いずれかに該当する場合は、制度信用銘柄の選定

を取り消すものとする。 

（１） その発行者が直前事業年度の末日に債務

超過の状態である銘柄であるとき。 

（１） 流通株式の数が５，０００単位に満たな

い銘柄であるとき。ただし、外国株券等（重複

上場の場合に限る。）の場合は、上場株券等の

数が１万単位に満たない銘柄であるとき。  

（削る） （２）  株主数が６００人に達しない銘柄である

とき。  

（削る） （３）  外国株券等の売買高が次のａ又はｂに該

当する銘柄であるとき。  

 ａ 毎年１２月末日以前１年間における月平

均売買高が１０単位未満であるとき。  

 ｂ 毎月の末日からさかのぼって３か月間に

売買が成立していないとき。  

（２） （略） （４） （略） 

（３） （略） （５） （略） 

（削る） ２ 有価証券上場規程施行規則第２１２条第１項

第１号の規定は前項第１号に規定する流通株式

の数について、有価証券上場規程施行規則第２１

２条第１項第１号から第４号まで及び第３１１

条第１項第１号ｅの規定は前項第２号に規定す

る株主数について、有価証券上場規程施行規則第
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６０１条第２項第１号並びに第３１１条第３項

第１号ｂ及びｃの規定は前項第３号ａに規定す

る毎年１２月末日以前１年間における月平均売

買高について、それぞれ準用する（優先出資証券

にあっては有価証券上場規程施行規則第２１２

条第１項第１号及び第２号の規定を、外国株券等

にあっては同第２１２条第１項第１号から第４

号まで並びに同第３１１条第１項第１号ｅの規

定を除く。）。この場合における読替えは、別表

第４のとおりとする。  

（削る） ３ 第１項の規定にかかわらず、第２条第９項の規

定により制度信用銘柄に選定された新株券等が

第１項第１号又は第２号に該当する場合は、制度

信用銘柄の選定の取消しは行わない。  

  

（制度信用銘柄である不動産投資信託証券の選

定取消基準）  

（制度信用銘柄である不動産投資信託証券の選

定取消基準）  

第５条の２ 制度信用銘柄である不動産投資信託

証券が、次の各号のいずれかに該当する場合は、

制度信用銘柄の選定を取り消すものとする。 

第５条の２ 制度信用銘柄である不動産投資信託

証券が、次の各号のいずれかに該当する場合は、

制度信用銘柄の選定を取り消すものとする。 

（１） その銘柄の直前計算期間又は直前営業期

間の末日における純資産総額が負である銘柄

であるとき。 

（１） 上場受益権口数又は上場投資口口数が１

万口に満たない銘柄であるとき。  

（削る） （２） 受益者数又は投資主数が６００人に達し

ない銘柄であるとき。  

（２） （略） （３） （略）  

（３） （略） （４） （略）  

（削る） ２ 有価証券上場規程施行規則第１２３３条第２

項の規定は前項第１号に規定する上場受益権口

数又は上場投資口口数について、第３１１条第１

項第１号ｅの規定は前項第２号に規定する受益

者数又は投資主数について、それぞれ準用する。

この場合における読替えは、別表第５のとおりと

する。  

（削る） ３ 第１項の規定にかかわらず、第２条の２第９項

の規定により制度信用銘柄に選定された新不動
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産投資信託証券が第１項第１号又は第２号に該

当する場合は、制度信用銘柄の選定の取消しは行

わない。  

  

（制度信用銘柄であるＥＴＦ及びＥＴＮ信託受

益証券の選定取消基準）  

（制度信用銘柄であるＥＴＦ及び外国指標連動

証券信託受益証券の選定取消基準）  

第５条の３ 制度信用銘柄であるＥＴＦ及びＥＴ

Ｎ信託受益証券が、第５条第２号又は第３号に該

当する場合は、制度信用銘柄の選定を取り消すも

のとする。 

第５条の３ 制度信用銘柄であるＥＴＦ及び外国

指標連動証券信託受益証券が、第５条第１項第４

号又は第５号に該当する場合は、制度信用銘柄の

選定を取り消すものとする。  

  

（制度信用銘柄であるベンチャーファンドの選

定取消基準） 

 

第５条の４ 制度信用銘柄であるベンチャーファ

ンドが、次の各号のいずれかに該当する場合は制

度信用銘柄の選定を取り消すものとする。 

（新設） 

（１） 上場廃止が決定された銘柄であるとき。  

（２） その他制度信用銘柄として適当でないと

認められる銘柄であるとき。 

 

  

（制度信用銘柄であるカントリーファンドの選

定取消基準） 

 

第５条の５ 制度信用銘柄であるカントリーファ

ンドが、次の各号のいずれかに該当する場合は制

度信用銘柄の選定を取り消すものとする。 

（新設） 

（１） 上場廃止が決定された銘柄であるとき。  

（２） その他制度信用銘柄として適当でないと

認められる銘柄であるとき。 

 

  

（貸借銘柄である株券等の選定取消基準）  （貸借銘柄である株券等の選定取消基準）  

第６条 貸借銘柄である株券等が、次の各号のいず

れかに該当する場合は、貸借銘柄の選定を取り消

すものとする。  

第６条 貸借銘柄である株券等が、次の各号のいず

れかに該当する場合は、貸借銘柄の選定を取り消

すものとする。  

（１）～（３） （略） （１）～（３） （略） 

（４） その発行者が直前事業年度の末日に債務

超過の状態である銘柄であるとき。 

（新設） 
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 （５） （略） 

（６） （略） 

 （４） （略） 

（５） （略） 

２ 有価証券上場規程施行規則第２１２条第１項

第１号の規定は前項第１号に規定する流通株式

の数について、有価証券上場規程施行規則第２１

２条第１項第１号から第４号まで並びに同第３

１１条第１項第１号ｅの規定は前項第２号に規

定する株主数について、有価証券上場規程施行規

則第６０１条第２項第１号並びに同第３１１条

第３項第１号ｂ及びｃの規定は前項第３号ａに

規定する毎年１２月末日以前１年間における月

平均売買高について、それぞれ準用する（優先出

資証券にあっては有価証券上場規程施行規則第

２１２条第１項第１号及び第２号の規定を、外国

株券等にあっては同第２１２条第１項第１号か

ら第４号まで並びに同第３１１条第１項第１号

ｅの規定を除く。）。この場合における読替えは、

別表第６のとおりとする。 

２ 有価証券上場規程施行規則第２１２条第１項

第１号の規定は前項第１号に規定する流通株式

の数について、有価証券上場規程施行規則第２１

２条第１項第１号から第４号まで並びに同第３

１１条第１項第１号ｅの規定は前項第２号に規

定する株主数について、有価証券上場規程施行規

則第６０１条第２項第１号並びに同第３１１条

第３項第１号ｂ及びｃの規定は前項第３号ａに

規定する毎年１２月末日以前１年間における月

平均売買高について、それぞれ準用する（優先出

資証券にあっては有価証券上場規程施行規則第

２１２条第１項第１号及び第２号の規定を、外国

株券等にあっては同第２１２条第１項第１号か

ら第４号まで並びに同第３１１条第１項第１号

ｅの規定を除く。）。この場合における読替えは、

別表第４のとおりとする。 

  

（貸借銘柄である不動産投資信託証券の選定取

消基準）  

（貸借銘柄である不動産投資信託証券の選定取

消基準）  

第６条の２ 貸借銘柄である不動産投資信託証券

が、次の各号のいずれかに該当する場合は、貸借

銘柄の選定を取り消すものとする。  

第６条の２ 貸借銘柄である不動産投資信託証券

が、次の各号のいずれかに該当する場合は、貸借

銘柄の選定を取り消すものとする。  

 （１）・（２） （略）  （１）・（２） （略） 

（３） その銘柄の直前計算期間又は直前営業期

間の末日における純資産総額が負である銘柄

であるとき。 

（新設） 

（４） （略） 

（５） （略） 

（３） （略） 

（４） （略） 

２ 有価証券上場規程施行規則第１２３３条第２

項の規定は前項第１号に規定する上場受益権口

数又は上場投資口口数について、同第３１１条第

１項第１号ｅの規定は前項第２号に規定する受

益者数又は投資主数について、それぞれ準用す

る。この場合における読替えは、別表第７のとお

２ 有価証券上場規程施行規則第１２３３条第２

項の規定は前項第１号に規定する上場受益権口

数又は上場投資口口数について、第３１１条第１

項第１号ｅの規定は前項第２号に規定する受益

者数又は投資主数について、それぞれ準用する。

この場合における読替えは、別表第５のとおりと
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りとする。 する。 

  

（貸借銘柄であるＥＴＦ及びＥＴＮ信託受益証

券の選定取消基準）  

（貸借銘柄であるＥＴＦ及び外国指標連動証券

信託受益証券の選定取消基準）  

第６条の３ 貸借銘柄であるＥＴＦ及びＥＴＮ信託受

益証券が、第６条第１項第５号又は第６号に該当す

る場合は、貸借銘柄の選定を取り消すものとする。 

第６条の３ 貸借銘柄であるＥＴＦ及び外国指標連動

証券信託受益証券が、第６条第１項第４号又は第５

号に該当する場合は、貸借銘柄の選定を取り消すも

のとする。 

  

（貸借銘柄であるベンチャーファンドの選定取

消基準） 

 

第６条の４ 貸借銘柄であるベンチャーファンド

が、次の各号のいずれかに該当する場合は、貸借

銘柄の選定を取り消すものとする。 

（新設） 

（１） 上場投資口口数が２万単位に満たない銘

柄であるとき。 

 

（２） 投資主数が１，２００人に達しない銘柄

であるとき。 

 

（３） 上場廃止が決定された銘柄であるとき。  

（４） その他貸借銘柄として適当でないと認め

られる銘柄であるとき。 

 

２ 有価証券上場規程施行規則第１３２９条第６

項の規定は前項第１号に規定する上場投資口口

数について、同第３１１条第１項第１号ｅの規定

は前項第１号に規定する投資主数について、それ

ぞれ準用する。この場合における読替えは、別表

第８のとおりとする。 

 

  

（貸借銘柄であるカントリーファンドの選定取

消基準） 

 

第６条の５ 貸借銘柄であるカントリーファンド

が、次の各号のいずれかに該当する場合は、貸借

銘柄の選定を取り消すものとする。 

（新設） 

（１） 上場投資口口数が４００万口に満たない

銘柄であるとき。 

 

（２） 投資主数が１，２００人に達しない銘柄  
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であるとき。 

（３） 上場廃止が決定された銘柄であるとき。  

（４） その他貸借銘柄として適当でないと認め

られる銘柄であるとき。 

 

２ 有価証券上場規程施行規則第３１１条第１項

第１号ｅの規定は前項第１号に規定する投資主

数について準用する。この場合における読替え

は、別表第９のとおりとする。 

 

  

（貸借銘柄である内国株券等に係る選定取消基

準の特例）  

（内国株券等に係る選定取消基準の特例）  

第７条 第６条第１項の規定にかかわらず、内国株

券等又は優先株等の貸借銘柄が同項第１号又は

第２号に該当するときは、原則として該当した事

業年度の末日の翌日から起算して１か年目の日

（事業年度の末日の変更により当該１か年目の

日が当該銘柄の株券の発行者の事業年度の末日

に当たらないときは、当該１か年目の日後最初に

到来する事業年度の末日）までの期間（以下この

条において「猶予期間」という。）を通じてこれ

らの規定に該当したと認められる場合を除き、貸

借銘柄の選定の取消しは行わない。  

第７条 第５条第１項及び第６条第１項の規定に

かかわらず、内国株券等又は優先株等の制度信用

銘柄又は貸借銘柄が第５条第１項第１号若しく

は第２号又は第６条第１項第１号若しくは第２

号に該当するときは、原則として該当した事業年

度の末日の翌日から起算して１か年目の日（事業

年度の末日の変更により当該１か年目の日が当

該銘柄の株券の発行者の事業年度の末日に当た

らないときは、当該１か年目の日後最初に到来す

る事業年度の末日）までの期間（以下この条にお

いて「猶予期間」という。）を通じてこれらの規

定に該当したと認められる場合を除き、制度信用

銘柄又は貸借銘柄の選定の取消しは行わない。 

２ 有価証券上場規程施行規則第３１１条第１項

第１号ｆ、ｇ、ｈ、ｉ及びｊの規定は、第６条第

１項第１号又は第２号に該当し猶予期間に入っ

た貸借銘柄について準用する（優先出資証券にあ

っては、有価証券上場規程施行規則第３１１条第

１項第１号ｉの規定を除く。）。この場合におけ

る読替えは、別表第１０のとおりとする。  

 

２ 有価証券上場規程施行規則第３１１条第１項

第１号ｆ、ｈ、ｉ及びｊの規定は、第５条第１項

第２号又は第６条第１項第２号に該当し猶予期

間に入った制度信用銘柄又は貸借銘柄について

準用する（優先出資証券にあっては、同第３１１

条第１項第１号ｉの規定を除く。）。この場合に

おける読替えは、別表第６のとおりとする。  

  

（貸借銘柄である不動産投資信託証券に係る選

定取消基準の特例）  

（不動産投資信託証券に係る選定取消基準の特

例）  

第７条の２ 第６条の２第１項の規定にかかわら 第７条の２ 第５条の２第１項及び第６条の２第
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ず、不動産投資信託証券の貸借銘柄が同項第１号

又は第２号に該当するときは、原則として該当し

た計算期間又は営業期間の末日の翌日から起算

して１か年目の日（計算期間又は営業期間の変更

により当該１か年目の日が当該銘柄の計算期間

又は営業期間の最終日に当たらないときは、当該

１か年目の日後最初に到来する計算期間又は営

業期間）までの期間（以下この条、次条及び第７

条の４において「猶予期間」という。）を通じて

これらの規定に該当したと認められる場合を除

き、貸借銘柄の選定の取消しは行わない。  

１項の規定にかかわらず、制度信用銘柄又は貸借

銘柄が第５条の２第１項第２号又は第６条の２

第１項第２号に該当するときは、原則として該当

した計算期間又は営業期間の末日の翌日から起

算して１か年目の日（計算期間又は営業期間の変

更により当該１か年目の日が上場不動産投資信

託証券の計算期間又は営業期間の最終日に当た

らないときは、当該１か年目の日後最初に到来す

る計算期間又は営業期間）までの期間（以下この

条において「猶予期間」という。）を通じてこれ

らの規定に該当したと認められる場合を除き、制

度信用銘柄又は貸借銘柄の選定の取消しは行わ

ない。  

２ 有価証券上場規程施行規則第３１１条第１項

第１号ｆ、ｇ、ｈ及びｊの規定は、第６条の２第

１項第１号又は第２号に該当し猶予期間に入っ

た銘柄について準用する。この場合における読替

えは、別表第１１のとおりとする。  

２ 有価証券上場規程施行規則第３１１条第１項

第１号ｆ、ｈ及びｊの規定は、第５条の２第１項

第２号又は第６条の２第１項第２号に該当し猶

予期間に入った銘柄について準用する。この場合

における読替えは、別表第７のとおりとする。 

  

（貸借銘柄であるベンチャーファンドに係る選

定取消基準の特例）  

  

第７条の３ 第６条の４第１項の規定にかかわら

ず、ベンチャーファンドの貸借銘柄が同項第１号

又は第２号に該当するときは、原則として猶予期

間を通じてこれらの規定に該当したと認められ

る場合を除き、貸借銘柄の選定の取消しは行わな

い。  

（新設） 

２ 有価証券上場規程施行規則第３１１条第１項

第１号ｆ、ｇ、ｈ及びｊの規定は、第６条の４第

１項第１号又は第２号に該当し猶予期間に入っ

た銘柄について準用する。この場合における読替

えは、別表第１２のとおりとする。  

 

  

（貸借銘柄であるカントリーファンドに係る選

定取消基準の特例）  

 

第７条の４ 第６条の５第１項の規定にかかわら （新設） 
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ず、カントリーファンドの貸借銘柄が同項第１号

又は第２号に該当するときは、原則として猶予期

間を通じてこれらの規定に該当したと認められ

る場合を除き、貸借銘柄の選定の取消しは行わな

い。  

２ 有価証券上場規程施行規則第３１１条第１項

第１号ｆ、ｇ及びｈの規定は、第６条の５第１項

第１号又は第２号に該当し猶予期間に入った銘

柄について準用する。この場合における読替え

は、別表第１３のとおりとする。  

 

  

（選定取消しの時期） （選定取消しの時期）  

第８条 第５条第１号若しくは第３号、第５条の２

第１号若しくは第３号、第５条の４第２号、第５

条の５第２号、第６条第１項第３号、第４号若し

くは第６号、第６条の２第１項第３号若しくは第

５号、第６条の４第１項第４号又は第６条の５第

１項第４号に該当した場合の制度信用銘柄又は

貸借銘柄の選定の取消し（第５条の３又は第６条

の３の規定によるものを含む。）は、当取引所が

その都度定める日に行う。 

第８条 第５条第１項第１号、第３号若しくは第５

号、第５条の２第１項第１号若しくは第４号、第

６条第１項第１号、第３号若しくは第５号又は第

６条の２第１項第１号若しくは第４号に該当し

た場合の制度信用銘柄又は貸借銘柄の選定の取

消し（第５条の３又は第６条の３の規定によるも

のを含む。）は、当取引所がその都度定める日に

行う。  

２ 第７条から前条までに規定する猶予期間を通

じて第６条第１項第１号若しくは第２号、第６条

の２第１項第１号若しくは第２号、第６条の４第

１項第１号若しくは第２号又は第６条の５第１

項第１号若しくは第２号に該当したと認められ

る場合の貸借銘柄の選定の取消しは、当該猶予期

間の最終日の属する月の翌月から起算して５か

月目の月の初日に行う。ただし、第７条第２項、

第７条の２第２項、第７条の３第２項及び前条第

２項において準用する有価証券上場規程施行規

則第３１１条第１項第１号ｈ並びに第７条第２

項において準用する同第３１１条第１項第１号

ｉに定める決議を行った銘柄のうち、当取引所が

当該５か月目の月の初日に選定取消しを行うこ

とが適当でないと認めた銘柄については、当取引

２ 第７条及び前条に規定する猶予期間を通じて

第５条第１項第２号、第５条の２第１項第２号、

第６条第１項第２号又は第６条の２第１項第２

号に該当したと認められる場合の制度信用銘柄

又は貸借銘柄の選定の取消しは、当該猶予期間の

最終日の属する月の翌月から起算して５か月目

の月の初日に行う。ただし、第７条第２項及び前

条第２項において準用する有価証券上場規程施

行規則第３１１条第１項第１号ｈ並びに第７条

第２項において準用する同第３１１条第１項第

１号ｉに定める決議を行った銘柄のうち、当取引

所が当該５か月目の月の初日に選定取消しを行

うことが適当でないと認めた銘柄については、当

取引所がその都度定める日とする。  
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所がその都度定める日とする。  

３ 第５条第２号、第５条の２第２号、第５条の４

第１号、第５条の５第１号、第６条第１項第５号、

第６条の２第１項第４号、第６条の４第１項第３

号又は第６条の５第１項第３号に該当した場合

の制度信用銘柄又は貸借銘柄の選定取消し（第５

条の３又は第６条の３の規定によるものを含

む。）は、当該銘柄の上場廃止が決定された日の

翌日に行う。  

３ 第５条第１項第４号、第５条の２第１項第３

号、第６条第１項第４号又は第６条の２第１項第

３号に該当した場合の制度信用銘柄又は貸借銘

柄の選定取消し（第５条の３又は第６条の３の規

定によるものを含む。）は、当該銘柄の上場廃止

が決定された日の翌日に行う。  

  

（選定又は選定取消しの資料）  （選定又は選定取消しの資料）  

第９条 第２条から第３条の６までの規定による

選定及び第５条から第６条の５までの規定によ

る選定の取消しは、選定の日又は選定取消しの日

における現況による。  

第９条 第２条から第３条の４までの規定による

選定及び第５条から第６条の３までの規定によ

る選定の取消しは、選定の日又は選定取消しの日

における現況による。  

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる規

定による選定又は選定取消しについては、当該各

号に掲げる資料によるものとする。  

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる規

定による選定又は選定取消しについては、当該各

号に掲げる資料によるものとする。  

（１） 第３条第１項第２号及び第６項第２号、

第３条の２第１項第２号及び第６項第２号、第

３条の５第１項第３号及び第５項第２号、第３

条の６第１項第３号及び第４項第２号、第６条

第１項第２号、第６条の２第１項第２号、第６

条の４第１項第２号並びに第６条の５第１項

第２号 

（１） 第２条第１項第３号及び第６項第２号、

第２条の２第１項第３号及び第６項第２号、第

３条第１項第２号及び第７項第２号、第３条の

２第１項第２号及び第７項第２号、第５条第１

項第２号、第５条の２第１項第２号、第６条第

１項第２号並びに第６条の２第１項第２号  

有価証券報告書等又は有価証券上場規程施

行規則第４２３条第１項の規定により提出さ

れる株券等の分布状況表等、同第１２３０条第

５項第３号の規定により提出される上場不動

産投資信託証券の分布状況表等若しくは同第

１３２７条第３項第３号の規定により提出さ

れる上場ベンチャーファンドの分布状況表等 

有価証券報告書等又は有価証券上場規程施

行規則第４２３条第１項の規定により提出さ

れる株券等の分布状況表等若しくは同第１２

３０条第５項第３号の規定により提出される

上場不動産投資信託証券の分布状況表等  

（２） 第２条第１項第２号、第２条の２第１項

第２号、第３条第１項第４号及び第５号並びに

第３条の２第１項第４号及び第５号   

（２） 第２条第１項第５号及び第６号、第２条

の２第１項第５号及び第６号並びに第３条第

１項第４号及び第５号並びに第３条の２第１

項第４号及び第５号  
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有価証券報告書等 有価証券報告書等  

（３） 第３条第４項第２号、第３条の２第５項

第２号及び第３条の５第４項第２号 

（３） 第２条第４項第２号、第２条の２第５項

第２号、第３条第５項第２号及び第３条の２第

６項第２号  

有価証券上場規程施行規則第２０５条第１

号ａの（ｃ）の規定により提出される「新規上

場申請日以後における株券等の分布状況に関

する予定書」等、同第１２０２条第３項第１号

ｂの規定により提出される「新規上場申請日以

後における投資口の分布状況に関する予定書」

若しくは同第１３０２条第４項第１号ｂの規

定により提出される「新規上場申請日以後にお

ける投資口の分布状況に関する予定書」」 

有価証券上場規程施行規則第２０５条第１

号ａの（ｃ）の規定により提出される「新規上

場申請日以後における株券等の分布状況に関

する予定書」等又は同第１２０２条第３項第１

号ｂの規定により提出される「新規上場申請日

以後における投資口の分布状況に関する予定

書」  

  

（当取引所が定める上場の態様）  （当取引所が定める上場の態様）  

第１０条 規程第１５条第１項に規定する当取引

所が別に定める態様は、次に掲げるものをいう。

第１０条 規程第１５条第１項に規定する当取引

所が別に定める態様は、次に掲げるものをいう。

（１） （略）  （１） （略） 

（２） 株券等、不動産投資信託証券又はベンチ

ャーファンドが第２条第２項、第２条の２第２

項又は第２条の５第２項の規定の適用を受け

て制度信用銘柄に選定されることとなった場

合において、当該株券、不動産投資信託証券又

はベンチャーファンドが、国内の他の金融商品

取引所に上場されないこと。  

（２） 株券等又は投資証券が第２条第４項又は

第２条の２第５項の規定の適用を受けて制度

信用銘柄に選定されることとなった場合にお

いて、当該株券又は投資証券が、国内の他の金

融商品取引所に上場されないこと。  

（３） 株券等、不動産投資信託証券、ベンチャ

ーファンド又はカントリーファンドが第２条

第４項、第２条の２第３項、第２条の５第３項

又は第２条の６第２項の規定の適用を受けて

制度信用銘柄に選定されることとなった場合

において、当該株券等、不動産投資信託証券、

ベンチャーファンド又はカントリーファンド

が、国内の他の金融商品取引所に上場されない

こと。  

（３） 株券等又は投資証券が第２条第６項又は

第２条の２第６項の規定の適用を受けて制度

信用銘柄に選定されることとなった場合にお

いて、当該株券等又は投資証券が、国内の他の

金融商品取引所に上場されないこと。  
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付  則  

１ この改正規定は、平成２５年７月１６日から施

行する。 

 

２ この改正規定施行の日（以下「施行日」という。）

の前日において株式会社大阪証券取引所（以下

「大証」という。）の市場に上場している銘柄（以

下「大証上場銘柄」という。）のうち、当取引

所の市場に上場していない銘柄（以下「大証単

独上場銘柄」という。）であって、かつ、施行

日において当取引所の市場に上場する、施行日

の前日において大証の市場における制度信用銘

柄又は貸借銘柄に選定されている銘柄について

は、施行日において、当取引所の市場における制

度信用銘柄又は貸借銘柄にそれぞれ選定するも

のとする。この場合において、当該当取引所の市

場における制度信用銘柄又は貸借銘柄に選定す

る銘柄は、大証の市場における選定時から、当取

引所の市場において選定されていたものとみな

す。 

 

３ 大証上場銘柄のうち当取引所の市場に上場し

ている銘柄（以下「大証重複上場銘柄」という。）

であって、かつ、施行日の前日において大証の市

場における制度信用銘柄又は貸借銘柄に選定さ

れており、当取引所の市場における制度信用銘柄

又は貸借銘柄に選定されていない銘柄について

は、施行日において、当取引所の市場における制

度信用銘柄又は貸借銘柄にそれぞれ選定するも

のとする。 

 

４ 前２項の規定の適用を受けて当取引所におけ

る貸借銘柄に選定された銘柄の選定取消しにつ

いて、施行日から起算して１か年目の日後最初に

到来する事業年度、計算期間又は営業期間の末日

までの間は、改正後の第６条第１項第１号に定め

る流通株式数の基準（改正後の第７条に定める猶

予期間を通じて該当したと認められる流通株式

数の基準を含む。）については、施行日の前日に
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おける大証の定める制度信用銘柄及び貸借銘柄

の選定に関する規則（以下「大証選定規則」とい

う。）第６条第１項第１号に定める基準、改正後

の第６条第１項第２号に定める株主数の基準（改

正後の第７条に定める猶予期間を通じて該当し

たと認められる株主数の基準を含む。）について

は大証選定規則第６条第１項第２号に定める基

準、改正後の第６条の２第１項第１号に定める上

場受益権口数又は上場投資口口数の基準につい

ては大証選定規則第６条の４に定める基準とし、

改正後の第６条第１項第１号及び第２号並びに

第６条の２第１項第１号及び第２号の適用は行

わないものとする。 

５ 第２項及び第３項の規定の適用を受けて当取

引所における貸借銘柄に選定された銘柄のうち、

大証選定規則第７条第１項第３号に定める猶予

期間にある銘柄については、同規則第６条第１項

第１号又は第２号に該当していたものに限り、当

該猶予期間の開始日を、改正後の第７条第１項に

定める猶予期間の開始日とみなす。この場合にお

いて、猶予期間を通じて該当したと認める基準

は、大証選定規則第６条第１項第１号又は第２号

に定める数値とする。 

 

６ 前２項の場合において、大証選定規則第６条第

１項第１号に定める浮動株式数は、流通株式数と

読み替えるものとする。 

 

７ 第３項のほか、改正後の第２条から第２条の６

まで及び第４条の規定にかかわらず、施行日の前

日において当取引所の市場に上場している銘柄

のうち、当取引所の市場における制度信用銘柄に

選定されていない銘柄及び大証単独上場銘柄で

あって、施行日において当取引所の市場に上場す

る銘柄のうち、施行日の前日において大証の市場

における制度信用銘柄に選定されていない銘柄

については、第５条から第５条の５までの規定に

該当しない場合に限り、施行日において、当取引
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所の市場における制度信用銘柄に選定するもの

とする。 

８ 大証単独上場銘柄であって、施行日において当

取引所の市場に上場する銘柄のうち、施行日の前

日において大証の市場における貸借銘柄に選定

されていない銘柄に対する施行日以降の貸借銘

柄に係る選定審査は、改正後の第４条第２項に定

める選定日が到来するものから行う。 
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新 旧 

別表第１（第３条第１項関係） 別表第１（第２条第１項、第３条第１項関係） 

 読み替える有価

証券上場規程施

行規則の規定 

読み替えら

れる字句 

読み替える

字句 

  読み替える有価

証券上場規程施

行規則の規定 

読み替えら

れる字句 

読み替える

字句 

 

 第２１２条第１

項第１号、第２

号、第４号及び

第８号並びに第

５項第５号及び

第６号 

（略） （略）   第２１２条第１

項第１号、第２

号、第４号及び第

８号 

（略） （略）  

 第２１２条第１

項第４号 

当該基準日

等 

審査対象事

業年度の末

日 

  （新設）  

 第２１２条第１

項第４号及び第

８号 

直前の基準

日等 

審査対象事

業年度の末

日 

  （新設）  

 第２１２条第１

項第５号 

基準日等 審査対象事

業年度の末

日 

  （新設）  

 第２１２条第５

項第５号 

第１号ａに

規定する直

前四半期会

計期間の末

日 

審査対象事

業年度の末

日 

  （新設）  

 
 

四半期連結

財務諸表 

連結財務諸

表 

   

 
 

四半期連結

貸借対照表 

連結貸借対

照表 

   

 
 

結合四半期

貸借対照表 

結合貸借対

照表 

   

 第２１２条第５

項第６号 

新規上場申

請日の直前

四半期会計

審査対象事

業年度の末

日 

  第２１２条第５

項第５号 

新規上場申

請日の直前

事業年度の

審査対象事

業年度の末

日 
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期間の末日 末日 

 （削る）   第３１０条第１

項第５号 

直前の基準

日等 

審査対象事

業年度の末

日 

 

     市場第一部

銘柄の指定

を承認する

日まで 

審査対象事

業年度の末

日後から第

４条第１項

及び第４項

（第４条第

１項に係る

ものに限

る。）に定め

る日の属す

る月の前々

月の末日ま

で 

 

     当該基準日

等 

審査対象事

業年度の末

日 

 

 （略） （略） （略）   （略） （略） （略）  

  

別表第２（第３条第４項第３号、同条第７項第３

号関係） 

別表第２（第２条第４項第３号、同条第７項第３

号関係） 

 読み替える有価

証券上場規程施

行規則の規定 

読み替えら

れる字句 

読み替える

字句 

  読み替える有価

証券上場規程施

行規則の規定 

読み替えら

れる字句 

読み替える

字句 

 

 （略） （略） （略）   （略） （略） （略）  

  

別表第３（第３条の２第１項関係） 別表第３（第２条の２第１項、第３条の２第１項

関係） 

 読み替える有価

証券上場規程施

行規則の規定 

読み替えら

れる字句 

読み替える

字句 

  読み替える有価

証券上場規程施

行規則の規定 

読み替えら

れる字句 

読み替える

字句 

 

 第２１２条第１ （略） （略）   第２１２条第１ （略） （略）  
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項第４号 項第４号 

  当該基準日

等 

最近の基準

日 

   （新設）  

 第２１２条第１

項第４号及び第

８号 

株主数 受益者数又

は投資主数 

  第２１２条第１

項第４号及び第

８号 

（新設）  

  流通株式の

数 

受益権口数

又は投資口

口数 

   （新設）  

  直前の基準

日等 

最近の基準

日 

   （新設）  

  株券等 不動産投資

信託証券 

   （新設）  

  （略） （略）    （略） （略）  

 （削る）   第２１２条第１

項第４号及び第

８号並びに第３

１０条第１項第

５号 

株主数 受益者数又

は投資主数 

 

   流通株式の

数 

受益権口数

又は投資口

口数 

 

     株券等 不動産投資

信託証券 

 

     直前の基準

日等 

最近の基準

日 

 

 第２１２条第１

項第８号 

（削る）   第２１２条第１

項第８号 

５０単位 ５０口  

   （略） （略）     （略） （略）  

 （削る）   第３１０条第１

項第５号 

市場第一部

銘柄の指定

を承認する

日まで 

審査対象計

算期間又は

審査対象営

業期間後か

ら第４条第

１項及び第

４項（第４条

第１項に係

るものに限
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る。）に定め

る日の属す

る月の前々

月の末日ま

で 

     上場会社 上場不動産

投資信託証

券の発行者 

 

     当該基準日

等 

最近の基準

日 

 

     市場第一部

銘柄指定基

準に関する

株券等の分

布状況表 

不動産投資

信託証券の

分布状況表 

 

  

別表第４（第３条の５第１項関係） （新設） 

 読み替える有価

証券上場規程施

行規則の規定 

読み替えら

れる字句 

読み替える

字句 

 

 第２１２条第１

項第４号 

株主 投資主  

  当該基準日

等 

最近の基準

日 

 

 第２１２条第１

項第４号及び第

８号 

株主数 投資主数  

  流通株式の

数 

投資口口数  

 
 

直前の基準

日等 

最近の基準

日 

 

  株券等 ベンチャー

ファンド 

 

  新規上場申

請者 

上場ベンチ

ャーファン
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ドの発行者 

 第２１２条第１

項第８号 

株券等の分

布状況表 

ベンチャー

ファンドの

分布状況表 

 

  

別表第５（第３条の６第１項関係） （新設） 

 読み替える有価

証券上場規程施

行規則の規定 

読み替えら

れる字句 

読み替える

字句 

 

 第２１２条第１

項第４号 

株主数 投資主数  

  流通株式の

数 

投資口口数  

  直前の基準

日等 

最近の基準

日 

 

  株主 投資主  

 
 

株券等 カントリー

ファンド 

 

  新規上場申

請者 

上場カント

リーファン

ドの発行者 

 

  当該基準日

等 

最近の基準

日 

  

  

別表第６（第６条第１項関係） 別表第４（第５条第１項、第６条第１項関係） 

 読み替える有価

証券上場規程施

行規則の規定 

読み替えら

れる字句 

読み替える

字句 

  読み替える有価

証券上場規程施

行規則の規定 

読み替えら

れる字句 

読み替える

字句 

 

 （略） （略） （略）   （略） （略） （略）  

 （削る）   第３１１条第３

項第１号ｃ 

上場会社が 上場株券等

について 

 

    変更を行っ

ている 

変更が行わ

れている 

 

  

別表第７（第６条の２第１項関係） 別表第５（第５条の２第１項、第６条の２第１項
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関係） 

 読み替える有価

証券上場規程施

行規則の規定 

読み替えら

れる字句 

読み替える

字句 

  読み替える有価

証券上場規程施

行規則の規定 

読み替えら

れる字句 

読み替える

字句 

 

 （略） （略） （略）   （略） （略） （略）  

  

別表第８（第６条の４第１項関係） （新設） 

 読み替える有価

証券上場規程施

行規則の規定 

読み替えら

れる字句 

読み替える

字句 

 

 第３１１条第１

項第１号ｅ 

株主数 投資主数  

   株券等 ベンチャー

ファンド 

 

   上場会社 ベンチャー

ファンドの

発行者 

 

   株主 投資主  

  

別表第９（第６条の５第１項関係） （新設） 

 読み替える有価

証券上場規程施

行規則の規定 

読み替えら

れる字句 

読み替える

字句 

 

 第３１１条第１

項第１号ｅ 

株主数 投資主数  

   株券等 カントリー

ファンド 

 

   上場会社 カントリー

ファンドの

発行者 

 

   株主 投資主  

  

別表第１０（第７条関係） 別表第６（第７条関係） 

 読み替える有価

証券上場規程施

読み替えら

れる字句 

読み替える

字句 

  読み替える有価

証券上場規程施

読み替えら

れる字句 

読み替える

字句 
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行規則の規定 行規則 

 第３１１条第１

項第１号ｆ、ｈ

及びｉ 

２，０００人１，２００人   第３１１条第１

項第１号ｆ、ｈ及

びｉ 

２，０００人第５条第１

項第２号に

該当した場

合にあって

は６００人、

第６条第１

項第２号に

該当した場

合にあって

は１，２００

人 

 

  

別表第１１（第７条の２第１項関係） 別表第７（第７条の２第１項関係） 

 読み替える有価

証券上場規程施

行規則の規定 

読み替えら

れる字句 

読み替える

字句 

  読み替える有価

証券上場規程施

行規則の規定 

読み替えら

れる字句 

読み替える

字句 

 

 第３１１条第１

項第１号ｆ、ｇ、

ｈ及びｊ 

株券等 不動産投資

信託証券 

  （新設）  

 第３１１条第１

項第１号ｆ、ｇ

及びｊ 

上場会社 上場不動産

投資信託証

券の発行者 

  （新設）  

 第３１１条第１

項第１号ｆ及び

ｈ 

２，０００人１，２００人   第３１１条第１

項第１号ｆ及び

ｈ 

２，０００人第５条の２

第１項第２

号に該当し

た場合にあ

っては６０

０人、第６条

の２第１項

第２号に該

当した場合

にあっては

１，２００人

 

 第３１１条第１ （略） （略）   第３１１条第１ （略） （略）  
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 項第１号ｆ、ｈ

及びｊ 

（削る）   項第１号ｆ、ｈ及

びｊ 

株券等 不動産投資

信託証券 

 

 第３１１条第１

項第１号ｇ 

１万単位 ２万口   （新設）  

 第３１１条第１

項第１号ｇ及び

ｊ 

流通株式の

数 

上場受益権

口数又は上

場投資口口

数 

  （新設）  

  流通株式 受益権口又

は投資口 

   

 （削る）   第３１１条第１

項第１号ｆ及び

ｊ 

上場会社 上場不動産

投資信託証

券の発行者 

 

 第３１１条第１

項第１号ｈ 

株式分割（同

時に単元株

式数の多い

数への変更

を行ってい

る場合には、

実質的に株

式分割が行

われたと認

められるも

のに限る。）

受益権の分

割又は投資

口の分割 

  第３１１条第１

項第１号ｈ 

株式分割 受益権の分

割又は投資

口の分割 

 

   （略） （略）     （略） （略）  

   （略） （略）     （略） （略）  

 第３１１条第１

項第１号ｊ 

（削る）   第３１１条第１

項第１号ｊ 

流通株式の

数 

上場受益権

口数又は上

場投資口口

数 

 

   （略） （略）     （略） （略）  

  

別表第１２（第７条の３第１項関係） （新設） 

 読み替える有価

証券上場規程施

読み替えら

れる字句 

読み替える

字句 
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行規則の規定 

 第３１１条第１

項第１号ｆ、ｇ、

ｈ及びｊ 

株券等 ベンチャー

ファンド 

 

 第３１１条第１

項第１号ｆ、ｇ

及びｊ 

上場会社 上場ベンチ

ャーファン

ドの発行者 

 

 第３１１条第１

項第１号ｆ及び

ｈ 

２，０００人１，２００人  

 第３１１条第１

項第１号ｆ、ｈ

及びｊ 

株主数 投資主数  

 第３１１条第１

項第１号ｇ 

１万単位 ２万単位  

 第３１１条第１

項第１号ｇ及び

ｊ 

流通株式の

数 

上場投資口

口数 

 

  流通株式 投資口  

 第３１１条第１

項第１号ｈ  

株式分割（同

時に単元株

式数の多い

数への変更

を行ってい

る場合には、

実質的に株

式分割が行

われたと認

められるも

のに限る。）

投資口の分

割 

 

   １単位 １口  

   株主 投資主  

 第３１１条第１

項第１号ｊ 

株券等の分

布状況表 

ベンチャー

ファンドの

分布状況表 
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別表第１３（第７条の４第１項関係） （新設） 

 読み替える有価

証券上場規程施

行規則の規定 

読み替えら

れる字句 

読み替える

字句 

 

 第３１１条第１

項第１号ｆ及び

ｇ 

上場会社 上場カント

リーファン

ドの発行者 

 

 第３１１条第１

項第１号ｆ、ｇ

及びｈ 

株券等 カントリー

ファンド 

 

 第３１１条第１

項第１号ｆ及び

ｈ 

２，０００人１，２００人  

  株主数 投資主数  

 第３１１条第１

項第１号ｇ 

流通株式の

数 

上場投資口

口数 

 

  １万単位 ４００万口  

  流通株式 投資口  

 第３１１条第１

項第１号ｈ  

株式分割（同

時に単元株

式数の多い

数への変更

を行ってい

る場合には、

実質的に株

式分割が行

われたと認

められるも

のに限る。）

投資口の分

割 

 

   １単位 １口  
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制度信用取引に係る権利の処理に関する規則の一部改正新旧対照表 

 

新 旧 

（準用規定） （準用規定） 

第１１条 第２条から前条までの規定は、取引参

加者規程第２条第６項に規定する有価証券オプ

ション取引参加者について準用する。この場合

において、第２条から第５条までの規定中「取

引参加者」とあるのは「取引参加者（取引参加

者規程第２条第２項に規定する総合取引参加

者、同条第３項に規定する現物取引参加者又は

同条第６項に規定する有価証券オプション取引

参加者をいう。）」と読み替えるものとする。 

第１１条 第２条から前条までの規定は、取引参

加者規程第２条第５項に規定する有価証券オプ

ション取引参加者について準用する。この場合

において、第２条から第５条までの規定中「取

引参加者」とあるのは「取引参加者（取引参加

者規程第２条第２項に規定する総合取引参加者

又は同条第５項に規定する有価証券オプション

取引参加者をいう。）」と読み替えるものとす

る。 

 

 

付  則 

 この改正規定は、平成２５年７月１６日から施

行する。 
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有価証券上場規程施行規則の一部改正新旧対照表 

 

新 旧 

目次 目次 

第１編 （略） 第１編 （略） 

第２編 株券等 第２編 株券等 

第１章 （略） 第１章 （略） 

第２章 新規上場 第２章 新規上場 

第１節～第３節 （略） 第１節～第３節 （略） 

第３節の２ ＪＡＳＤＡＱへの新規上場 （新設） 

第１款 提出書類等（第２２９条の２―

第２２９条の１０） 

（新設） 

第２款 スタンダードにおける形式要件

（第２２９条の１１・第２２９条の１

２） 

（新設） 

第３款 スタンダードにおける上場審査

（第２２９条の１３） 

（新設） 

第４款 グロースにおける形式要件（第

２２９条の１４） 

（新設） 

第５款 グロースにおける上場審査（第

２２９条の１５） 

（新設） 

第６款 テクニカル上場（第２２９条の

１６） 

（新設） 

第４節 （略） 第４節 （略） 

第３章 株券等の上場及び市場区分の変更等 第３章 株券等の上場及び市場区分の変更等 

第１節～第３節 （略） 第１節～第３節 （略） 

第４節 市場変更 第４節 市場変更（第３１３条―第３１５

条） 

第１款 本則市場への上場市場の変更

（第３１３条―第３１３条の３） 

（新設） 

第２款 マザーズへの上場市場の変更

（第３１３条の４・第３１３条の５） 

（新設） 

第３款 ＪＡＳＤＡＱへの上場市場の変

更（第３１３条の６―第３１３条の８）

（新設） 
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第４款 吸収合併等の場合の上場市場の

変更（第３１４条・第３１５条） 

（新設） 

第５款 内訳区分の変更（第３１５条の

２―第３１５条の５） 

（新設） 

第３編 （略） 第３編 （略） 

第４編 債券等 第４編 債券等 

第１章～第３章 （略） 第１章～第３章 （略） 

第４章 ＥＴＮ（第９３２条―第９４８条） 第４章 指標連動証券（第９３２条―第９４

８条） 

第５章 （略） 第５章 （略） 

第５編 ＥＴＦ 第５編 受益証券及び投資証券 

第１章・第２章 （略） 第１章・第２章 （略） 

（削る） 第３章 不動産投資信託証券 

（削る） 第１節 新規上場（第１２０１条―第１２

０６条） 

（削る） 第２節 上場前の公募等（第１２０７条―

第１２２４条） 

（削る） 第３節 追加上場等（第１２２５条―第１

２２８条） 

（削る） 第４節 適時開示等（第１２２９条―第１

２３１条） 

（削る） 第５節 上場廃止（第１２３２条―第１２

３６条） 

（削る） 第６節 上場に関する料金（第１２３７

条・第１２３８条） 

第６編 ファンド （新設） 

第１章 総則（第１２０１条） （新設） 

第２章 不動産投資信託証券（第１２０１条

の２―第１２３８条） 

（新設） 

第３章 ベンチャーファンド（第１３０１条

―第１３３４条） 

（新設） 

第４章 カントリーファンド（第１４０１条

―第１４１４条） 

（新設） 

付則 付則 

別添 （別添１―別添８） 別添 （別添１―別添７） 

別記様式 （別記第１―１号様式―第５―６号 別記様式 （別記第１―１号様式―第４―１１
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様式） 号様式）  

  

（定義） （定義） 

第２条 この施行規則において「ＩＦＲＳ任意適

用会社」、「ＥＴＮ」、「ＥＴＮ信託受益証券」、

「委託者指図型投資信託」、「委託者非指図型

投資信託」、「１単位」、「親会社」、「親会

社等」、「外国」、「外国会社」、「外国株券」、

「外国株券等」、「外国株券等実質株主」、「外

国株信託受益証券」、「外国株預託証券」、「外

国株預託証券等」、「外国金融商品取引所等」、

「外国投資証券」、「外国投資信託」、「外国

投資法人」、「外国持株会社」、「開示府令」、

「会社」、「株券等」、「株式事務代行機関」、

「関係会社」、「監査証明」、「監査証明に相

当する証明」、「監査証明府令」、「幹事取引

参加者」、「関連会社」、「企業グループ」、

「企業集団」、「議決権付株式」、「基準日等」、

「協同組織金融機関」、「金融商品取引業者」、

「交換社債券」、「公認会計士」、「公認会計

士等」、「公募」、「子会社」、「子会社連動

配当株」、「債券」、「財務諸表等」、「財務

書類」、「自己株式」、「資産運用会社」、「指

定振替機関」、「支配株主」、「四半期財務諸

表等」、「四半期報告書」、「受益証券」、「出

資証券」、「上場ＥＴＮ信託受益証券」、「上

場外国会社」、「上場外国株券」、「上場外国

株券等」、「上場外国株信託受益証券」、「上

場外国株預託証券等」、「上場会社」、「上場

会社監査事務所」、「上場株券等」、「上場議

決権付株式」、「上場交換社債券」、「上場債

券」、「上場市場選択申請者」、「上場転換社

債型新株予約権付社債券」、「上場内国会社」、

「上場内国株券」、「上場内国株券等」、「上

場無議決権株式」、「上場有価証券」、「上場

優先株等」、「上場優先出資証券」、「新株予

第２条 この施行規則において「ＩＦＲＳ任意適

用会社」、「１単位」、「親会社」、「親会社

等」、「外国」、「外国会社」、「外国株券」、

「外国株券等」、「外国株券等実質株主」、「外

国株信託受益証券」、「外国株預託証券」、「外

国株預託証券等」、「外国金融商品取引所等」、

「外国指標連動証券」、「外国指標連動証券信

託受益証券」、「外国持株会社」、「開示府令」、

「会社」、「株券等」、「株式事務代行機関」、

「関係会社」、「監査証明」、「監査証明に相

当する証明」、「監査証明府令」、「幹事取引

参加者」、「関連会社」、「企業グループ」、

「企業集団」、「議決権付株式」、「基準日等」、

「協同組織金融機関」、「金融商品取引業者」、

「交換社債券」、「公認会計士」、「公認会計

士等」、「公募」、「子会社」、「子会社連動

配当株」、「債券」、「財務諸表等」、「財務

書類」、「自己株式」、「指定振替機関」、「支

配株主」、「四半期財務諸表等」、「四半期報

告書」、「上場外国会社」、「上場外国株券」、

「上場外国株券等」、「上場外国株信託受益証

券」、「上場外国株預託証券等」、「上場外国

指標連動証券信託受益証券」、「上場会社」、

「上場会社監査事務所」、「上場株券等」、「上

場議決権付株式」、「上場交換社債券」、「上

場債券」、「上場市場選択申請者」、「上場市

場変更申請者」、「上場転換社債型新株予約権

付社債券」、「上場内国会社」、「上場内国株

券」、「上場内国株券等」、「上場無議決権株

式」、「上場有価証券」、「上場優先株等」、

「上場優先出資証券」、「新株予約権証券」、

「新規上場」、「新規上場申請者」、「人的分

割」、「数量制限付分売」、「施行令」、「第
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約権証券」、「新規上場」、「新規上場申請者」、

「人的分割」、「数量制限付分売」、「施行令」、

「第三者割当」、「立会外分売」、「単元株式

数」、「中間財務諸表等」、「重複上場」、「直

前事業年度の末日等」、「テクニカル上場規定」、

「転換」、「転換社債型新株予約権付社債券」、

「投資運用業」、「投資証券」、「投資信託」、

「投資信託委託会社」、「投資信託法」、「投

資信託法施行規則」、「投資信託法施行令」、

「投資法人」、「投資法人計算規則」、「投資

法人債券」、「特定事業会社」、「特定有価証

券開示府令」、「内閣総理大臣等」、「内国会

社」、「内国株券」、「内国株券等」、「内部

統制報告書」、「買収防衛策」、「発行者」、

「半期報告書」、「非参加型優先株」、「振替

法」、「法」、「募集株式」、「募集株式等」、

「本国」、「本国等」、「無議決権株式」、「有

価証券」、「有価証券届出書」、「有価証券報

告書」、「有価証券報告書等」、「優先株等」、

「優先出資」、「優先出資証券」、「優先出資

法」、「預託機関等」、「預託契約等」及び「流

通株式」とは、それぞれ規程第２条に規定する

ＩＦＲＳ任意適用会社、ＥＴＮ、ＥＴＮ信託受

益証券、委託者指図型投資信託、委託者非指図

型投資信託、１単位、親会社、親会社等、外国、

外国会社、外国株券、外国株券等、外国株券等

実質株主、外国株信託受益証券、外国株預託証

券、外国株預託証券等、外国金融商品取引所等、

外国投資証券、外国投資信託、外国投資法人、

外国持株会社、開示府令、会社、株券等、株式

事務代行機関、関係会社、監査証明、監査証明

に相当する証明、監査証明府令、幹事取引参加

者、関連会社、企業グループ、企業集団、議決

権付株式、基準日等、協同組織金融機関、金融

商品取引業者、交換社債券、公認会計士、公認

会計士等、公募、子会社、子会社連動配当株、

三者割当」、「立会外分売」、「単元株式数」、

「中間財務諸表等」、「重複上場」、「直前事

業年度の末日等」、「テクニカル上場規定」、

「転換」、「転換社債型新株予約権付社債券」、

「特定事業会社」、「内閣総理大臣等」、「内

国会社」、「内国株券」、「内国株券等」、「内

部統制報告書」、「買収防衛策」、「発行者」、

「半期報告書」、「非参加型優先株」、「振替

法」、「法」、「募集株式」、「募集株式等」、

「本国」、「本国等」、「無議決権株式」、「有

価証券」、「有価証券届出書」、「有価証券報

告書」、「有価証券報告書等」、「優先株等」、

「優先出資」、「優先出資証券」、「優先出資

法」、「預託機関等」、「預託契約等」及び「流

通株式」とは、それぞれ規程第２条に規定する

ＩＦＲＳ任意適用会社、１単位、親会社、親会

社等、外国、外国会社、外国株券、外国株券等、

外国株券等実質株主、外国株信託受益証券、外

国株預託証券、外国株預託証券等、外国金融商

品取引所等、外国指標連動証券、外国指標連動

証券信託受益証券、外国持株会社、開示府令、

会社、株券等、株式事務代行機関、関係会社、

監査証明、監査証明に相当する証明、監査証明

府令、幹事取引参加者、関連会社、企業グルー

プ、企業集団、議決権付株式、基準日等、協同

組織金融機関、金融商品取引業者、交換社債券、

公認会計士、公認会計士等、公募、子会社、子

会社連動配当株、債券、財務諸表等、財務書類、

自己株式、指定振替機関、支配株主、四半期財

務諸表等、四半期報告書、上場外国会社、上場

外国株券、上場外国株券等、上場外国株信託受

益証券、上場外国株預託証券等、上場外国指標

連動証券信託受益証券、上場会社、上場会社監

査事務所、上場株券等、上場議決権付株式、上

場交換社債券、上場債券、上場市場選択申請者、

上場市場変更申請者、上場転換社債型新株予約
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債券、財務諸表等、財務書類、自己株式、資産

運用会社、指定振替機関、支配株主、四半期財

務諸表等、四半期報告書、受益証券、出資証券、

上場ＥＴＮ信託受益証券、上場外国会社、上場

外国株券、上場外国株券等、上場外国株信託受

益証券、上場外国株預託証券等、上場会社、上

場会社監査事務所、上場株券等、上場議決権付

株式、上場交換社債券、上場債券、上場市場選

択申請者、上場転換社債型新株予約権付社債券、

上場内国会社、上場内国株券、上場内国株券等、

上場無議決権株式、上場有価証券、上場優先株

等、上場優先出資証券、新株予約権証券、新規

上場、新規上場申請者、人的分割、数量制限付

分売、施行令、第三者割当、立会外分売、単元

株式数、中間財務諸表等、重複上場、直前事業

年度の末日等、テクニカル上場規定、転換、転

換社債型新株予約権付社債券、投資運用業、投

資証券、投資信託、投資信託委託会社、投資信

託法、投資信託法施行規則、投資信託法施行令、

投資法人、投資法人計算規則、投資法人債券、

特定事業会社、特定有価証券開示府令、内閣総

理大臣等、内国会社、内国株券、内国株券等、

内部統制報告書、買収防衛策、発行者、半期報

告書、非参加型優先株、振替法、法、募集株式、

募集株式等、本国、本国等、無議決権株式、有

価証券、有価証券届出書、有価証券報告書、有

価証券報告書等、優先株等、優先出資、優先出

資証券、優先出資法、預託機関等、預託契約等

及び流通株式をいう。 

権付社債券、上場内国会社、上場内国株券、上

場内国株券等、上場無議決権株式、上場有価証

券、上場優先株等、上場優先出資証券、新株予

約権証券、新規上場、新規上場申請者、人的分

割、数量制限付分売、施行令、第三者割当、立

会外分売、単元株式数、中間財務諸表等、重複

上場、直前事業年度の末日等、テクニカル上場

規定、転換、転換社債型新株予約権付社債券、

特定事業会社、内閣総理大臣等、内国会社、内

国株券、内国株券等、内部統制報告書、買収防

衛策、発行者、半期報告書、非参加型優先株、

振替法、法、募集株式、募集株式等、本国、本

国等、無議決権株式、有価証券、有価証券届出

書、有価証券報告書、有価証券報告書等、優先

株等、優先出資、優先出資証券、優先出資法、

預託機関等、預託契約等及び流通株式をいう。 

２・３ （略） ２・３ （略） 

  

（日本語又は英語による書類の提出等の取扱

い） 

（日本語又は英語による書類の提出等の取扱

い） 

第９条 規程第５条第１項第２号に規定する施行

規則で定める書類等とは、規程第２編第４章第

２節、規程第８０６条、規程第９０７条、規程

第９条 規程第５条第１項第２号に規定する施行

規則で定める書類等とは、規程第２編第４章第

２節、規程第８０６条、規程第９０７条、規程
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第９３０条、規程第９４７条、規程第１１０７

条、規程第１２１３条、規程第１３１２条又は

規程第１４１０条の規定に基づく会社情報等の

開示に係る資料及び当取引所がその都度日本語

によることを必要と認めた書類等をいうものと

する。 

第９３０条、規程第９４７条、規程第１１０７

条又は規程第１２１３条の規定に基づく会社情

報等の開示に係る資料及び当取引所がその都度

日本語によることを必要と認めた書類等をいう

ものとする。 

２～４ （略） ２～４ （略） 

  

（新規上場申請の取扱い） （新規上場申請の取扱い） 

第２０１条 （略） 第２０１条 （略） 

２ 規程第２０１条第２項に規定する施行規則で

定めるものとは、上場会社が行う新設合併、株

式移転又は新設分割のうち、次の各号に掲げる

ものをいう。 

２ 規程第２０１条第２項に規定する施行規則で

定めるものとは、上場会社が行う新設合併、株

式移転又は新設分割のうち、次の各号に掲げる

ものをいう。 

（１） 規程第２０８条第１号、規程第２１５

条第１号又は規程第２１６条の９第１号に該

当する新設合併 

（１） 規程第２０８条第１号又は規程第２１

５条第１号に該当する新設合併 

（２） 規程第２０８条第３号、規程第２１５

条第３号又は規程第２１６条の９第３号に該

当する株式移転 

（２） 規程第２０８条第３号又は規程第２１

５条第３号に該当する株式移転 

（３） （略） （３） （略） 

３ （略） ３ （略） 

  

（有価証券新規上場申請書の添付書類） （有価証券新規上場申請書の添付書類） 

第２０４条 新規上場申請者が内国会社である場

合の規程第２０４条第２項本文に規定する施行

規則で定める書類は、次の各号に掲げる書類と

する。 

第２０４条 新規上場申請者が内国会社である場

合の規程第２０４条第２項本文に規定する施行

規則で定める書類は、次の各号に掲げる書類と

する。 

（１）～（８） （略） （１）～（８） （略） 

（９） 削除 （９） 最近１年間に終了する事業年度の各四

半期会計期間に係る「新規上場申請のための

四半期報告書」 各２部 

 この場合において、当該「新規上場申請の

ための四半期報告書」は、開示府令第１７条

の１５第１項第１号に規定する「第４号の３

様式」に準じて作成するものとし、規程第２
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０４条第６項及び第７項の規定に準じて四半

期レビュー報告書及び四半期レビュー概要書

を添付するものとする。ただし、新規上場申

請者が持株会社であって、持株会社になった

後、新規上場申請日の直前事業年度の末日ま

でに１年以上を経過していない場合（他の会

社に事業を承継させる又は譲渡することに伴

い持株会社になった場合を除く。）は、持株

会社になった日の子会社（継続開示会社であ

って四半期報告書を作成している場合に限

る。）の当該四半期会計期間に係る四半期報

告書の写しで足りるものとし、新規上場申請

者が継続開示会社であって四半期報告書を作

成している場合には、当該四半期会計期間に

係る四半期報告書の写しで足りるものとす

る。 

（１０）～（１７） （略） （１０）～（１７） （略） 

（１８） 新規上場申請者又はその子会社が最

近２年間又は新規上場申請日の属する事業年

度の初日以後に合併を行っている場合には、

合併当事会社すべての当該期間内に終了する

各事業年度及び各連結会計年度の財務諸表等

（「新規上場申請のための有価証券報告書（Ⅰ

の部）」に記載又は添付されるもの及び当取

引所が提出を要しないものとして認めるもの

を除く。） 各２部 

（１８） 新規上場申請者又はその子会社が最

近２年間に合併を行っている場合には、合併

当事会社すべての当該期間内に終了する各事

業年度及び各連結会計年度の財務諸表等（「新

規上場申請のための有価証券報告書（Ⅰの

部）」に記載又は添付されるもの及び当取引

所が提出を要しないものとして認めるものを

除く。） 各２部 

（１９）～（２１） （略） （１９）～（２１） （略） 

（２２） 削除 （２２） 従業員持株会の規約及びその細則 

（２３）～（３１） （略） （２３）～（３１） （略） 

２～４ （略） ２～４ （略） 

  

（テクニカル上場の場合の有価証券新規上場申

請書の添付書類） 

（テクニカル上場の場合の有価証券新規上場申

請書の添付書類） 

第２０５条 規程第２０４条第３項に規定する施

行規則で定める書類は、次の各号に掲げる新規

上場申請者の区分に従い、当該各号に掲げる書

第２０５条 規程第２０４条第３項に規定する施

行規則で定める書類は、次の各号に掲げる新規

上場申請者の区分に従い、当該各号に掲げる書
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類とする。 類とする。 

（１） 規程第２０８条第１号、第３号又は第

５号に該当する新規上場申請者 

（１） 規程第２０８条第１号、第３号又は第

５号に該当する新規上場申請者 

ａ 内国会社 ａ 内国会社 

（ａ） 前条第１項第１号から第３号まで、

第５号、第６号、第８号、第１０号、第

２３号、第２９号及び第３１号に掲げる

書類 

（ａ） 前条第１項第１号から第３号まで、

第５号、第６号、第８号、第１０号、第

２２号、第２３号、第２９号及び第３１

号に掲げる書類 

（ｂ）～（ｆ） （略） （ｂ）～（ｆ） （略） 

ｂ （略） ｂ （略） 

（２） （略） （２） （略） 

  

（新規上場申請に係る提出書類） （新規上場申請に係る提出書類） 

第２０６条 規程第２０４条第５項に規定する施

行規則で定める場合とは、次の各号に掲げる場

合をいい、当該各号に掲げる場合に該当するこ

ととなるときは、当該各号に定める書類を提出

するものとする。ただし、電子開示手続（法第

２７条の３０の２に規定する電子開示手続をい

う。以下同じ。）により当該各号に定める書類

（第４号ｄに掲げる書類を除く。）を内閣総理

大臣等に提出した場合には、当該書類の提出を

要しないものとする。 

第２０６条 規程第２０４条第５項に規定する施

行規則で定める場合とは、次の各号に掲げる場

合をいい、当該各号に掲げる場合に該当するこ

ととなるときは、当該各号に定める書類を提出

するものとする。 

（１）・（２） （略） （１）・（２） （略） 

（３） 新規上場申請日の属する事業年度の初

日以後上場することとなる日までに内閣総理

大臣等に有価証券の募集に関する届出又は売

出しに関する届出若しくは通知書の提出を行

った場合 次のａからｃまでに掲げる書類の

写し 各２部（ｂに規定する書類については

１部） 

（３） 新規上場申請日の属する事業年度の初

日以後上場することとなる日までに内閣総理

大臣等に有価証券の募集に関する届出又は売

出しに関する届出若しくは通知書の提出を行

った場合 次のａからｄまでに掲げる書類の

写し 各２部（ｂに規定する書類については

１部） 

ａ～ｃ （略） ａ～ｃ （略） 

（削る） ｄ 届出目論見書及び届出仮目論見書 

（４） 新規上場申請日の属する事業年度の初

日以後上場することとなる日までに有価証券

の募集若しくは売出しの発行登録又はその取

（４） 新規上場申請日の属する事業年度の初

日以後上場することとなる日までに有価証券

の募集若しくは売出しの発行登録又はその取
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下げを行った場合、又は発行登録による募集

若しくは売出しを行った場合 次のａからｄ

までに掲げる書類の写し 各２部（ｂに規定

する書類については１部） 

下げを行った場合、又は発行登録による募集

若しくは売出しを行った場合 次のａからｅ

までに掲げる書類の写し 各２部（ｂに規定

する書類については１部） 

ａ～ｃ （略） ａ～ｃ （略） 

（削る） ｄ 発行登録目論見書、発行登録仮目論見書

及び発行登録追補目論見書 

ｄ （略） ｅ （略） 

（５）～（１０） （略） （５）～（１０） （略） 

  

（新規上場申請に係る提出書類の公衆縦覧） （新規上場申請に係る提出書類の公衆縦覧） 

第２１０条 （略） 第２１０条 （略） 

２ （略） ２ （略） 

３ 規程第２０４条第１０項に規定する新規上場

申請者がこの条の規定により提出した書類のう

ち施行規則で定める書類とは、次の各号に掲げ

るものをいうものとする。 

３ 規程第２０４条第１０項に規定する新規上場

申請者がこの条の規定により提出した書類のう

ち施行規則で定める書類とは、次の各号に掲げ

るものをいうものとする。 

（１）・（２） （略） （１）・（２） （略） 

（３） 第２０６条第２号及び第９号に規定す

る書類 

（３） 第２０６条第２号から第７号まで及び

第９号に規定する書類 

（４）～（８） （略） （４）～（８） （略） 

  

（新規上場申請に係る提出書類の公衆縦覧） （上場承認時の提出書類） 

第２１１条 （略） 第２１１条 （略） 

２ 規程第２０４条第１１項第２号に規定する施

行規則で定める書類とは、第２０４条第１項第

４号及び同条第２項第３号に規定する「新規上

場申請のための有価証券報告書」（Ⅰの部に限

る。）並びに第２０６条第９号に規定する「新

規上場申請のための四半期報告書」をいう。 

２ 規程第２０４条第１１項第２号に規定する施

行規則で定める書類とは、第２０４条第１項第

４号及び同条第２項第３号に規定する「新規上

場申請のための有価証券報告書」（Ⅰの部に限

る。）並びに第２０４条第１項第９号及び第２

０６条第９号に規定する「新規上場申請のため

の四半期報告書」をいう。 

３・４ （略） ３・４ （略） 

  

（テクニカル上場の場合の有価証券新規上場申

請書の添付書類） 

（テクニカル上場の場合の有価証券新規上場申

請書の添付書類） 

第２２０条 規程第２１１条第３項に規定する施第２２０条 規程第２１１条第３項に規定する施



 

299 

行規則で定める書類とは、次の各号に掲げる新

規上場申請者の区分に従い、当該各号に掲げる

書類をいう。 

行規則で定める書類とは、次の各号に掲げる新

規上場申請者の区分に従い、当該各号に掲げる

書類をいう。 

（１） 規程第２１５条第１号、第３号又は第

５号に該当する新規上場申請者 

（１） 規程第２１５条第１号、第３号又は第

５号に該当する新規上場申請者 

ａ 内国会社 ａ 内国会社 

（ａ） 第２０４条第１項第１号から第３

号まで、第５号、第６号、第８号、第１

０号、第２３号、第２９号及び第３１号

に掲げる書類 

（ａ） 第２０４条第１項第１号から第３

号まで、第５号、第６号、第８号、第１

０号、第２２号、第２３号、第２９号及

び第３１号に掲げる書類 

（ｂ）～（ｆ） （略） （ｂ）～（ｆ） （略） 

ｂ （略） ｂ （略） 

（２） （略） （２） （略） 

  

（新規上場申請に係る提出書類） （新規上場申請に係る提出書類） 

第２２１条 規程第２１１条第５項に規定する施

行規則で定める場合とは、第２０６条各号に掲

げる場合をいい、当該各号に掲げる場合に該当

することとなるときは、当該各号に定める書類

（同条第９号の２に掲げる書類を除く。）を提

出するものとする。ただし、電子開示手続によ

り当該各号に定める書類（同条第４号ｄに掲げ

る書類を除く。）を内閣総理大臣等に提出した

場合には、当該書類の提出を要しないものとす

る。 

第２２１条 規程第２１１条第５項に規定する施

行規則で定める場合とは、第２０６条各号に掲

げる場合をいい、当該各号に掲げる場合に該当

することとなるときは、当該各号に定める書類

を提出するものとする。 

  

（新規上場申請に係る提出書類の公衆縦覧） （新規上場申請に係る提出書類の公衆縦覧） 

第２２５条 （略） 第２２５条 （略） 

２ （略） ２ （略） 

３ 規程第２１１条第１０項に規定する新規上場

申請者がこの条の規定により提出した書類のう

ち施行規則で定める書類とは、次の各号に掲げ

るものをいうものとする。 

３ 規程第２１１条第１０項に規定する新規上場

申請者がこの条の規定により提出した書類のう

ち施行規則で定める書類とは、次の各号に掲げ

るものをいうものとする。 

（１）・（２） （略） （１）・（２） （略） 

（３） 第２０６条第２号及び第９号に規定す

る書類 

（３） 第２０６条第２号から第７号まで及び

第９号に規定する書類 
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（４）～（８） （略） （４）～（８） （略） 

  

（テクニカル上場の取扱い） （テクニカル上場の取扱い） 

第２２９条 （略） 第２２９条 （略） 

  

第３節の２ ＪＡＳＤＡＱへの新規上

場 

（新設） 

  

第１款 提出書類等 （新設） 

  

（有価証券新規上場申請書の記載事項）  

第２２９条の２ 規程第２１６条の２第１項に規

定する施行規則で定める事項とは、次の各号に

掲げる事項をいう。 

（新設） 

（１） 第２０３条第１項各号（第７号を除く。）

に掲げる事項 

 

（２） ＪＡＳＤＡＱへの上場を申請する旨  

（３） 上場申請に係る有価証券の内訳区分  

２ 前項第１号の規定に基づく事項のうち第２０

３条第１項第２号に規定する発行数について

は、同条第２項各号に掲げる株券等の数を、そ

れぞれ区分して注記するものとする。 

 

３ 規程第２１６条の２第１項に規定する「新規

上場申請に係る宣誓書」は、内国会社にあって

は別記第１―６号様式に、外国会社にあっては

別記第１―７号様式にそれぞれよるものとす

る。 

 

  

（有価証券新規上場申請書の添付書類）  

第２２９条の３ 新規上場申請者が内国会社であ

る場合の規程第２１６条の２第２項本文に規定

する施行規則で定める書類は、次の各号に掲げ

る書類とする。 

（新設） 

（１） 第２０４条第１項第１号から第３号ま

で、第５号から第８号まで、第１０号、第１

１号、第１４号から第１７号まで、第２０号、
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第２３号から第２７号まで及び第２９号から

第３１号までに掲げる書類 

（２） 新規上場申請者の属する企業集団及び

その経理の状況その他事業の内容に関する重

要な事項等を記載した「新規上場申請のため

の有価証券報告書」及び「ＪＡＳＤＡＱ上場

申請レポート」 各２部 

 

この場合において、「新規上場申請のため

の有価証券報告書」はⅠの部のみをもって成

り、第２０４条第１項第４号ａからｂの２ま

で、ｄ及びｅに定めるところによるものとし、

「ＪＡＳＤＡＱ上場申請レポート」は、当取

引所が定める「ＪＡＳＤＡＱ上場申請レポー

ト記載要領」により作成するものとする。た

だし、新規上場申請者が最近１年間又は新規

上場申請日の属する事業年度の初日以後にお

いて次のａ又はｂに掲げる行為（ａに掲げる

行為については、新規上場申請者の子会社が

行っている場合を含む。）を行っている場合

（当該行為が新規上場申請者の財政状態及び

経営成績に重要な影響を与えない場合を除

く。）は、第２０４条第１項第４号ａ及びｂ

の規定により作成する「新規上場申請のため

の有価証券報告書（Ⅰの部）」に次のａ又は

ｂに定める財務計算に関する書類（当該「新

規上場申請のための有価証券報告書（Ⅰの

部）」に記載されているもの及び当取引所が

添付を要しないものとして認めるものを除

く。）を添付するものとする。 

 

ａ 合併（新規上場申請者とその子会社又は

新規上場申請者の子会社間の合併及び規程

第２１６条の９第１号又は第２号に該当す

る合併を除く。以下この号及び次号におい

て同じ。） 

 

（ａ） 新規上場申請者が直前事業年度にお

いて合併を行う場合、合併当事会社（新規
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上場申請者及びその子会社を除く。以下こ

の（ａ）及び次（ｂ）において同じ。）に係

る当該合併の日の属する連結会計年度の財

務諸表等（連結財務諸表を作成すべき会社

でない場合及び連結財務諸表を作成するこ

とが著しく困難であると認められる場合

は、合併当事会社に係る当該合併の日の属

する事業年度の財務諸表とし、法の規定に

従って財務諸表等を作成することが著しく

困難であると認められる場合は、合併当事

会社に係る当該合併の日の属する事業年度

における会社法の規定に従って作成された

貸借対照表及び損益計算書とすることがで

きる。以下この（ａ）において同じ。）。た

だし、合併当事会社に係る当該合併の日の

属する連結会計年度の期間が６か月に満た

ないときは、合併当事会社に係る当該合併

の日の属する連結会計年度及び当該合併の

日の属する連結会計年度の直前の連結会計

年度の財務諸表等 

（ｂ） 新規上場申請者が新規上場申請日の

属する事業年度の初日以後において合併を

行う場合、合併当事会社の当該合併の日の

属する連結会計年度及び当該連結会計年度

の前連結会計年度の財務諸表等 

 

ｂ 子会社化又は非子会社化  

（ａ） 新規上場申請者が直前事業年度にお

いて子会社化又は非子会社化を行う場合、

当該子会社に係る子会社化又は非子会社化

の前日までの期間に係る、当取引所が適当

と認める期間までの財務諸表等（連結財務

諸表を作成すべき会社でない場合及び連結

財務諸表を作成することが著しく困難であ

ると認められる場合は、当該子会社に係る

財務諸表とし、法の規定に従って財務諸表

等を作成することが著しく困難であると認
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められる場合は、当該子会社に係る会社法

の規定に従って作成された貸借対照表及び

損益計算書とすることができる。以下この

（ａ）及び次（ｂ）において同じ。）。ただ

し、当該子会社に係る子会社化又は非子会

社化の前日までの期間に係る、当取引所が

適当と認める期間が６か月に満たないとき

は、当該子会社に係る子会社化又は非子会

社化の前日までの期間及び当該期間の直前

の連結会計年度等の財務諸表等 

（ｂ） 新規上場申請者が新規上場申請日の

属する事業年度の初日以後において子会社

化又は非子会社化を行う場合、当該子会社

に係る子会社化又は非子会社化の前日まで

の期間及び当該期間の直前の連結会計年度

等に係る、当取引所が適当と認める期間ま

での財務諸表等 

 

（３） 新規上場申請者が、最近１年間又は新

規上場申請日の属する事業年度の初日以後に

おいて次のａからｄまでに掲げる行為（ａ、

ｂ及びｄに掲げる行為については、新規上場

申請者の子会社が行っている場合を含む。）

のいずれかを行っている場合（当該行為が新

規上場申請者の財政状態及び経営成績に重要

な影響を与えない場合を除く。）には、当該

ａからｄまでに定める書類（当取引所が提出

を要しないものとして認めるものを除く。） 

 

ａ 合併  

合併当事会社の事業の概況、事業の状況

及び設備の状況等を記載した当取引所所定

の「新規上場申請のための被合併会社等の

概要書」 

 

ｂ 会社分割（新規上場申請者とその子会社

又は新規上場申請者の子会社間の会社分割

を除く。） 

 

（ａ） 会社分割により承継される事業に  
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係る財務計算に関する書類（会社分割の

日の属する事業年度に係るものに限る。

ただし、直前事業年度の末日の翌日以後

において会社分割を行った場合及び会社

分割を行った日の属する事業年度が６か

月に満たない場合には、会社分割を行っ

た日の属する事業年度の直前の事業年度

に係るものを含む。） 

この場合において、当該財務計算に関

する書類は、当取引所が定める「部門財

務情報の作成基準」その他の合理的と認

められる基準に従って作成するものとす

る。 

 

（ｂ） 会社分割により承継される事業の

概況及び会社分割の理由等を記載した当

取引所所定の「新規上場申請のための会

社分割概要書」 

 

ｃ 子会社化又は非子会社化  

子会社化又は非子会社化に係る異動子会

社の概況及び異動の理由等を記載した当取

引所所定の「新規上場申請のための異動子

会社に関する概要書」 

 

ｄ 事業の譲受け又は譲渡（新規上場申請者

とその子会社又は新規上場申請者の子会社

間の事業の譲受け又は譲渡を除く。） 

 

（ａ） 譲受け又は譲渡の対象となる部門

に係る財務計算に関する書類（譲受け又

は譲渡を行った日の属する事業年度に係

るものに限る。ただし、直前事業年度の

末日の翌日以後において譲受け又は譲渡

を行った日の属する事業年度が６か月に

満たない場合には、譲受け又は譲渡を行

った日の属する事業年度の直前の事業年

度に係るものを含む。） 

 

この場合において、当該財務計算に関

する書類は、当取引所が定める「部門財
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務情報の作成基準」その他の合理的と認

められる基準に従って作成するものとす

る。 

（ｂ） 譲受け又は譲渡に係る事業の概況、

譲受け又は譲渡の理由及び譲受け又は譲

渡の対価等を記載した当取引所所定の

「新規上場申請のための事業の譲受け

（又は譲渡）概要書」 

 

（注）当取引所が必要と認める場合に

は、新規上場申請者との合併により

解散した会社についても新規上場申

請者とみなしてこれらの規定を適用

するものとする。 

 

（４） 新規上場申請者が当該新規上場申請者の

議決権（株主総会において決議をすることができ

る事項の全部につき議決権を行使することがで

きない株式についての議決権を除き，会社法第８

７９条第３項の規定により議決権を有するもの

とみなされる株式についての議決権を含む。）の

過半数を実質的に所有している会社（以下「過半

数所有会社」という。）を有している場合（上

場後最初に到来する事業年度の末日において

過半数所有会社を有しないこととなる見込み

がある場合を除く。）には、当該過半数所有

会社の事業年度若しくは中間会計期間（当該

過半数所有会社が四半期財務諸表提出会社で

ある場合には、四半期累計期間）又は連結会

計年度若しくは中間連結会計期間（当該過半

数所有会社が四半期連結財務諸表提出会社で

ある場合には、四半期連結累計期間）に係る

直前の決算の内容を記載した書面。ただし、

次のａ又はｂに掲げる場合を除く。 

 

ａ 当該過半数所有会社が国内の金融商品取

引所に上場されている株券等の発行者であ

る場合 

 

ｂ 当該過半数所有会社が外国金融商品取引  
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所等において上場又は継続的に取引されて

いる株券等の発行者であり、かつ、当該過

半数所有会社又は当該外国金融商品取引所

等が所在する国における企業内容の開示の

状況が著しく投資者保護に欠けると認めら

れない場合 

（５） 新規上場申請者が過半数所有会社を有

している場合は、過半数所有会社が次に掲げ

る事項を確約した書面 

 

ａ 過半数所有会社が新規上場申請者に対し

て当取引所が定める行為を計画及び検討し

ている事実がないこと 

 

ｂ 当取引所が必要と認める場合、過半数所

有会社の資本政策及び過半数所有会社の企

業グループ戦略等に係る資料の提出及び質

問等に応じること 

 

（６） 規程第２１６条の３第１号ａただし書

（規程第２１６条の６第２号ａによる場合を

含む。）の規定の適用を受ける場合は、新規

上場申請に係る株券の評価額に関する資料 

 

２ 新規上場申請者が外国会社である場合の規程

第２１６条の２第２項本文に規定する施行規則

で定める書類は、次の各号に掲げる書類とする。

 

（１） 第２０４条第１項第３号、第６号、第

７号及び第３０号に掲げる書類 

 

（２） 第２０４条第２項第１号の２、第２号、

第４号から第６号まで及び第８号から第１１

号までに掲げる書類。この場合において、同

項第６号ａ中「規程第２０６条第１項第４号」

とあるのは、「規程第２１６条の４第２号ｂ

又は規程第２１６条の７第５号による規程第

２０６条第１項第４号」と読み替えるものと

する。 

 

（３） 前項第４号から第６号までに掲げる書

類 

 

（４） 新規上場申請者の属する企業集団及び  
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その経理の状況その他事業の内容に関する重

要な事項等を記載した直前事業年度に関する

「新規上場申請のための有価証券報告書」及

び「ＪＡＳＤＡＱ上場申請レポート」 各２

部 

この場合において、「新規上場申請のため

の有価証券報告書」はⅠの部のみをもって成

るものとし、第２０４条第２項第３号ａ、ａ

の２及びｃからｅまでに定めるところによる

ものとし（規程第２１６条の４第１号ａ（規

程第２１６条の７第２号による場合を含む。）

に規定する公募に係る有価証券届出書と同一

の記載様式とすることができる。）、「ＪＡ

ＳＤＡＱ上場申請レポート」は、当取引所が

定める「ＪＡＳＤＡＱ上場申請レポート記載

要領」により作成するものとする。 

（５） 第２１９条第２項第５号及び第６号に

掲げる書類。この場合において、同号中「規

程第２１３条第１項第１号の規定による規程

第２１２条第３号」とあるのは「規程第２１

６条の４第１号ａ（規程第２１６条の７第２

号による場合を含む。）」と読み替えるもの

とする。 

 

３ 規程第２１６条の２第２項ただし書に規定す

る施行規則で定める書類は、第１項第１号又は

前項第１号に規定する第２０４条第１項第７号

に掲げる書類とする。 

 

  

（テクニカル上場の場合の有価証券新規上場申

請書の添付書類） 

 

第２２９条の４ 規程第２１６条の２第３項に規

定する施行規則で定める書類とは、次の各号に

掲げる新規上場申請者の区分に従い、当該各号

に定める書類をいう。 

（新設） 

（１） 規程第２１６条の９第１号、第３号又

は第５号に該当する新規上場申請者 
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ａ 内国会社  

（ａ） 第２０４条第１項第１号から第３

号まで、第５号、第６号、第８号、第１

０号、第２３号、第２９号及び第３１号

に掲げる書類 

 

（ｂ） 前条第１項第２号に掲げる書類  

この場合において、「新規上場申請の

ための有価証券報告書」は、Ⅰの部のみ

をもって成るものとし、前条第１項第２

号の規定に準じて作成するものとする。 

 

（ｃ） 新規上場申請に係る株券等（優先

出資証券を除く。）につき、上場後最初

に終了する事業年度の末日までの間にお

ける株券等の分布状況の見込みを記載し

た当取引所所定の「新規上場申請日以後

における株券等の分布状況に関する予定

書」 

 

（ｄ） 上場会社が第４１７条各号及び第

４１８条各号の規定に基づき提出する書

類に準じて作成した書類 

 

（ｅ） 新規上場申請者が規程第２１６条

の９第５号の規定の適用を受ける場合に

は、上場会社の直前連結会計年度（当該

上場会社が連結財務諸表提出会社でない

場合は、当該上場会社の直前事業年度）

における同号に規定する他の会社が承継

する事業及び当該他の会社以外の会社が

承継する事業に係る財務計算に関する書

類（当取引所が提出を要しないものとし

て認めるものを除く。） 

 

この場合において、当該財務計算に関

する書類は、当取引所が定める「部門財

務情報の作成基準」その他の合理的と認

められる基準に従って作成するものとす

る。 

 

（ｆ） 規程第２１６条の９第１号又は第  
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３号の規定の適用を受ける新規上場申請

者が、同条第１号に定める存続会社の親

会社又は同条第３号に定める当該他の会

社の親会社であり、かつ、同条第１号又

は同条第３号に規定する上場会社が規程

第６０４条の２第１項第３号又は規程第

６０４条の４第１項第２号の規定による

規程第６０１条第１項第９号ｂに規定す

る実質的な存続会社でないと見込まれる

場合には、規程第６０４条の２第１項第

３号又は規程第６０４条の４第１項第２

号の規定による規程第６０１条第１項第

９号ｂに規定する期間における企業の継

続性及び収益性に関する見込み並びに当

該期間内に規程第６０４条の２第１項第

３号又は規程第６０４条の４第１項第２

号の規定による規程第６０１条第１項第

９号ｂに規定する当取引所が定める基準

に適合するよう努める旨について記載し

た書面（当該新規上場申請者が、規程第

６０４条の２第１項第３号又は規程第６

０４条の４第１項第２号の規定による規

程第６０１条第１項第９号ｂに規定する

当取引所が定める基準に適合する見込み

がある場合を除く。） 

ｂ 外国会社  

（ａ） 第２０４条第１項第３号及び第６

号に掲げる書類 

 

（ｂ） 第２０４条第２項第２号、第４号

から第６号まで、第９号及び第１０号に

掲げる書類 

 

（ｃ） 前ａの（ｃ）、（ｅ）及び（ｆ）

に掲げる書類 

 

（ｄ） 前条第２項第４号に掲げる書類  

この場合において、「新規上場申請の

ための有価証券報告書」は、Ⅰの部のみ
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をもって成るものとし、前条第２項第４

号の規定に準じて作成するものとする。 

（２） 規程第２１６条の９第２号又は第４号

に該当する新規上場申請者 

 

ａ 第２０４条第１項第３号及び第６号に掲

げる書類 

 

ｂ 第２０４条第２項第２号、第４号から第

６号まで、第９号及び第１０号に掲げる書

類 

 

ｃ 第２０５条第２号ａに掲げる書類  

ｄ 第２１９条第２項第５号に掲げる書類  

  

（新規上場申請に係る提出書類）  

第２２９条の５ 規程第２１６条の２第５項に規

定する施行規則で定める場合とは、第２０６条

各号に掲げる場合をいい、当該各号に掲げる場

合に該当することとなるときは、当該各号に定

める書類（第９号の２に掲げる書類を除く。）

を提出するものとする（電子開示手続により内

閣総理大臣等に提出した書類（同条第４号ｄに

掲げる書類を除く。）については、提出を要し

ないものとする。）。この場合において、同条

第９号の規定については、同号本文中「（新規

上場申請者が外国会社（重複上場の場合に限

る。）である場合には、この限りではない。）」

とあるのは「（新規上場申請者が外国会社（重

複上場の場合に限る。）及び「新規上場申請の

ための有価証券報告書（Ⅰの部）」に以下の各

号に定める期間に係る直近の四半期財務諸表等

を記載している場合には、この限りでない。）」

と、同号ａ中「３か月を経過した後となる場合」

とあるのは「３か月を経過し、６か月を経過し

ていない場合」と、同号ｂ中「６か月を経過し

た後となる場合」とあるのは「６か月を経過し、

９か月を経過していない場合」と、それぞれ読

み替えるものとする。 

（新設） 
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（監査報告書等）  

第２２９条の６ 規程第２１６条の２第６項に規

定する施行規則で定める財務計算に関する書類

とは、次の各号に掲げる書類をいう。 

（新設） 

（１） 第２２９条の３第１項第２号又は第２

項第４号に規定する「新規上場申請のための

有価証券報告書」に記載及び添付する直前事

業年度及びその前の事業年度（直前事業年度

の前の事業年度が６か月に満たない場合は当

該事業年度の前の事業年度を含む。）並びに

直前連結会計年度及びその前の連結会計年度

（直前連結会計年度の前の事業年度が６か月

に満たない場合は当該連結会計年度の前の連

結会計年度を含む。）の財務諸表等（第２２

９条の３第１項第２号の規定による第２０４

条第１項第４号ｄ（第２２９条の３第２項第

４号の規定による第２０４条第２項第３号ｃ

において準用する場合を含む。）に規定する

合併による解散会社又は持株会社若しくは外

国持株会社になった日の子会社のうち主体会

社でないものに係る財務諸表等及び新規上場

申請者が民営化外国会社である場合であっ

て、当該事業年度において作成していない財

務書類があるときで、当該財務書類を新たに

作成することが著しく困難であると認められ

るときの当該財務書類を除く。） 

 

（２） 第２２９条の３第１項第２号若しくは

第２項第４号に規定する「新規上場申請のた

めの有価証券報告書」に記載される中間財務

諸表等若しくは四半期財務諸表等又は前条に

よる第２０６条第９号に規定する「新規上場

申請のための四半期報告書」に記載される四

半期財務諸表等 

 

２ 規程第２１６条の２第６項に規定する監査報

告書、中間監査報告書又は四半期レビュー報告
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書は、同項に定める財務計算に関する書類が、

従前において法に基づいて提出された有価証券

届出書、有価証券報告書又は四半期報告書に含

まれた財務諸表等、中間財務諸表等又は四半期

財務諸表等と同一内容のものであって、既に法

第１９３条の２第１項の監査証明を受けている

場合には、当該財務諸表等、中間財務諸表等又

は四半期財務諸表等に対する監査報告書、中間

監査報告書又は四半期レビュー報告書の写しで

足りるものとする。 

３ 規程第２１６条の２第６項ただし書に規定す

る施行規則で定める外国会社とは、次の各号に

該当する外国会社をいうものとし、当該外国会

社は、第２号に規定する証明に係る監査報告書

を提出するものとする。この場合において、当

該監査報告書については、前項の規定を準用し

て、その写しを提出することができる。 

 

（１） 第１項第１号に掲げる財務書類が、第

２２９条の３第２項第４号による第２０４条

第２項第３号ｄの規定に基づき財務諸表等規

則第１２９条第１項又は第２項に定める作成

基準に準じて作成されていること。 

 

（２） 第１項第１号に掲げる財務書類につい

て、公認会計士又は監査法人に相当する者に

より法第１９３条の２第１項の監査証明に相

当すると認められる証明を受けていること。 

 

  

（監査概要書等）  

第２２９条の７ 規程第２１６条の２第７項に規

定する施行規則で定めるものとは、第２２９条

の５による第２０６条第９号に規定する「新規

上場申請のための四半期報告書」に係るものを

いう。 

（新設） 

２ 規程第２１６条の２第７項に規定する監査概

要書、中間監査概要書及び四半期レビュー概要

書については、次の各号のとおり取り扱うもの
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とする。 

（１） 監査概要書は、新規上場申請者の財務

諸表と連結財務諸表の監査又は新規上場申請

者のすべての財務書類の監査が同一の公認会

計士又は監査法人によって併せて行われてい

る場合には、当該財務諸表の監査に関する概

要と当該連結財務諸表の監査に関する概要又

は当該すべての財務書類の監査に関する概要

を同一の監査概要書に併せて記載したものを

提出するものとする。 

 

（２） 監査概要書は、監査証明府令第５条第

２項に規定する「第１号様式」に準じて、中

間監査概要書は、同項に規定する「第２号様

式」に準じて、四半期レビュー概要書は、同

項に規定する「第４号様式」に準じて作成す

るものとする。 

 

（３） 「新規上場申請のための有価証券報告

書（Ⅰの部）」に記載する新規上場申請者の

新規上場申請日の直前事業年度及び直前連結

会計年度の財務諸表等に関する監査概要書に

は、会社の会計組織、経理規程、原価計算制

度、内部統制組織、内部監査組織、連結財務

諸表作成のための体制とその運用及び連結財

務諸表の作成に関する経理規程並びに連結子

会社及び持分法適用会社の経理規程の整備状

況等に関する公認会計士又は監査法人による

評価について記載した書面を添付するものと

する。 

 

（４） 監査概要書、中間監査概要書又は四半

期レビュー概要書は、前条第２項の規定によ

り財務諸表等、中間財務諸表等又は四半期財

務諸表等に対する監査報告書、中間監査報告

書又は四半期レビュー報告書の写しを提出し

た場合には、既に内閣総理大臣等に提出した

当該監査、中間監査又は四半期レビューに関

する監査概要書、中間監査概要書又は四半期
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レビュー概要書の写しで足りるものとする。 

  

（財務計算に関する書類）  

第２２９条の８ 規程第２１６条の２第８項に規

定する施行規則で定める財務計算に関する書類

とは、次の各号に掲げる書類をいい、当該各号

に定める書面を添付するものとする。 

（新設） 

（１） 第２２９条の３第１項第２号ａ及びｂ

に規定する書類又は「新規上場申請のための

有価証券報告書（Ⅰの部）」に記載される財

務諸表等のうち同号の規定による第２０４条

第１項第４号ｄ（第２２９条の３第２項第４

号の規定による第２０４条第２項第３号ｃに

おいて準用する場合を含む。）に規定する合

併による解散会社若しくは持株会社若しくは

外国持株会社になった日の子会社のうち主体

会社でないものに係るもの 

 

法第１９３条の２の規定に準じた監査に基

づく監査報告書。ただし、当取引所が適当と

認める場合には、財務数値等に係る意見を記

載した書面 

 

この場合において、当該意見は、別添２「被

合併会社等の財務諸表等に対する意見表明に

係る基準」その他の合理的と認められる手続

によるものであることを要するものとする。 

 

（２） 第２２９条の３第１項第１号に規定す

る第２０４条第１項第１４号及び第２２９条

の４第１項第１号ａの（ｅ）に規定する書類 

 

一般に公正妥当と認められる監査の基準に

準拠した監査に基づく監査報告書又は別添４

「会社分割により承継される事業に係る財務

計算に関する書類に対する意見表明に係る基

準」その他の合理的と認められる手続きに基

づく部門財務情報に対する意見表明のための

報告書 

 

（３） 第２２９条の３第１項第１号に規定す  
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る第２０４条第１項第１５号及び第１７号に

規定する書類 

法第１９３条の２の規定に準じた監査に基

づく監査報告書 

 

（４） 第２２９条の３第１項に規定する第２

０４条第１項第１６号又は第２２９条の３第

１項第３号ｂの（ａ）若しくは同号ｄの（ａ）

に規定する書類 

 

一般に公正妥当と認められる監査の基準に

準拠した監査に基づく監査報告書又は別添４

「会社分割により承継される事業に係る財務

計算に関する書類に対する意見表明に係る基

準」若しくは別添５「譲受け又は譲渡の対象

となる部門に係る財務計算に関する書類に対

する意見表明に係る基準」その他の合理的と

認められる手続に基づく「部門財務情報に対

する意見表明のための報告書」 

 

  

（新規上場申請に係る提出書類の公衆縦覧）  

第２２９条の９ 規程第２１６条の２第１０項に

規定する第２項から第８項までに掲げる書類の

うち施行規則で定める書類とは、次の各号に掲

げるものをいうものとする。 

（新設） 

（１） 定款（新規上場申請者が組織変更後の

株式会社の内国株券の新規上場を申請する相

互会社である場合の当該相互会社の定款を除

く。） 

 

（２） 「新規上場申請のための有価証券報告

書（Ⅰの部）」（規程第２１６条の２第６項

若しくは第８項又は第２２９条の３第１項第

２号による第２０４条第１項第４号ｂの２若

しくは同号中に規定するａ又はｂの規定によ

り添付される書類を含む。） 

 

２ 新規上場申請者（外国会社を除く。）による

前項第１号に掲げる書類の提出については、当

該書類に記載された内容を記録した電磁的記録
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（法令に基づき電磁的記録が作成されている場

合にあっては、当該電磁的記録）の提出により

行うものとする。 

３ 規程第２１６条の２第１０項に規定する新規

上場申請者がこの条の規定により提出した書類

のうち施行規則で定める書類とは、次の各号に

掲げるものをいうものとする。 

 

（１） 第１項に規定する書類  

（２） 第２０４条第２項第６号ａに規定する

書類 

 

（３） 第２０６条第２号及び第２２９条の５

の規定により読み替えて適用する第２０６条

第９号に規定する書類 

 

（４） 第２０４条第１項第１４号から第１７

号までに規定する書類（前条の規定により添

付される書類を含む。） 

 

（５） 第２０４条第１項第２６号ｂ及び第３

０号並びに第２２９条の３第１項第３号及び

第４号に規定する書類 

 

（６） 第２２０条第１号ａの（ｄ）に規定す

る書類（第２編第４章第２節の規定により公

衆の縦覧に供することとされている書類と同

種の書類に限る。） 

 

（７） 第２２０条第１号ａの（ｅ）に規定す

る書類（規程第２１５条第５号に規定する他

の会社が承継する事業に係る書類に限る。） 

 

（８） 第２０６条第１号に規定する書類（第

２編第４章第２節の規定により公衆の縦覧に

供することとされている書類と同種の書類に

限る。） 

 

  

（上場承認時の提出書類）  

第２２９条の１０ 規程第２１６条の２第１１項

第２号に規定する書面には、新規上場申請者の

代表者による署名を要するものとする。 

（新設） 

２ 規程第２１６条の２第１１項第２号に規定す  
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る施行規則で定める書類とは、第２２９条の３

第１項第２号及び第２項第４号に規定する「新

規上場申請のための有価証券報告書」（Ⅰの部

に限る。）並びに第２２９条の５の規定による

第２０６条第９号に規定する「新規上場申請の

ための四半期報告書」をいう。 

３ 規程第２１６条の２第１１項第２号に規定す

る理由の記載に当たっては、同号に規定する書

類の作成に関して新規上場申請者の代表者が確

認した内容を記載するものとする。 

 

４ 規程第２１６条の２第１２項に規定する施行

規則で定めるコーポレート・ガバナンスに関す

る事項とは、次の各号に掲げる事項をいう。た

だし、第５号にあっては、新規上場申請者が内

国株券の発行者である場合に限る。 

 

（１） コーポレート・ガバナンスに関する基

本的な考え方及び資本構成、企業属性その他

の新規上場申請者に関する基本情報（支配株

主を有する場合は、当該支配株主との取引等

を行う際における少数株主の保護の方策に関

する指針を含む。） 

 

（２） 経営上の意思決定、執行及び監督に係

る経営管理組織その他のコーポレート・ガバ

ナンス体制の状況及び当該体制を選択してい

る理由 

 

（３） 株主その他の利害関係者に関する施策

の実施状況 

 

（４） 内部統制システムに関する基本的な考

え方及びその整備状況（反社会的勢力排除に

向けた体制整備に関する内容を含む。） 

 

（５） 独立役員の確保の状況（次のａ及びｂ

に掲げる場合に該当するときは、当該ａ及び

ｂに掲げる事項を含む。） 

 

ａ 独立役員として指定する者が、次の（ａ）

から（ｅ）までのいずれかに該当する場合 

その旨及びそれを踏まえてもなお独立役員
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として指定する理由 

（ａ） 当該会社の親会社又は兄弟会社の

業務執行者等 

 

（ｂ） 当該会社を主要な取引先とする者

若しくはその業務執行者等又は当該会社

の主要な取引先若しくはその業務執行者

等 

 

（ｃ） 当該会社から役員報酬以外に多額

の金銭その他の財産を得ているコンサル

タント、会計専門家又は法律専門家（当

該財産を得ている者が法人、組合等の団

体である場合は、当該団体に所属する者

及び当該団体に過去に所属していた者を

いう。） 

 

（ｄ） 当該会社の主要株主  

（ｅ） 次のイ又はロに掲げる者（重要で

ない者を除く。）の近親者 

 

イ （ａ）から前（ｄ）までに掲げる者  

ロ 当該会社又はその子会社の業務執行

者等（社外監査役を独立役員として指

定する場合にあっては、業務執行者で

ない取締役若しくは業務執行者でない

取締役であった者又は会計参与若しく

は会計参与であった者を含む。） 

 

ｂ 独立役員として指定する者が、次の（ａ）

から（ｃ）までのいずれかに該当する場合 

その旨及びその概要 

 

（ａ） 当該会社の取引先又はその業務執

行者等 

 

（ｂ） 当該会社の業務執行者等が他の会

社の社外役員である場合の当該他の会社

の業務執行者等 

 

（ｃ） 当該会社から寄付を受けている者

（当該寄付を受けている者が法人、組合

等の団体である場合は、業務執行者等又

はそれに相当する者をいう。） 
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（６） その他当取引所が必要と認める事項  

  

第２款 スタンダードにおける形式

要件 

（新設） 

  

（内国会社の形式要件の取扱い）  

第２２９条の１１ 第２２７条第３項の規定は、

規程第２１６条の３第１号ａの場合について準

用する。 

（新設） 

２ 第２１２条第１項の規定は、規程第２１６条

の３第１号ｂの場合について準用する。 

 

３ 第２２７条第２項の規定は、規程第２１６条

の３第２号に規定する流通株式時価総額につい

て準用する。 

 

４ 第２１２条第５項（同項第３号に規定する要

件を除く。）の規定は、規程第２１６条の３第

３号に規定する純資産の額について準用する。 

 

５ 第２１２条第３項及び第６項の規定は、規程

第２１６条の３第４号に規定する利益の額及び

時価総額について準用するものとする。 

 

  

（外国会社の形式要件の取扱い）  

第２２９条の１２ 規程第２１６条の４第１号の

規定については、次のとおり取り扱うものする。

（新設） 

（１） 規程第２１６条の４第１号ａに規定す

る「１，０００単位銘柄」、「５００単位銘

柄」、「１００単位銘柄」、「５０単位銘柄」、

「１０単位銘柄」及び「１単位銘柄」は、次

のａからｆまでに定めるところによるものと

する。ただし、新規上場申請会社が、上場会

社の人的分割によりその事業を承継する会社

であって、当該分割前に新規上場申請が行わ

れ、かつ、新規上場申請に係る株券等の公募

又は売出しを行わない場合には、当取引所が

合理的と認める算定式により計算された当該

新規上場申請に係る株券等の評価額を用いる
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ものとする。 

ａ 公開価格が５００円未満の場合 

１，０００単位銘柄

 

ｂ 公開価格が５００円以上１，０００円未

満の場合 

５００単位銘柄

 

ｃ 公開価格が１，０００円以上５，０００

円未満の場合 

１００単位銘柄

 

ｄ 公開価格が５，０００円以上１万円未満

の場合 

５０単位銘柄

 

ｅ 公開価格が１万円以上５万円未満の場合 

１０単位銘柄

 

ｆ 公開価格が５万円以上の場合 

１単位銘柄

 

（２） 前号の規定にかかわらず、本国におけ

る法制度、実務慣行等から、同号によること

が適当でないと当取引所が認めた場合は、当

取引所がその都度定める売買単位の銘柄とす

る。 

 

（３） 規程第２１６条の４第１号ａにおいて

審査対象とする株券等の公募又は売出しは、

新規上場申請者が本邦内において行うものに

限るものとする。 

 

（４） 第２２７条第３項の規定は、規程第２

１６条の４第１号ａの場合について準用す

る。 

 

（５） 第２１２条第１項の規定は、規程第２

１６条の４第１項ｂの場合について準用す

る。 

 

 

第３款 スタンダードにおける上場

審査 

（新設） 

  

（標準上場審査期間）  
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第２２９条の１３ 規程第２１６条の５第３項に

規定する施行規則で定める期間は、当取引所が

スタンダードへの新規上場申請を受理してから

２か月とする。 

（新設） 

  

第４款 グロースにおける形式要件 （新設） 

  

（内国会社の形式要件の取扱い）  

第２２９条の１４ 第２１２条第５項（同項第３

号に規定する要件を除く。）の規定は、規程第

２１６条の６第１号に規定する純資産の額につ

いて準用する。 

（新設） 

  

第５款 グロースにおける上場審査 （新設） 

  

（標準上場審査期間）  

第２２９条の１５ 規程第２１６条の８第３項に

規定する施行規則で定める期間は、当取引所が

グロースへの新規上場申請を受理してから２か

月とする。 

（新設） 

  

第６款 テクニカル上場 （新設） 

  

（テクニカル上場）  

第２２９条の１６ 第２１６条第１項から第４項

までの規定は、規程第２１６条の９の場合につ

いて準用する。 

（新設） 

  

（本則市場へ新規上場申請を行う新規上場申請

者が上場日以前に合併等を実施する予定であ

る場合の特例の取扱い） 

（本則市場へ新規上場申請を行う新規上場申請

者が上場日以前に合併等を実施する予定であ

る場合の特例の取扱い） 

第２６５条 （略） 第２６５条 （略） 

２ 規程第２１８条第２項に規定する施行規則で

定める書類とは、次の各号に掲げる書類とする。

２ 規程第２１８条第２項に規定する施行規則で

定める書類とは、次の各号に掲げる書類とする。

（１）・（２） （略） （１）・（２） （略） 

（３） 規程第２１８条第１項第１号又は第２ （３） 規程第２１８条第１項第１号又は第２
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号に定める者について記載した第２０４条第

１項第２号、第３号、第５号、第８号、第１

０号、第１２号、第２３号、第２８号及び第

３０号（新規上場申請に係る株券等の発行者

が外国会社である場合にあっては、第２号、

第３号、第５号、第１２号、第２８号及び第

３０号）並びに第２０６条第３号に掲げる書

類。 

号に定める者について記載した第２０４条第

１項第２号、第３号、第５号、第８号、第１

０号、第１２号、第２２号、第２３号、第２

８号及び第３０号（新規上場申請に係る株券

等の発行者が外国会社である場合にあって

は、第２号、第３号、第５号、第１２号、第

２８号及び第３０号）並びに第２０６条第３

号に掲げる書類。 

３～９ （略） ３～９ （略） 

  

（マザーズへ新規上場申請を行う新規上場申請

者が上場日以前に合併等を実施する予定であ

る場合の特例の取扱い） 

（マザーズへ新規上場申請を行う新規上場申請

者が上場日以前に合併等を実施する予定であ

る場合の特例の取扱い） 

第２６６条 （略） 第２６６条 （略） 

２ 規程第２１９条第２項に規定する施行規則で

定める書類とは、次の各号に掲げる書類とする。

２ 規程第２１９条第２項に規定する施行規則で

定める書類とは、次の各号に掲げる書類とする。

（１）・（２） （略） （１）・（２） （略） 

（３） 規程第２１９条第１項第１号又は第２

号に定める者について記載した第２０４条第

１項第２号、第３号、第５号、第８号、第１

０号、第１２号、第２３号、第２８号及び第

３０号（新規上場申請に係る株券等の発行者

が外国会社である場合にあっては、第２号、

第３号、第５号、第１２号、第２８号及び第

３０号）並びに第２０６条第３号に掲げる書

類。 

（３） 規程第２１９条第１項第１号又は第２

号に定める者について記載した第２０４条第

１項第２号、第３号、第５号、第８号、第１

０号、第１２号、第２２号、第２３号、第２

８号及び第３０号（新規上場申請に係る株券

等の発行者が外国会社である場合にあって

は、第２号、第３号、第５号、第１２号、第

２８号及び第３０号）並びに第２０６条第３

号に掲げる書類。 

３～５ （略） ３～５ （略） 

６ 規程第２１９条第１項の規定の適用を受けて

マザーズへ新規上場申請を行う新規上場申請者

についての第２２７条第１項の規定の適用につ

いては、同項中「第２１２条第１項」とあるの

は「第２６５条第５項の規定により読み替えて

適用する第２１２条第１項」とする。 

６ 規程第２１９条第１項の規定の適用を受けて

マザーズへ新規上場申請を行う新規上場申請者

についての第２２７条第１項の規定の適用につ

いては、同項中「第２１２条第１項」とあるの

は「第２６５条第３項の規定により読み替えて

適用する第２１２条第１項」とする。 

７～９ （略） ７～９ （略） 

  

（ＪＡＳＤＡＱへ新規上場申請を行う新規上場  
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申請者が上場日以前に合併等を実施する場合

の特例の取扱い） 

第２６７条 規程第２２０条第１項の規定に基づ

き新規上場申請を行う場合には、原則として、

「有価証券新規上場申請書」その他の書類の提

出、参考となるべき報告、資料の提出、上場審

査に対する協力、上場審査料等の納入その他所

要の手続きについては、合併、株式交換又は株

式移転が行われる前の期間においては新規上場

申請者が行うものとし、合併、株式交換又は株

式移転が行われた後は同項各号に定める者が行

うものとする。このほか、新規上場申請手続そ

の他の規定の適用に関し必要な事項は、当取引

所がその都度定める。 

（新設） 

２ 規程第２２０条第２項に規定する施行規則で

定める書類とは、次の各号に掲げる書類とする。

 

（１） 規程第２２０条第１項に規定する合併、

株式交換又は株式移転を決議した取締役会の

議事録の写し（会社法第３７０条の規定によ

り取締役会の決議があったものとみなされる

場合にあっては、当該場合に該当することを

証する書面を含む。） 

 

（２） 次のａからｃまでに掲げる場合の区分

に従い、当該ａからｃまでに掲げる書類 

 

ａ 合併を予定している場合  

第４１７条第８号ａからｅまでに掲げる

書類 

 

ｂ 株式交換を予定している場合  

第４１７条第６号ａからｅまでに掲げる

書類 

 

ｃ 株式移転を予定している場合  

第４１７条第７号ａからｃまでに掲げる

書類 

 

（３） 規程第２２０条第１項第１号又は第２

号に定める者について記載した第２０４条第

１項第２号、第３号、第５号、第８号、第１
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０号、第２３号、第３０号（新規上場申請に

係る株券等の発行者が外国会社である場合に

あっては、第２号、第３号、第５号及び第３

０号）、第２０６条第３号、第２２９条の３

第４号及び第５号に掲げる書類 

３ 規程第２２０条第１項の規定の適用を受けて

ＪＡＳＤＡＱへ新規上場申請を行う新規上場申

請者は、規程第２１６条の２第１０項に規定す

る書類のほか、前項第３号に掲げる書類のうち、

第２０４条第１項第３号、第３０号及び第２２

９条の３第４号に掲げる書類を上場前及び上場

後において当取引所が公衆の縦覧に供すること

に同意するものとする。 

 

４ 規程第２２０条第１項の規定の適用を受けて

ＪＡＳＤＡＱへ新規上場申請を行う新規上場申

請者についての第２２９条の３第２項第５号の

規定による第２１９条第２項第５号の適用につ

いては、同号中「新規上場申請者」とあるのは

「新規上場申請に係る株券等の発行者」とする。

 

５ 規程第２２０条第１項の規定の適用を受けて

ＪＡＳＤＡＱへ新規上場申請を行う新規上場申

請者についての第２２９条の１０第４項の規定

の適用については、同項中「新規上場申請者」

とあるのは「新規上場申請に係る株券等の発行

者」とする。 

 

６ 規程第２２０条第１項の規定の適用を受けて

ＪＡＳＤＡＱへ新規上場申請を行う新規上場申

請者についての第２２９条の１１第２項の規定

の適用については、同項中「第２１２条第１項」

とあるのは「第２６５条第５項の規定により読

み替えて適用する第２１２条第１項」とする。 

 

７ 規程第２２０条第１項の規定の適用を受けて

ＪＡＳＤＡＱへ新規上場申請を行う新規上場申

請者についての第２２９条の１１第３項の規定

の適用については、同項中「第２２７条第２項」

とあるのは「第２６６条第７項の規定により読
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み替えて適用する第２２７条第２項」とする。 

８ 規程第２２０条第１項の規定の適用を受けて

ＪＡＳＤＡＱへ新規上場申請を行う新規上場申

請者についての第２２９条の１１第１項の規定

の適用については、同項中「第２２７条第３項」

とあるのは「第２６６条第８項の規定により読

み替えて適用する第２２７条第３項」とする。 

 

９ 規程第２２０条第１項の規定の適用を受けて

ＪＡＳＤＡＱへ新規上場申請を行う新規上場申

請者についての第２２９条の１１第５項の規定

の適用については、同項中「第２１２条第３項」

とあるのは「第２６５条第７項の規定により読

み替えて適用する第２１２条第３項」とする。 

 

  

（新株券等の上場申請に係る有価証券上場申請

書） 

（新株券等の上場申請に係る有価証券上場申請

書） 

第３０１条 規程第３０１条第１項に規定する施

行規則で定める事項とは、次の各号に掲げる事

項をいう。 

第３０１条 規程第３０１条第１項に規定する施

行規則で定める事項とは、次の各号に掲げる事

項をいう。 

（１）～（４） （略） （１）～（４） （略） 

（５） 規程第６０１条第１項第１８号（規程

第６０２条第１項第１号若しくは第２項第３

号、規程第６０３条第１項第６号、規程第６

０４条第１項第２号若しくは第２項第１号、

規程第６０４条の２第１項第３号、規程第６

０４条の３第２号、規程第６０４条の４第１

項第２号又は規程第６０４条の５第２号の規

定による場合を含む。）に該当して上場廃止

となる銘柄と引換えに交付される株券等の上

場を申請する場合には、当該株券等の内容に

関する事項 

（５） 規程第６０１条第１項第１８号（規程

第６０２条第１項第１号若しくは第２項第３

号、規程第６０３条第１項第６号又は規程第

６０４条第１項第２号若しくは第２項第１号

の規定による場合を含む。）に該当して上場

廃止となる銘柄と引換えに交付される株券等

の上場を申請する場合には、当該株券等の内

容に関する事項 

（６） （略） （６） （略） 

  

（全部取得条項付種類株式と引換えに交付され

る株券等の上場基準） 

（全部取得条項付種類株式と引換えに交付され

る株券等の上場基準） 

第３０５条 規程第３０３条に規定する施行規則第３０５条 規程第３０３条に規定する施行規則
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で定める基準とは、次の各号に定める基準をい

う。 

で定める基準とは、次の各号に定める基準をい

う。 

（１） 規程第６０１条第１項第１８号（規程

第６０３条第１項第６号、規程第６０４条の

２第１項第３号又は規程第６０４条の４第１

項第２号による場合を含む。）に該当して上

場廃止となる銘柄に係る株式と引換えに交付

される株式に係る内国株券等については、次

のａ及びｂに適合すること。 

（１） 規程第６０１条第１項第１８号（規程

第６０３条第１項第６号による場合を含む。）

に該当して上場廃止となる銘柄に係る株式と

引換えに交付される株式に係る内国株券等に

ついては、次のａ及びｂに適合すること。 

ａ・ｂ （略） ａ・ｂ （略） 

（２） 規程第６０２条第１項第１号若しくは

第２項第３号、規程第６０４条第１項第２号

若しくは第２項第１号、規程第６０４条の３

第２号又は規程第６０４条の５第２号の規定

により適用される規程第６０１条第１項第１

８号に該当して上場廃止となる銘柄に係る株

式と引換えに交付される株式に係る外国株券

等については、次のａ及びｂに適合すること。

（２） 規程第６０２条第１項第１号若しくは

第２項第３号又は規程第６０４条第１項第２

号若しくは第２項第１号の規定により適用さ

れる規程第６０１条第１項第１８号に該当し

て上場廃止となる銘柄に係る株式と引換えに

交付される株式に係る外国株券等について

は、次のａ及びｂに適合すること。 

ａ・ｂ （略） ａ・ｂ （略） 

  

第４節 市場変更 第４節 市場変更 

  

第１款 本則市場への上場市場の変

更 

（新設） 

  

（上場市場の変更申請の取扱い） （上場市場の変更申請の取扱い） 

第３１３条 （略） 第３１３条 （略） 

  

（標準市場変更審査期間） （標準市場変更審査期間） 

第３１３条の３ （略） 第３１３条の３ （略） 

  

第２款 マザーズへの上場市場の変

更 

（新設） 

  

（上場市場の変更申請の取扱い）  

第３１３条の４ 規程第３１３条の２第３項に規（新設） 
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定する「上場市場の変更申請に係る宣誓書」は、

内国会社にあっては別記第１―１４号様式に、

外国会社にあっては別記第１―１５号様式にそ

れぞれよるものとする。 

２ 規程第３１３条の２第４項に規定する施行規

則で定める書類とは、次の各号に掲げる上場会

社の区分に従い、当該各号に定める書類をいう。

 

（１） 内国会社  

次のａからｃまでに掲げる書類  

ａ 上場市場変更申請者の属する企業集団及

びその経理の状況その他事業の内容に関す

る重要な事項等を記載した「上場市場の変

更申請のための有価証券報告書」 ２部 

 

ｂ 第２０４条第１項第１号、第６号、第１

０号、第１２号、第２１号及び第２７号に

掲げる書類に準ずる書類 

 

ｃ 第２１９条第１項第３号から第７号まで

に掲げる書類に準ずる書類 

 

（２） 外国会社  

次のａからｃまでに掲げる書類  

ａ 上場市場変更申請者の属する企業集団及

びその経理の状況その他事業の内容に関す

る重要な事項等を記載した「上場市場の変

更申請のための有価証券報告書」 ２部 

 

ｂ 第２０４条第１項第６号、第７号、第１

２号及び第２１号並びに同条第２項第４号

から第６号まで及び第８号に掲げる書類に

準ずる書類 

 

ｃ 第２０６条第９号の２に定める書類（上

場会社が連結財務諸表を作成すべき会社で

あって、かつ、四半期報告書を内閣総理大

臣等に提出した場合に限る。） 

 

３ 前項第１号ａ及び第２号ａに掲げる「上場市

場の変更申請のための有価証券報告書」につい

ては、次の各号に定めるところによる。 

 

（１） 「上場市場の変更申請のための有価証  
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券報告書」は、Ⅰの部及び当取引所が上場市

場の変更審査のため適当と認める書類から成

るものとする。 

（２） 「上場市場の変更申請のための有価証

券報告書（Ⅰの部）」は、直前事業年度の有

価証券報告書と同一の記載内容とする。 

 

（３） 第２０４条第１項第４号ｂの２及び第

２０７条第１項第３号の規定は、前号の「上

場市場の変更申請のための有価証券報告書

（Ⅰの部）」について準用する。この場合に

おいて、第２０４条第１項第４号ｂの２中

「「最近」の計算は、新規上場申請日の直前

事業年度の末日を起算日としてさかのぼる。

以下この章において同じ。」とあるのは「「最

近」の計算は、上場市場の変更申請日の直前

事業年度の末日（上場市場の変更申請日がそ

の直前事業年度の末日から起算して１か月以

内である場合には、当該直前事業年度の前事

業年度の末日をいう。）を起算日としてさか

のぼる。」と読み替える。 

 

４ 規程第３１３条の２第５項に規定する施行規

則で定める財務計算に関する書類とは、第２項

第１号ｂ又は第２号ｂの規定により添付する書

類のうち第２２４条に規定する書類に準じる書

類をいい、同条に定める書面を添付するものと

する。 

 

  

（標準市場変更審査期間）  

第３１３条の５ 規程第３１３条の４第３項に規

定する施行規則で定める期間は、当取引所が上

場市場の変更申請を受理してから２か月とす

る。 

（新設） 

  

第３款 ＪＡＳＤＡＱへの上場市場

の変更 

（新設） 
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（上場市場の変更申請の取扱い）  

第３１３条の６ 規程第３１３条の５第３項に規

定する「上場市場の変更申請に係る宣誓書」は、

内国会社にあっては別記第１―１４号様式に、

外国会社にあっては別記第１―１５号様式にそ

れぞれよるものとする。 

（新設） 

２ 規程第３１３条の５第４項に規定する施行規

則で定める書類とは、次の各号に掲げる上場会

社の区分に従い、当該各号に定める書類をいう。

 

（１） 内国会社  

次のａからｄまでに掲げる書類  

ａ 上場市場変更申請者の属する企業集団及

びその経理の状況その他事業の内容に関す

る重要な事項等を記載した「上場市場の変

更申請のための有価証券報告書」 ２部 

 

ｂ 第２０４条第１項第１号、第６号、第７

号、第１０号及び第２７号に掲げる書類に

準ずる書類 

 

ｃ 第２２９条の３第１項第３号から第６号

までに掲げる書類に準ずる書類 

 

ｄ 第２０６条第９号の２に定める書類（上

場会社が連結財務諸表を作成すべき会社で

あって、かつ、四半期報告書を内閣総理大

臣等に提出した場合に限る。） 

 

（２） 外国会社  

次のａからｄまでに掲げる書類  

ａ 上場市場変更申請者の属する企業集団及

びその経理の状況その他事業の内容に関す

る重要な事項等を記載した「上場市場の変

更申請のための有価証券報告書」 ２部 

 

ｂ 第２０４条第１項第１号第６号及び第７

号並びに同条第２項第４号から第６号まで

及び第８号に掲げる書類に準ずる書類。た

だし、同条第１項第１号については、取締

役会において新規上場申請を決議したこと

を証する書面。 
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ｃ 第２２９条の３第２項第５号に掲げる書

類 

 

ｄ 第２０６条第９号の２に定める書類（上

場会社が連結財務諸表を作成すべき会社で

あって、かつ、四半期報告書を内閣総理大

臣等に提出した場合に限る。） 

 

３ 前項第１号ａ及び第２号ａに掲げる「上場市

場の変更申請のための有価証券報告書」につい

ては、次の各号に定めるところによる。 

 

（１） 「上場市場の変更申請のための有価証

券報告書」は、Ⅰの部及び当取引所が上場市

場の変更審査のため適当と認める書類から成

るものとする。 

 

（２） 「上場市場の変更申請のための有価証

券報告書（Ⅰの部）」は、直前事業年度の有

価証券報告書と同一の記載内容とする。 

 

（３） 第２２９条の３第１項第２号及び同条

第２項第４号の規定は、前号の「上場市場の

変更申請のための有価証券報告書（Ⅰの部）」

について準用する。この場合において、同条

第１１項第２号の規定による第２０４条第１

項第４号ｂの２中「「最近」の計算は、新規

上場申請日の直前事業年度の末日を起算日と

してさかのぼる。以下この章において同じ。」

とあるのは「「最近」の計算は、上場市場の

変更申請日の直前事業年度の末日（上場市場

の変更申請日がその直前事業年度の末日から

起算して１か月以内である場合には、当該直

前事業年度の前事業年度の末日をいう。）を

起算日としてさかのぼる。」と読み替える。 

 

４ 規程第３１３条の５第５項に規定する施行規

則で定める財務計算に関する書類とは、第２項

第１号ｂ又は第２号ｂの規定により添付する書

類のうち第２２９条の８各号に掲げる書類に準

じる書類をいい、当該各号に定める書面を添付

するものとする。 
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（市場変更の形式要件の取扱い）  

第３１３条の７ 第２１２条第５項（同項第３号

に規定する要件を除く。）の規定は、規程第３

１３条の７第１項の規定において準用する規程

第２１６条の３第３号及び規程第２１６条の６

第１号に規定する純資産の額について準用す

る。この場合において、同項中「新規上場申請

日の属する事業年度の初日以後に新規上場申請

者が「新規上場申請のための四半期報告書」又

は四半期報告書を作成した場合」とあるのは、

「市場変更申請日の属する事業年度の初日（市

場変更申請日がその直前事業年度の末日から起

算して１か月以内である場合には、当該直前事

業年度の初日）以後に上場市場変更申請者が四

半期報告書を作成した場合」と、「「新規上場

申請のための四半期報告書」又は四半期報告書」

とあるのは「四半期報告書」と、「「新規上場

申請のための有価証券報告書」」とあるのは「直

近の有価証券報告書」と、それぞれ読み替える

ものとする。 

（新設） 

２ 第２１２条第６項の規定は、規程第３１３条

の７第１項の規定において準用する規程第２１

６条の３第４号に規定する利益の額又は時価総

額について準用する。この場合において、同項

中「新規上場申請日の属する事業年度の初日」

とあるのは「市場変更申請日の属する事業年度

の初日（市場変更申請日がその直前事業年度の

末日から起算して１か月以内である場合には、

当該直前事業年度の初日）」と、「新規上場申

請日の直前事業年度の末日」とあるのは「市場

変更申請日の直前事業年度の末日（市場変更申

請日がその直前事業年度の末日から起算して１

か月以内である場合には、当該直前事業年度の

前事業年度の末日」と、それぞれ読み替えるも

のとする。 
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（標準市場変更審査期間）  

第３１３条の８ 規程第３１３条の７第３項に規

定する施行規則で定める期間は、当取引所が上

場市場の変更申請を受理してから２か月とす

る。 

（新設） 

  

第４款 吸収合併等の場合の上場市

場の変更 

（新設） 

  

（吸収合併等の場合の上場市場の変更の取扱

い） 

（吸収合併等の場合の上場市場の変更の取扱

い） 

第３１４条 規程第３１４条第１項に規定する施

行規則で定める行為とは、第６０１条第８項第

１号に定める行為をいう。この場合において、

同号中「非上場会社」とあるのは「マザーズ以

外の市場に上場している上場会社」と読み替え

る。 

第３１４条 規程第３１４条第１項に規定する施

行規則で定める行為とは、第６０１条第８項第

１号に定める行為をいう。この場合において、

同号中「非上場会社」とあるのは「本則市場の

上場会社」と読み替える。 

２ 規程第３１４条第２項に規定する施行規則で

定める行為とは、第６０１条第８項第１号に定

める行為をいう。この場合において、同号中「非

上場会社」とあるのは「本則市場以外の市場に

上場している上場会社」と読み替える。 

２ 規程第３１４条第２項に規定する施行規則で

定める行為とは、第６０１条第８項第１号に定

める行為をいう。この場合において、同号中「非

上場会社」とあるのは「マザーズの上場会社」

と読み替える。 

３ 規程第３１４条第１項から第３項までに規定

する「実質的な存続会社でない」かどうかの審

査は、規程第６０１条第１項第９号に規定する

「実質的な存続会社でない」かどうかの審査に

準じて行うものとする。 

３ 規程第３１４条第１項及び第２項に規定する

「実質的な存続会社でない」かどうかの審査は、

規程第６０１条第１項第９号に規定する「実質

的な存続会社でない」かどうかの審査に準じて

行うものとする。 

４ 規程第３１４条第１項から第４項までに規定

する３年以内とは、上場会社がこれらの規定に

掲げる場合に該当した日以後最初に終了する事

業年度の末日の翌日から起算して３年を経過す

る日（当該３年を経過する日が当該上場会社の

事業年度の末日に当たらない場合は、当該３年

を経過する日の直前に終了する事業年度の末

日）までの期間（以下この条において「猶予期

４ 規程第３１４条第２項又は第３項に規定する

３年以内とは、上場会社がこれらの規定に掲げ

る場合に該当した日以後最初に終了する事業年

度の末日の翌日から起算して３年を経過する日

（当該３年を経過する日が当該上場会社の事業

年度の末日に当たらない場合は、当該３年を経

過する日の直前に終了する事業年度の末日）ま

での期間（以下この条において「猶予期間」と
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間」という。）をいうものとする。 いう。）をいうものとする。 

５ 規程第３１４条第１項から第４項までに規定

する施行規則で定める基準とは、同条第１項に

ついては規程第２１２条、規程第２１３条及び

規程第２１４条第１項に準じた基準、規程第３

１４条第２項及び第４項については規程第２０

５条、規程第２０６条及び規程第２０７条第１

項に準じた基準、規程第３１４条第３項につい

ては規程第２１６条の３、規程第２１６条の４

及び規程第２１６条の５第１項、規程第２１６

条の６、規程第２１６条の７及び規程第２１６

条の８第１項に準じた基準をいうものとする。 

５ 規程第３１４条第２項及び第３項に規定する

施行規則で定める基準とは、規程第２０５条、

規程第２０６条及び規程第２０７条第１項に準

じた基準をいうものとする。 

６ （略） ６ （略） 

  

第５款 内訳区分の変更 （新設） 

  

（内訳区分の変更申請の取扱い）  

第３１５条の２ 規程第３１５条の２第３項に規

定する「内訳区分の変更申請に係る宣誓書」は、

内国会社にあっては別記第１―１６号様式に、

外国会社にあっては別記第１―１７号様式にそ

れぞれよるものとする。 

（新設） 

２ 規程第３１５条の２第４項に規定する施行規

則で定める書類とは、次の各号に掲げる上場会

社の区分に従い、当該各号に定める書類をいう。

 

（１） 内国会社  

次のａからｄまでに掲げる書類  

ａ 内訳区分変更申請者の属する企業集団及

びその経理の状況その他事業の内容に関す

る重要な事項等を記載した「内訳区分の変

更申請のための有価証券報告書」 ２部 

 

ｂ 第２０４条第１項第１号、第６号、第７

号、第１０号及び第２７号に掲げる書類に

準ずる書類 

 

ｃ 第２２９条の３第１項第３号から第６号

までに掲げる書類に準ずる書類 
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ｄ 第２０６条第９号の２に定める書類（上

場会社が連結財務諸表を作成すべき会社で

あって、かつ、四半期報告書を内閣総理大

臣等に提出した場合に限る。） 

 

（２） 外国会社  

次のａからｄまでに掲げる書類  

ａ 内訳区分変更申請者の属する企業集団及

びその経理の状況その他事業の内容に関す

る重要な事項等を記載した「内訳区分の変

更申請のための有価証券報告書」 ２部 

 

ｂ 第２０４条第１項第１号第６号及び第７

号並びに同条第２項第４号から第６号まで

及び第８号に掲げる書類に準ずる書類。た

だし、第２０４条第１項第１号については、

取締役会において新規上場申請を決議した

ことを証する書面。 

 

ｃ 第２２９条の３第２項第５号に掲げる書

類 

 

ｄ 第２０６条第９号の２に定める書類（上

場会社が連結財務諸表を作成すべき会社で

あって、かつ、四半期報告書を内閣総理大

臣等に提出した場合に限る。） 

 

３ 前項第１号ａ及び第２号ａに掲げる「内訳区

分の変更申請のための有価証券報告書」につい

ては、次の各号に定めるところによる。 

 

（１） 「内訳区分の変更申請のための有価証

券報告書」は、Ⅰの部及び当取引所が内訳区

分の変更審査のため適当と認める書類から成

るものとする。 

 

（２） 「内訳区分の変更申請のための有価証

券報告書（Ⅰの部）」は、直前事業年度の有

価証券報告書と同一の記載内容とする。 

 

（３） 第２２９条の３第１項第２号及び同条

第２項第４号の規定は、前号の「内訳区分の

変更申請のための有価証券報告書（Ⅰの部）」

について準用する。この場合において、同条
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第１項第２号の規定による第２０４条第１項

第４号ｂの２中「「最近」の計算は、新規上

場申請日の直前事業年度の末日を起算日とし

てさかのぼる。以下この章において同じ。」

とあるのは「「最近」の計算は、内訳区分の

変更申請日の直前事業年度の末日（内訳区分

の変更申請日がその直前事業年度の末日から

起算して１か月以内である場合には、当該直

前事業年度の前事業年度の末日をいう。）を

起算日としてさかのぼる。」と読み替える。 

  

（内訳区分の変更の形式要件の取扱い）  

第３１５条の３ 第２１２条第５項（同項第３号

に規定する要件を除く。）の規定は、規程第３

１５条の４及び規程第３１５条の５の規定にお

いて準用する規程第２１６条の３第３号及び規

程第２１６条の６第１号に規定する純資産の額

について準用する。この場合において、同項中

「新規上場申請日の属する事業年度の初日以後

に新規上場申請者が「新規上場申請のための四

半期報告書」又は四半期報告書を作成した場合」

とあるのは、「内訳区分変更申請日の属する事

業年度の初日（内訳区分変更申請日がその直前

事業年度の末日から起算して１か月以内である

場合には、当該直前事業年度の初日）以後に内

訳区分変更申請者が四半期報告書を作成した場

合」と、「「新規上場申請のための四半期報告

書」又は四半期報告書」とあるのは「四半期報

告書」と、「「新規上場申請のための有価証券

報告書」」とあるのは「直近の有価証券報告書」

と、それぞれ読み替えるものとする。 

（新設） 

２ 第２１２条第６項の規定は、規程第３１５条

の４の規定において準用する規程第２１６条の

３第４号に規定する利益の額又は時価総額につ

いて準用する。この場合において、同項中「新

規上場申請日の属する事業年度の初日」とある
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のは「内訳区分変更申請日の属する事業年度の

初日（内訳区分変更申請日がその直前事業年度

の末日から起算して１か月以内である場合に

は、当該直前事業年度の初日）」と、「新規上

場申請日の直前事業年度の末日」とあるのは「内

訳区分変更申請日の直前事業年度の末日（内訳

区分変更申請日がその直前事業年度の末日から

起算して１か月以内である場合には、当該直前

事業年度の前事業年度の末日」と、それぞれ読

み替えるものとする。 

  

（標準内訳区分変更審査期間）  

第３１５条の４ 規程第３１５条の４第３項に規

定する施行規則で定める期間は、当取引所が内

訳区分の変更申請を受理してから２か月とす

る。 

（新設） 

  

（吸収合併等の場合の内訳区分の変更の取扱

い） 

 

第３１５条の５ 規程第３１５条の６第１項に規

定する施行規則で定める行為とは、第６０１条

第８項第１号に定める行為をいう。この場合に

おいて、同号中「非上場会社」とあるのは「グ

ロース上場会社」と読み替える。 

（新設） 

２ 規程第３１５条の６第２項に規定する施行規

則で定める行為とは、第６０１条第８項第１号

に定める行為をいう。この場合において、同号

中「非上場会社」とあるのは「スタンダード上

場会社」と読み替える。 

 

３ 規程第３１５条の６第１項及び第２項に規定

する「実質的な存続会社でない」かどうかの審

査は、規程第６０１条第１項第９号に規定する

「実質的な存続会社でない」かどうかの審査に

準じて行うものとする。 

 

４ 規程第３１５条の６第１項及び第２項に規定

する３年以内とは、上場会社がこれらの規定に
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掲げる場合に該当した日以後最初に終了する事

業年度の末日の翌日から起算して３年を経過す

る日（当該３年を経過する日が当該上場会社の

事業年度の末日に当たらない場合は、当該３年

を経過する日の直前に終了する事業年度の末

日）までの期間（以下この条において「猶予期

間」という。）をいうものとする。 

５ 規程第３１５条の６第１項に規定する施行規

則で定める基準とは、規程第２１６条の３、規

程第２１６条の４及び規程第２１６条の５第１

項に準じた基準をいうものとする。 

 

６ 規程第３１５条の６第２項に規定する施行規

則で定める基準とは、規程第２１６条の６、規

程第２１６条の７及び規程第２１６条の８第１

項に準じた基準をいうものとする。 

 

７ 上場会社が規程第３１５条の７第１項の申請

を行うことができる期限は、猶予期間が終了し

た後最初の有価証券報告書の提出日から起算し

て８日目（休業日を除外する。）の日とする。 

 

  

（市場第一部銘柄への指定の申請を行う上場会

社が一部指定日以前に合併等を実施する予定

である場合の特例の取扱い） 

（市場第一部銘柄への指定の申請を行う上場会

社が一部指定日以前に合併等を実施する予定

である場合の特例の取扱い） 

第３１８条 （略） 第３１８条 （略） 

２ 規程第３１８条第２項に規定する施行規則で

定める書類とは、次の各号に掲げる書類とする。

２ 規程第３１８条第２項に規定する施行規則で

定める書類とは、次の各号に掲げる書類とする。

（１） （略） （１） （略） 

（２） 規程第３１８条第１項第１号又は第２

号に定める者について記載した第２０４条第

１項第２号、第３号、第５号、第８号、第１

０号、第１２号、第２３号、第２８号及び第

３０号（市場第一部銘柄への指定を申請する

者が外国会社である場合にあっては、第２号、

第３号、第５号、第１２号、第２８号及び第

３０号）並びに第２０６条第３号に掲げる書

類。 

（２） 規程第３１８条第１項第１号又は第２

号に定める者について記載した第２０４条第

１項第２号、第３号、第５号、第８号、第１

０号、第１２号、第２２号、第２３号、第２

８号及び第３０号（市場第一部銘柄への指定

を申請する者が外国会社である場合にあって

は、第２号、第３号、第５号、第１２号、第

２８号及び第３０号）並びに第２０６条第３

号に掲げる書類。 
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３～６ （略） ３～６ （略） 

  

（本則市場への上場市場の変更申請を行う上場

会社が市場変更日以前に合併等を実施する予

定である場合の特例の取扱い） 

（上場市場の変更申請を行う上場会社が市場変

更日以前に合併等を実施する予定である場合

の特例の取扱い） 

第３１９条 規程第３１９条第１項の規定に基づ

き本則市場への上場市場の変更申請を行う場合

には、原則として、「上場市場の変更申請書」

その他の書類の提出、参考となるべき報告、資

料の提出、上場市場の変更審査に対する協力、

上場市場の変更審査料等の納入等については、

合併、株式交換又は株式移転が行われる前の期

間においては本則市場への上場市場の変更申請

を行う者が行うものとし、合併、株式交換又は

株式移転が行われた後は同項各号に定める者が

行うものとする。 

第３１９条 規程第３１９条第１項の規定に基づ

き上場市場の変更申請を行う場合には、原則と

して、「上場市場の変更申請書」その他の書類

の提出、参考となるべき報告、資料の提出、上

場市場の変更審査に対する協力、上場市場の変

更審査料等の納入等については、合併、株式交

換又は株式移転が行われる前の期間においては

上場市場の変更申請を行う者が行うものとし、

合併、株式交換又は株式移転が行われた後は同

項各号に定める者が行うものとする。 

２ 規程第３１９条第３項に規定する施行規則で

定める書類とは、次の各号に掲げる書類とする。

２ 規程第３１９条第３項に規定する施行規則で

定める書類とは、次の各号に掲げる書類とする。

（１） （略） （１） （略） 

（２） 規程第３１９条第１項第１号及び第２

号に定める者について記載した第２０４条第

１項第２号、第３号、第５号、第８号、第１

０号、第１２号、第２３号、第２８号及び第

３０号（本則市場への上場市場の変更申請を

行う者が外国会社である場合にあっては、第

２号、第３号、第５号、第１２号、第２８号

及び第３０号）並びに第２０６条第３号に掲

げる書類。 

（２） 規程第３１９条第１項第１号及び第２

号に定める者について記載した第２０４条第

１項第２号、第３号、第５号、第８号、第１

０号、第１２号、第２２号、第２３号、第２

８号及び第３０号（上場市場の変更申請を行

う者が外国会社である場合にあっては、第２

号、第３号、第５号、第１２号、第２８号及

び第３０号）並びに第２０６条第３号に掲げ

る書類。 

３ 規程第３１９条第１項の規定の適用を受けて

本則市場への上場市場の変更申請を行う上場会

社は、前項第２号に定める書類のうち、第２０

４条第１項第３号、第２８号及び第３０号に掲

げる書類を本則市場への上場市場の変更前及び

変更後において当取引所が公衆の縦覧に供する

ことに同意するものとする。 

３ 規程第３１９条第１項の規定の適用を受けて

上場市場の変更申請を行う上場会社は、前項第

２号に定める書類のうち、第２０４条第１項第

３号、第２８号及び第３０号に掲げる書類を上

場市場の変更前及び変更後において当取引所が

公衆の縦覧に供することに同意するものとす

る。 

４ 前３項のほか、第１項に規定する場合におけ４ 前各項のほか、第１項に規定する場合におけ
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る本則市場への上場市場の変更申請の手続、本

則市場への上場市場の変更審査その他の規定の

適用に関し必要な事項は、当取引所がその都度

定める。 

る上場市場の変更申請の手続、上場市場の変更

審査その他の規定の適用に関し必要な事項は、

当取引所がその都度定める。 

  

（マザーズへの上場市場の変更申請を行う上場

会社が市場変更日以前に合併等を実施する予

定である場合の特例の取扱い） 

 

第３２０条 規程第３１９条の２第１項の規定に

基づきマザーズへの上場市場の変更申請を行う

場合には、原則として、「上場市場の変更申請

書」その他の書類の提出、参考となるべき報告、

資料の提出、上場市場の変更審査に対する協力、

上場市場の変更審査料等の納入等については、

合併、株式交換又は株式移転が行われる前の期

間においては上場市場の変更申請を行う者が行

うものとし、合併、株式交換又は株式移転が行

われた後は同項各号に定める者が行うものとす

る。 

（新設） 

２ 規程第３１９条の２第３項に規定する施行規

則で定める書類とは、次の各号に掲げる書類と

する。 

 

（１） 規程第３１９条の２第１項に規定する

合併、株式交換又は株式移転を決議した取締

役会の議事録の写し（会社法第３７０条の規

定により取締役会の決議があったものとみな

される場合にあっては、当該場合に該当する

ことを証する書面を含む。） 

 

（２） 規程第３１９条の２第１項第１号及び

第２号に定める者について記載した第２０４

条第１項第２号、第３号、第５号、第８号、

第１０号、第１２号、第２３号、第２８号及

び第３０号（マザーズへの上場市場の変更申

請を行う者が外国会社である場合にあって

は、第２号、第３号、第５号、第１２号、第

２８号及び第３０号）並びに第２０６条第３
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号に掲げる書類 

３ 規程第３１９条の２第１項の規定の適用を受

けてマザーズへの上場市場の変更申請を行う上

場会社は、前項第２号に定める書類のうち、第

２０４条第１項第３号、第２８号及び第３０号

に掲げる書類をマザーズへの上場市場の変更前

及び変更後において当取引所が公衆の縦覧に供

することに同意するものとする。 

 

４ 前３項のほか、第１項に規定する場合におけ

るマザーズへの上場市場の変更申請の手続、マ

ザーズへの上場市場の変更審査その他の規定の

適用に関し必要な事項は、当取引所がその都度

定める。 

 

  

（ＪＡＳＤＡＱへの上場市場の変更申請を行う

上場会社が市場変更日以前に合併等を実施す

る予定である場合の特例の取扱い） 

 

第３２１条 規程第３１９条の３第１項の規定に

基づきＪＡＳＤＡＱへの上場市場の変更申請を

行う場合には、原則として、「上場市場の変更

申請書」その他の書類の提出、参考となるべき

報告、資料の提出、上場市場の変更審査に対す

る協力、上場市場の変更審査料等の納入等につ

いては、合併、株式交換又は株式移転が行われ

る前の期間においては上場市場の変更申請を行

う者が行うものとし、合併、株式交換又は株式

移転が行われた後は同項各号に定める者が行う

ものとする。 

（新設） 

２ 規程第３１９条の３第３項に規定する施行規

則で定める書類とは、次の各号に掲げる書類と

する。 

 

（１） 規程第３１９条の３第１項に規定する

合併、株式交換又は株式移転を決議した取締

役会の議事録の写し（会社法第３７０条の規

定により取締役会の決議があったものとみな

される場合にあっては、当該場合に該当する
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ことを証する書面を含む。） 

（２） 規程第３１９条の３第１項第１号及び

第２号に定める者について記載した第２０４

条第１項第２号、第３号、第５号、第８号、

第１０号、第２３号、第３０号（ＪＡＳＤＡ

Ｑへの上場市場の変更申請を行う者が外国会

社である場合にあっては、第２号、第３号、

第５号及び第３０号）、第２０６条第３号、

第２２９条の３第４号及び第５号に掲げる書

類 

 

３ 規程第３１９条の３第１項の規定の適用を受

けてＪＡＳＤＡＱへの上場市場の変更申請を行

う上場会社は、前項第２号に定める書類のうち、

第２０４条第１項第３号、第３０号及び第２２

９条の３第４号に掲げる書類をＪＡＳＤＡＱへ

の上場市場の変更前及び変更後において当取引

所が公衆の縦覧に供することに同意するものと

する。 

 

４ 前３項のほか、第１項に規定する場合におけ

るＪＡＳＤＡＱへの上場市場の変更申請の手

続、ＪＡＳＤＡＱへの上場市場の変更審査その

他の規定の適用に関し必要な事項は、当取引所

がその都度定める。 

 

  

（内訳区分の変更申請を行う上場会社が内訳区

分変更日以前に合併等を実施する予定である

場合の特例の取扱い） 

 

第３２２条 規程第３２０条第１項の規定に基づ

きＪＡＳＤＡＱにおける内訳区分の変更申請を

行う場合には、原則として、「内訳区分の変更

申請書」その他の書類の提出、参考となるべき

報告、資料の提出、内訳区分の変更審査に対す

る協力、内訳区分の変更審査料等の納入等につ

いては、合併、株式交換又は株式移転が行われ

る前の期間においては内訳区分の変更申請を行

う者が行うものとし、合併、株式交換又は株式

（新設） 
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移転が行われた後は同項各号に定める者が行う

ものとする。 

２ 規程第３２０条第３項に規定する施行規則で

定める書類とは、次の各号に掲げる書類とする。

 

（１） 規程第３２０条第１項に規定する合併、

株式交換又は株式移転を決議した取締役会の

議事録の写し（会社法第３７０条の規定によ

り取締役会の決議があったものとみなされる

場合にあっては、当該場合に該当することを

証する書面を含む。） 

 

（２） 規程第３２０条第１項第１号及び第２

号に定める者について記載した第２０４条第

１項第２号、第３号、第５号、第８号、第１

０号、第２３号、第３０号（ＪＡＳＤＡＱに

おける内訳区分の変更申請を行う者が外国会

社である場合にあっては、第２号、第３号、

第５号及び第３０号）、第２０６条第３号、

第２２９条の３第４号及び第５号に掲げる書

類 

 

３ 規程第３２０条第１項の規定の適用を受けて

ＪＡＳＤＡＱにおける内訳区分の変更申請を行

う上場会社は、前項第２号に定める書類のうち、

第２０４条第１項第３号、第３０号及び第２２

９条の３第４号に掲げる書類をＪＡＳＤＡＱに

おける内訳区分の変更前及び変更後において当

取引所が公衆の縦覧に供することに同意するも

のとする。 

 

４ 前３項のほか、第１項に規定する場合におけ

るＪＡＳＤＡＱにおける内訳区分の変更申請の

手続、ＪＡＳＤＡＱにおける内訳区分の変更審

査その他の規定の適用に関し必要な事項は、当

取引所がその都度定める。 

 

  

（分布状況表の提出） （分布状況表の提出） 

第４２３条 （略） 第４２３条 （略） 

２ 上場外国会社（本則市場及びマザーズの上場２ 上場外国会社（重複上場の場合を除く。）は、
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会社である場合には重複上場の場合を除き、Ｊ

ＡＳＤＡＱの上場会社である場合にはその発行

する上場外国株券等が当取引所以外を主たる市

場とする上場外国会社を除く。）は、各事業年

度の末日現在における当取引所の定める様式に

よる「株券等の分布状況表」を、事業年度経過

後６か月以内で分布状況の判明後遅滞なく、当

取引所に提出するものとする。 

この場合において、外国に住所又は居所を有

する株主について、次の各号に定めるところに

より記載するものとする。 

各事業年度の末日現在における当取引所の定め

る様式による「株券等の分布状況表」を、事業

年度経過後６か月以内で分布状況の判明後遅滞

なく、当取引所に提出するものとする。 

この場合において、外国に住所又は居所を有

する株主について、次の各号に定めるところに

より記載するものとする。 

（１）～（３） （略） （１）～（３） （略） 

  

（グロース上場会社による中期経営計画の提出

期限） 

 

第４２７条の２ 規程第４２１条の３第２項に規

定する施行規則で定める日とは、規程第４０４

条の規定に基づき事業年度又は連結会計年度に

係る決算の内容を開示した日から起算して２週

間が経過する日をいう。 

（新設） 

  

（投資者向け説明等の取扱い）  

第４２７条の３ 規程第４２１条の４に規定する

投資者とは、個人投資家、機関投資家（法第２

条第３項第１号に規定する適格機関投資家又は

これに相当する者をいう。）、証券アナリスト

（証券分析業務に従事する者をいう。）又は株

主をいう。 

（新設） 

２ 規程第４２１条の４に規定する投資者向け説

明会の開催とは、投資者の全部又はいずれか（い

ずれかの場合にあっては、複数の場合を含む。）

を対象として、上場株券等の投資に関する説明

会を開催することをいう。 

 

３ 規程第４２１条の４に規定する投資者向け説

明会の開催に相当する活動とは、中期経営計画

又は中期経営計画の内容の説明資料に係るファ
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イルを、不特定多数の者が閲覧することができ

るよう、当該グロース上場会社が開設するホー

ムページに継続的に掲載することをいう。この

場合において、規程第４２１条の３第３項に係

る変更があった場合には、当該変更内容につい

ても掲載するものとする。 

  

（特設注意市場銘柄の指定及び指定解除の取扱

い） 

（特設注意市場銘柄の指定及び指定解除の取扱

い） 

第５０１条 規程第５０１条第２項に規定する施

行規則で定める書面とは、第２０４条第１項第

４号に規定する新規上場申請のための「有価証

券報告書（Ⅱの部）」（ＪＡＳＤＡＱの上場会

社である場合には第２２９条の３第２号に規定

する「ＪＡＳＤＡＱ上場申請レポート」）に準

じた書面をいう。 

第５０１条 規程第５０１条第２項に規定する施

行規則で定める書面とは、第２０４条第１項第

４号に規定する新規上場申請のための「有価証

券報告書（Ⅱの部）」に準じた書面をいう。 

  

（上場内国会社の上場廃止基準の取扱い） （上場内国会社の上場廃止基準の取扱い） 

第６０１条 （略） 第６０１条 （略） 

２～６ （略） ２～６ （略） 
７ 規程第６０１条第１項第８号に規定する事業活

動の停止の取扱いは次の各号に定めるところによ

る。 

７ 規程第６０１条第１項第８号に規定する事業活

動の停止の取扱いは次の各号に定めるところによ

る。 
（１） （略） （１） （略） 

（２） 規程第６０１条第１項第８号に規定す

るこれに準ずる状態になった場合とは、次の

ａからｃまでに掲げる場合その他上場会社が

事業活動を停止した場合に準ずる状態になっ

た場合と当取引所が認めた場合をいうものと

し、当該ａからｃまでに掲げる場合には当該

ａからｃまでに掲げる日に同号に該当するも

のとして取り扱う。 

（２） 規程第６０１条第１項第８号に規定す

るこれに準ずる状態になった場合とは、次の

ａからｃまでに掲げる場合その他上場会社が

事業活動を停止した場合に準ずる状態になっ

た場合と当取引所が認めた場合をいうものと

し、当該ａからｃまでに掲げる場合には当該

ａからｃまでに掲げる日に同号に該当するも

のとして取り扱う。 

ａ 上場会社が、合併により解散する場合の

うち、合併に際して上場会社の株主に対し

てその株券等に代わる財産の全部又は一部

として次の（ａ）又は（ｂ）に該当する株

ａ 上場会社が、合併により解散する場合の

うち、合併に際して上場会社の株主に対し

てその株券等に代わる財産の全部又は一部

として次の（ａ）又は（ｂ）に該当する株
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券等を交付する場合は、原則として、合併

がその効力を生ずる日の３日前（休業日を

除外する。）の日 

券等を交付する場合は、原則として、合併

がその効力を生ずる日の３日前（休業日を

除外する。）の日 

（ａ） （略） （ａ） （略） 

（ｂ） 規程第２０８条第１号（マザーズ

の上場会社である場合には規程第２１５

条第１号、ＪＡＳＤＡＱの上場会社であ

る場合には規程第２１６条の９第１号）

の規定の適用を受け、速やかに上場され

る見込みのある株券等 

（ｂ） 規程第２０８条第１号（マザーズ

の上場会社である場合には、規程第２１

５条第１号）の規定の適用を受け、速や

かに上場される見込みのある株券等 

ｂ・ｃ （略） ｂ・ｃ （略） 

８ 規程第６０１条第１項第９号に規定する不適当

な合併等の取扱いは次の各号に定めるところによ

る。 

８ 規程第６０１条第１項第９号に規定する不適当

な合併等の取扱いは次の各号に定めるところによ

る。 
（１）～（５） （略） （１）～（５） （略） 

（６） 規程第６０１条第１項第９号に規定す

る施行規則で定める基準とは、規程第２０５

条、規程第２０６条及び規程第２０７条第１

項（マザーズの上場会社である場合には規程

第２１２条、規程第２１３条及び規程第２１

４条第１項、ＪＡＳＤＡＱの上場会社である

場合には、規程第２１６条の３、規程第２１

６条の４、規程第２１６条の５第１項、規程

第２１６条の６、規程第２１６条の７及び規

程第２１６条の８第１項）に準じた基準をい

うものとする。 

（６） 規程第６０１条第１項第９号に規定す

る施行規則で定める基準とは、規程第２０５

条、規程第２０６条及び規程第２０７条第１

項（マザーズの上場会社である場合には、規

程第２１２条、規程第２１３条及び規程第２

１４条第１項）に準じた基準をいうものとす

る。 

（７） （略） （７） （略） 

９～１１ （略） ９～１１ （略） 
１２ 規程第６０１条第１項第１５号に該当する日

は、次の各号に定めるところによる。 
１２ 規程第６０１条第１項第１５号に該当する日

は、次の各号に定めるところによる。 
（１） 株式交換又は株式移転に際して上場会

社の株主に対してその株券等に代わる財産の

全部又は一部として次のａ又はｂに該当する

株券等を交付する場合は、原則として、株式

交換又は株式移転がその効力を生ずる日の３

日前（休業日を除外する。）の日 

（１） 株式交換又は株式移転に際して上場会

社の株主に対してその株券等に代わる財産の

全部又は一部として次のａ又はｂに該当する

株券等を交付する場合は、原則として、株式

交換又は株式移転がその効力を生ずる日の３

日前（休業日を除外する。）の日 
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ａ （略） ａ  （略） 

ｂ 規程第２０８条第３号（マザーズの上場

会社である場合には規程第２１５条第３

号、ＪＡＳＤＡＱの上場会社である場合に

は規程第２１６条の９第３号）の規定の適

用を受け、速やかに上場される見込みのあ

る株券等 

ｂ 規程第２０８条第３号（マザーズの上場

会社である場合には、規程第２１５条第３

号）の規定の適用を受け、速やかに上場さ

れる見込みのある株券等 

（２） （略） （２） （略） 

１３～１５ （略） １３～１５ （略） 
  

（マザーズの上場廃止基準の取扱い） （マザーズの上場廃止基準の取扱い） 

第６０３条 （略） 第６０３条 （略） 

２～５ （略） ２～５ （略） 

６ 規程第６０３条第１項第５号の２に規定する

株価の取扱いは次の各号に定めるところによ

る。 

６ 規程第６０３条第１項第５号の２に規定する

株価の取扱いは次の各号に定めるところによ

る。 

（１） 規程第６０３条第１項第５号の２に規

定する株価が上場後３年を経過するまでに新

規上場の際の公募の価格の１割未満となった

場合とは、上場日の属する月の末日の翌日か

ら起算して３年を経過する日までに、次のａ

又はｂに掲げる価格が新規上場の際の公募

（規程第４０８条第６号に規定する新規上場

の際の公募をいう。以下同じ。）の価格の１

割未満となった場合をいう。 

（１） 規程第６０３条第１項第５号の２に規

定する株価が上場後３年を経過するまでに新

規上場の際の公募の価格の１割未満となった

場合とは、上場日の属する月の末日の翌日か

ら起算して３年を経過する日までに、次のａ

又はｂに掲げる価格が新規上場の際の公募

（規程第４０８条第６号に規定する新規上場

の際の公募をいう。以下同じ。）の価格の１

割未満となった場合をいう。 

ａ 月間平均株価（当取引所の売買立会にお

ける当該株券等の日々の最終価格（当取引

所が適当と認める場合には、日々の最終価

格に、株式分割、株式無償割当て、株式併

合その他の行為の影響を勘案して修正した

価格）の一暦月における平均をいう。以下

この項において同じ。） 

ａ 月間平均株価（当取引所の売買立会にお

ける当該株券等の日々の最終価格（当取引

所が適当と認める場合には、日々の最終価

格に、株式分割、株式無償割当て、株式併

合その他の行為の影響を勘案して修正した

価格）の平均をいう。以下この項において

同じ。） 

ｂ （略） ｂ （略） 

（２）～（５） （略） （２）～（５） （略） 

  

（スタンダード上場内国会社の上場廃止基準の  
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取扱い） 

第６０３条の２ 規程第６０４条の２第１項第１

号の規定については、次の各号のとおり取り扱

うものとする。 

（新設） 

（１） 規程第６０４条の２第１項第１号に規

定する株価が１０円未満となった場合とは、

月末終値（毎月末日における当取引所の売買

立会における当該株券等の最終価格（呼値に

関する規則第１０条の規定により特別気配表

示された最終特別気配値段及び同第１１条の

規定により連続約定気配表示された最終連続

約定気配値段を含む。以下この号において同

じ。）をいう。ただし、最終価格がない場合

は、当取引所がその都度定める価格をいう。

以下この項において同じ。）又は月間終値平

均（当取引所の売買立会における当該株券等

の日々の最終価格（当取引所が適当と認める

場合には、日々の最終価格に、株式分割、株

式無償割当て、株式併合その他の行為の影響

を勘案して修正した価格）の一暦月における

平均をいう。以下この項において同じ。）が

１０円未満となった場合をいう。 

 

（２） 規程第６０４条の２第１項第１号に規

定する３か月以内に１０円以上とならないと

きとは、前号に該当した月の翌月から起算し

て３か月が経過するまでの期間に、月末終値

及び当該月の月間終値平均が１０円以上とな

らないときをいう。 

 

２ 規程第６０４条の２第１項第２号の規定につ

いては、次の各号のとおり取り扱うものとする。

 

（１） 規程第６０４条の２第１項第２号に規

定する最近４連結会計年度とは、直前連結会

計年度の末日からさかのぼって４連結会計年

度（連結財務諸表を作成すべき会社でない場

合は、直前事業年度の末日からさかのぼって

４事業年度）をいう。 
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（２） 規程第６０４条の２第１項第２号に規

定する営業利益とは、連結損益計算書等（比

較情報を除く。以下この項において同じ。）

（審査対象期間において上場会社が連結財務

諸表を作成すべき会社でない期間がある場合

は、当該期間については、損益計算書（比較

情報を除く。）。以下この項において同じ。）

に掲記される営業利益をいう。ただし、上場

会社がＩＦＲＳ任意適用会社である場合は、

連結損益計算書等上の営業利益に相当する額

をいう。 

 

（３） 規程第６０４条の２第１項第２号に規

定する営業活動によるキャッシュ・フローと

は、連結キャッシュ・フロー計算書（審査対

象期間において上場会社が連結財務諸表を作

成すべき会社でない期間がある場合は、当該

期間については、キャッシュ・フロー計算書）

に掲記される営業活動によるキャッシュ・フ

ローをいう。ただし、上場会社が連結財務諸

表規則第９３条又は第９５条の規定の適用を

受ける場合は、連結キャッシュ・フロー計算

書上の営業活動によるキャッシュ・フローに

相当する額をいう。 

 

（４） １年以内に営業利益又は営業活動によ

るキャッシュ・フローの額が負でなくならな

いときとは、最近４連結会計年度における営

業利益及び営業活動によるキャッシュ・フロ

ーが負となった連結会計年度の末日の翌日か

ら起算して１年目の日（事業年度の末日の変

更により当該１年目の日が上場株券等の発行

者の事業年度の末日に当たらないときは、当

該１年目の日後最初に到来する事業年度の末

日）までの期間において営業利益又は営業活

動によるキャッシュ・フローの額が負でなく

ならないときをいう。 

 

３ 規程第６０４条の２第１項第３号による規程  
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第６０１条第１項第２号ｂの規定の適用につい

ては、第６０１条第１項第１０号において準用

する第３１１条第２項第１号の規定中「最終価

格（当該最終価格がないときは、直近の最終価

格）」とあるのは「最終価格（呼値に関する規

則第１０条の規定により特別気配表示された最

終特別気配値段及び同第１１条の規定により連

続約定気配表示された最終連続約定気配値段を

含む。）」と読み替えるものとする。 

  

（グロース上場内国会社の上場廃止基準の取扱

い） 

 

第６０３条の３ 前条第２項第２号の規定は、規

程第６０４条の４第１項第３号に規定する営業

利益について準用する。 

（新設） 

２ 前条第３項の規定は、規程第６０４条の４第

１項第２号による規程第６０１条第１項第２号

ｂの規定の適用について準用する。 

 

３ 規程第６０４条の４第１項第３号に規定する

上場後９連結会計年度の営業利益の額が負であ

る場合とは、新規上場申請日の属する連結会計

年度の翌連結会計年度から起算して９連結会計

年度の間、一度も営業利益（連結損益計算書等

（比較情報を除く。以下この条において同じ。）

（審査対象期間において上場会社が連結財務諸

表を作成すべき会社でない期間がある場合は、

当該期間については、損益計算書（比較情報を

除く。）。以下この条において同じ。）に掲記

される営業利益をいう。ただし、上場会社がＩ

ＦＲＳ任意適用会社である場合は、連結損益計

算書等上の営業利益に相当する額をいう。）が

負でなくならない場合をいう。 

 

４ 規程第６０４条の４第１項第３号に規定する

１年以内に当該上場会社の属する企業集団の営

業利益の額が負でなくならないときとは、新規

上場申請日の属する連結会計年度の翌連結会計
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年度から起算して９連結会計年度の末日の翌日

から起算して１年目の日（事業年度の末日の変

更により当該１年目の日が上場株券等の発行者

の事業年度の末日に当たらないときは、当該１

年目の日の後最初に到来する連結会計年度の末

日。）までの期間において営業利益が負の状態

でなくならない場合をいう。 

  

（上場廃止日の取扱い） （上場廃止日の取扱い） 

第６０４条 規程第６０９条に規定する上場廃止

日は、原則として、次の各号に掲げる区分に従

い、当該各号に定めるところによる。 

第６０４条 規程第６０９条に規定する上場廃止

日は、原則として、次の各号に掲げる区分に従

い、当該各号に定めるところによる。 

（１） （略） （１） （略） 

（２） 規程第６０１条第１項第７号（規程第

６０２条第１項第１号、同条第２項第３号、

規程第６０３条第１項第６号、規程第６０４

条第１項第２号、同条第２項第１号、規程第

６０４条の２第１項第３号、規程第６０４条

の３第２号、規程第６０４条の４第１項第２

号又は規程第６０４条の５第２号による場合

を含む。）に該当（上場会社が破産手続開始

の決定を受けている場合に限る。）する上場

株券等又は規程第６０１条第１項第８号（規

程第６０２条第１項第１号、同条第２項第３

号、規程第６０３条第１項第６号、規程第６

０４条第１項第２号、同条第２項第１号、規

程第６０４条の２第１項第３号、規程第６０

４条の３第２号、規程第６０４条の４第１項

第２号又は規程第６０４条の５第２号による

場合を含む。）のうち第６０１条第７項第２

号ｃの規定に該当する上場株券等（解散の効

力の発生の日が、当取引所が当該上場株券等

の上場廃止を決定した日の翌日から起算して

１か月以内である場合に限る。） 

（２） 規程第６０１条第１項第７号（規程第

６０２条第１項第１号、同条第２項第３号、

規程第６０３条第１項第６号、規程第６０４

条第１項第２号又は同条第２項第１号による

場合を含む。）に該当（上場会社が破産手続

開始の決定を受けている場合に限る。）する

上場株券等又は規程第６０１条第１項第８号

（規程第６０２条第１項第１号、同条第２項

第３号、規程第６０３条第１項第６号、規程

第６０４条第１項第２号又は同条第２項第１

号による場合を含む。）のうち第６０１条第

７項第２号ｃの規定に該当する上場株券等

（解散の効力の発生の日が、当取引所が当該

上場株券等の上場廃止を決定した日の翌日か

ら起算して１か月以内である場合に限る。） 

当取引所が当該上場株券等の上場廃止を決

定した日の翌日から起算して１０日間（休業

当取引所が当該上場株券等の上場廃止を決

定した日の翌日から起算して１０日間（休業
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日を除外する。）を経過した日（解散の効力

の発生の日が、当該期間経過後である場合は、

当該日の翌日） 

日を除外する。）を経過した日（解散の効力

の発生の日が、当該期間経過後である場合は、

当該日の翌日） 

（３） 規程第６０１条第１項第８号（規程第

６０２条第１項第１号、同条第２項第３号、

規程第６０３条第１項第６号、規程第６０４

条第１項第２号、同条第２項第１号、規程第

６０４条の２第１項第３号、規程第６０４条

の３第２号、規程第６０４条の４第１項第２

号又は規程第６０４条の５第２号による場合

を含む。）のうち、第６０１条第７項第２号

ａ又はｂに規定する合併による解散の場合に

該当する上場株券等 

（３） 規程第６０１条第１項第８号（規程第

６０２条第１項第１号、同条第２項第３号、

規程第６０３条第１項第６号、規程第６０４

条第１項第２号又は同条第２項第１号による

場合を含む。）のうち、第６０１条第７項第

２号ａ又はｂに規定する合併による解散の場

合に該当する上場株券等 

合併がその効力を生ずる日の３日前（休業

日を除外する。）の日 

合併がその効力を生ずる日の３日前（休業

日を除外する。）の日 

（４） 規程第６０１条第１項第１２号（規程

第６０２条第１項第１号、同条第２項第３号、

規程第６０３条第１項第６号、規程第６０４

条第１項第２号、同条第２項第１号、規程第

６０４条の２第１項第３号、規程第６０４条

の３第２号、規程第６０４条の４第１項第２

号又は規程第６０４条の５第２号による場合

を含む。）のうち、規程第２０８条第５号、

規程第２１５条第５号又は規程第２１６条の

９第５号に規定する場合に該当する上場株券

等 

（４） 規程第６０１条第１項第１２号（規程

第６０２条第１項第１号、同条第２項第３号、

規程第６０３条第１項第６号、規程第６０４

条第１項第２号又は同条第２項第１号による

場合を含む。）のうち、規程第２０８条第５

号又は規程第２１５条第５号に規定する場合

に該当する上場株券等 

新株式の交付に係る基準日の２日前（休業

日を除外する。）の日（当該基準日が休業日

に当たる場合には、当該基準日の３日前（休

業日を除外する。）の日） 

新株式の交付に係る基準日の２日前（休業

日を除外する。）の日（当該基準日が休業日

に当たる場合には、当該基準日の３日前（休

業日を除外する。）の日） 

（５） 規程第６０１条第１項第１５号（規程

第６０２条第１項第１号、同条第２項第３号、

規程第６０３条第１項第６号、規程第６０４

条第１項第２号、同条第２項第１号、規程第

６０４条の２第１項第３号、規程第６０４条

の３第２号、規程第６０４条の４第１項第２

（５） 規程第６０１条第１項第１５号（規程

第６０２条第１項第１号、同条第２項第３号、

規程第６０３条第１項第６号、規程第６０４

条第１項第２号又は同条第２項第１号による

場合を含む。）に該当する上場株券等 
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号又は規程第６０４条の５第２号による場合

を含む。）に該当する上場株券等 

株式交換又は株式移転がその効力を生ずる

日の３日前（休業日を除外する。）の日 

株式交換又は株式移転がその効力を生ずる

日の３日前（休業日を除外する。）の日 

（６） 規程第６０１条第１項第１８号（規程

第６０２条第１項第１号、同条第２項第３号、

規程第６０３条第１項第６号、規程第６０４

条第１項第２号、同条第２項第１号、規程第

６０４条の２第１項第３号、規程第６０４条

の３第２号、規程第６０４条の４第１項第２

号又は規程第６０４条の５第２号による場合

を含む。）に該当する上場株券等 

（６） 規程第６０１条第１項第１８号（規程

第６０２条第１項第１号、同条第２項第３号、

規程第６０３条第１項第６号、規程第６０４

条第１項第２号又は同条第２項第１号による

場合を含む。）に該当する上場株券等 

株式の取得がその効力を生ずる日の３日前

（休業日を除外する。）の日 

株式の取得がその効力を生ずる日の３日前

（休業日を除外する。）の日 

（７） 規程第６０１条第１項第２０号（規程

第６０２条第１項第１号、同条第２項第３号、

規程第６０４条第１項第２号、同条第２項第

１号、規程第６０４条の２第１項第３号、規

程第６０４条の３第２号、規程第６０４条の

４第１項第２号又は規程第６０４条の５第２

号による場合に限る。）のうち、上場会社が

株券等の不正発行を行った場合に該当する上

場株券等 

（７） 規程第６０１条第１項第２０号（規程

第６０２条第１項第１号、同条第２項第３号、

規程第６０４条第１項第２号又は同条第２項

第１号による場合に限る。）のうち、上場会

社が株券等の不正発行を行った場合に該当す

る上場株券等 

上場廃止の決定後遅滞なく 上場廃止の決定後遅滞なく 

（８） 規程第６０１条第１項第２０号（規程

第６０２条第１項第１号、同条第２項第３号、

規程第６０３条第１項第６号、規程第６０４

条第１項第２号、同条第２項第１号、規程第

６０４条の２第１項第３号、規程第６０４条

の３第２号、規程第６０４条の４第１項第２

号又は規程第６０４条の５第２号による場合

を含む。）に該当する上場株券等（前号に該

当する場合を除く。） 

（８） 規程第６０１条第１項第２０号（規程

第６０２条第１項第１号、同条第２項第３号、

規程第６０３条第１項第６号、規程第６０４

条第１項第２号又は同条第２項第１号による

場合を含む。）に該当する上場株券等（前号

に該当する場合を除く。） 

当取引所が当該上場株券等の上場廃止を決

定した日の翌日から起算して１か月を経過し

た日までの間で、その都度決定する日 

当取引所が当該上場株券等の上場廃止を決

定した日の翌日から起算して１か月を経過し

た日までの間で、その都度決定する日 
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（８）の２ 規程第６０１条第２項、規程第６

０３条第２項、規程第６０４条の２第２項又

は規程第６０４条の４第２項に該当する無議

決権株式 

（８）の２ 規程第６０１条第２項又は規程第

６０３条第２項に該当する無議決権株式 

当該無議決権株式の発行者の発行する上場

議決権付株式の上場廃止日と同日。ただし、

当取引所が速やかに上場廃止すべきであると

認めた場合は、この限りでない。 

当該無議決権株式の発行者の発行する上場

議決権付株式の上場廃止日と同日。ただし、

当取引所が速やかに上場廃止すべきであると

認めた場合は、この限りでない。 

（９） 規程第６０２条第１項第４号（同条第

２項第４号、規程第６０４条第１項第３号、

同条第２項第２号、規程第６０４条の３第３

号又は規程第６０４条の５第３号による場合

を含む。）に該当する上場株券等 

（９） 規程第６０２条第１項第４号（同条第

２項第４号、規程第６０４条第１項第３号又

は同条第２項第２号による場合を含む。）に

該当する上場株券等 

規程第２０６条第１項第４号に規定する預

託契約等その他の契約が終了となる日の４日

前（休業日を除外する。）の日（当該終了と

なる日が休業日に当たるときは、当該終了と

なる日の５日前（休業日を除外する。）の日）

規程第２０６条第１項第４号に規定する預

託契約等その他の契約が終了となる日の４日

前（休業日を除外する。）の日（当該終了と

なる日が休業日に当たるときは、当該終了と

なる日の５日前（休業日を除外する。）の日）

（１０） （略） （１０） （略） 

  

（監理銘柄の指定の取扱い） （監理銘柄の指定の取扱い） 

第６０５条 当取引所は、上場株券等が次の各号

のいずれかに該当する場合は、当該上場株券等

を規程第６１０条に規定する監理銘柄に指定す

ることができる。この場合において、第１２号

の２、第１２号の３、第１４号、第１５号、第

２１号の２又は第２２号に該当する場合は監理

銘柄（審査中）に指定し、それ以外の場合は監

理銘柄（確認中）に指定する。 

第６０４条 当取引所は、上場株券等が次の各号

のいずれかに該当する場合は、当該上場株券等

を規程第６１０条に規定する監理銘柄に指定す

ることができる。この場合において、第１２号

の２、第１２号の３、第１４号、第１５号、第

２１号の２又は第２２号に該当する場合は監理

銘柄（審査中）に指定し、それ以外の場合は監

理銘柄（確認中）に指定する。 

（１） 規程第６０１条第１項第１号に定める

期間の最終日までに、株主数が４００人以上

（規程第６０４条の２第１項第３号又は規程

第６０４条の４第１項第２号の規定により読

み替えて適用する場合にあっては１５０人以

上、規程第６０４条の３第２号又は規程第６

０４条の５第２号の規定により読み替えて適

（１） 規程第６０１条第１項第１号に定める

期間の最終日までに、株主数が４００人以上

となることが確認できないとき（規程第６０

２条第１項第１号による場合を含む。）又は

規程第６０３条第１項第１号に定める期間の

最終日までに、株主数が４００人以上（上場

後１０年間においては、１５０人以上）とな
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用する場合にあっては本邦内における株主数

が１５０人以上）となることが確認できない

とき（規程第６０２条第１項第１号、規程第

６０４条の２第１項第３号、規程第６０４条

の３第２号、規程第６０４条の４第１項第２

号又は規程第６０４条の５第２号による場合

を含む。）又は規程第６０３条第１項第１号

に定める期間の最終日までに、株主数が４０

０人以上（上場後１０年間においては、１５

０人以上）となることが確認できないとき（規

程第６０４条第１項第１号による場合を含

む。） 

ることが確認できないとき（規程第６０４条

第１項第１号による場合を含む。） 

（２） 規程第６０１条第１項第２号ａに定め

る期間の最終日までに、流通株式の数が２，

０００単位以上（規程第６０４条の２第１項

第３号又は規程第６０４条の４第１項第２号

の規定により読み替えて適用する場合にあっ

ては５００単位以上、規程第６０４条の３第

２号又は規程第６０４条の５第２号の規定に

より読み替えて適用する場合にあっては、１，

０００単位銘柄については５０万株以上、５

００単位銘柄については２５万株以上、１０

０単位銘柄については５万株以上、５０単位

銘柄については２万５，０００株以上、１０

単位銘柄については５，０００株以上、１単

位銘柄については５００株以上）となること

が確認できないとき（規程第６０２条第１項

第１号、規程第６０４条の２第１項第３号、

規程第６０４条の３第２号、規程第６０４条

の４第１項第２号又は規程第６０４条の５第

２号による場合を含む。）又は規程第６０３

条第１項第２号ａに定める期間の最終日まで

に、流通株式の数が２，０００単位以上（上

場後１０年間においては、１，０００単位以

上）となることが確認できないとき（規程第

６０４条第１項第１号による場合を含む。） 

（２） 規程第６０１条第１項第２号ａに定め

る期間の最終日までに、流通株式の数が２，

０００単位以上となることが確認できないと

き（規程第６０２条第１項第１号による場合

を含む。）又は規程第６０３条第１項第２号

ａに定める期間の最終日までに、流通株式の

数が２，０００単位以上（上場後１０年間に

おいては、１，０００単位以上）となること

が確認できないとき（規程第６０４条第１項

第１号による場合を含む。） 
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（３） 規程第６０１条第１項第２号ｂに定め

る期間の最終日までに、流通株式の時価総額

が５億円以上（規程第６０４条の２第１項第

３号、規程第６０４条の３第２号、規程第６

０４条の４第１項第２号又は規程第６０４条

の５第２号の規定により読み替えて適用する

場合にあっては２億５，０００万円以上）と

なることが確認できないとき（規程第６０２

条第１項第１号、規程第６０４条の２第１項

第３号、規程第６０４条の３第２号、規程第

６０４条の４第１項第２号又は規程第６０４

条の５第２号による場合を含む。）又は規程

第６０３条第１項第２号ｂに定める期間の最

終日までに、流通株式の時価総額が５億円以

上（上場後１０年間においては、２億５，０

００万円以上）となることが確認できないと

き（規程第６０４条第１項第１号による場合

を含む。） 

（３） 規程第６０１条第１項第２号ｂに定め

る期間の最終日までに、流通株式の時価総額

が５億円以上となることが確認できないとき

（規程第６０２条第１項第１号による場合を

含む。）又は規程第６０３条第１項第２号ｂ

に定める期間の最終日までに、流通株式の時

価総額が５億円以上（上場後１０年間におい

ては、２億５，０００万円以上）となること

が確認できないとき（規程第６０４条第１項

第１号による場合を含む。） 

（４）～（６） （略） （４）～（６） （略） 

（７） 上場会社が規程第６０１条第１項第５

号（規程第６０２条第１項第１号、同条第２

項第３号、規程第６０４条の２第１項第３号、

規程第６０４条の３第２号、規程第６０４条

の４第１項第２号又は規程第６０４条の５第

２号による場合を含む。）又は規程第６０３

条第１項第３号若しくは第４号（規程第６０

４条第１項第１号又は同条第２項第４号によ

る場合を含む。）に該当する状態にある旨の

発表等を行った場合であって、それらの規定

に該当するかどうかを確認できないとき 

（７） 上場会社が規程第６０１条第１項第５

号（規程第６０２条第１項第１号又は同条第

２項第３号による場合を含む。）又は規程第

６０３条第１項第３号若しくは第４号（規程

第６０４条第１項第１号又は同条第２項第４

号による場合を含む。）に該当する状態にあ

る旨の発表等を行った場合であって、それら

の規定に該当するかどうかを確認できないと

き 

（８） 上場会社が行った決議又は決定の内容

が規程第６０１条第１項第７号（規程第６０

２条第１項第１号、同条第２項第３号、規程

第６０３条第１項第６号、規程第６０４条第

１項第２号、同条第２項第１号、規程第６０

４条の２第１項第３号、規程第６０４条の３

（８） 上場会社が行った決議又は決定の内容

が規程第６０１条第１項第７号（規程第６０

２条第１項第１号、同条第２項第３号、規程

第６０３条第１項第６号、規程第６０４条第

１項第２号又は同条第２項第１号による場合

を含む。）に該当するおそれがあると当取引
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第２号、規程第６０４条の４第１項第２号又

は規程第６０４条の５第２号による場合を含

む。以下この号において同じ。）に該当する

おそれがあると当取引所が認める場合（規程

第６０１条第１項第７号に規定する開示を行

った場合を除く。） 

所が認める場合（規程第６０１条第１項第７

号に規定する開示を行った場合を除く。） 

（９） 規程第６０１条第１項第７号後段に定

める期間の最終日までに、同号後段（規程第

６０２条第１項第１号、同条第２項第３号、

規程第６０３条第１項第６号、規程第６０４

条第１項第２号、同条第２項第１号、規程第

６０４条の２第１項第３号、規程第６０４条

の３第２号、規程第６０４条の４第１項第２

号又は規程第６０４条の５第２号による場合

を含む。）に該当しなくなったことが確認で

きない場合 

（９） 規程第６０１条第１項第７号後段に定

める期間の最終日までに、同号後段（規程第

６０２条第１項第１号、同条第２項第３号、

規程第６０３条第１項第６号、規程第６０４

条第１項第２号又は同条第２項第１号による

場合を含む。）に該当しなくなったことが確

認できない場合 

（１０） 規程第６０１条第１項第８号前段（規

程第６０２条第１項第１号、同条第２項第３

号、規程第６０３条第１項第６号、規程第６

０４条第１項第２号、同条第２項第１号、規

程第６０４条の２第１項第３号、規程第６０

４条の３第２号、規程第６０４条の４第１項

第２号又は規程第６０４条の５第２号による

場合を含む。）に該当するおそれがあると当

取引所が認める場合 

（１０） 規程第６０１条第１項第８号前段（規

程第６０２条第１項第１号、同条第２項第３

号、規程第６０３条第１項第６号、規程第６

０４条第１項第２号又は同条第２項第１号に

よる場合を含む。）に該当するおそれがある

と当取引所が認める場合 

（１１） 上場会社が第６０１条第７項第２号

ｂに規定する合併に関する取締役会の決議

（委員会設置会社にあっては、執行役の決定

を含む。）を行ったとき、又は上場会社が合

併以外の事由により解散する場合のうち株主

総会の決議により解散する場合（第６０１条

第６項第２号ｂの規定の適用を受ける場合を

除く。）において当該解散に関する取締役会

の決議を行ったとき若しくは上場会社が合併

以外の事由により解散する場合のうち株主総

会の決議によらずに解散する場合において規

（１１） 上場会社が第６０１条第７項第２号

ｂに規定する合併に関する取締役会の決議

（委員会設置会社にあっては、執行役の決定

を含む。）を行ったとき、又は上場会社が合

併以外の事由により解散する場合のうち株主

総会の決議により解散する場合（第６０１条

第６項第２号ｂの規定の適用を受ける場合を

除く。）において当該解散に関する取締役会

の決議を行ったとき若しくは上場会社が合併

以外の事由により解散する場合のうち株主総

会の決議によらずに解散する場合において規
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程第６０１条第１項第８号（規程第６０２条

第１項第１号、同条第２項第３号、規程第６

０３条第１項第６号、規程第６０４条第１項

第２号、同条第２項第１号、規程第６０４条

の２第１項第３号、規程第６０４条の３第２

号、規程第６０４条の４第１項第２号又は規

程第６０４条の５第２号による場合を含む。）

に該当するおそれがあると当取引所が認める

とき 

程第６０１条第１項第８号に該当するおそれ

があると当取引所が認めるとき 

（１２）・（１２）の２ （略） （１２）・（１２）の２ （略） 

（１２）の３ 規程第６０１条第１項第９号の

２（規程第６０２条第１項第１号、同条第２

項第３号、規程第６０３条第１項第６号、規

程第６０４条第１項第２号、同条第２項第１

号、規程第６０４条の２第１項第３号、規程

第６０４条の３第２号、規程第６０４条の４

第１項第２号又は規程第６０４条の５第２号

による場合を含む。）に該当するおそれがあ

ると当取引所が認める場合 

（１２）の３ 規程第６０１条第１項第９号の

２（規程第６０２条第１項第１号、同条第２

項第３号、規程第６０３条第１項第６号、規

程第６０４条第１項第２号又は同条第２項第

１号による場合を含む。）に該当するおそれ

があると当取引所が認める場合 

（１３） （略） （１３） （略） 

（１４） 上場会社が規程第６０１条第１項第

１１号ａ前段又は同号ｂ前段（規程第６０２

条第１項第１号、同条第２項第３号、規程第

６０３条第１項第６号、規程第６０４条第１

項第２号、同条第２項第１号、規程第６０４

条の２第１項第３号、規程第６０４条の３第

２号、規程第６０４条の４第１項第２号又は

規程第６０４条の５第２号による場合を含

む。）に該当する場合（これらに該当すると

認められる相当の事由があると当取引所が認

める場合を含む。）。ただし、規程第６０１

条第１項第１１号ａ後段又は同号ｂ後段（規

程第６０２条第１項第１号、同条第２項第３

号、規程第６０３条第１項第６号、規程第６

０４条第１項第２号、同条第２項第１号、規

程第６０４条の２第１項第３号、規程第６０

（１４） 上場会社が規程第６０１条第１項第

１１号ａ前段又は同号ｂ前段（規程第６０２

条第１項第１号、同条第２項第３号、規程第

６０３条第１項第６号、規程第６０４条第１

項第２号又は同条第２項第１号による場合を

含む。）に該当する場合（これらに該当する

と認められる相当の事由があると当取引所が

認める場合を含む。）。ただし、規程第６０

１条第１項第１１号ａ後段又は同号ｂ後段

（規程第６０２条第１項第１号、同条第２項

第３号、規程第６０３条第１項第６号、規程

第６０４条第１項第２号又は同条第２項第１

号による場合を含む。）に該当しないことが

明らかであるときは、この限りでない。 
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４条の３第２号、規程第６０４条の４第１項

第２号又は規程第６０４条の５第２号による

場合を含む。）に該当しないことが明らかで

あるときは、この限りでない。 

（１５） 規程第６０１条第１項第１２号（規

程第６０２条第１項第１号、同条第２項第３

号、規程第６０３条第１項第６号、規程第６

０４条第１項第２号、同条第２項第１号、規

程第６０４条の２第１項第３号、規程第６０

４条の３第２号、規程第６０４条の４第１項

第２号又は規程第６０４条の５第２号による

場合を含む。）に該当するおそれがあると当

取引所が認める場合（第６０４条第４号に該

当する場合を除く。） 

（１５） 規程第６０１条第１項第１２号（規

程第６０２条第１項第１号、同条第２項第３

号、規程第６０３条第１項第６号、規程第６

０４条第１項第２号又は同条第２項第１号に

よる場合を含む。）に該当するおそれがある

と当取引所が認める場合（第６０４条第４号

に該当する場合を除く。） 

（１６） （略） （１６） （略） 

（１７） 上場会社が規程第６０１条第１項第

１４号（規程第６０３条第１項第６号、規程

第６０４条の２第１項第３号又は規程第６０

４条の４第１項第２号による場合を含む。）

又は規程第６０２条第１項第３号（同条第２

項第４号、規程第６０４条第１項第３号、同

条第２項第２号、規程第６０４条の３第３号

又は規程第６０４条の５第３号による場合を

含む。）に該当する株式の譲渡制限に関する

取締役会の決議を行った場合 

（１７） 上場会社が規程第６０１条第１項第

１４号（規程第６０３条第１項第６号による

場合を含む。）又は規程第６０２条第１項第

３号（同条第２項第４号、規程第６０４条第

１項第３号又は同条第２項第２号による場合

を含む。）に該当する株式の譲渡制限に関す

る取締役会の決議を行った場合 

（１８） （略） （１８） （略） 

（１９） 規程第６０１条第１項第１６号（規

程第６０３条第１項第６号、規程第６０４条

の２第１項第３号又は規程第６０４条の４第

１項第２号による場合を含む。）に該当する

おそれがあると当取引所が認める場合 

（１９） 規程第６０１条第１項第１６号（規

程第６０３条第１項第６号による場合を含

む。）に該当するおそれがあると当取引所が

認める場合 

（２０） 規程第６０１条第１項第１７号（規

程第６０２条第１項第１号、同条第２項第３

号、規程第６０３条第１項第６号、規程第６

０４条第１項第２号、同条第２項第１号、規

程第６０４条の２第１項第３号、規程第６０

（２０） 規程第６０１条第１項第１７号（規

程第６０２条第１項第１号、同条第２項第３

号、規程第６０３条第１項第６号、規程第６

０４条第１項第２号又は同条第２項第１号に

よる場合を含む。）に規定する株主の権利内
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４条の３第２号、規程第６０４条の４第１項

第２号又は規程第６０４条の５第２号による

場合を含む。）に規定する株主の権利内容及

びその行使が不当に制限されていると当取引

所が認めた場合に該当するおそれがあると当

取引所が認める場合 

容及びその行使が不当に制限されていると当

取引所が認めた場合に該当するおそれがある

と当取引所が認める場合 

（２１） （略） （２１） （略） 

（２１）の２ 規程第６０１条第１項第１９号

前段（規程第６０２条第１項第１号、同条第

２項第３号、規程第６０３条第１項第６号、

規程第６０４条第１項第２号、同条第２項第

１号、規程第６０４条の２第１項第３号、規

程第６０４条の３第２号、規程第６０４条の

４第１項第２号又は規程第６０４条の５第２

号による場合を含む。）に該当する場合。た

だし、規程第６０１条第１項第１９号後段（規

程第６０２条第１項第１号、同条第２項第３

号、規程第６０３条第１項第６号、規程第６

０４条第１項第２号、同条第２項第１号、規

程第６０４条の２第１項第３号、規程第６０

４条の３第２号、規程第６０４条の４第１項

第２号又は規程第６０４条の５第２号による

場合を含む。）に該当しないことが明らかで

あるときは、この限りでない。 

（２１）の２ 規程第６０１条第１項第１９号

前段（規程第６０２条第１項第１号、同条第

２項第３号、規程第６０３条第１項第６号、

規程第６０４条第１項第２号又は同条第２項

第１号による場合を含む。）に該当する場合。

ただし、規程第６０１条第１項第１９号後段

（規程第６０２条第１項第１号、同条第２項

第３号、規程第６０３条第１項第６号、規程

第６０４条第１項第２号又は同条第２項第１

号による場合を含む。）に該当しないことが

明らかであるときは、この限りでない。 

（２２） 規程第６０１条第１項第２０号（規

程第６０２条第１項第１号、同条第２項第３

号、規程第６０３条第１項第６号、規程第６

０４条第１項第２号、同条第２項第１号、規

程第６０４条の２第１項第３号、規程第６０

４条の３第２号、規程第６０４条の４第１項

第２号又は規程第６０４条の５第２号による

場合を含む。）（株券等の不正発行の場合を

除く。）に該当するおそれがあると当取引所

が認める場合 

（２２） 規程第６０１条第１項第２０号（規

程第６０２条第１項第１号、同条第２項第３

号、規程第６０３条第１項第６号、規程第６

０４条第１項第２号又は同条第２項第１号に

よる場合を含む。）（株券等の不正発行の場

合を除く。）に該当するおそれがあると当取

引所が認める場合 

（２３） 規程第６０２条第２項第１号本文（規

程第６０４条第２項第３号、規程第６０４条

（２３） 規程第６０２条第２項第１号本文（規

程第６０４条第２項第３号による場合を含
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の３第３号又は規程第６０４条の５第３号に

よる場合を含む。）に該当するおそれがある

と当取引所が認める場合。ただし、規程第２

０８条第２号若しくは第４号、規程第２１５

条第２号若しくは第４号又は規程第２１６条

の９第２号若しくは第４号の規定の適用を受

ける場合は、この限りでない。 

む。）に該当するおそれがあると当取引所が

認める場合。ただし、規程第２０８条第２号

若しくは第４号又は規程第２１５条第２号若

しくは第４号の規定の適用を受ける場合は、

この限りでない。 

（２４） 規程第６０２条第１項第２号（同条

第２項第４号、規程第６０４条第１項第３号、

同条第２項第２号、規程第６０４条の３第３

号又は規程第６０４条の５第３号による場合

を含む。）に該当するおそれがあると当取引

所が認める場合 

（２４） 規程第６０２条第１項第２号（同条

第２項第４号、規程第６０４条第１項第３号

又は同条第２項第２号による場合を含む。）

に該当するおそれがあると当取引所が認める

場合 

（２５） 規程第６０２条第１項第４号（同条

第２項第４号、規程第６０４条第１項第３号、

同条第２項第２号、規程第６０４条の３第３

号又は規程第６０４条の５第３号による場合

を含む。）に該当するおそれがあると当取引

所が認める場合 

（２５） 規程第６０２条第１項第４号（同条

第２項第４号、規程第６０４条第１項第３号

又は同条第２項第２号による場合を含む。）

に該当するおそれがあると当取引所が認める

場合 

（２５）の２ 第６０３条の２第１項第２号に

定める期間の最終月の最終日からさかのぼっ

て５営業日以後、当該月の当取引所の売買立

会における当該株券等の日々の最終価格（当

取引所が適当と認める場合には、日々の最終

価格に、株式分割、株式無償割当て、株式併

合その他の行為の影響を勘案して修正した価

格）の平均が１０円未満となった場合 

（新設） 

（２５）の３ ＪＡＳＤＡＱの上場会社が、規

程第６０４条の２第１項第２号（規程第６０

４条の３第１号、規程第６０４条の４第１項

第１号又は規程第６０４条の５第１号による

場合を含む。以下この号において同じ。）に

該当するおそれがある旨の発表を行った場合

であって、当取引所が、規程第６０４条の２

第１項第２号に該当するかどうかを確認でき

ないとき 

（新設） 
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（２５）の４ ＪＡＳＤＡＱの上場会社が、規

程第６０４条の４第１項第３号（規程第６０

４条の５第１号による場合を含む。以下この

号において同じ。）に該当するおそれがある

旨の発表を行った場合であって、当取引所が、

規程第６０４条の４第１項第３号に該当する

かどうかを確認できないとき 

（新設） 

（２６） （略） （２６） （略） 

２ （略） ２ （略） 

３ 前２項の場合における監理銘柄への指定期間

は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に

定める日から当取引所が当該上場株券等を上場

廃止するかどうかを認定した日までとする。た

だし、第１項第２２号の場合において、第５号

に定める日から１年を超えることとなるとき

は、当該日から１年を経過した日以降の日でそ

の都度当取引所が定める日までとする。 

３ 前２項の場合における監理銘柄への指定期間

は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に

定める日から当取引所が当該上場株券等を上場

廃止するかどうかを認定した日までとする。た

だし、第１項第２２号の場合において、第５号

に定める日から１年を超えることとなるとき

は、当該日から１年を経過した日以降の日でそ

の都度当取引所が定める日までとする。 

（１）～（４） （略） （１）～（４） （略） 

（５） 第１項第４号、第５号、第７号、第１０

号、第１２号の２、第１２号の３、第１４号から

第１６号まで及び第１９号から第２５号の４ま

での場合 

（５） 第１項第４号、第５号、第７号、第１０

号、第１２号の２、第１２号の３、第１４号から

第１６号まで及び第１９号から第２５号までの

場合 

当取引所が必要と認めた日 当取引所が必要と認めた日 

（５）の２・（６） （略） （５）の２・（６） （略） 

４ （略） ４ （略） 

  

（整理銘柄の指定の取扱い） （整理銘柄の指定の取扱い） 

第６０６条 当取引所は、上場株券等の上場廃止

が決定された場合には、規程第６１１条の規定

に基づき、当取引所が当該株券等の上場廃止を

決定した日から上場廃止日の前日までの間、当

該株券等を整理銘柄に指定することができる。

ただし、規程第２０８条第２号若しくは第４号、

規程第２１５条第２号若しくは第４号、規程第

２１６条の９第２号若しくは第４号、第６０１

条第７項第２号ａ、第１２項第１号若しくは第

第６０６条 当取引所は、上場株券等の上場廃止

が決定された場合には、規程第６１１条の規定

に基づき、当取引所が当該株券等の上場廃止を

決定した日から上場廃止日の前日までの間、当

該株券等を整理銘柄に指定することができる。

ただし、規程第２０８条第２号若しくは第４号、

規程第２１５条第２号若しくは第４号、第６０

１条第７項第２号ａ、第１２項第１号若しくは

第１４項第１号又は第６０４条第４号若しくは
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１４項第１号又は第６０４条第４号若しくは第

７号の規定の適用を受ける場合は、この限りで

ない。 

第７号の規定の適用を受ける場合は、この限り

でない。 

  

（上場審査料等） （上場審査料等） 

第７０２条 株券等の新規上場申請者は、上場審

査料として、次の各号に掲げる場合の区分に従

い、当該各号に定める金額を、新規上場申請日

が属する月の翌月末日までに支払うものとす

る。ただし、規程第２０２条の規定に基づき予

備申請を行った株券等について、新規上場予備

申請書に記載した新規上場申請を行おうとする

日の属する事業年度に新規上場申請を行う場合

には、上場審査料を支払うことを要しない。 

第７０２条 株券等の新規上場申請者は、上場審

査料として、次の各号に掲げる場合の区分に従

い、当該各号に定める金額を、新規上場申請日

が属する月の翌月末日までに支払うものとす

る。ただし、規程第２０２条の規定に基づき予

備申請を行った株券等について、新規上場予備

申請書に記載した新規上場申請を行おうとする

日の属する事業年度に新規上場申請を行う場合

には、上場審査料を支払うことを要しない。 

（１） 新規上場申請者がマザーズ又はＪＡＳ

ＤＡＱへの新規上場申請者である場合 ２０

０万円（新規上場申請に係る銘柄が複数ある

場合は、３００万円） 

（１） 新規上場申請者がマザーズへの新規上

場申請者である場合 ２００万円（新規上場

申請に係る銘柄が複数ある場合は、３００万

円） 

（２）・（３） （略） （２）・（３） （略） 

２～４ （略） ２～４ （略） 

  

（東日本大震災に伴う上場審査料金等の特例） （東日本大震災に伴う上場審査料金等の特例） 

第７０３条の２ （略） 第７０３条の２ （略） 

２ 新規上場申請者が、規程第７０７条の２第１

項又は第２項の規定に該当する場合は、上場審

査料又は予備審査料については、その支払いを

要しないものとする。 

（新設） 

  

（上場市場の変更審査料等） （上場市場の変更審査料等） 

第７０５条 上場市場変更申請者（本則市場への

上場市場変更申請者、マザーズへの上場市場変

更申請者及びＪＡＳＤＡＱへの上場市場変更申

請者をいう。以下この条及び第７１３条におい

て同じ。）又は内訳区分変更申請者は、上場市

場の変更審査料又は内訳区分の変更審査料とし

て、次の各号に掲げる場合の区分に従い、当該

第７０５条 上場市場変更申請者は、上場市場の

変更審査料として、次の各号に掲げる場合の区

分に従い、当該各号に定める金額を、上場市場

の変更申請日が属する月の翌月末日までに支払

うものとする。ただし、規程第３１２条の２の

規定に基づき上場市場の変更予備申請を行った

上場株券等について、上場市場の変更予備申請
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各号に定める金額を、上場市場の変更申請日又

は内訳区分の変更申請日が属する月の翌月末日

までに支払うものとする。ただし、規程第３１

２条の２、規程第３１５条の３、規程第３１５

条の８又は規程第３１５条の１３の規定に基づ

き上場市場の変更予備申請又は内訳区分の変更

予備申請を行った上場株券等について、上場市

場の変更予備申請書又は内訳区分の変更予備申

請書に記載した上場市場の変更申請又は内訳区

分の変更申請を行おうとする日の属する事業年

度（上場市場の変更申請又は内訳区分の変更申

請を行おうとする日がその直前事業年度の末日

から起算して１か月以内である場合には、当該

直前事業年度の前事業年度）に上場市場の変更

申請又は内訳区分の変更申請を行う場合には、

上場市場の変更審査料又は内訳区分の変更審査

料を支払うことを要しない。 

書に記載した上場市場の変更申請を行おうとす

る日の属する事業年度（上場市場の変更申請を

行おうとする日がその直前事業年度の末日から

起算して１か月以内である場合には、当該直前

事業年度の前事業年度）に上場市場の変更申請

を行う場合には、上場市場の変更審査料を支払

うことを要しない。 

（１） 上場市場変更申請者がマザーズへの上

場市場変更申請者である場合 ２００万円 

（新設） 

（２） 上場市場変更申請者がＪＡＳＤＡＱへ

の上場市場変更申請者である場合又は内訳区

分変更申請者である場合 １００万円 

（新設） 

（３） 上場市場変更申請者が外国会社（その

発行する上場外国株券等が当取引所以外を主

たる市場とする者（前号に規定する者を除

く。）に限る。）である場合 ２００万円 

（１） 上場市場変更申請者が外国会社（その

発行する上場外国株券等が当取引所以外を主

たる市場とする者に限る。）である場合 ２

００万円 

（４） 前３号に掲げる場合以外の場合 ４０

０万円 

（２） 前号に掲げる場合以外の場合 ４００

万円 

２ 上場市場変更申請者及び内訳区分変更申請者

は、前項に規定する上場市場の変更審査料又は

内訳区分の変更審査料のほか、当取引所が特に

必要があると認める場合には、上場市場の変更

審査又は内訳区分の変更審査に係る実地調査そ

の他の当取引所が上場市場の変更審査又は内訳

区分の変更審査のために特に必要と認める調査

に係る費用を、当取引所の定める日までに支払

２ 上場市場変更申請者は、前項に規定する上場

市場の変更審査料のほか、当取引所が特に必要

があると認める場合には、上場市場の変更審査

に係る実地調査その他の当取引所が上場市場の

変更審査のために特に必要と認める調査に係る

費用を、当取引所の定める日までに支払うもの

とする。 
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うものとする。 

３ 前項の金額は、当該調査のために当取引所が

実際に支出した金額を基礎として上場市場変更

申請者又は内訳区分変更申請者ごとに当取引所

が定めるものとする。 

３ 前項の金額は、当該調査のために当取引所が

実際に支出した金額を基礎として上場市場変更

申請者ごとに当取引所が定めるものとする。 

  

（上場市場の変更予備審査料等） （上場市場の変更予備審査料等） 

第７０５条の２ 上場市場の変更予備申請又は内

訳区分の変更予備申請を行う者は、上場市場の

変更予備審査料又は内訳区分の変更予備審査料

を、上場市場の変更予備申請の日又は内訳区分

の変更予備申請の日が属する月の翌月末日まで

に支払うものとする。 

第７０５条の２ 上場市場の変更予備申請を行う

者は、上場市場の変更予備審査料を、上場市場

の変更予備申請の日が属する月の翌月末日まで

に支払うものとする。 

２ 前条第１項の規定は、前項に規定する上場市

場の変更予備審査料又は内訳区分の変更予備審

査料の金額について準用する。 

２ 前条第１項の規定は、前項に規定する上場市

場の変更予備審査料の金額について準用する。 

  

（吸収合併等の場合の上場市場の変更等に係る

審査料） 

（吸収合併等の場合の上場市場の変更に係る審

査料） 

第７０５条の３ 上場会社は、規程第３１４条の

２第１項又は規程第３１５条の７第１項に規定

する審査を申請するときは、審査料として、次

の各号に掲げる場合の区分に従い、当該各号に

定める金額を、当該申請日が属する月の翌月末

日までに支払うものとする。 

第７０５条の３ 上場会社は、規程第３１４条の

２第１項に規定する審査を申請するときは、審

査料として、次の各号に掲げる場合の区分に従

い、当該各号に定める金額を、当該申請日が属

する月の翌月末日までに支払うものとする。 

（１） 規程第３１４条第３項に規定する基準

に係る規程第３１４条の２第１項又は規程第

３１５条の７第１項に規定する審査である場

合 １００万円 

（新設） 

（２） 上場会社が外国会社（その発行する上

場外国株券等が当取引所以外を主たる市場と

する者に限る。）である場合（前号に掲げる

場合を除く。） ２００万円 

（１） 上場会社が外国会社（その発行する上

場外国株券等が当取引所以外を主たる市場と

する者に限る。）である場合 ２００万円 

（３） 前２号に掲げる場合以外の場合 ４０

０万円 

（２） 前号に掲げる場合以外の場合 ４００

万円 
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（上場廃止に係る審査料） （上場廃止に係る審査料） 

第７０６条 上場会社は、規程第６０５条第１項

に規定する審査を申請するときは、審査料とし

て、１００万円（ＪＡＳＤＡＱの上場会社から

の申請に基づく審査の場合は５０万円）を当該

申請日が属する月の翌月末日までに支払うもの

とする。 

第７０６条 上場会社は、規程第６０５条第１項

に規定する審査を申請するときは、審査料とし

て、１００万円を当該申請日が属する月の翌月

末日までに支払うものとする。 

２ 上場会社は、規程第６０５条第２項に規定す

る審査を申請するときは、審査料として、次の

各号に掲げる場合の区分に従い、当該各号に定

める金額を、当該申請日が属する月の翌月末日

までに支払うものとする。 

２ 上場会社は、規程第６０５条第２項に規定す

る審査を申請するときは、審査料として、次の

各号に掲げる場合の区分に従い、当該各号に定

める金額を、当該申請日が属する月の翌月末日

までに支払うものとする。 

（１） （略） （１） （略） 

（２） 上場会社がＪＡＳＤＡＱの上場会社で

ある場合 １００万円 

（新設） 

（３） 上場会社が外国会社（その発行する上

場外国株券等が当取引所以外を主たる市場と

する者に限る。）である場合（前号に掲げる

場合を除く。） ２００万円 

（２） 上場会社が外国会社（その発行する上

場外国株券等が当取引所以外を主たる市場と

する者に限る。）である場合 ２００万円 

（４） 前３号に掲げる場合以外の場合 ４０

０万円 

（３） 前２号に掲げる場合以外の場合 ４０

０万円 

  

（新規上場料） （新規上場料） 

第７０７条 株券等の新規上場申請者は、上場が

承認された銘柄ごとに、新規上場料として、次

の各号に掲げる新規上場の区分に従い、当該各

号に定める金額を、当該新規上場申請に係る株

券等の上場日の属する月の翌月末日までに支払

うものとする。 

第７０７条 株券等の新規上場申請者は、上場が

承認された銘柄ごとに、新規上場料として、次

の各号に掲げる新規上場の区分に従い、当該各

号に定める金額を、当該新規上場申請に係る株

券等の上場日の属する月の翌月末日までに支払

うものとする。 

（１） 内国株券等及び当取引所を主たる市場

とする外国株券等の新規上場（次号、第３号

及び第４号に掲げる新規上場を除く。） １，

２００万円 

（１） 内国株券等及び当取引所を主たる市場

とする外国株券等の新規上場（次号及び第３

号に掲げる新規上場を除く。） １，２００

万円 

（２）・（３） （略） （２）・（３） （略） 

（４） ＪＡＳＤＡＱへの新規上場 ６００万

円 

（新設） 
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（５） 当取引所以外を主たる市場とする外国

株券等の新規上場（前２号に掲げる新規上場

を除く。） ２５０万円に次の定率料金を加

算した額 

（４） 当取引所以外を主たる市場とする外国

株券等の新規上場（前号に掲げる新規上場を

除く。） ２５０万円に次の定率料金を加算

した額 

定率料金は、上場外国株券等の数に２銭２

厘５毛を乗じて得た金額に、次のａからｃま

でに定める本邦内に住所又は居所を有する法

人及び個人の所有に係る外国株券等の数の上

場外国株券等の数に対する比率の区分に応

じ、当該ａからｃまでに定める数値を乗じて

得た金額とする。 

定率料金は、上場外国株券等の数に２銭２

厘５毛を乗じて得た金額に、次のａからｃま

でに定める本邦内に住所又は居所を有する法

人及び個人の所有に係る外国株券等の数の上

場外国株券等の数に対する比率の区分に応

じ、当該ａからｃまでに定める数値を乗じて

得た金額とする。 

ａ～ｃ （略） ａ～ｃ （略） 

２～６ （略） ２～６ （略） 

７ 前各項の規定にかかわらず、上場廃止された

株券等が上場廃止後６か月以内にＪＡＳＤＡＱ

に再上場される場合又は規程第２１６条の９第 

５号の規定の適用を受けて当該他の会社として

再上場されるとみなされる場合の新規上場料

は、上場廃止された株券等の発行者が上場廃止

前に支払った新規上場料の額を限度として、当

該株券等の上場に際して請求すべき金額から控

除することができる。この場合において、上場

廃止前に支払った新規上場料の額は、再上場に

係る新規上場料の支払期日に現に効力を有する

規定に基づき算出される額をいうものとする。 

（新設） 

８ 前項の規定は、上場廃止された株券等が合併

などの事由により株券等としてＪＡＳＤＡＱに

再上場されるとみなされる場合の新規上場料に

ついて準用する。 

（新設） 

  

（新規上場申請に係る公募又は売出しに係る料

金） 

（新規上場申請に係る公募又は売出しに係る料

金） 

第７０８条 株券等の新規上場申請者（ＪＡＳＤ

ＡＱへの新規上場申請者及び当取引所以外を主

たる市場とする外国株券等の発行者を除く。）

は、上場承認の日以後上場日までに行う新規上

第７０８条 株券等の新規上場申請者（当取引所

以外を主たる市場とする外国株券等の発行者を

除く。）は、上場承認の日以後上場日までに行

う新規上場申請に係る株券等の公募又は売出し



 

367 

場申請に係る株券等の公募又は売出しに係る料

金として、次の各号に掲げる行為の区分に従い、

当該各号に定める金額を、上場日の属する月の

翌月末日までに支払うものとする。 

に係る料金として、次の各号に掲げる行為の区

分に従い、当該各号に定める金額を、上場日の

属する月の翌月末日までに支払うものとする。 

（１）・（２） （略） （１）・（２） （略） 

  

（年間上場料） （年間上場料） 

第７０９条 上場内国会社（ＪＡＳＤＡＱの上場

会社を除く。）は、第３項に定める年間上場料

の半額を、４月から９月までの期間に対応する

年間上場料として８月末日までに、１０月から

翌年３月までの期間に対応する年間上場料とし

て同年２月末日までに、それぞれ支払うものと

する。 

第７０９条 上場内国会社は、第３項に定める年

間上場料の半額を、４月から９月までの期間に

対応する年間上場料として８月末日までに、１

０月から翌年３月までの期間に対応する年間上

場料として同年２月末日までに、それぞれ支払

うものとする。 

２ 上場外国会社（ＪＡＳＤＡＱの上場会社を除

く。）は、次項に定める年間上場料の半額を、

当該上場外国会社の事業年度の末日の属する月

の翌月から起算して６か月間に対応する年間上

場料として当該翌月から起算して５か月目の月

の末日までに、当該翌月から起算して７か月目

の月から起算して６か月間に対応する年間上場

料として当該翌月から起算して１１か月目の月

の末日までに、それぞれ支払うものとする。 

２ 上場外国会社は、次項に定める年間上場料の

半額を、当該上場外国会社の事業年度の末日の

属する月の翌月から起算して６か月間に対応す

る年間上場料として当該翌月から起算して５か

月目の月の末日までに、当該翌月から起算して

７か月目の月から起算して６か月間に対応する

年間上場料として当該翌月から起算して１１か

月目の月の末日までに、それぞれ支払うものと

する。 

３ （略） ３ （略） 

４ 新規上場、市場第二部銘柄から市場第一部銘

柄への指定、マザーズから本則市場への上場市

場の変更、ＪＡＳＤＡＱから本則市場への上場

市場への変更、ＪＡＳＤＡＱからマザーズへの

上場市場の変更又は外国株券等の主たる市場の

当取引所以外から当取引所への変更の際の年間

上場料については、上場会社は、前項及び次条

第２項に定める年間上場料を月割計算した額を

第１項又は第２項に規定する支払期日までに支

払うものとし、当該計算にあたっては、当該行

為はその行われた日の属する月の翌月の初日に

行われたものとみなす。 

４ 新規上場、市場第二部銘柄から市場第一部銘

柄への指定、マザーズから本則市場への上場市

場の変更又は外国株券等の主たる市場の当取引

所以外から当取引所への変更の際の年間上場料

については、上場会社は、前項に定める年間上

場料を月割計算した額を第１項又は第２項に規

定する支払期日までに支払うものとし、当該計

算にあたっては、当該行為はその行われた日の

属する月の翌月の初日に行われたものとみな

す。 
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５ （略） ５ （略） 

６ 第４項の場合において、市場第二部銘柄から

市場第一部銘柄への指定の日、マザーズから本

則市場への上場市場の変更の日、ＪＡＳＤＡＱ

から本則市場への上場市場の変更の日、ＪＡＳ

ＤＡＱからマザーズへの上場市場の変更の日又

は外国株券等の主たる市場の当取引所以外から

当取引所への変更の日が、第１項又は第２項に

規定する支払期日が属する月に属するときは、

第４項に規定する額からこれらの行為が行われ

なかった場合に計算される年間上場料の半額を

控除した額の支払いについては、当該支払期日

の経過後最初に到来する支払期日までに行うも

のとする。ただし、第４項に規定する額からこ

れらの行為が行われなかった場合に計算される

年間上場料の半額を控除した額が負になるとき

は、当取引所は、当該額の絶対値の額を、当該

支払期日の経過後最初に到来する支払期日に請

求すべき金額から控除するものとする。 

６ 第４項の場合において、市場第二部銘柄から

市場第一部銘柄への指定の日、マザーズから本

則市場への上場市場の変更の日又は外国株券等

の主たる市場の当取引所以外から当取引所への

変更の日が、第１項又は第２項に規定する支払

期日が属する月に属するときは、第４項に規定

する額からこれらの行為が行われなかった場合

に計算される年間上場料の半額を控除した額の

支払いについては、当該支払期日の経過後最初

に到来する支払期日までに行うものとする。 

７～９ （略） ７～９ （略） 

（削る） １０ 第３項本文の規定にかかわらず、新規上場、

市場第二部銘柄から市場第一部銘柄への指定、

市場第一部銘柄から市場第二部銘柄への指定替

え、マザーズから本則市場への上場市場の変更、

上場廃止又は外国株券等の主たる市場の当取引

所から当取引所以外への若しくは当取引所以外

から当取引所への変更が続けてあった場合の年

間上場料は、当取引所が定めるところによる。 

１０ （略） １１ （略） 

  

（ＪＡＳＤＡＱの年間上場料）  

第７０９条の２ ＪＡＳＤＡＱの上場会社は、次

項に定める年間上場料の半額を、４月から９月

までの期間に対応する年間上場料として８月末

日までに、１０月から翌年３月までの期間に対

応する年間上場料として同年２月末日までに、

（新設） 
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それぞれ支払うものとする。 

２ ＪＡＳＤＡＱの上場会社が支払う年間上場料

は、次の表により上場株券等の銘柄ごとに算出

される金額の合計額にＴＤｎｅｔ利用料として

８万５，０００円を加算した金額とする。 

上場時価総額 金額 

１，０００億円以下 １００万円 

１，０００億円を超

えるもの 

１２０万円 

 

 

注．上場時価総額は、支払期日の直前に到来

する１２月の売買立会の最終日における最終価

格（当取引所が市場情勢の推移等により当該最

終価格を用いることが適当でないと認める場合

又は当該最終価格がない場合は、当取引所がそ

の都度定める価格）と毎年１２月末日の上場株

券等の数を用いて計算する。ただし、上場後最

初に到来する１２月の売買立会の最終日より前

に到来する支払期日に係る年間上場料について

は、上場日における上場時価総額を用いて計算

するものとする。なお、株式分割、株式無償割

当て又は株式併合がある場合の調整は、当取引

所が定めるところによる。 

 

３ 新規上場、本則市場からＪＡＳＤＡＱへの上

場市場の変更又はマザーズからＪＡＳＤＡＱへ

の上場市場の変更の際の年間上場料について

は、上場会社は、前条第３項及び前項に定める

年間上場料を月割計算した額を第１項に規定す

る支払期日までに支払うものとし、当該計算に

あたっては、当該行為はその行われた日の属す

る月の翌月の初日に行われたものとみなす。 

 

４ 前項の場合において、新規上場日が第１項に

規定する支払期日が属する月に属するときは、

前項に規定する額の支払いについては、当該支

払期日の経過後最初に到来する支払期日までに

行うものとする。 
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５ 第３項の場合において、本則市場からＪＡＳ

ＤＡＱへの上場市場の変更の日又はマザーズか

らＪＡＳＤＡＱへの上場市場の変更の日が、第

１項に規定する支払期日が属する月に属すると

きは、第３項に規定する額からこれらの行為が

行われなかった場合に計算される年間上場料の

半額を控除した額の支払いについては、当該支

払期日の経過後最初に到来する支払期日までに

行うものとする。ただし、同項に規定する額か

らこれらの行為が行われなかった場合に計算さ

れる年間上場料の半額を控除した額が負になる

ときは、当取引所は、当該額の絶対値の額を、

当該支払期日の経過後最初に到来する支払期日

に請求すべき金額から控除するものとする。 

 

６ 上場廃止の際の年間上場料については、ＪＡ

ＳＤＡＱの上場会社は、第２項に定める年間上

場料を月割計算した額を上場廃止の日の前日ま

でに支払うものとし、当該計算にあたっては、

上場廃止の決定日の属する月の初日に上場廃止

されたものとみなす。 

 

７ 前項の場合において、年間上場料の超過支払

いが発生したときは、当取引所は当該超過支払

金額を遅滞なく返還するものとする。 

 

８ 規程第３０３条の規定の適用を受けて上場さ

れた株券等については、当該株券等と引換えに

上場廃止となった株券等と同一のものとみなし

て前各項の規定を適用する。 

 

  

（年間上場料のその他の取扱い）  

第７０９条の３ 第７０９条第３項本文及び前条

第２項本文の規定にかかわらず、新規上場、市

場第二部銘柄から市場第一部銘柄への指定、市

場第一部銘柄から市場第二部銘柄への指定替

え、上場市場の変更、上場廃止又は外国株券等

の主たる市場の当取引所から当取引所以外への

若しくは当取引所以外から当取引所への変更が

（新設） 
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続けてあった場合の年間上場料は、当取引所が

定めるところによる。 

  

（新株券等の発行等に係る料金） （新株券等の発行等に係る料金） 

第７１０条 上場会社（ＪＡＳＤＡＱの上場会社

及び当取引所以外を主たる市場とする本則市場

及びマザーズの上場外国会社を除く。以下この

条において同じ。）は、新株券等の発行等に係

る料金として、次の各号に掲げる行為の区分に

従い、当該各号に定める金額を、当該新株券等

の発行等を行った日の属する月の翌月末日まで

（上場外国会社にあっては、当該新株券等の発

行等を行った日の属する月の翌々月の末日ま

で）に支払うものとする。 

第７１０条 上場会社（当取引所以外を主たる市

場とする上場外国会社を除く。以下この条にお

いて同じ。）は、新株券等の発行等に係る料金

として、次の各号に掲げる行為の区分に従い、

当該各号に定める金額を、当該新株券等の発行

等を行った日の属する月の翌月末日まで（上場

外国会社にあっては、当該新株券等の発行等を

行った日の属する月の翌々月の末日まで）に支

払うものとする。 

（１）～（３） （略） （１）～（３） （略） 

２～４ （略） ２～４ （略） 

  

（新株券等の上場に係る料金） （新株券等の上場に係る料金） 

第７１１条 上場会社（その発行する上場外国株

券等が当取引所以外を主たる市場とする本則市

場及びマザーズの上場外国会社を除く。）は、

新たに発行する株券等の上場に係る料金とし

て、１株券等当たりの発行価格（上場株券等を

対価とする公開買付けに際して行われる上場株

券等の発行にあっては、当該公開買付けの決済

の開始日における当該上場株券等の最終価格

（当該決済の開始日の売買立会において売買が

成立しない場合には、当該決済の開始日後最初

に売買立会において売買が成立した日の最終価

格））に新たに発行する株券等（規程第３０３

条の規定の適用を受けて上場する株券等を除

く。以下この条において同じ。）の数（ＪＡＳ

ＤＡＱの上場外国会社である場合において、当

該ＪＡＳＤＡＱの上場外国会社の発行する株券

等が外国金融商品取引所等において上場又は継

続的に取引されているときには、当該株券等の

第７１１条 上場会社（その発行する上場外国株

券等が当取引所以外を主たる市場とする上場外

国会社を除く。）は、新たに発行する株券等の

上場に係る料金として、１株券等当たりの発行

価格（上場株券等を対価とする公開買付けに際

して行われる上場株券等の発行にあっては、当

該公開買付けの決済の開始日における当該上場

株券等の最終価格（当該決済の開始日の売買立

会において売買が成立しない場合には、当該決

済の開始日後最初に売買立会において売買が成

立した日の最終価格））に新たに発行する株券

等（規程第３０３条の規定の適用を受けて上場

する株券等を除く。以下この条において同じ。）

の数を乗じて得た金額の万分の８に相当する金

額を、当該新たに発行する株券等の上場日の属

する月の翌月末日まで（上場外国会社にあって

は、当該新たに発行する株券等の上場日の属す

る月の翌々月の末日まで）に支払うものとする。
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数のうち本邦内における募集に伴い上場する株

券等の数をいう。）を乗じて得た金額の万分の

８（ＪＡＳＤＡＱの上場会社が、他の種類の株

式への転換が行われる株式の転換により新たに

発行された株券等を上場する場合、新株予約権

の権利行使により新たに発行された株券等を上

場する場合又は取得条項付新株予約権の会社に

よる取得に伴い新たに発行された株券等を上場

する場合にあっては万分の１）に相当する金額

を、当該新たに発行する株券等の上場日の属す

る月の翌月末日まで（上場外国会社にあっては、

当該新たに発行する株券等の上場日の属する月

の翌々月の末日まで）に支払うものとする。こ

の場合において、ＪＡＳＤＡＱの上場会社が新

たに発行する株券等の上場に係る料金は、６，

０００万円を上限とする。 

２ 上場外国会社（その発行する上場外国株券等

が当取引所以外を主たる市場とする本則市場及

びマザーズの上場外国会社に限る。）は、新た

に発行する株券等の上場に係る料金として、１

株券等当たりの発行価格に新たに上場する株券

等の数のうち本邦内における募集に伴い上場す

る株券等の数（他の種類の株式への転換が行わ

れる株式の転換又は新株予約権若しくは株式買

取証書の買取権の行使等により、上場する株券

等の数を含む。）を乗じて得た金額（当該上場

外国株券等が外国金融商品取引所等において上

場又は継続的に取引されていない場合には、１

株券等当たりの発行価格に新たに上場する株券

等の数を乗じて得た金額）の万分の０．１８に

相当する金額を、原則として、当該新たに発行

する株券等の上場日の属する月の翌々月の末日

までに支払うものとする。 

２ 上場外国会社（その発行する上場外国株券等

が当取引所以外を主たる市場とする上場外国会

社に限る。）は、新たに発行する株券等の上場

に係る料金として、１株券等当たりの発行価格

に新たに上場する株券等の数のうち本邦内にお

ける募集に伴い上場する株券等の数（他の種類

の株式への転換が行われる株式の転換又は新株

予約権若しくは株式買取証書の買取権の行使等

により、上場する株券等の数を含む。）を乗じ

て得た金額（当該上場外国株券等が外国金融商

品取引所等において上場又は継続的に取引され

ていない場合には、１株券等当たりの発行価格

に新たに上場する株券等の数を乗じて得た金

額）の万分の０．１８に相当する金額を、原則

として、当該新たに発行する株券等の上場日の

属する月の翌々月の末日までに支払うものとす

る。 

３・４ （略） ３・４ （略） 

５ 本則市場若しくはマザーズからＪＡＳＤＡＱ

への上場市場の変更又はＪＡＳＤＡＱから本則

（新設） 
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市場若しくはマザーズへの上場市場の変更の際

の新株券等の上場に係る料金については、上場会

社は、第１項及び第２項に定める料金（前項に

定める場合に支払うべき料金に限る。）を月割

計算した額を前項に定める支払期日までに支払

うものとし、当該計算にあたっては、当該行為

はその行われた日の属する月の翌月の初日に行

われたものとみなす。 

６ 第７０９条第６項及び第７０９条の２第５項

の規定は、前項の場合について準用する。 

（新設） 

７ （略） ５ （略） 

８ （略） ６ （略） 

９ （略） ７ （略） 

  

（合併等に係る料金） （合併等に係る料金） 

第７１２条 上場会社（ＪＡＳＤＡＱの上場会社

及びその発行する上場外国株券等が当取引所以

外を主たる市場とする上場外国会社を除く。）

は、吸収合併等（吸収合併、吸収分割又は株式

交換をいう。以下この条において同じ。）に係

る料金として、当該吸収合併等に際して発行す

る株券等の数と交付する自己株式の株券等の数

との合計数に、当該吸収合併等の効力発生日の

売買立会における当該株券等の最終価格（当該

効力発生日の売買立会において売買が成立しな

い場合には、当該効力発生日後最初に売買立会

において売買が成立した日の最終価格）を乗じ

て得た金額の万分の２に相当する金額を、当該

効力発生日の属する月の翌月末日まで（上場外

国会社にあっては、当該効力発生日の属する月

の翌々月の末日まで）に支払うものとする。 

第７１２条 上場会社（その発行する上場外国株

券等が当取引所以外を主たる市場とする上場外

国会社を除く。）は、吸収合併等（吸収合併、

吸収分割又は株式交換をいう。以下この条にお

いて同じ。）に係る料金として、当該吸収合併

等に際して発行する株券等の数と交付する自己

株式の株券等の数との合計数に、当該吸収合併

等の効力発生日の売買立会における当該株券等

の最終価格（当該効力発生日の売買立会におい

て売買が成立しない場合には、当該効力発生日

後最初に売買立会において売買が成立した日の

最終価格）を乗じて得た金額の万分の２に相当

する金額を、当該効力発生日の属する月の翌月

末日まで（上場外国会社にあっては、当該効力

発生日の属する月の翌々月の末日まで）に支払

うものとする。 

２ ＪＡＳＤＡＱの上場会社は、吸収合併等に係

る料金として、１株券等当たりの資本組入れ額

に新たに発行する株券等の数を乗じて得た金額

の万分の８に相当する金額を、当該新たに発行

する株券等の上場日の属する月の翌月末日まで

（新設） 
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（上場外国会社にあっては、当該新たに発行す

る株券等の上場日の属する月の翌々月の末日ま

で）に支払うものとする。ただし、当該料金は、

１，０００万円を上限とする。 

  

（上場市場変更料） （上場市場変更料） 

第７１３条 上場市場変更申請者は、上場市場変

更料として、次の各号に掲げる株券等の区分に

従い、当該各号に定める金額を、上場市場の変

更日の属する月の翌月末日までに支払うものと

する。 

第７１３条 上場市場変更申請者は、上場市場変

更料として、次の各号に掲げる株券等の区分に

従い、当該各号に定める金額を、上場市場の変

更日の属する月の翌月末日までに支払うものと

する。 

（１） 内国株券及び当取引所を主たる市場と

する外国株券等 

次のａからｃまでに掲げる場合の区分に従

い、当該ａからｃまでに定める金額 

ａ マザーズから本則市場への上場市場の変

更の場合 

第７０７条第１項第１号又は第２号に規

定する額から上場市場変更申請者が既に支

払った同項第３号に規定する額及び第７０

８条に規定する額との合計額を控除した金

額 

ｂ ＪＡＳＤＡＱから本則市場への上場市場

の変更の場合 

第７０７条第１項第１号又は第２号に規

定する額から６００万円を控除した額 

ｃ マザーズからＪＡＳＤＡＱへの上場市場

の変更の場合 

第７０７条第１項第４号に規定する額か

ら上場市場変更申請者が既に支払った同項

第３号に規定する額及び第７０８条に規定

する額との合計額を控除した金額 

（１） 内国株券及び当取引所を主たる市場と

する外国株券等 

第７０７条第１項第１号又は第２号に規定

する額から変更上場申請者が既に支払った同

項第３号に規定する額及び第７０８条に規定

する額との合計額を控除した金額 

 

（２） 当取引所以外を主たる市場とする外国

株券等 

次のａからｃまでに掲げる場合の区分に従

い、当該ａからｃまでに定める金額 

（２） 当取引所以外を主たる市場とする外国

株券等 

第７０７条第１項第４号に規定する額から

変更上場申請者が既に支払った同項第３号に
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ａ マザーズから本則市場への上場市場の変

更の場合 

第７０７条第１項第５号に規定する額か

ら上場市場変更申請者が既に支払った同項

第３号に規定する額を控除した金額 

ｂ ＪＡＳＤＡＱから本則市場への上場市場

の変更の場合 

第７０７条第１項第５号に規定する額か

ら６００万円を控除した金額 

ｃ マザーズからＪＡＳＤＡＱへの上場市場

の変更の場合 

第７０７条第１項第４号に規定する額か

ら上場市場変更申請者が既に支払った同項

第３号に規定する額を控除した金額 

規定する額を控除した金額 

  

（新株予約権証券の新規上場料） （新株予約権証券の新規上場料） 

第７１４条 新規上場申請に係る新株予約権証券

の発行者は、新規上場料として、次の各号に掲

げる場合の区分に従い、当該各号に定める金額

を、当該新規上場申請に係る新株予約権証券の

上場日の属する月の翌月末日までに支払うもの

とする。ただし、当該新規上場申請者が本則市

場又はマザーズの上場会社である場合にあって

は、第７１０条第１項第２号により得た金額及

び第７１１条第１項により得た金額の合計額又

は第７１１条第２項により得た金額の半額を限

度とするものとし、当該新規上場申請者がＪＡ

ＳＤＡＱの上場会社である場合であって、第７

１１条第１項本文により得た金額の半額が１７

万円未満のときは、その金額を新株予約権証券

に係る新規上場料とする。 

第７１４条 新規上場申請に係る新株予約権証券

の発行者は、新規上場料として、次の各号に掲

げる場合の区分に従い、当該各号に定める金額

を、当該新規上場申請に係る新株予約権証券の

上場日の属する月の翌月末日までに支払うもの

とする。ただし、第７１０条第１項第２号によ

り得た金額及び第７１１条第１項により得た金

額の合計額又は第７１１条第２項により得た金

額の半額を限度とする。 

（１） 新株予約権の行使に係る払込金額に新

株予約権の目的である株式の数を乗じて得た

金額が５０億円以下の場合 

（１） 新株予約権の行使に係る払込金額に新

株予約権の目的である株式の数を乗じて得た

金額が５０億円以下の場合 

１７万円（本則市場又はマザーズの外国会

社が発行する新株予約権証券である場合に

１７万円（外国会社が発行する新株予約権

証券である場合には、１万７千円） 
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は、１万７千円） 

（２） 新株予約権の行使に係る払込金額に新

株予約権の目的である株式の数を乗じて得た

金額が５０億円を超える場合 

（２） 新株予約権の行使に係る払込金額に新

株予約権の目的である株式の数を乗じて得た

金額が５０億円を超える場合 

３４万円（本則市場又はマザーズの外国会

社が発行する新株予約権証券である場合に

は、３万４千円） 

３４万円（外国会社が発行する新株予約権

証券である場合には、３万４千円） 

  

（ＪＡＳＤＡＱの上場会社が再建計画を開示する

場合の年間上場料等の免除） 

 

第７１５条の２ ＪＡＳＤＡＱの上場会社が、規

程第６０５条第１項（規程第６０４条の２第１

項第３号、同第６０４条の３第２号、同第６０

４条の４第１項第２号又は同第６０４条の５第

２号による場合に限る。）に規定する施行規則

で定める再建計画であるかどうか及び時価総額

の審査を申請する際に、再建計画（規程第６０

１条第１項第７号に規定する施行規則で定める

再建計画をいう。以下この条において同じ。）

の期間等を記載した当取引所所定の「上場手数

料等の免除申請書」を提出した場合には、当取

引所は、第７０６条第１項に規定する上場廃止

に係る審査料並びに再建計画の開示日以降３年

間（再建計画の期間内に限る。）に到来する支

払期日における第７０９条の２第１項に定める

年間上場料、第７１１条第１項に定める新たに

発行する株券等の上場に係る料金及び第７１２

条第２項に定める料金を免除するものとする。 

（新設） 

  

（上場内国会社による他の上場内国会社等の吸

収合併等の場合における上場日の取扱い） 

（上場内国会社による他の上場内国会社等の吸

収合併等の場合における上場日の取扱い） 

第７１６条 次の各号に掲げる内国株券等の上場

日は、当該各号に定める日とする。ただし、上

場申請の時期等により当該日に上場することが

不可能又は困難であるときは、この限りでない。

第７１６条 次の各号に掲げる内国株券等の上場

日は、当該各号に定める日とする。ただし、上

場申請の時期等により当該日に上場することが

不可能又は困難であるときは、この限りでない。

（１） （略） （１） （略） 
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（２） 規程第２０８条第１号、規程第２１５

条第１号又は規程第２１６条の９第１号の規

定の適用を受けて上場される内国株券等 

（２） 規程第２０８条第１号又は規程第２１

５条第１号の規定の適用を受けて上場される

内国株券等 

吸収合併又は新設合併がその効力を生ずる

日 

吸収合併又は新設合併がその効力を生ずる

日 

（３） （略） （３） （略） 

（４） 上場内国会社が株式交換により他の内

国会社の完全子会社となる場合において規程

第２０８条第３号、規程第２１５条第３号又

は規程第２１６条の９第３号の規定の適用を

受けて上場される当該他の内国会社の内国株

券等 

（４） 上場内国会社が株式交換により他の内

国会社の完全子会社となる場合において規程

第２０８条第３号又は規程第２１５条第３号

の規定の適用を受けて上場される当該他の内

国会社の内国株券等 

前号に定める日 前号に定める日 

（５） 上場内国会社が株式移転により他の内

国会社の完全子会社となる場合において規程

第２０８条第３号、規程第２１５条第３号又

は規程第２１６条の９第３号の規定の適用を

受けて上場される当該他の内国会社の内国株

券等 

（５） 上場内国会社が株式移転により他の内

国会社の完全子会社となる場合において規程

第２０８条第３号又は規程第２１５条第３号

の規定の適用を受けて上場される当該他の内

国会社の内国株券等 

株式移転がその効力を生ずる日 株式移転がその効力を生ずる日 

（６） （略） （６） （略） 

（７） 上場内国会社が人的分割である新設分

割により内国会社を設立する場合又は人的分

割である吸収分割により他の内国会社に事業

を承継させる場合においてその人的分割前の

新規上場申請又は規程第２０８条第５号、規

程第２１５条第５号若しくは規程第２１６条

の９第５号の規定の適用を受けて上場される

当該設立された内国会社又は事業を承継した

内国会社の内国株券等 

（７） 上場内国会社が人的分割である新設分

割により内国会社を設立する場合又は人的分

割である吸収分割により他の内国会社に事業

を承継させる場合においてその人的分割前の

新規上場申請又は規程第２０８条第５号若し

くは規程第２１５条第５号の規定の適用を受

けて上場される当該設立された内国会社又は

事業を承継した内国会社の内国株券等 

新設分割又は吸収分割がその効力を生ずる

日 

新設分割又は吸収分割がその効力を生ずる

日 

  

（退職給付会計基準の適用等の取扱い） （退職給付会計基準の適用等の取扱い） 

第７１７条 規程第７０５条に規定する新規上場

申請者又は上場会社（外国会社を除く。以下こ

第７１７条 規程第７０５条に規定する新規上場

申請者又は上場会社（外国会社を除く。以下こ
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の条において同じ。）が平成１０年６月１６日

付で企業会計審議会により公表された退職給付

に係る会計基準（以下「退職給付会計基準」と

いう。）の適用を受ける場合等の取扱いは、次

のとおりとする。 

の条において同じ。）が平成１０年６月１６日

付で企業会計審議会により公表された退職給付

に係る会計基準（以下「退職給付会計基準」と

いう。）の適用を受ける場合等の取扱いは、次

のとおりとする。 

（１） 退職給付会計基準の適用により生じる

会計基準変更時差異に関する取扱い 

（１） 退職給付会計基準の適用により生じる

会計基準変更時差異に関する取扱い 

ａ （略） ａ （略） 

ｂ 退職給付会計基準の適用により会計基準

変更時差異（費用の減額処理が行われるべ

きものを除く。）が発生した新規上場申請

者又は上場会社に対する規程第２０５条第

５号及び第６号ａ、規程第３０８条第５号

及び第６号ａ、規程第２１６条の３第３号

及び第４号又は規程第２１６条の６第１号

の規定の適用に当たっては、第２１２条第

５項第２号に規定する四半期連結貸借対照

表に基づいて算定される純資産の額並びに

同項第３号及び第４号に規定する四半期貸

借対照表に基づいて算定される純資産の額

について、それぞれ、会計基準変更時差異

未処理額（会計基準変更時差異から直前四

半期会計期間以前において費用処理された

額を控除した額をいう。）を控除したうえ

で税効果相当額を加算するとともに、第２

１２条第６項第１号に規定する連結損益計

算書等に基づいて算定される利益の額及び

同項第２号に規定する損益計算書に基づい

て算定される利益の額について、それぞれ、

審査対象事業年度において会計基準変更時

差異として費用処理された額を加算する

（第２１２条第５項第１３号により読み替

えて準用する場合にあっては、同項第２号

に規定する連結貸借対照表に基づいて算定

される純資産の額並びに同項第３号及び第

４号に規定する貸借対照表に基づいて算定

ｂ 退職給付会計基準の適用により会計基準

変更時差異（費用の減額処理が行われるべ

きものを除く。）が発生した新規上場申請

者又は上場会社に対する規程第２０５条第

５号及び第６号ａ又は規程第３０８条第５

号及び第６号ａの規定の適用に当たって

は、第２１２条第５項第２号に規定する四

半期連結貸借対照表に基づいて算定される

純資産の額並びに同項第３号及び第４号に

規定する四半期貸借対照表に基づいて算定

される純資産の額について、それぞれ、会

計基準変更時差異未処理額（会計基準変更

時差異から直前四半期会計期間以前におい

て費用処理された額を控除した額をいう。）

を控除したうえで税効果相当額を加算する

とともに、第２１２条第６項第１号に規定

する連結損益計算書等に基づいて算定され

る利益の額及び同項第２号に規定する損益

計算書に基づいて算定される利益の額につ

いて、それぞれ、審査対象事業年度におい

て会計基準変更時差異として費用処理され

た額を加算する（第２１２条第５項第１３

号により読み替えて準用する場合にあって

は、同項第２号に規定する連結貸借対照表

に基づいて算定される純資産の額並びに同

項第３号及び第４号に規定する貸借対照表

に基づいて算定される純資産の額につい

て、それぞれ、会計基準変更時差異未処理
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される純資産の額について、それぞれ、会

計基準変更時差異未処理額（会計基準変更

時差異から直前事業年度以前において費用

処理された額を控除した額をいう。）を控

除したうえで税効果相当額を加算する。）

ことができるものとする。 

額（会計基準変更時差異から直前事業年度

以前において費用処理された額を控除した

額をいう。）を控除したうえで税効果相当

額を加算する。）ことができるものとする。

（２） 退職給付会計基準を適用する事業年度

前の事業年度において、退職給与引当金に係

る会計基準を変更することにより退職給与引

当金の積増しを行っている場合における影響

額に関する取扱い 

（２） 退職給付会計基準を適用する事業年度

前の事業年度において、退職給与引当金に係

る会計基準を変更することにより退職給与引

当金の積増しを行っている場合における影響

額に関する取扱い 

退職給付会計基準を適用する事業年度前の

事業年度（平成１０年６月以後に終了する事

業年度に限る。）において、退職給与引当金

に係る会計基準を変更することにより退職給

与引当金の積増しを行っている新規上場申請

者又は上場会社に対する規程第２０５条第６

号ａ、規程第３０８条第６号ａ、規程第２１

６条の３第３号及び第４号又は規程第２１６

条の６第１号の規定の適用に当たっては、当

該会計基準の変更が正当な理由に基づくもの

と認められている場合には、第２１２条第６

項第１号に規定する連結損益計算書等に基づ

いて算定される利益の額及び同項第２号に規

定する損益計算書に基づいて算定される利益

の額について、それぞれ、審査対象事業年度

における当該会計基準の変更による影響額

（過年度に係る影響額に限る。）を加算する

こととする。 

退職給付会計基準を適用する事業年度前の

事業年度（平成１０年６月以後に終了する事

業年度に限る。）において、退職給与引当金

に係る会計基準を変更することにより退職給

与引当金の積増しを行っている新規上場申請

者又は上場会社に対する規程第２０５条第６

号ａ又は規程第３０８条第６号ａの規定の適

用に当たっては、当該会計基準の変更が正当

な理由に基づくものと認められている場合に

は、第２１２条第６項第１号に規定する連結

損益計算書等に基づいて算定される利益の額

及び同項第２号に規定する損益計算書に基づ

いて算定される利益の額について、それぞれ、

審査対象事業年度における当該会計基準の変

更による影響額（過年度に係る影響額に限

る。）を加算することとする。 

  

（テクニカル上場時の引継ぎの取扱い） （テクニカル上場時の引継ぎの取扱い） 

第７１８条 規程第７０６条に規定する施行規則

で定める規定とは、次の各号に掲げるものをい

う。 

第７１８条 規程第７０６条に規定する施行規則

で定める規定とは、次の各号に掲げるものをい

う。 

（１）～（３） （略） （１）～（３） （略） 

（４） 規程第４０８条第５号及び第６号 （４） 規程第４０８条第５号 
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（５） （略） （５） （略） 

（６） 規程第６０１条第１項第９号ａ又はｂ

（規程第６０２条第１項第１号、同条第２項

第３号、規程第６０３条第１項第６号、規程

第６０４条第１項第２号、同条第２項第１号、

規程第６０４条の２第１項第３号、規程第６

０４条の３第２号、規程第６０４条の４第１

項第２号又は規程第６０４条の５第２号によ

る場合を含む。） 

（６） 規程第６０１条第１項第９号ａ又はｂ

（規程第６０２条第１項第１号、同条第２項

第３号、規程第６０３条第１項第６号、規程

第６０４条第１項第２号又は同条第２項第１

号による場合を含む。） 

（７） 規程第６０１条第１項第９号の２（規

程第６０２条第１項第１号、同条第２項第３

号、規程第６０３条第１項第６号、規程第６

０４条第１項第２号、同条第２項第１号、規

程第６０４条の２第１項第３号、規程第６０

４条の３第２号、規程第６０４条の４第１項

第２号又は規程第６０４条の５第２号による

場合を含む。） 

（７） 規程第６０１条第１項第９号の２（規

程第６０２条第１項第１号、同条第２項第３

号、規程第６０３条第１項第６号、規程第６

０４条第１項第２号又は同条第２項第１号に

よる場合を含む。） 

（８） 第６０１条第１０項第１号から第４号

まで（規程第６０２条第１項第１号、同条第

２項第３号、規程第６０３条第１項第６号、

規程第６０４条第１項第２号、同条第２項第

１号、規程第６０４条の２第１項第３号、規

程第６０４条の３第２号、規程第６０４条の

４第１項第２号又は規程第６０４条の５第２

号による場合を含む。） 

（８） 第６０１条第１０項第１号から第４号

まで（規程第６０２条第１項第１号、同条第

２項第３号、規程第６０３条第１項第６号、

規程第６０４条第１項第２号又は同条第２項

第１号による場合を含む。） 

（９）・（１０） （略） （９）・（１０） （略） 

（１１） 規程第６０４条の２第１項第１号及

び第２号（規程第６０４条の３第１号、規程

第６０４条の４第１項第１号及び規程第６０

４条の５第１号による場合を含む。） 

（新設） 

（１２） 規程第６０４条の４第１項第３号（規

程第６０４条の５第１号による場合を含む。）

（新設） 

  

（本則市場又はマザーズの上場会社が発行する

優先株等の上場に関する料金の取扱い） 

（上場に関する料金の取扱い） 

第８１０条 規程第８１２条の規定に基づく上場第８１０条 規程第８１２条の規定に基づく上場
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審査料、新規上場料、追加上場料、年間上場料

その他の上場に関する料金（優先株等の発行者

である上場会社が、本則市場又はマザーズの上

場会社である場合に限る。）については、次の

各号に掲げる料金の区分に従い、当該各号に定

めるとおりとする。 

審査料、新規上場料、追加上場料、年間上場料

その他の上場に関する料金については、次の各

号に掲げる料金の区分に従い、当該各号に定め

るとおりとする。 

（１） 上場審査料 （１） 上場審査料 

非参加型優先株を新規上場申請する発行者

（当該発行者が、本則市場又はマザーズの上

場会社である場合に限る。）は、上場審査料

として２００万円（マザーズへの新規上場申

請の場合にあっては１００万円）を、新規上

場申請日が属する月の翌月末日までに支払う

ものとする。 

非参加型優先株を新規上場申請する発行者

は、上場審査料として２００万円（マザーズ

への新規上場申請の場合にあっては１００万

円）を、新規上場申請日が属する月の翌月末

日までに支払うものとする。 

（２） 新規上場料 （２） 新規上場料 

優先株等を新規上場申請する発行者（当該

発行者が、本則市場又はマザーズの上場会社

である場合に限る。）は、新規上場料として、

１株当たりの発行価格に上場株式数を乗じて

得た金額の万分の４．５を、当該銘柄の上場

日の属する月の翌月末日までに（規程第８０

１条第２項の規定に基づき新規上場申請した

場合には、同日以後の日で会社設立後直ちに）

支払うものとする。 

優先株等を新規上場申請する発行者は、新

規上場料として、１株当たりの発行価格に上

場株式数を乗じて得た金額の万分の４．５を、

当該銘柄の上場日の属する月の翌月末日まで

に（規程第８０１条第２項の規定に基づき新

規上場申請した場合には、同日以後の日で会

社設立後直ちに）支払うものとする。 

（３） 追加上場料 （３） 追加上場料 

ａ 上場優先株等の発行者（当該発行者が、

本則市場又はマザーズの上場会社である場

合に限る。以下この条において同じ。）は、

新たに発行する優先株等の上場に係る料金

として、１株当たりの発行価格に新たに発

行する優先株等の数を乗じて得た金額の万

分の４．５を、当該新たに発行する優先株

等の上場日の属する月の翌月末日までに支

払うものとする。 

ａ 上場優先株等の発行者は、新たに発行す

る優先株等の上場に係る料金として、１株

当たりの発行価格に新たに発行する優先株

等の数を乗じて得た金額の万分の４．５を、

当該新たに発行する優先株等の上場日の属

する月の翌月末日までに支払うものとす

る。 

ｂ （略） ｂ （略） 

（４） 年間上場料 （４） 年間上場料 
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ａ （略） ａ （略） 

ｂ 第７０９条第１項の規定は、支払期日に

ついて、同条第３項の規定は、上場時価総

額の算定について、同条第４項から第９項

まで及び第７０９条の３の規定は、新規上

場及び上場廃止の際の年間上場料につい

て、それぞれ準用する。 

ｂ 第７０９条第１項の規定は、支払期日に

ついて、同条第３項の規定は、上場時価総

額の算定について、同条第４項から第１０

項までの規定は、新規上場及び上場廃止の

際の年間上場料について、それぞれ準用す

る。 

２ （略） ２ （略） 

  

（ＪＡＳＤＡＱの上場会社が発行する優先株等

の上場に関する料金の取扱い） 

 

第８１０条の２ 規程第８１２条の規定に基づく

上場審査料、新規上場料、年間上場料その他の

上場に関する料金（優先株等の発行者である上

場会社が、ＪＡＳＤＡＱの上場会社である場合

に限る。）については、次の各号に掲げる料金

の区分に従い、当該各号に定めるとおりとする。

（新設） 

（１） 上場審査料  

優先株等を新規上場申請する発行者（当該

発行者が、ＪＡＳＤＡＱの上場会社である場

合に限る。次号において同じ。）は、上場審

査料として２００万円を、新規上場申請日が

属する月の翌月末日までに支払うものとす

る。 

 

（２） 新規上場料  

優先株等を新規上場申請する発行者は、新

規上場料として、２００万円を、当該銘柄の

上場日の属する日の翌月末日までに支払うも

のとする。 

 

（３） 年間上場料  

次のａからｃまでに掲げるところによる。  

ａ 上場優先株等の発行者（当該発行者が、

ＪＡＳＤＡＱの上場会社である場合に限

る。）は、４月から翌年３月までの１年間

に係る年間上場料として、次の（ａ）から

（ｆ）までに掲げる場合の区分に従い、当
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該（ａ）から（ｆ）までに定める額を支払

うものとする。 

（ａ） 上場株券等の数が１万単元未満の

場合 ７２万円 

 

（ｂ） 上場株券等の数が１万単元以上３

万単元未満の場合 ８４万円 

 

（ｃ） 上場株券等の数が３万単元以上５

万単元未満の場合 ９６万円 

 

（ｄ） 上場株券等の数が５万単元以上７

万単元未満の場合 １０８万円 

 

（ｅ） 上場株券等の数が７万単元以上９

万単元未満の場合 １２０万円 

 

（ｆ） 上場株券等の数が９万単元以上の

場合 １３２万円 

 

ｂ 年間上場料の計算における上場株券等の

数は、毎年１２月末日の上場株券等の数を

用いる。 

 

ｃ 第７０９条の２第１項の規定は、支払期

日について、同条第３項から第７項まで及

び第７０９条の３の規定は、新規上場及び

上場廃止の際の年間上場料について準用す

る。 

 

２ 第７１５条の規定は、前項の規定に基づく料

金の支払いについて準用する。 

 

  

（上場に関する料金の取扱い） （上場に関する料金の取扱い） 

第８２１条 規程第８２５条の規定に基づく新規

上場料、年間上場料その他の上場に関する料金

については、次の各号に掲げる料金の区分に従

い、当該各号に定めるとおりとする。 

第８２１条 規程第８２５条の規定に基づく新規

上場料、年間上場料その他の上場に関する料金

については、次の各号に掲げる料金の区分に従

い、当該各号に定めるとおりとする。 

（１） （略） （１） （略） 

（２） 年間上場料 （２） 年間上場料 

ａ （略） ａ （略） 

ｂ 第７０９条第１項の規定は、支払期日に

ついて、同条第３項の規定は、上場時価総

額の算定について、同条第４項から第９項

ｂ 第７０９条第１項の規定は、支払期日に

ついて、同条第３項の規定は、上場時価総

額の算定について、同条第４項から第１０
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まで及び第７０９条の３の規定は、新規上

場及び上場廃止の際の年間上場料につい

て、それぞれ準用する。 

項までの規定は、新規上場及び上場廃止の

際の年間上場料について、それぞれ準用す

る。 

２ （略） ２ （略） 

  

（上場に関する料金の取扱い） （上場に関する料金の取扱い） 

第９１２条 規程第９１６条の規定に基づく上場

審査料、新規上場料、年間上場料その他の上場

に関する料金については、次の各号に掲げる料

金の区分に従い、当該各号に定めるところによ

る。 

第９１２条 規程第９１６条の規定に基づく上場

審査料、新規上場料、年間上場料その他の上場

に関する料金については、次の各号に掲げる料

金の区分に従い、当該各号に定めるところによ

る。 

（１）・（２） （略） （１）・（２） （略） 

（３） 年間上場料 （３） 年間上場料 

次のａからｆまでに掲げるところによる。 次のａからｆまでに掲げるところによる。 

ａ～ｃ （略） ａ～ｃ （略） 

ｄ 第７０９条第１項の規定は、支払期日（国

債証券の年間上場料の支払期日を除く。）

について、同条第４項から第９項まで及び

第７０９条の３の規定は、新規上場及び上

場廃止の際の年間上場料（国債証券の年間

上場料を除く。）について、それぞれ準用

する。この場合において、第７０９条第８

項中「上場廃止日の前日までに」とあるの

は「上場廃止日の前日までに」と読み替え

る。 

ｄ 第７０９条第１項の規定は、支払期日（国

債証券の年間上場料の支払期日を除く。）

について、同条第４項から第１０項までの

規定は、新規上場及び上場廃止の際の年間

上場料（国債証券の年間上場料を除く。）

について、それぞれ準用する。この場合に

おいて、同条第８項中「上場廃止日の前日

までに」とあるのは「上場廃止日の前日ま

でに」と読み替える。 

ｅ・ｆ （略） ｅ・ｆ （略） 

２ （略） ２ （略） 

  

（本則市場又はマザーズの上場会社が発行する

転換社債型新株予約権付社債券の上場に関す

る料金の取扱い） 

（上場に関する料金の取扱い） 

第９２０条 規程第９２５条の規定に基づく新規

上場料、年間上場料その他の上場に関する料金

については、次の各号に掲げる料金の区分に従

い、当該各号に定めるところによる。 

第９２０条 規程第９２５条の規定に基づく新規

上場料、年間上場料その他の上場に関する料金

については、次の各号に掲げる料金の区分に従

い、当該各号に定めるところによる。 

（１） （略） （１） （略） 
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（２） 年間上場料 （２） 年間上場料 

次のａからｃまでに掲げるところによる。 次のａからｃまでに掲げるところによる。 

ａ・ｂ （略） ａ・ｂ （略） 

ｃ 第７０９条第１項の規定は、支払期日に

ついて、同条第４項から第９項まで及び第

７０９条の３の規定は、新規上場及び上場

廃止の際の年間上場料について、それぞれ

準用する。 

ｃ 第７０９条第１項の規定は、支払期日に

ついて、同条第４項から第１０項までの規

定は、新規上場及び上場廃止の際の年間上

場料について、それぞれ準用する。 

２ （略） ２ （略） 

  

（ＪＡＳＤＡＱの上場会社が発行する転換社債

型新株予約権付社債券の上場に関する料金の

取扱い） 

 

第９２０条の２ 規程第９２５条の規定に基づく

上場審査料、新規上場料、年間上場料その他の

上場に関する料金（転換社債型新株予約権付社

債券の発行者である上場会社が、ＪＡＳＤＡＱ

の上場会社である場合に限る。）については、

次の各号に掲げる料金の区分に従い、当該各号

に定めるところによる。 

（新設） 

（１） 新規上場料  

次のａからｄまでに掲げるところによる。  

ａ 上場額面総額の 万分の２．５  

ｂ 新規上場料の計算は、各銘柄ごとにその

上場日現在における額面総額を基準とす

る。 

 

ｃ 新規上場料は、当該銘柄の上場日の属す

る月の翌月末日までに支払うものとする。 

 

ｄ 上場会社の合併などにより上場廃止され

た転換社債型新株予約権付社債券が上場廃

止後６か月以内に上場される場合の新規上

場料は、既に支払われた額を限度として免

除することができる。 

 

（２） 年間上場料  

次のａからｃまでに掲げるところによる。  

ａ 上場額面総額のうち  
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（ａ） ５億円以下の金額につき ２０万

円 

 

（ｂ） ５億円を超え２０億円以下の金額

につき １億円以下を増すごとに １万

８千５百円 

 

（ｃ） ２０億円を超え６０億円以下の金

額につき ２億円以下を増すごとに １

万８千５百円 

 

（ｄ） ６０億円を超え１００億円以下の

金額につき ５億円以下を増すごとに 

１万８千５百円 

 

（ｅ） １００億円を超え５００億円以下

の金額につき ５０億円以下を増すごと

に １万８千５百円 

 

（ｆ） ５００億円を超え１，０００億円

以下の金額につき １００億円以下を増

すごとに １万８千５百円 

 

（ｇ） １，０００億円を超える金額につ

き ２００億円以下を増すごとに １万

８千５百円 

 

ｂ 年間上場料の計算は、各銘柄ごとに、前

年の１２月末日現在における上場額面総額

を基準とする。 

 

ｃ 第７０９条の２第１項は、支払期日につ

いて、同条第３項から第７項まで及び第７

０９条の３の規定は、新規上場及び上場廃

止の際の年間上場料について準用する。 

 

２ 第７１５条の規定は、前項の規定に基づく料

金の支払いについて準用する。 

 

  

（上場に関する料金の取扱い） （上場に関する料金の取扱い） 

第９３１条 規程第９４０条の規定に基づく新規

上場料、年間上場料その他の上場に関する料金

については、次の各号に掲げる料金の区分に従

い、当該各号に定めるところによる。 

第９３１条 規程第９４０条の規定に基づく新規

上場料、年間上場料その他の上場に関する料金

については、次の各号に掲げる料金の区分に従

い、当該各号に定めるところによる。 

（１） （略） （１） （略） 
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（２） 年間上場料 （２） 年間上場料 

次のａからｃまでに掲げるところによる。 次のａからｃまでに掲げるところによる。 

ａ・ｂ （略） ａ・ｂ （略） 

ｃ 第７０９条第１項の規定は、支払期日に

ついて、同条第４項から第９項まで及び第

７０９条の３の規定は、新規上場及び上場

廃止の際の年間上場料について、それぞれ

準用する。 

ｃ 第７０９条第１項の規定は、支払期日に

ついて、同条第４項から第１０項までの規

定は、新規上場及び上場廃止の際の年間上

場料について、それぞれ準用する。 

２ （略） ２ （略） 

  

第４章 ＥＴＮ 第４章 指標連動証券 

  

（ＥＴＮ上場契約書の様式） （上場契約書の様式） 

第９３２条 規程第９４２条第１項に規定する施

行規則で定める当取引所所定の「ＥＴＮ信託受

益証券上場契約書」は、別記第３―１３号様式

によるものとする。 

第９３２条 規程第９４２条第１項に規定する施

行規則で定める当取引所所定の「外国指標連動

証券信託受益証券上場契約書」は、別記第３―

１３号様式によるものとする。 

  

（有価証券新規上場申請書の記載事項等） （有価証券新規上場申請書の記載事項等） 

第９３３条 規程第９４４条第１項に規定する施

行規則で定める事項とは、次の各号に掲げる事

項とする。 

第９３３条 規程第９４４条第１項に規定する施

行規則で定める事項とは、次の各号に掲げる事

項とする。 

（１） 新規上場申請銘柄に係る受託有価証券

であるＥＴＮの発行者（以下この章において

「新規上場申請に係るＥＴＮ信託受益証券の

発行者」という。）の商号又は名称 

（１） 新規上場申請銘柄に係る受託有価証券

である外国指標連動証券の発行者（以下この

章において「新規上場申請に係る外国指標連

動証券信託受益証券の発行者」という。）の

商号又は名称 

（２） 新規上場申請銘柄及び新規上場申請銘

柄に係る受託有価証券であるＥＴＮの名称 

（２） 新規上場申請銘柄及び新規上場申請銘

柄に係る受託有価証券である外国指標連動証

券の名称 

（３） （略） （３） （略） 

（４） 新規上場申請銘柄の発行可能限度額及

び発行可能総受益権口数並びに新規上場申請

銘柄に係る受託有価証券であるＥＴＮの発行

可能限度額及び発行可能な総証券数 

（４） 新規上場申請銘柄の発行可能限度額及

び発行可能総受益権口数並びに新規上場申請

銘柄に係る受託有価証券である外国指標連動

証券の発行可能限度額及び発行可能な総証券

数 
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２ （略） ２ （略） 

  

（有価証券新規上場申請書の添付書類） （有価証券新規上場申請書の添付書類） 

第９３４条 規程第９４４条第２項に規定する施

行規則で定める書類は、次の各号に掲げる書類

とする。 

第９３４条 規程第９４４条第２項に規定する施

行規則で定める書類は、次の各号に掲げる書類

とする。 

（１） 新規上場申請銘柄に係る指標の算出主

体が当取引所でない場合には、次のａからｄ

までに掲げる書類 

（１） 新規上場申請銘柄に係る指標の算出主

体が当取引所でない場合には、次のａからｄ

までに掲げる書類 

ａ～ｃ （略） ａ～ｃ （略） 

ｄ 指標の算出主体の企業属性等の基本情報

を記載した書類。ただし、当該算出主体が

上場ＥＴＮ信託受益証券又は上場ＥＴＦに

係る指標の算出主体である場合には、添付

を要しない。 

ｄ 指標の算出主体の企業属性等の基本情報

を記載した書類。ただし、当該算出主体が

上場外国指標連動証券信託受益証券又は上

場ＥＴＦに係る指標の算出主体である場合

には、添付を要しない。 

（２） （略） （２） （略） 

（３） 新規上場申請銘柄に係る受託有価証券

であるＥＴＮの発行契約書若しくは発行プロ

グラム又はこれらに類する書類及び新規上場

申請銘柄に係る信託契約その他当取引所が必

要と認める書類の写し 

（３） 新規上場申請銘柄に係る受託有価証券

である外国指標連動証券の発行契約書若しく

は発行プログラム又はこれらに類する書類及

び新規上場申請銘柄に係る信託契約その他当

取引所が必要と認める書類の写し 

（４） 次のａからｄまでに掲げる書類 （４） 次のａからｄまでに掲げる書類 

ａ （略） ａ （略） 

ｂ 規程第９５０条に基づき新規上場申請に

係るＥＴＮ信託受益証券の発行者の代理人

等を選定していること又は当該代理人等か

ら受託する旨の内諾を得ていることを証す

る書面 

ｂ 規程第９５０条に基づき新規上場申請に

係る外国指標連動証券信託受益証券の発行

者の代理人等を選定していること又は当該

代理人等から受託する旨の内諾を得ている

ことを証する書面 

ｃ 新規上場申請銘柄に係る受託有価証券で

あるＥＴＮが発行された国又は地域の法令

に基づき、当該新規上場申請銘柄に係る受

託有価証券であるＥＴＮの発行について承

認、認可、許可、届出又はこれらに相当す

るものが行われている旨を証する書面の写

し 

ｃ 新規上場申請銘柄に係る受託有価証券で

ある外国指標連動証券が発行された国又は

地域の法令に基づき、当該新規上場申請銘

柄に係る受託有価証券である外国指標連動

証券の発行について承認、認可、許可、届

出又はこれらに相当するものが行われてい

る旨を証する書面の写し 

ｄ （略） ｄ （略） 
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（５） （略） （５） （略） 

  

（保証等の取扱い） （保証等の取扱い） 

第９３５条 規程第９４４条第３項に規定する施

行規則で定める適切な保証とは、次の各号に掲

げる保証をいう。 

第９３５条 規程第９４４条第３項に規定する施

行規則で定める適切な保証とは、次の各号に掲

げる保証をいう。 

（１） 新規上場申請銘柄に係る受託有価証券

であるＥＴＮの所有者が新規上場申請に係る

ＥＴＮ信託受益証券の保証者に対して有する

債務の支払等の権利についての保証 

（１） 新規上場申請銘柄に係る受託有価証券

である外国指標連動証券の所有者が新規上場

申請に係る外国指標連動証券信託受益証券の

保証者に対して有する債務の支払等の権利に

ついての保証 

（２） （略） （２） （略） 

２ 規程第９４４条第３項に規定する施行規則で

定める書類とは、次の各号に掲げる書類とする。

２ 規程第９４４条第３項に規定する施行規則で

定める書類とは、次の各号に掲げる書類とする。

（１） 当取引所から新規上場申請に係るＥＴ

Ｎ信託受益証券の発行者に対して、正当な理

由に基づく照会、請求等があった場合には、

当該新規上場申請に係るＥＴＮ信託受益証券

の発行者が遅滞なく、当該照会事項等につい

て正確に報告し、又はその請求する書類の提

出等の対応をするために当該新規上場申請に

係るＥＴＮ信託受益証券の発行者に協力する

旨保証者が確約する書類 

（１） 当取引所から新規上場申請に係る外国

指標連動証券信託受益証券の発行者に対し

て、正当な理由に基づく照会、請求等があっ

た場合には、当該新規上場申請に係る外国指

標連動証券信託受益証券の発行者が遅滞な

く、当該照会事項等について正確に報告し、

又はその請求する書類の提出等の対応をする

ために当該新規上場申請に係る外国指標連動

証券信託受益証券の発行者に協力する旨保証

者が確約する書類 

（２） 保証者に関する継続的な企業内容の開

示について、新規上場申請に係るＥＴＮ信託

受益証券の発行者に協力する旨保証者が確約

する書類 

（２） 保証者に関する継続的な企業内容の開

示について、新規上場申請に係る外国指標連

動証券信託受益証券の発行者に協力する旨保

証者が確約する書類 

（３）・（４） （略） （３）・（４） （略） 

（５） その他投資者保護上必要かつ適当と認

められるものについて、新規上場申請に係る

ＥＴＮ信託受益証券の発行者に協力する旨保

証者が確約する書類 

（５） その他投資者保護上必要かつ適当と認

められるものについて、新規上場申請に係る

外国指標連動証券信託受益証券の発行者に協

力する旨保証者が確約する書類 

  

（有価証券新規上場申請書の添付書類の例外） （有価証券新規上場申請書の添付書類の例外） 

第９３６条 規程第９４４条第４項に規定する施第９３６条 規程第９４４条第４項に規定する施
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行規則で定める書類は、第９３４条第３号に掲

げる書類とする。 

行規則で定める書類は、第９３４条第１項第３

号に掲げる書類とする。 

  

（新規上場申請に係る提出書類） （新規上場申請に係る提出書類） 

第９３７条 規程第９４４条第５項に規定する施

行規則で定める場合とは、次の各号に掲げる場

合をいい、同項に規定する施行規則で定める書

類とは、当該各号に定める書類をいう。 

第９３７条 規程第９４４条第５項に規定する施

行規則で定める場合とは、次の各号に掲げる場

合をいい、同項に規定する施行規則で定める書

類とは、当該各号に定める書類をいう。 

（１）～（３） （略） （１）～（３） （略） 

（４） 新規上場申請銘柄の権利の内容等を記

載したＥＴＮ信託受益証券の概要を作成した

場合 

（４） 新規上場申請銘柄の権利の内容等を記

載した外国指標連動証券信託受益証券の概要

を作成した場合 

「当該ＥＴＮ信託受益証券概要書」 「当該外国指標連動証券信託受益証券概要

書」 

２ （略） ２ （略） 

  

（上場審査基準の取扱い） （上場審査基準の取扱い） 

第９３９条 （略） 第９３９条 （略） 

２～６ （略） ２～６ （略） 

７ 規程第９４５条第１項第３号ｊに規定する新

規上場申請銘柄に係る信託契約その他の契約が

施行規則で定めるところにより締結されるもの

であることとは、当該信託契約その他の契約が

当該ＥＴＮ信託受益証券に係る受託者及び当該

ＥＴＮ信託受益証券の所有者の間で締結される

ものであり、かつ、当該ＥＴＮ信託受益証券に

係る委託者が当該受託者との間において当取引

所が適当と認める契約を締結していることをい

う。 

７ 規程第９４５条第１項第３号ｊに規定する新

規上場申請銘柄に係る信託契約その他の契約が

施行規則で定めるところにより締結されるもの

であることとは、当該信託契約その他の契約が

当該外国指標連動証券信託受益証券に係る受託

者及び当該外国指標連動証券信託受益証券の所

有者の間で締結されるものであり、かつ、当該

外国指標連動証券信託受益証券に係る委託者が

当該受託者との間において当取引所が適当と認

める契約を締結していることをいう。 

  

（情報の開示の取扱い） （情報の開示の取扱い） 

第９４０条 規程第９４７条第２項第１号及び第

２号に規定する上場ＥＴＮ信託受益証券に係る

受託有価証券であるＥＴＮの残存償還価額総額

及び一証券あたりの償還価額は、上場ＥＴＮ信

託受益証券に係る受託有価証券であるＥＴＮの

第９４０条 規程第９４７条第２項第１号及び第

２号に規定する上場外国指標連動証券信託受益

証券に係る受託有価証券である外国指標連動証

券の残存償還価額総額及び一証券あたりの償還

価額は、上場外国指標連動証券信託受益証券に
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発行契約書若しくは発行プログラム若しくはこ

れらに類する書類又は上場ＥＴＮ信託受益証券

に係る信託契約に定めるところにより算出する

ものとする。 

係る受託有価証券である外国指標連動証券の発

行契約書若しくは発行プログラム若しくはこれ

らに類する書類又は上場外国指標連動証券信託

受益証券に係る信託契約に定めるところにより

算出するものとする。 

２ 規程第９４７条第２項第２号に規定する乖離

率とは、次の算式により算出した値をいう。 

２ 規程第９４７条第２項第２号に規定する乖離

率とは、次の算式により算出した値をいう。 

算式 算式 

（（Ａ÷Ｂ）－（Ｃ÷Ｄ））×１００（％） （（Ａ÷Ｂ）－（Ｃ÷Ｄ））×１００（％） 

算式の符号 算式の符号 

Ａ 同項第１号に規定する上場ＥＴＮ信託受

益証券に係る受託有価証券であるＥＴＮの

一証券あたりの償還価額 

Ａ 同項第１号に規定する上場外国指標連動

証券信託受益証券に係る受託有価証券であ

る外国指標連動証券の一証券あたりの償還

価額 

Ｂ Ａを算出した日の前営業日の上場ＥＴＮ

信託受益証券に係る受託有価証券であるＥ

ＴＮの一証券あたりの償還価額 

Ｂ Ａを算出した日の前営業日の上場外国指

標連動証券信託受益証券に係る受託有価証

券である外国指標連動証券の一証券あたり

の償還価額 

Ｃ 特定の指標の終値 Ｃ 特定の指標の終値 

Ｄ Ｃを算出した日の前営業日の特定の指標

の終値 

Ｄ Ｃを算出した日の前営業日の特定の指標

の終値 

３・４ （略） ３・４ （略） 

５ 規程第９４７条第３項第４号に規定する施行

規則で定める信用状況等に関する情報とは、次

の各号に掲げる内容をいう。 

５ 規程第９４７条第３項第４号に規定する施行

規則で定める信用状況等に関する情報とは、次

の各号に掲げる内容をいう。 

（１） 上場ＥＴＮ信託受益証券に係る受託有

価証券であるＥＴＮの発行者（以下この章に

おいて「上場ＥＴＮ信託受益証券の発行者」

という。）（保証者が存在する場合は、保証

者。以下この項において同じ。）に係る信用

格付及び当該上場ＥＴＮ信託受益証券に係る

受託有価証券であるＥＴＮに係る信用格付

（当該上場ＥＴＮ信託受益証券に係る受託有

価証券であるＥＴＮに係る信用格付を取得し

ている場合に限る。） 

（１） 上場外国指標連動証券信託受益証券に

係る受託有価証券である外国指標連動証券の

発行者（以下この章において「上場外国指標

連動証券信託受益証券の発行者」という。）

（保証者が存在する場合は、保証者。以下こ

の項において同じ。）に係る信用格付及び当

該上場外国指標連動証券信託受益証券に係る

受託有価証券である外国指標連動証券に係る

信用格付（当該上場外国指標連動証券信託受

益証券に係る受託有価証券である外国指標連

動証券に係る信用格付を取得している場合に
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限る。） 

（２） 次のａからｄまでに掲げる上場ＥＴＮ

信託受益証券の発行者の区分に従い、当該ａ

からｄまでに定める内容 

（２） 次のａからｄまでに掲げる上場外国指

標連動証券信託受益証券の発行者の区分に従

い、当該ａからｄまでに定める内容 

ａ～ｄ （略） ａ～ｄ （略） 

（３） 上場ＥＴＮ信託受益証券の発行者が発

行するＥＴＮ（国内の金融商品取引所又は外

国金融商品取引所等に上場しているものに限

る。以下この項において同じ。）の残存償還

価額総額（他社の発行するＥＴＮの償還を保

証する額を含む。）及び当該残存償還価額総

額の当該上場ＥＴＮ信託受益証券の発行者の

純資産の額に対する比率 

（３） 上場外国指標連動証券信託受益証券の

発行者が発行する外国指標連動証券（国内の

金融商品取引所又は外国金融商品取引所等に

上場しているものに限る。以下この項におい

て同じ。）の残存償還価額総額（他社の発行

する外国指標連動証券の償還を保証する額を

含む。）及び当該残存償還価額総額の当該上

場外国指標連動証券信託受益証券の発行者の

純資産の額に対する比率 

６ （略） ６ （略） 

  

（書類の提出等の取扱い） （書類の提出等の取扱い） 

第９４１条 規程第９４８条第１項に規定する施

行規則で定める場合とは、次の各号に掲げる場

合のいずれかに該当した場合をいい、当該各号

に該当したときには、当該各号に定めるところ

に従い、当取引所に書類の提出を行うものとす

る。ただし、規程第９４７条の規定に基づき行

う情報の開示により、当取引所に提出すべき書

類に記載すべき内容が十分に開示されていると

認められる場合であって、当取引所が適当と認

めるときは、当該書類の提出を要しないものと

する。この場合において、上場ＥＴＮ信託受益

証券の発行者は、第１号ｂに規定する書類（法

第１３条第１項前段及び第３項の規定により作

成されたものを除く。）並びに第２号、第３号

ａ及び第４号ｂに規定する書類を当取引所が公

衆の縦覧に供することに同意するものとする。 

第９４１条 規程第９４８条第１項に規定する施

行規則で定める場合とは、次の各号に掲げる場

合のいずれかに該当した場合をいい、当該各号

に該当したときには、当該各号に定めるところ

に従い、当取引所に書類の提出を行うものとす

る。ただし、規程第９４７条の規定に基づき行

う情報の開示により、当取引所に提出すべき書

類に記載すべき内容が十分に開示されていると

認められる場合であって、当取引所が適当と認

めるときは、当該書類の提出を要しないものと

する。この場合において、上場外国指標連動証

券信託受益証券の発行者は、第１号ｂに規定す

る書類（法第１３条第１項前段及び第３項の規

定により作成されたものを除く。）並びに第２

号、第３号ａ及び第４号ｂに規定する書類を当

取引所が公衆の縦覧に供することに同意するも

のとする。 

（１） （略） （１） （略） 

（２） 規程第９４７条第３項第１号ｂに掲げ （２） 規程第９４７条第３項第１号ｂに掲げ
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る事項を決定した場合 る事項を決定した場合 

上場ＥＴＮ信託受益証券の併合又は分割の

日程表について、確定後直ちに 

上場外国指標連動証券信託受益証券の併合

又は分割の日程表について、確定後直ちに 

（３） （略） （３） （略） 

（４） 規程第９４７条第３項第１号ｐ及び第

７号に掲げる事項 

（４） 規程第９４７条第３項第１号ｐ及び第

７号に掲げる事項 

次のａ及びｂに掲げるところにより行う。 次のａ及びｂに掲げるところにより行う。 

ａ （略） ａ （略） 

ｂ 変更後の上場ＥＴＮ信託受益証券に係る

受託有価証券であるＥＴＮの発行契約書若

しくは発行プログラム若しくはこれらに類

する書類又は上場ＥＴＮ信託受益証券に係

る信託契約について、変更確定後直ちに 

ｂ 変更後の上場外国指標連動証券信託受益

証券に係る受託有価証券である外国指標連

動証券の発行契約書若しくは発行プログラ

ム若しくはこれらに類する書類又は上場外

国指標連動証券信託受益証券に係る信託契

約について、変更確定後直ちに 

（５） 当取引所所定の「取引所規則の遵守に

関する確認書」を提出した代表者の異動、社

債権者集会の招集その他の上場ＥＴＮ信託受

益証券に関する権利等に係る重要な事項 

（５） 当取引所所定の「取引所規則の遵守に

関する確認書」を提出した代表者の異動、社

債権者集会の招集その他の上場外国指標連動

証券信託受益証券に関する権利等に係る重要

な事項 

決定に係る通知書について、決定を行った

後直ちに（「取引所規則の遵守に関する確認

書」を提出した代表者の異動について決定を

行った場合にあっては、「取引所規則の遵守

に関する確認書」について、異動後直ちに） 

決定に係る通知書について、決定を行った

後直ちに（「取引所規則の遵守に関する確認

書」を提出した代表者の異動について決定を

行った場合にあっては、「取引所規則の遵守

に関する確認書」について、異動後直ちに） 

（６） 事業年度末日の当該上場ＥＴＮ信託受

益証券の所有者数が確定した場合 

（６） 事業年度末日の当該上場外国指標連動

証券信託受益証券の所有者数が確定した場合 

所有者数を記載した書面について、確定後

直ちに 

所有者数を記載した書面について、確定後

直ちに 

（７） １２月末日現在の上場ＥＴＮ信託受益

証券の上場受益権口数及び上場ＥＴＮ信託受

益証券に係る受託有価証券であるＥＴＮの一

証券あたりの償還価額を把握した場合 

（７） １２月末日現在の上場外国指標連動証

券信託受益証券の上場受益権口数及び上場外

国指標連動証券信託受益証券に係る受託有価

証券である外国指標連動証券の一証券あたり

の償還価額を把握した場合 

１２月末日現在の上場ＥＴＮ信託受益証券

の上場受益権口数及び上場ＥＴＮ信託受益証

券に係る受託有価証券であるＥＴＮの一証券

１２月末日現在の上場外国指標連動証券信

託受益証券の上場受益権口数及び上場外国指

標連動証券信託受益証券に係る受託有価証券
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あたりの償還価額を記載した書面について、

把握後直ちに 

である外国指標連動証券の一証券あたりの償

還価額を記載した書面について、把握後直ち

に 

  

（有価証券報告書等の適正性に関する確認書の

取扱い） 

（有価証券報告書等の適正性に関する確認書の

取扱い） 

第９４２条 規程第９４９条に規定する書面（同

条かっこ書に規定する書面を除く。）には、上

場ＥＴＮ信託受益証券の発行者の代表者による

署名を要するものとする。 

第９４２条 規程第９４９条に規定する書面（同

条かっこ書に規定する書面を除く。）には、上

場外国指標連動証券信託受益証券の発行者の代

表者による署名を要するものとする。 

２ 規程第９４９条に規定する理由の記載に当た

っては、有価証券報告書又は半期報告書の作成

に関して上場ＥＴＮ信託受益証券の発行者の代

表者が確認した内容を記載するものとする。 

２ 規程第９４９条に規定する理由の記載に当た

っては、有価証券報告書又は半期報告書の作成

に関して上場外国指標連動証券信託受益証券の

発行者の代表者が確認した内容を記載するもの

とする。 

  

（上場廃止基準の取扱い） （上場廃止基準の取扱い） 

第９４４条 （略） 第９４４条 （略） 

２ 規程第９５１条第１項第１号ｃに規定する停

止されることが確実となった場合とは、上場Ｅ

ＴＮ信託受益証券の発行者（保証者が存在する

場合は、保証者。次項において同じ。）が発行

した手形等が不渡りとなり、当該上場ＥＴＮ信

託受益証券の発行者から銀行取引停止が確実と

なった旨の報告を書面で受けた場合をいう。 

２ 規程第９５１条第１項第１号ｃに規定する停

止されることが確実となった場合とは、上場外

国指標連動証券信託受益証券の発行者（保証者

が存在する場合は、保証者。次項において同じ。）

が発行した手形等が不渡りとなり、当該上場外

国指標連動証券信託受益証券の発行者から銀行

取引停止が確実となった旨の報告を書面で受け

た場合をいう。 

３ 規程第９５１条第１項第１号ｄに規定する破

産手続、再生手続若しくは更生手続を必要とす

るに至った場合とは、上場ＥＴＮ信託受益証券

の発行者が、法律に規定する破産手続、再生手

続又は更生手続の開始原因があることにより、

破産手続、再生手続又は更生手続を必要と判断

した場合をいう。 

３ 規程第９５１条第１項第１号ｄに規定する破

産手続、再生手続若しくは更生手続を必要とす

るに至った場合とは、上場外国指標連動証券信

託受益証券の発行者が、法律に規定する破産手

続、再生手続又は更生手続の開始原因があるこ

とにより、破産手続、再生手続又は更生手続を

必要と判断した場合をいう。 

４ （略） ４ （略） 

５ 規程第９５１条第１項第２号ａに規定する３

年以内とは、上場ＥＴＮ信託受益証券の発行者

５ 規程第９５１条第１項第２号ａに規定する３

年以内とは、上場外国指標連動証券信託受益証
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が同ａ前段に該当した日以後最初に終了する事

業年度の末日から３年を経過する日（当該３年

を経過する日が当該上場ＥＴＮ信託受益証券の

発行者の事業年度の末日に当たらない場合は、

当該３年を経過する日の直前に終了する事業年

度の末日）までの期間をいうものとする。 

券の発行者が同ａ前段に該当した日以後最初に

終了する事業年度の末日から３年を経過する日

（当該３年を経過する日が当該上場外国指標連

動証券信託受益証券の発行者の事業年度の末日

に当たらない場合は、当該３年を経過する日の

直前に終了する事業年度の末日）までの期間を

いうものとする。 

６ 規程第９５１条第１項第２号ｂに規定する３

年以内とは、上場ＥＴＮ信託受益証券の発行者

が同ｂに定める場合に該当した日以後最初に終

了する事業年度の末日から３年を経過する日

（当該３年を経過する日が当該上場ＥＴＮ信託

受益証券の発行者の事業年度の末日に当たらな

い場合は、当該３年を経過する日の直前に終了

する事業年度の末日）までの期間をいうものと

する。 

６ 規程第９５１条第１項第２号ｂに規定する３

年以内とは、上場外国指標連動証券信託受益証

券の発行者が同ｂに定める場合に該当した日以

後最初に終了する事業年度の末日から３年を経

過する日（当該３年を経過する日が当該上場外

国指標連動証券信託受益証券の発行者の事業年

度の末日に当たらない場合は、当該３年を経過

する日の直前に終了する事業年度の末日）まで

の期間をいうものとする。 

７ 規程第９５１条第１項第２号ｃに規定する３

年以内とは、上場ＥＴＮ信託受益証券の発行者

が同ｃ前段に該当した日以後最初に終了する事

業年度の末日から３年を経過する日（当該３年

を経過する日が当該上場ＥＴＮ信託受益証券の

発行者の事業年度の末日に当たらない場合は、

当該３年を経過する日の直前に終了する事業年

度の末日）までの期間をいうものとする。 

７ 規程第９５１条第１項第２号ｃに規定する３

年以内とは、上場外国指標連動証券信託受益証

券の発行者が同ｃ前段に該当した日以後最初に

終了する事業年度の末日から３年を経過する日

（当該３年を経過する日が当該上場外国指標連

動証券信託受益証券の発行者の事業年度の末日

に当たらない場合は、当該３年を経過する日の

直前に終了する事業年度の末日）までの期間を

いうものとする。 

８ 規程第９５１条第１項第３号ｂに規定する基

準の審査については、次の各号に掲げるとおり

取り扱うこととする。 

８ 規程第９５１条第１項第３号ｂに規定する基

準の審査については、次の各号に掲げるとおり

取り扱うこととする。 

（１） 規程第９５１条第１項第３号ｂに規定

する上場ＥＴＮ信託受益証券に係る受託有価

証券であるＥＴＮの一証券あたりの償還価額

と特定の指標の相関係数については、次の算

式により算出するものとする。 

（１） 規程第９５１条第１項第３号ｂに規定

する上場外国指標連動証券信託受益証券に係

る受託有価証券である外国指標連動証券の一

証券あたりの償還価額と特定の指標の相関係

数については、次の算式により算出するもの

とする。 

算式 算式 

Ａ÷（Ｂ×Ｃ） Ａ÷（Ｂ×Ｃ） 
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算式の符号 算式の符号 

Ａ 上場ＥＴＮ信託受益証券に係る受託有

価証券であるＥＴＮの一証券あたりの償

還価額の前月比と特定の指標の前月比の

共分散 

Ａ 上場外国指標連動証券信託受益証券に

係る受託有価証券である外国指標連動証

券の一証券あたりの償還価額の前月比と

特定の指標の前月比の共分散 

Ｂ 上場ＥＴＮ信託受益証券に係る受託有

価証券であるＥＴＮの一証券あたりの償

還価額の前月比の標準偏差 

Ｂ 上場外国指標連動証券信託受益証券に

係る受託有価証券である外国指標連動証

券の一証券あたりの償還価額の前月比の

標準偏差 

Ｃ 特定の指標の前月比の標準偏差 Ｃ 特定の指標の前月比の標準偏差 

（２） 前号に規定する上場ＥＴＮ信託受益証

券に係る受託有価証券であるＥＴＮの一証券

あたりの償還価額の前月比は、上場日の属す

る月の翌月から審査を行う月までの各月にお

いて次の算式により算出するものとする。こ

の場合における上場ＥＴＮ信託受益証券に係

る受託有価証券であるＥＴＮの一証券あたり

の償還価額は、規程第９４７条第２項第１号

の規定により開示されたものによるものとす

る。 

（２） 前号に規定する上場外国指標連動証券

信託受益証券に係る受託有価証券である外国

指標連動証券の一証券あたりの償還価額の前

月比は、上場日の属する月の翌月から審査を

行う月までの各月において次の算式により算

出するものとする。この場合における上場外

国指標連動証券信託受益証券に係る受託有価

証券である外国指標連動証券の一証券あたり

の償還価額は、規程第９４７条第２項第１号

の規定により開示されたものによるものとす

る。 

算式 算式 

（Ｄ÷Ｅ）－１ （Ｄ÷Ｅ）－１ 

算式の符号 算式の符号 

Ｄ 当月末日における上場ＥＴＮ信託受益

証券に係る受託有価証券であるＥＴＮの

一証券あたりの償還価額 

Ｄ 当月末日における上場外国指標連動証

券信託受益証券に係る受託有価証券であ

る外国指標連動証券の一証券あたりの償

還価額 

Ｅ 前月末日における上場ＥＴＮ信託受益

証券に係る受託有価証券であるＥＴＮの

一証券あたりの償還価額 

Ｅ 前月末日における上場外国指標連動証

券信託受益証券に係る受託有価証券であ

る外国指標連動証券の一証券あたりの償

還価額 

（３） 前号に規定する当月末日における上場

ＥＴＮ信託受益証券に係る受託有価証券であ

るＥＴＮの一証券あたりの償還価額及び前月

末日における上場ＥＴＮ信託受益証券に係る

（３） 前号に規定する当月末日における上場

外国指標連動証券信託受益証券に係る受託有

価証券である外国指標連動証券の一証券あた

りの償還価額及び前月末日における上場外国
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受託有価証券であるＥＴＮの一証券あたりの

償還価額については、当該当月末日及び当該

前月末日における分配金等を勘案するものと

する。 

指標連動証券信託受益証券に係る受託有価証

券である外国指標連動証券の一証券あたりの

償還価額については、当該当日末日及び当該

前月末日における分配金等を勘案するものと

する。 

（４） 第２号の規定にかかわらず、上場ＥＴ

Ｎ信託受益証券の発行者が上場ＥＴＮ信託受

益証券に係る受託有価証券であるＥＴＮの併

合又は分割を行った場合において、当取引所

が適当と認めるときは、当該併合又は分割に

よる影響を考慮して第１号に規定する上場Ｅ

ＴＮ信託受益証券に係る受託有価証券である

ＥＴＮの一証券あたりの償還価額の前月比を

算出するものとする。 

（４） 第２号の規定にかかわらず、上場外国

指標連動証券信託受益証券の発行者が上場外

国指標連動証券信託受益証券に係る受託有価

証券である外国指標連動証券の併合又は分割

を行った場合において、当取引所が適当と認

めるときは、当該併合又は分割による影響を

考慮して第１号に規定する上場外国指標連動

証券信託受益証券に係る受託有価証券である

外国指標連動証券の一証券あたりの償還価額

の前月比を算出するものとする。 

（５）～（８） （略） （５）～（８） （略） 

９ 規程第９５１条第１項第３号ｃに規定する３

年以内とは、上場ＥＴＮ信託受益証券の発行者

が同ｃ前段に該当した日以後最初に終了する事

業年度の末日から３年を経過する日（当該３年

を経過する日が当該上場ＥＴＮ信託受益証券の

発行者の事業年度の末日に当たらない場合は、

当該３年を経過する日の直前に終了する事業年

度の末日）までの期間をいうものとする。 

９ 規程第９５１条第１項第３号ｃに規定する３

年以内とは、上場外国指標連動証券信託受益証

券の発行者が同ｃ前段に該当した日以後最初に

終了する事業年度の末日から３年を経過する日

（当該３年を経過する日が当該上場外国指標連

動証券信託受益証券の発行者の事業年度の末日

に当たらない場合は、当該３年を経過する日の

直前に終了する事業年度の末日）までの期間を

いうものとする。 

１０ 規程第９５１条第１項第３号ｄの（ａ）に

規定する最終償還期限が到来する場合には、上

場ＥＴＮ信託受益証券に係る受託有価証券であ

るＥＴＮの全額について最終償還期限を繰り上

げて償還することにより最終償還期限が到来す

ることとなる場合を含むものとする。この場合

において、当該上場ＥＴＮ信託受益証券の発行

者から、当該償還を行う旨の取締役会決議通知

書（代表取締役又は執行役が決定した場合は、

決定通知書）等の書面による報告を受けたとき

に同（ａ）に該当するものとして取り扱う。 

１０ 規程第９５１条第１項第３号ｄの（ａ）に

規定する最終償還期限が到来する場合には、上

場外国指標連動証券信託受益証券に係る受託有

価証券である外国指標連動証券の全額について

最終償還期限を繰り上げて償還することにより

最終償還期限が到来することとなる場合を含む

ものとする。この場合において、当該上場外国

指標連動証券信託受益証券の発行者から、当該

償還を行う旨の取締役会決議通知書（代表取締

役又は執行役が決定した場合は、決定通知書）

等の書面による報告を受けたときに同（ａ）に
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該当するものとして取り扱う。 

１１ （略） １１ （略） 

  

（上場廃止日の取扱い） （上場廃止日の取扱い） 

第９４５条 規程第９５３条に規定する上場廃止

日は、原則として、次の各号に掲げる銘柄の区

分に従い、当該各号に定めるところによる。 

第９４５条 規程第９５３条に規定する上場廃止

日は、原則として、次の各号に掲げる銘柄の区

分に従い、当該各号に定めるところによる。 

（１）～（３） （略） （１）～（３） （略） 

（４） 上場ＥＴＮ信託受益証券に係る受託有

価証券であるＥＴＮの全額について最終償還

期限を繰り上げて償還することにより規程第

９５１条第１項第３号ｄの（ａ）に該当する

こととなった銘柄 

（４） 上場外国指標連動証券信託受益証券に

係る受託有価証券である外国指標連動証券の

全額について最終償還期限を繰り上げて償還

することにより規程第９５１条第１項第３号

ｄの（ａ）に該当することとなった銘柄 

繰上償還の日（繰上償還の日が銀行休業日

又は当該銘柄の発行条件に定める海外休日に

当たるときは、実際の繰上償還の日）から起

算して４日前（休業日を除外する。）の日。

ただし、当取引所が速やかに上場廃止すべき

であると認めた場合は、この限りでない。 

繰上償還の日（繰上償還の日が銀行休業日

又は当該銘柄の発行条件に定める海外休日に

当たるときは、実際の繰上償還の日）から起

算して４日前（休業日を除外する。）の日。

ただし、当取引所が速やかに上場廃止すべき

であると認めた場合は、この限りでない。 

（５）～（９） （略） （５）～（９） （略） 

  

（監理銘柄の指定の取扱い） （監理銘柄の指定の取扱い） 

第９４６条 当取引所は、上場ＥＴＮ信託受益証

券が次の各号のいずれかに該当する場合は、当

該上場ＥＴＮ信託受益証券を規程第９５４条に

規定する監理銘柄に指定することができる。こ

の場合において、第４号、第１５号又は第２０

号に該当する場合は監理銘柄（審査中）に指定

し、それ以外の場合は監理銘柄（確認中）に指

定する。 

第９４６条 当取引所は、上場外国指標連動証券

信託受益証券が次の各号のいずれかに該当する

場合は、当該上場外国指標連動証券信託受益証

券を規程第９５４条に規定する監理銘柄に指定

することができる。この場合において、第４号、

第１５号又は第２０号に該当する場合は監理銘

柄（審査中）に指定し、それ以外の場合は監理

銘柄（確認中）に指定する。 

（１）・（２） （略） （１）・（２） （略） 

（３） 上場ＥＴＮ信託受益証券の発行者（保

証者が存在する場合は、保証者。）が行った

決議又は決定の内容が規程第９５１条第１項

第１号ｄに該当するおそれがあると当取引所

が認める場合 

（３） 上場外国指標連動証券信託受益証券の

発行者（保証者が存在する場合は、保証者。）

が行った決議又は決定の内容が規程第９５１

条第１項第１号ｄに該当するおそれがあると

当取引所が認める場合 
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（４）～（８） （略） （４）～（８） （略） 

（９） 上場ＥＴＮ信託受益証券の発行者が規

程第９５１条第１項第３号ａに該当すること

となる上場ＥＴＮ信託受益証券に係る受託有

価証券であるＥＴＮの発行契約書若しくは発

行プログラム若しくはこれらに類する書類又

は上場ＥＴＮ信託受益証券に係る信託契約の

変更に関する決定を行った場合 

（９） 上場外国指標連動証券信託受益証券の

発行者が規程第９５１条第１項第３号ａに該

当することとなる上場外国指標連動証券信託

受益証券に係る受託有価証券である外国指標

連動証券の発行契約書若しくは発行プログラ

ム若しくはこれらに類する書類又は上場外国

指標連動証券信託受益証券に係る信託契約の

変更に関する決定を行った場合 

（１０） 上場ＥＴＮ信託受益証券の銘柄が規

程第９５１条第１項第３号ｂに該当するおそ

れがあると当取引所が認める場合 

（１０） 上場外国指標連動証券信託受益証券

の銘柄が規程第９５１条第１項第３号ｂに該

当するおそれがあると当取引所が認める場合 

（１１） 規程第９５１条第１項第３号ｃに定

める期間の最終日までに、上場ＥＴＮ信託受

益証券の発行者（保証者が存在する場合は、

保証者）が発行するＥＴＮ（国内の金融商品

取引所又は外国金融商品取引所等に上場して

いるものに限る。以下この号において同じ。）

の残存償還価額総額（他社の発行するＥＴＮ

の償還を保証する額を含む。）が、純資産の

額の２５％以下となることが確認できないと

き 

（１１） 規程第９５１条第１項第３号ｃに定

める期間の最終日までに、上場外国指標連動

証券信託受益証券の発行者（保証者が存在す

る場合は、保証者）が発行する外国指標連動

証券（国内の金融商品取引所又は外国金融商

品取引所等に上場しているものに限る。以下

この号において同じ。）の残存償還価額総額

（他社の発行する外国指標連動証券の償還を

保証する額を含む。）が、純資産の額の２５％

以下となることが確認できないとき 

（１２） 規程第９５１条第１項第３号ｄの

（ａ）（上場ＥＴＮ信託受益証券に係る受託

有価証券であるＥＴＮの全額について最終償

還期限を繰り上げて償還することによる場合

に限る。）に該当するおそれがあると当取引

所が認める場合 

（１２） 規程第９５１条第１項第３号ｄの

（ａ）（上場外国指標連動証券信託受益証券

に係る受託有価証券である外国指標連動証券

の全額について最終償還期限を繰り上げて償

還することによる場合に限る。）に該当する

おそれがあると当取引所が認める場合 

（１３） （略） （１３） （略） 

（１４） 上場ＥＴＮ信託受益証券の銘柄が規

程第９５１条第１項第３号ｄの（ｃ）に該当

するおそれがあると当取引所が認める場合

（上場ＥＴＮ信託受益証券が規程第９４１条

第２項の規定によりその承継後速やかに上場

される見込みのある場合を除く。） 

（１４） 上場外国指標連動証券信託受益証券

の銘柄が規程第９５１条第１項第３号ｄの

（ｃ）に該当するおそれがあると当取引所が

認める場合（上場外国指標連動証券信託受益

証券が規程第９４１条第２項の規定によりそ

の承継後速やかに上場される見込みのある場

合を除く。） 



 

400 

（１５） 上場ＥＴＮ信託受益証券の銘柄が規

程第９５１条第１項第３号ｅに該当するおそ

れがあると当取引所が認める場合 

（１５） 上場外国指標連動証券信託受益証券

の銘柄が規程第９５１条第１項第３号ｅに該

当するおそれがあると当取引所が認める場合 

（１６）・（１７） （略） （１６）・（１７） （略） 

（１８） 規程第９５１条第１項第３号ｈに該

当することとなる上場ＥＴＮ信託受益証券に

係る受託有価証券であるＥＴＮの発行契約書

若しくは発行プログラム又はこれらに類する

書類の変更に関する決定を行った場合 

（１８） 規程第９５１条第１項第３号ｈに該

当することとなる上場外国指標連動証券信託

受益証券に係る受託有価証券である外国指標

連動証券の発行契約書若しくは発行プログラ

ム又はこれらに類する書類の変更に関する決

定を行った場合 

（１９） 上場ＥＴＮ信託受益証券の銘柄が規

程第９５１条第１項第３号ｉに該当するおそ

れがあると当取引所が認める場合 

（１９） 上場外国指標連動証券信託受益証券

の銘柄が規程第９５１条第１項第３号ｉに該

当するおそれがあると当取引所が認める場合 

（２０） 上場ＥＴＮ信託受益証券の銘柄が規

程第９５１条第１項第３号ｊに該当するおそ

れがあると当取引所が認める場合 

（２０） 上場外国指標連動証券信託受益証券

の銘柄が規程第９５１条第１項第３号ｊに該

当するおそれがあると当取引所が認める場合 

２ 当取引所は、規程第９５７条第１項において

準用する規程第６０８条の規定により上場廃止

申請が行われた上場ＥＴＮ信託受益証券を、監

理銘柄へ指定することができる。この場合にお

いては、監理銘柄（確認中）に指定する。 

２ 当取引所は、規程第９５７条第１項において

準用する規程第６０８条の規定により上場廃止

申請が行われた上場外国指標連動証券信託受益

証券を、監理銘柄へ指定することができる。こ

の場合においては、監理銘柄（確認中）に指定

する。 

３ 前２項の場合における監理銘柄への指定期間

は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に

定める日から当取引所が当該上場ＥＴＮ信託受

益証券を上場廃止するかどうかを認定した日ま

でとする。 

３ 前２項の場合における監理銘柄への指定期間

は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に

定める日から当取引所が当該上場外国指標連動

証券信託受益証券を上場廃止するかどうかを認

定した日までとする。 

（１） 第１項第１号、第３号、第９号及び第

１８号の場合 

（１） 第１項第１号、第３号、第９号及び第

１８号の場合 

当取引所が上場ＥＴＮ信託受益証券に係る

発行者から書面による報告を受けた日の翌日

（休業日に当たるときは、順次繰り下げる。

以下この項において同じ。） 

当取引所が上場外国指標連動証券信託受益

証券に係る発行者から書面による報告を受け

た日の翌日（休業日に当たるときは、順次繰

り下げる。以下この項において同じ。） 

（２）～（９） （略） （２）～（９） （略） 

４ （略） ４ （略） 
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（整理銘柄の指定の取扱い） （整理銘柄の指定の取扱い） 

第９４７条 当取引所は、上場ＥＴＮ信託受益証

券が次の各号のいずれかに該当する場合には、

規程第９５５条の規定に基づき、当取引所が当

該上場ＥＴＮ信託受益証券の上場廃止を決定し

た日から上場廃止日の前日までの間、当該上場

ＥＴＮ信託受益証券を整理銘柄に指定すること

ができる。 

第９４７条 当取引所は、上場外国指標連動証券

信託受益証券が次の各号のいずれかに該当する

場合には、規程第９５５条の規定に基づき、当

取引所が当該上場外国指標連動証券信託受益証

券の上場廃止を決定した日から上場廃止日の前

日までの間、当該上場外国指標連動証券信託受

益証券を整理銘柄に指定することができる。 

（１） 規程第９５１条第１項第１号、第２号

又は第３号ａからｃまで、ｄの（ａ）（上場

ＥＴＮ信託受益証券に係る受託有価証券であ

るＥＴＮの全額について最終償還期限を繰り

上げて償還することにより最終償還期限が到

来することとなる場合に限る。）、ｄの（ｃ）

若しくはｅからｊまでのいずれかに該当する

場合 

（１） 規程第９５１条第１項第１号、第２号

又は第３号ａからｃまで、ｄの（ａ）（上場

外国指標連動証券信託受益証券に係る受託有

価証券である外国指標連動証券の全額につい

て最終償還期限を繰り上げて償還することに

より最終償還期限が到来することとなる場合

に限る。）、ｄの（ｃ）若しくはｅからｊま

でのいずれかに該当する場合 

（２） （略） （２） （略） 

  

（上場に関する料金の取扱い） （上場に関する料金の取扱い） 

第９４８条 規程第９５６条に規定する上場審査

料、新規上場料、追加発行時の追加上場料及び

年間上場料その他の上場に関する料金は、次の

各号に掲げる料金の区分に従い、当該各号に定

めるところによるものとする。 

第９４８条 規程第９５６条に規定する上場審査

料、新規上場料、追加発行時の追加上場料及び

年間上場料その他の上場に関する料金は、次の

各号に掲げる料金の区分に従い、当該各号に定

めるところによるものとする。 

（１） 上場審査料 （１） 上場審査料 

次のａからｄまでに掲げるところによる。 次のａからｄまでに掲げるところによる。 

ａ 新規上場申請に係るＥＴＮ信託受益証券

（保証者が存在する場合を除く。）の上場

審査料の額は、次の（ａ）及び（ｂ）に定

める額を合計した額とする。 

ａ 新規上場申請に係る外国指標連動証券信

託受益証券（保証者が存在する場合を除

く。）の上場審査料の額は、次の（ａ）及

び（ｂ）に定める額を合計した額とする。 

（ａ） 次のイ又はロに掲げる場合の区分

に従い、当該イ又はロに定める額 

（ａ） 次のイ又はロに掲げる場合の区分

に従い、当該イ又はロに定める額 

イ 新規上場申請に係るＥＴＮ信託受益

証券の発行者が上場ＥＴＮ信託受益証

券（上場が承認されたＥＴＮ信託受益

証券を含む。以下この号において同

イ 新規上場申請に係る外国指標連動証

券信託受益証券の発行者が上場外国指

標連動証券信託受益証券（上場が承認

された外国指標連動証券信託受益証券
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じ。）の発行者又は上場審査中のＥＴ

Ｎ信託受益証券の発行者である場合

０円 

を含む。以下この号において同じ。）

の発行者又は上場審査中の外国指標連

動証券信託受益証券の発行者である場

合 ０円 

ロ （略） ロ （略） 

（ｂ） 新規上場申請に係るＥＴＮ信託受

益証券の銘柄数に１万円を乗じた額 

（ｂ） 新規上場申請に係る外国指標連動

証券信託受益証券の銘柄数に１万円を乗

じた額 

ｂ 新規上場申請に係るＥＴＮ信託受益証券

（保証者が存在する場合に限る。）の上場

審査料の額は、次の（ａ）から（ｃ）まで

に定める額を合計した額とする。 

ｂ 新規上場申請に係る外国指標連動証券信

託受益証券（保証者が存在する場合に限

る。）の上場審査料の額は、次の（ａ）か

ら（ｃ）までに定める額を合計した額とす

る。 

（ａ） 次のイ又はロに掲げる場合の区分

に従い、当該イ又はロに定める額 

（ａ） 次のイ又はロに掲げる場合の区分

に従い、当該イ又はロに定める額 

イ 新規上場申請に係るＥＴＮ信託受益

証券の発行者が上場ＥＴＮ信託受益証

券の発行者又は上場審査中のＥＴＮ信

託受益証券の発行者である場合 ０円 

イ 新規上場申請に係る外国指標連動証

券信託受益証券の発行者が上場外国指

標連動証券信託受益証券の発行者又は

上場審査中の外国指標連動証券信託受

益証券の発行者である場合 ０円 

ロ （略） ロ （略） 

（ｂ） 新規上場申請に係るＥＴＮ信託受

益証券の銘柄数に１万円を乗じた額 

（ｂ） 新規上場申請に係る外国指標連動

証券信託受益証券の銘柄数に１万円を乗

じた額 

（ｃ） 次のイ又はロに掲げる場合の区分

に従い、当該イ又はロに定める額 

（ｃ） 次のイ又はロに掲げる場合の区分

に従い、当該イ又はロに定める額 

イ 新規上場申請に係るＥＴＮ信託受益

証券の保証者が上場ＥＴＮ信託受益証

券の保証者又は上場審査中のＥＴＮ信

託受益証券の保証者である場合 ０円 

イ 新規上場申請に係る外国指標連動証

券信託受益証券の保証者が上場外国指

標連動証券信託受益証券の保証者又は

上場審査中の外国指標連動証券信託受

益証券の保証者である場合 ０円 

ロ （略） ロ （略） 

ｃ （略） ｃ （略） 

ｄ 第７０２条第３項及び第４項の規定は、

ＥＴＮ信託受益証券の上場審査のための調

査に係る費用について準用する。 

ｄ 第７０２条第３項及び第４項の規定は、

外国指標連動証券信託受益証券の上場審査

のための調査に係る費用について準用す
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る。 

（２） 新規上場料 （２） 新規上場料 

次のａからｃまでに掲げるところによる。 次のａからｃまでに掲げるところによる。 

ａ 上場ＥＴＮ信託受益証券の上場受益権口

数に係る償還価額総額（上場ＥＴＮ信託受

益証券の上場受益権口数に、上場ＥＴＮ信

託受益証券に係る受託有価証券であるＥＴ

Ｎの一証券あたりの償還価額を乗じて得た

金額をいう。以下この項において同じ。）

の 万分の０．７５ 

ａ 上場外国指標連動証券信託受益証券の上

場受益権口数に係る償還価額総額（上場外

国指標連動証券信託受益証券の上場受益権

口数に、上場外国指標連動証券信託受益証

券に係る受託有価証券である外国指標連動

証券の一証券あたりの償還価額を乗じて得

た金額をいう。以下この項において同じ。）

の 万分の０．７５ 

ただし、当該計算により算出された金額

が、１０万円未満となる場合には１０万円

とし、３００万円を超える場合には３００

万円とする。 

ただし、当該計算により算出された金額

が、１０万円未満となる場合には１０万円

とし、３００万円を超える場合には３００

万円とする。 

ｂ 新規上場料の計算は、各上場ＥＴＮ信託

受益証券ごとにその上場日現在における上

場受益権口数に係る償還価額総額を基準と

する。この場合において、上場ＥＴＮ信託

受益証券に係る受託有価証券であるＥＴＮ

の一証券あたりの償還価額が本邦通貨以外

の通貨で表示されている場合には、原則と

して、当該日における東京外国為替市場の

対顧客直物電信相場の売相場及び買相場の

中値により本邦通貨に換算するものとす

る。 

ｂ 新規上場料の計算は、各上場外国指標連

動証券信託受益証券ごとにその上場日現在

における上場受益権口数に係る償還価額総

額を基準とする。この場合において、上場

外国指標連動証券信託受益証券に係る受託

有価証券である外国指標連動証券の一証券

あたりの償還価額が本邦通貨以外の通貨で

表示されている場合には、原則として、当

該日における東京外国為替市場の対顧客直

物電信相場の売相場及び買相場の中値によ

り本邦通貨に換算するものとする。 

ｃ 新規上場料は、上場ＥＴＮ信託受益証券

の上場日の属する月の翌月末日までに支払

うものとする。 

ｃ 新規上場料は、上場外国指標連動証券信

託受益証券の上場日の属する月の翌月末日

までに支払うものとする。 

（３） 追加発行時の追加上場料 （３） 追加発行時の追加上場料 

次のａからｃまでに掲げるところによる。 次のａからｃまでに掲げるところによる。 

ａ 上場ＥＴＮ信託受益証券の上場受益権口

数に係る追加発行総額の 万分の０．７５ 

ａ 上場外国指標連動証券信託受益証券の上

場受益権口数に係る追加発行総額の 万分

の０．７５ 

ただし、当該計算により算出された金額

が、１０万円未満となる場合には１０万円

ただし、当該計算により算出された金額

が、１０万円未満となる場合には１０万円
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とし、３００万円を超える場合には３００

万円とする。 

とし、３００万円を超える場合には３００

万円とする。 

ｂ 追加発行時の追加上場料の計算は、毎年

の１２月末日現在における上場ＥＴＮ信託

受益証券の上場受益権口数に係る追加発行

総額を基準とし、新規上場日現在の上場受

益権口数に係る償還価額総額及び新規上場

した年から前年までの各年の１２月末日現

在の上場受益権口数に係る償還価額総額の

うち最大のものからの増加額を上場受益権

口数に係る追加発行総額とみなして計算す

るものとする。この場合において、上場Ｅ

ＴＮ信託受益証券に係る受託有価証券であ

るＥＴＮの一証券あたりの償還価額が本邦

通貨以外の通貨で表示されている場合に

は、原則として、当該日における東京外国

為替市場の対顧客直物電信相場の売相場及

び買相場の中値により本邦通貨に換算する

ものとする。 

ｂ 追加発行時の追加上場料の計算は、毎年

の１２月末日現在における上場外国指標連

動証券信託受益証券の上場受益権口数に係

る追加発行総額を基準とし、新規上場日現

在の上場受益権口数に係る償還価額総額及

び新規上場した年から前年までの各年の１

２月末日現在の上場受益権口数に係る償還

価額総額のうち最大のものからの増加額を

上場受益権口数に係る追加発行総額とみな

して計算するものとする。この場合におい

て、上場外国指標連動証券信託受益証券に

係る受託有価証券である外国指標連動証券

の一証券あたりの償還価額が本邦通貨以外

の通貨で表示されている場合には、原則と

して、当該日における東京外国為替市場の

対顧客直物電信相場の売相場及び買相場の

中値により本邦通貨に換算するものとす

る。 

ｃ （略） ｃ （略） 

（４） 年間上場料 （４） 年間上場料 

次のａからｃまでに掲げるところによる。 次のａからｃまでに掲げるところによる。 

ａ 年間上場料は、次の（ａ）及び（ｂ）に

定める額を合計した額とする。 

ａ 年間上場料は、次の（ａ）及び（ｂ）に

定める額を合計した額とする。 

（ａ） 上場ＥＴＮ信託受益証券の上場受

益権口数に係る償還価額総額の 万分の

０．７５ 

（ａ） 上場外国指標連動証券信託受益証

券の上場受益権口数に係る償還価額総額

の 万分の０．７５ 

ただし、当該計算により算出された金

額が、１０万円未満となる場合には１０

万円とし、３００万円を超える場合には

３００万円とする。 

ただし、当該計算により算出された金

額が、１０万円未満となる場合には１０

万円とし、３００万円を超える場合には

３００万円とする。 

（ｂ） （略） （ｂ） （略） 

ｂ 年間上場料の計算は、次の（ａ）及び（ｂ）

に定めるところによる。 

ｂ 年間上場料の計算は、次の（ａ）及び（ｂ）

に定めるところによる。 

（ａ） 各上場ＥＴＮ信託受益証券ごとに、 （ａ） 各上場外国指標連動証券信託受益
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前年の１２月末日（当該日の翌日以後に

上場された銘柄については、上場日）現

在における上場受益権口数に係る償還価

額総額を基準とする。この場合において、

上場ＥＴＮ信託受益証券に係る受託有価

証券であるＥＴＮの一証券あたりの償還

価額が本邦通貨以外の通貨で表示されて

いる場合には、原則として、当該日にお

ける東京外国為替市場の対顧客直物電信

相場の売相場及び買相場の中値により本

邦通貨に換算するものとする。 

証券ごとに、前年の１２月末日（当該日

の翌日以後に上場された銘柄について

は、上場日）現在における上場受益権口

数に係る償還価額総額を基準とする。こ

の場合において、上場外国指標連動証券

信託受益証券に係る受託有価証券である

外国指標連動証券の一証券あたりの償還

価額が本邦通貨以外の通貨で表示されて

いる場合には、原則として、当該日にお

ける東京外国為替市場の対顧客直物電信

相場の売相場及び買相場の中値により本

邦通貨に換算するものとする。 

（ｂ） ＴＤｎｅｔ利用料は、各上場ＥＴ

Ｎ信託受益証券の発行者ごとに計算する

ものとする。 

（ｂ） ＴＤｎｅｔ利用料は、各上場外国

指標連動証券信託受益証券の発行者ごと

に計算するものとする。 

ｃ 第７０９条第１項の規定は、支払期日に

ついて、同条第４項から第９項まで及び第

７０９条の３の規定は、新規上場及び上場

廃止の際の年間上場料について、それぞれ

準用する。この場合において、第７０９条

第１項中「８月末日」とあるのは「９月末

日」と、「２月末日」とあるのは「３月末

日」と、それぞれ読み替えるものとする。 

ｃ 第７０９条第１項の規定は、支払期日に

ついて、同条第４項から第１０項までの規

定は、新規上場及び上場廃止の際の年間上

場料について、それぞれ準用する。この場

合において、同条第１項中「８月末日」と

あるのは「９月末日」と、「２月末日」と

あるのは「３月末日」と、それぞれ読み替

えるものとする。 

２・３ （略） ２・３ （略） 

  

第５編 ＥＴＦ 第５編 受益証券及び投資証券 

  

（第５編における定義） （第５編における定義） 

第１００１条 この編において「ＥＴＦ」、「外

国ＥＴＦ」、「外国ＥＴＦ信託受益証券」、「外

国商品現物型ＥＴＦ」、「外国商品現物型ＥＴ

Ｆ信託受益証券」、「外国商品市場」、「カウ

ンター・パーティー」、「管理会社」、「組入

債権」、「組入有価証券」、「指定参加者」、

「上場ＥＴＦ」、「上場外国ＥＴＦ」、「上場

外国ＥＴＦ信託受益証券」、「上場外国商品現

第１００１条 この編において「ＥＴＦ」、「委

託者指図型投資信託」、「委託者非指図型投資

信託」、「運用資産等」、「外国ＥＴＦ」、「外

国ＥＴＦ信託受益証券」、「外国商品現物型Ｅ

ＴＦ」、「外国商品現物型ＥＴＦ信託受益証券」、

「外国商品市場」、「外国投資信託」、「外国

投資法人」、「カウンター・パーティー」、「管

理会社」、「組入債権」、「組入有価証券」、
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物型ＥＴＦ信託受益証券」、「上場内国商品現

物型ＥＴＦ」、「商品市場」、「信託受託者」、

「適格機関投資家」、「投資信託財産等」、「内

国ＥＴＦ」及び「内国商品現物型ＥＴＦ」とは、

それぞれ規程第１００１条に規定するＥＴＦ、

外国ＥＴＦ、外国ＥＴＦ信託受益証券、外国商

品現物型ＥＴＦ、外国商品現物型ＥＴＦ信託受

益証券、外国商品市場、カウンター・パーティ

ー、管理会社、組入債権、組入有価証券、指定

参加者、上場ＥＴＦ、上場外国ＥＴＦ、上場外

国ＥＴＦ信託受益証券、上場外国商品現物型Ｅ

ＴＦ信託受益証券、上場内国商品現物型ＥＴＦ、

商品市場、信託受託者、適格機関投資家、投資

信託財産等、内国ＥＴＦ及び内国商品現物型Ｅ

ＴＦをいう。 

「資産運用会社」、「指定参加者」、「受益証

券」、「上場ＥＴＦ」、「上場外国ＥＴＦ」、

「上場外国ＥＴＦ信託受益証券」、「上場外国

商品現物型ＥＴＦ信託受益証券」、「上場内国

商品現物型ＥＴＦ」、「上場不動産投資信託証

券」、「商品市場」、「信託会社等」、「信託

受託者」、「適格機関投資家」、「投資証券」、

「投資信託」、「投資信託委託会社」、「投資

信託財産等」、「投資信託法」、「投資法人」、

「投資法人債券」、「内国ＥＴＦ」、「内国商

品現物型ＥＴＦ」、「不動産関連資産」、「不

動産等」、「不動産投資信託証券」及び「流動

資産等」とは、それぞれ規程第１００１条に規

定するＥＴＦ、委託者指図型投資信託、委託者

非指図型投資信託、運用資産等、外国ＥＴＦ、

外国ＥＴＦ信託受益証券、外国商品現物型ＥＴ

Ｆ、外国商品現物型ＥＴＦ信託受益証券、外国

商品市場、外国投資信託、外国投資法人、カウ

ンター・パーティー、管理会社、組入債権、組

入有価証券、資産運用会社、指定参加者、受益

証券、上場ＥＴＦ、上場外国ＥＴＦ、上場外国

ＥＴＦ信託受益証券、上場外国商品現物型ＥＴ

Ｆ信託受益証券、上場内国商品現物型ＥＴＦ、

上場不動産投資信託証券、商品市場、信託会社

等、信託受託者、適格機関投資家、投資証券、

投資信託、投資信託委託会社、投資信託財産等、

投資信託法、投資法人、投資法人債券、内国Ｅ

ＴＦ、内国商品現物型ＥＴＦ、不動産関連資産、

不動産等、不動産投資信託証券及び流動資産等

をいう。 

２ 第２条の規定にかかわらず、この編において、

次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定

めるところによる。 

２ 第２条の規定にかかわらず、この編において、

次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定

めるところによる。 

（１）・（２） （略） （１）・（２） （略） 

（削る） （３） 公募 規程第１２０８条に規定する公

募をいう。 
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３ 第２条の規定にかかわらず、この編において、

次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定

めるところによる。 

３ 第２条の規定にかかわらず、この編において、

次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定

めるところによる。 

（削る） （１） 上場前の公募等 新規上場申請日から

上場日の前日までの期間に行われる不動産投

資信託証券の公募又は売出し（上場審査につ

いて規程第１２０７条の規定の適用を受ける

銘柄の公募又は売出し及び国内の他の金融商

品取引所に上場されている不動産投資信託証

券の公募又は売出しを除く。）及び投資法人

の設立（設立後速やかにその発行する不動産

投資信託証券の新規上場申請を行う場合に限

る。）の際に行われる公募をいう。 

（削る） （２） ブック・ビルディング この編第３章

第２節の規定に定めるところにより行う上場

前の公募等に係る投資者の需要状況の調査を

いう。 

（削る） （３） 公開価格 上場前の公募等の価格をい

う。 

（削る） （４） 元引受取引参加者 上場前の公募等に

関し元引受契約を締結する金融商品取引業者

等である当取引所の取引参加者をいう。 

（１） （略） （５） （略） 

（２） （略） （６） （略） 

  

（ＥＴＦ上場契約書の様式） （上場契約書の様式） 

第１１０１条 （略） 第１１０１条 （略） 

  

（有価証券新規上場申請書の添付書類） （有価証券新規上場申請書の添付書類） 

第１１０３条 規程第１１０３条第２項に規定す

る施行規則で定める書類は、次の各号に掲げる

書類とする。 

第１１０３条 規程第１１０３条第２項に規定す

る施行規則で定める書類は、次の各号に掲げる

書類とする。 

（１） 新規上場申請銘柄に係る指標の算出主

体が当取引所でない場合には、次のａからｄ

までに掲げる書類 

（１） 新規上場申請銘柄に係る指標の算出主

体が当取引所でない場合には、次のａからｄ

までに掲げる書類 

ａ～ｃ （略） ａ～ｃ （略） 
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ｄ 指標の算出主体の企業属性等の基本情報を

記載した書類。ただし、当該算出主体が上場Ｅ

ＴＮ信託受益証券又は上場ＥＴＦに係る指標

の算出主体である場合には、添付を要しない。

ｄ 指標の算出主体の企業属性等の基本情報を

記載した書類。ただし、当該算出主体が上場外

国指標連動証券信託受益証券又は上場ＥＴＦ

に係る指標の算出主体である場合には、添付を

要しない。 

（２）～（５） （略） （２）～（５） （略） 
  

（上場廃止基準の取扱い） （上場廃止基準の取扱い） 

第１１１３条 上場ＥＴＦに係る管理会社が規程

第１１１２条第１項第１号ＡからＤまで、同条

第２項第１号本文又は同条第３項第４号本文の

いずれかに該当する場合において、上場ＥＴＦ

に係る管理会社から同条第１項第１号ただし

書、同条第２項第１号ただし書又は同条第３項

第４号ただし書に規定する業務の引継ぎ及び書

面の提出を行うことができない旨の報告を書面

で受けたときは、同条第１項第１号、同条第２

項第１号又は同条第３項第４号に該当するもの

として取り扱う。 

第１１１３条 上場ＥＴＦに係る管理会社が規程

第１１１２条第１項第１号ＡからＤまで、同条

第２項第１号本文又は同条第３項第４号本文の

いずれかに該当する場合において、上場ＥＴＦ

に係る管理会社から同条第１項第１号ただし

書、同条第２項第１号ただし書又は同条第３項

第４号ただし書に規定する業務の引継ぎ及び書

面の提出を行うことができない旨の報告を書面

で受けたときは、同条第１項第１号、同条第２

項第１号又は同条第３項第４号に該当するもの

として取り扱う。 

２～４ （略） ２～４ （略） 

５ 規程第１１１２条第１項第２号の３に規定す

るこれらに相当する者として施行規則で定める

者とは、第１１０６条第５項に規定する法人を

いう。 

５ 規程第１１１２条第１項第２号の３に規定す

るこれらに相当する者として施行規則で定める

者とは、第１１０６条第６項に規定する法人を

いう。 

６～１５ （略） ６～１５ （略） 

  

（上場に関する料金の取扱い） （上場に関する料金の取扱い） 

第１１１７条 規程第１１１７条に規定する上場

審査料、新規上場料、追加信託時又は追加発行

時の追加上場料及び年間上場料その他の上場に

関する料金は、次の各号に掲げる料金の区分に

従い、当該各号に定めるところによるものとす

る。 

第１１１７条 規程第１１１７条に規定する上場

審査料、新規上場料、追加信託時又は追加発行

時の追加上場料及び年間上場料その他の上場に

関する料金は、次の各号に掲げる料金の区分に

従い、当該各号に定めるところによるものとす

る。 

（１）～（３） （略） （１）～（３） （略） 

（４） 年間上場料 （４） 年間上場料 

次のａからｃまでに掲げるところによる。 次のａからｃまでに掲げるところによる。 
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ａ・ｂ （略） ａ・ｂ （略） 

ｃ 第７０９条第１項の規定は、支払期日に

ついて、同条第４項から第９項まで及び第

７０９条の３までの規定は、新規上場及び

上場廃止の際の年間上場料について、それ

ぞれ準用する。この場合において、第７０

９条第１項中「８月末日」とあるのは「８

月末日（外国ＥＴＦ、外国ＥＴＦ信託受益

証券、外国商品現物型ＥＴＦ及び外国商品

現物型ＥＴＦ信託受益証券にあっては９月

末日）」と、「２月末日」とあるのは「２

月末日（外国ＥＴＦ、外国ＥＴＦ信託受益

証券、外国商品現物型ＥＴＦ及び外国商品

現物型ＥＴＦ信託受益証券にあっては３月

末日）」と、それぞれ読み替えるものとす

る。 

ｃ 第７０９条第１項の規定は、支払期日に

ついて、同条第４項から第１０項までの規

定は、新規上場及び上場廃止の際の年間上

場料について、それぞれ準用する。この場

合において、第７０９条第１項中「８月末

日」とあるのは「８月末日（外国ＥＴＦ、

外国ＥＴＦ信託受益証券、外国商品現物型

ＥＴＦ及び外国商品現物型ＥＴＦ信託受益

証券にあっては９月末日）」と、「２月末

日」とあるのは「２月末日（外国ＥＴＦ、

外国ＥＴＦ信託受益証券、外国商品現物型

ＥＴＦ及び外国商品現物型ＥＴＦ信託受益

証券にあっては３月末日）」と、それぞれ

読み替えるものとする。 

２・３ （略） ２・３ （略） 

  

（削る） 第３章 不動産投資信託証券 

  

第６編 ファンド （新設） 

  

第１章 総則（第１２０１条） （新設） 

  

（第６編における定義）  

第１２０１条 この編において、「運用資産等」、

「カントリーファンド」、「上場カントリーフ

ァンド」、「上場後５年以内の株券等」、「上

場不動産投資信託証券」、「上場ベンチャーフ

ァンド」、「信託会社等」、「不動産関連資産」、

「不動産等」、「不動産投資信託証券」、「ベ

ンチャーファンド」、「未公開株等」、「未公

開株等関連資産」、「未公開株等評価機関」及

び「流動資産等」とは、それぞれ規程第１２０

１条に規定する運用資産等、カントリーファン

ド、上場カントリーファンド、上場後５年以内

（新設） 
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の株券等、上場不動産投資信託証券、上場ベン

チャーファンド、不動産関連資産、不動産等、

不動産投資信託証券、ベンチャーファンド、未

公開株等、未公開株等関連資産、未公開株等評

価機関及び流動資産等をいう。 

２ 第２条の規定にかかわらず、この編において、

次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定

めるところによる。 

 

（１） 有価証券報告書 規程第１１０４条第

１項第２号ｅの（ａ）に規定する有価証券報

告書をいう。 

 

（２） 半期報告書 規程第１１０４条第１項

第２号ｅの（ａ）に規定する半期報告書をい

う。 

 

（３） 公募 規程第１２０８条又は規程第１

３０８条に規定する公募をいう。 

 

３ 第２条の規定にかかわらず、この編において、

次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定

めるところによる。 

 

（１） 上場前の公募等 新規上場申請日から

上場日の前日までの期間に行われる不動産投

資信託証券又はベンチャーファンドの公募又

は売出し（上場審査について規程第１２０７

条又は第１３０７条の規定の適用を受ける銘

柄の公募又は売出し及び国内の他の金融商品

取引所に上場されている不動産投資信託証券

又はベンチャーファンドの公募又は売出しを

除く。）及び投資法人の設立（設立後速やか

にその発行する不動産投資信託証券及びベン

チャーファンドの新規上場申請を行う場合に

限る。）の際に行われる公募をいう。 

 

（２） ブック・ビルディング この編第２章

及び第３章の規定に定めるところにより行う

上場前の公募等に係る投資者の需要状況の調

査をいう。 

 

（３） 公開価格 上場前の公募等の価格をい  
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う。 

（４） 元引受取引参加者 上場前の公募等に

関し元引受契約を締結する金融商品取引業者

等である当取引所の取引参加者をいう。 

 

  

第２章 不動産投資信託証券 （新設） 

  

（削る） 第１節 新規上場 

  

（削る） 第２節 上場前の公募等 

  

（削る） 第３節 追加上場等 

  

（削る） 第４節 適時開示等 

  

（削る） 第５節 上場廃止 

  

（整理銘柄の指定の取扱い） （整理銘柄の指定の取扱い） 

第１２３６条 当取引所は、上場不動産投資信託

証券が次の各号のいずれかに該当する場合に

は、規程第１２２２条の規定に基づき、当取引

所が当該不動産投資信託証券の上場廃止を決定

した日から上場廃止日の前日までの間、当該不

動産投資信託証券を整理銘柄に指定することが

できる。 

第１２３６条 当取引所は、上場不動産投資信託

証券が次の各号のいずれかに該当する場合に

は、規程第１２２２条の規定に基づき、当取引

所が当該不動産投資信託証券の上場廃止を決定

した日から上場廃止日の前日までの間、当該不

動産投資信託証券を整理銘柄に指定することが

できる。 

（１） （略） （１） （略） 

（２） 規程第１２２５条において準用する規

程第６０８条の規定により上場廃止申請が行

われ上場廃止が決定した場合 

（２） 規程第１２２４条において準用する規

程第６０８条の規定により上場廃止申請が行

われ上場廃止が決定した場合 

  

（削る） 第６節 上場に関する料金 

  

（上場に関する料金の取扱い） （上場に関する料金の取扱い） 

第１２３７条 規程第１２２３条の規定に基づく

新規上場申請に係る不動産投資信託証券の発行

者及び上場不動産投資信託証券の発行者の上場

第１２３７条 規程第１２２３条の規定に基づく

新規上場申請に係る不動産投資信託証券の発行

者及び上場不動産投資信託証券の発行者の上場
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審査料、予備審査料、新規上場料、追加発行時

又は追加信託時の追加上場料及び年間上場料そ

の他の上場に関する料金は、次の各号に掲げる

料金の区分に従い、当該各号に定めるところに

よるものとする。この場合において、第１２０

６条第１項の規定は、この条に規定する純資産

総額の算定において使用する各資産の額につい

て、第１２０６条第４項の規定は、この条に規

定する純資産総額について、それぞれ準用する。

審査料、予備審査料、新規上場料、追加発行時

又は追加信託時の追加上場料及び年間上場料そ

の他の上場に関する料金は、次の各号に掲げる

料金の区分に従い、当該各号に定めるところに

よるものとする。この場合において、第１２０

６条第１項の規定は、この条に規定する純資産

総額の算定において使用する各資産の額につい

て、第１２０６条第４項の規定は、この条に規

定する純資産総額について、それぞれ準用する。

（１）～（４） （略） （１）～（４） （略） 

（５） 年間上場料 （５） 年間上場料 

ａ・ｂ （略） ａ・ｂ （略） 

ｃ 第７０９条第１項の規定は、支払期日に

ついて、同条第４項から第９項まで及び第

７０９条の３の規定は、新規上場及び上場

廃止の際の年間上場料について、それぞれ

準用する。 

ｃ 第７０９条第１項の規定は、支払期日に

ついて、同条第４項から第１０項までの規

定は、新規上場及び上場廃止の際の年間上

場料について、それぞれ準用する。 

２ （略） ２ （略） 

  

第３章 ベンチャーファンド （新設） 

  

（ベンチャーファンド上場契約書の様式）  

第１３０１条 規程第１３０３条第１項に規定す

る施行規則で定める当取引所所定の「ベンチャ

ーファンド上場契約書」は、別記第５－３号様

式によるものとする。 

（新設） 

 
 

（有価証券新規上場申請書の添付書類）  

第１３０２条 規程第１３０４条第１項に規定す

る施行規則で定める当取引所所定の「新規上場

申請に係る宣誓書」は、別記第５－４号様式に

よるものとする。 

（新設） 

２ 規程第１３０４条第２項に規定する施行規則

で定める書類は、次の各号に掲げる書類とする。

 

（１） 当取引所所定の「ベンチャーファンド

の分布状況表」 
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（２） 当取引所所定の「反社会的勢力との関

係がないことを示す確認書」 

 

（３） 幹事取引参加者が作成した当取引所所

定の「確認書」 

 

（４） 新規上場申請に係るベンチャーファン

ド発行投資法人の規約 ２部 

 

（５） 新規上場申請に係るベンチャーファン

ド発行投資法人が投資信託法第１８７条の登

録を受けていることを証する書面の写し 

 

（６） 規程第１３０５条第２号ｈに規定する

投資主名簿等管理人と投資主名簿等に関する

事務の委託に係る契約を締結していることを

証する書面 

 

（７） 運用資産等の状況を記載した書面 ２

部 

  

（８） 未公開株等及び未公開株等関連資産の

評価に係る業務を未公開株等評価機関に委託

していることを証する書面 

  

（９） 当取引所所定の未公開株等評価機関に

関する概要書 

  

３ 前項第７号に規定する「運用資産等の状況を

記載した書面」は、別添８「運用資産等に係る

書面の記載要領」に基づき、作成するものとす

る。 

  

４ 第２項の規定にかかわらず、規程第１３０７

条第１項の規定の適用を受けるベンチャーファ

ンドにあっては、規程第１３０４条第２項に規

定する施行規則で定める書類は、次の各号に掲

げる場合の区分に従い、当該各号に掲げる書類

とする。 

  

（１） 規程第１３０７条第１項第１号又は第

３号の規定の適用を受ける場合 

次のａ及びｂに掲げる書類 

 

ａ 第２項第２号から第９号までに掲げる書

類 

  

ｂ 上場後最初に終了する営業期間の末日ま
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での間における投資口の分布状況の見込み

を記載した当取引所所定の「新規上場申請

日以後における投資口の分布状況に関する

予定書」 

（２） 規程第１３０７条第１項第２号の規定

の適用を受ける場合 

次のａ及びｂに掲げる書類 

 

ａ 第２項第２号から第６号まで、第８号及

び第９号に掲げる書類 

 

ｂ 前号ｂに掲げる書類 
 

 
 

（新規上場申請に係る提出書類）  

第１３０３条 規程第１３０４条第４項に規定す

る施行規則で定める場合とは、次の各号に掲げ

る場合をいい、同項に規定する施行規則で定め

る書類とは、当該各号に定める書類をいう。 

（新設） 

  

（１） 新規上場申請日の直前営業期間の末日

の１年前の日以後上場することとなる日まで

に内閣総理大臣等に新規上場申請銘柄の募集

又は売出しに関する届出又は通知書の提出を

行った場合 次のａからｄまでに掲げる書類

の写し 各２部（ｂに掲げる書類の写しにつ

いては１部） 

  

ａ 有価証券届出書 
  

ｂ 有価証券届出効力発生通知書 
  

ｃ 有価証券通知書（変更通知書を含む。） 
  

ｄ 届出目論見書及び届出仮目論見書 
  

（２） 新規上場申請日の直前営業期間の末日

の１年前の日以後上場することとなる日まで

に内閣総理大臣等に次のａからｃまでに掲げ

る書類を提出した場合 その写し 各２部 

  

ａ 有価証券報告書（訂正報告書を含む。）

及びその添付書類 

  

ｂ 半期報告書（訂正半期報告書を含む。） 
  

ｃ 臨時報告書（訂正報告書を含む。） 
  

（３） 新規上場申請に係る募集又は売出しを
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行った場合 当取引所所定の「募集又は売出

実施通知書」 

２ 前項第３号に掲げる場合における同号に定め

る書類の提出は、上場の時までに行えば足りる

ものとする。 

  

 
 

（新規上場申請に係る提出書類の公衆縦覧）  

第１３０４条 規程第１３０４条第６項に規定す

る施行規則で定める書類は、次の各号に掲げる

書類とする。 

（新設） 
  

（１） 第１３０２条第２項第４号（同条第４

項第１号ａ又は第２号ａによる場合を含む。）

に掲げる書類 

  

（２） 第１３０２条第２項第７号（同条第４

項第１号ａによる場合を含む。）に掲げる書

類 

  

（３） 次条第４項第２号ａに掲げる書類 
 

（４） 前条第１項第１号及び第２号に掲げる

書類 

  

 
 

（上場審査の形式要件の取扱い）  

第１３０５条 規程第１３０５条第２号に規定す

る未公開株等、未公開株等関連資産及び上場後

５年以内の株券等の合計額、運用資産等の総額

並びに純資産総額の算定において使用する各資

産の額は、直前営業期間の末日における貸借対

照表（比較情報を除く。）に計上した額（ベン

チャーファンド発行投資法人の設立後最初の営

業期間が終了していない場合には、各資産の取

得価額その他の当取引所が適当と認める額）に

よるものとする。 

（新設） 

  

２ 規程第１３０５条第２号ａに規定する施行規

則で定める金額とは、未公開株等及び上場後５

年以内の株券等（以下この項において「未公開

株等関連証券」という。）の額並びに未公開株

等関連資産のうち未公開株等関連証券に相当す
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る部分の額の合計額（以下「未公開株等投資額」

という。）とし、未公開株等関連資産のうち未

公開株等関連証券に相当する部分の額とは、次

の算式により算出した額をいう。 

算式 
 

Ａ×（Ｂ÷Ｃ） 
 

算式の符号 
 

Ａ 未公開株等関連資産の額 
 

Ｂ 当該未公開株等関連資産に係る資産総額

に含まれる未公開株等関連証券の額 

 

Ｃ 当該未公開株等関連資産に係る資産総

額 

 

３ 規程第１３０５条第２号ａに規定する未公開

株等への投資額は、未公開株等の額及び未公開

株等関連資産のうち未公開株等に相当する部分

の額の合計額とし、未公開株等関連資産のうち

未公開株等に相当する部分の額とは、次の算式

により算出した額をいう。 

  

算式  

Ｄ×（Ｅ÷Ｆ）  

算式の符号  

Ｄ 未公開株等関連資産の額  

Ｅ 当該未公開株等関連資産に係る資産総額

に含まれる未公開株等の額 

 

Ｆ 当該未公開株等関連資産に係る資産総額  

４ 規程第１３０５条第２号ａに規定する未公開

株等投資額の比率が７０％以上となり、かつ、

未公開株等投資額に占める未公開株等への投資

額の比率が５０％以上となる見込みのあること

とは、次の各号のいずれかに適合していること

をいうものとする。 

  

（１） 上場申請時において、運用資産等の総

額に占める未公開株等投資額の比率が７０％

以上であり、かつ、未公開株等投資額に占め

る未公開株等への投資額の比率が５０％以上

であること。 
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（２） 新規ベンチャーファンド上場申請者が

次のａ及びｂに掲げる書類を上場申請時に提

出した場合において、上場後６か月以内に運

用資産等の総額に占める未公開株等投資額の

比率が７０％以上になり、かつ、未公開株等

投資額に占める未公開株等への投資額の比率

が５０％以上となる見込みのあること。 

  

ａ 運用資産の組入計画を記載した書面 
 

ｂ 上場後６か月以内に前ａの組入計画を達

成する旨の確約を証する書面 

 

５ 規程第１３０５条第２号ｅの（ｂ）に規定す

る施行規則で定める場合とは、次の各号に掲げ

る場合をいう。 

  

（１） 監査報告書（最近１年間に終了する営

業期間の財務諸表等に添付されるものを除

く。）において、公認会計士等の「意見の表

明をしない」旨が記載されている場合であっ

て、当該記載の理由が天災地変等、新規ベン

チャーファンド上場申請者の責めに帰すべか

らざる事由によるものであるとき。 

  

（２） その他当取引所が適当と認める場合 
  

６ 規程第１３０５条第２号ｆの（ｂ）に規定す

る施行規則で定める場合とは、未公開株等、未

公開株等関連資産及び上場後５年以内の株券等

以外の資産が、流動資産等及び運用資産等に係

る価格変動による損失の危険その他の危険を減

殺することを目的とし、かつ、当該損失の危険

その他の危険を減殺することが客観的に認めら

れる取引に係る権利その他の資産に限られる旨

を書面により確約する場合をいう。 

  

７ 規程第１３０５条第２号ｈに規定する施行規

則で定めるものとは、第２１２条第８項各号に

掲げるものをいう。 

  

８ 規程第１３０７条第１項第３号の規定の適用

を受ける場合は、非上場ベンチャーファンドに

係るベンチャーファンド発行投資法人に係る最
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近２年間に終了する営業期間（当該非上場ベン

チャーファンド発行投資法人の設立後の期間に

限る。以下この項において同じ。）の財務諸表

等（監査報告書を添付しているものに限る。）

及び最近１年間に終了する営業期間における中

間財務諸表等（中間監査報告書を添付している

ものに限る。）を提出するものとする。 

   

（上場前の公募又は売出し等に関する取扱い）  

第１３０６条 規程第１３０８条に規定するベン

チャーファンドの新規上場申請日から上場日の

前日までの期間に行われる公募又は売出し及び

投資法人の設立の際に行われる公募並びに上場

前に行われるベンチャーファンドの発行につい

ては、この条から第１３２３条まで（以下この

章において「ベンチャーファンド上場前公募等

取扱い」という。）に定めるところによる。 

（新設） 
  

 
 

（投資法人の設立の際に行う公募に関する通

知） 

 

第１３０７条 投資法人の設立（設立後速やかに

その発行するベンチャーファンドの新規上場申

請を行う場合に限る。）の際に公募を行おうと

する場合は、当該投資法人の設立企画人及び元

引受取引参加者は、あらかじめ、当取引所にそ

の旨を通知するものとする。 

（新設） 

  

  

（公募又は売出しの予定を記載した書面の提

出） 

 

第１３０８条 上場前の公募等については、新規

上場申請に係るベンチャーファンド発行投資法

人（投資法人の設立の際に行われる公募にあっ

ては、設立企画人をいう。以下同じ。）及び当

該上場前の公募等に関する元引受取引参加者

は、新規上場申請後（投資法人の設立の際に行

われる公募にあっては、前条の規定による通知

（新設） 
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後）遅滞なく公募又は売出しの内容及び手続を

記載した当取引所所定の「公募又は売出しの予

定を記載した書面」を当取引所に提出するもの

とし、当該書面に変更を生じた場合には、直ち

に変更後の「公募又は売出しの予定を記載した

書面」を提出するものとする。ただし、当取引

所の取引参加者が当該上場前の公募等に関し元

引受契約を締結しない場合においては、当該上

場前の公募等に関し募集又は売出しの取扱いを

行うこととなる契約を締結する金融商品取引業

者等である当取引所の取引参加者を元引受取引

参加者とみなしてベンチャーファンド上場前公

募等取扱いを適用する。 

２ 当取引所が「公募又は売出しの予定を記載し

た書面」を検討し、当該書面の内容を不適当と

認めて、その変更を要請した場合には、新規上

場申請に係るベンチャーファンド発行投資法人

及び元引受取引参加者は、その内容を改善し、

かつ、改善後の「公募又は売出しの予定を記載

した書面」を提出するものとする。 

  

 
 

（上場前の公募等の手続）  

第１３０９条 上場前の公募等については、新規

上場申請に係るベンチャーファンド発行投資法

人及び元引受取引参加者は、ブック・ビルディ

ングの手続を行うものとする。 

（新設） 

  

 
 

（公開価格の決定）  

第１３１０条 新規上場申請に係るベンチャーフ

ァンド発行投資法人及び元引受取引参加者は、

ブック・ビルディングにより把握した投資者の

需要状況に基づき、上場日までの期間における

有価証券の相場の変動により発生し得る危険及

び需要見通し等を総合的に勘案して、公開価格

を決定するものとする。 

（新設） 

  

２ 新規上場申請に係るベンチャーファンド発行
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投資法人及び元引受取引参加者は、前項の規定

により公開価格を決定した場合には、直ちに当

取引所が適当と認める方法により当該公開価格

及び決定の理由等を書面により公表するととも

に、当該書面の写しを当取引所に提出するもの

とする。 

 
 

（上場前の公募等に係る配分）  

第１３１１条 元引受取引参加者は、上場前の公

募等に係る配分を不特定多数の者を対象に公正

に行うため、配分の方法及び配分に関する制限

等に関する指針を策定するものとし、当該指針

に基づき配分を行うものとする。 

（新設） 

  

２ 元引受取引参加者は、当取引所が適当と認め

る方法により前項に規定する指針を書面により

公表するとともに、当取引所が必要と認める場

合には、当該指針の内容を当取引所に通知する

ものとする。 

  

 
 

（公募又は売出実施通知書等の提出）  

第１３１２条 元引受取引参加者は、上場前の公

募等の申込期間終了後、遅滞なく当該上場前の

公募等に係る公開価格の決定及び配分が適正に

行われた旨を記載した当取引所所定の「公募又

は売出実施通知書」を当取引所に提出するとと

もに、当該上場前の公募等の内容を新規上場申

請に係るベンチャーファンド発行投資法人に通

知するものとする。 

（新設） 

  

２ 前項に規定する遅滞なくとは、原則として上

場前の公募等の申込期間終了の日から起算して

３日目（休業日を除外する。）の日までをいう。

  

３ 第１項に規定する「公募又は売出実施通知書」

は、元引受取引参加者が２社以上ある場合には、

当該元引受取引参加者のうち１社が代表して当

取引所に提出することができるものとする。 

  

４ 元引受取引参加者は、上場前の公募等の申込
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期間終了の日から５年間、当該上場前の公募等

に係るベンチャーファンドの取得者の住所、氏

名及び投資口口数等についての記録を保存する

ものとし、当該記録につき、当取引所が必要に

応じて行う提出請求又は検査に応じなければな

らない。 

５ 第１項に規定する「公募又は売出実施通知書」

及び前項の規定により当取引所に提出する書面

は、名義のいかんを問わずその計算が実質的に

帰属する者を対象として記載するものとする。 

  

 
 

（非取引参加者金融商品取引業者等による元引

受契約等の締結の取扱い） 

 

第１３１３条 上場前の公募等について非取引参

加者金融商品取引業者等が元引受契約等を締結

する場合には、当該上場前の公募等の公正を確

保するため、新規上場申請に係るベンチャーフ

ァンド発行投資法人は、当該非取引参加者金融

商品取引業者等とベンチャーファンド上場前公

募等取扱いの趣旨の遵守について当取引所が必

要と認める事項を内容とする契約を締結するも

のとする。この場合において、当該契約を締結

した新規上場申請に係るベンチャーファンド発

行投資法人は、当該契約の締結について非取引

参加者金融商品取引業者等との間に締結した契

約を証する書面の写しを当取引所に提出するも

のとする。 

（新設） 

  

 
 

（不適正な上場前の公募等に対する措置）  

第１３１４条 当取引所は、第１３１２条第１項

に規定する書類又は同条第４項若しくは第１３

１８条第３項の規定により元引受取引参加者が

提出した書類その他新規上場申請に係るベンチ

ャーファンド発行投資法人又は元引受取引参加

者がこのベンチャーファンド上場前公募等取扱

いに基づき当取引所に提出する書類の内容及び

（新設） 
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上場前の公募等の実施状況等から、上場前の公

募等が適正に行われていないと認められる場合

には、新規上場申請の不受理又は受理の取消し

その他必要な措置をとることができる。 

２ 前項に規定する必要な措置には、第１３１１

条第１項に規定する指針によらない配分を行っ

た場合の再配分の要請並びに上場前の公募等が

適正に行われていないと認められるに至った経

過及び改善措置を記載した報告書の提出の請求

を含む。 

 

 
 

（ブック・ビルディングの方法に関する指針の

策定） 

 

第１３１５条 元引受取引参加者は、上場前の公

募等に係る投資者の需要状況を適正に把握する

ため、ブック・ビルディングの方法に関する指

針を策定するものとし、当該指針に基づきブッ

ク・ビルディングを行うものとする。 

（新設） 

２ 元引受取引参加者は、当取引所が適当と認め

る方法により前項に規定する指針を書面により

公表するとともに、当該指針の内容を当取引所

に通知するものとする。 

  

 
 

（公開価格に係る仮条件の決定等）  

第１３１６条 新規上場申請に係るベンチャーフ

ァンド発行投資法人及び元引受取引参加者は、

ブック・ビルディングを行う場合には、新規上

場申請に係るベンチャーファンド発行投資法人

の財政状態及び経営成績並びに有価証券に対す

る投資に係る専門的知識及び経験を有する者の

意見その他の公開価格の決定に関し参考となる

資料及び意見を総合的に勘案し、公開価格に係

る仮条件（投資者の需要状況の調査を行うに際

して投資者に提示する価格の範囲等をいう。）

を決定するものとする。 

（新設） 

  

２ 元引受取引参加者は、前項の規定により公開
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価格に係る仮条件を決定した場合には、直ちに

当取引所が適当と認める方法により当該仮条件

及び決定の理由等を書面により公表するととも

に、当該書面の写しを当取引所に提出するもの

とする。 

 
 

（需要状況の調査に含めてはならない需要）  

第１３１７条 元引受取引参加者は、ブック・ビ

ルディングにより把握すべき需要状況に、次の

各号に掲げる需要その他の上場前の公募等にお

ける配分の対象とならないことが明らかに見込

まれる需要を含めてはならない。 

（新設） 

  

（１） 投資者の計算によらないことが明らか

な需要 

 

（２） 一の投資者の計算による需要が重複し

て取り扱われる場合の当該重複する需要 

 

 
 

（需要状況の調査の記録の保存等）  

第１３１８条 元引受取引参加者は、上場前の公

募等の申込期間終了の日から５年間、当該上場

前の公募等に係るブック・ビルディングにより

把握した需要状況についての記録を保存するも

のとする。 

（新設） 
  

２ 元引受取引参加者のうち主たるものは、上場

前の公募等の申込期間終了の日から５年間、当

該上場前の公募等に係るブック・ビルディング

により把握した需要状況すべてを集約した結果

についての記録を保存するものとする。 

  

３ 元引受取引参加者は、前２項の記録につき、

当取引所が必要に応じて行う提出請求又は検査

に応じなければならない。 

  

４ 前項の規定により当取引所に提出する書面

は、名義のいかんを問わずその計算が実質的に

帰属する者を対象として記載するものとする。 

  

 
 

（ベンチャーファンドの発行に関する規制）  
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第１３１９条 新規上場申請に係るベンチャーフ

ァンド発行投資法人が、新規上場申請日の６か

月前の日以後においてベンチャーファンドを発

行している場合（上場前の公募等による場合を

除く。）には、当該新規上場申請に係るベンチ

ャーファンド発行投資法人は、当該ベンチャー

ファンドの割当てを受けた者（投資法人設立時

の取得者を含む。以下同じ。）との間で、書面

により当該ベンチャーファンドの継続所有、譲

渡時及び当取引所からの当該所有状況に係る照

会時の当取引所への報告並びに当該書面及び報

告内容の公衆縦覧その他の当取引所が必要と認

める事項について確約を行うものとし、当該書

面を、新規上場申請日前にベンチャーファンド

の発行を行っている場合は新規上場申請日に、

新規上場申請日以後にベンチャーファンドの発

行を行っている場合は当該ベンチャーファンド

の発行後遅滞なく（当取引所が上場を承認する

日の前日までに）、提出するものとする。 

（新設） 
  

２ 新規上場申請に係るベンチャーファンド発行

投資法人が、前項の規定に基づく書面の提出を

行わないときは、当取引所は新規上場申請の不

受理又は受理の取消しの措置をとるものとす

る。 

  

３ 第１項に規定するベンチャーファンドを発行

しているかどうかの認定は、払込期日又は払込

期間の最終日を基準として行うものとする。 

  

４ 第１項に規定する当該ベンチャーファンドの

継続所有、譲渡時及び当取引所からの当該所有

状況に係る照会時の当取引所への報告並びに当

該書面及び報告内容の公衆縦覧その他の当取引

所が必要と認める事項とは、次の各号に掲げる

事項をいうものとする。 

  

（１） 割当てを受けた者は、割当てを受けた

ベンチャーファンド（以下「割当ベンチャー

ファンド」という。）を、原則として、前項
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に規定する日から上場日以後６か月間を経過

する日（当該日において第１項に規定する日

以後１年間を経過していない場合には、同項

に規定する日以後１年間を経過する日）まで

所有すること。この場合において、割当ベン

チャーファンドについて投資口の分割が行わ

れたときには、当該投資口の分割により取得

した投資口（以下「取得ベンチャーファンド

投資口」という。）についても同日まで所有

すること。 

（２） 割当てを受けた者は、割当ベンチャー

ファンド又は取得ベンチャーファンド投資口

の譲渡を行う場合には、あらかじめ新規上場

申請に係るベンチャーファンド発行投資法人

に書面により通知するとともに、事後におい

て新規上場申請に係るベンチャーファンド発

行投資法人にその内容を報告すること。 

 

（３） 新規上場申請に係るベンチャーファン

ド発行投資法人は、割当てを受けた者が割当

ベンチャーファンド又は取得ベンチャーファ

ンド投資口の譲渡を行った場合には当該譲渡

を行った者及び譲渡を受けた者の氏名及び住

所、投資口口数、日付、価格並びに理由その

他必要な事項を記載した書面を、当該譲渡が

新規上場申請日前に行われたときには新規上

場申請のときに、新規上場申請日以後に行わ

れたときには譲渡後直ちに、当取引所に提出

すること。 

 

（４） 新規上場申請に係るベンチャーファン

ド発行投資法人は、割当ベンチャーファンド

又は取得ベンチャーファンド投資口の所有状

況に関し当取引所が必要と認めて照会を行っ

た場合には、必要に応じて割当てを受けた者

に対し割当ベンチャーファンド又は取得ベン

チャーファンド投資口の所有状況に係る確認

を行った上で、遅滞なく割当ベンチャーファ
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ンド又は取得ベンチャーファンド投資口の所

有状況を当取引所に報告すること。 

（５） 割当てを受けた者は、新規上場申請に

係るベンチャーファンド発行投資法人から前

号に規定する割当ベンチャーファンド又は取

得ベンチャーファンド投資口の所有状況に係

る確認を受けた場合には、直ちにその内容を

新規上場申請に係るベンチャーファンド発行

投資法人に報告すること。 

 

（６） 割当てを受けた者は、第１項に規定す

る書面に記載する第１号から前号まで及び次

号に掲げる内容並びに割当ベンチャーファン

ド又は取得ベンチャーファンド投資口の譲渡

を行った場合にはその内容が、公衆縦覧に供

されることに同意すること。 

 

（７） その他当取引所が必要と認める事項  

 
 

（所有に関する規制）  

第１３２０条 割当てを受けた者が、前条第１項

に規定する確約に基づく所有を現に行っていな

い場合には、当取引所は新規上場申請の不受理

又は受理の取消しの措置をとるものとする。た

だし、次の各号のいずれかに該当する場合であ

って、かつ、所有を行っていないことが適当で

あると認められる場合は、この限りでない。 

（新設） 

  

（１） 割当てを受けた者がその経営の著しい

不振により割当ベンチャーファンド又は取得

ベンチャーファンド投資口の譲渡を行う場合 

  

（２） その他社会通念上やむを得ないと認め

られる場合 

 

２ 新規上場申請に係るベンチャーファンド発行

投資法人は、割当てを受けた者が前条第１項に

規定する確約に定める期間内において当該ベン

チャーファンドの譲渡を行った場合には、必要

な事項を記載した書面を当取引所に提出するも

のとし、当該書面を当取引所が公衆の縦覧に供
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することに同意するものとする。この場合にお

いて、当該書面は、当該割当ベンチャーファン

ド又は取得ベンチャーファンド投資口の譲渡が

新規上場申請日前に行われた場合には新規上場

申請日に、新規上場申請日以後に行われた場合

には譲渡後直ちに、当取引所に提出するものと

する。 

３ 新規上場申請に係るベンチャーファンド発行

投資法人は、割当てを受けた者の当該ベンチャ

ーファンドの所有状況に関して当取引所から照

会を受けた場合には、当該ベンチャーファンド

の所有状況に係る報告を当取引所に行うものと

する。 

  

４ 前項の報告は、新規上場申請に係るベンチャ

ーファンド発行投資法人が必要に応じて割当て

を受けた者に対し割当ベンチャーファンド又は

取得ベンチャーファンド投資口の所有状況に係

る確認を行った上で、遅滞なく当取引所に報告

するものとする。 

  

５ 新規上場申請に係るベンチャーファンド発行

投資法人は、上場ベンチャーファンドに係るベ

ンチャーファンド発行投資法人となった後にお

いても、確約に定める期間内にあっては、第２

項及び第３項の規定の適用を受けるものとす

る。 

  

 
 

（ベンチャーファンドの発行の状況に関する記

載） 

 

第１３２１条 新規上場申請に係るベンチャーフ

ァンド発行投資法人は、新規上場申請日の６か

月前の日から上場日の前日までの期間において

ベンチャーファンドを発行している場合には、

当該発行の状況を記載した書面を、新規上場申

請日前にベンチャーファンドの発行を行ってい

る場合は新規上場申請日に、新規上場申請日以

後にベンチャーファンドの発行を行っている場

（新設） 
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合は当該ベンチャーファンドの発行後遅滞なく

（当取引所が上場を承認する日の前日までに）、

提出するものとする。 

 
 

（ベンチャーファンドの発行の状況に関する記

録の保存等） 

 

第１３２２条 新規上場申請に係るベンチャーフ

ァンド発行投資法人は、上場日から５年間、前

条の規定に基づき当取引所に提出した書面の記

載内容についての記録を保存するものとする。

この場合において、幹事取引参加者は、新規上

場申請に係るベンチャーファンド発行投資法人

が当該記録を把握し、かつ、保存することが可

能な状況にあることを確認するものとする。 

（新設） 

  

２ 新規上場申請に係るベンチャーファンド発行

投資法人は、前項の記録につき、当取引所が必

要に応じて行う提出請求に応じなければならな

い。 

  

３ 当取引所は、新規上場申請に係るベンチャー

ファンド発行投資法人が前項の提出請求に応じ

ない場合は、当該新規上場申請に係るベンチャ

ーファンド発行投資法人の名称及び当該提出請

求に応じない状況にある旨を公表することがで

きる。 

  

４ 当取引所は、第２項の規定により提出された

記録を検討した結果、前条の規定に基づくベン

チャーファンドの発行の状況に係る記載内容が

明らかに正確でなかったと認められる場合に

は、当該新規上場申請に係るベンチャーファン

ド発行投資法人及び幹事取引参加者の名称並び

に当該記載内容が正確でなかったと認められる

旨を公表することができる。 

  

５ 新規上場申請に係るベンチャーファンド発行

投資法人は、上場した後においても、上場日か

ら５年間は、前各項の規定の適用を受けるもの

とする。 
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（上場前の公募等に関する解釈等）  

第１３２３条 第１３１９条から前条までの規定

は、名義のいかんを問わずその計算が実質的に

帰属する者について適用する。 

（新設） 

  

 
 

（上場ベンチャーファンドと権利関係を異にす

るベンチャーファンドの上場基準） 

 

第１３２４条 規程第１３１０条第１号に規定す

る施行規則で定める基準とは、次の各号に掲げ

る基準をいう。 

（新設） 
  

（１） 投資口口数が２，０００単位以上であ

ること。 

 

（２） 上場後の分布状況等が著しく悪いと認

められないこと。 

 

（３） 上場ベンチャーファンドと権利関係が

同一となると見込まれること。 

 

 
 

（吸収合併により発行するベンチャーファンド

の上場日） 

 

第１３２５条 上場ベンチャーファンドに係るベ

ンチャーファンド発行投資法人が他の上場ベン

チャーファンドに係るベンチャーファンド発行

投資法人を吸収合併することにより発行するベ

ンチャーファンドの上場日は、規程第１３１０

条第２号の規定にかかわらず、吸収合併がその

効力を生ずる日とする。ただし、上場申請の時

期等により当該日に上場することが不可能又は

困難であるときは、この限りでない。 

（新設） 
  

  

（上場ベンチャーファンドに関する情報の開示

の取扱い） 

 

第１３２６条 規程第１３１２条第２項及び第３

項に規定する施行規則で定める基準とは、次の

各号に掲げる事項の区分に従い、当該各号に定

める基準をいう。 

（新設） 
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（１） 規程第１３１２条第２項第１号ｄに掲

げる事項 

規約の変更理由が次のａからｃまでのいず

れかに該当すること。 

 

ａ 法令の改正等に伴う記載表現のみの変更  

ｂ 本店所在地の変更  

ｃ その他投資者の投資判断に及ぼす影響が

軽微なものとして当取引所が認める理由 

 

（２） 規程第１３１２条第２項第３号ｈに掲

げる事項 

法に基づき内閣総理大臣等に対して行う届

出のうち、当取引所が適当と認めるもの 

  

（３） 規程第１３１２条第３項第１号ａに掲

げる事項 

資産の譲渡価額又は取得価額が譲渡日又は

取得日における純資産総額の５％未満である

こと。 

  

（４） 規程第１３１２条第３項第２号ｃに規

定するこれに準ずる状態として施行規則で定

める場合とは、次のａ又はｂに掲げる場合を

いうものとする。 

  

ａ 未公開株等及び未公開株等関連資産の発

行者が債務超過若しくは支払不能に陥り又

は陥るおそれがあるときなどで法律に基づ

かない整理を行う場合 

 

ｂ 未公開株等及び未公開株等関連資産の発

行者が債務超過若しくは支払不能に陥り又

は陥るおそれがあることなどにより事業活

動の継続について困難である旨又は断念す

る旨を取締役会等において決議又は決定し

た場合であって、事業の全部若しくは大部

分の譲渡又は解散について株主総会に付議

することを決議した場合 

 

２ 第４０２条の２第１項の規定は、規程第１３

１２条第２項及び第３項の規定に基づき開示す

べき内容について準用する。 
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３ 規程第１３１２条第４項に規定する施行規則

で定める情報とは、運用資産等の価格に関する

情報をいう。この場合において、当該情報は、

特定有価証券開示府令第７号の３様式の「第一

部 ファンド情報 第１ ファンドの状況」に

おける「投資状況」、「投資有価証券の主要銘

柄」及び「その他投資資産の主要なもの」と同

等の内容を参考情報として記載するものとす

る。 

  

４ 規程第１３１２条第５項に規定する１口当た

り純資産額及び同条第６項各号に規定する事項

は、別添８「運用資産に係る書面の記載要領」

に基づき、作成した書面により開示するものと

する。 

  

 
 

（書類の提出等の取扱い）  

第１３２７条 規程第１３１３条第１項に規定す

る書類の提出等については、この条に定めると

ころによる。 

（新設） 

  

２ 上場ベンチャーファンドに係るベンチャーフ

ァンド発行投資法人及びベンチャーファンド資

産運用会社（以下「上場ベンチャーファンド発

行者等」という。）は、次の各号に掲げる場合

には、当該各号に定めるところに従い、当取引

所に書類の提出を行うものとする。ただし、規

程第１３１２条の規定に基づき行う情報の開示

により、当取引所に提出すべき書類に記載すべ

き内容が十分に開示されていると認められる場

合であって、当取引所が適当と認めるときは、

当該書類の提出を要しないものとする。この場

合において、上場ベンチャーファンド発行者等

は、第２号ｃに規定する書類（法第１３条第１

項前段及び第３項の規定により作成されたもの

を除く。）並びに第３号ａ、ｂ及びｄ並びに第

４号ｂ並びに第９号ａに規定する書類を当取引

所が公衆の縦覧に供することに同意するものと
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する。 

（１） 規程第１３１２条第２項第１号ａに掲

げる事項について決定を行った場合 

投資口の併合又は分割日程表について、確

定後直ちに 

  

（２） 規程第１３１２条第２項第１号ｂに掲

げる事項について決定を行った場合 

次のａからｅまでに掲げるところにより行

う。ただし、電子開示手続により有価証券届

出書を内閣総理大臣等に対し提出した場合に

は、ｃに掲げる書類の提出を要しないものと

する。 

  

ａ 追加発行又は売出しの日程表について、

確定後直ちに 

 

ｂ 有価証券届出効力発生通知書の写しにつ

いて、交付後直ちに 

 

ｃ 目論見書及び届出仮目論見書について、

作成後直ちに 

 

ｄ 有価証券通知書（変更通知書を含む。）

の写しについて、内閣総理大臣等に提出後

遅滞なく 

 

ｅ 第４１７条第１号ｇに掲げる書面に準じ

た書面について、作成後直ちに 

 

（３） 規程第１３１２条第２項第１号ｃに掲

げる事項について決定を行った場合 

次のａからｄまでに掲げるところにより行

う。 

  

ａ 合併契約書の写しについて、契約締結後

直ちに 

 

ｂ 投資信託法第１４９条第１項、第１４９

条の６第１項又は第１４９条の１１第１項

に規定する書面（法定事前開示書類）の写

しについて、これらの規定により当該書面

を本店に備え置くこととされている日まで

に 

 

ｃ 合併日程表について、確定後直ちに  
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ｄ 投資信託法第１４９条の１０第１項に規

定する書面（法定事後開示書類）の写しに

ついて、合併の効力発生日以後速やかに 

 

（４） 規程第１３１２条第２項第１号ｄに掲

げる事項について決定を行った場合 

次のａ及びｂに掲げるところにより行う。 

  

ａ 決定に係る通知書について、決定を行っ

た後直ちに 

 

ｂ 変更後の規約について、変更後直ちに  

（５） 基準日の設定について決定を行った場

合 

次のａ及びｂに掲げるところにより行う。 

  

ａ 決定に係る通知書について、決定を行っ

た後直ちに 

 

ｂ 基準日に関する日程表について、当該期

日の２週間前に 

 

（６） 当取引所所定の「取引所規則の遵守に

関する確認書」を提出した代表者の異動、投

資主総会の招集、投資主名簿等管理人の変更

その他の上場ベンチャーファンドに関する権

利等に係る重要な事項について決定を行った

場合 

決定に係る通知書について、決定を行った

後直ちに（「取引所規則の遵守に関する確認

書」を提出した代表者の異動について決定を

行った場合にあっては、「取引所規則の遵守

に関する確認書」について、異動後直ちに） 

  

（７） 施行令第２０条第３項第５号に規定す

る安定操作取引の委託等をすることがある者

の選定について決定を行った場合 

次のａ及びｂに定めるところにより行うも

のとする。 

  

ａ 決定に係る通知書について、決定を行っ

た後直ちに 

  

ｂ 氏名、住所及び発行者との関係を記載し

た「安定操作取引委託者通知書」について、
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施行令第２２条第２項から第４項までの規

定により安定操作取引をすることができる

期間の初日の前日までに 

（８） 公募又は売出しに係る元引受契約を締

結する金融商品取引業者及び募集又は売出し

に係る発行価格又は売出価格について決定を

行った場合 

次のａ及びｂに定めるところにより行うも

のとする。 

  

ａ 決定に係る通知書について、決定を行っ

た後直ちに 

  

ｂ 次の（ａ）から（ｃ）までに掲げる場合

の区分に従い、当該（ａ）から（ｃ）まで

に定めるところにより行うものとする。 

  

（ａ） 法第５条第１項の届出書の提出を

要しない公募又は売出しの場合 

発行者又は売出しに係る有価証券の所

有者と法第２１条第４項に規定する元引

受契約を締結する金融商品取引業者の商

号を記載した「元引受契約を締結する金

融商品取引業者通知書」について、施行

令第２２条第２項から第４項までの規定

により安定操作取引をすることができる

期間の初日の前日まで 

  

（ｂ） 発行価格又は売出価格が決定され

た場合 

発行価格又は売出価格及び発行価額又

は売出価額の総額を記載した「発行価格

（売出価格）通知書」について、発行価

格又は売出価格の決定後直ちに 

  

（ｃ） 前（ｂ）の規定にかかわらず、発

行価格又は売出価格が一の取引所金融商

品市場の一の日における最終価格に一定

率を乗ずる等確定値によらずに決定され

ている場合 

次のイ及びロに定めるところにより行
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うものとする。 

イ 算式表示による発行価格又は売出価

格及び発行価額又は売出価額の総額の

見込みを記載した「算式表示による発

行価格（売出価格）通知書」について、

算式表示による発行価格又は売出価格

の決定後直ちに 

  

ロ 発行価格又は売出価格の確定値及び

発行価額又は売出価額の総額を記載し

た「発行価格（売出価格）の確定通知

書」について、発行価格又は売出価格

の確定値が得られた後直ちに 

 

（９） 規程第１３０７条の規定の適用を受け

て上場した投資法人である場合 

次のａ及びｂに定めるところにより行うも

のとする。 

  

ａ 投資信託法第１４９条の１０第１項又は

第１４９条の１６第１項に規定する書面

（法定事後開示書類）の写しについて、上

場後速やかに 

  

ｂ 登記事項証明書について、上場後速やか

に 

 

（１０） 規程第１３１２条第２項第２号（ｅ

及びｇを除く。）及び第４号並びに同条第３

項第２号ｄのいずれかが発生した場合 

発生に係る通知書について、発生後直ちに 

  

（１１） 規程第１３１２条第２項第２号ｇに

規定する内閣総理大臣等の承認を受けた場合 

当該内閣総理大臣等の承認に係る通知書の

写しについて、受理後遅滞なく 

  

３ 上場ベンチャーファンド発行者等は、次の各

号に掲げる書類を当該各号に定めるところによ

り、当取引所に提出するものとする。この場合

において、上場ベンチャーファンド発行者等は、

第２号に掲げる書類を当取引所が公衆の縦覧に

供することに同意するものとする。 
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（１） 当取引所所定の「資産の運用状況表」 

営業期間経過後３か月以内で資産の運用状

況の判明後遅滞なく 

  

（２） 運用報告書 

投資主に対する発送日前 

  

（３） 各営業期間の末日現在における当取引

所所定の「上場ベンチャーファンドの分布状

況表」 

各営業期間経過後３か月以内で分布状況の

判明後遅滞なく 

  

 
 

（有価証券報告書等の適正性に関する確認書の

取扱い） 

 

第１３２８条 規程第１３１４条に規定する書面

には、上場ベンチャーファンドに係るベンチャ

ーファンド発行投資法人の代表者による署名を

要するものとする。 

（新設） 
  

２ 規程第１３１４条に規定する理由の記載に当

たっては、有価証券報告書、半期報告書又は運

用報告書の作成に関して上場ベンチャーファン

ドに係るベンチャーファンド発行投資法人の代

表者が確認した内容を記載するものとする。 

  

 
 

（上場ベンチャーファンドの発行者等に係る上

場廃止基準） 

 

第１３２９条 規程第１３１８条第１項第１号ａ

については、次の各号に掲げる日に同ａに該当

するものとして取り扱う。 

（新設） 

  

（１） 上場ベンチャーファンドに係るベンチ

ャーファンド発行投資法人が、合併により解

散する場合のうち、次のａ又はｂに該当する

場合は、原則として、合併がその効力を生ず

る日の３日前（休業日を除外する。）の日 

  

ａ 他の上場ベンチャーファンドに係るベン

チャーファンド発行投資法人に吸収合併さ

れる場合 
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ｂ 規程第１３０７条第１項の規定の適用を

受け、存続投資法人又は新設投資法人が発

行者であるベンチャーファンドが速やかに

上場される見込みのある場合 

 

（２） 上場ベンチャーファンドに係るベンチ

ャーファンド発行投資法人が、前号に規定す

る合併以外の合併により解散する場合は、当

該上場ベンチャーファンドに係るベンチャー

ファンド発行投資法人から当該合併に関する

投資主総会決議についての書面による報告を

受けた日 

  

（３） 上場ベンチャーファンドに係るベンチ

ャーファンド発行投資法人が、前２号に規定

する事由以外の事由により解散する場合は、

当該上場ベンチャーファンドに係るベンチャ

ーファンド発行投資法人から当該解散の原因

となる事由が発生した旨の書面による報告を

受けた日 

  

２ 規程第１３１８条第１項第１号ｂに規定する

法律の規定に基づく破産手続若しくは再生手続

を必要とするに至った場合とは、上場ベンチャ

ーファンドに係るベンチャーファンド発行投資

法人が、法律に規定する破産手続又は再生手続

の原因があることにより、破産手続又は再生手

続を必要と判断した場合をいう。 

  

３ 規程第１３１８条第１項第１号ｃに規定する

基準については、次のａ及びｂに定めるところ

により取り扱うものとする。 

  

ａ 未公開株等及び未公開株等関連資産の評

価に係る業務の未公開株等評価機関への委

託を行わなくなった場合において、直ちに

当取引所が適当と認める他の未公開株等評

価機関に委託することができなかったとき

には、基準に該当するものとする。 

 

ｂ 前ａに規定する「当取引所が適当と認め

る他の未公開株等評価機関」とは、上場審
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査等に関するガイドラインに適合する未公

開株等評価機関をいうものとする。 

４ 上場ベンチャーファンドに係るベンチャーフ

ァンド資産運用会社が規程第１３１８条第１項

第２号ａからｃまでのいずれかに該当する場合

において、上場ベンチャーファンドに係るベン

チャーファンド発行投資法人から同号ただし書

に規定する業務の引継ぎ又は書面の提出を行う

ことができない旨の報告を書面で受けたとき

は、同号に該当するものとして取り扱う。 

  

５ 規程第１３１８条第２項第１号に掲げる基準

の審査については、次の各号に掲げるとおり取

り扱うこととする。 

  

（１） 規程第１３１８条第２項第１号に規定

する１年以内に運用資産等の総額に占める未

公開株等投資額の比率が７０％以上、かつ、

未公開株等投資額に占める未公開株等への投

資額の比率が５０％以上とならないときと

は、猶予期間内において、運用資産等の総額

に占める未公開株等投資額の比率が７０％以

上、かつ、未公開株等投資額に占める未公開

株等への投資額の比率が５０％以上とならな

いときをいうものとする。 

  

（２） 規程第１３１８条第２項第１号に規定

する施行規則で定める場合とは、次のａ又は

ｂに定める場合をいう。 

  

ａ 上場ベンチャーファンドに係るベンチャ

ーファンド発行投資法人が第１３０５条第

４項第２号の規定の適用を受けて上場され

た投資法人であり、かつ、上場後６か月を

経過していない場合 

 

ｂ 上場ベンチャーファンドに係るベンチャ

ーファンド発行投資法人に係る営業期間の

末日において、運用資産等の総額に占める

未公開株等投資額の比率が７０％未満又は

未公開株等投資額に占める未公開株等への

 



 

439 

投資額の比率が５０％未満となった場合に

おいて、当該事由を記載した書面を提出し、

当該事由がやむを得ない事由であると当取

引所が認めた場合。この場合において、当

該上場ベンチャーファンドに係るベンチャ

ーファンド発行投資法人は、当該書面を当

取引所が公衆の縦覧に供することに同意す

るものとする。 

（３） 規程第１３１８条第２項第１号に該当

するかどうかの審査において、営業期間の末

日の変更により猶予期間の末日が営業期間の

最終日に当たらない上場ベンチャーファンド

に係るベンチャーファンド発行投資法人は、

当該猶予期間経過後３か月以内で資産の運用

状況の判明後遅滞なく、当取引所所定の「資

産の運用状況表」を当取引所に提出するもの

とする。 

  

（４） 規程第１３１８条第２項第１号に規定

する基準の審査は、第１３２７条第３項第１

号又は前号の規定により提出される「資産の

運用状況表」に記載された資産の運用状況に

よるものとする。 

  

（５） 前号の規定にかかわらず、第２号の規

定の適用を受けた上場ベンチャーファンドに

係るベンチャーファンド発行投資法人が、上

場後６か月を経過する日以後最初に到来する

営業期間の末日までに中間営業期間の末日が

到来する場合には、当該中間営業期間に係る

当取引所所定の資産の運用状況表を提出する

ものとし、当該資産の運用状況表に記載され

た資産の運用状況に基づき、規程第１３１８

条第２項第１号に規定する基準の審査を行う

ものとする。この場合において、規程第１３

１８条第２項第１号に規定する１年以内に運

用資産等の総額に占める未公開株等投資額の

比率が７０％以上、かつ、未公開株等投資額
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に占める未公開株等への投資額の比率が５

０％以上とならないときとは、当該中間営業

期間の末日以後、最初に到来する営業期間の

末日までに運用資産等の総額に占める未公開

株等投資額の比率が７０％以上、かつ、未公

開株等投資額に占める未公開株等への投資額

の比率が５０％以上とならないときをいうも

のとする。 

６ 規程第１３１８条第２項第２号に規定する上

場投資口口数が２，０００単位未満となる場合

において上場ベンチャーファンドに係るベンチ

ャーファンド発行投資法人から上場投資口口数

の減少に関する投資主総会決議についての書面

による報告を受けたときは、規程第１３１８条

第２項第２号に該当するものとして取り扱う。 

  

７ 規程第１３１８条第２項第３号に掲げる基準

については、次の各号に掲げるとおり取り扱う

こととする。 

  

（１） 規程第１３１８条第２項第３号の規定

は、上場日から起算して１年を経過する日よ

り前の上場ベンチャーファンドについては、

適用しない。 

  

（２） 規程第１３１８条第２項第３号に規定

する毎年の１２月末日以前１年間の売買高と

は、毎年の１２月末日以前１年間における当

該銘柄の市場内売買の売買高合計をいう。 

 

８ 規程第１３１８条第２項第５号ｂに規定する

施行規則で定める場合とは、天災地変等、上場

ベンチャーファンドに係るベンチャーファンド

発行投資法人の責めに帰すべからざる事由によ

るものである場合をいう。 

  

９ 第６０１条第１０項の規定は、規程第１３１

８条第２項第６号に規定する施行規則で定める

場合について準用する。 

  

１０ 規程第１３１８条第２項第７号に規定する

上場ベンチャーファンドに係るベンチャーファ
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ンド発行投資法人の規約の変更を行う場合にお

いて、上場ベンチャーファンドに係るベンチャ

ーファンド発行投資法人から当該規約の変更に

関する投資主総会決議についての書面による報

告を受けたときは、同号に該当するものとして

取り扱う。 

１１ 規程第１３１８条第２項第７号ｂに規定す

る施行規則で定める場合とは、未公開株等、未

公開株等関連資産及び上場後５年以内の株券等

以外の資産が、流動資産等及び運用資産等に係

る価格変動による損失の危険その他の危険を減

殺することを目的とし、かつ、当該損失の危険

その他の危険を減殺することが客観的に認めら

れる取引に係る権利その他の資産に限られなく

なった場合において、当該事由を記載した書面

を提出し、当該事由がやむを得ない事由である

と当取引所が認めたときをいうものとする。こ

の場合において、当該上場ベンチャーファンド

に係るベンチャーファンド発行投資法人は、当

該書面を当取引所が公衆の縦覧に供することに

同意するものとする。 

  

１２ 第４３６条の４の規定は、規程１３１８条

第２項第１０号に規定する上場ベンチャーファ

ンド発行者等が反社会的勢力の関与を受けてい

るものとして施行規則で定める関係について準

用する。 

  

１３ 第１３０５条第１項の規定は、規程第１３

１８条第２項に規定する未公開株等投資額及び

運用資産等の総額の算定において使用する各資

産の額について準用する。 

  

 
 

（上場廃止日の取扱い）  

第１３３０条 規程第１３２０条に規定する上場

廃止日は、原則として、次の各号に掲げる銘柄

の区分に従い、当該各号に定めるところによる。

（新設） 
  

（１） 規程第１３１８条第１項第１号ａのう
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ち、他の投資法人と合併し解散する場合に該

当する銘柄 

合併がその効力を生ずる日の３日前（休業

日を除外する。）の日 

（２） 規程第１３１８条第１項第１号ａのう

ち、規約で定めた存続期間の満了による解散

の場合に該当する銘柄 

規約で定めた存続期間の満了となる日の３

日前（休業日を除外する。）の日（当該満了

となる日が休業日に当たるときは、当該満了

となる日の４日前（休業日を除外する。）の

日） 

  

（３） 規程第１３１８条第１項第１号ａ又は

ｂに該当することとなった銘柄（上場ベンチ

ャーファンドに係るベンチャーファンド発行

投資法人が合併以外の事由により解散する場

合で、解散の効力の発生の日が、当取引所が

当該上場ベンチャーファンドの上場廃止を決

定した日の翌日から起算して１か月以内であ

るとき又は上場ベンチャーファンドに係るベ

ンチャーファンド発行投資法人が破産手続開

始の決定を受けている場合に限る。） 

当取引所が当該銘柄の上場廃止を決定した

日の翌日から起算して１０日間（休業日を除

外する。解散の効力の発生の日が、当該期間

経過後である場合は、当該日まで）を経過し

た日 

  

（４） 規程第１３１８条第２項第３号に該当

することとなった銘柄 

当取引所が当該銘柄の上場廃止を決定した

日の翌日から起算して１０日間（休業日を除

外する。）を経過した日 

  

（５） 規程第１３１８条第２項第１１号に該

当することとなった銘柄 

当取引所が当該銘柄の上場廃止を決定した

日の翌日から起算して１か月を経過した日ま
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での範囲内で、その都度決定する日 

（６） 前各号のいずれにも該当しない銘柄 

当取引所が当該銘柄の上場廃止を決定した

日の翌日から起算して１か月を経過した日。

ただし、当取引所が速やかに上場廃止すべき

であると認めた場合は、この限りでない。 

  

 
 

（監理銘柄の指定の取扱い）  

第１３３１条 当取引所は、上場ベンチャーファ

ンドが次の各号のいずれかに該当する場合は、

当該上場ベンチャーファンドを規程第１３２１

条に規定する監理銘柄に指定することができ

る。この場合において、第８号、第９号、第１

３号又は第１４号のいずれかに該当する場合は

監理銘柄（審査中）に指定し、それ以外の場合

は監理銘柄（確認中）に指定する。 

（新設） 

  

（１） 上場ベンチャーファンドに係るベンチ

ャーファンド発行投資法人が第１３２９条第

１項第２号に規定する合併に関する役員会決

議を行った場合、又は上場ベンチャーファン

ドに係るベンチャーファンド発行投資法人が

合併以外の事由により解散する場合のうち投

資主総会の決議により解散する場合において

当該解散に関する役員会決議を行った場合若

しくは投資主総会の決議によらずに解散する

場合において規程第１３１８条第１項第１号

ａに該当するおそれがあると当取引所が認め

る場合 

  

（２） 上場ベンチャーファンドに係るベンチ

ャーファンド発行投資法人が行った決議又は

決定の内容が規程第１３１８条第１項第１号

ｂに該当するおそれがあると当取引所が認め

る場合 

  

（３） 規程第１３１８条第１項第１号ｃに該

当するおそれがあると当取引所が認める場合 

  

（４） 規程第１３１８条第１項第２号本文に
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規定する場合に該当した場合 

（５） 猶予期間の最終日までに、規程第１３

１８条第２項第１号に該当しなくなったこと

が確認できない場合 

  

（６） 上場ベンチャーファンドに係るベンチ

ャーファンド発行投資法人が規程第１３１８

条第２項第２号に該当することとなる投資口

口数の減少に関する役員会決議を行った場合 

  

（７） ２人以上の公認会計士又は監査法人に

よる監査証明府令第３条第１項の監査報告書

又は中間監査報告書を添付した有価証券報告

書又は半期報告書について、次のａ又はｂに

該当した場合 

  

ａ 法第２４条第１項又は第２４条の５第１

項に定める期間の最終日までに内閣総理大

臣等に提出できる見込みのない旨の開示

を、当該最終日までに行っているとき。 

 

ｂ 当該最終日までに内閣総理大臣等に提出

しなかったとき。 

 

（８） 上場ベンチャーファンドに係るベンチ

ャーファンド発行投資法人が、規程第１３１

８条第２項第５号ａ前段又は同号ｂ前段に該

当する場合又はこれらに該当すると認められ

る相当の事由があると当取引所が認める場

合。ただし、規程第１３１８条第２項第５号

ａ後段又は同号ｂ後段に該当しないことが明

らかであるときは、この限りでない。 

  

（９） 規程第１３１８条第２項第６号に該当

するおそれがあると当取引所が認める場合 

  

（１０） 上場ベンチャーファンドに係るベン

チャーファンド発行投資法人が規程第１３１

８条第２項第７号に該当することとなる規約

の変更に関する役員会決議を行った場合 

  

（１１） 規程第１３１８条第２項第８号に該

当するおそれがあると当取引所が認める場合 

  

（１２） 上場ベンチャーファンドに係るベン
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チャーファンド発行投資法人が投資主名簿に

関する事務の委託契約の解除の通知を受領し

た旨の開示を行った場合その他上場ベンチャ

ーファンドに係るベンチャーファンド発行投

資法人が投資主名簿に関する事務を当取引所

の承認する機関に委託しないこととなるおそ

れがあると当取引所が認める場合 

（１３） 規程第１３１８条第２項第１０号前

段に該当する場合。ただし、同号後段に該当

しないことが明らかであるときは、この限り

でない。 

  

（１４） 規程第１３１８条第２項第１１号に

該当するおそれがあると当取引所が認める場

合 

  

２ 当取引所は、規程第１３２５条において準用

する規程第６０８条の規定により上場廃止申請

が行われた上場ベンチャーファンドを、監理銘

柄へ指定することができる。この場合において

は、監理銘柄（確認中）に指定する。 

  

３ 前２項の場合における監理銘柄への指定期間

は、次の各号に掲げる場合の区分に従い、当該

各号に定める時から当取引所が当該上場ベンチ

ャーファンドを上場廃止するかどうかを認定し

た日までとする。 

  

（１） 第１項第１号から第４号まで、第６号

及び第１０号のいずれかに該当した場合 

 

当取引所が上場ベンチャーファンドに係る

ベンチャーファンド発行投資法人又はベンチ

ャーファンド資産運用会社から書面による報

告を受けた日の翌日 

  

（２） 第１項第５号に該当した場合 
 

猶予期間の最終日の翌日 
  

（３） 第１項第７号に該当した場合 
 

第１項第７号ａに該当した場合は、当該開

示を行った日の当取引所がその都度定める時

とし、同号ｂに該当した場合は、当該最終日
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の翌日 

（４） 第１項第８号、第９号及び第１１号か

ら第１４号までのいずれかに該当した場合 

 

当取引所が必要と認めた日 
  

（５） 前項に規定する上場廃止申請が行われ

た場合 

 

上場廃止申請が行われた日 
  

４ 前項の場合において、当取引所が必要と認め

るときは、監理銘柄への指定期間の始期につい

ては、次の各号に掲げる場合の区分に従い、当

該各号に定める時とし、監理銘柄への指定期間

の終期については、同項各号において監理銘柄

への指定期間の最終日として規定する日の当取

引所がその都度定める時とすることができるも

のとする。 

  

（１） 前項第１号に掲げる場合  

当該書面による報告を受けた日の当取引所

がその都度定める時 

 

（２） 前項第２号から第５号までに掲げる場

合 

 

当取引所がその都度定める時  

 
 

（整理銘柄の指定の取扱い）  

第１３３２条 当取引所は、上場ベンチャーファ

ンドが次の各号のいずれかに該当する場合に

は、規程第１３２２条の規定に基づき、当取引

所が当該ベンチャーファンドの上場廃止を決定

した日から上場廃止日の前日までの間、当該ベ

ンチャーファンドを整理銘柄に指定することが

できる。 

（新設）  

（１） 規程第１３１８条第１項各号又は第２

項各号のいずれかに該当する場合（第１３２

９条第１項第１号又は第１３３０条第２号に

該当する場合を除く。） 

  

（２） 規程第１３２５条において準用する規

程第６０８条の規定により上場廃止申請が行
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われ上場廃止が決定した場合 

 
 

（上場に関する料金の取扱い）  

第１３３３条 規程第１３２３条の規定に基づく

新規上場申請に係るベンチャーファンド発行投

資法人及び上場ベンチャーファンドに係るベン

チャーファンド発行投資法人の上場審査料、予

備審査料、新規上場料、追加発行時の追加上場

料及び年間上場料その他の上場に関する料金

は、次の各号に定めるところによるものとする。

（新設） 
  

（１） 上場審査料等  

ａ 新規上場申請に係るベンチャーファンド

発行投資法人は上場審査料として１００万

円を新規上場申請日が属する月の翌月末ま

でに支払うものとする。ただし、次号の規

定に基づき予備申請を行ったベンチャーフ

ァンドについて、有価証券新規上場予備申

請書に記載した新規上場申請を行おうとす

る日から起算して３か月が経過する日まで

に新規上場申請を行う場合には、上場審査

料を支払うことを要しない。 

  

ｂ 第７０２条第３項及び第４項の規定は、

ベンチャーファンドの上場審査のための調

査に係る費用について準用する。 

  

（２） 予備審査料 

予備申請を行う者のうちベンチャーファン

ド発行投資法人は、予備審査料として１００

万円を予備申請の属する月の翌月末日までに

支払うものとする。 

  

（３） 新規上場料及び追加発行時の追加上場

料 

  

ａ １売買単位につき ３０円 
  

ｂ 前ａの規定にかかわらず、新規上場料は、

同ａの金額に５００万円を加算した金額と

する。 

  

ｃ 新規上場料は、当該ベンチャーファンド
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の上場日の属する月の翌月末日までに支払

うものとする。 

ｄ 追加発行時の追加上場料は、新たに発行

するベンチャーファンドの上場日の属する

月の翌月末日までに支払うものとする。 

  

（４） 年間上場料  

ａ 上場投資口口数のうち  

（ａ） １万単位以下の口数につき ３０

万円 

  

（ｂ） １万単位を超え４万単位以下の口

数につき ２，０００単位以下を増すご

とに ２万４千円 

 

（ｃ） ４万単位を超え１２万単位以下の

口数につき ４，０００単位以下を増す

ごとに ２万４千円 

 

（ｄ） １２万単位を超え２０万単位以下

の口数につき １万単位以下を増すごと

に ２万４千円 

 

（ｅ） ２０万単位を超え１００万単位以

下の口数につき １０万単位以下を増す

ごとに ２万４千円 

 

（ｆ） １００万単位を超え２００万単位

以下の口数につき ２０万単位以下を増

すごとに ２万４千円 

 

（ｇ） ２００万単位を超える口数につき

４０万単位以下を増すごとに ２万４千

円 

 

ｂ 年間上場料の計算は、前年の１２月末日

現在における上場投資口口数を基準とす

る。ただし、新規上場申請に係るベンチャ

ーファンド発行投資法人に係る年間上場料

の計算は、当該新規上場申請に係るベンチ

ャーファンド発行投資法人の投資証券の上

場日における上場投資口口数を基準とす

る。 

  

ｃ 第７０９条第１項の規定は、支払期日に
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ついて、同条第４項から第９項まで及び第

７０９条の３の規定は新規上場及び上場廃

止の際の年間上場料について、それぞれ準

用する。 

２ 第７１５条の規定は、前項の規定に基づく料

金の支払いについて準用する。 

  

 
 

（テクニカル上場時の引継ぎの取扱い）  

第１３３４条 規程第１３２４条に規定する施行

規則で定める規定とは、次の各号に掲げるもの

をいう。 

（新設） 
  

（１） 規程第１３１７条の規定において準用

する規程第５０２条から第５０４条まで及び

規程第５０６条 

 

（２） 第１３２９条第９項の規定において準

用する第６０１条第１０項第１号から第４号

まで 

 

  

第４章 カントリーファンド （新設） 

  

（カントリーファンド上場契約書）  

第１４０１条 規程第１４０３条第１項に規定す

る施行規則で定める当取引所所定の「カントリ

ーファンド上場契約書」は、別記第５－５号様

式によるものとする。 

（新設） 
  

 
 

（有価証券新規上場申請書の添付書類） 
 

第１４０２条 規程第１４０４条第１項に規定す

る施行規則で定める当取引所所定の「新規上場

申請に係る宣誓書」は、別記第５－６号様式に

よるものとする。 

（新設） 
  

２ 規程第１４０４条第２項に規定する施行規則

で定める書類は、次の各号に定める書類とする。

  

（１） 役員会において上場申請を決議したこ

とを証する書面 

  

（２） 規約又はこれに相当する書類 
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（３） 当取引所所定の「反社会的勢力との関

係がないことを示す確認書」 

  

（４） 幹事取引参加者が作成した当取引所所

定の推薦書 

  

（５） カントリーファンドのための有価証券

上場申請書及びその添付書類に記載された法

令に関する事項が、真実、かつ、正確である

ことについての法律専門家の法律意見書及び

当該法律意見書に掲げられた関係法令の関係

条文 

  

（６） カントリーファンドのための有価証券

新規上場申請書に記載された代表者が、当該

カントリーファンドの上場に関し、正当な権

限を有する者であることについて、役員会に

おいて決議したことを証する書面。ただし、

規約又はこれに相当する書類に正当な権限を

有する者についての定めがある場合は当該規

約等の写しで足りるものとする。 

  

（７） 次のａ及びｂに掲げる書類 
  

ａ 当取引所所定の「投資主数状況表」 

この場合における投資主とは、実質的に

投資口を所有している者をいう。 

  

ｂ 規程第１４２１条により準用する規程第

４２６条に規定するカントリーファンド発

行投資法人の代理人等を選定していること

又は当該代理人等から受諾する旨の内諾を

得ていることを証する書面 

  

（８） 当該外国金融商品取引所等における上

場申請に係るカントリーファンドの流通の状

況に関する書面 

この場合において、当該外国金融商品取引

所等における上場申請に係るカントリーファ

ンドの流通の状況に関する書面は、次のａ及

びｂに定めるところによるものとする。 

  

ａ 上場申請日前６か月間の売買の成立の状

況を記載するものとする。ただし、外国金
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融商品取引所等において上場又は継続的に

取引されることとされた日から上場申請日

までの期間が当該期間に満たない場合に

は、上場又は継続的に取引されることとさ

れた日から上場申請日までの期間の売買の

成立の状況を記載すれば足りるものとす

る。 

ｂ 前ａに規定する外国金融商品取引所等が

２以上ある場合には、当該上場申請に係る

カントリーファンドの当該外国金融商品取

引所等における各々の売買の成立の状況を

勘案し、その一を当取引所が指定する。 

 

（９） 新規上場申請に係るカントリーファン

ド発行投資法人が、その資産の運用、保管そ

の他の業務を委託する場合において、当該委

託を受ける者との間に締結した契約の契約書

の写し又は締結しようとする契約の内容を記

載した書面 

  

（１０） 新規上場申請に係るカントリーファ

ンド資産運用会社が、外国の法令に基づきカ

ントリーファンド発行投資法人の資産の運用

に係る業務に必要な免許、認可又は登録等を

受けている旨を証する書面の写し 

  

 
  

（新規上場申請に係る提出書類） 
 

第１４０３条 規程第１４０４条第３項に規定す

る施行規則で定める場合とは、次の各号に掲げ

る場合をいい、同項に規定する施行規則で定め

る書類とは、当該各号に定める書類をいう。 

（新設） 

（１） 新規上場申請日の直前営業期間の末日

の１年前の日以後上場することとなる日まで

に役員会又は投資主総会を開催した場合  

 

その議事録の写し 

この場合において、役員会又は投資主総会

の決議に係る事項が第１４０７条第２項に規

定する事項である場合には、カントリーファ
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ンドの新規上場を申請する者は、当該議事録

の写しに、同項の規定に基づき提出する書類

に準じて作成した書類を添付するものとす

る。 

（２） 新規上場申請日の直前営業期間の末日

の１年前の日以後上場することとなる日まで

に経営上重大な事実等の会社情報が生じた場

合（規程第１４１０条第２項第２号、第５号

（新規カントリーファンド上場申請者が決定

した場合を除く。）及び第７号に規定する場

合をいうものとする。） その報告書 

 

（３） 新規上場申請日の直前営業期間の末日

の１年前の日以後上場することとなる日まで

に内閣総理大臣等に有価証券の募集に関する

届出又は売出しに関する届出又は通知書の提

出を行った場合 

 

次のａからｅまでに掲げる書類の写し 各

１部 

 

ａ 有価証券届出書（既に提出されているも

のと同一内容の書類を除く。） 

 

ｂ 有価証券届出効力発生通知書 
 

ｃ 有価証券通知書（変更通知書を含む。）

及びその添付書類（既に提出されているも

のと同一内容の書類を除く。） 

 

ｄ 届出目論見書及び届出仮目論見書 
 

ｅ 払込完了を証明する書類 
 

（４） 新規上場申請日の直前営業期間の末日

の１年前の日以後上場することとなる日まで

に内閣総理大臣等に次のａからｅまでのいず

れかに掲げる書類を提出した場合 

 

その写し 各１部 

ただし、新規カントリーファンド上場申請

者が継続開示会社である場合には、ａからｅ

までに規定する書類について訂正が行われた

ときにその写しを提出すれば足りるものとす

る。 
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ａ 有価証券報告書（訂正有価証券報告書を

含む。）及びその添付書類（既に提出され

ているものと同一内容の書類を除く。） 

 

ｂ 半期報告書（訂正半期報告書を含む。） 
 

ｃ 臨時報告書（訂正臨時報告書を含む。） 
 

ｄ 公開買付届出書（訂正公開買付届出書を

含む。）、公開買付撤回届出書及び公開買

付報告書（訂正公開買付報告書を含む。） 

 

ｅ 大量保有報告書及び変更報告書並びにこ

れらの訂正報告書 

 

 
 

（新規上場申請に係る提出書類の公衆縦覧） 
 

第１４０４条 規程第１４０４条第６項に規定す

る施行規則で定める書類は、次の各号に掲げる

書類とする。 

（新設） 
 

（１） 規約又はこれに相当する書類 
 

（２） 前条第２号から第４号までに規定する

書類 

 

（３） 前条第１号に規定する書類（第１４０

７条第２項の規定により公衆の縦覧に供する

こととされている書類と同種の書類に限る。）

 

 
 

（上場審査の形式要件の取扱い） 
 

第１４０５条 規程第１４０５条各号の規定は、

次の各号のとおり取り扱うものとする。 

（新設） 
  

（１） 規程第１４０５条第２号ａに規定する

上場投資口口数とは、原則として払込済投資

口口数と同数であることを要するものとす

る。ただし、本国等の上場制度等において当

該上場申請に係る投資口の一部に上場が認め

られていない投資口がある場合には、当該上

場が認められていない投資口を除く払込済投

資口口数を上場申請に係る投資口口数とする

ことができるものとする。 

  

（２） 規程第１４０５条第２号ｄに規定する

本邦内における投資主とは、新規上場申請に
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係る投資口のうち１単位以上の投資口を実質

的に所有している本邦内に住所又は居所を有

する者をいう。 

（３） 規程第１４０５条第２号ⅰに規定する

上場申請に係るカントリーファンドの流通の

状況が円滑であるかどうかの認定は、次のａ

からｃまでに掲げる事項を勘案して行う。 

  

ａ 上場申請に係るカントリーファンドの外

国金融商品取引所等における売買単位以上

の投資口を所有する投資主数及び所有され

る投資口口数 

  

ｂ 上場申請に係るカントリーファンドの外

国金融商品取引所等における売買の成立状

況 

  

ｃ 上場申請に係るカントリーファンドの上

場申請後上場することとなる日までの期間

の外国における公募又は売出しの内容 

  

（４） 第２１２条第１項第６号ａ及びｃの規

定（外国証券業者に係る部分を除く。）は、

カントリーファンドの新規上場を申請する者

が新規上場申請日から上場日の前日までの期

間に行う新規上場申請に係るカントリーファ

ンドの公募又は売出しの取扱いについて準用

する。 

  

（５） 規程第１４０５条第２号ｂの規定につ

いては、次のａからｃまでのとおり取り扱う

ものとする。 

  

ａ 規程第１４０５条第２号ｂに規定する

「純資産総額」の算定において使用する額

は、直前営業期間の末日における貸借対照

表（比較情報を除く。）に計上した額（カ

ントリーファンドの発行者の設立後最初の

営業期間が終了していない場合には、当取

引所が適当と認める額）によるものとする。

  

ｂ 純資産総額とは、資産総額から負債総額

を控除した額とする。 
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ｃ 規程第１４０５条第２号ｂに規定する純

資産総額の本邦通貨への換算は、原則とし

て、新規上場申請日の直前営業期間の末日

以前３年間の東京外国為替市場における対

顧客直物電信売相場と対顧客直物電信買相

場との中値の平均又は新規上場申請日の直

前営業期間の末日における同中値により行

うものとする。 

  

（６） 規程第１４０５条第２号ｃの規定につ

いては、次のａからｃまでのとおり取り扱う

ものとする。 

  

ａ 規程第１４０５条第２号ｃに規定する「利

益の額」とは、損益計算書に基づいて算定さ

れる利益の額に相当する額をいう。 

  

ｂ 規程第１４０５条第２号ｃに規定する「剰

余金」とは、前号ｂに基づいて算定される純

資産総額から財務諸表等における資本金に相

当する額並びに資本準備金に相当する額及び

利益準備金に相当する額を減じて得た額をい

うものとする。 

  

ｃ 規程第１４０５条第２号ｃにおいて、利益

の額が、公認会計士又は監査法人の監査意見

により影響を受ける場合には、正当な理由に

基づく企業会計の基準の変更によるものと認

められている場合を除き、当該監査意見に基

づいて修正したのちの利益の額を審査対象と

する。 

  

 
  

（上場カントリーファンドに関する情報の開示

の取扱い） 

 

第１４０６条 規程第１４１０条第２項に規定す

る施行規則で定める基準とは、次の各号に掲げ

る事項の区分に従い、当該各号に定める基準を

いう。 

（新設） 
  

（１） 規程第１４１０条第２項第１号ｂに掲

げる事項 

 



 

456 

発行価額又は売出価額の総額が１億円未満

であると見込まれることをいうものとする。

ただし、上場カントリーファンドが追加発行

される投資口の引受権を投資主に割り当てる

場合を除く。 

 

（２） 規程第１４１０条第２項第１号ｇに掲

げる事項 

  

規約の変更理由が次のａからｃまでのいず

れかに該当すること。 

 

ａ 法令の改正等に伴う記載表現のみの変更 
  

ｂ 本店所在地の変更 
  

ｃ その他投資者の投資判断に及ぼす影響が

軽微なものとして当取引所が認める理由 

  

２ 第４０２条の２第１項の規定は、規程第１４

１０条第２項の規定に基づき開示すべき内容に

ついて準用する。 

  

 
 

（書類の提出等の取扱い） 
 

第１４０７条 規程第１４１１条第１項に規定す

る書類の提出等については、この条に定めると

ころによる。 

（新設） 
  

２ 上場カントリーファンドに係るカントリーフ

ァンド発行投資法人は、次の各号に掲げる場合

には、当該各号に定めるところに従い、当取引

所に書類の提出を行うものとする。ただし、規

程第１４１０条の規定に基づき行う情報の開示

により、当取引所に提出すべき書類に記載すべ

き内容が十分に開示されていると認められる場

合であって、当取引所が適当と認めるときは、

当該書類の提出を要しないものとする。この場

合において、上場カントリーファンドに係るカ

ントリーファンド発行投資法人は、第３号ｂ及

び第９号に規定する書類を当取引所が公衆の縦

覧に供することに同意するものとする。 

  

（１） 規程第１４１０条第２項第１号ａに掲

げる事項について決定を行った場合 
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次のａ及びｂに定めるところにより行うも

のとする。 

 

ａ 決定に係る通知書について、決定を行っ

た後直ちに 

 

ｂ 投資口の併合又は分割日程表について、

確定後直ちに 

 

（２） 規程第１４１０条第２項第１号ｂに掲

げる事項について決定を行った場合 

 

決定に係る通知書について、決定を行った

後直ちに（決定の内容を記載した有価証券上

場申請書の提出をもって当該通知書の提出に

代えることができる。） 

 

（３） 規程第１４１０条第２項第１号ｆに掲

げる事項について決定を行った場合 

  

次のａからｃまでに定めるところにより行

うものとする。 

 

ａ 決定に係る通知書について、決定を行っ

た後直ちに 

 

ｂ 合併契約書の写しについて、契約締結後

直ちに 

  

ｃ 合併日程表について、確定後直ちに 
  

（４） 投資口の種類の変更について決定を行

った場合 

  

次のａ及びｂに定めるところにより行うも

のとする。 

 

ａ 決定に係る通知書について、決定を行っ

た後直ちに 

  

ｂ 投資口の種類変更日程表及び変更内容説

明の通知書について、確定後直ちに 

  

（５） 施行令第２０条第３項第５号に規定する

安定操作取引の委託等をすることがある者の

選定について決定を行った場合 

  

次のａ及びｂに定めるところにより行うも

のとする。 

 

ａ 決定に係る通知書について、決定を行っ

た後直ちに 
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ｂ 氏名、住所及び発行者との関係を記載し

た「安定操作取引委託者通知書」について、

施行令第２２条第２項から第４項までの規

定により安定操作取引をすることができる

期間の初日の前日までに 

  

（６） 公募又は売出しに係る元引受契約を締

結する金融商品取引業者及び募集又は売出し

に係る発行価格又は売出価格について決定を

行った場合 

  

次のａ及びｂに定めるところにより行うも

のとする。 

 

ａ 決定に係る通知書について、決定を行っ

た後直ちに 

  

ｂ 次の（ａ）から（ｃ）までに掲げる場合

の区分に従い、当該（ａ）から（ｃ）まで

に定めるところにより行うものとする。 

 

（ａ） 法第５条第１項の届出書の提出を

要しない公募又は売出しの場合 

 

上場カントリーファンドに係るカント

リーファンド発行投資法人又は売出しに

係る有価証券の所有者と法第２１条第４

項に規定する元引受契約を締結する金融

商品取引業者の商号を記載した「元引受

契約を締結する金融商品取引業者通知

書」について、施行令第２２条第２項か

ら第４項までの規定により安定操作取引

をすることができる期間の初日の前日ま

で 

 

（ｂ） 発行価格若しくは売出価格が決定

された場合 

 

発行価格又は売出価格及び発行価額又

は売出価額の総額を記載した「発行価格

（売出価格）通知書」について、発行価

格又は売出価格の決定後直ちに 

 

（ｃ） 前（ｂ）の規定にかかわらず、発

行価格又は売出価格が一の取引所金融商
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品市場の一の日における最終価格に一定

率を乗ずる等確定値によらずに決定され

ている場合 

次のイ及びロに定めるところにより行

うものとする。 

 

イ 算式表示による発行価格又は売出価

格及び発行価額又は売出価額の総額の

見込額を記載した「算式表示による発

行価格（売出価格）通知書」について、

算式表示による発行価格又は売出価格

の決定後直ちに 

ロ 発行価格又は売出価格の確定値及び

発行価額又は売出価額の総額を記載し

た「発行価格（売出価格）の確定通知

書」について、発行価格又は売出価格

の確定値が得られた後直ちに 

 

（７） 前各号に掲げる事項以外の上場カント

リーファンドに関する権利等に係る重要な事

項について決定を行った場合 

 

決定に係る通知書について、決定を行った

後直ちに 

 

（８） 投資主に対して次のａ及びｂその他の

書類を発送する場合（投資口事務取扱機関等

に据え置く場合を含む。） 

 

次のａ及びｂに定めるところにより行うも

のとする。 

 

ａ 投資主総会招集通知書及びその添付書類

について、その発送日（投資口事務取扱機

関等に据え置く日を含む。）までに 

 

ｂ 投資主総会決議通知書（投資主総会決議

の内容が当取引所に提出する他の書類に記

載されている場合を除く。）について、そ

の発送日（投資口事務取扱機関等に据え置

く日を含む。）までに 

 

（９） 本国等の主務官庁等へ次のａ及びｂに

掲げる書類を提出した場合 
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次のａ及びｂに定めるところにより行うも

のとする。この場合において、上場カントリ

ーファンドに係るカントリーファンド発行投

資法人は、当該書類の訳文を付すことを要し

ないものとする。 

 

ａ 募集又は売出しに係る登録届出書の写し

（訂正届出書の写しを含む。）について、

提出後遅滞なく 

 

ｂ 年次報告書、半期報告書、四半期報告書

及び臨時報告書の写し（これらの訂正報告

書の写しを含む。）について、提出後遅滞

なく 

 

（１０） 上場カントリーファンドに係るカン

トリーファンド発行投資法人が発行者である

カントリーファンドの外国金融商品取引所等

における上場又は上場廃止 

 

外国金融商品取引所等における上場又は上

場廃止に関する報告書について、遅滞なく 

 

３ 規程第１４１０条第２項第２号ｆに規定する

内閣総理大臣等の承認を受けた場合には、当該

内閣総理大臣等の承認に係る通知書の写しにつ

いて、受理後遅滞なく提出するものとする。 

 

４ 上場カントリーファンドに係るカントリーフ

ァンド発行投資法人は、当該上場カントリーフ

ァンドの一口当たり純資産額を原則として毎週

１回、当取引所に通知するものとする。 

 

 
 

（有価証券報告書等の適正性に関する確認書の

取扱い） 

 

第１４０８条 規程第１４１２条に規定する書面

には、上場カントリーファンドに係るカントリ

ーファンド発行投資法人の代表者による署名を

要するものとする。 

（新設） 
  

２ 規程第１４１２条に規定する理由の記載に当

たっては、有価証券報告書又は半期報告書の作

成に関して上場カントリーファンドに係るカン
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トリーファンド発行投資法人の代表者が確認し

た内容を記載するものとする。 

 
 

（上場廃止基準の取扱い） 
 

第１４０９条 規程第１４１５条第１項第１号ａ

については、次の各号に掲げる日に同ａに該当

するものとして取り扱う。 

（新設） 
  

（１） 上場カントリーファンドに係るカント

リーファンド発行投資法人が、合併により解

散する場合のうち、他の上場カントリーファ

ンドに係るカントリーファンド発行投資法人

に吸収合併される場合は、吸収合併がその効

力を生ずる日の３日前（休業日を除外する。）

の日 

  

（２） 上場カントリーファンドに係るカント

リーファンド発行投資法人が、前号に規定す

る合併以外の合併により解散する場合は、当

該上場カントリーファンドに係るカントリー

ファンド発行投資法人から当該合併に関する

投資主総会決議についての書面による報告を

受けた日 

  

（３） 上場カントリーファンドに係るカント

リーファンド発行投資法人が、前２号に規定

する事由以外の事由により解散する場合は、

当該上場カントリーファンドに係るカントリ

ーファンド発行投資法人から当該解散の原因

となる事由が発生した旨の書面による報告を

受けた日 

  

２ 規程第１４１５条第１項第１号ｂに規定する

法律の規定に基づく破産手続若しくは再生手続

を必要とするに至った場合とは、上場カントリ

ーファンドに係るカントリーファンド発行投資

法人が、法律に規定する破産手続又は再生手続

の原因があることにより、破産手続又は再生手

続を必要と判断した場合をいう。 

  

３ 上場カントリーファンドに係るカントリーフ
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ァンド資産運用会社が規程第１４１５条第１項

第２号ａ又はｂに該当する場合において、上場

カントリーファンドに係るカントリーファンド

発行投資法人から同号ただし書に規定する業務

の引継ぎ又は書面の提出を行うことができない

旨の報告を書面で受けたときは、同号に該当す

るものとして取り扱う。 

４ 第６０１条第１０項の規定は、規程第１４１

５条第２項第３号に規定する施行規則で定める

場合について準用する。 

 

５ 当該上場カントリーファンドに係るカントリ

ーファンド発行投資法人から投資口の譲渡制限

に関する投資主総会決議についての書面による

報告を受けたときは、規程第１４１５条第２項

第５号に該当するものとして取り扱う。 

 

６ 規程第１４１５条第２項第８号に規定する

「流通の状況が著しく悪化した」かどうかの認

定については、次の各号に掲げる事項を勘案し

て行う。 

 

（１） 上場カントリーファンドの外国金融商

品取引所等における売買単位以上のカントリ

ーファンドを所有する者の数及び当該者によ

り所有されるカントリーファンドの数 

 

（２） 上場カントリーファンドの外国金融商

品取引所等における売買成立の状況 

 

（３） 上場カントリーファンドの外国におけ

る公募又は売出しの内容 

 

７ 第４３６条の４の規定は、規程第１４１５条

第２項第９号に規定する上場カントリーファン

ド発行者等が反社会的勢力の関与を受けている

ものとして施行規則で定める関係について準用

する。 

 

 
 

（上場廃止日の取扱い） 
 

第１４１０条 規程第１４１７条に規定する上場

廃止日は、原則として、次の各号に掲げる銘柄

（新設） 
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の区分に従い、当該各号に定めるところによる。

（１） 規程第１４１５条第１項第１号ａのう

ち、他の外国投資法人と合併し解散する場合

に該当する銘柄 

  

合併がその効力を生ずる日の３日前（休業

日を除外する。）の日 

 

（２） 規程第１４１５条第１項第１号ａ又は

ｂに該当することとなった銘柄（上場カント

リーファンドに係るカントリーファンド発行

投資法人が合併以外の事由により解散する場

合で、解散の効力の発生の日が、当取引所が

当該上場カントリーファンドの上場廃止を決

定した日の翌日から起算して１か月以内であ

るとき又は上場カントリーファンドに係るカ

ントリーファンド発行投資法人が破産手続開

始の決定を受けている場合に限る。） 

  

当取引所が当該銘柄の上場廃止を決定した

日の翌日から起算して１０日間（休業日を除

外する。解散の効力の発生の日が、当該期間

経過後である場合は、当該日まで）を経過し

た日 

  

（３） 規程第１４１５条第２項第１０号に該

当することとなった銘柄 

  

当取引所が当該銘柄の上場廃止を決定した

日の翌日から起算して１か月を経過した日ま

での範囲内で、その都度決定する日 

  

（４） 前３号のいずれにも該当しない銘柄 
  

当取引所が当該銘柄の上場廃止を決定した

日の翌日から起算して１か月を経過した日。

ただし、当取引所が速やかに上場廃止すべき

であると認めた場合は、この限りでない。 

  

 
 

（監理銘柄の指定の取扱い） 
 

第１４１１条 当取引所は、上場カントリーファ

ンドが次の各号のいずれかに該当する場合は、

当該上場カントリーファンドを規程第１４１８

（新設） 
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条に規定する監理銘柄に指定することができ

る。この場合において、第５号、第６号、第１

２号又は第１３号のいずれかに該当する場合は

監理銘柄（審査中）に指定し、それ以外の場合

は監理銘柄（確認中）に指定する。 

（１） 上場カントリーファンドに係るカント

リーファンド発行投資法人が第１４０９条第

１項第２号に規定する合併に関する役員会決

議を行った場合、又は上場カントリーファン

ドに係るカントリーファンド発行投資法人が

合併以外の事由により解散する場合のうち投

資主総会の決議により解散する場合において

当該解散に関する役員会決議を行ったとき若

しくは投資主総会の決議によらずに解散する

場合において規程第１４１５条第１項第１号

ａに該当するおそれがあると当取引所が認め

る場合 

  

（２） 上場カントリーファンドに係るカント

リーファンド発行投資法人が行った決議又は

決定の内容が規程第１４１５条第１項第１号

ｂに該当するおそれがあると当取引所が認め

る場合 

  

（３） 規程第１４１５条第１項第２号本文に

規定する場合に該当した場合 

 

（４） ２人以上の公認会計士又は監査法人に

よる監査証明府令第３条第１項の監査報告書

又は中間監査報告書を添付した有価証券報告

書又は半期報告書について、次のａ又はｂに

該当した場合 

  

ａ 法第２４条第１項又は第２４条の５第１

項に定める期間の最終日までに内閣総理大

臣等に提出できる見込みのない旨の開示

を、当該最終日までに行っているとき。 

  

ｂ 当該最終日までに内閣総理大臣等に提出

しなかったとき。 

  

（５） 上場カントリーファンドに係るカント
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リーファンド発行投資法人が、規程第１４１

５条第２項第２号ａ前段若しくは同号ｂ前段

に該当する場合又はこれらに該当すると認め

られる相当の事由があると当取引所が認める

場合。ただし、同号ａ後段又は同号ｂ後段に

該当しないことが明らかであるときは、この

限りでない。 

（６） 規程第１４１５条第２項第３号に該当

するおそれがあると当取引所が認める場合 

  

（７） 規程第１４１５条第２項第４号に規定

する規約の変更に関する役員会決議を行った

場合 

 

（８） 規程第１４１５条第２項第５号に該当

する投資口の譲渡制限に関する役員会決議を

行った場合 

 

（９） 規程第１４１５条第２項第６号に該当

するおそれがあると当取引所が認める場合 

 

（１０） 規程第１４１５条第２項第７号に該

当するおそれがあると当取引所が認める場合 

 

（１１） 規程第１４１５条第２項第８号に該

当するおそれがあると当取引所が認める場合 

 

（１２） 規程第１４１５条第２項第９号前段

に該当する場合。ただし、同号後段に該当し

ないことが明らかであるときは、この限りで

ない。 

 

（１３） 規程第１４１５条第２項第１０号に

該当するおそれがあると当取引所が認める場

合 

 

２ 当取引所は、規程第１４２１条において準用

する規程第６０８条の規定により上場廃止申請

が行われた上場カントリーファンドを、監理銘

柄へ指定することができる。この場合において

は、監理銘柄（確認中）に指定する。 

  

３ 前２項の場合における監理銘柄への指定期間

は、次の各号に掲げる場合の区分に従い、当該

各号に定める時から当取引所が当該上場カント
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リーファンドを上場廃止するかどうかを認定し

た日までとする。 

（１） 第１項第１号から第３号まで、第７号

及び第８号のいずれかに該当した場合 

  

当取引所が上場カントリーファンドに係る

カントリーファンド発行投資法人から書面に

よる報告を受けた日の翌日 

  

（２） 第１項第４号に該当した場合 
  

同号ａに該当した場合は、当該開示を行っ

た日の当取引所がその都度定める時とし、同

号ｂに該当した場合は、当該最終日の翌日 

  

（３） 第１項第５号、第６号及び第９号から

第１３号までのいずれかに該当した場合 

  

当取引所が必要と認めた日 
  

（４） 前項に規定する上場廃止申請が行われ

た場合 

  

上場廃止申請が行われた日 
  

４ 前項の場合において、当取引所が必要と認め

るときは、監理銘柄への指定期間の始期につい

ては、次の各号に掲げる場合の区分に従い、当

該各号に定める時とし、監理銘柄への指定期間

の終期については、同項各号において監理銘柄

への指定期間の最終日として規定する日の当取

引所がその都度定める時とすることができるも

のとする。 

  

（１） 前項第１号に掲げる場合 
  

当該書面による報告を受けた日の当取引所

がその都度定める時 

  

（２） 前項第２号から第４号までに掲げる場

合 

  

当取引所がその都度定める時 
  

 
 

（整理銘柄の指定の取扱い） 
 

第１４１２条 当取引所は、上場カントリーファ

ンドが次の各号のいずれかに該当する場合に

は、規程第１４１９条の規定に基づき、当取引

（新設） 
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所が当該カントリーファンドの上場廃止を決定

した日から上場廃止日の前日までの間、当該カ

ントリーファンドを整理銘柄に指定することが

できる。 

（１） 規程第１４１５条第１項各号又は第２

項各号のいずれかに該当する場合（第１４０

９条第１項第１号に該当する場合を除く。） 

  

（２） 規程第１４２１条において準用する規

程第６０８条の規定により上場廃止申請が行

われ上場廃止が決定した場合 

  

 
 

（上場に関する料金の取扱い） 
 

第１４１３条 規程第１４２０条の規定に基づく

新規上場申請に係るカントリーファンド発行投

資法人及び上場カントリーファンドに係るカン

トリーファンド発行投資法人の上場審査料、予

備審査料、新規上場料、追加発行時の追加上場

料及び年間上場料その他の上場に関する料金

は、次の各号に掲げる料金の区分に従い、当該

各号に定めるところによるものとする。 

（新設） 
  

（１） 上場審査料等 
  

ａ 新規上場申請に係るカントリーファンド

発行投資法人は、上場審査料として１００

万円を新規上場申請日が属する月の翌月末

日までに支払うものとする。ただし、次号

の規定に基づき予備申請を行ったカントリ

ーファンドについて、有価証券新規上場予

備申請書に記載した新規上場申請を行おう

とする日から起算して３か月が経過する日

までに新規上場申請を行う場合には、上場

審査料を支払うことを要しない。 

  

ｂ 第７０２条第３項及び第４項の規定は、

カントリーファンドの上場審査のための調

査に係る費用について準用する。 

  

（２） 予備審査料 
  

予備申請を行う者のうちカントリーファン
  



 

468 

ドの発行者である者は、予備審査料として１

００万円を、予備申請の日が属する月の翌月

末日までに支払うものとする。 

（３） 新規上場料 
  

ａ ２５０万円に次の定率料金を加算した額 
 

定率料金は、上場投資口口数のうち、本

邦内に住所又は居所を有する法人及び個人

の所有に係る投資口口数について１口につ

き７厘５毛を乗じて得た金額とする。 

  

ｂ 新規上場料は、当該カントリーファンド

の上場日の属する月の翌月末日までに支払

うものとする。 

  

ｃ カントリーファンドの１口当たりの発行

価格の本邦通貨への換算は、原則として、

上場日における東京外国為替市場の対顧客

直物電信売相場と対顧客直物電信買相場と

の中値により行うものとする。 

 

（４） 追加発行時の追加上場料 
  

ａ １口当たりの発行価格に追加上場する投

資口口数のうち本邦内における募集に伴い

上場する投資口口数を乗じて得た金額の万

分の１．５ 

  

ｂ 追加発行時の追加上場料は、新たに発行

するカントリーファンドの上場日の属する

月の翌月末日までに支払うものとする。 

  

ｃ 発行済投資口のうち上場に適さない投資

口として上場されていなかった投資口が上

場されることとなった場合の上場手数料に

ついては、前号ａに定める定率料金の算出

方法を準用するものとする。 

 

ｄ 合併に際して新たに発行する投資口に係

る上場手数料は、１口当たり資本組入額を

１口当たりの発行価格とみなして計算す

る。 

 

ｅ カントリーファンド発行投資法人の投資

口分配、投資主割当若しくは分配再投資等

 



 

469 

又は募集等により積み立てられた資本準備

金の資本組入れに伴い追加発行したカント

リーファンドの上場手数料は、当該カント

リーファンドの額面金額（当該カントリー

ファンドが無額面投資口の場合には１口当

たりの資本組入額）を１口当たりの発行価

格とみなして計算する。 

（５） 年間上場料 
  

ａ 上場投資口口数のうち 
  

（ａ） １，０００万口以下の投資口口数

につき 

  

７万５千円  

（ｂ） １，０００万口を超え４，０００

万口以下の投資口口数につき 

  

２００万口以下を増すごとに ６千円 
  

（ｃ） ４，０００万口を超え１億２，０

００万口以下の投資口口数につき 

  

４００万口以下を増すごとに ６千円 
  

（ｄ） １億２，０００万口を超え２億口

以下の投資口口数につき 

  

１，０００万口以下を増すごとに ６千円 
  

（ｅ） ２億口を超え１０億口以下の投資

口口数につき 

 

１億口以下を増すごとに ６千円 
 

（ｆ） １０億口を超え２０億口以下の投

資口口数につき 

 

２億口以下を増すごとに ６千円 
 

（ｇ） ２０億口を超える投資口口数につ

き 

 

４億口以下を増すごとに ６千円 
 

ｂ 年間上場料は、直前営業期間の末日現在に

おける上場投資口口数を用いて計算する。ただ

し、上場後最初に到来する営業期間の末日より

前に到来する支払期日に係る年間上場料の計

算については上場日における上場投資口口数

を基準とする。 
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ｃ 第７０９条第２項の規定は、支払期日につい

て、同条第４項から第９項まで及び第７０９条

の３の規定は、新規上場及び上場廃止の際の年

間上場料について、それぞれ準用する。 

 

２ 第７１５条の規定は、前項の規定に基づく料

金の支払いについて準用する。 

  

 
 

（準用規定の取扱い） 
 

第１４１４条 第４３３条の規定は、規程第１４

２１条において準用する規程第４２５条に規定

する施行規則で定める事務について、第４３４

条の規定は、規程第１４２１条において準用す

る規程第４２６条に規定する施行規則で定める

ところについて、第４３５条の規定は、規程第

１４２１条において準用する規程第４３０条第

１項に規定する施行規則で定める一定の期間又

は期日及び同項ただし書に規定する施行規則で

定める場合について、それぞれ準用する。 

（新設） 

  

  

付  則  

この改正規定は、平成２５年７月１６日から施

行する。 

 

  

別添８ 運用資産に係る書面の記載要領 （新設） 

運用資産に係る書面に記載する事項を次のとお

り定める。 

 

Ⅰ 運用資産の状況  

１．上場後５年以内の株券等  

銘柄名、上場日、取得日、取得価額、所有

する数量、記載日の前月末における時価及び

規程第１３１２条第３項第２号ｂに掲げる事

実が生じている場合にはその旨を記載するも

のとする。 

 

２．未公開株等及び未公開株等関連資産  

（１） 未公開株等及び未公開株等関連資産 
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に関する事項 

銘柄名、取得日、所有する数量、取得価

額、記載日の直前の営業期間の末日におけ

る貸借対照表計上額及び規程第１３１２条

第３項第２号ａ又はｃに掲げる事実が生じ

ている場合にはその旨を記載するものとす

る。 

 

（２） 未公開株等及び未公開株等関連資産

の発行者（以下「未公開企業」という。）

に関する事項 

 

ａ 記載日の前月末における未公開企業の

商号、設立年月日、本店所在地、代表者

の役職氏名、事業の内容、資本金及び発

行済株式総数を記載するものとする。 

 

ｂ 直前連結会計年度（当該直前連結会計

年度の末日以後提出日までの期間におい

て終了する中間連結会計期間（四半期決

算を行っている場合は四半期連結会計期

間、第１四半期又は第３四半期のうち提

出日の直前のものをいう。以下同じ。）

がある場合には、当該中間連結会計期間

を含む。）に係る売上高、経常利益、当

期利益、配当総額及び当該直前連結会計

年度の末日における総資産の額、総負債

の額及び株主資本（純資産）の額を前年

同期と比較して記載することとし、公認

会計士等による監査の有無について注記

するものとする。この場合において、未

公開企業が連結財務諸表を作成すべき会

社でない場合は、「連結会計年度」とあ

るのは「事業年度」と、「中間連結会計

期間」とあるのは「中間会計期間」と、

「四半期連結会計期間」とあるのは「四

半期会計期間」と、それぞれ読み替える

ものとする。 

 

３．直近の運用状況及び短期的な運用方針  
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前月の運用資産の譲渡又は取得の状況（第

１３０５条第４項第２号ａに規定する組入計

画を提出している場合における当該組入計画

の進捗状況及び市場の動向を含む。）及び短

期的な運用方針を、未公開株等、未公開株等

関連資産及び上場後５年以内の株券等のそれ

ぞれについて記載するものとする。 

 

Ⅱ １口当たり純資産額  

１口当たり純資産額については、次の（１）

から（７）までに掲げる事項を直前に開示した

数値とともに記載するものとする。なお、（６）

及び（７）に掲げるものについては、上場ベン

チャーファンドに係るベンチャーファンド発行

投資法人が未公開株等の評価に係る業務を委託

する未公開株等評価機関による算定数値（以下

「評価額」という。）であり、参考情報として

開示する旨を注記するものとする。 

 

（１） 未公開株等及び未公開株等関連資産

への投資額（貸借対照表計上額） 

 

（２） 上場後５年以内の株券等への投資額  

（３） その他の資産の合計  

（４） 上場投資口口数 

（５） １口当たり純資産額（（１）から（３）

までの合計を（４）で除した額） 

 

（６） 未公開株等及び未公開株等関連資産

への投資額（評価額） 

 

（７） １口当たり純資産額（（２）、（３）

及び（６）の合計を（４）で除した額） 

 

（注）Ⅰ及びⅡにおいて、「上場後５年以内の株

券等」とあるのは、当分の間、「上場後１０年以

内の株券等」とする。 

 

  

別記様式  

１ 第２編関係  

第１―１６号様式 内訳区分の変更申請に係る宣

誓書（内国会社） 

（新設） 



 

473 

 

内訳区分の変更申請に係る宣誓書 

 

平成  年  月  日  

 

株式会社東京証券取引所 

代表取締役社長     殿 

 

本店所在地 

会 社 名        印 

代表者の           

役職氏名         印 

 

               は、株式会社

東京証券取引所（以下「取引所」という。）への

内訳区分の変更申請に関し、次のとおり宣誓しま

す。 

 

１．内訳区分の変更申請及び当該変更に係る審査

において取引所に提出する書類に関し、必要と

なる内容を漏れなく記載してあり、かつ、記載

した内容はすべて真実であります。 

２．前項その他適用のある取引所の有価証券上場

規程その他の規則及びこれらの取扱いに関する

規定について、違反事実が判明した場合には、

それに関して取引所が行う一切の措置に異議を

申し立てません。 

  

第１―１７号様式 内訳区分の変更申請に係る宣

誓書（外国会社） 

 

内訳区分の変更申請に係る宣誓書 

 

平成  年  月  日  

 

株式会社東京証券取引所 

（新設） 
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代表取締役社長     殿 

 

本店所在地 

会 社 名        印 

代表者の           

役職署名         印 

 

               は、株式会社

東京証券取引所（以下「取引所」という。）への

内訳区分の変更申請に関し、次のとおり宣誓しま

す。 

 

１．内訳区分の変更申請及び当該変更に係る審査

において取引所に提出する書類に関し、必要と

なる内容を漏れなく記載してあり、かつ、記載

した内容はすべて真実であります。 

２．前項その他適用のある取引所の有価証券上場

規程その他の規則及びこれらの取扱いに関する

規定について、違反事実が判明した場合には、

それに関して取引所が行う一切の措置に異議を

申し立てません。 

  

３ 第４編関係  

第３―１３号様式 ＥＴＮ信託受益証券上場契約

書 

 

ＥＴＮ信託受益証券上場契約書 

 

平成  年  月  日 

 

株式会社東京証券取引所 

  代表取締役社長     殿 

 

本店所在地          

会 社 名          

代表者の 

第３―１３号様式 外国指標連動証券信託受益証

券上場契約書 

 

外国指標連動証券信託受益証券上場契約書 

 

平成  年  月  日 

 

株式会社東京証券取引所 

  代表取締役社長     殿 

 

本店所在地          

会 社 名          

代表者の 
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役職署名           

 

             （以下「会社」とい

う。）は、その発行するＥＴＮ信託受益証券を

上場するについて、株式会社東京証券取引所（以

下「取引所」という。）が定めた次の事項を承

諾します。 

 

１．取引所が現に制定している及び将来制定又は

改正することのある業務規程、有価証券上場規

程、その他の規則及びこれらの取扱いに関する

規定（以下「諸規則等」という。）のうち、会

社が上場申請し、上場されるＥＴＮ信託受益証

券（以下「上場ＥＴＮ信託受益証券」という。）

に適用のあるすべての規定を遵守すること。 

２．諸規則等に基づいて、取引所が行う上場ＥＴ

Ｎ信託受益証券に対する上場廃止、売買停止そ

の他の措置に従うこと。 

３．本契約から生じる又は上場ＥＴＮ信託受益証

券に関する会社と取引所との間の一切の訴訟に

ついては、東京地方裁判所のみをその管轄裁判

所とすること。 

役職署名           

 

             （以下「会社」とい

う。）は、その発行する外国指標連動証券信託

受益証券を上場するについて、株式会社東京証

券取引所（以下「取引所」という。）が定めた

次の事項を承諾します。 

 

１．取引所が現に制定している及び将来制定又は

改正することのある業務規程、有価証券上場規

程、その他の規則及びこれらの取扱いに関する

規定（以下「諸規則等」という。）のうち、会

社が上場申請し、上場される外国指標連動証券

信託受益証券（以下「上場外国指標連動証券信

託受益証券」という。）に適用のあるすべての

規定を遵守すること。 

２．諸規則等に基づいて、取引所が行う上場外国

指標連動証券信託受益証券に対する上場廃止、

売買停止その他の措置に従うこと。 

３．本契約から生じる又は上場外国指標連動証券

信託受益証券に関する会社と取引所との間の一

切の訴訟については、東京地方裁判所のみをそ

の管轄裁判所とすること。 

  

第３―１４号様式 新規上場申請に係る宣誓書

（ＥＴＮ信託受益証券） 

 

新規上場申請に係る宣誓書（ＥＴＮ信託受益証券）

 

 

平成  年  月  日  

 

 株式会社東京証券取引所 

  代表取締役社長     殿 

 

本店所在地          

第３―１４号様式 新規上場申請に係る宣誓書

（外国指標連動証券信託受益証券） 

 

新規上場申請に係る宣誓書（外国指標連動証券信

託受益証券） 

 

平成  年  月  日  

 

 株式会社東京証券取引所 

  代表取締役社長     殿 

 

本店所在地          
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会 社 名          

代表者の 

役職署名           

 

                 は、株式会

社東京証券取引所（以下「取引所」という。）へ

のＥＴＮ信託受益証券の新規上場申請に関し、次

のとおり宣誓します。 

 

１．新規上場申請において取引所に提出する書類

に関し、必要となる内容を漏れなく記載してあ

り、かつ、記載した内容はすべて真実でありま

す。 

２．前項その他適用のある取引所の有価証券上場

規程その他の規則及びこれらの取扱いに関する

規定について、違反事実が判明した場合には、

それに関して取引所が行う一切の措置に異議を

申し立てません。 

会 社 名          

代表者の 

役職署名           

 

                 は、株式会

社東京証券取引所（以下「取引所」という。）へ

の外国指標連動証券信託受益証券の新規上場申請

に関し、次のとおり宣誓します。 

 

１．新規上場申請において取引所に提出する書類

に関し、必要となる内容を漏れなく記載してあ

り、かつ、記載した内容はすべて真実でありま

す。 

２．前項その他適用のある取引所の有価証券上場

規程その他の規則及びこれらの取扱いに関する規

定について、違反事実が判明した場合には、それ

に関して取引所が行う一切の措置に異議を申し立

てません。 

  

５ 第６編関係 （新設） 

  

第５－１号様式 （略） 第４－１０号様式 （略） 

  

第５－２号様式 （略） 第４－１１号様式 （略） 

  

第５－３号様式 ベンチャーファンド上場契約書 

 

ベンチャーファンド上場契約書 

 

平成  年  月  日 

 

株式会社東京証券取引所 

  代表取締役社長     殿 

 

本店所在地          

投資法人名          

（新設） 
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代表者の 

役職氏名           

 

本店所在地          

資産運用会社名         

代表者の 

役職氏名           

 

 

              （投資法人名）

及び              （資産運用会

社名）は、              を上場

するについて、株式会社東京証券取引所（以下「取

引所」という。）が定めた次の事項を承諾します。

 

１．取引所が現に制定している及び将来制定又は

改正することのある業務規程、有価証券上場規

程、その他の規則及びこれらの取扱いに関する

規定（以下「諸規則等」という。）のうち、当

投資法人及び当社が上場申請し、上場されるベ

ンチャーファンド（以下「上場ベンチャーファ

ンド」という。）に適用のあるすべての規定を

遵守すること。 

２．諸規則等に基づいて、取引所が行う上場ベン

チャーファンドに対する上場廃止、売買停止そ

の他の措置に従うこと。 

  

第５―４号様式 新規上場申請に係る宣誓書（ベ

ンチャーファンド） 

 

新規上場申請に係る宣誓書（ベンチャーファンド）

 

平成  年  月  日  

 

 株式会社東京証券取引所 

  代表取締役社長     殿 

（新設） 
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本店所在地          

投資法人名          

代表者の 

役職氏名           

 

本店所在地          

資産運用会社名         

代表者の 

役職氏名           

 

 

               （投資法人名）

及び              （資産運用会

社名）は、株式会社東京証券取引所（以下「取引

所」という。）への              

の新規上場申請に関し、次のとおり宣誓します。 

 

１．新規上場申請及び上場審査において取引所に

提出する書類に関し、必要となる内容を漏れな

く記載してあり、かつ、記載した内容はすべて

真実であります。 

２．前項その他適用のある取引所の有価証券上場

規程その他の規則及びこれらの取扱いに関する

規定について、違反事実が判明した場合には、

それに関して取引所が行う一切の措置に異議を

申し立てません。 

  

第５－５号様式 カントリーファンド上場契約書 

 

カントリーファンド上場契約書 

 

平成  年  月  日 

 

株式会社東京証券取引所 

  代表取締役社長     殿 

（新設） 
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本店所在地          

外国投資法人名         

代表者の 

役職署名           

 

              （外国投資法人

名）は、その発行するカントリーファンドを上場

するについて、株式会社東京証券取引所（以下「取

引所」という。）が定めた次の事項を承諾します。

 

１．取引所が現に制定している及び将来制定又は

改正することのある業務規程、有価証券上場規

程、その他の規則及びこれらの取扱いに関する

規定（以下「諸規則等」という。）のうち、外

国投資法人が上場申請し、上場されるカントリ

ーファンド（以下「上場カントリーファンド」

という。）に適用のあるすべての規定を遵守す

ること。 

２．諸規則等に基づいて、取引所が行う上場カン

トリーファンドに対する上場廃止、売買停止そ

の他の措置に従うこと。 

３．本契約から生じる又は上場カントリーファン

ドに関する外国投資法人と取引所との間の一切

の訴訟については、東京地方裁判所のみをその

管轄裁判所とすること。 

  

第５―６号様式 新規上場申請に係る宣誓書（カ

ントリーファンド） 

 

新規上場申請に係る宣誓書（カントリーファンド）

 

平成  年  月  日  

 

 株式会社東京証券取引所 

  代表取締役社長     殿 

（新設） 
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本店所在地          

外国投資法人名         

代表者の 

役職署名           

 

               （外国投資法人

名）は、株式会社東京証券取引所（以下「取引所」

という。）へのカントリーファンドの新規上場申

請に関し、次のとおり宣誓します。 

 

１．新規上場申請及び上場審査において取引所に

提出する書類に関し、必要となる内容を漏れな

く記載してあり、かつ、記載した内容はすべて

真実であります。 

２．前項その他適用のある取引所の有価証券上場

規程その他の規則及びこれらの取扱いに関する

規定について、違反事実が判明した場合には、

それに関して取引所が行う一切の措置に異議を

申し立てません。 
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上場審査等に関するガイドラインの一部改正新旧対照表 

 

新 旧 

Ⅲの２ 株券等の新規上場審査〔スタンダード〕 （新設） 

  

（スタンダードへの新規上場申請に係る上場審

査） 

 

１．規程第２１６条の５第１項に定めるＪＡＳＤ

ＡＱへの新規上場申請が行われた株券等（内訳

区分としてスタンダードが選択された株券等に

限る。）に対する上場審査は、このⅢの２に定

めるところにより行う。この場合において、当

該新規上場申請者が外国会社であるときの上場

審査は、当該新規上場申請者の本国等における

法制度及び実務慣行等を勘案して行う。 

（新設） 

  

（企業の存続性）  

２．規程第２１６条の５第１項第１号に定める事

項についての上場審査は、次の（１）及び（２）

に掲げる観点その他の観点から検討することに

より行う。 

（新設） 

（１） 新規上場申請者の企業グループの損益

及び財政状態の見通しが今後の企業の存続に

支障を来す状況にないこと。この場合におい

て、次のａ又はｂに該当するときは、当該損

益及び財政状態の見通しが企業の存続に支障

を来す状況にないものとして取り扱うものと

する。 

 

ａ 新規上場申請者の企業グループの最近に

おける損益及び財政状態の水準を維持する

ことができる合理的な見込みのあるとき。 

 

ｂ 新規上場申請者の企業グループの損益又

は財政状態が悪化している場合又は良好で

ない場合において、当該企業グループの損
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益及び財政状態の水準の今後における回復

又は改善が客観的な事実に基づき見込まれ

るなど当該状況の改善が認められるとき。 

（２） 新規上場申請者の企業グループの経営

活動が、次のａからｄまでに掲げる事項その

他の事項から、安定かつ継続的に遂行するこ

とができる状況にあると認められること。 

 

ａ 新規上場申請者の企業グループの事業活

動が、仕入れ、生産、販売の状況、取引先

との取引実績並びに製商品・サービスの特

徴及び需要動向その他の事業の遂行に関す

る状況に照らして、安定かつ継続的に遂行

することができる状況にあること。 

 

ｂ 新規上場申請者の企業グループの設備投

資及び事業投資等の投資活動が、投資状況

の推移及び今後の見通し等の状況に照らし

て、経営活動の継続性に支障を来す状況に

ないこと。 

 

ｃ 新規上場申請者の企業グループの資金調

達等の財務活動が、財務状況の推移及び今

後の見通し等に照らして、経営活動の継続

性に支障を来す状況にないこと。 

 

ｄ 新規上場申請者の企業グループの主要な

事業活動の前提となる事項について、その

継続に支障を来す要因が発生している状況

が見られないこと。 

 

  

（健全な企業統治及び有効な内部管理体制の確

立） 

 

３．規程第２１６条の５第１項第２号に定める事

項についての上場審査は、次の（１）から（６）

までに掲げる観点その他の観点から検討するこ

とにより行う。 

（新設） 

（１） 新規上場申請者の企業グループの役員

の適正な職務の執行を確保するための体制

が、次のａ及びｂに掲げる事項その他の事項
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から、相応に整備され、適切に運用されてい

る状況にあると認められること。 

ａ 新規上場申請者の企業グループの役員の

職務の執行に対する有効な牽制及び監査が

実施できる機関設計及び役員構成であるこ

と。この場合における上場審査は、規程第

４３６条の２から第４３９条までの規定に

定める事項の遵守状況を勘案して行うもの

とする。 

 

ｂ 新規上場申請者の企業グループにおい

て、効率的な経営の為に役員の職務の執行

に対する牽制及び監査が実施され、有効に

機能していること。 

 

（２） 新規上場申請者の役員の相互の親族関

係、その構成、勤務実態又は他の会社等の役

職員等との兼職の状況が、当該新規上場申請

者の役員としての公正、忠実かつ十分な職務

の執行又は有効な監査の実施を損なう状況で

ないと認められること。この場合において、

新規上場申請者の取締役、会計参与又は執行

役その他これらに準ずるものの配偶者並びに

二親等内の血族及び姻族が監査役、監査委員

その他これらに準ずるものに就任していると

きは、有効な監査の実施を損なう状況にある

とみなすものとする。 

 

（３） 新規上場申請者の企業グループがその

実態に即した会計処理基準を採用し、かつ、

必要な会計組織が、適切に整備、運用されて

いる状況にあると認められること。 

 

（４） 新規上場申請者の企業グループにおい

て、その経営活動その他の事項に関する法令

等を遵守するための有効な体制が、適切に整

備、運用されている状況にあると認められる

こと。 

 

（５） 新規上場申請者及びその企業グループ

が経営活動を有効に行うため、その内部管理
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体制が、次のａ及びｂに掲げる事項その他の

事項から、相応に整備され、適切に運用され

ている状況にあると認められること。 

ａ 新規上場申請者の企業グループの経営活

動の効率性及び内部牽制機能を確保するに

当たって必要な経営管理組織が、相応に整

備され、適切に運用されている状況にある

こと。 

 

ｂ 新規上場申請者の企業グループの内部監

査体制が、相応に整備され、適切に運用さ

れている状況にあること。 

 

（６） 新規上場申請者の企業グループの経営

活動の安定かつ継続的な遂行及び内部管理体

制の維持のために必要な人員が確保されてい

る状況にあると認められること。 

 

  

（企業行動の信頼性）  

４．規程第２１６条の５第１項第３号に定める事

項についての上場審査は、次の（１）から（７）

までに掲げる観点その他の観点から検討するこ

とにより行う。 

（新設） 

（１） 新規上場申請者の企業グループが、次

のａ及びｂに掲げる事項その他の事項から、

その関連当事者その他特定の者との間で、原

則として、取引行為その他の経営活動を通じ

て不当に利益を供与又は享受していないと認

められること。 

 

ａ 新規上場申請者の企業グループとその関

連当事者その他特定の者との間に取引が発

生している場合において、当該取引が取引

を継続する合理性及び取引価格を含めた取

引条件の妥当性を有すること。 

 

ｂ 新規上場申請者の企業グループの関連当

事者その他特定の者が自己の利益を優先す

ることにより、新規上場申請者の企業グル

ープの利益が不当に損なわれる状況にない
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こと。 

（２） 新規上場申請者が親会社等を有してい

る場合（上場後最初に終了する事業年度の末

日までに親会社等を有しないこととなる見込

みがある場合を除く。）には、次のａからｃ

までに掲げる事項その他の事項から、新規上

場申請者の企業グループの経営活動が当該親

会社等からの独立性を有する状況にあると認

められること。 

 

ａ 新規上場申請者の企業グループの事業内

容と親会社等の企業グループの事業内容の

関連性、親会社等の企業グループからの事

業調整の状況及びその可能性その他の事項

を踏まえ、事実上、当該親会社等の一事業

部門と認められる状況にないこと。 

 

ｂ 新規上場申請者の企業グループ又は親会

社等の企業グループが、原則として通常の

取引の条件と著しく異なる条件での取引

等、親会社等又は新規上場申請者の企業グ

ループの不利益となる取引行為を強制又は

誘引していないこと。 

 

ｃ 新規上場申請者の企業グループの出向者

の受入れ状況が、親会社等に過度に依存し

ておらず、継続的な経営活動を阻害するも

のでないと認められること。 

 

（３） 新規上場申請者の企業グループの経営

陣が金融商品市場に上場する責任及び意義に

関する識見を有していること。 

 

（４） 次のａからｃまでに該当しないこと。  

ａ 新規上場申請日以降、同日の直前事業年

度の末日から３年以内に、合併（新規上場

申請者とその子会社又は新規上場申請者の

子会社間の合併及び規程第２０８条第１号

又は第２号に該当する合併を除く。）、会

社分割（新規上場申請者とその子会社又は

新規上場申請者の子会社間の会社分割を除
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く。）、子会社化若しくは非子会社化又は

事業の譲受け若しくは譲渡（新規上場申請

者とその子会社又は新規上場申請者の子会

社間の事業の譲受け又は譲渡を除く。）を

行う予定のある場合（合併、会社分割並び

に事業の譲受け及び譲渡については、新規

上場申請者の子会社が行う予定のある場合

を含む。）であって、新規上場申請者が当

該行為により実質的な存続会社でなくなる

と当取引所が認めたとき。ただし、当該合

併（合併を行った場合に限る。）が実体を

有しない会社を存続会社とする合併である

と認められる場合及び当該会社分割が上場

会社から事業を承継する人的分割（承継す

る事業が新規上場申請者の主要な事業とな

るものに限る。）であると認められる場合

は、この限りでない。 

ｂ 新規上場申請者が解散会社となる合併、

他の会社の完全子会社となる株式交換又は

株式移転を新規上場申請日の直前事業年度

の末日から３年以内に行う予定のある場合

（上場日以前に行う予定のある場合を除

く。） 

 

ｃ 新規上場申請者の大株主、経営者、従業

員その他特定者が行う株式の全部取得その

他の方法による上場廃止を上場申請日の直

前事業年度の末日から３年以内に行う予定

のある場合 

 

（５） 新規上場申請者が買収防衛策を導入し

ている場合には、規程第４４０条各号に掲げ

る事項を遵守していること。 

 

（６） 新規上場申請者の企業グループが反社

会的勢力による経営活動への関与を防止する

ための社内体制を整備し、当該関与の防止に

努めていること及びその実態が公益又は投資

者保護の観点から適当と認められること。 

 



 

487 

（７） 新規上場申請者の企業グループにおい

て、最近において重大な法令違反又は公益に

反する行為を犯しておらず、今後においても

重大な法令違反又は公益に反することとなる

おそれのある行為を行っていない状況にある

と認められること。 

 

  

（企業内容、リスク情報等の開示の適正性）  

５．規程第２１６条の５第１項第４号に定める事

項についての上場審査は、次の（１）から（６）

までに掲げる観点その他の観点から検討するこ

とにより行う。 

（新設） 

（１） 新規上場申請者の企業グループが、経

営に重大な影響を与える事実等の会社情報を

適正に管理し、投資者に対して適時、適切に

開示することができる状況にあると認められ

ること。また、内部者取引の未然防止に向け

た体制が、適切に整備、運用されている状況

にあると認められること。 

 

（２） 新規上場申請書類のうち企業内容の開

示に係るものについて、法令等に準じて作成

されており、かつ、次のａからｃまでに掲げ

る事項その他の事項が、新規上場申請者及び

その企業グループの業種・業態の状況を踏ま

えて、適切に記載されていると認められるこ

と。 

 

ａ 新規上場申請者及びその企業グループの

財政状態・経営成績・資金収支の状況に係

る分析及び説明、関係会社の状況、研究開

発活動の状況、大株主の状況、役員・従業

員の状況、配当政策、公募増資の資金使途

等の投資者の投資判断上有用な事項 

 

ｂ 新規上場申請者の事業年数の短さ、累積

欠損又は事業損失の発生の状況、特定の役

員への経営の依存、他社との事業の競合状

況、市場や技術の不確実性、特定の者から
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の事業運営上の支援の状況等の投資者の投

資判断に際して新規上場申請者のリスク要

因として考慮されるべき事項 

ｃ 新規上場申請者の企業グループの主要な

事業活動の前提となる事項に係る次の（ａ）

から（ｄ）までに掲げる事項 

 

（ａ） 新規上場申請者の企業グループの

主要な事業活動の前提となる事項の内容 

 

（ｂ） 許認可等の有効期間その他の期限

が法令又は契約等により定められている

場合には、当該期限 

 

（ｃ） 許認可等の取消し、解約その他の

事由が法令又は契約等により定められて

いる場合には、当該事由 

 

（ｄ） 新規上場申請者の企業グループの

主要な事業活動の前提となる事項につい

て、その継続に支障を来す要因が発生し

ていない旨及び当該要因が発生した場合

に事業活動に重大な影響を及ぼす旨 

 

（３） 新規上場申請者の企業グループが、そ

の関連当事者その他の特定の者との間の取引

行為又は株式の所有割合の調整等により、新

規上場申請者の企業グループの実態の開示を

歪めていないこと。 

 

（４） 新規上場申請者が当該新規上場申請者

の議決権（株主総会において決議をすること

ができる事項の全部につき議決権を行使する

ことができない株式についての議決権を除

き、会社法第８７９条第３項の規定により議

決権を有するものとみなされる株式について

の議決権を含む。）の過半数を実質的に所有

している会社（以下「過半数所有会社」とい

う。）を有している場合（上場後最初に終了

する事業年度の末日までに過半数所有会社を

有しないこととなる見込みがある場合を除

く。）には、当該過半数所有会社の開示が有

 



 

489 

効であるものとして、次のａ又はｂのいずれ

かに該当すること。ただし、新規上場申請者

と当該過半数所有会社との事業上の関連が希

薄であり、かつ、当該過半数所有会社による

新規上場申請者の株式の所有が投資育成を目

的としたものであり、新規上場申請者の事業

活動を実質的に支配することを目的とするも

のでないことが明らかな場合は、この限りで

ない。 

ａ 新規上場申請者の過半数所有会社（過半

数所有会社に該当する会社が複数ある場合

には、新規上場申請者に与える影響が最も

大きいと認められる会社をいうものとし、

その影響が同等であると認められるとき

は、いずれか一つの会社をいう。以下この

ａ及びｂにおいて同じ。）が発行する株券

等が国内の金融商品取引所に上場されてい

ること（当該過半数所有会社が発行する株

券等が外国金融商品取引所等において上場

又は継続的に取引されており、かつ、当該

過半数所有会社又は当該外国金融商品取引

所等が所在する国における企業内容の開示

の状況が著しく投資者保護に欠けると認め

られない場合を含む。）。 

 

ｂ 新規上場申請者が、その経営に重大な影

響を与える過半数所有会社（前ａに適合す

る過半数所有会社を除く。）に関する事実

等の会社情報を適切に把握することができ

る状況にあり、新規上場申請者が、当該会

社情報のうち新規上場申請者の経営に重大

な影響を与えるものを投資者に対して適切

に開示することに当該過半数所有会社が同

意することについて書面により確約するこ

と。 

 

（５） 新規上場申請者が外国会社である場合

には、新規上場申請者が採用する会計制度が
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投資者保護の観点から適当と認められるこ

と。 

（６） 新規上場申請が外国会社である場合で、

当該新規上場申請に係る株券等が外国金融商

品取引所等において上場又は継続的に取引さ

れておらず、かつ、当取引所のみに新規上場

申請が行われる場合には、「新規上場申請の

ための有価証券報告書（Ⅰの部）」に、次の

ａ及びｂに掲げる事項が記載されているこ

と。 

 

ａ 新規上場申請日の直前事業年度の末日か

ら起算して１年前から上場日の前日までの

期間における次の（ａ）及び（ｂ）に掲げ

る事項 

 

（ａ） 株主割当て以外の方法による新株

発行又は新株予約権若しくは新株予約権

付社債の発行の状況 

 

（ｂ） 特別利害関係者等（開示府令第２

条第１項第３１号イ及びロに規定する者

をいう。）が所有する株式等の変動の状

況 

 

ｂ 株式、新株予約権又は新株予約権付社債

の所有者が、新規上場申請者又は新規上場

申請者が元引受契約を締結する金融商品取

引業者との間において、上場後の一定期間

における当該有価証券の保有に関する取決

めを行っている場合には、その内容 

 

  

（公益又は投資者保護の観点）  

６．規程第２１６条の５第１項第５号に定める事

項についての上場審査は、次の（１）から（４）

までに掲げる観点その他の観点から検討するこ

とにより行う。 

（新設） 

（１） 株主又は外国株預託証券等の所有者の

権利内容及びその行使が不当に制限されてい

ないこと。 
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（２） 新規上場申請者の企業グループが、経

営活動や業績に重大な影響を与える係争又は

紛争等を抱えていないこと。 

 

（３） 新規上場申請に係る内国株券等が、無

議決権株式又は議決権の少ない株式である場

合は、次のａからｆまでのいずれにも適合す

ること。 

 

ａ 極めて小さい出資割合で会社を支配する

状況が生じた場合に無議決権株式又は議決

権の少ない株式のスキームが解消できる見

込みのあること 

 

ｂ 異なる種類の株主の間で利害が対立する

状況が生じた場合に当該新規上場申請に係

る内国株券等の株主が不当に害されないた

めの保護の方策をとることができる状況に

あると認められること。 

 

ｃ 当該新規上場申請に係る内国株券等の発

行者が次の（ａ）から（ｃ）までに掲げる

者との取引（同（ａ）から（ｃ）までに掲

げる者が第三者のために当該発行者との間

で行う取引及び当該発行者と第三者との間

の取引で同（ａ）から（ｃ）までに掲げる

者が当該取引に関して当該発行者に重要な

影響を及ぼしているものを含む。）を行う

際に、少数株主の保護の方策をとることが

できる見込みがあると認められること。 

 

（ａ） 親会社  

（ｂ） 支配株主（親会社を除く。）及び

その近親者 

 

（ｃ） 前（ｂ）に掲げる者が議決権の過

半数を自己の計算において所有している

会社等及び当該会社等の子会社 

 

ｄ 当該新規上場申請に係る内国株券等が議

決権の少ない株式である場合には、議決権

の多い株式について、その譲渡等が行われ

るときに議決権の少ない株式に転換される
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旨が定められていること。 

ｅ 当該新規上場申請に係る内国株券等が剰

余金配当に関して優先的内容を有している

場合には、原則として、上場申請日の直前

事業年度の末日後２年間の予想利益及び上

場申請日の直前事業年度の末日における分

配可能額が良好であると認められ、当該内

国株券等の発行者が当該内国株券等に係る

剰余金配当を行うに足りる利益を計上する

見込みがあること。 

 

ｆ その他株主及び投資者の利益を侵害する

おそれが大きいと認められる状況にないこ

と。 

 

（４） その他公益又は投資者保護の観点から

適当と認められること。 

 

  

（上場会社の人的分割により設立される会社に

対する上場審査） 

 

７．新規上場申請者が上場会社の人的分割により

設立される会社であって、当該会社分割前に新

規上場申請が行われた場合の上場審査は、２．

から前６．までの規定にかかわらず、会社分割

により承継する事業及び会社分割の計画等につ

いて、２．から前６．までに定めるところによ

り行う。 

（新設） 

  

Ⅲの３ 株券等の新規上場審査〔グロース〕 （新設） 

  

（グロースへの新規上場申請に係る上場審査）  

１．規程第２１６条の８第１項に定めるＪＡＳＤ

ＡＱへの新規上場申請が行われた株券等（内訳

区分としてグロースが選択された株券等に限

る。）に対する上場審査は、このⅢの３に定め

るところにより行う。この場合において、当該

新規上場申請者が外国会社であるときの上場審

査は、当該新規上場申請者の本国等における法

（新設） 
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制度及び実務慣行等を勘案して行う。 

  

（企業の成長可能性）  

２．規程第２１６条の８第１項第１号に定める事

項についての上場審査は、次の（１）から（４）

までに掲げる観点その他の観点から検討するこ

とにより行う。 

（新設） 

（１） 新規上場申請者の企業グループの損益

又は財政状態の見通しが向上する見込みであ

ること。この場合において、次のａ又はｂに

該当するときは、当該損益及び財政状態の見

通しが向上する見込みがあるものとして取り

扱うものとする。 

 

ａ 経営計画において、申請事業年度以降、

持続的成長を達成することができる合理的

な見込みがあるとき。 

 

ｂ 将来において持続的成長が見込まれる先

行投資型企業の場合にあっては、経営計画

において、申請事業年度から起算して５年

以内に当期純利益が計上できる見込みがあ

るとき。 

 

（２） 経営計画の基礎となっている競争優位

性及び事業環境について、合理的な根拠を有

すること。 

 

（３） 経営計画の実現に向けた社内の人員体

制及び設備の構築について、現状及び計画の

根拠に疑義を抱かせるものでないこと。 

 

（４） 新規上場申請者の企業グループの主要

な事業活動の前提となる事項について、その

継続に支障を来す要因が発生している状況が

見られないこと。 

 

  

（成長の段階に応じた健全な企業統治及び有効

な内部管理体制の確立） 

 

３．規程第２１６条の８第１項第２号に定める事

項についての上場審査は、次の（１）から（６）

（新設） 
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までに掲げる観点その他の観点から検討するこ

とにより行う。 

（１） 新規上場申請者の企業グループの役員

の適正な職務の執行を確保するための体制

が、次のａ及びｂに掲げる事項その他の事項

から、相応に整備され、適切に運用されてい

る状況にあると認められること。 

 

ａ 新規上場申請者の企業グループの役員の

職務の執行に対する有効な牽制及び監査が

実施できる機関設計及び役員構成であるこ

と。この場合における上場審査は、規程第

４３６条の２から第４３９条までの規定に

定める事項の遵守状況を勘案して行うもの

とする。 

 

ｂ 新規上場申請者の企業グループにおい

て、効率的な経営の為に役員の職務の執行

に対する牽制及び監査が実施され、有効に

機能していること。 

 

（２） 新規上場申請者の役員の相互の親族関

係、その構成、勤務実態又は他の会社等の役

職員等との兼職の状況が、当該新規上場申請

者の役員としての公正、忠実かつ十分な職務

の執行又は有効な監査の実施を損なう状況で

ないと認められること。この場合において、

新規上場申請者の取締役、会計参与又は執行

役その他これらに準ずるものの配偶者並びに

二親等内の血族及び姻族が監査役、監査委員

その他これらに準ずるものに就任していると

きは、有効な監査の実施を損なう状況にある

とみなすものとする。 

 

（３） 新規上場申請者の企業グループがその

実態に即した会計処理基準を採用し、かつ、

必要な会計組織が、適切に整備、運用されて

いる状況にあると認められること。 

 

（４） 新規上場申請者の企業グループにおい

て、その経営活動その他の事項に関する法令
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等を遵守するための有効な体制が、適切に整

備、運用されている状況にあると認められる

こと。 

（５） 新規上場申請者及びその企業グループ

が経営活動を有効に行うため、その内部管理

体制が、次のａ及びｂに掲げる事項その他の

事項から、相応に整備され、適切に運用され

ている状況にあると認められること。 

 

ａ 新規上場申請者の企業グループの経営活

動の効率性及び内部牽制機能を確保するに

当たって必要な経営管理組織が、相応に整

備され、適切に運用されている状況にある

こと。 

 

ｂ 新規上場申請者の企業グループの内部監

査体制が、相応に整備され、適切に運用さ

れている状況にあること。 

 

（６） 新規上場申請者の企業グループの経営

活動の安定かつ継続的な遂行及び内部管理体

制の維持のために必要な人員が確保されてい

る状況にあると認められること。 

 

  

（企業行動の信頼性）  

４．規程第２１６条の８第１項第３号に定める事

項についての上場審査は、次の（１）から（７）

までに掲げる観点その他の観点から検討するこ

とにより行う。 

（新設） 

（１） 新規上場申請者の企業グループが、次

のａ及びｂに掲げる事項その他の事項から、

その関連当事者その他特定の者との間で、原

則として、取引行為その他の経営活動を通じ

て不当に利益を供与又は享受していないと認

められること。 

 

ａ 新規上場申請者の企業グループとその関

連当事者その他特定の者との間に取引が発

生している場合において、当該取引が取引

を継続する合理性を有し、また、取引価格
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を含めた取引条件が新規上場申請者の企業

グループに明らかに不利な条件でないこ

と。 

ｂ 新規上場申請者の企業グループの関連当

事者その他特定の者が自己の利益を優先す

ることにより、新規上場申請者の企業グル

ープの利益が不当に損なわれる状況にない

こと。 

 

（２） 新規上場申請者が親会社等を有してい

る場合（上場後最初に終了する事業年度の末

日までに親会社等を有しないこととなる見込

みがある場合を除く。）には、次のａからｃ

までに掲げる事項その他の事項から、新規上

場申請者の企業グループの経営活動が当該親

会社等からの独立性を有する状況にあると認

められること。 

 

ａ 新規上場申請者の企業グループの事業内

容と親会社等の企業グループの事業内容の

関連性、親会社等の企業グループからの事

業調整の状況及びその可能性その他の事項

を踏まえ、事実上、当該親会社等の一事業

部門と認められる状況にないこと。 

 

ｂ 新規上場申請者の企業グループ又は親会

社等の企業グループが、原則として通常の

取引の条件と著しく異なる条件での取引

等、親会社等又は新規上場申請者の企業グ

ループの不利益となる取引行為を強制又は

誘引していないこと。 

 

ｃ 新規上場申請者の企業グループの出向者

の受入れ状況が、親会社等に過度に依存し

ておらず、継続的な経営活動を阻害するも

のでないと認められること。 

 

（３） 新規上場申請者の企業グループの経営

陣が金融商品市場に上場する責任及び意義に

関する識見を有していること。 

 

（４） 次のａからｃまでに該当しないこと。  
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ａ 新規上場申請日以降、同日の直前事業年

度の末日から３年以内に、合併（新規上場

申請者とその子会社又は新規上場申請者の

子会社間の合併及び規程第２０８条第１号

又は第２号に該当する合併を除く。）、会

社分割（新規上場申請者とその子会社又は

新規上場申請者の子会社間の会社分割を除

く。）、子会社化若しくは非子会社化又は

事業の譲受け若しくは譲渡（新規上場申請

者とその子会社又は新規上場申請者の子会

社間の事業の譲受け又は譲渡を除く。）を

行う予定のある場合（合併、会社分割並び

に事業の譲受け及び譲渡については、新規

上場申請者の子会社が行う予定のある場合

を含む。）であって、新規上場申請者が当

該行為により実質的な存続会社でなくなる

と当取引所が認めたとき。ただし、当該合

併（合併を行った場合に限る。）が実体を

有しない会社を存続会社とする合併である

と認められる場合及び当該会社分割が上場

会社から事業を承継する人的分割（承継す

る事業が新規上場申請者の主要な事業とな

るものに限る。）であると認められる場合

は、この限りでない。 

 

ｂ 新規上場申請者が解散会社となる合併、

他の会社の完全子会社となる株式交換又は

株式移転を新規上場申請日の直前事業年度

の末日から３年以内に行う予定のある場合

（上場日以前に行う予定のある場合を除

く。） 

 

ｃ 新規上場申請者の大株主、経営者、従業

員その他特定者が行う株式の全部取得その

他の方法による上場廃止を上場申請日の直

前事業年度の末日から３年以内に行う予定

のある場合 

 

（５） 新規上場申請者が買収防衛策を導入し  
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ている場合には、規程第４４０条各号に掲げ

る事項を遵守していること。 

（６） 新規上場申請者の企業グループが反社

会的勢力による経営活動への関与を防止する

ための社内体制を整備し、当該関与の防止に

努めていること及びその実態が公益又は投資

者保護の観点から適当と認められること。 

 

（７） 新規上場申請者の企業グループにおい

て、最近において重大な法令違反又は公益に

反する行為を犯しておらず、今後においても

重大な法令違反又は公益に反することとなる

おそれのある行為を行っていない状況にある

と認められること 

 

  

（企業内容、リスク情報等の開示の適正性）  

５．規程第２１６条の８第１項第４号に定める事

項についての上場審査は、次の（１）から（７）

までに掲げる観点その他の観点から検討するこ

とにより行う。 

（新設） 

（１） 新規上場申請者の企業グループが、経

営に重大な影響を与える事実等の会社情報を

適正に管理し、投資者に対して適時、適切に

開示することができる状況にあると認められ

ること。また、内部者取引の未然防止に向け

た体制が、適切に整備、運用されている状況

にあると認められること。 

 

（２） 新規上場申請書類のうち企業内容の開

示に係るものについて、法令等に準じて作成

されており、かつ、次のａからｃまでに掲げ

る事項その他の事項が、新規上場申請者及び

その企業グループの業種・業態の状況を踏ま

えて、適切に記載されていると認められるこ

と。 

 

ａ 新規上場申請者及びその企業グループの

成長可能性のある技術又はビジネスモデル

の特徴、事業環境、本格的な事業展開まで
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の行程及び進捗状況、財政状態・経営成績・

資金収支の状況に係る分析及び説明、関係

会社の状況、研究開発活動の状況、大株主

の状況、役員・従業員の状況、配当政策、

公募増資の資金使途等の投資者の投資判断

上有用な事項 

ｂ 新規上場申請者の事業年数の短さ、累積

欠損又は事業損失の発生の状況、特定の役

員への経営の依存、他社との事業の競合状

況、市場や技術の不確実性、特定の者から

の事業運営上の支援の状況等の投資者の投

資判断に際して新規上場申請者のリスク要

因として考慮されるべき事項 

 

ｃ 新規上場申請者の企業グループの主要な

事業活動の前提となる事項に係る次の（ａ）

から（ｄ）までに掲げる事項 

 

（ａ） 新規上場申請者の企業グループの

主要な事業活動の前提となる事項の内容 

 

（ｂ） 許認可等の有効期間その他の期限

が法令又は契約等により定められている

場合には、当該期限 

 

（ｃ） 許認可等の取消し、解約その他の

事由が法令又は契約等により定められて

いる場合には、当該事由 

 

（ｄ） 新規上場申請者の企業グループの

主要な事業活動の前提となる事項につい

て、その継続に支障を来す要因が発生し

ていない旨及び当該要因が発生した場合

に事業活動に重大な影響を及ぼす旨 

 

（３） 新規上場申請者が、中期経営計画を適

切に策定し、投資者への説明会等を行える状

況にあること。 

 

（４） 新規上場申請者の企業グループが、そ

の関連当事者その他の特定の者との間の取引

行為又は株式の所有割合の調整等により、新

規上場申請者の企業グループの実態の開示を
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歪めていないこと。 

（５） 新規上場申請者が過半数所有会社を有

している場合（上場後最初に終了する事業年

度の末日までに過半数所有会社を有しないこ

ととなる見込みがある場合を除く。）には、

当該過半数所有会社の開示が有効であるもの

として、次のａ又はｂのいずれかに該当する

こと。ただし、新規上場申請者と当該過半数

所有会社との事業上の関連が希薄であり、か

つ、当該過半数所有会社による新規上場申請

者の株式の所有が投資育成を目的としたもの

であり、新規上場申請者の事業活動を実質的

に支配することを目的とするものでないこと

が明らかな場合は、この限りでない。 

 

ａ 新規上場申請者の過半数所有会社（過半

数所有会社に該当する会社が複数ある場合

には、新規上場申請者に与える影響が最も

大きいと認められる会社をいうものとし、

その影響が同等であると認められるとき

は、いずれか一つの会社をいう。以下この

ａ及びｂにおいて同じ。）が発行する株券

等が国内の金融商品取引所に上場されてい

ること（当該過半数所有会社が発行する株

券等が外国金融商品取引所等において上場

又は継続的に取引されており、かつ、当該

過半数所有会社又は当該外国金融商品取引

所等が所在する国における企業内容の開示

の状況が著しく投資者保護に欠けると認め

られない場合を含む。）。 

 

ｂ 新規上場申請者が、その経営に重大な影

響を与える過半数所有会社（前ａに適合す

る過半数所有会社を除く。）に関する事実

等の会社情報を適切に把握することができ

る状況にあり、新規上場申請者が、当該会

社情報のうち新規上場申請者の経営に重大

な影響を与えるものを投資者に対して適切
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に開示することに当該過半数所有会社が同

意することについて書面により確約するこ

と。 

（６） 新規上場申請者が外国会社である場合

には、新規上場申請者が採用する会計制度が

投資者保護の観点から適当と認められるこ

と。 

 

（７） 新規上場申請が外国会社である場合で、

当該新規上場申請に係る株券等が外国金融商

品取引所等において上場又は継続的に取引さ

れておらず、かつ、当取引所のみに新規上場

申請が行われる場合には、「新規上場申請の

ための有価証券報告書（Ⅰの部）」に、次の

ａ及びｂに掲げる事項が記載されているこ

と。 

 

ａ 新規上場申請日の直前事業年度の末日か

ら起算して１年前から上場日の前日までの

期間における次の（ａ）及び（ｂ）に掲げ

る事項 

 

（ａ） 株主割当て以外の方法による新株

発行又は新株予約権若しくは新株予約権

付社債の発行の状況 

 

（ｂ） 特別利害関係者等（開示府令第２

条第１項第３１号イ及びロに規定する者

をいう。）が所有する株式等の変動の状

況 

 

ｂ 株式、新株予約権又は新株予約権付社債

の所有者が、新規上場申請者又は新規上場

申請者が元引受契約を締結する金融商品取

引業者との間において、上場後の一定期間

における当該有価証券の保有に関する取決

めを行っている場合には、その内容 

 

  

（公益又は投資者保護の観点）  

６．規程第２１６条の８第１項第５号に定める事

項についての上場審査は、次の（１）から（４）

（新設） 
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までに掲げる観点その他の観点から検討するこ

とにより行う。 

（１） 株主又は外国株預託証券等の所有者の

権利内容及びその行使が不当に制限されてい

ないこと。 

 

（２） 新規上場申請者の企業グループが、経

営活動や業績に重大な影響を与える係争又は

紛争等を抱えていないこと。 

 

（３） 新規上場申請に係る内国株券等が、無

議決権株式又は議決権の少ない株式である場

合は、次のａからｆまでのいずれにも適合す

ること。 

 

ａ 極めて小さい出資割合で会社を支配する

状況が生じた場合に無議決権株式又は議決

権の少ない株式のスキームが解消できる見

込みのあること 

 

ｂ 異なる種類の株主の間で利害が対立する

状況が生じた場合に当該新規上場申請に係

る内国株券等の株主が不当に害されないた

めの保護の方策をとることができる状況に

あると認められること。 

 

ｃ 当該新規上場申請に係る内国株券等の発

行者が次の（ａ）から（ｃ）までに掲げる

者との取引（同（ａ）から（ｃ）までに掲

げる者が第三者のために当該発行者との間

で行う取引及び当該発行者と第三者との間

の取引で同（ａ）から（ｃ）までに掲げる

者が当該取引に関して当該発行者に重要な

影響を及ぼしているものを含む。）を行う

際に、少数株主の保護の方策をとることが

できる見込みがあると認められること。 

 

（ａ） 親会社  

（ｂ） 支配株主（親会社を除く。）及び

その近親者 

 

（ｃ） 前（ｂ）に掲げる者が議決権の過

半数を自己の計算において所有している
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会社等及び当該会社等の子会社 

ｄ 当該新規上場申請に係る内国株券等が議

決権の少ない株式である場合には、議決権

の多い株式について、その譲渡等が行われ

るときに議決権の少ない株式に転換される

旨が定められていること。 

 

ｅ 当該新規上場申請に係る内国株券等が剰

余金配当に関して優先的内容を有している

場合には、原則として、上場申請日の直前

事業年度の末日後２年間の予想利益及び上

場申請日の直前事業年度の末日における分

配可能額が良好であると認められ、当該内

国株券等の発行者が当該内国株券等に係る

剰余金配当を行うに足りる利益を計上する

見込みがあること。 

 

ｆ その他株主及び投資者の利益を侵害する

おそれが大きいと認められる状況にないこ

と。 

 

（４） その他公益又は投資者保護の観点から

適当と認められること。 

 

  

（上場会社の人的分割により設立される会社に

対する上場審査） 

 

７．新規上場申請者が上場会社の人的分割により

設立される会社であって、当該会社分割前に新

規上場申請が行われた場合の上場審査は、２．

から前６．までの規定にかかわらず、会社分割

により承継する事業及び会社分割の計画等につ

いて、２．から前６．までに定めるところによ

り行う。 

（新設） 

  

Ⅲの４ （略） Ⅲの２ （略） 

  

（上場会社が発行する無議決権株式の上場審

査） 

（上場会社が発行する無議決権株式の上場審

査） 

規程第３０２条の２第１項に定める公益又は投 規程第３０２条の２第１項に定める公益又は投
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資者保護の観点から当取引所が必要と認める事項

についての上場審査は、次の（１）から（３）ま

でに掲げる上場会社の区分に従い、当該（１）か

ら（３）までに定めるところにより行う。 

資者保護の観点から当取引所が必要と認める事項

についての上場審査は、次の（１）及び（２）に

掲げる上場会社の区分に従い、当該（１）及び（２）

に定めるところにより行う。 

（１）・（２） （略） （１）・（２） （略） 

（３） ＪＡＳＤＡＱの上場会社 Ⅲの２ ６．

（５）又はⅢの３ ６．（５）に定めるとこ

ろにより行う。 

（新設） 

  

（上場市場の変更審査等） （上場市場の変更審査） 

２．上場市場の変更審査及び内訳区分の変更審査

については、次の（１）から（５）までに定め

るところにより行う。 

（１） 規程第３１３条第１項に定める本則市

場への上場市場の変更審査は、Ⅱに準じて行

う。この場合において、当取引所は、マザー

ズ又はＪＡＳＤＡＱへの新規上場時から会社

の事業内容、コーポレートガバナンス及び内

部管理体制等に著しい変更のないときは、そ

の状況を勘案して、企業の継続性及び収益性

並びに上場後の企業内容等の開示実績等を中

心に審査を行うことができるものとする。 

（２） 規程第３１３条の４第１項に定めるマ

ザーズへの上場市場の変更審査は、Ⅲに準じ

て行う。この場合において、当取引所は、Ｊ

ＡＳＤＡＱへの新規上場時から会社の事業内

容、コーポレートガバナンス及び内部管理体

制等に著しい変更のないときは、その状況を

勘案して、事業計画の合理性及び上場後の企

業内容等の開示実績等を中心に審査を行うこ

とができるものとする。 

（３） 規程第３１３条の７第１項に定めるＪ

ＡＳＤＡＱへの上場市場の変更審査は、Ⅲの

２又はⅢの３に準じて行う。この場合におい

て、当取引所は、本則市場又はマザーズへの

新規上場時から会社の事業内容、コーポレー

２．規程第３１３条第１項に定める上場株券等の

上場市場の変更に係る審査は、Ⅱに準じて行う。

この場合において、当取引所は、マザーズへの

新規上場時から会社の事業内容、コーポレート

ガバナンス及び内部管理体制等に著しい変更の

ないときは、その状況を勘案して、企業の継続

性及び収益性並びに上場後の企業内容等の開示

実績等を中心に審査を行うことができるものと

する。 
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トガバナンス及び内部管理体制等に著しい変

更のないときは、その状況を勘案して、スタ

ンダードへの上場市場の変更申請の場合には

企業の存続性及び上場後の企業内容等の開示

実績等を中心に、グロースへの上場市場の変

更申請の場合には企業の成長可能性及び上場

後の企業内容等の開示実績等を中心に審査を

行うことができるものとする。 

（４） 規程第３１５条の４第１項に定めるス

タンダードへの内訳区分の変更審査は、Ⅲの

２に準じて行うものとする。この場合におい

て、当取引所は、グロースへの新規上場時か

ら会社の事業内容、コーポレートガバナンス

及び内部管理体制等に著しい変更のないとき

は、企業の存続性及び上場後の企業内容等の

開示実績等を中心に審査を行うことができる

ものとする。 

（５） 規程第３１５条の５第１項に定めるグ

ロースへの内訳区分の変更審査は、Ⅲの３に

準じて行うものとする。この場合において、

当取引所は、スタンダードへの新規上場時か

ら会社の事業内容、コーポレートガバナンス

及び内部管理体制等に著しい変更のないとき

は、企業の成長可能性及び上場後の企業内容

等の開示実績等を中心に審査を行うことがで

きるものとする。 

  

Ⅸ ベンチャーファンドの新規上場審査 （新設） 

  

（ベンチャーファンドの新規上場申請に係る上

場審査） 

 

１．規程第１３０６条第１項に定めるベンチャー

ファンドの上場審査は、このⅨに定めるところ

により行う。 

（新設） 

 

  

（未公開株等の評価の適正性）  
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２．規程第１３０６条第１項第１号に定める事項

についての上場審査は、次の（１）から（３）

までに掲げる観点その他の観点から検討するこ

とにより行う。 

（新設） 

 

（１） 運用資産である未公開株等及び未公開

株等関連資産の評価を未公開株等評価機関に

委託していること。 

 

（２） 前号に規定する未公開株等評価機関に

ついて、資本関係、人的関係、取引関係その

他の関係を総合的に勘案し、新規ベンチャー

ファンド上場申請者からの独立性が確保され

ている状況にあると認められること。 

 

（３） 第１号に規定する未公開株等評価機関

について、次のａからｃまでに掲げる事項か

ら、適正な評価を行うことができる社内体制

が整備されている状況にあると認められるこ

と。 

 

ａ 原則として、評価機関として設立された

後、新規上場申請日の直前営業期間の末日

までに３か年以上を経過していること、か

つ、相応の財務基盤及び安定した収益実績

を有すること。 

 

ｂ 評価に係る業務の遂行に必要な人員が確

保されていること。 

 

ｃ 評価機関としての実績を有しているこ

と。 

 

  

（開示の適正性）  

３．規程第１３０６条第１項第２号に定める事項

についての上場審査は、次の（１）及び（２）

に掲げる観点その他の観点から検討することに

より行う。 

（新設） 

 

（１） 新規上場申請書類のうちベンチャーフ

ァンドに関する情報の開示に係るものに、投

資者の投資判断に重要な影響を及ぼす可能性

のある事項が適切に記載されていること。 
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（２） ベンチャーファンドの新規上場を申請

した者が、資産の運用等に重大な影響を与え

る事実等の情報を適時、適切に開示すること

ができる体制にあること。 

 

  

（公益又は投資者保護の観点）  

４．規程第１３０６条第１項第３号に定める事項

についての上場審査は、次の（１）及び（２）

に掲げる観点その他の観点から検討することに

より行う。 

（新設） 

 

（１） ベンチャーファンドの新規上場を申請

した者の企業グループが反社会的勢力による

経営活動への関与を防止するための社内体制

を整備し、当該関与の防止に努めていること

及びその実態が公益又は投資者保護の観点か

ら適当と認められること。 

 

（２） その他公益又は投資者保護の観点から

適当と認められること。 

 

  

Ⅹ カントリーファンドの新規上場審査 （新設） 

  

（カントリーファンドの新規上場申請に係る上

場審査） 

 

１．規程第１４０６条第１項に定めるカントリー

ファンドの上場審査は、このⅩに定めるところ

により行う。 

（新設） 

 

 

  

（開示の適正性）  

２．規程第１４０６条第１項第１号に定める事項

についての上場審査は、次の（１）から（３）

までに掲げる観点その他の観点から検討するこ

とにより行う。 

（新設） 

 

（１） 新規上場申請書類のうち投資内容の開

示に係るものが法令等に準じて作成されてお

り、かつ、本国等の法制度、新規カントリー

ファンド上場申請者の財政状態及び経営成
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績、役員・大口の投資主等、投資者の投資判

断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項が

分かりやすく記載されていること。 

（２） 新規カントリーファンド上場申請者の

会計組織が、適切に整備、運用されている状

況にあること。 

 

（３） 新規カントリーファンド上場申請者が、

経営に重大な影響を与える事実等の法人情報

を管理し、当該法人情報を適時、適切に開示

することができる状況にあること。 

 

  

（公益又は投資者保護の観点）  

３．規程第１４０６条第１項第２号に定める事項

についての上場審査は、次の（１）から（６）

までに掲げる観点その他の観点から検討するこ

とにより行う。 

（新設） 

 

 

（１） 新規カントリーファンド上場申請者の

企業グループが反社会的勢力による経営活動

への関与を防止するための社内体制を整備

し、当該関与の防止に努めていること及びそ

の実態が公益又は投資者保護の観点から適当

と認められること。 

 

（２） 投資主の権利内容及びその行使が不当

に制限されていないこと。 

 

（３） 新規カントリーファンド上場申請者が、

資産運用の基本方針等に基づき運用すること

が見込まれること。 

 

（４） 新規上場申請に係るカントリーファン

ド資産運用会社が、原則として、資産運用会

社として設立された後、新規上場申請日の直

前営業期間の末日までに３か年以上を経過し

ており、かつ、外国の有価証券に係る投資運

用の実績を有していること。この場合におい

て、設立後３か年以上を経過していない場合

であっても、当該運用会社の親会社がその状

況にあれば適合しているものとする。 
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（５） 新規上場申請に係るカントリーファン

ド発行投資法人の事務管理の委託を受ける者

が、原則として、事務管理の委託を受ける者

として設立された後、新規上場申請日の直前

営業期間の末日までに３か年以上を経過して

おり、かつ、外国投資法人等に係る事務管理

の委託を受ける者としての実績を有している

こと。この場合において、設立後３か年以上

を経過していない場合であっても、当該事務

管理の委託を受ける者の親会社がその状況に

あれば適合しているものとする。 

 

（６） その他公益又は投資者保護の観点から

適当と認められること。 

 

  

  

付  則  

この改正規定は、平成２５年７月１６日から施

行する。 
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上場管理等に関するガイドラインの一部改正新旧対照表 

 

新 旧 

Ⅲ 実効性の確保に係る審査 Ⅲ 実効性の確保に係る審査 

  

（特設注意市場銘柄の指定等） （特設注意市場銘柄の指定等） 

１．規程第５０１条第１項の規定に基づく特設注

意市場銘柄の指定は、次の（１）及び（２）に

掲げる場合においては、当該（１）及び（２）

に定める事項その他の事情を総合的に勘案し

て行う。 

１．規程第５０１条第１項の規定に基づく特設注

意市場銘柄の指定は、次の（１）及び（２）に

掲げる場合においては、当該（１）及び（２）

に定める事項その他の事情を総合的に勘案し

て行う。 

（１） 規程第５０１条第１項第１号に掲げる

場合 

（１） 規程第５０１条第１項第１号に掲げる

場合 

当取引所が規程第６０１条第１項第９号

の２、第１１号、第１２号、第１９号又は第

２０号（第６０２条から第６０４条の５まで

による場合を含む。）に該当するおそれがあ

ると認めた事象の内容、経緯、原因及びその

情状 

当取引所が規程第６０１条第１項第９号

の２、第１１号、第１２号、第１９号又は第

２０号（第６０２条から第６０４条までによ

る場合を含む。）に該当するおそれがあると

認めた事象の内容、経緯、原因及びその情状

（２） （略） （２） （略） 

  

Ⅴ 備考 Ⅴ 備考 

  

（準用規定） （準用規定） 

このガイドラインは、上場優先株等、上場優

先証券、上場債券、上場転換社債型新株予約権

付社債券、上場交換社債券、上場ＥＴＮ、上場

ＥＴＦ、上場不動産投資信託証券、上場ベンチ

ャーファンド及び上場カントリーファンドに

係る情報の開示の適正性に係る審査、実効性の

確保に係る審査及び上場廃止に係る審査につ

いて準用する。 

このガイドラインは、上場優先株等、上場優

先証券、上場債券、上場転換社債型新株予約権

付社債券、上場交換社債券、上場外国指標連動

証券信託受益証券、上場ＥＴＦ及び上場不動産

投資信託証券に係る情報の開示の適正性に係

る審査、実効性の確保に係る審査及び上場廃止

に係る審査について準用する。 

 
 

 
 

付  則  
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この改正規定は、平成２５年７月１６日から施

行する。 
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ＴｏＳＴＮｅＴ市場に関する業務規程及び受託契約準則の特例の施行規則の一部改正新旧対照表 

 
新 旧 

（ＴｏＳＴＮｅＴ取引に係る売買の取消し） （ＴｏＳＴＮｅＴ取引に係る売買の取消し） 

第１３条 ＴｏＳＴＮｅＴ特例第１８条第１

項の規定により行うＴｏＳＴＮｅＴ取引に

係る売買の取消しは、次の各号に定めるとこ

ろによる。 

第１３条 ＴｏＳＴＮｅＴ特例第１８条第１

項の規定により行うＴｏＳＴＮｅＴ取引に

係る売買の取消しは、次の各号に定めるとこ

ろによる。 

（１） 過誤のある注文を発注した取引参加

者は、過誤のある注文により次のａからｃ

までに定める数量又は金額を超える売買

が成立し、当該売買の決済が極めて困難で

ある場合には、業務規程第２９条第５号の

規定により売買立会による売買が停止さ

れた時、ＴｏＳＴＮｅＴ特例第１９条第５

号の規定によりＴｏＳＴＮｅＴ取引に係

る売買が停止された時又は業務規程第７

７条の２の規定により当該過誤のある注

文について公表された時のいずれか早い

時から、原則として６０分を経過するまで

の間に限り、当取引所の定める様式によ

り、売買の取消しの申請を行うことができ

る。 

（１） 過誤のある注文を発注した取引参加

者は、過誤のある注文により次のａからｃ

までに定める数量又は金額を超える売買

が成立し、当該売買の決済が極めて困難で

ある場合には、業務規程第２９条第５号の

規定により売買立会による売買が停止さ

れた時、ＴｏＳＴＮｅＴ特例第１９条第５

号の規定によりＴｏＳＴＮｅＴ取引に係

る売買が停止された時又は業務規程第７

７条の２の規定により当該過誤のある注

文について公表された時のいずれか早い

時から、原則として６０分を経過するまで

の間に限り、当取引所の定める様式によ

り、売買の取消しの申請を行うことができ

る。 

ａ 内国株券（内国法人の発行する株券、

内国法人の発行する新株予約権証券、出

資証券、優先出資証券、投資信託受益証

券及び投資証券をいう。以下同じ。）及

び内国商品信託受益証券 

ａ 内国株券（内国法人の発行する株券、

内国法人の発行する新株予約権証券、投

資信託受益証券及び投資証券をいう。以

下同じ。）及び内国商品信託受益証券 

第１６条第１号に定める数量に２

を乗じて得た数量（当該売買の決済を

特に困難とする状況が認められる場

合にあっては、同号に定める数量） 

第１６条第１号に定める数量に２

を乗じて得た数量（当該売買の決済を

特に困難とする状況が認められる場

合にあっては、同号に定める数量） 

ｂ・ｃ （略） ｂ・ｃ （略） 

２ （略） ２ （略） 

  

（取消しの可能性の周知が必要と認める場合） （取消しの可能性の周知が必要と認める場合） 
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第１６条 ＴｏＳＴＮｅＴ特例第１９条第５

号に掲げる場合のＴｏＳＴＮｅＴ取引に係

る売買の停止を行う場合は、原則として、過

誤のある注文により、次の各号に掲げる有価

証券の区分に従い、当該各号に定める数量又

は金額を超える数量又は金額の売買が成立

した場合とする。 

第１６条 ＴｏＳＴＮｅＴ特例第１９条第５

号に掲げる場合のＴｏＳＴＮｅＴ取引に係

る売買の停止を行う場合は、原則として、過

誤のある注文により、次の各号に掲げる有価

証券の区分に従い、当該各号に定める数量又

は金額を超える数量又は金額の売買が成立

した場合とする。 

（１） 内国株券及び内国商品信託受益証券 （１） 内国株券及び内国商品信託受益証券 

上場株式数（出資証券の場合は上場出資

口数をいい、優先出資証券の場合は上場優

先出資口数をいい、投資信託受益証券及び

内国商品信託受益証券の場合は上場受益

権口数をいい、投資証券の場合は上場投資

口口数をいう。）の１０％に相当する数量 

上場株式数（優先出資証券の場合は上場

優先出資口数をいい、投資信託受益証券及

び内国商品信託受益証券の場合は上場受

益権口数をいい、投資証券の場合は上場投

資口口数をいう。）の１０％に相当する数

量 

（２）・（３） （略） （２）・（３） （略） 

  
  

付  則  

この改正規定は、平成２５年７月１６日から施

行する。 
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当取引所が指定する市場デリバティブ取引を廃止する規則 

 
 
当取引所が指定する市場デリバティブ取引を廃止する。 

 
 

付  則 
この規則は、平成２５年７月１６日から施行する。 




